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午前10時 開会 

○議長（田中 哲君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立いたしました。よって、これより平成29年３月第１回人吉市議会定例会を開会

いたします。 

会議を開きます。 

本日の議事は、議席に配付の議事日程によって進めます。 

議事に入ります前に、お手元に配付しておりますように、議長会等の報告は書類報告にか

えさせていただき、関係書類につきましては、それぞれ議会事務局に備えてありますので、

御一覧いただきますようお願いいたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第１ 会期の決定 

○議長（田中 哲君） それでは、これより議事に入ります。 

日程第１、会期の決定を議題といたします。 

本件については、去る２月20日に議会運営委員会が開催され、会期日程等について協議が

なされておりますので、これについて議会運営委員長の報告を求めます。（「議長、14番」

と呼ぶ者あり） 

14番。村上恵一議員。 

○14番（村上恵一君）（登壇） おはようございます。平成29年３月第１回人吉市議会定例会

に当たりまして、去る２月20日に議会運営委員会を開催し、会期日程等について協議をいた

しておりますので、その結果を御報告申し上げます。 

まず、会期につきましては、本日２月27日開会、あす28日午前10時から治水・防災に関す

る特別委員会、午後１時30分から市庁舎建設に関する特別委員会、３日１日から６日まで休

会、７日議案質疑、８日、９日一般質問、10日一般質問及び委員会付託、11日、12日休会、

13日予算委員会、14日から16日まで総務文教委員会、厚生委員会、経済建設委員会、17日予

算委員会、18日から27日まで休会、28日委員長報告、採決、閉会ということにいたしており

ます。 

次に、一般質問ですが、一般質問の通告は３月３日金曜日午前11時に締め切りまして、

登壇順番は抽せんにて決定することにいたしております。一般質問は、一問一答制による一

般質問で、質問回数につきましては制限なしとし、登壇１回、２回目から質問席にて行い、

質問時間は50分以内としております。 

また、７日の議案質疑の回数は、１議案につき質問席から２回以内ということに決定い

たしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 会期については、ただいまの議会運営委員長報告どおり決定すること
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に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、会期については、議会運営委員長報告どおり決定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。 

署名議員に５番、宮﨑 保議員、６番、平田清吉議員を指名いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第３ 議第１号から日程第33 議第31号まで 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第３、議第１号から日程第33、議第31号までの31件を一括

議題とし、直ちに執行部の説明を求めます。 

○市長（松岡隼人君）（登壇） 皆様、おはようございます。平成29年３月第１回人吉市議会

定例会の開催に当たり、発言の機会をいただきましたことに心から厚くお礼を申し上げます。 

平成28年は１月の大寒波に始まり、４月の熊本地震の発災という大変な災禍に見舞われた

１年であり、本市においても、観光を初め各種産業への深刻な打撃や麓町本庁舎の被災によ

る市庁舎機能の分散など、さまざまな影響をもたらした年でございました。こういった状況

を本年１年で刷新することはかないませんが、平成29年という新たな年をつつがなく迎え、

熊本県全体が日常の安寧を取り戻しながら、復旧、そして、創造ある復興に向けた輝かしい

１年でありますことを皆様とともに祈り、さらに、その一翼を担うべく、その思いを新たに

したところでございます。議員各位を初め市民の皆様の御理解、御協力を賜りながら、さら

なる市政発展に傾注してまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

古代中国の書経や史記といった古典の「地平らかにして天成る」、「内平らかにして外成

る」に由来する元号、平成も既に29度目の春を迎えつつあります。平成30年が１つの節目に

なるという静かな動きがある中で、「国の内外、天地とも平和が達成される」という元号に

託された意味や願いを再度銘肝し、安らかで平和な社会を子々孫々まで伝えられるような時

代づくりに少しでも寄与をしてまいりたいと存じます。 

本年年頭の記者会見で、安倍首相は、「本年も経済最優先、鳥が大空をかけるように颯爽

とデフレ脱却に向けて金融政策、財政政策、そして成長戦略の３本の矢をうち続けてまいり

ます」と語っておられます。去る１月20日に開会された第193回通常国会冒頭の施政方針演

説の中では、「少子高齢化、デフレからの脱却と新しい成長、厳しさを増す安全保障環境。

困難な課題に真正面から立ち向かい、未来に生きる世代のため、新しい国創りに挑戦する」

ことを標榜されています。特に印象的なものとして、クリアすべき課題等を数回にわたり

「壁」と表現され、挑戦する姿勢を全面に出されたものであり、我々地方にも直結をしてく
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る地方創生や観光立国の推進、農政改革といった成長経済、被災地の復興、国土強靱化によ

る安全、安心づくり、少子高齢化への対策でもあり、労働制度の大胆な改革を初めとする一

億総活躍の国づくり、我が国の未来そのものである子供たちが、夢に向かって頑張ることが

できる社会の実現を目指すことを表明されております。本市としましても、国の動向を注視

しながら、さまざまな課題解決に向けて、地方都市としての役割を果たしてまいりたいと存

じます。 

熊本県においては、熊本復旧・復興プランに基づき、熊本の将来像を「災害に強く、誇れ

る資産（たから）を次代につなぎ、夢にあふれる新たな熊本」と設定し、夢にあふれ、希望

に満ちた熊本、災害に強く、安全・安心に生活できる熊本、熊本の宝が継承され、誇りに満

ちた熊本、経済的に安定し、躍動する熊本の実現を目指すことで、復旧、復興の原則や有識

者会議の提言にあるように、今後の「震災復興モデル」になることをも求められております。 

本市としましても、熊本県の一員として、引き続き、被災地への支援はもとより、何より

も元気な熊本の旗頭となれるよう観光を初め地域産業の発展をもって貢献してまいりたいと

存じます。 

世界に目を向けてみましても、英国のＥＵ離脱やアメリカ合衆国の新大統領就任、大韓民

国の政情不安など、さまざまに変革を迎えております。安倍首相の決意にもありましたとお

り、とり年は飛翔の年でもありますので、世情に流されることなく、鳥瞰の目を持って、大

局に立った状況判断、情勢の把握に努めてまいりたいと存じます。 

本市においても、平成28年は熊本地震の発災という困難を通して、人吉球磨の連綿と続い

てきた歴史、文化、風土、人、それらを背景にした魅力そのものに導かれた機縁のありがた

さを感じた年でもございました。市庁舎問題から政策課題まで、国、県の関係の皆様を初め

人吉応援団ともいえる多くの方々に御支援、御高配を賜り、さらにはふるさと納税という制

度を通して、多くの御協力を得たことも大変ありがたく、心強く思っているところでござい

ます。また、私自身が不勉強な部分もございますが、時代小説の舞台として相良家時代の人

吉藩をモデルに描いていただいている佐伯泰英先生も当代きっての人気作品を通して本地域

を大きく御支援をいただいていることを知り、大変光栄に感じている次第です。このような

皆様の御恩と御期待に報いるためにも、歴史的、文化的にも奥深く、思いやりに満ちた人々

が住み、情緒豊かな日本のふるさとの原風景ともいえる本市をさらに磨き上げ、皆様に愛さ

れる場所であり続けられるよう一層の努力をしてまいりたいと存じます。 

本年は、市民の皆様から御支持をいただきスタートした任期の折り返しの年となります。

選挙の際にお約束した108の施策につきましては、平成28年度策定いたしました第５次総合

計画後期基本計画に位置づけ、着実な実施に努めているところでございますが、市民の皆様

の御期待に応え、市民の皆様とのお約束を目に見える形とするため、新たにこの１年間に取

り組むべき５つの重点施策を打ち立て、公約実現に向けてさらに加速してまいりたいと存じ
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ます。 

今回掲げます５つの重点施策とは、まず初めに、安全・安心、健康といった、今この人吉

で暮らす市民の皆様の満足度を上げるための守りの施策として、「新市庁舎建設を中心とし

た安全・安心なまちづくり」、「健康寿命日本一の実現」、「ふるさと人吉を支える人づく

り」の３つを、また、人口減少社会に対応する攻めの施策として、「しごと創出から始める

移住定住促進」、「活かし、稼ぐための観光戦略」の２つを掲げております。 

「守りの施策」と表現しておりますが、これまでの熊本地震、豪雨、台風、大雪と、多く

の災害に対処し、被害の状況を見る中で、私は、市民の安全・安心が全ての政策、施策の基

盤でなければならないという思いが信念に変わりました。この「安全・安心」をまず市政の

第一としてまいりたいと存じます。 

１つ目の「新市庁舎建設を中心とした安全・安心なまちづくり」でございますが、まずは

防災拠点となる堅牢な新市庁舎の建設を最優先で進めてまいります。進捗については後ほど

御報告いたしますが、今後、発生が危ぶまれる人吉盆地内縁断層による地震に備え、また、

現在４カ所に分かれて市民の皆様に御不便をおかけしている市庁舎機能の分散状況を早急に

解消するべく、ロードマップに沿って着実に進めてまいりたいと存じます。市議会におかれ

ましても、特別委員会を設置していただき、これまで活発な御審議をしていただいていると

ころでございますが、今後も引き続き、さまざまに御提言を賜りますようお願い申し上げま

す。 

あわせて、学校、コミュニティセンターなど避難所となっている施設も老朽化が進んでお

りますので、今後策定する「公共施設等総合管理計画」の中で、これらの施設の改修、耐震

化の検討を行い、マンホールトイレの設置など避難所としての受け入れ設備の整備に努めて

まいります。また、今後実用化してまいります「人吉市業務継続計画」、「球磨川水害タイ

ムライン」などのソフト対策事業につきましても、災害発生時に円滑に運用できるよう徹底

を図ってまいりたいと存じます。 

２つ目の重点施策として、「健康寿命日本一の実現」を目指します。私たち人間の最大の

願いは健康だと考えております。自分のため、家族のため、地域のためにも、市民一人一人

が健康でお過ごしになることが市政の大きな目標であり、全ての土台でもあります。そのた

めには、妊娠・出産期から高齢期まで、全てのライフステージに応じた健康づくりへの取り

組みが必要となります。今後も地域の力をおかりしながら、地域、職域、学校等あらゆる単

位での健康づくりを進めてまいります。 

また、団塊の世代の方々が75歳以上となる平成37年には、高齢化率が37.4％に達するもの

と推計されております。このような超高齢社会においては、雇用を初めさまざまな地域の担

い手として「役割と活躍の場」を持つことが重要であり、高齢者が生き生きと活躍する活力

ある生涯現役社会を目指してまいります。 
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３つ目は、「ふるさと人吉を支える人づくり」でございます。これまでも申し上げてまい

りましたが、本市の長い歴史をひもといてみますと、地域最大の資源は「ひと」であり、人

材の育成こそがまちづくりの原点であると認識しております。そのためにも、子供たちがふ

るさと人吉に誇りを持てる学校教育の推進と教育環境の充実に引き続き努めてまいります。

新たな取り組みとしましては、ＮＰＯ法人人吉市体育協会との協働事業として実施するスポ

ーツ振興のための助成制度の創設、いわゆるアスリート基金により、選手育成強化、指導者

養成等を進めてまいります。また、子供たちだけでなく、保護者の皆様が安心して子育てを

行える環境づくりも重要でございます。子育て世代の経済的負担軽減のため、子ども医療費

の中学卒業までの無料化につきまして、本年10月実施に向けて、今議会に条例改正案及び予

算案を御提案させていただいております。これは、これまで長きにわたり保護者の皆様から

強い御要望があったものであり、また、歴代の市長が財政状況を鑑みながら少しずつ拡充を

続けてきたものでございますが、今回の予算編成及び財政見通しの中で実施が可能となりま

したので、御提案させていただいたものでございます。 

これら３つの「守る」施策を土台として、人口減少社会を迎え撃つ「攻め」の施策を展開

してまいります。「しごと創出から始める移住定住促進」、「活かし、稼ぐための観光戦

略」の２つの取り組みでございます。これらにつきましては、平成27年度に策定いたしまし

た「人吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中に、４つの基本目標を定めておりますが、

そのうち、「本市にしごとをつくり、安定した雇用を創出する」、「本市への新しいひとの

流れをつくる」という２つの基本目標において、しごと創出、交流人口の増加を目指してい

るところでございます。 

まず、「しごと創出から始める移住定住促進」でございますが、現在、ビジネスコンサル

タントを配し、業種を問わず、経営課題全般に対応した中小企業事業者及び創業希望者のワ

ンストップ相談窓口の機能を有する「起業創業・中小企業支援センター」の開設準備に取り

組んでおります。優秀な産業支援人材の獲得という大きな課題はございますが、平成29年度

は、運営体制や必要な財源、設置場所等について、人吉商工会議所等の関係機関と協議を行

いながら早期に具体化し、平成30年度の開業に向けた準備を進めたいと存じます。また、地

方創生の一環として取り組んでいるスマート林業推進による林業の成長産業化、中核工業用

地へのハラール関連企業誘致の促進など、「しごとを創る」取り組みに注力するとともに、

これら雇用創出の取り組みに加えて、地方創生事業として取り組んでおります「賑わい創出

事業」において、ＵＩＪターン促進のためのターゲットの明確化、情報発信のためのポータ

ルサイトの開設など移住定住施策を体系的に整備してまいります。 

最後に、「活かし、稼ぐための観光戦略」でございますが、人口減少が進む現状において、

最も大事な経済政策は、交流人口をいかにふやすかということでございます。人吉球磨地方

は一昨年、「相良700年が生んだ保守と進取の文化」として、相良文化が育んだ歴史的、文
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化的価値の高い寺社・仏像や信仰、風土や生活文化を高く評価していただきました。これら

の資源をより積極的に生かしていくために、日本遺産のストーリーを伝える情報発信と体験

型観光の提供、人吉球磨に数多くある観光資源の発掘・磨き上げを行い、人吉球磨10市町村

と人吉球磨広域行政組合が一体となった事業展開を進めてまいります。また、交流人口の増

加に向けた新たな切り口として、本年は「外国人に優しいまちづくり」を進めてまいりたい

と存じます。本市の持つ歴史と文化に加え、「ひとよし」という名に恥じぬ人々の思いやり

とその基礎となる高い精神性は、真の日本の豊かさを感じていただく財産だと考えておりま

す。これまで以上に「ひと」に焦点を合わせ、「人吉＝利他の精神聖地」という魅力を全面

的にプロモーションしてまいります。そして、これら日本遺産や外国人に優しいまちづくり

を含め、本市の豊かな観光資源を生かし切る施策を、戦略性を持ちながら進めてまいりたい

と存じます。 

これら５つの重要施策をスピード感をもって展開していくために、その推進エンジンとし

て、「横串を刺す企画政策部の設置」、「女性や若手職員の積極的な登用」、「官民融合し

たプロジェクトの推進」の３つの取り組みを進めてまいります。 

１つ目の「横串を刺す企画政策部の設置」でございますが、人口減少社会における地方創

生等の政策課題に取り組む上で、市民のニーズの多様化、社会の複雑化により、縦割りの組

織では十分な対応ができないことは、これまでも言われ続けてきたところでございます。政

策間連係により新たな課題に対応していくためにも、組織に横串を刺す企画政策部を中心に、

総合計画・総合戦略に基づく計画性と社会情勢の変化に合わせた臨機応変な政策・施策の展

開を行ってまいります。 

２つ目に、「女性や若手職員の積極的な登用」として、職員の人材育成に一層力を入れて

まいりたいと考えております。熊本地震に伴う市庁舎機能移転では、短期間でやり切る市組

織の計画性と団結力、行動力に改めて頼もしさを感じました。その職員の持つ力をさらに発

揮していくためにも、若手職員の政策提言を生かせる仕組みづくりや、職務経験を積ませる

計画的な人事を行ってまいります。女性の登用については、前駐日アメリカ合衆国大使のキ

ャロライン・ブービエ・ケネディ氏が任期を終えて日本を離れる際に、「国家の成功の鍵は

女性であると確信させてくれた日本の女性に感謝します。変化の真っただ中、日本の女性は

国を主導する力を持っています。女性を支援し、能力ある女性の活用に取り組む学校、企業、

家庭に感謝します」というメッセージを残されました。本市におきましても、管理職を初め

各分野で女性を積極的に登用し、さらなる活躍を期待したいと存じます。 

最後に、「官民融合したプロジェクトの推進」でございますが、「市民協働」という言葉

が使われ始めて10年以上がたちますが、真の意味での協働ができているのかと問われると、

どれだけ胸を張れるのかという思いがございます。市民の皆様には、さまざまな知恵、経験、

ノウハウがあり、その力は本市活力の源泉ともいえるものでございます。でき上がったもの
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に御意見をいただくだけではなく、政策立案段階から市民参画と協働による事業の推進、パ

ートナーとしての官民の役割分担ということを考える時期に来ているのではないかと存じま

す。市民一人一人に役割と活躍の場があり、市民の皆様と市役所が一緒になってまちづくり

を進めていく、そのような仕事の仕方に切りかえる必要があると考えております。 

「チェンジ人吉」の意味するところは、本市のアイデンティティーを取り戻すことでござ

います。アイデンティティーとは歴史であり、日常の当たり前の風景、景色に存するものだ

と考えております。歴史とは、相良700年の歴史に裏づけされた連続性、日常の当たり前と

は、町なかで明るい声で挨拶をしてくれる子供たち、それを見守るこども王国保安官の皆様、

町内会活動、校区ごとの防犯パトロールなどです。この相良700年の歴史の中で培われた利

他の精神、思いやりの心こそが、他の地域にはない最大の価値であります。 

人口減少社会の中で、ふえ続ける空き家や耕作放棄地はピンチではありますが、見方を変

えれば、新たな人の流入を受け入れる資源とも言えます。捉え方、考え方を切りかえ、何事

も前向きにチャンスだと捉え物事を進めることのみが、地域の発展と持続につながります。

本年は全てをチャンスと捉え、先ほど述べました５つの重点施策と３つの推進エンジンを柱

に進めてまいる所存でございます。 

引き続き、各部・局の主な政策等について、時間をいただき述べさせていただきます。 

市庁舎移転建設関係でございますが、新市庁舎について基本的な配置を決定いただき、新

しい庁舎の全体像というものがおぼろげながらも少しずつ見えてまいりました。 

現在、新市庁舎建設の基本計画を策定中でございますが、これは基本構想に掲げた基本理

念に沿って、必要な機能や規模などをより具体化するとともに、建物配置などのゾーニング、

庁舎内での各部署の配置計画や必要な機能について基本的な考えを示したもので、次の段階

である基本設計に反映すべき方針を定めたものでございます。この基本計画案について、市

民の皆様から御意見等をいただくために、去る２月６日から21日までの間、パブリックコメ

ントを実施したところでございます。御協力をいただきました皆様に改めてお礼を申し上げ

ます。 

今後は、皆様からいただいた御意見等を基本計画及び基本設計に反映すべく整理を行い、

市議会にも御相談を申し上げながら、平成29年度のできるだけ早い時期には基本設計案をま

とめ上げたいと存じます。 

また、市庁舎移転建設という半世紀に一度のビッグプロジェクトに全職員がかかわること

で、職員一人一人が新市庁舎への思いを強くし、かつ市庁舎建設を円滑に進めていくことを

最大の目的とした「市庁舎建設に伴うチーム人吉」を立ち上げておりまして、今後、さまざ

まな課題に対しまして、全職員が一丸となって解決し、市民の皆様に御納得いただけるよう

なすばらしい庁舎をつくり上げてまいります。 

なお、麓町本庁舎の閉庁式につきましては、本年秋ごろに実施する予定で準備を進めてい
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るところでございます。 

公共施設等総合管理計画でございますが、高度経済成長期に集中的に建設された公共施設

や道路、橋梁などのインフラの老朽化が進み、今後更新時期を迎えることから、長期的な視

点を持って将来の公共施設等の更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことを目的とし

た「人吉市公共施設等総合管理計画」の策定を進めております。この計画は自治体の厳しい

財政状況を踏まえ、将来の公共施設の適正なあり方を示し、あわせて、財政上の支援を行っ

ていくことを最大の目的として位置づけられております。 

今後は、総合計画実施計画及び中期財政計画との関連性を持たせながら、関係部署におい

て公共施設等総合管理計画の詳細計画となるべき個別施設計画の策定を行うことといたして

おります。 

ヤマセミの市の鳥への追加指定につきましては、市民の方々からの要望書の提出、さきの

12月議会での陳情書の採択を踏まえ、市民の皆様にパブリックコメントや未来会議という形

で御意見を伺ってまいりました。その結果、多くの方々から指定について御賛同をいただき、

また、さまざまな御指摘などについても真摯に検討をさせていただいたところ、本市の豊か

な自然環境の象徴として、本年３月１日付で追加指定をさせていただきたいとの結論に至っ

たところでございます。 

今後は、市民の皆様にヤマセミの魅力を御理解いただき、ヤマセミを通じ私たちの故郷が

人と野鳥が共生する豊かな自然環境にあることを誇りとしていただくことを望むところでご

ざいます。 

球磨川流域の治水関係でございますが、球磨川治水対策協議会におきまして、戦後最大の

洪水被害をもたらした昭和40年７月洪水と同規模の洪水に対して安全に流下させることを目

標とした９つの治水対策案について検討を行った結果、９つの治水対策案を単独で実施した

場合、目標の治水安全度に達しないとの結論に至りました。これを受け、これまでの検討結

果の整理を行い、今後複数の対策を組み合わせた案を検討するに当たり、球磨川流域の皆様

に広く御意見を伺うこととし、去る１月６日から２月６日まで御意見の募集が行われたとこ

ろでございます。これらを参考に、球磨川の治水安全度を高める方策等について、さらなる

検討が進められるよう期待をするところでございます。 

ふるさと納税関係でございますが、平成28年度から返礼品の数を39品目から89品目にふや

し、私自身も東京、大阪などで開催された地元出身者の集会等へ参加し、ＰＲチラシを配布

するなど寄附額の増加に向けた活動を積極的に行ってまいりました。その結果、本年１月末

現在では、昨年同時期と比べ、２倍以上の額となる3,098万9,100円の寄附をいただいたとこ

ろでございます。 

熊本地震以降、多くの皆様から寄附に添えて励ましのメッセージをいただいておりますが、

このような全国各地からの温かい御支援のお気持ちに心から感謝し、寄附をしていただきま
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した皆様の御厚意に応えるべく、本市まちづくりのため、大切に活用させていただきたく存

じます。 

公共交通関係でございますが、地域公共交通利用者、交通事業者及び公的機関で組織する

人吉市地域公共交通活性化協議会において、本市の交通政策の基本計画となる「人吉市地域

公共交通網形成計画」を策定すべく、予約型乗合タクシー区域運行の実証運行、校区懇談会

等を実施してきたところでございます。 

今後は、これらを踏まえ、人吉・球磨地域公共交通再編実施計画策定作業の進捗や政策の

整合性を保ちながら、平成29年度の早い時期に一定の方向性を見出してまいりたいと存じま

す。 

また、肥薩線利用促進・存続期成会、肥薩線を未来につなぐ協議会につきましては、現在、

これまでの経緯を十分に尊重しながら、肥薩線の振興を図る新たな組織を立ち上げるために

発展的解消を行う方向で検討を進めておりまして、構成自治体との協議の上、平成29年度の

総会において御提案してまいりたいと存じます。 

人権啓発関連でございますが、部落の完全解放、差別撤廃を目標に据えながら、人権社会

の確立を目指し活動しておられる部落解放同盟熊本県連合会主催の「部落解放第30回熊本県

研究集会」が本年11月18日・19日の両日、人吉球磨地区で開催される予定でございます。人

吉球磨地域におきましては、平成18年度開催以来、３回目の研究集会でございまして、あら

ゆる差別がない社会の実現を目指して、県内の行政関係者や教育関係者を初め一般参加者な

ど約3,000人の参加が見込まれているところでございます。 

消費者行政関係でございますが、本年１月に人吉市消費生活センターを市役所西間別館建

物内からその敷地内のプレハブ事務所へ移転し、相談業務を行っております。移転先では、

これまで以上の相談スペースが確保できましたことから、本センターを利用する方が安心し

て御利用できる環境が整ったものと存じます。 

今後も、球磨郡内の町村や社会福祉協議会と連携した出前講座を随時開催し、消費者被害

の未然防止・啓発にも努めるなど、引き続き、本センターを人吉球磨地域の消費生活相談の

中核拠点として、安全、安心な消費生活の実現に向けた消費者行政のさらなる充実を図って

まいります。 

国民健康保険関係でございますが、国民健康保険法の一部改正により、財政運営の主体が

平成30年４月から都道府県に移行することとなっております。今後は都道府県による国保運

営方針の策定、市町村別の納付金と標準保険料率の決定がなされ、平成29年度中に各市町村

に示されますので、本市におきましても、県から示された標準保険料率を参考に、人吉市国

民健康保険運営協議会の御意見を伺いながら、本市保険税率の決定など準備を進めてまいり

たいと存じます。 

災害時要支援者の支援でございますが、平成28年度に災害時避難行動等要支援者システム
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の再構築を行い、平成29年度当初から運用を開始することといたしております。このシステ

ムにより、避難勧告等により避難が必要な要支援者を、名簿等のデータベースと地理情報シ

ステムの双方で連携して把握し、円滑な避難支援が行えるものと存じます。また、要支援者

の状況をきめ細かく把握するためにも、引き続き、町内会単位で作成していただく災害時等

支え合いマップ作成の支援を行い、災害時のみならず、日常における各地域の支え合いや声

かけ等の見守りネットワークの充実を図ってまいりたいと存じます。 

障がいを持つお子さんへの支援でございますが、平成29年度から、人吉球磨圏域の障がい

児二次支援施設として、人吉市社会福祉事業団による児童発達支援センターが新たに開設さ

れる予定でございます。この施設は、障がいを持つお子さんやその家族への支援、保育園や

幼稚園との連携、相談及び支援を行うものであり、開設により、障がい児支援施策の質の向

上が図られるものと期待しております。 

また、障がい者の就労促進でございますが、人吉球磨の障がい者関連団体等で構成する人

吉球磨障がい者総合支援協議会の新たな会員として、平成28年度から人吉商工会議所が事務

局である人吉球磨雇用対策協議会に入会いただいたところでございます。今後は、雇用者側

の立場としての御意見もいただきながら、ともに知恵を出し合い、障がい者の就労促進を図

ってまいりたいと存じます。 

子ども・子育て支援事業関係でございますが、平成29年度においては、教育・保育の一体

的な提供を推進するため、新たに保育所１園が認定こども園に移行され、多様な子育てニー

ズに対応した施設としてスタートされる予定でございます。 

また、子ども・子育て支援事業計画に基づく新たな支援制度として、子育て短期支援事業、

いわゆる「ショートステイ」を平成29年度から実施する予定でございます。この事業は、保

護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童につ

いて、福祉施設や里親などの委託先において、必要な養育を行うものでございまして、これ

らの取り組みにより、より一層、子ども・子育て支援対策の充実が図られるものと存じます。 

高齢者福祉関係でございますが、平成29年度から、介護予防・日常生活支援総合事業が始

まります。地域住民が主体となった生活支援・介護予防サービスの充実を図るため、平成28

年から生活支援体制整備事業を人吉市社会福祉協議会の協力を得て実施いたしております。

今後におきましては、生活支援の担い手の養成、介護予防サービスの開発など、地域全体で

高齢者の生活を支える体制づくりを進めてまいります。 

また、地域の医師会を初めとしたさまざまな職種の団体・機関と連携し、「在宅医療介護

連携推進事業」及び「認知症総合支援事業」の新たな展開に向け、体制の確立を進めてまい

る所存でございます。 

介護保険関係でございますが、平成29年度は、「人吉市いきいき高齢プラン（第６期介護

保険事業計画・老人保健福祉計画）」の最終年度であり、平成30年度から実施する第７期計
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画策定の年となります。介護予防や認知症対策など、地域包括ケアの推進のための施策を着

実に実行するとともに、間近に迫りました2025年問題を見据えて、人吉市介護保険事業計画

等策定・運営委員会を初め多くの市民の皆様の御意見を賜りながら新たな計画を策定してま

いりたいと存じます。 

母子保健関係でございますが、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域におけ

る妊産婦や子育て家庭を支える力が低下し、子育て世代の不安感、負担感が増していると言

われております。このことから、国は、平成32年度末の全国設置を目指し、総合的相談支援

を提供するワンストップ拠点として、「子育て世代包括支援センター」を法定化する方針で

ございます。 

本市におきましては、平成29年度中の設置を計画いたしており、今後は、これまでの母子

保健事業とあわせて医療、福祉等との連携の強化を図りながら、妊産婦、子育て家庭をこれ

まで以上に継続的に支援してまいりたいと存じます。また、安心して出産できる医療環境を

維持するために、去る２月15日、球磨郡町村会長の森本完一錦町長とともに、県に対し、

「周産期における母体及び新生児の生命と健康を守る搬送について」要望書を提出したとこ

ろでございます。 

市民の健康づくりでございますが、現在、町内嘱託員や健康推進員の方々及び関係団体等

の御協力をいただきながら、市民健診や健診後の保健事業等を進めております。平成29年度

からは特定健診受診率のさらなる向上を目指し、受診希望者のみならず、特定健診の対象と

なられる全ての方に問診表を送付することといたしております。健診後におきましても、家

庭訪問等による結果説明と健康指導に重点を置いた取り組みの強化を図り、「自らの健康は

自らの手で」という市民の皆様の意識を醸成し、元気で健やかに過ごしていただくことで、

「健康寿命日本一の実現」へとつないでまいりたいと存じます。 

農業振興関係でございますが、農業担い手及び農地利用を取り巻く課題は深刻であること

から、その解決を図っていくために、現在、関係機関の指導、助言を受けながら、「人・農

地プラン」に基づく地域内での話し合いを積極的に行っていただいているところでございま

す。具体的には、中神大柿地区、漆田地区におきまして、地域営農・農地集積計画を策定さ

れ、その計画に基づきさまざまな取り組みが実施されております。さらに、大畑麓地区にお

きましては、集落営農組織の法人化に向けて協議が進められており、法人設立の最終段階に

入られているとのことでございます。 

また、上原田地区、永野地区においても、現在、自発的に将来の地域農業の方向性や農地

の集積などについて話し合いが進められておりまして、本市としましても、引き続き、関係

機関との連携を強化し、農業経営の安定化と所得向上、耕作放棄地の発生防止に努めてまい

りたいと存じます。 

人吉農業振興地域整備計画でございますが、本計画は、農業振興地域の整備に関する法律
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に基づき策定を行うものでございまして、おおむね５年ごとに見直しを行うものでございま

す。本市におきましては、平成29年度が本計画の見直しに当たりますことから、本年７月か

ら農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、農業生産等の事項に関する現況及び将

来の見通しについての基礎調査等を実施し、平成30年10月の策定を目指してまいりたいと存

じます。 

農業委員会関係でございますが、平成29年７月に現農業委員の任期が満了を迎えますこと

から、広報ひとよし、ホームページを活用し、対象となる方々に周知を行っております。ま

た、去る１月23日から30日にかけまして、人吉市農家振興組合長の方々を対象とした説明会

をあわせて開催したところでございます。 

今後、本市では、人吉市農業委員候補者評価委員会を設置、厳正に農業委員候補者を評価

し、最終的には市議会の同意を得て任命することとしております。また、農地利用最適化推

進委員につきましても、人吉市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会において厳正に候

補者を評価し、農業委員会が委嘱することとしております。 

企業誘致関係でございますが、共栄精密株式会社におかれましては、国の地域経済循環創

造事業に係る交付金を活用しまして、梢山工業団地内にきくらげ栽培棟を新たに増設される

に当たり、去る１月13日に県及び本市との三者において、工場増設に伴う立地協定を交わし

たところでございます。今回の工場増設に伴い、これまで本市の特産物として位置づけてき

た高品質きくらげの安定した生産供給により、さらなる販路拡大が可能となるものと期待し

ております。 

また、事業実施に伴う本地域経済への波及効果としまして、工場施設の視察といった産業

観光による交流人口の増加、新商品開発や菌床供給の拡大に伴う売上高の増加、さらには雇

用の場の増加が見込めるものでございますので、より一層の農業の６次産業化の進展と、農

商工連携による付加価値の向上に寄与する事業として大いに期待しているところでございま

す。 

観光振興関係でございますが、平成28年４月に熊本地震が発生しましたことから、観客及

び参加者の安全を考慮し、開催中止とさせていただきました「日本百名城 人吉お城まつ

り」につきましては、平成28年11月の実行委員会全体会議におきまして、平成29年度の開催

日を、来る４月29日、30日の両日に決定し、現在、準備を進めているところでございます。 

本年の人吉お城まつりは、従来のような歴史と伝統文化を受け継ぐ市民総参加の祭りとい

う目的に加え、熊本地震からの復興イベントと位置づけまして、観光客や市民の皆様に平成

28年の分まで楽しんでいただきながら、地域の活性化につながる祭りを目指し、官民一体と

なり取り組んでまいる所存でございます。 

日本遺産の第１次指定を契機に、人吉球磨圏域における交流促進、観光の広域展開への期

待が高まりつつありますが、現在、相良歴史回廊ミュージアム構想など文化財を活用した地
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域経済の活性化に向けて、一歩を踏み出したところでございます。こういった機運の高まり

を地域経済の振興につなげるため、人吉球磨における広域観光といった部分をさらに強化し、

確立をしたいと考えております。具体的には、行政、民間、観光関係者が一堂に会する組織

化等、圏域内観光を推進する体制を整えることについて、人吉球磨広域行政組合等を中心に

検討を始めております。周辺地域である八代港のクルーズ船寄港の世界拠点化に向けた動き

や、本年３月４日から運行開始のかわせみ・やませみ号なども今後は、取り組みの大きな後

押しになるものと期待をしております。 

スマート林業関係でございますが、平成27年度からの取り組みにより、航空機による森林

のレーザー計測を実施いたしまして、市内のほぼ全域の地形と山林のデータを取得し、その

解析まで終了しております。そのほか、林業ハッカソンやひとよし産業祭に合わせて林業フ

ェアを開催し、市内外から御参加いただいた多くの方々に、本市の森林の豊かさや林業の発

展性をＰＲできたものと存じます。また、次世代を担う子供たちに森林・林業の重要性を伝

えるため、市内小中学校の御協力を得ながら林業教室を開催したところでございます。 

今後は、人吉地域スマート林業ラボ協議会の研究員をくま中央森林組合内に配置すること

で、レーザー計測で得た森林情報の提供や、新たなビジネスモデルを構築するためのコーデ

ィネーター的役割を担い、この事業の中核としてさまざまな分野での取り組みを推進してい

ただけるものと期待しております。 

川辺川総合土地改良事業でございますが、本事業の廃止及び計画変更等の周知を図るため、

国から関係６市町村の全世帯にチラシが配布されたところでございます。また、関係農家の

皆様には、本年１月下旬から農業用用排水事業などの説明資料の送付がなされ、不明な点な

どにつきましては、改めて説明会などで対応することとなっております。今後の予定でござ

いますが、国、県と共同で本年３月下旬から順次、関係農家の皆様からの同意取得など、所

定の手続を開始する予定でございます。 

なお、本事業に関連し、単県事業としまして、既に上原田地区で水源調査を終えた井戸の

揚水ポンプ設置とファームポンドまでの送水管の整備が、現在進められているところでござ

います。引き続き、水を待ち望んでおられる農家の皆様へ、一日も早く農業用水を届けられ

るように、国・県と一体となって事業の推進に努めてまいりたいと存じます。 

土木関係でございますが、平成26年度及び平成27年度に実施しました橋梁詳細調査の結果、

曙橋は供用開始から約39年が経過、主桁の腐食や防食機能の劣化など各所の損傷が報告され

たところでございます。曙橋は本市東部に位置し、球磨川にかかる水ノ手橋、大橋、人吉橋、

紅取橋と並ぶ主要橋梁として位置づけられていることから、平成29年度から平成31年度にか

け、大規模な補修工事を実施することといたしております。 

現在、実施設計の作成及び関係機関との事前協議を行っておりまして、準備が整い次第、

補修工事に着手することにしております。そのほかの橋梁につきましても、近接目視点検調
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査を実施しておりますので、その結果を踏まえながら、年次的に補修工事等を計画してまい

りたいと存じます。 

スマートインターチェンジ整備事業でございますが、平成28年２月から進めておりました

用地交渉につきましては、同年11月末をもちまして全筆の用地取得が完了、今後、同事業が

加速化していくものと存じます。事業の趣旨を御理解いただき、用地の御提供をいただきま

した地権者の皆様へ深く感謝申し上げる次第でございます。 

現在の進捗状況でございますが、西日本高速道路株式会社が担当されております本体部分

につきましては、支障木の伐採作業中でございまして、引き続き、土工工事、橋梁桁架設工

事、舗装・施設工事が進められることとなっております。また、本市がＪＲ九州熊本支社に

委託しております水路工事に関しましては、平成29年３月末に完了予定、さらに国道219号

仮設道路工事については、同年７月の発注を目指すべく、鋭意準備を進めているところでご

ざいます。 

学校教育関係でございますが、激動する現代社会を生きる子供たちは、将来、国境を越え

て世界各国の人々と協働していくことがますます求められることと存じます。本市におきま

しても、英語教育や情報教育などを通して、時代の変化に柔軟に対応していく力を育むとと

もに、社会が大きく変化しようとも、時代を超えて変わらない価値のあるもの「不易」を大

切にした、ふるさとに誇りを持てる心豊かな子供たちを育む学校教育の推進と充実に努めて

まいりたいと存じます。 

本市の学校教育の充実振興を図ることを目的に設置しております「人吉市立教育研究所」

につきましては、去る２月９日、カルチャーパレスにおいて、市内小中学校の教職員約200

人が一堂に会する研究発表大会を開催いたしました。発表では、本市の子供たちの学力や生

活の実態と意識調査を通しての課題分析、ＩＣＴ機器の効果的な活用による「わかる授業」

について、また、小中連携による英語教育のあり方などについて、それぞれ報告があったと

ころでございます。全ての部会において、これまでの実践の成果と課題を明らかにするとと

もに、これからの本市の教育が目指す方向性を見出しており、何よりそのことを市内小中学

校の全ての教職員が共有できたことは大変意義深いことであり、非常に価値のある研究発表

大会であったものと存じます。 

社会教育関係でございますが、小学校運動部活動の社会体育移行につきましては、平成31

年４月の完全移行に向けて準備を進めております。これまでに保護者へのアンケート調査や、

小学校区ごとに、校区公民館長、町内会長、ＰＴＡ及び子ども会等の代表者の方々による検

討委員会を開催しております。各校区で開催した検討委員会では、さまざまな御意見や課題

がありましたが、全ての校区に共通するのが「指導者の確保」という問題でございましたの

で、本年１月、全６校区の検討委員会を合同で開催し、まずは、最大の課題であります指導

者の確保に取り組むことを確認したところでございます。全ての子供たちがスポーツに親し
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むことができる機会をつくることは、子供たちの健やかな成長に欠くことができないもので

あり、市民の皆様、市内の事業所にお勤めの皆様の御支援、御参画を賜りますようお願い申

し上げる次第でございます。 

人吉市花まる教室につきましては、事業開始から５年目を迎えます平成29年度からは、社

会教育の一環として実施する予定でございます。当面は規模を縮小して校区公民館での開催

となりますが、ふだんの学習では得られない児童の空間認識、数学能力など思考力や判断力、

表現力等を育むことは子供の成長に大きな意義があるものと存じますし、地域の教育力向上

といった人吉スタイルの学習の確立を目指してまいりたいと存じます。 

去る２月19日に開催いたしました第14回「ひとよし春風マラソン」につきましては、全国

各地から5,000人を超える選手の皆様にエントリーをしていただきました。また、恒例とな

りました市民の皆様の沿道での熱気あふれる応援や、地元ボランティアの心のこもった温か

いつぼん汁、ぜんざい、赤飯といった振る舞いに、心身ともに御満足をいただけたものと存

じます。ゴール会場となっておりました麓町本庁舎周辺は、一連の熊本地震の影響により使

用できなくなりましたことから、選手の皆様や関係者の方々には大変御不便をおかけしたこ

とと存じますが、本大会が、「家族と走る、家族が応援する。」をテーマに14年目を迎えら

れましたことは、ひとえに多くのボランティアの皆様を初め、御声援をいただいた市民の皆

様方、関係企業の方々の長年の御支援のたまものであると心から感謝を申し上げる次第でご

ざいます。 

第72回熊本県民体育祭につきましては、本年９月に、本市及び球磨郡を会場に24競技、38

会場で約7,000人が参加し開催される予定でございます。平成28年の大会は、熊本地震のた

め開催中止となり、被災地の復興にはまだまだ多くの時間とエネルギーを必要としておりま

すが、被災された皆様を励まし、元気を取り戻していただくためにも、個人相互の親睦や信

頼を育むスポーツの意義は大きく、２年ぶりとなる県民体育祭人吉球磨大会には、県民の皆

様から大きな期待が寄せられております。その期待に応えることはもとより、温かいおもて

なしで選手団を迎え、人吉球磨大会はすばらしい大会であったと言っていただけるよう郡市

一体となって取り組んでまいりますので、市民の皆様の御支援と御協力をお願い申し上げま

す。 

なお、会場となる施設の整備が急務となっておりましたが、平成28年度には第一市民運動

広場の照明設備、村山公園テニスコート、市民プール、射撃場、川上哲治記念球場の改修等

を実施し、平成29年度に相撲場の補修等をもちまして完了する予定でございます。 

日本遺産関係でございますが、人吉球磨の10市町村と関連団体で構成される「人吉球磨日

本遺産活用協議会」において、日本遺産ブランド確立のため、建築家、隈 研吾氏、デザイ

ナーの原 研哉氏及び江戸川大学特任教授の鈴木輝隆氏にアドバイザーに御就任いただき、

さまざまな取り組みを行っているところでございます。あす開催いたします「日本遺産人吉
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球磨シンポジウム」において、アドバイザーの基調講演やパネルトークが予定されておりま

して、日本遺産人吉球磨を世界へ、未来へ発信する方向性を御教示いただけるものと存じま

す。引き続き、人吉球磨全域の官民連携のもと、日本遺産魅力発信推進事業を進めてまいる

所存でございます。 

上水道関係でございますが、本市の水道事業は、昭和32年の一部給水開始以来60年近くを

経過し、近年は少子高齢化、節水型社会への移行による給水人口及び収益の減少という厳し

い状況下で、維持の時代を迎えているところでございます。課題となっております老朽化し

た施設や管路の更新、地震等の災害対策につきましては、「人吉市水道事業ビジョン」にお

示ししておりますように、可能な限り延命化を図りながらも、安全、安心で強靱な水道シス

テムを構築するため、健全な事業経営を維持しながら、熊本地震の経験も踏まえ、計画的に

実施してまいりたいと存じます。 

公共下水道事業関係でございますが、昭和49年の事業着手から40年以上が経過し、汚水中

継ポンプ場や管渠等の下水道施設の老朽化が進んでおり、また、熊本地震の教訓を生かした

災害に強い施設運営、人口の減少に伴う公共下水道使用料収入の減少傾向など、厳しい財政

状況の中、乗り越えなければならない多くの課題を抱えているところでございます。これら

の課題に対しまして、老朽化した下水道施設における効率的な改築と地震などの災害対策を

見据えた長期的な計画としてのストックマネジメントを策定し、健全な事業運営になお一層

努めてまいる所存でございます。 

ここで、国が定めました平成29年度の地方財政計画について、その概要を申し上げます。 

国の平成29年度予算編成の基本方針は、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ること

ができる一億総活躍社会の実現を目指し、アベノミクス「三本の矢」を強化して「新・三本

の矢」を放ち、少子高齢化という構造問題に正面から立ち向かい、成長と分配の好循環の実

現に取り組んでいくというものでございます。また、国の平成29年度予算は、「経済・財政

再生計画」の２年目に当たり、同計画に掲げる歳出改革等を着実に実行することとし、改革

工程表を十分踏まえて歳出改革を着実に推進するといった基本的考えに立ち、その取り組み

を的確に予算に反映することとされています。さらに、東日本大震災、熊本地震を初め、各

地の災害からの復興や防災対応の強化も着実に進めていくとされています。 

このような方針に基づいて策定された地方財政計画では、地方の安定的な財政運営に必要

となる一般財源総額について、平成28年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に

同水準を確保することを基本として地方財政対策を講じることとされています。地方の安定

的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額につきましては、前年度に比し、

4,011億円、0.7％増の62兆803億円で、平成28年度地方財政計画を上回る額を確保すること

とされています。また、地方公共団体に交付される地方交付税の総額は、前年度に比し、

3,705億円の減額、2.2％の減となっています。一方で、地方税等においては、税制改正後に
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おいて、前年度当初見込みに対し市町村税にあっては2.1％の増になると見込まれています。

しかし、この見込みは地方公共団体全体の見込み額であることから、地域経済の実情に応じ

差異が生じるとされています。そのほか、地方譲与税については、前年度に比し、4.3％の

増とされているところでございます。 

このような状況を踏まえた上での本市の平成29年度財政見通し及び予算編成でございます

が、まず市税につきましては、生産年齢人口の減少や法人における景気の回復がいまだ不透

明な状況にあるところではございますが、国の地方財政計画及び平成28年度最終決算見込み

額等を勘案し、前年度当初予算と比し1.5％の増を見込んでいるところでございます。また、

普通交付税は平成27年度の国勢調査による人口減の影響が心配されたところではございます

が、平成28年度の交付実績等も勘案し、地方財政計画に示されている減少率により交付総額

を見込んでいるところでございます。このように主要な一般財源の安定的確保が厳しい中、

庁舎建設のための財源は確保できたものの、熊本地震による市庁舎機能分散化による経常的

経費の増、あるいは緊急性の高い投資的経費の増の影響もあり、平成28年度に引き続き財政

調整基金及び減債基金３億円を取り崩し、繰り入れることとしております。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午前11時07分 休憩 

─――――――──── 

午前11時21分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

○市長（松岡隼人君）（登壇） 引き続き、御提案申し上げております予算案、条例案、案件

議案につきまして、概要を御説明申し上げます。 

議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算案（第９号）は、国・県の補助事業の決定に

よる事業費の確定や最終見込みによるもののほか、国の補正予算に係る事業費などの補正を

行うものでございます。今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ8,392万8,000円減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ164億5,959万4,000円とするものでございます。 

議第２号平成28年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算案（第５号）は、歳入歳出

をそれぞれ9,147万3,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ52億1,969万1,000円とす

るものでございます。 

議第３号平成28年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算案（第２号）は、歳入歳出を

それぞれ1,378万6,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億8,433万9,000円とする

ものでございます。 

議第４号平成28年度人吉市介護保険特別会計補正予算案（第５号）は、歳入歳出をそれぞ

れ7,029万6,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億8,566万7,000円とするもので

ございます。 
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議第５号平成28年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算案（第４号）は、歳入歳出

をそれぞれ516万8,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,218万1,000円とするもの

でございます。 

議第６号平成28年度人吉市水道事業特別会計補正予算案（第４号）は、収益的収入及び支

出につきまして、収入の水道事業収益を3,510万円増額し、収入総額を５億8,743万5,000円

とし、支出の水道事業費用を3,298万1,000円増額し、支出総額を５億4,192万1,000円といた

しております。資本的収入及び支出につきましては、支出の建設改良費を36万1,000円減額

し、支出予算総額を２億8,780万4,000円といたしております。 

議第７号平成28年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算案（第４号）は、収益的収入

及び支出の予算額について、収入の下水道事業収益を3,617万3,000円増額し、収入予算総額

を11億7,970万6,000円とし、支出の下水道事業費用を2,017万6,000円増額し、支出予算総額

を11億3,231万2,000円といたしております。資本的収入及び支出につきましては、収入を

4,518万1,000円減額し、収入予算総額を２億1,779万4,000円とし、支出を5,500万円減額し、

支出予算総額を６億7,973万7,000円といたしております。 

議第８号平成28年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算案（第１号）は、歳入歳出をそれぞ

れ166万7,000円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ337万4,000円とするものでございま

す。 

議第９号平成28年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算案（第２号）は、人吉中核

工業用地の交差点改築工事の繰越明許費に係る補正でございまして、歳入歳出予算総額に変

更はございません。 

議第10号平成29年度人吉市一般会計予算案につきましては、御説明いたします前に、今回

の予算の概要について申し上げます。 

まず、歳入のうち、主要一般財源である市税、地方交付税でございますが、先ほど述べま

したように、平成29年度国の地方財政計画及び平成28年度決算見込み額を勘案し、見込んで

いるところでございます。なお、地方交付税のうち普通交付税につきましては、算定の基礎

となる補正係数等が不明であることを考慮し、交付見込み額のおおむね３％を留保いたして

おります。 

次に、歳出でございますが、平成29年度から新市庁舎建設事業が本格的に動き出すことに

なりますが、まずは第１期工事としまして、旧保健センターの解体、小永野第一雨水幹線つ

けかえのための事業費等を計上いたしております。さらに、本市の子育て支援に際し、最大

の政策課題でもあった子ども医療費を中学校卒業まで無料化するための助成費、また、移住

定住促進を実現化していくための起業創業・中小企業支援センター立ち上げ準備のための経

費などを計上いたしております。 

歳入歳出予算の総額は165億8,277万4,000円で、平成28年度当初予算と比較いたしますと
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9.5％の増となっております。 

議第11号平成29年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額を

それぞれ５万1,000円といたしております。 

議第12号平成29年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ50億3,489万2,000円といたしております。 

議第13号平成29年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ４億9,396万2,000円といたしております。 

議第14号平成29年度人吉市介護保険特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42

億3,662万7,000円といたしております。 

議第15号平成29年度人吉市介護サービス事業特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ3,255万円といたしております。 

議第16号平成29年度人吉市水道事業特別会計予算案は、収益的収入及び支出の予算額につ

いて、収入に水道事業収益５億4,407万8,000円を計上し、支出では、水道事業費用５億657

万1,000円といたしております。また、資本的収入及び支出の予算額は、収入に4,543万

8,000円を計上し、支出を３億2,625万5,000円といたしております。 

議第17号平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算案は、収益的収入及び支出の予算

額について、収入に下水道事業収益11億3,895万3,000円を計上し、支出では、下水道事業費

用10億9,286万円といたしております。また、資本的収入及び支出の予算額は、収入に１億

3,320万3,000円を計上し、支出を５億7,898万円といたしております。 

議第18号平成29年度人吉市国民宿舎特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

338万円といたしております。 

議第19号平成29年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算案は、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ1,305万5,000円といたしております。 

議第20号人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案は、職員の扶養手当及び

地域手当に関し、人事院勧告等に準じた改定を行うため、条例の一部を改正するものでござ

います。 

議第21号人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案及び議第22

号人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案は、地方公務員の育児休業

等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、職員の育児に係る勤務の特例の対象とな

る子及び育児休業を申請できる対象となる子の範囲を拡大すること、職員の休暇である介護

休暇の内容を変更すること、職員の休暇として新たに介護時間を追加すること、育児休業を

取得できる対象となる非常勤職員の範囲を拡大すること、並びに所要の改正を行うため、条

例の一部を改正するものでございます。 
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議第23号人吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例案は、国家公務

員における配偶者同行休業制度の改正に準じ、地方公務員法第26条の６第３項に規定する配

偶者同行休業の再度の延長を認める事情を定めるため、条例の一部を改正するものでござい

ます。 

議第24号人吉市個人情報の保護に関する条例及び人吉市行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例案は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が施行するこ

とに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

議第25号人吉市総合計画策定審議会条例等の一部を改正する条例案は、平成29年４月１日

からの組織機構改革に伴い、関係する条例の一部を改正するものでございます。 

議第26号人吉市公民館条例及び人吉市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案

は、人吉市大塚公民館及び人吉市大塚コミュニティセンターを人吉市東間公民館大塚分館及

び人吉市東間コミュニティセンター大塚分館に位置づけることに伴い、条例の一部を改正す

るものでございます。 

議第27号人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案は、

同条例の別表第１に規定する国民健康保険運営協議会の会長及び委員の報酬を年額報酬から

日額報酬へ変更し、並びに既に設置している乳幼児健康診査嘱託医等の報酬額を規定するた

め、条例の一部を改正するものでございます。 

議第28号人吉市税条例等の一部を改正する条例案は、社会保障の安定財源の確保等を図る

税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が施行さ

れたことにより、地方消費税率引き上げの実施時期が平成31年10月１日とされたことに伴い、

法人市民税の法人税割の税率引き下げの実施時期及び軽自動車税における環境性能割の導入

時期の変更等を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

議第29号人吉市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例案は、子ども医療費

の助成対象者のうち、小学校１年生以上の者についても一部負担金を無料とすることに伴い、

条例の一部を改正するものでございます。 

議第30号及び議第31号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

ての２案件は、佐無田学氏、宮原裕子氏の任期が、本年３月31日で満了となることから、両

氏を再任することにつきまして、地方税法第423条第３項の規定により議会の御同意をお願

いするものでございます。 

以上、御提案申し上げております予算案、条例案、案件議案につきまして、概要を御説明

申し上げましたが、詳細につきましては、所管の責任者から御説明させていただきたいと存

じます。 
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議員各位におかれましては、慎重御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○総務部長（井上祐太君）（登壇） 議員の皆様、こんにちは。それでは、私のほうから議第

１号平成28年度人吉市一般会計補正予算案（第９号）及び議第10号平成29年度人吉市一般会

計予算案につきまして、補足説明をさせていただきます。長くなりますが、お許しをいただ

きたいと存じます。 

まず、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算案（第９号）についてでございます。

今回の補正予算は、国・県の補助事業などの決定による事業費の確定、それから最終見込み

のほか、国の補正予算内示に伴います地方創生拠点整備交付金事業などが主なものでござい

ます。 

それでは、予算書の１ページをお願いいたします。第１条の歳入歳出予算の補正につきま

しては、事項別明細書により、それから第２条の継続費の補正につきましては、第２表継続

費補正により、第３条の繰越明許費の補正につきましては、第３表繰越明許費補正により、

第４条の債務負担行為の補正につきましては、第４表債務負担行為補正により、それから第

５条の地方債の補正につきましては、第５表地方債補正により、それぞれ御説明をいたしま

す。 

めくっていただいて、６ページをお願いいたします。まず、第２表継続費補正の変更でご

ざいます。上段のほうでございます。８款土木費、２項道路橋梁費、人吉・球磨スマートイ

ンターチェンジ整備事業でございますが、これは平成28年度の社会資本整備総合交付金の補

助決定額に伴い、ＮＥＸＣＯ西日本に委託する事業費の年割額を変更するものでございます。 

その下でございます。10款教育費、５項社会教育費、埋蔵文化財本調査に要する経費は、

人吉・球磨スマートインターチェンジ整備事業に係る発掘調査でございまして、調査地でご

ざいます赤池原遺跡における遺物の出土状況が当初の見込みより少なかったため、調査期間

を５年から３年に短縮し、平成29年度までに全調査を終了する見通しとなったことに伴い、

年度及び年割額を変更するものでございます。 

その下、７ページをお願いいたします。第３表繰越明許費補正でございまして、追加を31

件、変更１件、合計32件でございます。まず、追加でございますが、一番上、２款総務費、

１項総務管理費、第１別館施設改修事業は、西間別館のバリアフリーなど安全対策に要する

経費でございまして、年度内の事業完了が困難なため、事業を繰り越すものでございます。

その下でございます。３項戸籍住民基本台帳費、個人番号カード交付事業は、個人番号カー

ド発行業務等の委任に係る交付金でございます。委任先でございます地方公共団体情報シス

テム機構において、カード発行等の業務に時間を要しておりまして、機構側から年度内での

精算ができないという旨の報告がございまして、事業費を繰り越すものでございます。 

その下、６款農林水産業費、１項農業費、産地パワーアップ事業推進事業と、その下の栗

選果選別施設整備事業は、平成28年熊本地震に伴います労働需要の急増により作業員の確保
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が厳しい状況となりまして、ＪＡにお尋ねしましたところ、発注後の進捗に支障を来たし、

結果、年度内の竣工が難しくなりまして、事業を繰り越すものでございます。 

その下、７款、１項商工費、地域経済循環創造事業、これはきくらげ栽培棟の増設でござ

いますが、これも熊本地震の影響により工事資材が品薄となっていること、それと労務者の

不足に伴いまして、手配の調整に不測の日数を要しておりますことから、事業を繰り越すも

のでございます。 

次に、８款土木費、２項道路橋梁費、社会資本整備総合交付金事業、戸越草津線は道路補

修工事でございますが、工事計画等に関する地元関係者との協議に不測の日数を要しました

ことから、年度内竣工が困難となり、事業費を繰り越すものでございます。 

次に、社会資本整備総合交付金事業、七地蟹作線から社会資本整備総合交付金事業、ずっ

と下におりまして、下林北願成寺線（願成寺町工区）までの４件でございますが、これは国

の補正予算に伴います道路補修工事でございますが、工事に伴う交通規制等に地元関係者や

関係機関、これは警察署等でございますけども、協議に不測の日数を要しましたことから、

年度内の竣工が困難となり、全事業を繰り越すものでございます。 

下から３行目になります。地方道路等整備事業、荒毛牛塚線用地取得費、及びその下、地

方道路等整備事業、南町地内第１号線用地取得費の２件は、用地補償費について、土地価格

及び工作物等の補償費算定に不測の日数を要し、用地補償契約の年度内完了が困難となりま

したことから、全事業を繰り越すものでございます。 

一番下でございます。地方道路等整備事業、青井西間線は測量設計業務委託でございます

が、工事計画等に関する関係機関――これは警察です――との協議に不測の日数を要してお

りますことから、年度内の事業完了が困難となり、全事業を繰り越すものでございます。 

めくっていただいて、８ページをお願いいたします。一番上、社会資本整備総合交付金事

業、下林北願成寺線（瓦屋町工区）は、用地補償費について、用地補償契約締結及び抵当権

の一部抹消の手続に不測の日数を要したために年度内の契約完了が困難となり、事業を繰り

越すものでございます。 

その下、社会資本整備総合交付金事業、下林北願成寺線（中林町工区）は道路改良工事及

び補償費でございまして、施工箇所において水路を道路として使用する計画のため、地元関

係者や関係機関――これは土地改良区の水利組合――との協議に不測の日数を要しておりま

すことから、年度内の竣工が困難となり、事業を繰り越すものでございます。 

次に、人吉・球磨スマートＩＣ整備事業は、ＮＥＸＣＯ西日本に委託する事業以外の本市

の事業として発注いたします設計業務委託、工事費及び用地補償費などでございます。国・

県・ＮＥＸＣＯとの協議に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となりましたことから、

事業を繰り越すものでございます。 

次に、社会資本整備総合交付金事業、橋梁点検事業から社会資本整備総合交付金事業のち
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ょうど４つ目、上麓橋補修事業までの４件は、国の補正予算に伴います橋梁詳細調査・設計

業務委託及び橋梁補修工事でございますが、河川管理者等との協議に不測の日数を要しまし

たことから、年度内完了が困難となり、全事業を繰り越すものでございます。 

４項都市計画費、都市計画基礎調査事業は調査業務委託でございますが、基礎調査に必要

となります国勢調査のデータ公表が平成29年度となりましたことから、年度内の完了が困難

となり、事業を繰り越すものでございます。 

次に、社会資本整備総合交付金事業、下林願成寺線、これは都市計画道路でございますが、

用地補償費でございます。用地及び補償物件の移転交渉に不測の日数を要し、年度内完了が

困難となりましたことから、事業を繰り越すものでございます。 

次に、10款教育費、３項中学校費、第三中学校プール補修事業は、プール塗りかえ等工事

でございますが、天候不順等の影響により、塗りかえ作業に不測の日数を要しましたことか

ら、年度内の完了が困難となり、全事業を繰り越すものでございます。 

次に、第二中学校消火設備改修事業及び第二中学校給水設備改修事業は、国の第２次補正

予算に伴います第二中学校の施設設備改修工事でございます。工事を学校の休業期間中に行

う必要がありまして、そのための適正工期が確保できずに、事業の年度内完了が困難となり

ましたことから、事業費を繰り越すものでございます。 

次に、５項社会教育費、中原コミュニティセンター施設改修事業は、国の補正予算に伴い

ます地方創生拠点整備交付金事業でございまして、国からの内示が２月となりましたことか

ら、それ以降の工事着工となりまして、事業の年度内完了が困難となり、事業を繰り越すも

のでございます。 

８ページの一番下でございます。史跡大村横穴群保存修理事業は、国の補正予算に伴うも

のでございまして、史跡大村横穴群保存修理工事などの経費でございます。国の補助金交付

決定が昨年11月であったために、それ以降の工事着工となりまして、事業の年度内完了が困

難となり、事業を繰り越すものでございます。 

その下、９ページをお願いいたします。６項保健体育費、梢山グラウンド補修事業は、梢

山グラウンドの施設補修工事でございます。平成28年熊本地震の影響もあり、工事業者選定

に時間を要しましたことから、事業の年度内完了が困難となり、事業を繰り越すものでござ

います。 

11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、現年発生補助、農業用施設災害復旧事業

は、上永野地区農業用施設災害復旧工事でございます。平成28年熊本地震に伴う労働需要の

急増により労務者確保が困難となり、年度内竣工が厳しくなり、全事業を翌年度に繰り越す

ものでございます。 

次に、３項公共土木施設災害復旧費、現年発生補助、道路橋梁災害復旧事業、七地赤池線

は道路災害復旧工事でございます。工事に伴う交通規制等に際して、地元関係者との協議に
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不測の日数を要しておりますことから、年度内竣工が難しくなり、事業を繰り越すものでご

ざいます。 

最後に、５項その他公共施設公用施設災害復旧費、防災行政無線等移設事業は、防災行政

無線等の移設業務委託料でございます。防災行政無線の移設につきましては、九州総合通信

局への免許変更申請が必要であり、申請から許可までに一定の日数を要しますことから、年

度内の移設事業完了が困難となり、事業を繰り越すものでございます。 

次に、繰越明許費の変更でございます。９ページの下のほうです。２款総務費、１項総務

管理費、市庁舎建設事業は、市庁舎建設に伴います地質調査委託料でございます。委託契約

に伴う前払金の確定に伴い、繰越金額の変更を行うものでございます。 

めくっていただいて、10ページをお願いいたします。第４表の債務負担行為補正の変更で

ございます。新地方公会計対応固定資産台帳整備委託料は、土地及び公共施設の資産取得価

額、耐用年数、減価償却累計額等をまとめた固定資産台帳整備に関する委託でございますが、

委託契約に伴います金額の確定により、限度額を変更するものでございます。 

次に、庁舎建設設計委託料は、市庁舎建設に伴います基本設計・実施設計業務委託料でご

ざいますが、契約による設計業務委託料の確定及び基本設計に対する支払いが、平成28年度

は前金払いのみとなりましたことから、限度額を変更するものでございます。 

また、その次、光ブロードバンド機器リース料、及びその下、地上デジタルテレビ放送再

送信機器リース料の２件は、リース料の確定により、限度額を変更するものでございます。 

11ページをお願いいたします。第５表の地方債補正でございます。まず、追加でございま

すが、学校施設環境改善交付金事業債は、国の第２次補正予算内示に伴います第二中学校の

施設設備改修事業に対する地方債でございまして、地方債の限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法を定めております。 

次に、変更でございますが、一番上の退職手当債は、公営企業会計に在籍する職員につい

ては起債対象とならないことから、限度額を変更するものでございます。 

次に、農業基盤整備事業債から一番下の現年発生庁舎機能単独災害復旧事業債までの９件

は、事業費の確定及び最終見込みにより限度額を変更するものでございます。 

それでは、歳入、歳出につきまして御説明のほうをさせていただきます。 

めくっていただいて、14ページをお願いいたします。まず歳入でございます。１款市税、

１項市民税から次のページ、めくっていただいて、16ページの６項、一番上になります。都

市計画税までの現年課税分は、いずれも今年度の最終調定見込み額で計上をいたしておりま

す。14ページのほうに返っていただいて、市民税が増額となりました要因としましては、ま

ず個人所得割は、当初の予想よりも所得の伸びが堅調であったための増収であります。次に、

固定資産税における土地については、土地評価額の減額幅が少なかったことによる増収とな

っております。また、めくっていただいて、15ページでございますけど、市たばこ税につき
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ましては、平成28年熊本地震に伴い、発注工事等の増及び工事に従事する労務者が本市内の

宿泊所――これはホテル、旅館――を拠点としていたことなどの影響により、その分が増収

となっておるところでございます。なお、滞納繰越分につきましては、最終調定見込み額に

より増額を行っております。 

少し飛びますが、18ページをお願いいたします。14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目

民生費国庫負担金は、補正額5,520万4,000円の増額補正でございます。これは２節の児童福

祉費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金、それから３節の生活保護費負担金、

医療扶助費等負担金の増額が主なものでございまして、いずれも最終見込みによる補正でご

ざいます。 

次に、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金1,016万6,000円の増額補正は、国の補正予

算内示に伴います中原コミュニティセンター施設改修事業に対する地方創生拠点整備交付金

1,066万7,000円が主なものでございます。次に、めくっていただいて、19ページをお願いい

たします。４目土木費国庫補助金１億3,397万3,000円の減額補正は、社会資本整備総合交付

金事業の補助の決定及び事業の最終見込みによるものでございます。一番下、19ページの５

目教育費国庫補助金1,481万9,000円の増額補正は、国の第２次補正予算内示に伴います、第

二中学校の施設設備改修に対する学校施設環境改善交付金が主なものでございます。 

めくっていただいて、22ページをお願いいたします。15款県支出金、２項県補助金、４目

農林水産業費県補助金3,928万9,000円の減額補正は、これは次の23ページをおあけください。

23ページになりますが、栗選果選別施設整備事業に対する産地パワーアップ事業推進費補助

金の減、2,474万5,000円が主なものでございまして、そのほかにつきましては、県補助金の

交付決定、それから事業費の最終見込みによる減額などでございます。 

めくっていただきまして、25ページをお願いいたします。19款、１項、１目繰越金を、

1,059万1,000円増額補正をいたしております。 

26ページをお願いいたします。20款諸収入、４項、３目雑入1,929万1,000円の増額補正の

うち、１節総務費雑入のちょうど真ん中ほどになりますけど、災害見舞金799万2,000円は、

熊本地震により被災をいたしました麓町本庁舎に対し、九州市長会を初め20の団体からいた

だきました見舞金でございまして、これらの見舞金につきましては、庁舎建設等基金に積み

立てを予定しておるところでございます。また、熊本県市町村振興協会交付金の特定財源

741万円は宝くじ売上配分金でございまして、特定財源といたしまして防犯灯の設置工事及

びカルチャーパレスの施設改修事業に充当をいたしておるところでございます。27ページを

おあけください。７節の土木費雑入のうち、人吉・球磨スマートインターチェンジ整備促進

事業負担金1,077万2,000円は、平成28年度事業に対します国庫補助金の決定及び事業費の最

終見込みに伴います関係町村からの負担金の増でございます。９節教育費雑入のうち、スポ

ーツ振興くじ助成金、サッカー宝くじでございますけども、1,573万3,000円の減額は、スポ
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ーツくじ販売により得られる益金をもとに、スポーツ振興を目的とする事業に対しての助成

金でございまして、平成28年度における助成金の確定による減額でございます。 

21款市債は、第５表地方債補正で説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。 

次に、歳出の主なものについて御説明をさせていただきます。 

29ページをお願いいたします。まず、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

2,478万円の増額補正は、次の30ページの19節負担金、補助及び交付金のうち、補助金にお

ける人吉市地方バス運行等特別対策補助金4,250万9,000円、それと、その下、人吉市くま川

鉄道経営安定化補助金719万5,000円が主なものでございます。また、一番下でございます。

28節繰出金、公共下水道事業特別会計繰出金2,217万6,000円と水道事業特別会計繰出金

3,510万1,000円は、公営企業特別会計において退職を迎える職員３名分の退職手当などを特

別会計のほうに繰り出すものでございます。なお、特別会計への繰り出しに伴い、一般会計

において予算計上いたしておりました３名の退職手当を、30ページの一番上になりますが、

３節職員手当等の退職手当から減額をいたしておるところでございます。 

めくっていただいて、31ページをお願いいたします。一番下です。14目市庁舎建設事業費

2,602万7,000円の減額補正は、庁舎建設設計委託料の減が主なものでございます。債務負担

行為の補正の変更の中でも御説明をいたしましたが、基本設計業務委託料に対する支払いが、

平成28年度は前金払いのみとなりましたことから、減額をいたすものでございます。 

34ページをお願いいたします。民生費でございます。３款民生費、１項社会福祉費、１目

社会福祉総務費8,485万8,000円の減額補正は、28節の繰出金におきまして、４つの特別会計

への繰出金の減が主なものでございます。 

35ページをお願いいたします。一番下になりますが、２項児童福祉費のうち、２目児童措

置費6,609万9,000円の増額補正は、19節負担金、補助及び交付金のうち、負担金でございま

す子どものための教育・保育給付費負担金、これは委託費、施設型給付費でございまして、

保育所及び認定こども園に対する運営費負担金の増、8,009万6,000円が主なものでございま

して、単価の改定及び最終見込みなどによるものでございます。 

36ページをお願いいたします。３項生活保護費、２目扶助費2,826万2,000円の増額補正は、

生活保護費のうち医療扶助などの増額が主な要因でございます。 

38ページをお願いいたします。４款衛生費、１項保健衛生費、５目環境衛生費1,428万

8,000円の減額補正は、13節委託料におきまして、平成28年度から指定ごみ袋を受託してい

る業者との間で締結をいたしております契約単価が減となりましたこと、及び指定ごみ袋販

売見込みの減によりまして、全体的にその影響で減となっておるところでございます。 

めくっていただいて、39ページをお願いいたします。６款農林水産業費、１項農業費、３

目農業振興費3,243万8,000円の減額補正は、19節負担金、補助及び交付金のうち、補助金に

おいて栗選果選別施設整備事業の事業費確定によります産地パワーアップ事業推進補助金の
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減が主なものでございます。 

40ページをお願いいたします。一番下でございます。２項林業費、２目林業振興費1,543

万円の減額補正は、13節委託料における下刈委託料、それから次のページ、41ページでござ

いますが、素材生産販売委託料の最終見込みによる減が主な減額の要因となっておるところ

でございます。 

次に、42ページから44ページの８款土木費につきましては、主に補助事業の決定による事

業費の確定、最終見込みによるものでございますので、説明は割愛をさせていただきます。 

44ページをお願いいたします。９款、１項消防費、３目消防施設費1,012万8,000円の減額

補正は、15節工事請負費におきまして、防火水槽築造工事１基を予定しておりましたが、防

火水槽を設置するために必要となる用地の確保ができなかったことによる減、及び18節の備

品購入費において、小型動力ポンプ積載車３台分でございますけども、その入札による減額

分が主な要因となっております。 

47ページをお願いいたします。10款教育費、３項中学校費、３目学校建設費5,350万円の

増額補正は、国の第２次補正予算内示に伴います中学校施設設備改修事業に対する経費でご

ざいます。第二中学校の消火設備、それから給水設備改修工事を計上いたしております。 

51ページをお願いいたします。12款、１項公債費、２目利子1,636万3,000円の減額補正は、

平成27年度借入利率が見込みより低かったこと及び借入利率の見直しなどによります減額で

ございます。 

52ページ、最後でございます。14款予備費を２億1,976万2,000円、増額補正をいたしてお

ります。 

以上で、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第９号）についての補足説明を終

わります。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後０時08分 休憩 

─────────── 

午後１時10分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

○総務部長（井上祐太君）（登壇） それでは、続きまして、議第10号平成29年度人吉市一般

会計予算案につきまして、補足説明をさせていただきます。 

平成29年度の当初予算は、歳入歳出のそれぞれ、１ページにありますが、165億8,277万

4,000円、これは前年度と比較いたしますと14億3,265万円の増、伸び率からしますと9.5％

ということで、大幅な増となっております。増額となりました理由といたしましては、市庁

舎建設事業、それから人吉・球磨スマートインターチェンジ整備事業、それから大規模修

繕・更新事業で実施します曙橋の補修事業、あと街路事業都市計画道路下林願成寺線の工事
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の本格化、さらには扶助費等の増がその要因となっております。 

予算書の１ページで、第１条の歳入歳出予算につきましては、事項別明細書により、第２

条の継続費につきましては、第２表継続費により、第３条債務負担行為につきましては、第

３表債務負担行為により、第４条の地方債につきましては、第４表地方債により、それぞれ

御説明のほうをさせていただきます。第５条一時借入金につきましては、最高額を20億円と

定めております。第６条の歳出予算の流用につきましては、各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合を定めております。 

めくっていただいて、７ページをお願いいたします。まず第２表継続費でございますが、

８款土木費、２項道路橋梁費、曙橋補修事業でございますが、事業に係る期間が３カ年を要

しますことから、継続費を設定するものでございます。事業費総額を４億6,400万円とし、

平成29年度から平成31年度まで、それぞれ年割額を定めるものでございます。 

その下、第３表債務負担行為でございますが、情報系システム構築リース料は、現在、国

が進めております情報セキュリティ強靱化対策に基づき、情報系システムを再構築するもの

でございまして、情報系機器の更新に伴いますリース料に係る債務負担の期間、限度額を設

定するものでございます。 

続きまして、第４表地方債でございます。まず一番上、臨時財政対策債は平成29年度地方

財政計画及び平成28年度の確定額を勘案し、予算計上を行っております。 

その下、カルチャーパレス改修事業債から、あけていただいて、８ページの一番下になり

ます、市庁舎建設事業債までの全部で17件につきましては、それぞれの事業に対する地方債

でございまして、地方債の限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

次に、歳入歳出予算につきまして、前年度との増減の大きいもの、それから新規事業を中

心に、主なものを事項別明細書により御説明をさせていただきます。 

11ページをお願いいたします。まず歳入でございます。１款市税、１項市民税のうち１目

個人が11億8,919万7,000円で、前年度に比べ3,116万円の増額となっております。主に所得

割の増額でございまして、これは生産年齢人口の減少による一定の影響は見られるものの、

平成28年度の最終見込み額を勘案し、増収を見込んだものでございます。 

続きまして、めくっていただいて、12ページをお願いいたします。一番上です。３項、１

目軽自動車税が１億1,432万円で、前年度に比べ1,934万1,000円の増額となっております。

これは現年課税分において、平成28年度からの標準税率引き上げに伴う影響、それから13年

以上経過いたしました重課対象車が当初想定より多かったことにより、増収が見込まれるも

のでございます。 

４項、１目市たばこ税が２億5,903万円で、前年度に比べ625万6,000円の増額となってお

ります。これは平成28年度の最終見込みを勘案し、増収を見込んでおるところでございます。 

その下、13ページをお願いいたします。２款地方譲与税、１項、１目地方揮発油譲与税
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3,668万8,000円から、めくっていただいて、15ページの上段でございます、５款、１項、１

目株式等譲渡所得割交付金1,000万円につきましては、平成29年度地方財政計画の伸び率を

勘案して予算計上を行っております。 

その下、６款、１項、１目地方消費税交付金６億5,000万円は、前年度に比べ1,684万円の

減額となっております。これは平成28年度の交付状況を勘案し、予算計上を行っております。 

めくっていただいて、16ページをお願いいたします。一番下になります。10款、１項、１

目地方交付税47億4,000万円は、前年度と比較し5,000万円の増額をいたしております。これ

は普通交付税におきまして平成28年度の交付確定額に、平成29年度地方財政計画の伸び率、

これは2.2％の減でございます。それを乗じまして、さらに３％程度を留保するような状況

で予算計上を行っておるところでございます。特別交付税につきましては、前年度同額とい

たしております。 

17ページをお願いいたします。12款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金１

億3,807万2,000円は、前年度と比較いたしまして2,726万5,000円の減額となっております。

これは特定教育・保育施設等利用者負担金の減が主なものでございまして、平成29年度から

保育園１園が認定こども園へ移行される予定となっており、それに伴いまして保育料が直接

園のほうへ納入されることなどにより、そういうものが減の要因となっておるところでござ

います。 

それから、18ページから19ページを割愛いたしまして、20ページをお願いいたします。14

款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金21億1,277万3,000円は、前年度に比

べ１億4,457万7,000円の増額となっております。これは自立支援給付費負担金、障害児通所

支援事業費負担金並びに生活保護費に係る国庫負担金などの増額が主な要因でございます。 

次に、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金2,961万円は、前年度に比べ2,646万7,000

円の増額となっております。これは地方創生推進交付金の増によるものでございます。 

めくっていただいて、22ページをお願いいたします。中ほど、４目土木費国庫補助金９億

254万7,000円は、前年度に比べ４億864万6,000円の増額となっております。これは２節道路

橋梁費補助金のうち、社会資本整備総合交付金の増などによるものでございます。 

23ページをお願いします。15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金８億9,383

万1,000円は、前年度に比べ5,613万6,000円の増額となっております。これは国庫負担金と

同じく、自立支援給付費負担金、障害児通所支援事業費負担金などの増額が主な要因でござ

います。 

めくっていただいて、25ページをお願いいたします。一番下になります。２項県補助金の

４目農林水産業費県補助金8,158万7,000円は、前年度に比べ1,170万円の減額となっており

ます。これは次のページの26ページになりますが、この中の２節林業費補助金のうちの森林

環境保全整備事業費補助金、この減額が全体の減額の主な要因となっておるところでござい
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ます。 

めくっていただいて、27ページをお願いいたします。３項委託金、１目総務費委託金

4,487万6,000円は、前年度に比べ1,948万3,000円の減額となっております。これは４目選挙

費委託金で、平成28年度に参議院選挙委託金1,798万6,000円がありましたが、これがもうな

くなりましたので、それが減額の大きな要因となっておるところでございます。 

めくっていただいて、29ページをお願いいたします。17款、１項寄附金、２目総務費寄附

金3,000万円は、前年度に比べ499万9,000円の増額となっております。これは古都人吉応援

団寄附金を前年度から500万円増額したものでございまして、平成28年度の実績も踏まえて

計上をいたしております。 

次に、30ページをお願いいたします。18款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰

入金を２億円、１件飛んで、３目減債基金繰入金１億円、これは財源調整のために計上をい

たしております。 

31ページをお願いいたします。４目の応援団基金繰入金1,790万円は、古都人吉応援団寄

附金でいただきました寄附金を、九日町鍛冶屋町線石畳補修工事や一井正典青雲の志育成事

業などに充当するものでございます。基金を取り崩して事業に充てるというような状況でご

ざいます。 

19款、１項、１目繰越金を前年度と同額の１億5,000万円で計上いたしております。 

めくっていただいて、33ページをお願いいたします。20款諸収入、４項、３目雑入１億

9,836万円は、前年度と比較いたしまして1,241万円の増額となっております。これは、次の

ページ、34ページになりますが、ちょうど中ほどから下のほうでございます。７節土木費雑

入における一般廃棄物処理施設周辺整備事業負担金4,012万6,000円、これは条件整備関連で

ございます。及び人吉・球磨スマートインターチェンジ整備促進事業負担金などが増の主な

要因でございます。 

35ページの21款市債につきましては、先ほど第４表で御説明をいたしましたので、割愛を

させていただきます。 

続きまして、歳出でございます。37ページをお願いいたします。１款、１項、１目議会費

が１億8,643万5,000円でございます。前年度に比べ175万9,000円の減額となっております。

内容につきましては省略をさせていただきます。 

ずっとめくっていただいて、39ページをお願いいたします。２款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費が８億6,520万9,000円で、前年度に比べ１億327万5,000円の減額となってお

ります。主な要因といたしまして、１節報酬におきまして、本市のふるさと納税業務や情報

発信業務に取り組む地域おこし協力隊の報酬２人分408万円の増、それから40ページになり

ますが、３節職員手当等のうち退職手当の減などでございまして、平成28年度当初予算にお

きましては、定年退職者14人分の計上をいたしておりましたが、平成29年度は定年退職者７
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人分を計上しておりその関係で減額になっておるところでございます。 

なお、平成28年熊本地震に伴い被災いたしました麓町本庁舎を平成29年度に解体するに際

しまして、昭和37年の建設以来54年間の歴史に感謝を込め、平成29年11月に麓町本庁舎の閉

庁式を予定しておりまして、閉庁式に関連する予算もここに計上をいたしておるところでご

ざいます。 

43ページをお願いいたします。同じく一般管理費の中の19節負担金、補助及び交付金のう

ち、負担金でございます。平成29年４月から電子入札の導入を予定しておりまして、ちょう

ど負担金の中ほどになりますが、熊本県電子入札共同利用システム負担金281万1,000円を予

算計上いたしております。 

めくっていただいて、45ページをお願いいたします。６目財産管理費２億4,970万2,000円

は、前年度に比べ１億7,728万8,000円の増額となっております。主な要因といたしまして、

平成28年度の当初予算において、教育費に計上いたしておりましたカルチャーパレスの施設

関連経費を、平成28年熊本地震の影響から仮本庁舎がカルチャーパレス施設内へ移転しまし

たことに伴い、平成29年度当初予算におきましては、総務費に関連経費を予算計上すること

によるものでございます。 

また、46ページでございます。13節の委託料で、47ページにかけてでございます。47ペー

ジの15節の工事請負費も関連してまいりますが、公共施設等総合管理計画に先んじて、旧商

工センター、旧老人趣味の家を解体するための設計委託及び解体工事並びにカルチャーパレ

スの施設整備、改修工事に関する予算を委託料、工事請負費のほうに計上させていただいて

おるところでございます。 

めくっていただいて、49ページをお願いいたします。９目情報管理費でございます。１億

3,110万7,000円で、前年度に比べ1,482万8,000円の増額となっております。これは、平成29

年度におきまして、情報セキュリティ強靱化に伴います情報系システムを再構築するに当た

り、情報系機器の更新が必要となりまして、14節の使用料及び賃借料、ＯＡ機器リース料を

増額することなどが主な要因となっております。 

めくっていただいて、52ページをお願いいたします。新しい目でございます。13目市庁舎

建設事業費でございます。５億4,683万6,000円となっております。平成29年度は新庁舎建設

に向けての環境整備が主なものでございまして、内容といたしましては、庁舎建設実施設計

委託につきましては債務負担行為を起こしておりましたので、債務負担行為の平成29年度実

施分でございます。それから、保健センター、勤労青少年ホームなどの解体工事、既存の水

路解体、埋め立て、小永野第一雨水幹線改修工事業務委託などを計上いたしておるところで

ございます。 

それから、52ページの一番下でございますが、９目恩給及び退職年金は、対象者がお亡く

なりになりましたので、今回、目を廃目とさせていただいております。 
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63ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、２目心身障害者福祉費10億

8,182万6,000円は、前年度と比べ8,245万2,000円の増額となっております。これは65ページ

の20節扶助費のうち障害児通所支援事業給付費、それから自立支援給付費などの増額が主な

要因となっております。 

69ページをお願いいたします。２項児童福祉費、２目児童措置費、23億1,024万3,000円は、

前年度に比べ１億1,985万8,000円の増額となっております。これは、19節負担金、補助及び

交付金のうち、負担金におきまして子どものための教育・保育給付費負担金の委託費、施設

型給付費の増額、これは保育園と認定こども園に対する運営費でございますが、その増が主

な要因となっております。 

めくっていただいて、71ページをお願いいたします。一番下でございます。３項生活保護

費、２目扶助費７億271万9,000円で、前年度に比べ3,181万4,000円の増額となっております。

これは生活扶助費及び医療扶助費の増額によるものでございます。 

77ページをお願いいたします。衛生費でございます。４款衛生費、１項保健衛生費、５目

環境衛生費3,972万1,000円で、前年度に比べ1,259万1,000円の減額となっております。これ

は、次のページの78ページになりますが、一番上の13節の委託料、指定ごみ袋販売委託料の

減が主な要因でございます。 

78ページをお願いいたします。２項清掃費、１目清掃総務費８億7,932万円は、前年度に

比べ１億3,261万8,000円の減額となっております。これは、主に79ページの19節負担金、補

助及び交付金の負担金のうち人吉球磨広域行政組合（し尿ごみ処理施設及び葬斎場）負担金

の減額によるものでございまして、赤池ごみ処理施設建設に係る公債費の減、人吉市負担分

で9,512万3,000円減額となっておりますが、それらが減の主な要因でございます。 

80ページをお願いいたします。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費5,339

万7,000円は、前年度に比べ736万1,000円の増額となっております。これは１節報酬におき

まして、平成29年７月改選以降の新体制による農業委員会委員の報酬及び農地利用最適化推

進委員報酬の増が主な要因でございます。 

87ページをお願いいたします。２項林業費、２目林業振興費8,556万8,000円は、前年度に

比べ2,087万2,000円の増額となっております。これは、次のページの88ページでございます

が、地方創生推進交付金事業として取り組みます13節の委託料の中の一番下、スマート林業

展開事業委託料3,165万円の増などが主な要因でございます。 

90ページをお願いいたします。７款、１項商工費、２目商工業振興費は、前年並みで予算

計上いたしておりますが、ここには中小企業、小規模事業者をサポートするための起業創

業・中小企業支援センターの立ち上げに要する経費を52万5,000円ほど予算計上いたしてお

ります。 

92ページをお願いいたします。３目観光費7,493万8,000円は、前年度に比べ1,020万8,000
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円の増額となっております。これは93ページになりますが、13節委託料の中に赤池ごみ処理

施設延命化のための条件整備の一つでもあります、相良三十三観音赤池観音駐車場測量設計

業務委託料330万円とオーバーホールが必要となっておりますからくり時計の改修委託料730

万4,000円が増の要因でございます。 

100ページをお願いいたします。８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費９億

2,516万8,000円は、前年度に比べ３億8,977万5,000円の増額となっております。これは一般

廃棄物処理施設の延命化に伴います条件整備事業を人吉球磨広域行政組合から受託すること

による増、社会資本整備総合交付金事業の増、それから人吉・球磨スマートインターチェン

ジ整備事業の用地、補償費、工事に係る経費の増が主な要因でございます。 

101ページをお願いいたします。５目橋梁新設改良費２億9,182万8,000円は、前年度に比

べ２億1,850万6,000円の増額となっております。これは主に次の102ページでございます。

15節工事請負費のうち、大規模修繕更新事業として取り組みます曙橋補修等工事などの増が

主な要因でございます。 

同じく102ページで、３項住宅費、１目住宅管理費8,739万2,000円は、前年度に比べ2,111

万4,000円の増額となっております。これは103ページになりますが、15節の工事請負費の市

営住宅修繕工事におきまして、市営住宅における住宅火災警報装置が設置以来10年を経過し

ておりますことから、古い順に取りかえを行うことに伴います取りかえ工事などの増が主な

要因でございます。 

107ページをお願いいたします。４項都市計画費、４目街路事業費２億7,035万8,000円は、

前年度に比べ１億433万4,000円の増額となっております。これは都市計画道路下林願成寺線

の工事が本格化しますことから、工事請負費の増額が主な要因でございます。 

108ページをお願いいたします。９款、１項消防費、１目消防総務費４億6,964万1,000円

は、前年度に比べ2,003万1,000円の増額となっております。これは109ページになりますが、

19節負担金、補助及び交付金の負担金で人吉下球磨消防組合負担金の増が主なものでござい

ます。内容といたしましては、人件費の増のほか、平成29年度に購入予定の消防化学自動車

及び水槽付消防ポンプ自動車に対する負担金の増などが主な要因でございます。 

119ページをお願いいたします。10款教育費、２項小学校費、３目学校建設費6,243万円は、

前年度に比べ5,817万9,000円の増額となっております。これは15節工事請負費における人吉

西小学校、それから大畑小学校の屋外トイレ改築工事の増額が主な増の要因でございます。 

131ページをお願いします。６項保健体育費、１目保健体育総務費9,255万9,000円は、前

年度に比べ2,034万3,000円の増額となっております。これは132ページの19節負担金、補助

及び交付金のうち負担金で、平成29年度に人吉球磨で開催をされます県民体育祭の運営組織

に対する本市の負担金――負担割合は40％でございます。それと県民体育祭実行委員会負担

金の増が主な要因でございます。133ページの交付金でございますが、各種スポーツ大会に
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出場する選手等に対し、または選手の育成強化に向けた事業などを支援する目的といたしま

して、ＮＰＯ法人人吉市体育協会がスポーツ振興事業基金の設置を予定しておりまして、基

金原資の一部として交付金200万円を予算計上いたしております。 

同じく133ページの２目体育施設費7,245万8,000円は、前年度に比べ7,983万2,000円の減

額となっております。これは平成29年度に開催されます県民体育祭のために、平成28年度に

おいて行いましたスポーツ施設改修工事が終了したことによることが減の要因となっており

ます。 

134ページをお願いいたします。７項学校給食センター費、１目学校給食センター運営費

でございます。本年度が１億7,038万9,000円、前年度に比べまして1,419万8,000円の増額と

なっております。これは、11節需用費におきまして、平成21年度に購入をいたしました食器

類が古くなったことに伴います買いかえ、それから135ページになりますが、18節の備品購

入費におきまして、平成５年８月以来、20年以上を経過しております学校給食配送車の買い

かえによる増などが主な要因でございます。また、19節負担金、補助及び交付金のうち、補

助金でございます。136ページの一番上になりますが、学校給食費助成金2,519万円は、平成

28年度に引き続き、児童・生徒１人当たり月額1,000円の助成を行うものでございます。 

めくっていただいて、138ページをお願いいたします。11款災害復旧費、５項、１目その

他公共施設公用施設災害復旧費3,943万2,000円は、前年度に比べ3,943万1,000円の増額とな

っております。これは、平成28年熊本地震により麓町本庁舎を初めとする被災施設の本来の

機能が現在分散しておりまして、特に庁舎機能移転による会議室を確保するためのプレハブ

設置に伴いますリース料、それから保健センターの移転先でございます高等看護学校借地の

ための人吉医療センターへの賃借料、そういうものが増の要因となっております。 

140ページをお願いいたします。14款予備費に6,288万7,000円を計上いたしております。 

少し長くなりましたが、以上で議第10号平成29年度人吉市一般会計予算案についての補足

説明を終わります。御審議のほうよろしくお願いいたします。 

○市民部長（今村 修君）（登壇） 皆様、こんにちは。私のほうから、議第12号平成29年度

人吉市国民健康保険事業特別会計予算案について、補足説明をさせていただきます。 

予算書１ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

50億3,489万2,000円とするものでございます。第２条は、一時借入金の最高額を４億円とす

るものでございます。第３条は、保険給付費の各項間の流用について定めるものでございま

す。 

次に、事項別明細書により主なものを説明させていただきます。国保の予算は、事業運営

に要する経費から国庫支出金交付金等を差し引いた残りを国民健康保険税で賄うという仕組

みになっております。したがいまして、予算の性格上、先に歳出から説明をさせていただき

ます。 
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16ページをお願いいたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の7,259万

2,000円は、国保担当職員の給与、諸手当等の経常事務費、国保団体連合会共同電算委託料

が主なものでございます。 

17ページから18ページまでは省略をさせていただきます。 

19ページをお願いいたします。２款保険給付費、１項療養諸費は、医療費の支払いに要す

るものでございまして、療養給付費、療養費と審査支払手数料を合わせ、25億5,015万8,000

円を計上しております。20ページにかけまして２項高額療養費の３億6,117万7,000円は、医

療費が高額になって自己負担額が一定の額を超えたときに、その超えた分を支給するもので

ございます。３項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、50人分の2,100万円を計上してお

ります。21ページをお願いいたします。４項葬祭費は90件分の180万円でございます。５項

移送費に20万円を計上しております。以上、保険給付費の総額は29億3,435万6,000円となり、

歳出全体に占める割合は58.28％でございます。 

22ページです。３款後期高齢者支援金等は、75歳以上の医療費を保険者として負担するも

ので、支援金と事務費拠出金を合わせ、４億5,402万8,000円を計上しております。４款前期

高齢者納付金等は、65歳から74歳の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を、各

保険者の加入者数に応じて調整を行う制度による納付金でございまして、事務費拠出金を合

わせ166万8,000円を計上しております。 

５款老人保健拠出金は省略をさせていただきます。 

23ページをお願いいたします。６款介護納付金は１億8,843万2,000円でございまして、介

護保険第２号被保険者の保険料に相当いたします。 

７款共同事業拠出金の11億7,528万2,000円は、県内国保保険者の医療費水準の平準化を図

る事業における拠出金でございます。 

24ページでございます。８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費は4,314万2,000円を

計上しております。特定健康診査と、その結果、必要に応じて実施いたします特定保健指導

に要する経費でございます。25ページをお願いいたします。２項保健事業費は、国保団体連

合会共同電算委託料、訪問健康相談業務委託料、鍼灸マッサージ補助交付金等の費用として、

858万2,000円を計上しております。 

９款基金積立金から27ページの11款諸支出金までは省略をさせていただきます。 

歳出の最後になります。12款予備費は１億4,619万7,000円でございます。 

続きまして、歳入を御説明いたします。８ページをお願いいたします。１款、１項国民健

康保険税でございますが、１目一般被保険者国民健康保険税に６億8,210万3,000円、２目退

職被保険者等国民健康保険税に3,003万2,000円、それぞれ医療給付費分、後期高齢者支援金

分及び介護納付金分を合わせた額を計上いたしております。 

９ページをお願いいたします。国保税の総額は７億1,213万5,000円、歳入全体に占める割
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合は14.14％でございます。 

次の２款使用料及び手数料は省略させていただきます。 

10ページにかけまして、３款国庫支出金、１項国庫負担金でございますが、療養給付費等

負担金、高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金を合わせまして、７億4,722万

7,000円を計上しております。２項国庫補助金は、財政調整交付金、国民健康保険制度関係

業務準備事業費補助金を合わせまして、３億2,432万円を計上しております。 

４款県支出金、１項県負担金は、11ページにかけての記載になりますが、高額医療費共同

事業負担金、特定健康診査等負担金を合わせまして、3,952万3,000円を計上しております。 

４款、２項県補助金は、県財政調整交付金に２億2,187万8,000円を計上しております。 

５款療養給付費等交付金の１億1,164万7,000円は、退職被保険者の医療費に対する交付金

でございます。 

12ページでございます。６款前期高齢者交付金の11億3,688万9,000円は、65歳以上75歳未

満の被保険者の医療費を、各保険者間で財政調整する制度による交付金でございます。 

７款共同事業交付金は、共同事業拠出金を財源として交付されるものでございまして、高

額医療費共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金を合わせ、11億2,902万3,000円を

計上しております。 

８款財産収入は省略をさせていただきます。 

13ページをお願いいたします。９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は３

億7,648万9,000円でございます。 

９款、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は省略をさせていただきます。 

10款、１項繰越金、２目その他の繰越金に２億3,000万円を計上しております。 

14ページから15ページは省略をさせていただきます。 

以上、平成29年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算案を御説明をいたしました。よろ

しくお願いいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君）（登壇） 皆様、こんにちは。それでは、議第14号平成29年度

人吉市介護保険特別会計予算案につきまして、補足説明をさせていただきます。 

予算書１ページをお願いいたします。第１条は、先ほど市長が御説明いたしましたので省

略させていただきます。第２条は、一時借入金の最高額を２億円とするものでございます。

第３条は、保険給付費の各項の間の流用について定めるものでございます。 

それでは、事項別明細書によりまして、主なものを御説明申し上げます。予算の性格上、

歳出から御説明をさせていただきます。 

14ページをお願いいたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に6,243万

1,000円を計上いたしております。介護保険関係職員の給料、諸手当等経常的な事務費が主

なものでございます。 
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15ページをお願いいたします。２項徴収費、１目賦課徴収費177万6,000円は、介護保険料

の賦課徴収事務に係る経費でございます。 

３項、１目介護認定審査会費971万6,000円は、要介護等の認定を行う認定審査会委員の報

酬等でございます。２目認定調査等費2,888万9,000円は、訪問調査員の報酬や、予算書は16

ページになります、要介護認定等のために主治医が作成する意見書に係る費用等でございま

す。 

４項、それから予算書は17ページになりますが、５項は省略させていただきます。 

２款保険給付費は、介護サービス費の支払いに要する費用でございます。１項介護サービ

ス等諸費は、要介護１から５までの方を対象とする在宅サービスや施設サービス、ケアプラ

ン作成等に係る費用でございまして、予算書は18ページになりますが、総額35億8,737万

1,000円を計上いたしております。 

２項介護予防サービス等諸費は、要支援１及び要支援２の方を対象とするサービスに係る

費用でございまして、総額9,013万5,000円を計上いたしております。 

予算書は19ページをお願いします。３項高額介護サービス等費は、介護サービスを利用さ

れた場合の自己負担が一定の額を超えたとき、その超えた分を支給するものでございまして、

１億140万3,000円を計上いたしております。 

４項その他諸費、１目審査支払手数料412万5,000円は、介護サービス事業者からの保険請

求の審査に係る国民健康保険団体連合会へ支払う手数料でございます。 

20ページをお願いいたします。５項特定入所者介護サービス等費でございますが、施設サ

ービスでは居住費や食費が利用する方の負担となりますが、所得の低い方への負担軽減措置

としまして、限度額を超えた分につきまして支給をするものでございまして、１億7,896万

6,000円を計上いたしております。 

３款、４款は省略させていただきまして、21ページをお願いいたします。５款地域支援事

業費につきましては、平成29年度から移行します新総合事業に関する予算でございます。１

項、１目介護予防・生活支援サービス事業費5,663万6,000円は、介護予防・日常生活支援総

合事業のうち、要支援者等が利用する訪問事業、通所事業等に係る費用でございます。２目

介護予防ケアマネジメント事業費1,093万8,000円は、新総合事業を利用する要支援者等の介

護予防マネジメントに係る費用でございます。 

22ページをお願いいたします。２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費は、65

歳以上の一般介護予防に係る費用でございまして、2,333万4,000円を計上いたしております。 

23ページをお願いいたします。３項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業費

5,357万4,000円は、地域包括支援センターの運営費等に係る費用でございます。25ページを

お願いいたします。２目任意事業費1,428万2,000円は、紙おむつ等の介護用品を支給する家

族介護用品支給支援事業費や、緊急通報体制等整備事業委託料などでございます。 
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予算書26ページをお願いいたします。４項その他諸費は、説明を省略いたします。 

28年度までの介護予防・日常生活支援総合事業費につきましては、廃目としております。 

27ページ、６款公債費から28ページ、８款予備費までは省略をさせていただきます。 

続きまして、歳入を御説明いたします。７ページに戻っていただきますようお願いいたし

ます。介護保険特別会計の歳出の大部分を占めます介護給付費等に要する費用の財源は、基

本的にその半分を国・県・市による公費負担で賄い、残り半分を保険料で賄う仕組みになっ

ております。介護保険料は３年ごとに策定する介護保険事業計画で見直していくことになっ

ておりまして、平成29年度は第６期事業計画の最終年度でございます。 

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料につきましては、第６期の月額

基準額6,112円を算定基礎として、現年度分特別徴収保険料と普通徴収保険料及び滞納繰越

分普通徴収保険料を合計しまして、総額７億2,991万5,000円を計上いたしております。 

２款分担金及び負担金、１項負担金、１目在宅医療・介護連携推進事業費負担金250万

4,000円は、在宅医療介護連携に係る町村負担金でございます。 

３款は説明を省略させていただきます。 

予算書８ページをお願いいたします。４款国庫支出金、１項国庫負担金は、介護給付に対

する国の負担金でございまして、７億1,330万5,000円を計上いたしております。 

２項国庫補助金、１目調整交付金は、市町村の財政力格差を調整するための国の交付金で

ございまして、３億6,661万5,000円を計上いたしております。２目及び３目は地域支援事業

に対する交付金でございまして、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事

業）に1,795万5,000円、３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）

に2,548万7,000円を計上いたしております。４目介護保険事業費補助金は52万6,000円とし

ております。 

５款、１項支払基金交付金は、40歳から64歳までの第２号被保険者の保険料が、社会保険

診療報酬支払基金から交付されるものでございまして、１目介護給付費交付金11億936万

1,000円は、介護給付費等に対する交付金でございます。２目地域支援事業支援交付金2,513

万7,000円は、地域支援事業に対する交付金でございます。 

６款県支出金、１項県負担金は、介護給付に対する県の負担金でございまして、現年度分

５億7,434万6,000円を計上いたしております。10ページをお願いいたします。２項県補助金

は、地域支援事業に対する県の補助金でございまして、１目地域支援事業交付金（介護予

防・日常生活支援総合事業）に1,122万1,000円、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常

生活支援総合事業以外）に1,274万3,000円を計上いたしております。３目権利擁護人材育成

事業費補助金348万6,000円を計上いたしております。 

11ページをお願いいたします。７款は省略をいたします。 

８款繰入金、１項一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金でございまして、１目は介護
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給付費に対して、２目は地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に対して、３

目は地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業以外に対して、４目は低所得者保

険料の軽減に対して、５目は職員の給与や事務費に対して繰り入れるものでございます。合

計の６億3,239万5,000円を計上いたしております。 

12ページの８款、２項から13ページの10款までは説明を省略させていただきます。 

以上で、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○水道局長（中村則明君）（登壇） 皆さん、こんにちは。それでは、議第16号平成29年度人

吉市水道事業特別会計予算案及び議第17号平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算案

につきまして、補足説明をさせていただきます。 

初めに、議第16号平成29年度人吉市水道事業特別会計予算案につきまして説明をいたしま

す。 

予算書の１ページをお願いいたします。第２条業務の予定量につきましては、給水戸数１

万5,709戸、総給水量361万4,769立方メートル、１日平均給水量9,903立方メートルを予定し

ております。建設改良工事としまして配水管改良工事等を予定しております。第３条収益的

収入及び支出につきましては、後ほど予算明細書により説明をさせていただきます。 

２ページをお願いいたします。第４条資本的収入及び支出につきましても、後ほど予算明

細書により説明をさせていただきます。第５条企業債でございますが、上水道事業債の限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

３ページをお願いいたします。第６条一時借入金の限度額を5,000万円といたしておりま

す。第７条各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。第８条議会の

議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費１億3,865万7,000円、交際費

５万円でございます。第９条利益剰余金の処分でございますが、繰越利益剰余金を減債積立

金として8,325万4,000円、建設改良積立金として1,017万9,000円処分することといたしてお

ります。第10条たな卸資産の購入限度額を782万3,000円とするものでございます。 

第３条収益的収入及び支出の内容につきまして御説明をさせていただきます。申しわけご

ざいませんが19ページをお願いいたします。まず収入でございますが、１款水道事業収益を

５億4,407万8,000円といたしております。内訳といたしまして、１項営業収益が５億2,118

万円で、これは水道料金及び各種手数料等でございます。２項営業外収益が2,289万5,000円、

これは３目長期前受金戻入が主なものでございます。３項特別利益3,000円は存目でござい

ます。 

20ページをお願いいたします。支出でございますが、１款水道事業費用を５億657万1,000

円といたしております。内訳といたしまして、１項営業費用が４億6,449万3,000円で、これ

は人件費、水源地、配水池等の整備委託料や修繕費、動力費、減価償却費が主なものでござ

います。 
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24ページをお願いいたします。２項営業外費用は3,957万6,000円、これは主に企業債の支

払利息と消費税でございます。３項特別損失が50万2,000円、これは過年度損益修正損等で

ございます。４項予備費は200万円を計上いたしております。 

次に、第４条資本的収入及び支出の内容につきまして御説明をいたします。25ページをお

願いいたします。まず収入でございますが、１款資本的収入を4,543万8,000円としておりま

す。内訳は、１項企業債が4,000万円、２項工事負担金が543万6,000円、３項固定資産売却

及び４項繰入金は存目でございます。 

次に、支出でございますが、１款資本的支出を３億2,625万5,000円としております。内訳

は、１項建設改良費が２億4,100万1,000円、これは１目構築物費、１節一般改良工事、26ペ

ージをお願いいたします、２節負担金工事、３節起債対象工事及び２目機械及び装置費、３

目営業設備費でございます。２項企業債償還金は8,325万4,000円でございます。３項予備費

を200万円といたしております。 

それでは、申しわけございませんが前に戻りまして、２ページをお願いいたします。資本

的支出に対しまして収入が不足しますので、その補塡財源について御説明申し上げます。第

４条の括弧書きでございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億8,081

万7,000円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,679万8,000円、当年度分損益勘定

留保資金１億7,058万6,000円と繰越利益剰余金処分額9,343万3,000円で補塡することといた

しております。 

引き続きまして、議第17号平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算案について御説

明を申し上げます。 

それでは、予算書の１ページをお願いいたします。第２条業務の予定量につきましては、

接続戸数１万1,720戸、年間総処理水量437万3,065立方メートル、１日平均処理水量１万

1,981立方メートルを予定しております。主な建設改良工事としまして、矢黒町汚水中継ポ

ンプ場改築更新工事委託を予定しております。第３条の収益的収入及び支出につきましては、

後ほど予算明細書により説明をさせていただきます。 

２ページをお願いいたします。第４条資本的収入及び支出につきましても、後ほど予算明

細書により説明をさせていただきます。第５条債務負担行為でございますが、人吉市水洗便

所等改造資金融資あっせん及び助成金条例に基づき、水洗便所等工事資金の債務不履行によ

る損失補償と水洗便所等改造資金利子補給金及び矢黒町汚水中継ポンプ場改築更新工事委託

について債務負担を設定するもので、それぞれ期間と限度額を定めるものでございます。 

３ページをお願いいたします。第６条企業債でございますが、公共下水道債及び下水道事

業債につきまして、起債の限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。第

７条一時借入金の限度額を5,000万円と定めております。第８条各項の経費の金額を流用す

ることができる場合を定めております。第９条議会の議決を経なければ流用することのでき
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ない経費は、職員給与費6,370万8,000円でございます。 

４ページをお願いいたします。第10条他会計からの補助金といたしまして、一般会計から

１億4,200万円の補助を受けるものでございます。第11条利益剰余金の処分でございますが、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補塡として7,399万9,000円を処分すること

といたしております。 

第３条収益的収入及び支出の内容につきまして御説明をさせていただきます。21ページを

お願いいたします。収入でございますが、１款下水道事業収益を11億3,895万3,000円といた

しております。内訳としまして、１項営業収益７億1,496万円で、これは下水道使用料及び

他会計負担金等でございます。２項営業外収益が４億2,399万円、これは２目他会計補助及

び３目長期前受金戻入が主なものでございます。３項特別利益3,000円は存目でございます。 

次に、22ページをお願いいたします。支出でございますが、１款下水道事業費用を10億

9,286万円といたしております。内訳といたしましては、１項営業費用が９億5,889万4,000

円で、これは人件費及び人吉浄水苑等運転管理業務委託料や修繕費、動力費、減価償却費が

主なものでございます。 

25ページをお願いいたします。２項営業外費用は１億2,896万4,000円で、これは企業債の

支払利息と消費税でございます。３項特別損失が100万2,000円、４項予備費を400万円とい

たしております。 

次に、第４条資本的収入及び支出の内容につきまして御説明いたします。26ページをお願

いいたします。収入でございますが、１款資本的収入を１億3,320万3,000円としております。

内訳は、１項企業債が8,570万円、２項負担金100万2,000円、３項補助金4,650万円、４項固

定資産売却は存目でございます。 

27ページをお願いいたします。次に支出でございますが、１款資本的支出を５億7,898万

円としております。内訳は、１項建設改良費が１億4,291万7,000円、これは、１目管渠事業

費、２目ポンプ場事業費、28ページをお願いいたします、３目処理場事業費でございます。

２項企業債償還金が４億3,506万3,000円でございます。３項予備費を100万円といたしてお

ります。 

それでは、前に戻りまして２ページをお願いいたします。第４条の括弧書きでございます。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億4,577万7,000円は、消費税及び地方消費

税資本的収支調整額332万9,000円、当年度分損益勘定留保資金３億6,844万9,000円と繰越利

益剰余金処分額7,399万9,000円で補塡することといたしております。 

以上で、議第16号平成29年度人吉市水道事業特別会計予算案及び議第17号平成29年度人吉

市公共下水道事業特別会計予算案について、補足説明を終わらせていただきます。よろしく

御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（田中 哲君） 以上で、議第１号から議第31号までの提案理由の説明は全部終了いた
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しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（田中 哲君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

午後２時22分 散会 
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平成29年３月第１回人吉市議会定例会会議録（第２号） 

平成29年３月７日 火曜日 

─────────────────────────────── 

１．議事日程第２号 

平成29年３月７日 午前10時 開議 

 日程第１ 議第１号 平成28年度人吉市一般会計補正予算（第９号） 

 日程第２ 議第２号 平成28年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第３ 議第３号 平成28年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議第４号 平成28年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 日程第５ 議第５号 平成28年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第６ 議第６号 平成28年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議第７号 平成28年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第８ 議第８号 平成28年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 議第９号 平成28年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議第10号 平成29年度人吉市一般会計予算 

 日程第11 議第11号 平成29年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算 

 日程第12 議第12号 平成29年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第13 議第13号 平成29年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第14 議第14号 平成29年度人吉市介護保険特別会計予算 

 日程第15 議第15号 平成29年度人吉市介護サービス事業特別会計予算 

 日程第16 議第16号 平成29年度人吉市水道事業特別会計予算 

 日程第17 議第17号 平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第18 議第18号 平成29年度人吉市国民宿舎特別会計予算 

 日程第19 議第19号 平成29年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第20 議第20号 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第21 議第21号 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の 

           制定について 

 日程第22 議第22号 人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

           ついて 

 日程第23 議第23号 人吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

 日程第24 議第24号 人吉市個人情報の保護に関する条例及び人吉市行政手続における特定 

           の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号 

           の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の 
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           制定について 

 日程第25 議第25号 人吉市総合計画策定審議会条例等の一部を改正する条例の制定につい 

           て 

 日程第26 議第26号 人吉市公民館条例及び人吉市コミュニティセンター条例の一部を改正 

           する条例の制定について 

 日程第27 議第27号 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 

           条例の制定について 

 日程第28 議第28号 人吉市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第29 議第29号 人吉市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

           ついて 

 日程第30 議第30号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第31 議第31号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

２．本日の会議に付した事件 

 ・議事日程のとおり 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

３．出席議員（18名） 

              １番  塩 見 寿 子 君 

              ２番  宮 原 将 志 君 

              ３番  高 瀬 堅 一 君 

              ４番  大 塚 則 男 君 

              ５番  宮 﨑   保 君 

              ６番  平 田 清 吉 君 

              ７番  犬 童 利 夫 君 

              ８番  井 上 光 浩 君 

              ９番  豊 永 貞 夫 君 

              10番  西   信八郎 君 

              11番  本 村 令 斗 君 

              12番  笹 山 欣 悟 君 

              13番  福 屋 法 晴 君 

              14番  村 上 恵 一 君 

              15番  永 山 芳 宏 君 

              16番  三 倉 美千子 君 

              17番  仲 村 勝 治 君 
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              18番  田 中   哲 君 

  欠席議員 なし 

─────────────────────────────── 

４．説明のため出席した者の職氏名 

           市 長    松 岡 隼 人 君 

           副 市 長    松 田 知 良 君 

           教 育 長    末 次 美 代 君 

           総 務 部 長    井 上 祐 太 君 

           市 民 部 長    今 村   修 君 

           健康福祉部長    村 口 桂 子 君 

           経 済 部 長    福 山 誠 二 君 

           建 設 部 長    大 渕   修 君 

           総 務 部 次 長    小 林 敏 郎 君 

           総 務 課 長    小 澤 洋 之 君 

           財 政 課 長    植 木 安 博 君 

           水 道 局 長    中 村 則 明 君 

           教 育 部 長    松 岡 誠 也 君 

─────────────────────────────── 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

           局 長    赤 池 謙 介 君 

           議 事 係 長    桒 原   亨 君 

           庶 務 係 長    椎 葉 千 恵 君 

           書 記    白 坂 禎 敏 君 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  
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午前10時 開議 

○議長（田中 哲君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

議事に入ります。 

本日は、議案質疑を行います。議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

なお、質疑は一般質問にならないようにお願いいたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第１ 議第１号 

○議長（田中 哲君） それでは、これより質疑を行います。 

まず、日程第１、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第９号）を議題といたし

ます。 

本案について質疑はありませんか。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） おはようございます。議第１号について質疑をしたいと思います。 

予算書27ページであります。20款諸収入、４項雑入、９節教育費雑入のところなんですが、

実は、ちょっと今回、最終補正ということで、西瀬小学校のプールの水道水の流失の件につ

いて、全員協議会の中で報告がなされ、私は一般質問をしたところであります。その一般質

問を受けて、また、全員協議会の中で、執行部の対応ということで報告があったところであ

ります。求償をしないと。懲戒はするけど、処分はするけども、求償はしないというふうな

ことで報告をされ、その中で、ただ、求償はしないけども、何らかの誠意ある対応を、努力

をしていくというようなことで、教育部長のほうから話があったと思っているんですね。と

いうことであれば、何らかの形で、そういった誠意が見せられたのかなとちょっと思ってお

ったんですが、そういった部分が、私は最終補正に上がってくるのかなと思っておったもの

ですから、ただ、今回、そういった形では最終補正に上がってきておりませんので、まずは、

そういったその後の経過がどうなったのかということを１点お伺いしたいと思いますし、も

う１点は、そういった形で、そういった誠意という形で、誠意を求め、努力を求められてお

りますけども、それが形として誠意が示されたのかどうか、この点について、具体的に答弁

ができればお願いしたいと思います。 

以上です。 

○教育長（末次美代君） 議員の皆様、おはようございます。お答えさせていただきます。 

まず、昨年６月に西瀬小学校で発生いたしましたプール水道水の流失事故につきましては、

市民の皆様、議員の皆様に御心配、御迷惑をおかけしましたことに対し、この場をおかりい

たしまして、改めておわび申し上げます。本当に申しわけございませんでした。 

西瀬小学校のプール水道水流失事故につきましては、昨年７月と11月に開催されました議
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会全員協議会におきまして、教育部長から詳細については御説明させていただきましたが、

その際、議員が申されましたように、西瀬小学校の校長、教頭、教員の３人並びに市教育委

員会の教育部長、次長の処分と、西瀬小学校の校長からおわびの申出があったことを御報告

させていただきました。その後、12月13日に、西瀬小学校の校長から、改めて市民の方々に

多大な御迷惑をおかけしたことを重く受けとめ、そのおわびとして10万円の提示がございま

したので、即日、一般会計の諸収入として受け入れております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 12月13日に10万円ということであったと。一般会計にも諸収入として

受け入れをされているわけですよね。ということであれば、なぜ、今回、こういった最終補

正でこの歳入としての計上がなされなかったんでしょうか。これが私は不思議であります。

それを１点お尋ねしておきたいと思います。 

また、例えば今回のその10万円という金額を見てみれば、損失額は約100万円程度でした

ので、10万円で10分１の金額的な形でありますけども、これが多いか少ないのか、これは私

も何も申すことはありませんが、これが社会通念上どういった形で理解されるのか。これを

どういうふうに教育委員会として判断されるのか。それから、予算計上が今回終了しても、

この予算計上をされていません。例えばこの受け入れの部分を今後どう処理されるのか。こ

のままでいかれるのか、例えば会期中に追加提案をされるとか、私は一般質問もしましたし、

それに対しての報告がありました。最終的にやっぱり何らかの報告、きちっとした報告が当

然全員協議会等でなされてよかったのかなと思っておりますけども、それがなされずに、も

う収入として入っているということであります。この辺についてどう判断されるのか、お尋

ねをしたいと思っています。 

ただ、一連のこういった今回の部分について、市長はどのように今回の状況を受けとめて

おられるのか、この点についてお尋ねをしておきたいと思います。 

○教育長（末次美代君） お答えします。 

まず、今回受け入れました10万円につきましては、教育委員会から納入通知書を発したも

のではなかったため、一般財源として受け入れ、既存の予算に諸収入の教育費雑入の費目が

ございましたことから、その中で調定を上げていたところでございますが、期間の経過とと

もに、今回の補正予算に計上すべきところを失念したものでございまして、このことにつき

ましては、重ねておわびを申し上げる次第でございます。 

また、学校から自主的に申し出のあった10万円の金額が、社会通念上、理解されるかとい

う点につきましては、いろいろな御意見、お考えもあるかとは存じます。私自身、判断がつ

きかねるところでございますが、誠意の尺度をはかることは難しく、断言しかねるところで

ございます。 
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以上、お答えいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 議員の皆さん、おはようございます。私のほうからは、笹山議員

の、歳入として、現在、計上されていないので、このままでいいのかと。歳入超過等々でい

いのか、それとも、何らかの手があるのか、手段があるのかということの御質問でございま

す。 

先ほど教育長のほうから、予算要求を10万円入っていたけども、実際、忘れていたと、失

念していたというような答弁がありました。ただ、この問題は私たちも重く受けとめており

まして、昨年からずっとやっぱりこの100万円近くの支出を既決の予算を使いながらやって

きておりましたので、当然流れの中で、学校のほうからのそういう「支援」があったという

のは、もう紛れもない事実でございます。そして、そのお金は、もちろん「支援」というこ

とではなく、これまで支出した経費に対してやはり充当されて、初めてこの「支援」という

形が１つの達成になるのではないかというふうには思っておりますので、お許し、お認めい

ただけるならば、会期中に補正予算という形で予算を計上して、お願いしたいというふうに

考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○市長（松岡隼人君） 皆様、おはようございます。今回の西瀬小学校プールの水道水流失事

故に関しまして、一連の流れをどう受けとめているのかという御質問でございましたが、こ

の西瀬小学校プールの水道水流失事故につきましては、発生以来、議員の皆様を初め関係者

に御心配をおかけしており、大変申しわけなく思っております。 

この問題につきましては、当初から取り扱いを慎重にしなければならないと考えておりま

して、原因の究明による再発防止と同時に、市民への損失の転嫁をいかに少なく抑えるべき

か、この点でもさまざまに御意見がありますので、軽々に予算を充当すべきではないと指示

をしておりましたが、なかなか取り扱いや判断の難しい部分もあり、対応について、適切さ、

丁寧さ、正確さに欠けておりましたことに、重ねておわびを申し上げたいと存じます。 

今、総務部長からも答弁させていただきましたが、改めて議会のほうへ御相談申し上げな

がら、しかるべき手続をとらせていただきたいと存じますので、御理解をお願い申し上げま

す。 

以上、お答えいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 先ほど、私の答弁の中に「支援」という言葉を使わせていただき

ましたので、これを撤回させていただき、「支援」ということではなく、「おわびの形」と

いうことでよろしくお願いしたいと思います。申しわけありません。（「議長、議事進行」

と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 今、何らかの形で、今回、計上したいというふうな話がありましたけ
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ども、こういった部分については、これは議会の中で、全員協議会もしくは一般質問等をし

ながら、きちっとやっぱり明らかにしながら、取り組みもしてきた状況があったと思ってい

ます。こういった部分については、やはり議会に対しては、執行部はやっぱり責任ある対応

をすべきだと私は思っているところです。やはり失念で済ませるのかどうかという問題もあ

るかもしれませんが、これについては、やっぱり最後まできちっとした形で報告をいただく。

そして、その報告の中で議会の判断を仰ぎながら、どういった形で予算を計上するのかとい

うことを判断すべきじゃないかなと私は感じましたので、今後、こういったことがないよう

に、議会に対しては責任ある対応を要望して、終わりたいと思います。 

以上です。 

○議長（田中 哲君） ほかに質疑はありませんか。ございませんか。（「議長、12番」と呼

ぶ者あり） 

もう質疑は終わりましたけれども、回数は。（「いや、項目は別のもので」と呼ぶ者あ

り） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） ありがとうございます。私、一括してしなければいけないと思ってお

りましたので、議長に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

もう１点は、38ページになります。４款衛生費、１項保健衛生費、５目環境衛生費の13節

委託料、指定ごみ袋販売委託料についてでありますが、1,285万7,000円の減額という形であ

ります。説明で契約単価の変更で減額された、もしくはごみ袋の販売見込みの減額で減額さ

れたというふうな説明があったんですけども、1,200万円というかなり大きい減額の額であ

りますので、契約単価の変更がどういった形でなされたのか、もしくはその販売見込み量の

減がどういった形でなったのか、もしくはそれがごみ減量にどういうふうに影響したのか、

この点についてお尋ねしておきたいと思います。 

○市民部長（今村 修君） おはようございます。それでは、指定ごみ袋販売委託料の減額に

ついてお答えをいたします。 

今回の委託料の減額につきましては、議員も申されましたとおり、昨年実施をいたしまし

た指定ごみ袋販売業務委託の入札におきまして、請負業者がかわり、契約単価が下がったこ

とによるものと、それから、ごみ袋の販売数量が当初の見込みより少なかったことにより、

委託料に不用額が生じたので、今回、減額するものでございます。 

ごみ袋の単価でございますが、変更前までは、ごみ袋大につきまして142円であったもの

が108円に下がりました。それから、中が110円であったものが74円に下がりました。それか

ら、小につきましては95円であったものが54円に下がったというふうなことでございます。

それから、数量でございますけども、総数量では約３万8,000袋余りが見込みよりも少なく

なっているというふうな状況でございます。 
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それから、ごみの減量でございますが、ごみの減量につきましては、毎年少しずつではご

ざいますが、前年に比べて減量化を達成してきているというふうなことでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 契約単価がかなり下がっていますけども、入札ということですのであ

れですが、この契約については、入札は毎年度実施なのか、複数年なのか、ちょっと確認を

しておきたいと思っております。 

それと、約３万8,000袋の減ということで、本当にかなりのごみ減量になっていますし、

もう一つは、クリーンプラザの負担金にもかなり影響してくるのかなと思ってきています。

ですので、実際、３万8,000袋の減がごみ減量どのぐらいに匹敵するのか、その辺は試算を

されたことはありますでしょうか。できたら、例えば前年度と今年度の比較とか、そういっ

たことを比較しながら、この３万8,000袋の減が、大体どれくらいのごみの減量になるとい

うふうなことを試算することも必要かなと思っていますが、これについて試算をされておれ

ば答弁いただきたいと思いますけども、これはちょっと今、急遽質問しましたので厳しいの

かと思いますけども、お尋ねをしておきたいと思います。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

契約につきましては、３年契約で更新をしてきておりますので、平成28年に契約をいたし

まして、これから３年間という契約で、また３年後に入札というような形になります。 

それから、ごみの減量でございますが、手元にある資料では、約176トン余りのごみの減

量化につながっているというふうに考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○12番（笹山欣悟君） 終わります。 

○議長（田中 哲君） ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ほかに質疑もないようですので、本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第２ 議第２号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第２、議第２号平成28年度人吉市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第５号）を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第３ 議第３号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第３、議第３号平成28年度人吉市後期高齢者医療特別会計
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補正予算（第２号）を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第４ 議第４号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第４、議第４号平成28年度人吉市介護保険特別会計補正予

算（第５号）を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第５ 議第５号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第５、議第５号平成28年度人吉市介護サービス事業特別会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第６ 議第６号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第６、議第６号平成28年度人吉市水道事業特別会計補正予

算（第４号）を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第７ 議第７号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第７、議第７号平成28年度人吉市公共下水道事業特別会計

補正予算（第４号）を議題といたします。 

本案についての質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  
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 日程第８ 議第８号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第８、議第８号平成28年度人吉市国民宿舎特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第９ 議第９号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第９、議第９号平成28年度人吉市工業用地造成事業特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第10 議第10号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第10、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算を議題とい

たします。 

本案についての質疑はありませんか。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） ７ページであります。第３表債務負担行為なんですが、情報系システ

ム構築リース料について、説明の中では、再構築のためのこのリース料なんだというふうな

ことで説明があったと思っております。その再構築というのがどういった形でされるのか、

改めてし直すのかどうか、その辺がちょっとわかりませんので、ちょっと詳しく説明いただ

きたいというふうに思っています。 

それから、136ページであります。10款教育費、７項学校給食センター費、１目学校給食

センター運営費の19節負担金、補助及び交付金の最後です。136ページの学校給食費助成金

2,519万円でありますが、今年度も１人1,000円の助成をやるというふうなことで計上されて

おります。平成28年度から実施されておりますので、平成28年度実施をされた中での検証を

どういうふうにされておられるのか。また、例えば過年度滞納額がどういうふうな形になっ

たのか、もしくは現年度の滞納額の状況はどうなのか。この２点についてお尋ねをしておき

たいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） 第３表、７ページでございます。情報系システム構築リース料、

まず今回の再構築が必要になった背景について、簡単に御説明をさせていただきます。 

総務省は、日本年金機構の情報漏えい事件を重く受けとめまして、平成27年12月、一昨年
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になりますけども、大臣名にて新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化策をやって

くださいということで、市町村においてするようにということで、通達を行っておるところ

でございます。その通達の中で、住民の個人情報が多く含まれております基幹系、それから

マイナンバー系と、国・県とのやりとりを行いますＬＧＷＡＮ系と、情報収集に活用します

インターネット系の接続を、今一緒になっていますので、完全に分離するように指導がなさ

れたところでございます。一番危ないのはインターネット系で、ここを通してさまざまな情

報漏えいが出てきているというような状況です。 

そこで、これまで本市においては、リースで行っておりましたパソコン等々では、その対

応、要するに分離ができませんので、対応可能となりますパソコン430台、また、その他の

サーバー等の機器類を含めたリース料を、今回、債務負担行為、平成29年度から平成34年度

までの５年間によって、さまざまに対応できるような形にしていくと。これを今回、予算計

上させていただいたということでございます。予算には、平成29年度分が歳出予算で上がっ

ておりまして、５年間続きますので、残りの分はこの限度額の中で対応させていただくとい

うことでございます。 

以上、お答えいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） 皆さん、おはようございます。 

学校給食費の助成について、まず検証ということですが、アンケート調査などをやったわ

けではございませんけども、保護者の皆さんからは大変喜んでいただいているという声が届

いているところでございます。 

その上で、滞納のほうの状況なんですが、まず平成28年度における給食費の新たな支払い

おくれの状況についてお答えします。平成29年１月末現在の支払いおくれの世帯、これはま

だ滞納とまでは言えないですけれども、支払いがおくれぎみの世帯というところでございま

すが、123世帯でございます。昨年の１月末現在の支払いおくれの世帯が169世帯でございま

して、比較いたしますと、給食費の一部助成を開始した本年度は46世帯の減となっておりま

す。また、昨年の４月以降の今年度に入りましてからの給食費が支払いがされていない世帯

ということですと、２世帯でございます。昨年度は同時期に9世帯でございましたので、現

年度における滞納者は減少しているということでございます。 

次に、過年度の滞納につきましては、平成27年度末現在で569万円でございましたが、催

告書の送付や電話連絡等によりまして、本年度１月末までに、そのうち31万5,000円が入金

されているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○12番（笹山欣悟君） 終わります。 

○議長（田中 哲君） ほかに質疑はありませんか。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

17番。仲村勝治議員。 
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○17番（仲村勝治君） ページは７ページの、第４表の地方債についてでございます。地方債

の公共施設等適正管理推進事業債の4,400万円。これはことしから始まっていますから、そ

の内容をちょっとお知らせしていただきたいと思います。これが配られた全員協議会の中で

説明された公共施設等総合管理計画の中間報告ですが、これに基づいてする事業債だと思い

ますので、その点もしっかりと説明していただきたいと思いますし、それと、最後にありま

す市庁舎建設事業債の５億1,390万円、この内容をお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

まず、当初予算の７ページのちょうど３番目になります、第４表地方債の中の公共施設等

適正管理推進事業債4,400万円。これは議員がおっしゃったように新しい地方債でございま

す。これは公共施設等の適正管理の推進のために、平成29年度から国において地方債計画の

中で位置づけられた起債でございまして、先ほどおっしゃったように、公共施設等総合管理

計画に基づいて、今後、改修を行う自治体、要は、例えば建築系の公共施設であったり、そ

ういうものに対して充当率が90％で、かなり高いところで起債が借りられると。そのうち

30％は元利償還に対して交付税算入があるというような状況でございます。これまでこうい

うものに関しましては一切対応ができなくて、市町村は75％の一般単独事業債、要するに何

も見返りのないような状況でやってまいりましたので、非常にこの地方債が国のほうでつく

られたというのはありがたいというふうに考えています。 

ただ、期間が平成29年度から平成33年度まで、当面は５年間ということの起債でございま

すので、今回、うちのほうでつくりました公共施設等総合管理計画の中で、やはり個別の計

画をしっかりつくり上げまして、できるだけこの５年間の間に有利な起債を使って、事業を

進めなければならないと思っています。 

今回、本市が上げておりますのは旧老人趣味の家の解体工事関連、それと旧商工センター

の解体工事、そういうものの除却事業というメニューを使って、今度やらせていただきたい

というふうに思っております。 

それから、８ページの一番下でございます。市庁舎建設事業債５億1,390万円、この内容

でございます。これには全部で５つ入っております。まず市庁舎建設事業の実施設計委託、

これは昨年、債務負担行為を起こさせていただきましたが、基本設計プラス実施設計がござ

いまして、基本設計は当該年度、平成28年度で対応させていただきまして、債務負担行為を

起こしております。平成29年度まで実施設計のほうはかかりますので、その歳出予算が、債

務負担行為の限度額から、今度は歳出予算のほうに入れかわり、それに起債を充てていると

いうような状況です。 

それから、保健センター、勤労青少年ホーム、旧本庁舎等の解体工事に２億円程度を充当

されているというような状況です。それから、小永野川をつけかえますので、それに関連す

る埋め立て、それから新たにつけかえるための測量設計、工事、そういうものが約２億
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3,000万円近くの事業費に対して、今、私が５つ申し上げました事業費が全部で５億1,391万

6,000円でございます。これに今回の災害復旧事業債、新しく熊本地震のためにできました

起債100％、交付税算入85.5％の最高のもので見ています。それがここに上がっております

５億1,390万円でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） この公共施設等適正管理推進事業債、これは商工センターと老人趣味

の家は解体するということなんですが、この公共施設等総合管理計画の中間報告出されたん

ですが、この中の６ページに整備方針分析案というのが載っているんですが、これをずっと

見ますと、老人趣味の家はあるんですよ。ちょっと近くのは、目が悪くてちょっとよく見え

ないんです。老人趣味の家の解体と書いてあるんですが、商工センターのほうはちょっと見

当たらないように思うんですが、この整備計画の完全なでき上がったもの、これを早く議員

に渡して見せないと、平成29年度からこれは始まるんですよね、この事業は。この平成29年

度の当初予算に反映されているようですので、この中にちゃんとうたい込んである分は、こ

の議員のみんなに見せないといけないと思うんです。そして、この今言われた５年間、平成

29年度から平成33年度までの５年間になるわけなんですが、この計画の10ページを見ると、

アクションプランはもう平成29年度から平成36年度までの８年間なんですよね。この中にも

う全てを入り込ませるわけですから、この中間報告じゃなくて、しっかりした決定した計画

を早く見せてほしいと思います。それで、この今の起債の中に商工センターがどうして入っ

ているのかをお尋ねいたしたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

この間、全員協議会で御説明しましたものは、本当中間報告でございますので、早目にし

っかりしたものを御説明できるように努力をしていきたいと思っています。ただ、この公共

施設等総合管理計画をつくって、やはり個別の施設計画をつくらなければなりません。それ

を今、各課のほうに依頼をいたしておりまして、既存のものは、それを生かしていく。ここ

までいけば一般質問になりますので、ぜひ一般質問のほうでやりたいと思っております。 

商工センターのほうは、とりあえずここに、先ほど議員が申された６ページに掲げていな

いのは、今現在、本市のほうで管理していて、実際、稼働しているものを中心に拾い上げて

おりましたので、商工センターのほうは漏れていたというようなことでございます。まだこ

れは最終ではございませんので、しっかりその辺は加筆して、位置づけたいというふうに思

っています。 

今回、起債を先行させているのは、この間も説明しましたように、もう既に平成28年度か

ら事業が動いておりますので、事業のほうにその起債を充てるということで、少し先行させ

ている事業も幾つかあるということを申し上げたいと思います。 
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以上、お答えいたします。 

○17番（仲村勝治君） 終わります。 

○議長（田中 哲君） ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ほかに質疑もないようですので、本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第11 議第11号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第11、議第11号平成29年度人吉球磨地域交通体系整備特別

会計予算を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第12 議第12号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第12、議第12号平成29年度人吉市国民健康保険事業特別会

計予算を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第13 議第13号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第13、議第13号平成29年度人吉市後期高齢者医療特別会計

予算を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第14 議第14号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第14、議第14号平成29年度人吉市介護保険特別会計予算を

議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  
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 日程第15 議第15号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第15、議第15号平成29年度人吉市介護サービス事業特別会

計予算を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第16 議第16号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第16、議第16号平成29年度人吉市水道事業特別会計予算を

議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第17 議第17号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第17、議第17号平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計

予算を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第18 議第18号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第18、議第18号平成29年度人吉市国民宿舎特別会計予算を

議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第19 議第19号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第19、議第19号平成29年度人吉市工業用地造成事業特別会

計予算を議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 
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本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第20 議第20号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第20、議第20号人吉市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） この議案については、人事院勧告等に準じての改正ということで、職

員組合との交渉において妥結をしなかったというふうなことで聞いたところであります。で

すので、まずは組合との交渉経過についてどうだったのか、お尋ねしたいと思いますし、妥

結できなかった論点はどこにあったのか。例えば組合側の論点、主張する論点、もしくは執

行部が主張する論点の違い、その辺の相違点はどこにあったのか、この点をお伺いをしてお

きたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

議第20号人吉市職員の給与に関する条例の一部改正案は、これはもう議員が申されました

ように、昨年８月に行われました人事院勧告に基づきまして、職員の扶養手当に関しまして、

人事院勧告及び国家公務員に準じた改正を行うと、そういうものでございました。実際、12

月には、それ以外のもの、手当関係を上げましたけど、扶養手当は平成29年の４月まで待つ

ということで、審議も３月議会にお願いするということでございます。 

現行の扶養手当でございます。現在、配偶者が１万3,000円、それから配偶者以外の子、

孫、父母等については、半分の6,500円で、仮に職員に配偶者がない場合は、そのうち１人

については１万1,000円、高校生、大学生の年齢までの間に子がいる場合は5,000円の加算が

ありますので、先ほどの配偶者以外の子の6,500円と5,000円を足して１万1,500円になって

おります。 

改正後でございますが、子供が１万円となり、3,500円のアップとなります。配偶者につ

いては、今まで１万3,000円でございましたけど、孫や父母と同額の6,500円、半分になると、

そういう状況でございます。また、これまでは、配偶者がいない場合に、子供、孫、父母等

に対する扶養手当の額につきましては、そのうち１人については4,500円の加算がありまし

たが、改正後は、配偶者がない場合のこの加算というのはなくなると、そういうような状況

でございます。 

なお、この改正は段階的に行うこととされておりまして、私が今申し上げました具体的な

改正は、実質平成30年度からの実施となりまして、平成29年度の額につきましては、経過的

な措置で実施をされるというところでございます。 

組合交渉につきましては、昨年の11月28日と、ことしに入って２月20日の２回行っており



- 67 - 

ます。当局側は、総務部長、総務部次長、総務課長、それから職員係長の４名が対応させて

いただきました。組合側は、昨年の11月28日は執行委員長、副委員長、書記長ほか、合わせ

て５名、それから、本年の２月20日は執行委員長、副委員長ほか、合わせて４名の出席があ

っております。 

２点目の当局側、組合側の双方の考え方、それから、３点目の最後のほうで申し上げられ

た妥結できなかった論点、ここを少しかいつまんで御紹介させていただきます。市当局、総

務部の考えといたしましては、地方公務員の給与につきましては、国家公務員の給与に準拠

して定めることとされております。本市職員の給与につきましても、これまで人事院勧告及

び国家公務員の給与に準じてきておりまして、今回の扶養手当の改定につきましても、これ

までと同様、言葉が「国公準拠」という言葉を使いますけども、これは交渉の状況でよく使

う言葉なんですけど、国公準拠、国と同じようにやりますよということを原則として行って

きているというような状況でございます。 

また一方、組合側としましては、配偶者に対する扶養手当は減額となるものの、子に対す

る扶養手当は増額となりますので、配偶者に一定の所得がある職員で、子育て世代の職員に

とっては、これは増額のみの改定となりますよねというような話がありました。配偶者と子

供の両方に扶養手当が支給されている者は、改正後も余り変わりません。これはちょっと試

算をしてみたんですけど、余り変わりません。ただ、子育てが終わりまして、配偶者のみの

職員については減額になるというぐあいに、職員の家庭の状況によって増額となったり、減

額となったりします。これも課題として、２点目が上がったところでございます。 

さらに、組合側からは、今回の改正は、少子化対策、子育て世代に手厚くという意味合い

があると理解はするものの、配偶者に関しては、制度を改正したので、要は社会に出ていっ

て、少なくなった分は稼いでくださいと、そういうことにもなりますよねというようなお話

もあったところでございます。 

人事院勧告で言われたように、民間での扶養手当の見直しは進められております。これは

民間給与実態調査――民調といいますけども、その中で、扶養手当の額は、現状の額とほぼ

変わりがない。民調は、これまた「民間準拠」という言葉を使いますけども、民間準拠と言

いながら、民間に先行して額を見直しているのではないかと、そういう危惧する意見も出さ

れたところでございます。このような状況を勘案して、組合としては、個々の組合員の状況

によって、利益があったり、不利益があったりするので、一概に了解するとは言いがたく、

よって、妥結には至らなかったというところでございます。 

以上、長くなりましたが、お答えさせていただきます。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 当然人事院勧告については、民間準拠と先ほど部長答弁されましたが、

民間の調査を踏まえて人事院が勧告するというような状況になっていますので、基本的に民
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間が現状維持をしているのであれば、当然人事院の勧告も現状維持で勧告されなければなら

ないと私は思うんですよね。民間が先行してそういった扶養手当を改正をしていくという状

況であれば、それは民間に準じて、人事院もそういった形で勧告していくんじゃないかなと

思います。 

ただ、今回は、先ほど答弁されましたように、民間はそのまま現状据え置きだけども、勧

告のほうが先に減額もしくは増額のそういった扶養手当改定をしているというわけなんです

よね。そこはやっぱり私も理解がちょっとできないところなんですが、そのような中で、今

回、扶養手当を改正したことによるその影響額はどういうふうに見ていらっしゃるのか、も

う１点お尋ねしたいと思いますし、例えば、国準拠ということであれば、国準拠の人勧を基

本的に行っていくということであれば、全て国どおりであるのかという問題があると思って

います。全て国どおりやれば、当然国の人事院勧告どおりに国に応じてするのは、当然そう

なると思っているんですね。ただ、やっぱりいろんな部分で、国準拠と言いながらも、違っ

ている部分があると思っているんですよね。 

もう一つは、そういった配偶者の扶養手当を今回減額するわけなんですが、都会と地方の

中で、配偶者の方が働ける場が同じようにあるんでしょうか。恐らく配偶者は働きなさいと

いうような形で、そういった減額をしていると思うんですよね。ところが、働きたくても働

く場所もない。そういった地方も、そういった国がするから、国どおりに地方も行っていい

んだというような考えに基づいてしているんですけども、そこは国と自治体の違いがありま

すので、やっぱりそこは自治体に応じた対応をしてもよかったんじゃないかなと思っている

んですね。その辺の対応の違い、また、そういった雇用の場をどういうふうに考えているか

という部分についてどのようにお考えなのか、この２点をちょっとお尋ねしておきたいと思

います。 

○総務部長（井上祐太君） １点目のほうは私のほうからお答えさせていただいて、２点目の

ほうは市長のほうからお答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

今回の扶養手当の支給額の改正は、国に準拠するというようなことを先ほど申し上げまし

たが、現状ではそれを市の方針とさせていただいているというような状況でございます。支

給額の改正による影響額ということだと思いますけども、まず、これは平成29年度では段階

的に実施されますので、一概に平成30年度との比較ということではありません。２段階で、

平成28年度が少し平成29年度で見直されて、そして、最終的には平成30年度でしっかり見直

されるということでございます。扶養親族に父母がいるといないでも変わってまいりますが、

これは複雑になりますので、配偶者と子供がいるという一般的な家庭で、そういう設定でお

答えをさせていただきたいと思います。 

配偶者の扶養手当のみ支給される職員は、月額１万3,000円から、平成30年度には半額の

6,500円になりますので、これは年額にしますと７万8,000円と大きな減額となります。次に、
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配偶者も働いていて、配偶者が扶養から外れている職員は、子供１人につき月額3,500円の

増額になりますので、これは子供１人だけでも４万2,000円の増額になります。それから、

配偶者が扶養に入っている場合は、子供１人世帯で、差し引き減額になった場合には３万

6,000円の減。子供が２人いると、今度は、逆に6,000円の増となります。これは試算をやっ

ておりますので、なかなかイメージはできないかと思いますけども、やはり今回の改正は、

配偶者の扶養手当の減額は、影響はかなり出てくるというようなことを申し上げたいと思い

ます。 

以上、お答えいたします。 

○市長（松岡隼人君） ２点目の配偶者の扶養手当、今回の減額に対しまして、国と地方の違

い等々を踏まえたところでの本市の考えということで、お答えをさせいただきたいと思いま

す。 

今回の扶養手当の改正に対する考えでございますが、国においては「ニッポン一億総活躍

プラン」に基づく子育て支援や社会保障の基盤の強化が根底にあるようでございます。一方、

人事院勧告におきましては、主に子供に要する経費の実情、少子化対策が推進されているこ

とに配慮することから、子供に係る扶養手当を充実させることが適当であり、配偶者に係る

手当額を減額することによる原資を用いて、子に係る扶養手当額の引き上げを行うこととさ

れたところでございます。 

先ほど笹山議員もおっしゃいましたように、本市のような地方都市におきましては、雇用

の場の確保は大きな課題であり、特に女性の場合、非正規雇用が大部分を占めており、そう

いう意味では、女性が働いて一定の所得を得るということは、現状におきましては厳しい状

況にあると存じます。 

一方で、少子化対策は、国の重要政策の１つでもあることから、子育てに関する環境整備、

子に対する扶養手当の増額は必要なものであると存じます。人事院勧告では、子に関する扶

養手当額の増加分につきましては、配偶者の手当額の減額分を原資とすると明記されており

ますので、今回の方針、配偶者の分が減って、子の分がふえることには少し戸惑いもありま

すものの、了解をせざるを得ないというふうに存じます。 

以上、お答えいたします。 

○12番（笹山欣悟君） 終わります。 

○議長（田中 哲君） ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ほかに質疑もないようですので、本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第21 議第21号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第21、議第21号人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第22 議第22号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第22、議第22号人吉市職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第23 議第23号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第23、議第23号人吉市職員の配偶者同行休業に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案についての質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第24 議第24号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第24、議第24号人吉市個人情報の保護に関する条例及び人

吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第25 議第25号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第25、議第25号人吉市総合計画策定審議会条例等の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── 
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─────────────────────――――――────  

 日程第26 議第26号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第26、議第26号人吉市公民館条例及び人吉市コミュニティ

センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 第１条の別表第１のところなんですが、人吉市田野校区公民館を東間

校区公民館大塚分館に改めると記載してあるんですよね。田野校区公民館が大塚分館に改ま

るということなんですけども、なぜ田野を大塚に改める必要があるんでしょうか。この理由

についてお尋ねをしておきたいと思います。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

今回、改正を提案しております公民館条例の別表第１でございますが、名称という欄に

「人吉市大塚公民館」とありますのは、公民館の建物のことを指しておりまして、備考欄の

ほうの「田野校区公民館」というのは、公民館活動をする、いわゆる公民館活動組織を指し

ているものでございます。田野校区公民館が大塚公民館の項の備考欄に記載されております

のは、大塚小学校が平成14年３月に休校したことに伴いまして、田野分校が本校に昇格して、

田野校区と呼ばれるようになったんですけども、大塚校区公民館は、田野校区公民館と名称

変更をされました。大塚公民館という建物を主たる活動拠点として、大塚地区と田野地区を

対象とした田野校区公民館として公民館活動が実施されてきたところでございます。 

その後、平成26年４月に田野小学校が閉校されましたことから、田野校区は東間校区とい

うことになりました。当該地域におきましては、田野校区公民館長を中心に独自に公民館活

動が行われておりましたことから、大塚公民館という建物を閉鎖することなく、建物の名称

を東間校区公民館の大塚分館としたところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 歴史的な背景からこういうふうにしたんだということは理解できるん

ですが、ただ、田野は、大塚地区、田野地区とあるわけですよね。そういったことを考えれ

ば、わざわざその大塚校区という捉え方であるかもしれませんが、その中に大塚と田野とい

う地名があるんですから、あえて大塚分館としなくても、私は田野分館としてもいいのでは

ないかなというふうに思ったところなんですね。やはりそういった地名がなくなるというの

は非常に寂しいものがあります。本当に田野地区が大塚地区として親しまれるのかどうか、

その辺を私は理解に苦しむところであります。その辺は、あとは委員会の審査にお任せした

いと思います。 

終わります。 
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○議長（田中 哲君） ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ほかに質疑もないようですので、本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第27 議第27号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第27、議第27号人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第28 議第28号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第28、議第28号人吉市税条例等の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第29 議第29号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第29、議第29号人吉市子ども医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） １点目は、条例施行が平成29年10月１日からということになっていま

すので、６カ月の猶予期間が設けてあります。この期間にどのような必要な手続をされるの

か、１点お尋ねをしておきたいと思っております。 

それと、もう一つは、全員協議会等の説明の中で、財源が確保できたから、今回、実施す

るんだというふうな説明があったところなんですね。ところが、私、昨年３月議会の一般質

問の中で、給食費の助成との関連で質問をしております。そのときに松岡市長は「子ども医

療費の無料化は、本来は国が少子化対策として取り組むべき課題であり、少子化対策を進め

る上で重要なことは、子供を安心して育てられる環境を整えることであると、私自身、強く

思っております。要は、働きながら子育てができるように、保育所の待機児童の解消に力を

入れるのと同じように、子供の医療費の負担を減らすことにも、県、国は主体となって取り

組む必要があるというふうに思います」というふうに答弁されているんですよね。基本的に

は国・県が進めるべき事業なんだと、政策なんだと言いながらも、結局、今回は財源が確保
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できたから実施しますというふうな提案になっていると思っているんですね。ですのでその

昨年３月議会に答弁されたこの部分と、今回の財源が確保できたから実施するんだという、

これ整合性をどういうふうに考えていらっしゃるのかについて、２点お尋ねをしておきたい

と思います。 

○健康福祉部長（村口桂子君） 皆様、こんにちは。それでは、まず１点目の、６カ月間の猶

予期間と、必要な準備についてお答えさせていただきます。 

まず、新たな制度を開始するに当たっては、システムの改修がまず必要でございます。シ

ステム業者へ確認をいたしましたところ、設計協議からシステム改修後の検証まで含めて、

やはり約半年近くかかるというようなことで、10月１日を施行日と予定をさせていただいた

ところでございます。 

今後の必要な準備等につきましては、今申しましたシステム改修のほか、御協力をいただ

かなければいけない３師会、人吉市医師会、歯科医師会、薬剤師会等に対しましての事務担

当者等に向けての説明会、また、市民の周知につきましては、９月１日の広報ひとよし、ホ

ームページの掲載、医療機関等へは少し早目にポスターの掲示等をさせていただきたいとい

うふうに思っております。 

さらに、９月の中旬ぐらいをめどに、子ども医療費の受給対象者の方へ、新たに受給者証

をお届けしたいというふうに思っております。その際には、制度の改正についての説明文書

を同封して、周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えをいたします。 

私の考えは、子ども医療費の無料化は、国・県が主体となってやらなければならない子育

て支援のための重要政策、いわば国策でなければならないと考えておりますし、この考えは

今も全く変わっておりませんし、これからもさまざまな機会を捉え、要望活動を行ってまい

りたいと存じます。 

現在、子ども医療費の無料化への取り組みは、対象となる子供の年齢や、医療費の範囲、

所得制限や一部負担の有無など、その内容は自治体によりさまざまであり、都道府県及び市

町村単位においてサービスの格差が存在しているところでございます。また、近年、自治体

間で対象範囲の拡大に向けた競争が激しくなる傾向にあり、統一的な基準を示す必要がある

との声も高まっているところでございまして、このことは、平成27年度に厚生労働省が設置

しました子どもの医療制度の在り方等に関する検討会でも議論されてきたところでございま

す。そのような状況から、本市としましては、未就学児の負担軽減については、居住自治体

にかかわらず、全国一律の制度としての実施が必要であると、県下市長会を通して、国・県

へ強く要望しているところでございます。現在、熊本県内におきましても、約４分の３の市

町村が同じく中学校卒業までの無料化となっており、国・県の支援がない中でもしっかりと
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取り組んでいる自治体もあるわけでございますので、やはりさきに申し上げましたとおり、

国・県の積極的な関与、支援は重要課題であると捉えておるところでございます。 

国・県との整合性をどう考えるのかという御質問でございますが、恐らく互いが歩み寄り、

整合性を求めていくことは難しい状況にありますので、やはり地道な要望活動をこれからも

継続させながら、一方では、地方単独事業としての子ども医療費無料化の安定した運営、要

は財源確保をしっかりと行っていくことが肝要であると存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） ぜひ、そういった要望活動をしっかりお願いしたいと思っているんで

すが、あと１点、気になっているのがあるんですよね。確かに、子育て支援策の一環として、

こういった形で拡大するんだと。私も反対するものではありません。だけど、やはりこれは

大変重要な問題である、課題であると思っているところなんですね。ただ、考えますのが、

やっぱり一般財源を投入して実施をするという状況を考えますと、例えば日本国憲法に国民

の三大義務がありますよね。教育の義務、勤労の義務、納税の義務と、これは憲法にうたわ

れているわけですよね。ならば、この義務と、例えば自治体がこういった形で拡充して実施

をしていくんだと。ならば、そういった医療費助成を受ける権利と、この権利と、その義務

と、これをどういうふうに整合性を図るのかなと。これは非常に重要な課題だと私は思って

います。ですので、やはりその辺の度合いをどういうふうに判断をしながら進めていくのか

が一番重要な論点だと思っていますので、この義務と権利の整合性をどう考えるのか、この

点をお伺いしておきたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えをいたします。 

現在の子ども医療費助成制度におきましては、医療保険に加入をしていれば、市税等の滞

納の有無にかかわらず、満15歳以下の市に住所を有する子供について、医療費の助成を行っ

ております。 

御質問の件につきましては、議員御指摘のとおり、権利と義務は密接にかかわっており、

子ども医療費に係る費用は、市民の皆様から納めていただいた市税を初めとした市の歳入か

ら賄っておりますので、権利と義務の整合性を図る努力というものは行政の責務であると認

識をいたしております。 

ただ、事業の趣旨から申しますと、本市におきまして、子ども医療費助成制度の目的が、

所得や家庭環境にかかわりなく、安心して子供に必要な医療を受けさせることで、子供の疾

病等の早期治療や健全な育成等の子育て支援を行うことでございますので、市税等の滞納が

ある世帯の子供につきましても、制度の目的に鑑み、医療費の助成を行っているのが実態で

ございます。 

しかしながら、議員御指摘のとおり、権利の要求に対し義務の遂行というのは当然果たさ
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れるべきことでございますので、社会保障等の充実の表裏として、市税等に限らず、各種負

担金、使用料に至るまで、滞納の解消と納入の強化につきましては、しっかりと取り組んで

いかなければならないと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○12番（笹山欣悟君） 終わります。 

○議長（田中 哲君） ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ほかに質疑もないようですので、本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第30 議第30号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第30、議第30号固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第31 議第31号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第31、議第31号固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

本案についての質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（田中 哲君） 以上で、議第１号から議第31号までの31件についての質疑を終了いた

します。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（田中 哲君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

午前11時18分 散会 
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午前10時 開議 

○議長（田中 哲君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

議事に入ります。 

本日は、一般質問を行います。 

議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

日程第１ 一般質問 

○議長（田中 哲君） それでは、直ちに一般質問を行います。（「議長、17番」と呼ぶ者あ

り） 

17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君）（登壇） 皆さん、おはようございます。17番、仲村でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、通告に従いまして一般質問をいたします。 

質問事項は、１番目、人吉城跡、２番目、過去の一般質問より、３番目、公共施設等総合

管理計画であります。質問の順序は、各項目の要旨の順序に従って質問いたしてまいります。 

それでは、人吉城跡の中世城跡について質問いたします。 

昭和36年９月２日付で人吉城跡は面積13万7,718.41平方メートルの史跡として指定されま

した。この部分は近世城郭部分であります。その後、平成15年、追加指定として、上原町、

富ケ尾町、麓町のそれぞれの一部分の７万8,403.71平方メートルを史跡として指定され、平

成15年度より土地の買い上げの公有化事業が始まり、平成19年度に土地の買い上げ、公有化

事業は終了いたしております。 

次の段階として、発掘調査をして、整備事業を計画することになりますが、人吉市は庁舎

建設に重点を置いており、発掘調査は何年先になるかわかりません。追加指定された約８万

平方メートルの公有地の維持管理は費用がかかると思います。質問は、年間の必要経費と管

理は直営なのか、委託なのかをお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） 皆さん、おはようございます。お答えいたします。 

史跡人吉城跡は、昭和36年９月２日に国の史跡指定を受け、平成15年８月27日に追加指定

を受けており、追加指定部分が中世城跡の部分、いわゆる上原城跡でございます。史跡の管

理は人吉市直営で所管しているところでございます。業務の中で人吉城跡全体を管理してお

りますので、中世城跡部分、ここだけという管理経費は特段予算化されていないところでご

ざいます。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 
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○17番（仲村勝治君） この中世城跡の中に、隊友会人吉球磨支部というところが借り上げて

いる望岳苑というのがありますが、この望岳苑の敷地を整備するのに、１年に１回行って整

備しているんですが、大変労力がかかるわけでございます。そして時間もかかります。市の

管理するということになりますと、予算的にも職員の事務等にも大変手間暇がかかると思い

ますが、今の回答では、人吉市が管理していくということでございますので、しっかりと職

員に負担もかけずに、かけるかもしれませんが、しっかりと管理していただきたいと思いま

す。荒れないようにお願いしたいと思います。 

それでは、２番目の庁舎移転後の跡地の活用についてお尋ねいたします。 

庁舎移転後の跡地の活用について質問いたします。麓町16番地の庁舎は熊本地震により使

用不能となり、閉鎖されています。予算措置がなされ、書類等の手続が終了すれば、早急な

解体が始まると思います。解体後、発掘調査、整備計画、整備事業と進むと思います。保存

管理計画書の第２版によれば、便益施設の設置という計画がなされております。便益施設の

内容についてお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

保存管理計画書にある便益施設ということでございますけども、ベンチ、あずまや、水道、

トイレ、駐車場などを想定しているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 庁舎跡はふるさと歴史の広場と同じような復元をすれば、大規模災害

時の避難所や公園として活用できると考えます。昔はこの広場は競馬場だった話は聞いたこ

とがございます。市の中央にあり、人が集まりやすいところでございます。ふるさと歴史の

広場と一体となって活用できるような整備はできないか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

旧庁舎及び周辺につきましては、史跡人吉城跡保存管理計画書第２版では、武家屋敷整備、

武器庫跡整備、旧庁舎部分は便益施設としての整備計画がなされておるところでございます。

旧庁舎解体後、地下に関しましては、必要に応じ、周辺部分も含め、人吉市教育委員会によ

り整備のための基礎資料を得るための発掘調査を実施することになります。そして、その結

果を踏まえ、文化庁、熊本県教育委員会、人吉城跡保存整備専門指導会議、人吉市の関係各

部と協議を行い、平成29年、30年度に策定する人吉城跡整備基本計画の中で跡地の活用を検

討していく所存でございます。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 発掘調査の結果、武家屋敷の跡に戻すような考えになると思いますが、

29、30年度の基本計画で立てるということでございますが、歴史資料館の前に昔の遺構の跡
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がありますが、あれは垣根がしてあるんですね、跡地に。境界の、武家屋敷の跡の、敷地の

跡に垣根がこうして、溝の跡が掘ってあるんですよ。あそこを利用するのに、垣根が邪魔に

なるし、掘った跡が深くて、非常に危険なことになります。 

今後のこの計画は、やっぱりふるさと歴史の広場のように平面的にやったら、後の災害の

避難所にもなるし、防災の訓練にもなるし、祭りの広場にもなるし、いろんな利用、活用が

できると思いますので、そこの29年、30年の基本計画のとき、しっかりと検討していただき

たいと思います。よろしくお願いしておきます。 

それでは、３番の人吉城内の交通関係について質問いたします。 

人吉城内の交通関係について、現在、人吉城跡を観光するには、車の進入は、田町方面か

らと、大手橋を渡る方法と、水ノ手橋を渡る方法の３つしかございませんが、大型バスで人

吉城に入るには水ノ手橋を渡る方法しかございません。これを解消して、どちらの方向から

でも乗り入れができるようになればより便利になるかと思いますが、できないか、お尋ねい

たします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

史跡内の交通体系につきましては、史跡人吉城跡保存管理計画書第２版で次のように位置

づけられております。 

まず、現在市道として機能している人吉城内線、これは市庁舎移転に伴い、人吉城歴史館

までを管理道とし、そこから大手門までは遊歩道化を目指すということになっております。 

次に、市道五日町田町線でございますが、市民の生活道路として利用度や重要性が高く、

史跡へのアクセスなど史跡活用の視点からも撤廃することは不適である。ただし、現状では

景観上史跡に相応しないため、今後は調査を行い、馬場跡として、かつ生活道として最適な

整備の方法を構築していくということでございます。 

次に、麓町矢黒線と城内原城線につきましても、生活道路とされております。 

交通体系の整備は、先ほど申し上げましたけども、平成29年度、30年度に作成する人吉城

跡整備基本計画の中で、関係部局と連携をとりながら長期的な整備を図り、計画的に進めて

いくこととしております。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 今、回答されましたが、計画に載っているのはよくわかるんですが、

五日町田町線は都市計画街路ですね。その都市計画街路と遺跡が重複している、このすり合

わせ、これは非常に難しくなると思いますが、それは教育委員会の中できちんと整理してい

ただきたいと思いますが、私が心配するのは、八代港にクルーズ船が入港して、大型バスに

乗りかえて、観光地目指して人吉市に来るわけです。そのときに、人吉城に来てくれるのか、

水ノ手橋までわざわざ回らないかんというコースをとって人吉市まで来てくれるのか、私は
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そこを心配して、どちらからでも入れるような方法がとれないかなという気がしましたから、

質問したんですが、今のではちょっと回答になっていませんから、もう少し、バスが通れる

ような方法を、水ノ手橋から入って田町を通って上球磨に行くとか、永国寺からそのまま史

跡に入られるとか、そういう便利な方法がとれないかなというところで質問したわけですが、

そこのところの回答がまだないんですが、第２版に計画してあるとおりに回答されたわけで

ございますが、29、30年度にきちっとした計画を出されるそうですから、そこのところをよ

く計画していただきたいと思います。 

それでは、４番目の駐車場の配置についてお尋ねいたします。 

駐車場の配置について質問いたします。人吉城跡には大型バス駐車場、観光客駐車場など

表記された看板がありますが、駐車場として整備されたところは歴史資料館とトイレの先２

カ所しかありません。駐車場の整備は、観光客の増加を図るためにも重要な要素であり、相

良700年の歴史を感じさせるには、車からおりたときの印象が第１番目に大事だと思います。

駐車場の配置の考えはないか、お尋ねしておきます。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

今後の史跡内の駐車場につきましては、史跡人吉城跡保存管理計画書第２版の中で、整備

計画において、現在の人吉城歴史館西側部分でございますが、ここは駐車場としての文言は

避けておりますが、多目的スペースとして位置づけられております。多目的のうちの１つと

して、駐車場としての利用は可能であると考えられておりまして、文化庁、県との協議も行

いながら、検討していく所存でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 今、回答された西側部分ですよね。西側部分というのは、歴史資料館

などの横にある駐車場のことだと思いますが、これに間違いございませんか。その歴史資料

館の駐車場は、現在、城内に入っても使われないんですよね。現在あそこに大型バスを入れ

ても、あそこの歴史資料館の駐車場は使うことができません。だから、道路の横に大型バス

駐車場という看板が立っている。そこのところの整理を、きちっとした方針を立ててもらっ

てからの回答が私はよかったんじゃないかと思うんです。歴史資料館の横のあそこの駐車場

にきちっと整備されたところにバスが入れば、この質問は出てこないんです。あるからこそ、

この質問をせないかんようになったんですね。そこのところを、内部のことになるのは、き

ちっと打ち合わせた後に回答してほしいと思います。 

また質問する機会があるかもしれませんので、29、30年度の整備のときは、このところも

きちっとしてほしいと思います。２回目の庁舎跡の便益施設、あれは駐車場も入ってますか

ら、そこのところをどうするかですね。そこのところも考えていただきたいと思います。 

それでは、次の５番目の防犯対策に入ります。 



- 85 - 

防犯対策について質問いたします。人吉城跡は文化財保護法、都市計画法、都市公園法、

道路法など複数の法律により重複した規制があり、防犯のための照明をつけるにも、場所に

よって管轄が違います。東小学校の児童生徒が通学する道路は、大きな樹木のため、視界が

遮られ、光も届かない状態であります。市役所も閉鎖され、人通りも少なくなり、安全確保

が難しいと考えられます。 

史跡の指定範囲が追加指定も含めて21万6,122.12平方メートルと非常に広く、山あり谷あ

り、樹木等があり、地形も複雑であります。老人、子供、女性、観光客と訪れる人たちはさ

まざまであります。防犯対策として訪れた人たちの現在地がわかるように、城内の案内看板

を何カ所か設置する考えはないか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

この件に関しましても、整備基本計画の中で、防犯灯という意味合いとは少し違うかもし

れませんけども、史跡の安全管理面での街灯設置ということが考えられておりますので、馬

場跡の整備の中で検討し、通学路にかかる樹木などの伐採についてもあわせて検討していく

所存でございます。 

それから、案内板の設置ですけども、管理者としましても、史跡の情報を案内板において

お伝えしていくということは大事だと考えております。今後の整備について全容が整った時

点で、看板の設置につきましても整備基本計画の中であわせて検討してまいりたいと思って

おります。 

以上です。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 樹木を伐採して現在地がわかるような案内板が検討されるということ

ですので、現在ないんですよね、そういう案内板が。それだから、城内の本丸のほうに行こ

うにも場所がわからない。あれからおりてくる場所もわからくなって、何回か聞かれたこと

があります。ですから、しっかりした看板が必要ですので、ここはよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、次の御館御門橋の調査についてお尋ねいたします。 

この橋の竣工は、開き柱の裏に明和３年10月、西暦1766年と刻字されています。今から

251年前に建てられた石橋であります。池の中という軟弱な地盤の上に建てられ、過去の大

地震にも耐えて、現在もその雄姿を見せています。 

橋にはいろいろな構成要素があります。例えば橋の形式、工法、材質、設計図面などいろ

いろな項目があると思います。調査の時期、調査項目等についてお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

御館御門橋は平成６年４月22日に人吉市の指定文化財となりましたが、人吉市教育委員会

により指定する前に調査を行っております。そして、平成10年３月31日に発行された「ひと
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よし歴史研究」の第２号において、御館御門橋という論考が掲載されておりまして、その研

究の成果を発表されているということでございます。その後、天草市の祇園橋が国指定重要

文化財になったことで、祇園橋に匹敵する桁橋ということで、人吉市の御館御門橋も上位の

指定を求める声が高まってきております。 

そのような中で、御館御門橋をまずは県指定へという動きが出てまいりまして、教育委員

会により平成16年４月から橋の実測図を作成して、桁橋の構造調査、あわせて橋の歴史的意

義の調査を実施し、同年７月８日に熊本県指定の申請を行い、10月22日付で指定をされたと

ころでございます。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） この御館御門橋は、全国では10メートル以上の石橋では６番目に古い

と書かれた本がございます。それによると、桁橋が人吉球磨にあるということは非常に重要

なことかと思いますので、しっかりとした調査をお願いしたいと思います。 

それでは、２回目に御館御門橋の調査のことで質問いたします。軟弱地盤の上に建つ橋脚

の基礎は、熊本地震により不同沈下したのが原因ではないかと思いますが、石橋の床板が動

いております。調査されたのか、その後の処置をどうするのか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

熊本地震の後に文化財の被害調査を行いましたけども、その際には、今、御指摘のあった

床板につきましては把握をしておりませんでした。議員からの御指摘をいただき、３月３日

に現地確認を行い、それを確認しましたけども、その後、今後の処置については現在検討し

ているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 県指定の文化財でございますから、簡単に扱うわけにはいきませんの

で、しっかりした結果を出していただきたいと思います。 

この持ち主は、通行どめにするかしないかというのが重要な項目で上がってきますから、

どうしようかというのを考えているんですね。通行どめにするかしないかは、県の指定です

から、修理をどうするかによっても変わってきますから、そこのところの調査を早急にして

いただきたいと思います。 

それから、この橋には、要望事項として、１つわからないことがあるんですね。この橋に、

開き柱といってから、開いたところの親柱みたいなのがあるんですが、その後ろに竣工年月

日が書いてあるんです。普通は表のほうに書くんですよね、竣工年月日は。それが裏のほう

に書かれてあって、その理由がわからない。普通の橋よりもちょっと違うんです。何で竣工

年月日が人目につかないようなところに、後ろのほうに書いてあるのか。この刻字自体は調
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査されていると思いますが、そういう細かなところ、何でここに刻印してあるかというのも

できれば調査してほしいと思います。こちらは要望としておきます。 

それでは、御館御門橋の歴史的価値について質問してまいります。 

少し長くなりますが、2015年、人吉球磨の伝統と文化財群を結ぶストーリーが日本遺産に

認定されました。ストーリーを構成する要素に人吉城跡があります。人吉城は人吉球磨を初

め相良藩主の居城であり、約700年間人吉球磨の政が行われたところであります。この居城

の入り口が御館御門橋であります。災害も多く発生し、経済的にも苦しかった明和の時代、

第29代頼完公の時代でございます。それまでの木橋から石橋にかけかえられました。 

相良家は宝暦から明和のわずか11年間の間に４人の藩主の交代がございます。宝暦９年、

第27代頼央公が初めてお国入りし、竹鉄砲事件により暗殺され、第28代晃長公は８歳で城主

になりますが、10歳で病死しています。 

第29代頼完公は鷲尾大納言の子供であります。第29代頼完公は京都育ちの病気がちの藩主

だったのではないかと推察いたします。病気がちの藩主頼完公を辺境の地の九州の山の中に

迎えるに当たり、京都、江戸の文化芸術に負けない建造物がお国元の人吉市にあることを示

す必要があったのではないかと私は考えます。全国的にも珍しい磨き上げられた石の桁橋を

領民、藩主の総意でつくられたと思います。毎日約500人の領民を動員し、山江村より人吉

まで運び、球磨川を渡して城内に運び、組み立てられたと思います。３カ月という短い期間

ででき上がったことは特筆すべきことと思います。相良700年の歴史の中で、領民と藩主が

一致団結した３カ月であったと思います。 

御館御門橋は歴史的価値のある貴重な文化財と考えます。市の考えをお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

議員からもお話しいただきましたように、御館御門橋は人吉城跡の相良神社前の堀にかか

る長さ約10メートル、幅約６メートルの石の桁橋で、明和３年、これは1766年ですけども、

その銘があり、熊本県内最古のもので、規模においては天草市にある国指定重要文化財祇園

橋に次ぐ大型の桁橋でございます。当時の石工の技術とともに、人吉藩の普請奉行を中心に

郡民総出により建設された貴重な石づくりの桁橋であることで歴史的な価値が認められ、先

ほども申し上げたところではございますけども、平成６年４月22日に人吉市指定、平成16年

10月22日に熊本県指定の重要文化財となっておりまして、大変貴重なものであると認識して

いるところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 今、回答された天草の祇園橋は、御館御門橋よりも70年ぐらい後にで

きているんですよね。そして向こうは国指定。こちらは国指定にならなかったというわけで

ございますが、昭和になってからトラック事故がありまして、床板が何枚か落ちたそうです
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が、これによって国指定になってないのかなという感じがしますが、市も住民も一緒になっ

て国指定に指定していただくように頑張って運動したら国指定になると思いますので、そこ

のところをよく考えて行動していただきたいと思いますので、どうにか国指定にできますよ

うに頑張っていただきたいと思います。 

それでは、８番目の熊本県指定文化財の表示がないのはを質問してまいります。 

御館御門橋は平成16年10月22日に熊本県指定文化財となりました。指定文化財は標柱等に

よって明示されます。御館御門橋は標柱も説明文もありません。どうしてないのか、その理

由をお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

この件につきましては、県の指定ということですので、熊本県の文化課に確認をさせてい

ただきました。県指定の文化財については、平成12年度までは県が標柱を作成していたとい

うことでございます。その後、財政上の理由から作成は現在はしていないということでござ

いました。なお、標柱の設置は義務ではないということもつけ加えられております。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 平成12年度まで設置して、義務ではないと言われますと、その後にな

ったところは、前に指定されて標柱が立っている県の指定と、その後に指定されたものと比

較した場合、一目じゃわからないんですよね。観光客が来ても、この場所に県指定の文化財

があるかないかは全然わからない。端的に言いますと、場所を言いますが、大信寺の地蔵堂

は県指定で、ちゃんと標柱はあるんですよね。下から見ても標柱が見えます。こっちの文化

財には標柱がない。こっちの文化財は指定じゃないのかなと市民が判断する可能性がござい

ます。やはり、ここは単独費でもいいですから、やはりそういう県の指定ですよというのを

やっぱり明示する必要があると思います。そこのところの取り計らいをよろしくお願いして

おきます。これ単独費で、説明文とか標柱を立てていただきたいと思います。 

それでは、城跡の南側の整備についてお尋ねいたします。 

城跡の南側の整備ですが、中世城跡の胸川沿いの西側と、球磨川沿いの北側は、復元建造

物や石垣、水ノ手門跡などしっかりと整備されています。市庁舎の解体撤去後は池や神社の

石垣が見え、整備されたところと、整備されてないところははっきりわかるようになると思

います。御館御門橋と池を整備し、人吉城跡を周回されるようになれば、観光客や散歩する

人も増加すると思いますので、市の考えをお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

城跡南側、相良神社前の堀、それから郷義館跡などが位置する市道麓町矢黒線、また城内

原城線の北側部分の整備、これにつきましては、史跡人吉城跡保存管理計画書第２版の中で、

整備計画の中で、郷義館跡整備というふうになっている部分でございます。長期的な整備と
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計画しているところでございます。 

整備につきましては、旧庁舎及び周辺と同様に、教育委員会により整備のための基礎資料

を得るための発掘調査をまず実施し、整備基本計画を策定してからの整備となり、長期計画

として位置づけられているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 長期計画ということでございますので、今ここでどうこう言っても、

長期計画で検討しますと言われたら回答になりませんので、しっかりした検討を行って、今、

こちらの北側だけ、それよりも南側の池を中心とした御館御門橋あたりの整備を、しっかり

した整備をしたら、あちらのほうにも観光客が向くと思いますので、しっかりした計画をお

願いいたします。 

それでは、シダの活用について、過去の一般質問よりシダの活用についてお尋ねいたしま

す。 

平成21年12月議会でシダの活用について一般質問をいたしました。回答は、隅やぐらに保

管されていますシダの標本の展示、人吉市のホームページ等でシダの標本の情報発信をする

ことでありました。その後どう取り組まれたのか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えします。 

平成21年12月議会でお尋ねをいただきましたことから、ホームページへの掲載を検討し、

まず、熊本市立博物館の植物資料専門の学芸員の御指導をいただきながら、隅やぐら内に保

管してあるシダ標本の整理に着手いたしました。やぐら内の中央の部屋から西側の施錠ので

きる部屋へ移動し、整理棚を移動しまして、整理番号に合わせて１点１点ラッピングしなが

ら分類、収納いたしました。あわせて台帳整理も行い、平成28年３月に完了したところでご

ざいます。 

シダの標本は人吉が生んだ植物学者前原勘次郎先生が収集されたもので、標本の重要性か

ら人吉市が購入したものでございます。標本の活用ということから、市の教育委員会では、

平成22年に人吉城歴史館春季特別展において、人吉が生んだ植物学者前原勘次郎の世界と題

し、球磨郡内では普通に見られた植物で、現在は「絶滅危惧種」であるアイというものがご

ざいますけども、そのアイを初めとする代表的な標本を展示し、標本資料を通じて前原先生

の偉業を顕彰したところでございます。これらは貴重な標本資料であることから、分類整理

しました台帳を活用し、研究者の方や興味のある方の閲覧希望にお応えしていきたいと考え

ております。 

また、ホームページにつきましても、先ほどお答えいたしましたとおり、教育委員会内部

はもとより市の関係各課との協議、さらに関係機関の助言を受けながら、代表的なシダ標本

や台帳情報の掲載について再度検討する所存でございます。 
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以上、お答えします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） よくわかりました。人吉城跡は人吉市の観光の目玉となるものでござ

いますので、しっかりと管理をお願いして、私の人吉城跡と過去の一般質問よりの項目を終

わりたいと思います。 

３番目の公共施設等総合管理計画に入ってまいります。 

それでは、数値目標についてお尋ねしてまいります。平成27年７月27日、全員協議会にお

いて、公共施設等総合管理計画の策定について説明されました。策定スケジュールでは、平

成27年度から平成28年度までに策定とありました。平成29年２月16日、全員協議会で、公共

施設等総合管理計画中間報告の資料が説明されました。この中間報告が公共施設等総合管理

計画として決定されているのか、平成28年度末までまだ日数がございます。最終決定された

公共施設等総合管理計画が示されるのかわかりませんが、質問は、全員協議会の資料をもと

に質問いたします。 

平成27年７月27日の全員協議会の資料には、計画策定に当たっての留意事項に数値目標の

設定とありました。中間報告には数値目標の設定は記載されていませんが、どうしてなのか、

お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 議員の皆さん、おはようございます。それでは、御質問のほうに

お答えをさせていただきます。 

まず、総務省、国のほうの動きです。計画の実効性を確保するため、でき得る限り数値目

標を設定するというふうに明記してあります。目標の定量化に努めること、なお、数値目標

は特定の分野のみを対象とすることなく、公共施設等全体を対象とすることが望ましいと示

しておるところでございます。当然、数値目標は定めなければならないというような状況で

ございます。 

今後、数値目標は確かに非常にわかりやすいものでございますけども、状況によっては、

その目標どおりにはいかないことも考えられるわけでございますので、そこをしっかり今後

調整を行っていかなければならない。要は、絵に描いた餅にならないように、個別計画を今

後つくってまいりますので、施設個別計画との整合性もぜひやっていかなければならないと

考えておるところでございます。 

要は、本市の財政状況を考慮し、当然、補修それから統廃合、それからさまざまな状況の

中での財政負担が出てまいりますので、今後の公共施設の管理に係るトータルコスト、全体

的にどれだけの経費が必要となるのか、そういうものの縮減、もしくは平準化をしていかな

ければならないところでございますので、その部分については、今後しっかり早目に協議を

進め、方向性をお示しできるように業務を進めてまいりたいと考えております。 

御質問の中間報告に数値目標がなかったというのは、これまで、以上のように私が述べま
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した理由、そういう状況をまだまだ整理の段階でございましたので報告ができなかったと。

当然、議員がおっしゃるように、数値目標はしっかり示して、そして、それを含めたところ

の公共施設等総合管理計画ということでございますので、そのことを申し述べておきたいと

いうふうに思っています。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 数値目標の２回目に質問いたします。 

公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針によりますと、総合管理計画が、まちづ

くりや住民に提供する行政サービスにも影響を及ぼすものであることから、計画の実効性を

確保するため、計画期間における公共施設等の数、延べ面積等に関する目標やトータルコス

トの縮減、これ今言われたトータルコストの縮減です。平準化に関する目標などについて、

できる限り数値目標を設定するなど、目標の定量化に努めること、なお、数値目標は特定の

分野のみを対象とすることなく、公共施設等の全体を対象とすることが望ましいことと、こ

の総合管理計画の指針にはございます。 

人吉市の28年度の１人当たりの公共施設の延べ床面積は幾らなのか。各施設の目標とする

年度の１人当たりの床面積がどのぐらいか。また、類似都市の１人当たりの床面積はどのぐ

らいになっているのかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

まず、平成28年度の本市の１人当たりの公共施設延べ床面積、これは、本年２月末で試算

しましたところ、5.34平米でございます。各施設の目標とする年度の１人当たりの公共施設

の延べ床面積につきましては、これは、先ほど申し上げましたように、今後、しっかりつく

り上げていかなければなりませんので、個別計画の中で検討していきたいというふうに考え

ております。 

３つ目の、類似都市の１人当たりの公共施設の延べ床面積は、平成22年前後に調査された

資料に基づきますと、当時の本市が属する人口枠、要するに類団の枠では、4.88平米となっ

ておるところでございます。これは、毎年人口減少が続いてきておりまして、１人当たりの

延べ床面積というのは、恐らく今後は増加していくのではないかというふうに思っておりま

す。人口で割ってまいりますので、そういう状況にあるということを最後に申しておきたい

と思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 今、人吉市の延べ床面積が２月末で5.34平米なんですが、この人吉市

の基本方針、さっき全協で示された案ですが、この中で施設の総量を縮減する方向というこ

とだったんですね、29年度の予算に上げられています、いろいろな施設の縮減が。それで、
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全体的に、人吉市の各事業の対象となる事業の床面積の目標は必要だと思うんですが、人吉

市の公共施設等総合管理計画の中間報告の基本方針どおり、床面積の目標が削減される計画

なのかちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

まだ、この公共施設等総合管理計画が完全納品にはなっておりません。当然、成果品が納

品されまして、そしてそれに基づいて各部との調整等々も今後出てまいりますし、さっき私

が冒頭で申し上げましたように、施設の計画の中でさまざまに利用者とか、そういう状況も

見ながら、当然、目標をある程度目安を立てていくような状況に、作業に入っていくと思い

ますので、一概にその計画に上がったものに合わせてしっかりそのとおりにやっていくとい

うのは、１回目に申し上げましたように、状況によっては厳しい場面もあると思いますので、

あくまでも目標ということでお答えをさせていただきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 計画を実行するには、計画のもととなる数値をきちっと押さえておか

ないといけないと思うんです。個々の事業を進めていくには、個々の事業の数値をきちっと

押さえていかないといけないと思います。 

次の、仮称公共施設基本台帳の作成について質問いたします。 

公共施設等総合管理計画を策定するに当たって、職員は現場の実態と課題を整理すること

は不可欠であります。人吉市では、公共施設等総合管理計画の策定資料として、施設の保有

状況や利用状況、施設の更新費用等を明らかにしていると思います。私の質問は、人吉市全

ての公共、公用施設を、施設ごと、目的、耐用年数、建物の面積、構造、階数――階数とい

うのは１階、２階、３階ということです。工事履歴、耐震の有無、維持管理費、サービス内

容などを整理した台帳が必要ではないかと考えます。この台帳ができるかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

今、議員が申されました内容が、ちゃんと入っているのか思い描いておられるものに近い

のかっていうのは、最終的な成果品で判断はさせていただきますけども、基本的には公共施

設等総合管理計画と一緒にあわせてでき上がってまいります公共施設の基本台帳というのは、

大体内容が国のほうから指導があっておりますので、今、おっしゃったことは入っていると

いうふうに考えておるところでございます。要するに、そのような公共施設の基本台帳は作

成されるということでお答えさせていただきます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） この公共施設基本台帳というのは仮称なんですが、私がつけた名前で

ございまして、よその自治体では公共施設白書という名称が普通用いられてるそうです。こ



- 93 - 

の台帳みたいなのは、公共施設白書をつくっていただければ、大体進むと思いますが、この

白書づくりに当たっては、よその自治体はどうなってるかといいますと、職員自体で現場の

実態と課題を把握するために、職員自体でつくっているそうです。やはり、職員がしっかり

した基本計画を立てていってこそ、初めて公共施設の総合管理ができ上がると私は考えてお

ります。 

それでは、次の、住民との意見交換会について質問いたします。 

計画策定に当たっての留意事項に議会や住民との情報共有とあります。人吉市の公共施設

等の最適な配置を検討するに当たっては、まちづくりのあり方に関するものであることから、

個別施設の老朽化対策等を行う事業実施段階においてのみならず、総合管理計画の策定段階

においても、議会や住民への十分な情報提供を行いつつ策定することが望ましいとあります。

公共施設の管理計画を策定する期間は27年度から28年度、２カ年ございました。住民との意

見交換会は十分なされたと思いますが、質問は、意見交換会がされた時期、意見交換会の意

見、その結果の処理、対象グループ等についてお伺いいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

結論から申し上げますと、今回、公共施設等総合管理計画を策定に当たっての意見交換会

というのはやってはおりません。ただ、なぜやらなかったかというと、今回、この計画推進

のために、各校区、年齢層ごとに無作為に2,000人を抽出いたしました意識調査等々をやら

せていただいて、またその意識調査等々を計画の中に反映させるようなやり方でまず計画を

つくり上げたところでございます。ただ、議員が申されましたように、今後、例えばこの公

共施設を統廃合するのか、例えば縮小するのか、そういうふうな議論も当然出てくると思い

ます。一例を挙げてみますと、このカルチャーパレスの仮本庁舎の本庁舎ができて、そして、

恐らく供用開始をしたときにはそちらのほうに庁舎が移ってしまいますので、じゃあその後

のこのカルチャーパレスをどういうふうに運営していくのか、従来どおりのもとの形に戻す

のか、それとも、それよりももうちょっと膨らませたような形でカルチャーパレスを利用し

ていくのか、そういうものに対しての意見交換会は必ず利用者、校区、市民の方とやってい

く必要があると思っておりますので、そういうことを総じまして、今回はまずは公共施設等

総合管理計画をつくって、走らせて、そして、さまざまな中で意見交換会をして、そして、

さらにこの計画書をしっかりしたものにやっていく、そういう手法をとらせていただくとい

うことで考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） この個別計画を進めていくために、住民との意見交換会は非常に重要

でございます。しっかりと進めて、個別計画で進めていきたいと思いますが、今回、住民意

見交換会ができていないのは、私の考えだったんですが、これ、熊本地震や庁舎移転など、
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策定事業と重なったからその暇がないと言えばいけないんですが、それが時間的に余裕がで

きなかったのかなという気がしております。今後、これを進めていくためには、しっかりと

した意見交換会を開き、住民の意見を吸い上げていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしておきます。 

それでは、次の、情報公開について質問いたします。 

情報公開については、公共施設等総合管理計画には人吉市が所有する全ての施設を対象と

しています。市民の生活に直接関係することも多く含まれます。特に学校の将来構想には、

統合、再編の検討が上げられております。公共施設等総合管理計画に関する情報は全て公開

されるのか、その方法についてお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

公共施設等総合管理計画につきましては、概要版と詳細版を閲覧可能とする予定でござい

ます。常に見ていただいていいと。固定資産台帳につきましては、整備ができ次第、いわゆ

る副本につきましても閲覧可能としたいと考えておるところでございます。情報は全て公開

するのかというような質問でございましたが、全て公開にする方向で、現在、検討しておる

ところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 全て公開ということですので、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。 

それでは、今後の組織体制についてお尋ねいたします。 

総務省の公共施設等総合管理計画に関するＱアンドＡによりますと、質問の事項で、公共

施設等総合管理計画の策定に当たっての指針において、公共施設等の情報を管理集約する部

署とあるが、情報の管理集約とは、具体的にどのようなことを想定しているか。この質問に

総務省の回答は、公共施設等に関する情報を施設類型、道路、学校ごとに異なる部署におい

て管理している場合、それらの情報を１カ所に集約し横串――横串とは焼き鳥屋で刺す串の

ことなんですが、その横串で総合的に管理する等の対応方針について記載していただくこと

を想定しているとあります。私は、計画を実行する総合的な部署が必要と考えます。人吉市

の考えをお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

議員が申されますように、各担当課間の連携体制の整備、それは本当に重要なことだと。

この間の全協でも、次年度以降の進めていくための体制について少しお話をさせていただき

ましたが、具体的には、この計画を推進するに当たりましては、現在、総務部の契約管財課

が中心となっておりますけども、当然、ここには実施計画とか財政計画、そういうものが必

ず必要になっておりますので、本来なら１カ所でもってそういうのを全部統合してやるよう
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な部署が必要でございますが、本市ではそれはちょっと組織的にかないませんので、企画、

それから財政、それから契約管財、そして事業課で連携を図って進めていきたいというふう

に存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、17番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 17番。仲村勝治議員。 

○17番（仲村勝治君） 今の回答、計画どおり３課の連携でいくということだと思いますが、

全国には、1,718の自治体がございます。市が791、町が744、村が183です。1,718あります。

公共施設等総合管理計画の進め方によって、市町村の間には格差が生まれると思います。国

は、市町村間の格差が発生しないように、この指針を定めて手厚く今回財政措置がしてあり

ますが、手厚く財政措置をし、指針にありますように情報を１カ所に集約し、横串で総合的

に管理する方法が一番よい方法だと私は思います。連携より扇のかなめとなるそのかなめを

つくってこそ進むことと私は感じます。このかなめをつくることを要望いたしまして、私の

一般質問を終わりますが、最後に、ことしの３月31日付で退職される職員の皆様に申し上げ

ますが、長い間、人吉市のために御尽力いただき感謝申し上げます。退職後は健康に留意さ

れて、それぞれに新たなスタートをしていただくことを祈念いたしまして、私の一般質問を

終わります。本当に御苦労さまでした。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午前11時07分 休憩 

─────────── 

午前11時21分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

発言の申し出 

○議長（田中 哲君） ここで、松岡教育部長より発言の申し出があっておりますので、これ

を許可いたします。 

○教育部長（松岡誠也君） 申しわけありません。私の先ほど仲村議員に対する答弁の中で、

シダの活用の部分で、アイという植物の話をさせていただきましたけども、この植物のこと

を「絶滅危惧種」であるというふうに話をしたところですが、そうでなくて、正確には、

「絶滅種」ということでございました。おわびして訂正させていただきます。（「議長、４

番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君）（登壇） 皆さん、こんにちは。４番議員の大塚です。通告に従いまし

て質問をさせていただきます。 
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今回、通告しましたのは、１点目、住宅火災時の対応と課題について。２点目、児童・生

徒に対する各種無料化、無償化の現状と児童・生徒への周知について。３点目、中学３年生

までの子ども医療費無料化について。４点目、移住・定住の促進化対策についてお尋ねしま

す。 

１点目、１月31日午後４時56分、合ノ原町内において発生しました住宅火災には、消防署、

消防団、市防災安全課、そして、関係者の皆様には、迅速な対応をおとりいただき、まこと

にありがとうございました。火元の方１名が負傷されましたが、現在、快方に向かっている

とのことでした。残念ながら、自宅、納屋、トイレの３棟は全焼でしたが、さらなる延焼を

防ぐことができましたことに、重ねて御礼申し上げます。 

今回の住宅火災から幾つかの課題など感じましたので、お尋ねをしておきたいと思います。 

まず、道路が狭く、大型の消防車両が消火に当たることができなかったこと。道路拡幅に

ついては、さまざまな緊急時のことを考え、合ノ原町内より要望書を提出されたやさきの災

害となったわけですが、どのように受けとめておられるのかお尋ねします。 

○建設部長（大渕 修君） 皆様、こんにちは。まず、このたび火災に遭われ、負傷されまし

た方に心よりお見舞い申し上げます。 

それでは、大塚議員の御質問にお答えさせていただきます。 

拡幅の御要望がありました市道は、市道立石合ノ原線と申しまして、県道坂本人吉線を起

点に、東側へ延長約212メートルの路線で、先は里道に接する市道でございます。県道坂本

人吉線から約40メートル区間は、一部改良が済み、幅員が約5.3メートルでございます。 

拡幅の要望でございますが、平成28年12月２日に地元町内より周辺が農地で農業関係の車

両の通行が多く、一部は車両の離合も困難であり、火災等の有事の際に緊急車両の通行にも

支障を来すとのことで、約60メートルの道路拡幅を要望されたものでございました。要望箇

所の現況幅員は約2.5メートルでございました。 

火災現場は市道の終点付近でございまして、今回、要望されているところから通じる箇所

でございます。当該箇所も含め、市道への要望は、通学路の安全確保、拡幅、道路側溝や離

合箇所の設置などさまざまございまして、町内会、あるいは、校区単位で開催されます市長

との懇談会などから数多く寄せられるものでございます。その中で、道路幅員が狭い市道に

おいて拡幅の要望は、年間に10件ほどございます。 

要望があった箇所につきましては、測量設計、用地交渉、水利組合などの協議も行う必要

があり、また、予算確保も含め、すぐに事業着手できるとは限らないところでございます。

全ての要望にすぐにお答えできないことは、大変心苦しいところでございます。市民の安

全・安心な交通の確保のため、今後とも限られた予算の中で、改良を行ってまいりたいと存

じます。御理解いただきますようお願い申し上げます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 今、答弁いただきました。要望もさまざまで数多くあるという中、特

に道路幅員についても年間10件ほどあるということです。今、部長述べられましたように、

確かに市民の安心・安全というのは、当然私も含めて皆さん存じてらっしゃると思うんです。

ただ、今回、やはりとうとう火災が起きてしまったということは重く受けとめていただきた

いんです。やはり、要望書を出してた、そのやさきに火災が起きたということは、これは真

摯に受けとめていただいて、確かに限られた予算かもしれませんけど、私はそういった市民

の要望にはもっと早目、早目の対策をとっていただくことは大変重要ではなかろうかと思い

ます。後から述べますけど、いろいろな少子化対策、保護者負担軽減策わかるんですけど、

そういった地域の市民の皆さんの安心・安全をより守っていくためにも、早急なる対策をぜ

ひ講じていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

今回、放水は近くの防火水槽、県道坂本人吉線上の消火栓、御溝川から集水しての消火に

なりました。県道、御溝川からの距離があったことなどから、道路の狭いところでは、消火

栓設置の必要性もあると思いますが、どのようにお考えかお尋ねします。 

また、火災鎮火後の被災者、近隣者の避難所として公民館を使用し、食事などは提供でき

ましたが、宿泊についてはシングルマットなどの備品が不備なため、やむなく停電している

自宅、あるいは親戚のところへ帰られました。ある程度の備品の必要性も感じたわけですが、

この備品については地域で備えるべきなのか、あるいは行政のほうで検討いただけるのか、

あわせてお尋ねいたします。 

市内全域のことになりますが、防火水槽と消火栓について、熊本地震での損傷などの確認

は行われたのか、また、防火水槽設置場所の標識が市内至るところで古くなっているように

思いますが、点検、取りかえなどの計画はあるのか、あわせてお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

４点あったと思います。まず、１点目の防火水槽と消火栓の増設の状況でございます。 

防火水槽につきましては、基本的に１年間に１カ所増設を予定しておるところでございま

す。しかし、防火水槽建設に際しましては、ある程度の敷地が必要になることと、また、用

地を無償で提供していただくことが、これらが前提条件となっておりまして、ここ数年は用

地の確保が大変難しいことと相まって、思うように防火水槽の建設が進まない状況にあるの

は事実でございます。 

消火栓につきましては、消防署、それから消防団の意見を聴取し、水道局と協議を行いな

がら、年に３カ所程度の増設をお願いしておるところでございます。増設をしておるところ

でございます。 

東日本大震災の発生時におきましては、水道の断水により消火栓が使えなかったところも

数多くありましたことから、防火水槽とあわせてこの消火栓も計画的に増設をしてまいりた
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いと存じます。 

それから、２点目の火災等で被災された場合の対応についてでございます。非常に本当に

今回御迷惑をおかけしたということで、建設部長もお見舞い申し上げておりましたが、私か

らもお見舞いを申し上げたいと存じます。これは、避難される期間にもよりますが、現状は

お住まいの町内で対応していただく場合と、今回の場合は合ノ原公民館に行かれたんですけ

ど使えなかったということで、もう１つは市営住宅を準備する場合がございます。予測でき

ない火災におきましては、状況に応じた速やかな対応が必要となりますので、被災者に丁寧

に寄り添うことを第一義としまして、災害救助の窓口でもございます福祉課、それから公営

住宅を管理します建設部の管理課、それから防災安全課を中心に連携して対応していきたい。

備品等々のことにも対応してまいりたいというふうに考えております。 

それから、３点目の地震を受けて防火水槽や消火栓への影響とその後の対応ということで

御質問いただいております。熊本地震発生後、消防庁から消防水利等に関する被害状況を把

握するため、人吉下球磨消防組合におきまして、市内の消火栓と防火水槽の点検が行われた

と伺っております。水利調査の結果、大きな被害は見受けられませんでしたが、交通量の多

い道路に設置してあります消火栓、それから防火水槽は車両の踏みつけにより、ふたの開閉

が困難をきわめたというふうに伺っております。また、数カ所の防火水槽におきましては、

減水が見受けられましたので、定期的な水利調査を現在、消防団で行っておるところでござ

います。 

最後の４点目の防火水槽や消火栓を示す標識、看板についてでございます。御指摘のとお

り標識が見えにくい箇所、または、さびなどで古くなっている箇所が多数あるようでござい

ます。その対応といたしましては、消防団員が定期的に水利点検を行っておりますので、そ

の際に標識の点検をやっていただきまして、必要に応じて市のほうで取りかえを行ってまい

りたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） ただいま答弁いただきました。今回の火災で一時避難になるわけなん

ですね、火災のあった一帯が全て停電になったということで、自宅にはおれないということ

で、公民館のほうに来ていただいたんですが、後どうしようかということになりまして、朝

までおれないと、そういうことで自宅に帰ってもらったわけなんですけど、そのときに感じ

たのがさっきのような話で、公民館にある程度備品があったらいいんじゃないかなというこ

とを思いました。それで、これは私の提案ですけど、例えば、福祉のほうで各家庭に呼びか

けて家庭で眠っている毛布とか、バスタオルとか、もし不用品が、不用品って失礼ですけど、

家庭で眠っているものがありましたらば、提供できませんかということで呼びかけていただ

いて、それを各公民館のほうで管理するという方法もとれないのかなと。そうしますと、費
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用はかかりませんので、クリーニング代は各公民館で持つということでもできるのかなとい

うそういった考えもあったところです。財政といいますか、運営上豊かな町内は自分のとこ

ろでできるかもしれませんけど、ぎちぎちに運営している町内にとっては、そういったのが

いただけたら公民館の備品として備えておくことが可能ではないかというふうに思ったとこ

ろです。よろしくお願いいたします。 

２点目、これまで、国あるいは各自治体は、さまざまに少子化対策、保護者負担軽減策を

掲げてきました。児童手当の支給、保育料の助成、小中学校では教科書の無償配付、給食費、

医療費の無料化、あるいは一部助成、高校では授業料免除など、さまざまに保護者負担の軽

減策と少子化に歯どめをかけるべき対策を行ってきています。負担軽減策としての成果は評

価できるとしましても、少子化対策として捉えるなら、残念ながら成果が見えてない状況に

あるかと思います。 

全国的な課題ではありますが、ここ20年で人吉市内の小中学校も驚くほどの生徒減になっ

ています。例えば、平成３年か４年時は、人吉一中、二中は各学年８ないし９クラスでした

が、現在では各学年４クラス程度になっています。市内小学校も各学年１クラスから２クラ

スで、１、２年生においては、30人学級ですので何とか２クラスを維持している状況です。

少子高齢化、景気回復が望めない中、今後も少子化対策、そして保護者負担軽減策として、

無料化施策はさらに進んでいくものと考えます。 

そこで、児童・生徒の皆さんが、なぜ無料でいただけるのか、なぜ無料で治療していただ

けるのか、なぜ無料で食することができるのか、そのような取り組みができるのか、再認識

していただくためにも、先生、そして保護者、みずから理解していただき、改めて説明して

いただくことが、今こそ大切ではないかと私は考えますが、教育長のお考えをお尋ねします。 

○教育長（末次美代君） 議員の皆様、こんにちは。御質問にお答えいたします。 

子育て支援に係る無償化、無料化の施策のうち、特に児童・生徒が身近に感じているもの

には、国が行っております教科用図書の無償給与や、本市が行っております医療費や給食費

の一部助成などがあると存じます。特に教科用図書の無償給与につきましては、毎年１学期

の初めと、２学期の初めに担任の先生が教科書を児童・生徒に配付するときに、教科書は無

償であり、その費用が税金によって賄われていること、子供たちにしっかり勉強してほしい

という大人の願いが込められていること、また、大切に取り扱ってほしいことなどについて

説明がなされていると伺っております。私も同様な場面で担任をしていたときに、話してい

た経験がございます。また、給食費につきましても、本市において昨年４月から一部助成が

行われるようになりまして、こちらは全ての学校でということではございませんが、担任の

先生から通知文を児童・生徒に配付されるときに、この施策の意味や、給食の重要性などに

ついて説明が行われたと伺っております。もちろん、保護者向けにつきましては、ＰＴＡ総

会であったり、また、就学前の指導の場合にお話をする機会がございます。 
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次に、税の仕組みにつきましては、小学校では６年生の社会科の授業で、中学校では３年

生の社会科の公民的分野の授業で取り扱われております。全ての児童・生徒が小中学校それ

ぞれで一度は必ず税金の大切さや、政治の働きなどについて学習する場面がございます。ま

た、市内の小学校の中には、人吉球磨地区租税教育推進協議会の御支援と御協力のもとで、

租税教室を開催し、税金の仕組みや使い方などについて児童が学ぶ機会を設けているところ

もございます。人吉市における子育て支援の施策について、子供の発達段階に応じて、理解

ができるように説明したり、また、健やかに、そして賢い子に育ってほしいという家族や地

域の方々の思いを伝えたりすることは、大変重要なことであり、また、必要なことであると

考えております。何よりも、大塚議員もおっしゃってるとおりに、子供たちが将来を担う社

会人として、その責任と義務をきちんと理解し、それぞれの立場で社会に貢献できる人に成

長できるよう、さらに責任と義務が果たせる社会人となるように、学校と家庭が連携すると

ともに、私自身も場面を捉えながらお願いしてまいりたいと存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 今、教育長のほうから答弁いただきました。先生、保護者の皆様は国

税、市民税などからいろいろ成り立っていることはもう既に認識されていると思います。そ

のことを子供たちに伝えていくことで、感謝の心が芽生え、権利と義務、そして責務などに

ついて理解できる一人の大人に育っていくのではないかと私は思います。 

例えば、ここに買ってきたんですけど、無償の教科書があります。小学校、中学校、これ

を見ますと、この教科書は、これからの日本を担う皆さんへの期待を込め、税金によって無

償で支給されています。大切に使いましょう。同じ文言が全部書いてあるんです。そういっ

たのがやはり、時々にはしっかり教えていくのも大事なことではないかと私は思います。教

科書はこういった明記ができるんですけど、給食費とか医療費はここに明記することはでき

ませんので、やはり、日常の会話の中で、あるいは授業の中で先生、保護者の方が説明して

いただくことが大切じゃないかと私は思いますので、よろしくお願いいたします。 

３点目、29年度当初予算に計上されてます子ども医療費助成事業についてお尋ねします。 

厚生労働省の調査を見ますと、医療費の自己負担を無料にしている自治体は900近くあり、

全体の60％近くになっているようです。反面、760近くの40％の自治体は一部負担を求めて

いて、金額は自治体によって異なっているようですが、１回の診療につき500円程度の自己

負担を行っているとのことでした。対象にする年齢も自治体によって違いがありますが、少

子化対策や人口流出に歯どめをかける対策として、最近では自治体同士が競い合い、対象の

年齢を拡大する傾向にあるのも事実のようです。しかしながら、子ども医療費の負担は大き

いことから、医療費無料化、対象の年齢の拡大などは助かりますが、自治体によっては住民

からの不満も出てくることも考えられるようです。また、近隣市町村によって子ども医療費
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助成事業に違いがあるため、住民からの不満の声が上がったり、医療費や給食費の無料化な

どで、転居先を決められる現象も起きているようです。 

当市においては、平成26年７月から助成対象を中学３年生まで引き上げ、未就学児童は自

己負担なし、小中学生は１医療機関につき入院一月2,000円、入院外１日500円を超える額を

助成しています。市長は施政方針で無料化については保護者の皆様からの要望、そして歴代

の市長が財政状況を鑑みながら、少しずつ拡充を続けてきたものと述べておられます。今回、

医療費無料化については、財政状況など十分に精査されての取り組みであると考えます。た

だ、一度無料化になりますと、後戻りできない施策でもあるかと思いますが、保護者の皆様

の期待度も高く、待ち望んでおられることから、早急な取り組みを期待するところです。 

そこでお尋ねしますが、医療費無料化の場合、保険診療と保険診療外の取り扱いについて

はどのようになっているのか、１年間の負担額は幾らを想定されておられるのかお尋ねしま

す。 

○健康福祉部長（村口桂子君） 皆様こんにちは。それではお答えさせていただきます。 

子ども医療費助成の対象となるものとならないものを具体的にということでございますが、

まず、助成の対象となるものにつきましては、健康保険証を用いて医療機関を受診したとき、

保険適用された医療費に係る自己負担分でございます。助成の対象とならないものにつきま

しては、保険適用外の医療費に係る自己負担分でございまして、例えば、薬の容器代、法定

外の予防接種、健康診断の費用、また、入院時の食事代や部屋代、おむつ代などがございま

す。無料化後の市の助成の増額分につきましては、平成29年度は10月診療分からの適用を予

定させていただいておりますが、平成28年度当初予算と比較しますと、約800万円の増額を

見込んでいるところでございます。また、平成30年度以降につきましては、年間で約2,250

万円の増額を見込んでいるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） ただいま、保険診療と保険診療外の内容について説明いただきました。

また、１年間でどれぐらいかかるかということで2,250万円という金額もお示しいただきま

した。 

子ども医療費無料化については、全国自治体からの申し出などもあり、現在の自己負担や、

国民健康保険の国庫負担の見直し、いわゆる国庫負担の減額措置なども議論されており、何

らかの方向性が示されるものと考えます。医療費無料化は、少子化対策の重要な施策である

と理解していますが、一方で、過剰受診を招くことにもなるのではないでしょうか。低所得

者や貧困児童、身体障がい、重度の障がい者などへの医療助成はしっかり行っていただかな

くてはなりません。医療費無料化を決して否定するわけではありませんが、厳しい財政状況

という面から考えるならば、いましばらくは段階的に取り組んでいくのも１つの方法かとも
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考えます。例えば、例としまして、２人目、３人目から無料化する考え、小学生まで無料化、

中学生一部助成の考え方、または、所得制限を設ける考え方もあるかと思います。熊本市の

見直し案のように、入院、通院、薬代などに区分を設けての対応も考えられるのではないか

と思います。このような提案について、どのようにお考えかお尋ねをします。 

また、市町村が子供の医療費に対する助成を行う場合、市町村国保に対する国庫負担を減

額する、いわゆる減額調整制度とはどういう制度なのか、それによって、国民健康保険事業

特別会計の影響についてはどうなるのかお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

まず、子ども医療費助成の拡充につきましては、対象年齢の引き上げ、所得制限の撤廃、

一部負担の軽減や無料化について、市民の皆様や、議員各位の強い御要望もお受けしながら、

歴代の市長が鋭意取り組んでまいった施策でございます。これまで、市単独経費での助成の

拡充につきましては、財政上の理由等から段階的に取り組んできたところでございまして、

現行では平成26年７月から対象者を中学生まで引き上げ、自己負担分の上限を１医療機関、

通院１日当たり500円、入院一月当たり2,000円としているところでございます。 

子ども医療費の無料化につきましては、これまで歴代市長の公約でもあり、多くの子育て

世代の市民の皆様が望んでおられる施策だというふうに認識をしているところでございまし

て、このたび、中長期の財政計画におきましても、財源確保の見通しが立ったことから、こ

れまで長年にわたる段階的な実施時期を経まして、多くの皆様の念願でございます中学卒業

までの医療費無料化をようやく実施させていただくことができるようになったと考えている

ところでございます。また、今回の改正に当たり、段階的実施につきましても、財政上の観

点から、庁内における制度検討の中で議論をしてきたところでございますが、第５次総合計

画後期計画、平成31年までの計画でございますが、その計画において、中学校卒業までの医

療費無料化を実施することとしておりますことから、仮に今回の改正を段階的に実施すると

しましても、ここ約２年内に医療費無料化に向けた改正を再度実施することになります。そ

の場合、市、医療機関ともに短期間に２度のシステム改修等の準備作業が生じることになり

ますことから、双方の事務的、経済的負担増が懸念されるところでございます。以前から、

医療機関等からは保護者負担の軽減や、事務手続の煩雑さなどから現行制度を早期改正し、

無料化に移行するよう御要望があっていたところでもございますので、市としましても、御

協力をいただきます医療機関等への負担増とならないよう配慮が必要と判断したところでご

ざいます。 

また、制度が短期間に頻繁に変わることは、周知の徹底も含めて、保護者の皆様に混乱を

招くおそれもございますので、これらも勘案しまして、このたびの改正案とさせていただい

ているところでございます。議員の御提案につきましては、大変重く受けとめさせていただ

いておりますが、中学卒業までの医療費無料化について、何とぞ御理解を賜りたいと存じて
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おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

以上、お答えいたします。 

○市民部長（今村 修君） 皆様こんにちは。私のほうから国保への影響についてお答えをい

たします。 

国民健康保険事業には、各市町村の当該年度における医療費に対する定率の国庫負担のほ

か、市町村間の財政力の不均衡を調整するための国の交付金がございます。この国庫負担等

に対する国の考えは、自治体が独自に実施をしている子ども医療費の助成制度によって、受

診を助長することで、国の負担が増加するということから、実際の医療費に減額率を乗じて

算出することとなっております。現在、小中学生に対して実施をしております本市独自の医

療費助成制度において、平成27年度の国民健康保険に対する国庫負担等の影響は、約60万円

の減額でございまして、このたびの条例改正案により小中学生が完全無料化になった場合、

さらに約50万円の減額となる試算でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 今、提案といいますか、説明いただきましたけど、なかなか煩雑にな

るというか、現場に混乱を招くということもあって、この方式でいきたいということですの

で、それは理解したいと思います。それと、今、述べていただいたように国庫負担のほうが、

60万円プラス50万円で、実質110万円減額になるわけですけど、人吉市としては、減額にな

っても十分やっていけるという判断のもとでこの医療費無料化というのは踏み切られると思

うんです。だから、それは心配しなくていいのかなというふうに受けとめさせていただきま

す。 

子ども医療費無料化は、お子様をお持ちの皆様には大変ありがたく、喜んでいただけるも

のと思います。市の財政状況が厳しい状況でないなら即実行すべきと私も考えます。 

１点気になることとして、27年９月議会において、村上議員の質問で、クリーンプラザの

負担金が数年かけて４億ぐらい減額になるなら、その分を新市庁舎の財源として確保するこ

とも可能ではないか、医療費の無料化も可能かもしれないことから、今後十分に検討いただ

きたいと述べておられます。それに対して市長の答弁として、確かに４億円は減額が出てま

いりますが、４億円の中には起債の償還額に対する地方交付税算入分の２億円があり、実質

約２億円の減額になると捉えている。この２億円を新市庁舎建設のために起債償還に全額充

てることができるなら、財源面での課題もクリアできるが、クリーンプラザも施設の経年劣

化、大規模改修などが必要であり、改修費用なども負担しなくてはならない。さらに、市の

税収は人口減と景気低迷により年々減少し、社会保障費は高齢化により年々増加しているこ

とから、市の財政状況は相当厳しい状況にあると言わざるを得ないと答弁いただいています。

この答弁から、私の受けとめ方としては、新市庁舎、医療費の無料化に充てることは困難で
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あると受けとめてたわけです。 

そこでお尋ねしますが、27年９月の答弁から、１年６カ月経過した現在、クリーンプラザ

の改修費用、税収対策、社会保障費の増大、法人税減収など、厳しい財政状況については、

何らかの改善できる対策が図れるのか、医療費無料化に取り組むことが可能となった理由と、

今後の財源についてお尋ねしておきたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） 皆様こんにちは。お答えいたします。 

平成27年９月の村上議員の御質問に対しまして、今、大塚議員がおっしゃいましたように、

答弁をさせていただきました。このことは、平成29年一般会計の当初予算編成において、財

政調整基金、減債基金を合わせて３億円取り崩しておりまして、恒常的な財源不足は解消で

きていない状況にあり、依然として地方財政は厳しいという認識は引き続き持っているとこ

ろでございます。御質問の１年６カ月たった今、財政状況は改善されたのかということでご

ざいますが、どちらかといえば改善されたというよりも、新市庁舎建設に際し、新たな展開

が出てきたということが最もわかりやすい表現ではないかと存じます。 

具体的には、熊本地震の影響が転じて、市庁舎建設に有利な財政措置が講じられるように

なったこと、要は、単費、一般財源によります持ち出しが少なくなり、捻出された一般財源

を政策的経費に充てることが可能となったということでございます。あわせまして、平成29

年度でクリーンプラザ施設建設に係る元利償還が終了することから、今後、まとまった一般

財源の安定確保が可能となったことも、子ども医療費の完全無料化実施の要因の１つとなっ

ているところでございます。また、クリーンプラザ大規模改修の実施時期につきましても、

行政組合と具体的な協議を行い、実施年度、及び負担金の平準化などを説明し、組合側には

御了承いただいたところでございます。このように、子ども医療費の中学校卒業までの無料

化については、一定の財源確保は見通せたものと存じておりますが、今後、総合計画実施計

画、中期財政計画に基づく計画的な財政運営の中で、さらなる財源確保に全力を挙げてまい

りたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 今、市長の答弁で、子ども医療費無料化にはある一定の財源のめどが

ついたというふうに受けとめておきたいと思います。児童・生徒数の減少により、子ども医

療費無料化などへの財政負担は年々減少していくとは思います。しかし、それと同じように

税収も減少していきます。人吉市の人口は、平成25年から27年の３年間、３月末で約1,000

人の減少です、３万3,545名。世帯数は80世帯減で１万5,623世帯となっています。80世帯の

減は、人吉市から転出された方もかなりあるのではないかと思います。一方、高齢化は65歳

以上が平成25年は１万976人で、平成27年は１万1,272名です。このように、人口減少、高齢

化、社会保障費の増大、法人税・市民税などの税収の減は、今後ますます市の財政運営に影
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響を及ぼすことになります。さらに新市庁舎建設についても、人件費、資材などの高騰で、

事業費も増大するものと考えます。 

医療費無料化については実現に向けて進んでいくものと捉えていますが、医療費無料化と

同様にひとえにいま一度同じように考えてほしいんですけど、教育現場でここ数年進展がな

いＩＣＴの充実です。市内中学校では電子黒板の充実が厳しい状況にあります。もちろん先

生方も財政状況が厳しいのを理解されながらも、何とかあと１台なりませんかというふうに

期待をされています。教育現場の現状と児童・生徒の学習環境整備についてもぜひ精査され、

施策に取り組んでいただきたいと思いますが、市長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

地方人口ビジョンによりますと、西暦2040年、本市の人口は約２万3,600人と推計をされ、

2017年と比較いたしますと約１万人の減少になると予測されております。また団塊世代が75

歳以上となる2025年には、高齢化率が37.4％に達するなど、介護、後期高齢者医療の負担増

などが懸念されております。よって将来人口に及ぼす自然増減、社会増減などの影響度の分

析及び予測による市の政策や方向性を定めていくことも非常に重要であると認識いたしてお

りますし、先ほど御指摘をいただきました教育現場の現状も十分承知をしているところでご

ざいます。 

今後本市を取り巻くさまざまな課題に対応するためにも、市の最上位計画である第５次総

合計画、あるいはまち・ひと・しごと創生総合戦略による市の将来を見据えた計画の推進、

進行管理等に取り組んでまいりたいと存じます。また、地方財政はどの自治体も厳しい状況

にあり、先行きは不透明でありますが、それでもしっかりとかじ取りをしていかなければな

らないと認識しているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 市長も御存じだと思うんですけど、学校の先生方たちというのは異動

があるんですよね。３年、４年とか７年とかで異動されます。今人吉市見ますと、周りの町

村はすごくＩＣＴとか充実しているわけなんです。せっかく向こうで一生懸命ＩＣＴ授業さ

れた先生が、人吉市に来られたときに人吉市はどうなってるんだというふうになってしまう

わけなんです。１つの例を挙げますと、一中、二中ですけど１階、２階、３階なりますよね。

その階に１台あっても移動できないんです。ですから、やはりそういったところをしっかり

考慮していただいて、ぜひお願いしたいと。せっかく先生方も町村で学んできたＩＣＴの授

業の進め方が人吉市に来るととまってしまうといったこともあり得ますので、十分検討いた

だきたいのとあわせて、医療費の無料化ももっと進めてほしいんですけど、そこら付近も一

緒に検討していただければありがたいと思います。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 
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午後０時04分 休憩 

─――――――──── 

午後１時10分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 午前中、子ども医療費無料化について何点かお尋ねさせていただきま

したけど、考えてみますと、やはりこの医療費無料化というのは各自治体でやるんじゃなく

て、きのうも笹山議員の質疑でありましたように、国・県が全面的にバックアップするのが

本当じゃないかと思うんです。各自治体がこういった補助を打ち出せば、国は国庫を減額し

ますよと言って何か逆行してるんじゃないかと僕は受けとめるんです。例えば少子化にして

も、国はこれだけの持ち手をつくって訴えてるんでしたらば、もうとっくに医療費の無料化

は率先してやるべきだと思うんです。どうして各自治体が対象年齢とかそういったことで競

い合わなくてはいけないのか。私は根本的に国でやるべきだというふうに思っております。

そこだけしっかり訴えていただければ、一般財源から持ち出しもなくなってくるわけですか

ら、今回2,250万持ち出しなるんですけど、そういったことをしっかり国・県に訴えて、一

日も早くどこがやるかということをしっかり国は見きわめてほしいと思います。待機児童の

消化じゃなくて、地方は少子化対策なんです、本当の。そこら付近を私は理解しているべき

じゃないかなというように思っております。よろしくお願いいたします。 

先ほど松岡市長も2040年問題で人口減少の時代到来ということで、人吉市の人口は２万

3,600人台に突入します。人口減少は高齢化を伴うことから、労働人口の減少、消費市場の

減少となり、経済規模を縮小させることになると思います。求められるのは的確な施策を展

開されること、若い世代の就労、結婚、子育ての希望を実現できる社会環境の整備が大切に

なってきます。男子正社員の場合の有配偶率は、20代後半で約32％、30代前半で約58％台で

す。これに対して、非正規雇用の場合、20代後半で約13％、30代前半で約23％と正社員の半

分以下にとどまっていることがデータとして示されています。このことから、相応の収入や

安定的な雇用形態、やりがいのある仕事といった質を重視し雇用の確保が大きな課題であり、

早急なる対策を検討すべきと考えます。 

当市においては、これまで企業誘致、商店街活性化、農業・観光で食べられるまちなどさ

まざまに掲げ、対策を行ってこられたと思いますが、明るい兆しが持てる成果は見えてこな

い状況に感じます。特に企業誘致については、陸路、空路、季節による気候の変化、企業の

海外進出などを考えますと、なかなか現実的には厳しいものがあるのではないかと考えます。 

そこで新たな対策の１つとして４点目の移住・定住促進化対策についてですが、このこと

は各部それぞれにかかわる対策であると思います。例えば少子化対策から考えた場合、なぜ

少子化になっていくのか、若者の流出、市民の高齢化、勤務状況、賃金・生活の不安による
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結婚しない、人吉市に転入者が少ない。若者の流出が起こる原因は、職種がない、賃金が安

い、本採用が少ない、大企業がない、レジャー施設がない、一度は都市部に出たい、大学進

学などなどあるかと思います。地元の高校の現状はどうなっているかといいますと、ある高

校の場合ですが、平成26年度は卒業生が131人に対して県内に残っているのは32名、ある高

校は14名、ある高校は12名です。県外へ出てるのが46、31、107名と、これは26年度です。

27年になりますと、ある高校は県外へ出る子が51名、31名、もう一校に至っては135名と、

このような数で出ております。地元中学校からも卒業と同時に管外に出ています。人吉球磨

管内の26年度卒業者882名で、人吉球磨管内県立高校合格者777名、その他の進路105名。27

年が卒業者907名、管内の県立高校合格が750名、その他の進路が157名です。ということは、

27年度中学３年生で150名ぐらいが出てるということです。すなわち高校まで保護者の皆さ

んは一生懸命お子様を育て上げられ、行政もさまざまな助成を行い子供の成長を後押しする

わけですが、高校卒業と同時に都市部への就職・進学となります。今も昔も変わらないのは、

都会の企業で活躍する若者を地方で育て送り出していることです。そのような中、さまざま

な事情で帰郷される方、人吉市で起業したい、あるいは農業経営などを行いたいと考え、Ｕ

ターンあるいはＩターンで人吉市に転入された方などに対しての対策を検討すべきではない

かと考えます。 

市長も今回所信の中で述べておられますＵ・Ｉ・Ｊターン促進のためのターゲットの明確

化、交流人口をいかにふやしていくか、スピード感を持って展開していく取り組みを進める

と述べておられます。そこで、今回の人吉市移住定住アイデアソンはどのような取り組みな

のかお尋ねします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

現在、本市では地方創生推進交付金を受けまして、切れ目のない交流人口の増加施策と定

住人口の増加施策を展開することで本市への人の流れを創出するとともに、本市が策定する

まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる重要業績評価指標の達成を図るため、人吉賑わい

創出事業に取り組んでおるところでございます。本事業は３カ年の事業でございまして、初

年度は重点的に働きかけるターゲットの絞り込みや、移住定住に係るビジョンの策定に向け

たさまざまな調査などを進めておるところでございます。 

御質問の人吉市移住定住アイデアソンは、この人吉賑わい創出事業における普及啓発事業

として実施をするものでございまして、人吉市民や本市の出身者、若者の雇用に取り組んで

いる事業者など、さまざまな立場にある人吉ゆかりの方々が移住定住をテーマに自由に話し

合い、アイデアを出し合うプログラムのことを申しております。開催は今週の３月11日と12

日の２日間、初日はインプットセミナーや市内視察を行いまして、２日目に参加者がグルー

プに分かれて移住定住をテーマにアイデアを出し合い、最後にはグループごとにアイデアを

発表するという内容で開催したいというふうに考えております。アイデアソンとは、アイデ
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アとマラソンをかけ合わせた造語でございまして、ものをつくるハッカソンに対してアイデ

アを生み出すことを目的としたイベントでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 人吉市として今から取り組んでいきたいというふうに私は受けとめた

んですが、正直なところ今からですかという気もしないでもないんです。やっぱりもっと早

い段階からやっていくべきじゃないかと思うんです。３カ年事業でアイデアを出し合って発

表すると、これを３月11、12日ですか。もちろんやっていただくのはありがたいんですけど、

他市の状況をネットなんかで見ますと、それはもう実はいろんなことされているんですよ。

ここで全部は時間がありませんので言いませんけど、たくさん出ております。もう既に取り

組んでおられます。早いからいいかと言えばそうじゃないかもしれませんけど、ただ率直な

ところ人吉市は今からかなと、ちょっと何かおくれてるのかなという気もしないではありま

せん。 

そこでもうちょっと取り組んでいく中で、１つ発想を変えた別の取り組みとして、この人

吉市の自然環境が豊かで人情味も厚い生活の拠点としてすばらしいこの人吉市を、企業を待

つんじゃなくて居住地としての対策を積極的に進めていくといった政策というのは考えられ

ないか、お尋ねしてみたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

議員から今御指摘がありましたように、本当に事業が今からかというようなことでお思い

になると思いますけど、なかなかやはりここは本市が弱い部門でございまして、以前から地

域づくり、まちづくり、そしてこの移住定住に関する事業が少しおくれてたというのは私も

認めるところでございますので、やはりそれではいけません。人口増対策にはしっかり取り

組む必要があると思いますので、覚悟を持ってやっていかなければならないと存じておると

ころでございます。 

御質問にお答えします。Ｕターン・Ｉターンのいずれにおきましても、人吉で暮らしたい

という人をふやすために、居住地としての魅力を積極的にアピールすることは、移住定住施

策のそれはもう間違いなく基本でもございます。まちの魅力を知ってもらうため、多くの先

進自治体では生活体験のための短期間お試し住居を用意したり、移住定住ツアーを開催する

など、移住希望者の方々に実際足を運んでいただいて生活体験をしていただく施策に取り組

んでおられるようでございます。豊かな自然に囲まれ、日本遺産にも認定された歴史と文化

に恵まれた人吉球磨地域は、観光のみならず居住地として魅力あふれる地域であることを発

信していくことが重要でありまして、本市におきましても今後移住定住施策を推進していく

中で、そうした魅力あふれる居住地、人吉市での暮らしを実際に体験していただけるような

施策も検討してまいりたいと存じます。人吉球磨は非常に住みやすいということで、かなり
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評価も高いところがございますので、後はその魅力をいかに発信できるのか、前市長のとき

に雇用の場をつくって人吉に住んでいただくということも大切だけども、逆に人吉に住んで

いただいて外で仕事、要するに夜間人口をふやすというようなことでも人口増にはつながる

というようなことも議論してまいったところもございますので、それも今の御提言受けとめ

まして、移住定住施策を積極的にやっていきたいというふうに思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 今答弁いただきましたように積極的に取り組んでいただきたいと思い

ます。特に東日本大震災があったということがありまして、東日本において非常に積極的に

移住定住に取り組んでおられます。ここで参考例として広島県の三次市とか、あるいは福井

県内の市町村、浜田市とか大槌町とか近くでは霧島市などが積極的に取り組んでおられます。

幾つかその中で例を挙げてみたいと思います。人吉市の今後のためです。参考にしていただ

けるとありがたく思います。 

まず結婚されたときにお祝いとして２万円。出産祝いとして第１子には１万円、第２子に

は３万円、第３子以降には５万円の、うちの場合ですときじ馬スタンプを出すのはどうだろ

うかという考えです。もう一点は市内中学校より地元高校に進学した場合は、お祝い金支給

とくま川鉄道定期券購入助成を行う必要性があるのではないかというふうに考えました。こ

れは今やってるのかわかりませんが、多良木町が多良木高校入学のとき５万円というのがあ

ったというように聞いております。保護者の方に聞きましたらいろいろあったらしいんです

けど、しかし保護者にとっては非常にありがたかったという声を聞いたところです。 

またＵターン・Ｉターンされる方への対策が十分でないため、帰郷された方の後の生活の

補助、同居の場合、住宅改装・改築に対しての費用を助成する。空き家バンクを設立し、登

録された空き家を購入した場合、あるいはリフォームした場合の費用を助成する。Ｕター

ン・Ｉターン者が企業を起こす場合には、減免措置、家賃の補助、初期投資に対して費用を

助成する。Ｕターン・Ｉターン者が新築、あるいは購入または改修する場合、費用の一部を

助成する。ここがちょっと僕がいいなと思ったのは、Ｕターン・Ｉターン者が人吉市を居住

地とされ、近隣市町村に仕事での通勤者に対して、家賃補助、通勤手当を補助する。農業・

林業を希望された方への取り組みとして、新規就農制度の活用と研修奨励金、家賃補助を行

う。農林業に関して大学などへのインターンシップの案内を行い、受け入れ先には一律

5,000円を補助するなど、あくまでこれは他市の取り組みを参考に一応掲げてみました。人

吉の活性化、将来の人口ビジョン、交流人口増などの対策の１つとしての提案なんですが、

こういった提案についてはどのようにお考えかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

今たくさんいろいろ大塚議員のほうから御提案していただきました。さまざまに本当に今
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後考えていかなければならないなというふうに思ったところでお答えをさせていただくんで

すけど、基本的に本市のほうはまだ今からということでございますので、そういう状況でお

聞きしていただければと思います。 

移住定住施策の推進に当たりまして、多くの自治体がさまざまな方法で補助金などによる

転入者を対象にした支援を行っておられます。具体的なものでいきますと、天草市は空き家

を購入または賃借した転入者に対し、補助対象経費２分の１、上限100万円の空き家活用補

助金、さらに補助対象経費の２分の１、上限20万円の定住促進奨励金などの制度をつくって

実施されているというような状況でございます。本市のほうにはまだそういう補助制度はご

ざいませんので、やはりしっかり今後検討協議をしていかなければならないし、本気で取り

組むならば積極的にやっぱり制度もつくっていく必要があるというふうに考えております。 

ただこれら補助制度というのは、先進地の成功事例が必ずしも本市においてうまくいくと

は限りませんので、地域性、まちの課題に合ったものがございますので、市民の皆様方に、

そして移住定住される方々に納得していただけるような支援制度でなければならないと考え

ております。賑わい創出事業における調査結果などを踏まえて、さきに申し上げましたけど

も本市にふさわしい補助制度を検討・整備してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） 最初言いましたように人吉市は今からですから、やはりそういった先

進地で取り組んでいるところをモデルとしていいものを吸収していただき、できるだけ職員

の皆さんの研修を踏んで、人吉市らしいものを出していただきたいと思います。 

私先ほど高校のことを述べました。お祝い金とか通学定期とか、これも実際よそはやって

らっしゃるんですけど、人吉市も十分にそれは検討いただけるんじゃないかと思うんです。

何でかというと、人吉市の高校は全国にも通用する高校なんです。人吉高校ありますけど十

分通用できます。将来その高校の存続問題などが起こり得ないとは限りませんので、しっか

りと高校を地元に残していくためにもそういった対策を考えていってもらいたいし、なおか

つその子供たちに対して地元高校はしっかりと学力・体力の充実に努めていただきたいとい

う思いがありますので、ぜひ高校に対する助成というのは考えていただきたいと思います。 

人吉とほぼ同じ人口の高知県の香南市が取り組まれています、まち・ひと・しごと創生人

口ビジョンの中で、将来展望に必要な調査分析としてアンケートを実施されています。高校、

専門学校、大学などの卒業後の地元就職率の動向や進路希望調査、ぜひこの人吉球磨でも地

元高校に協力いただき調査分析を行ってみてほしいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

本年度実施中の人吉賑わい創出事業における調査の一環としまして、人吉球磨郡市内の全

県立高等学校と九州技術教育専門学校に御協力いただきまして、各校における卒業生の進路
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状況並びに進路指導を担当しておられる先生方へのヒアリングを行っております。この調査

によりますと、およそ９割もの生徒さんが学校卒業を機に進学や就職などによって人吉球磨

から離れていく一方、多くの生徒さんができれば地元での就職を希望し、あるいは大学卒業

後には地元に戻ってきたいという希望を持っておられるということがわかったところでござ

います。 

しかしながら、国勢調査によるデータをもとにしました人吉市人口ビジョンでは、性別、

年齢、階級別の人口移動の状況を見ますと、高校卒業を挟む男性の15歳から19歳の年齢階級

で、397人の転出の超過に対し、大学卒業を挟む20歳から24歳までで122人の転入超過となっ

ており、これでいきますと30％程度しか戻ってこられないというような結果でございます。

女性におきましても、360人の転出超過に対して54人の転入超過であり、15％しか戻ってこ

られないという状況下にあるようです。さらにこれを年齢を下げまして、15歳から19歳まで

の中学校卒業を挟む年代別では、男性が243人の転出超過、女性が278人の転出超過と、中学

校卒業後に人吉球磨地域以外の高校に進学される生徒さんも多数おられるというような結果

が出ております。これらのことを考慮いたしますと、一旦地域を離れた本市の出身者が戻っ

てこられるような、あるいは戻ってきたくなるようなふるさとづくりのための施策はやはり

必要であるというようなことが考えられます。高校生のことを先ほど支援の話をされました

が、そこは市長のほうから御答弁させていただきたいと思います。 

以上、お答えいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

未来を担う子供たちの可能性は限りないものがあるというふうに存じます。また子育て中

の年代における移住の条件には、当然子育て環境のすばらしさということも含まれると認識

しております。本市でも転入者のみならず子育てに関する支援をさまざまに行っていること

は御存じのとおりでございます。その中で平成29年度予算の中にも御提案しております青雲

の志事業に過去に参加いただき、ことし人吉高校を卒業する溝口然君が「ＮＰＯ法人を立ち

上げ」、地元のために貢献していきたいとの新聞報道がなされております。我々の若いころ

には考えられないようなすばらしい発想に改めて驚かされたとともに、頼もしく思ったとこ

ろです。子供たちへの教育の充実、子育て支援または地元高校の存続ということに関しまし

ては、転入者のみならず本市にとりましても大変重要なことだと認識をしておりますので、

小中学校とのかかわりは当然のことながら、今後は高等学校とのかかわりをさらに深めなが

ら、大塚議員の御提案もどういう形で具現化できるか検討してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ４番。大塚則男議員。 

○４番（大塚則男君） ありがとうございます。ぜひ高校の実情、中学校を含めそうですけど

しっかりと把握していただいて、少しでも子供たちが地元に残るように努力していただきた
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いと思います。私先ほどＵターン、Ｉターン、Ｊターンと申しましたけど、実際お尋ねしま

すとＩターンというのはなかなか厳しいらしいんです。全く知らないところへぽっと来る方

は少ないらしいです。やはりＵターン、といえどもＵターンされる方が１年間に何十人もい

らっしゃるかといったらないんです、そんなたくさんは。もう本当に帰ってくる人というの

はわずからしいです。だからこそ、すごく内容の濃い施策をやっていただけたら必然的に人

はふえるのかなというものがありますので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひ他市町村

の施策を参考にされ、人吉市独自の取り組みと他市町村に見劣りしない魅力ある施策を検討

いただきたいと考えます。 

なぜ定住や交流を促進するのか、それは近年都市部において田舎暮らしのニーズが高まっ

ていることもあるかと思います。例えば生まれ育った故郷に帰って仕事がしたい、自然豊か

な環境の中で農業を経営したい、都会と違って静かな田舎で生活がしたい、老後の生活を自

然豊かな環境の中で伸び伸びと過ごしたいなど、人さまざまだと思います。高齢者・若年層

の方も地方に対して関心があり、田舎といえども人を引きつける魅力はあるのではないかと

思います。このようなＵターン、Ｉターンを含んでの定住交流希望者を受け入れる体制を早

急に整えて、人吉市を都市部を含むさまざまな地域に売り出していただくことを切にお願い

しまして、一般質問を終わります。 

また、ことし退職されます職員の皆様、大変長い間の御勤務お疲れさまでした。これから

の第二の人生しっかり楽しんでいただきたいと思います。お疲れさまでした。（「議長、５

番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君）（登壇） こんにちは。５番議員の宮﨑です。 

昨年を振り返ってみますと、昨年は１月24日の大雪に始まり、また４月は14日、16日と２

回の熊本大地震に見舞われました。また６月から７月にかけては長い梅雨に入り、また梅雨

が明けたかと思うと今度は猛暑という異常気象に見舞われた１年だったというふうに思いま

す。また昨年暮れの12月22日には、新潟県の糸魚川市において火災が発生し、強い南風によ

り147件にも及ぶ被害が出ました。これも自然災害の１つではないでしょうか。自然の厳し

さを見せつけられた１年ではなかったかというふうに思います。被害に遭われた方々にお見

舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を願っています。 

またそうした中で、昨年12月に行われましたＷＢＣ女子世界ミニフライ級において、人吉

市出身であります黒木さんの娘さん、黒木優子さんが５度目の防衛をされました。黒木さん

はひとよし春風マラソンにもよく参加されております。 

それでは通告に従いまして、今回は３項目通告しておりますので、まず１項目として環境

関係より生ごみの減量について、２項目としまして防災行政情報よりデータ放送を利用した

住民情報サービスの活用、３項目に市民の声より肥薩線を未来へつなぐ協議会と世界遺産認
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定登録の今後について一般質問をさせていただきます。 

まず１回目の質問ですが、４年前にも質問をしておりますので、その後の経過について質

問します。生ごみの処理容器と生ごみ処理機の事業実績について、23年度以降については前

回聞いておりますので、24年度以降の実績はどのようになっているのか、また年度ごとに助

成実績と事業を開始されてからの実績についてはどうなっているのかをお尋ねします。 

１回目を終わります。 

○市民部長（今村 修君） 御質問にお答えいたします。 

生ごみ処理容器と処理機の設置に対する補助でございますが、平成４年に生ごみ処理容器

を対象といたしました人吉市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要項を制定いたしまして、

スタートしたところでございます。それから平成９年に人吉市生ごみ処理容器・処理機設置

事業補助金交付要項に改正をいたしまして、生ごみ処理機設置への補助を追加したところで

ございます。 

実績でございますが、平成24年度が処理容器17基、処理機28基、補助金額78万3,100円、

平成25年度が処理容器８基、処理機22基、補助金額66万4,400円、平成26年度が処理容器14

基、処理機16基、補助金額46万3,400円、平成27年度が処理容器12基、処理機10基、補助金

額31万4,100円でございます。平成24年度から27年度までの４年間で、生ごみ処理容器51基、

補助金額で11万5,300円、生ごみ処理機76基、補助金額で210万9,700円、合計で222万5,000

円を補助したところでございます。通算でございますが、平成27年度までに生ごみ処理容器

1,339基、補助金額330万7,815円、生ごみ処理機544基、補助金額817万6,700円となりまして、

現在までの補助金額合計は1,148万4,515円となっております。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 平成４年からということで、生ごみ処理機については24年間で1,339

基の約330万と生ごみ処理機については９年度からということでありますので、19年で544基

の817万というふうになっているようでありますが、では24年度からの生ごみの減量につい

ての効果はどのようになっているのかお尋ねしたいというように思います。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

生ごみの排出状況についてお尋ねでございますが、生ごみは可燃ごみに含まれております

ので、可燃ごみの排出量の過去４年間の実績でお答えさせていただきます。 

平成24年度は6,398トンで、前年度比0.3％の増、平成25年度は6,424トンで、前年度比

0.4％の増、平成26年度は6,237トンで、前年度比2.9％の減、平成27年度は6,096トンで、前

年度比2.3％の減となっております。ごみの総排出量につきましては減少傾向にあるものの、

生ごみ処理容器・処理機への補助実績が減少している状況でございますので、今後生ごみ処

理容器・処理機の補助制度やごみ出し時の分別、生ごみの水切りの徹底の啓発強化など、衛
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生員の皆様と連携を図りながらごみの減量化に努めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 処理容器も24年もたちますと、やはり風雨にさらされておりますので、

老朽化等により使えないものもかなり出てきているのではないでしょうかというふうに察し

ます。そうした中、減量化についてキエーロといったものを実証実験されたと聞いておりま

すが、それはどういうもので、それについてのメリット・デメリットはどういうものがあっ

たのかお尋ねしたいというように思います。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

キエーロと称する生ごみ処理機材につきましては、一般財団法人自治総合センターの環境

保全促進助成事業として平成26年度に実施の人吉市ごみ減量（見える化）事業の導入施策の

１つとして実証試験を行ったところでございます。その中でモデル町内等のリーダーにより、

生ごみ処理機材45基を使い、ごみ計量や生ごみの自家処理の実践と測定を行いました。現在

でもその多くが使用されております。 

メリットといたしましては、生ごみの処理に太陽の光と土壌の微生物等を使い、においや

虫の発生も少なく、既製品よりも大変有利であるという成果が報告されております。デメリ

ットといたしまして、設置場所やその取り扱いの煩雑さなどにより、失敗事例も報告されて

いるところでございます。なお、このキエーロは平成27年度から生ごみ処理容器としての位

置づけで購入費の補助対象としているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） ごみの減量のため、さまざまいろいろな取り組みでチャレンジされて

いるようでありますので、今後生ごみの減量化については努力されますようにお願いしてお

きたいというふうに思います。 

また現在補助されています生ごみ処理容器や処理機も、先ほども言いましたように長年使

用しますと老朽化や故障等により使用できなくなってくるものもあるというふうに思います

ので、設置事業補助金交付要項の見直しや処理容器見直しを行ってもらい、処理容器・処理

機の追跡調査などをしてみる必要もあると思いますので、今後の検討課題としてよろしくお

願いしておきたいというふうに思います。 

近年高齢化が進む中で、生ごみを出すのも大変になってきていると思います。そうした中

で、４年前もですけども生ごみを処理する処理機でディスポーザーというものがありますが、

そのディスポーザーというのはどういう仕組みになっているのかをお尋ねしたいというふう

に思います。 

○水道局長（中村則明君） 皆さんこんにちは。お答えいたします。 
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ディスポーザーの仕組みについてという御質問でございますが、ディスポーザーは台所の

流し台のシンクにある排水口のすぐ下に設置され、野菜くずや生ごみを水とともに細かく粉

砕し、排水管に流し出すごみ処理機及び生ごみ処理システムのことでございます。ディスポ

ーザーの構造でございますが、円筒内壁に固定された固定刃とモーターで起動する回転円盤

で構成され、円盤状のカッター及び固定刃による衝撃剪断により生ごみを粉砕する構造とな

っております。ディスポーザーは野菜、魚、果物などの生ごみ等の処理は可能ですが、金属

類、陶器、大きな骨、貝殻、カニの甲羅などのかたいもののほか、ゴム類、ラップ、ビニー

ル、紙類、タケノコの皮のようにやわらかく引きちぎりが難しいものは処理できないようで

ございます。 

またディスポーザーの種類を大別しますと、単体ディスポーザーとディスポーザー排水処

理システムの２つがあります。単体ディスポーザーは、細かく砕かれた生ごみを排水と一緒

に直接下水道や浄化槽に流す装置で、主に一戸建て住宅に用いられているようでございます。

一方、ディスポーザー排水処理システムは、単体ディスポーザーで細かく砕いた生ごみを排

水処理槽または乾燥装置で処理を行い下水道へ流す装置で、主に集合住宅等に用いられてい

るようでございます。なお、排水装置や乾燥装置で処理することにより汚泥や固形物が発生

するため、適切な処理をしなければならないようでございます。公益社団法人日本下水道協

会では、このディスポーザー排水処理システムにつきまして、一定の性能基準をクリアでき

るものは排水設備として公共下水道へ流入する汚濁負荷が増大しないとして、認証をしてお

ります。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） ディスポーザーとは家庭のキッチンに取りつけて生ごみを簡単に処理

できるものということですね。種類については大きく直接投入型と排水システムの２種類が

あるということでありますが、ではほかの自治体等においてディスポーザーの実証実験とか

されているところがありましたら、その取り組み状況についてお尋ねしておきたいと思いま

す。また導入につきまして、どのくらいの自治体があるのかもあわせてお尋ねしたいという

ふうに思います。 

○水道局長（中村則明君） お答えいたします。 

単体ディスポーザーに関する実証実験ということでお答えいたします。現段階で実証実験

を行った全ての自治体の状況を把握しているわけではありませんが、群馬県伊勢崎市、富山

県魚津市の農村集落排水、北海道の歌登町、これは現在の枝幸町というそうですけれども、

特にこの歌登町は国土交通省と北海道と共同で４年にわたる社会実験を行っております。そ

の実験の総括を簡単に御紹介いたしますと、心配されました下水道施設への影響は堆積物発

生率や堆積箇所の増加が確認されたものの、軽微なものであったようでございます。また使
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用時のトラブルとしては、設置住宅での排水管の詰まりが多かったようです。歌登町では単

体ディスポーザーが100％普及した場合、下水道への負荷増加に伴う下水道事業の費用増加

が可燃ごみの削減に伴う清掃事業の費用削減を下回る。この歌登町というのは宗谷岬の近く

でございまして豪雪地帯であるというところで、豪雪地帯過疎地域は可燃ごみ処理に経費が

かかるような状況でございまして、清掃事業の費用削減を下回るというまち全体の行政コス

ト削減という総合評価を行ったようでございます。 

また、単体ディスポーザーを導入しております自治体数でございますが、大変申しわけあ

りませんが、限られた時間の中で正確な数を確認できておりませんが、平成28年９月16日に

開催されております北海道帯広市の会議資料によりますと、全国で21市町村が単体ディスポ

ーザーを導入しているとのことでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） ほかの自治体で実証実験は行われており、その際に若干のトラブルは

あったものの、歌登町では国土交通省との４年間の実証実験を行い、そのまち全体の行政に

対するコストの削減の総合的な評価を受けたということでありますが、それでまず人吉市と

してディスポーザーを将来に向けて導入することを検討すべきではないかというふうに考え

ております。そうすることによって高齢者の負担も減ってくると思いますので、その点につ

いてもお尋ねしておきたいというふうに思います。 

○水道局長（中村則明君） お答えいたします。 

歌登町におきましては、下水道施設への負荷は軽微なものであったということで先ほどお

話をしましたが、一般的に単体ディスポーザーを設置しますと、公共下水道の管渠、終末処

理場、あるいは浄化槽に大きな影響があると思われますので、何点か述べさせていただきま

す。 

まず家庭用排水設備では、宅内配管、ます等に堆積物の付着が考えられます。また排水槽

の悪臭の可能性がございます。次に下水道管渠では、小さな河川などの下に下水道の管を通

す場合がございまして、そういうのを伏せ越しと呼んでおりますけども、伏せ越し、あるい

はマンホールポンプや管渠の閉塞の原因となります。また排水の滞留及び堆積物の増加によ

り、硫化水素等のガスが発生し、そのことに伴う悪臭と管渠が腐食し、漏水や道路陥没など

が考えられます。次にディスポーザー排水に対応していない本市の終末処理場では、流入固

形物負荷量の増加に伴い、汚水処理能力が低下しますので、処理施設の増設等も必要になっ

てまいります。また汚泥発生量がふえ、汚泥脱水機の運転時間、薬剤及び汚泥処分料の増加

につながり、電気料、汚泥処分費や修繕費用が増大すると思われます。またディスポーザー

対応型浄化槽を除き、一般的に普及している浄化槽では、ディスポーザーで処理した排水を

流すことは処理機能及び能力に支障を与え、処理されない排水が放流されることが想定され
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ます。このようなことから、現在市としましては日本下水道協会の認証を受けた処理機能の

あるディスポーザー排水処理システム及びディスポーザー対応型浄化槽をお願いしておりま

すが、先ほどお答えいたしましたとおり、全国で21市町村が生ごみ処理の経済性や地域性も

あわせて検討され、単体ディスポーザーを導入されておられますので、その正確な数や導入

に至った経緯も含めて、まずは研究をさせていただきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 今の中、４年前もなんですけども幾つかの問題点について出されてい

るようで、なかなか難しいとのことでありますけれども、やはり今から言われましたように

団塊の世代なんかで高齢化がますます進んでいく中において、この生ごみ出しも厳しくなっ

てくるものだというふうに思います。また生活様式の変化によりごみの増加、特に生ごみに

ついては約80％が水分というふうに言われております。また、ごみ置き場においても野良猫

とかカラスなどからの被害対策にもつながるものだというふうに考えておりますが、市長と

してこの取り組みについてどのように考えられるかお尋ねしておきたいというふうに思いま

す。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

ディスポーザーの導入についてどう考えるかとの御質問でございますが、宮﨑議員のおっ

しゃいますとおり、生ごみの減量についてディスポーザーは利便性の面では非常に有効な手

段の１つであろうと考えております。しかし、一方では水道局長が答弁させていただきまし

たとおり、公共下水道施設への負荷が増大し、維持管理費がかさむことも考えられ、またも

う一方では利便性を求める余り、ごみの分別に対する意識が低下し、ごみ処理そのものに対

するモラルが失われることも考えられます。いずれにいたしましても、ディスポーザーの導

入により人吉市公共下水道への影響をシミュレーションして、総合的に判断すべきであろう

と考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） どちらのほうもやはり厳しい、困難であるということで、やはりそう

いうことの答弁であるというように思うんですけども、そういうことばかりではなかなか前

には進んではいかないというふうに考えます。これも１年、２年でできるものではないとい

うふうに思います。やはり長いスパンでの取り組みになってくるのではないかというふうに

も考えます。先ほども述べましたように、やはり高齢化がかなり進んでおりますので、先ほ

ども本市でも研究していきたいということでありますので、取り組みをされている自治体に

職員を派遣してもらい、そこで研修をしてもらって、人吉にどうしたら合うのか、またはど

ういう問題点があるのかというのも一生懸命勉強してもらい、一歩でも前に進むことを要望
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して、環境問題についての質問はこれで終わっておきたいと思います。 

次に防災行政情報についてデタポンの活用についてお伺いいたします。１回目の質問であ

りますが、人吉では29年、来年度テレビを活用した住民情報サービスを検討されていると聞

いておりますがどういったものなのか、また名称の由来と使用方法についてお尋ねしておき

たいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

今聞きなれないお言葉デタポンとは、自治体から発表されました情報をテレビのデータ放

送を利用し、いち早くお持ちのテレビ、パソコン、スマートフォンで閲覧できる新しい防災

情報住民サービスでございます。デタポンは、テレビのデータ放送を使って近隣の市区町村

から発表されました情報で減災を目指すと、それを英語で６文字あるんですけどちょっとそ

れ御紹介しませんけど、その頭文字をとってＤ、Ｔ、Ａ、Ｐ、Ｏ、Ｎをつなぎ合わせデタポ

ンという名称になっているようでございます。また放送局の担当者のほうにお尋ねしました

ところ、もともとは防災情報サービスを主とした内容で作成されておりまして、後に行政情

報の掲載へも広がっていったというふうに伺っております。名称についてもデータ放送でポ

ンとすぐにわかると。それでデタポンといったこと。それと熊本の名産、デコポンの文字を

もじって耳に残る名称にしようといった民間放送ならではの柔軟な発想でデタポンと親しみ

を込めて名づけられたというふうに伺っております。 

利用方法といたしましてはちょっとイメージをしながら、物がないものですからなかなか

私が説明してもイメージしにくいというふうに考えますが、テレビのリモコンを持ってると

いうことでイメージしていただけたらと思います。利用方法といたしましては、テレビの電

源をまず入れていただき、３チャンネルに変えていただいたところで、リモコンのＤボタン

を押します。そうしますと画面の右側にデタポンのアイコンが表示され、そのアイコンに合

わせて決定ボタンを押していただきますと、防災行政情報を確認することができるというこ

とです。人吉市にお住まいの皆様は、基本的には人吉市の地域が選択されておりますので、

先ほど申し上げました操作を行っていただくことで、人吉市の情報を得ることができます。

現在ごらんいただくと休止中という表示になっているところでございますけども、これは29

年度から加入を予定しておりますので、まだ休止と。他の自治体をごらんいただくと、人吉

市のデタポンがどのように表示されるのかのイメージを持っていただけるのではないかと存

じます。他の自治体をごらんいただく方法としましては、人吉市の休止中と表示されている

画面の状態で、リモコンの青色ボタンを押していただくと他の自治体の情報を得ることがで

きるというふうになっております。 

今、防災安全課のほうに災害用のテレビがありますけど、それではもう人吉市の情報が既

に入っておりますので、見ていただけるような状況でございます。御自宅ではまだ休止とい

うふうになっておりますので見れないような状況です。 
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以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） その「デコポン」とは今言われたように自治体から発表された情報を

テレビのデータ放送を利用して情報を得ると。またそれについてはパソコンとかスマートフ

ォンでも閲覧できる新しい防災情報住民サービスであるということであります。テレビのデ

ータを使って発表された情報により減災も目指すものを英語の頭文字を合わせて使ったもの

ということで先ほど言われました。 

ではデタポンは現在において住民情報サービスを利用して実施されているのは県下でどの

ぐらいの自治体で利用されているのか。またその自治体が利用されているのでしたら、どの

ような防災行政情報が利用されているのかお尋ねしたいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

現在放送局とデタポンの利用契約を結ばれている自治体は八代市、山鹿市、菊池市、宇土

市、山都町、あさぎり町の６つの自治体でございます。次にどんな情報を掲載しているかと

いう御質問でございますが、全ての自治体が議員も申されました防災情報、お知らせ情報、

イベント情報を掲載されているようでございます。また電話帳情報が５つの自治体、学校関

係の情報が４つの自治体ということで、情報が掲載されていると。その他といたしましては、

各自治体でさまざまな状況でございますけども、例えば防災行政無線の情報、お悔やみ情報、

募集・相談の情報、暮らし速報、病院の情報、情報公開、そういうものがあるようでござい

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 現在のところ県内６市町村で放送局と利用契約を結ばれているところ

であります。人吉市においてまだテレビではきちんと見れないけど、防災安全課に行けば一

定の分が見れるということであったというふうに先ほど言われました。ですので自治体によ

りいろいろな情報についてはさまざまということでありますが、ではそのデタポンを開始す

るための費用については大体どのくらいの費用がかかるのかお尋ねしたいというふうに思い

ます。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

デタポンを利用する費用といたしましては、年間約90万円ということでございます。この

費用には熊本県の補助がございまして、球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金なるもの

を今使って本市のほうもさまざまな事業をやっておりますけども、その補助金を活用するこ

とができるということになっております。この補助金は、補助率が３分の２でございますの

で、市の持ち出しといたしましては残りの３分の１、約30万円となっておるところでござい

ます。また費用単価の面でございますが、本市は１万5,675世帯あるという状況ですので、
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これは２月末現在の数字でございますが、デタポンの費用を総世帯数で割りますと、１世帯

当たり年間約60円ということになります。さらに補助を加えますと、１世帯当たり約20円で、

１台当たりとなりますと、最近は一家に数台のテレビがあるところもございますので、さま

ざまな施設にテレビが置いてあります。そういうことも考えますと、１台当たりの費用単価

は先ほど説明いたしました額よりもっと少ない額になると考えられるところでございます。

決して負担をお願いするというわけではございません。市のほうで加入をさせていただきま

すので、情報は各御家庭で見ることができるということでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 年間について約90万円の費用が必要だけども、県からの補助事業があ

るので、年間約30万円程度の費用で済むということでかなり安く済むし、費用単価について

もかなり少ない額で行えるということでありますが、そのデタポンについて今導入されてい

るところなんかも含めた形で、メリットまたはデメリットについてどのようなものがあるの

かをお尋ねしておきたいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

使用したときのメリットという御質問でございますけど、これまで市民の皆様から防災行

政無線で放送しました際に、これはさきの議会でもさまざまに御質問いただきましたけども、

家の中にいる場合や車の走行音が大きくて放送内容が聞こえてこない、聞こえない、山や建

物に音声が反響し、何と言っているのかわからないといったお問合せが多数あっております。

市としましては、防災行政無線、子局のラッパ型スピーカーの音量調節とか、さまざまな対

応をしておるところでございますけども、この選択肢以外に新たにデタポンで御確認をして

いただくというような状況で、最大のメリットは選択肢がふえるということでございます。 

ラッパ型スピーカーのお話を先ほどさせていただきましたが、現状では全ての方が満足を

得る解決法が難しいというふうに防災安全課のほうでは検証をいたしております。また聞こ

えづらい対策の１つとして、電話応答サービスは２回線しかございませんので、皆さんが防

災行政の放送直後に一斉に電話をかけられた場合にはつながりにくく、情報がすぐに把握で

きないというような事例が発生しておりまして、これを考えますとデタポンには回線制限は

ございませんので、操作方法を覚えていただければすぐに情報をとることができるというこ

とでございます。山間部や災害時の孤立のおそれがある地域へは個別受信機等を設置してお

りますけども、この本体価格とか設置費用を含めて、この個別受信機は安い費用ではなくて

かなり高額であるというような状況でもございます。そういう状況の中で、費用単価の面か

らしてもこれはさまざまな媒体がある中で、このデタポンの放送は非常に有利であるという

ことをメリットの１つとして申し上げておきたいと思います。防災無線とかさまざまな広報

ひとよしとかいろいろな手段を通してやってはおりますけども、今一番私たちも個別に防災
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安全課が情報を持ってるのが、やはりテレビが一番情報をとりやすいという話を伺っており

ますので、そういう状況からしてもデタポンの効果というのは非常にあるのではないかとい

うふうに考えております。 

デタポンには更新通知が届きますスマートフォンアプリがございますので、あらかじめ通

知を届けてほしい自治体を登録しておきますと、自治体が更新情報を発信した場合に、お手

持ちのスマートフォンへ更新通知が届く機能が備えられているというような状況でございま

す。この機能を活用していただくことで、これはスマートフォンをお持ちの方であれば更新

されたことがわかりますので、どのような情報が更新されたのかを確認できるような状況で

す。 

デメリットは、電話を入れて導入している自治体に確認をしましたが、現時点ではデメリ

ットはそんなにありませんと、大きな問題はないというような回答をいただいているところ

でございます。 

ちょっと長くなりましたが、お答えとさせていただきます。（「議長、５番」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 確かに防災無線が非常に聞こえにくい難聴の地域とかに、対策として

スピーカーの音量や向きの調整、個別受信機の設置、電話応答など、さまざまに防災安全課

のほうでも対応されているというふうに思います。そのまた１つの選択肢としてこのデタポ

ンがふえるのではないかということでありますので、かなりいい分でありまして、また費用

につきましても１件当たりの単価が安く、またスマートフォンのアプリなどでも利用できる

ということでありますので、大変いいことだというふうに私も思います。 

それでは本市としてはどのような情報項目を検討されているのか、また項目的にはどのく

らいを予定されているのかお尋ねしたいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

デタポンの項目は最大６項目という制限がございます。本市の項目といたしましては、他

の自治体の項目状況を参考にさせていただき、現段階では５項目、防災情報、防災無線、お

知らせ、イベント、学校関係の５つの項目で開始したいというふうに存じます。他の自治体

の状況ですけど、八代市は４項目、そのほかの自治体は６項目でございます。見た目４項目

ではちょっと少ないかなということで、４と６の間で非常に曖昧な決め方なんですけども５

項目とし、新たな項目が必要になった場合に備えて１枠をあけておくというような状況で、

現在計画しておるところでございます。 

今後の利用方法でございますが、天候に左右されるイベント開催状況のお知らせ、例えば

小中学校の運動会とか持久走大会とか花火大会の開催、それと市民の方が気になる情報をお

知らせするものが１つ、これはまだ決めておりません。そして行政側から市民の皆様へ注意



- 122 - 

喚起を行う情報。例えばＰＭ2.5が環境基準を超える場合とか、冬時期に外気温がマイナス

となって水道管の破裂とか破損に注意していただきたいという情報があるわけでございます。

そのほかにできれば乳幼児健診への呼びかけ、そういうものもできれば情報を載せたいとい

うふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 今の中で大体５項目程度を考えていると。防災とか学校イベント等を

想定されているということでありますが、ではその開始時期、かなりいいものだったらでき

たら早い時期に開始をしてもらいたいということで、運用の開始時期についてはいつごろを

考えておられるのか、お尋ねしたいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

運用開始は29年度のできるだけ早い時期に開始したいと存じております。より多くの市民

の皆様へサービスを周知してまいりたい。災害の時期に、年度が変わればすぐそういう時期

に入りますので、予算のほうも本議会のほうに御提案申し上げておりますので、ぜひ御議論

していただければと思います。 

先ほど私が拙い説明をさせていただきました操作方法についても、お時間があればパンフ

レット等でしっかり説明をさせていただく機会を与えていただければと思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 私もこれについてはお願いしたいと思います。個人的に費用が発生す

るわけでもありませんし、また情報が届きにくい大変失礼な言葉になると思うんですけれど

も難聴地区というところにも情報が必ず届くというふうなことであろうと思いますし、やは

りそれを見ると情報がわかりますので、できましたら梅雨前の早い時期に運用の開始をお願

いしておきたいというふうに思います。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後２時19分 休憩 

─――――――──── 

午後２時35分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 済みません、訂正をお願いします。先ほど「デタポン」のことを「デ

コポン」といったそうでありますので、そこの点については訂正方よろしくお願いしておき

ます。 

では次の質問に入ります。肥薩線を未来へつなぐ協議会と世界遺産認定登録の今後につい
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てについてお尋ねします。肥薩線を未来へつなぐ協議会と肥薩線利用促進存続期成会が発足

した経過と、またその活動内容についてお尋ねしたいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

まず肥薩線を未来へつなぐ協議会は、肥薩線の歴史的及び文化的な価値を検証し保存活用

を図ることにより、未来への継承と地域振興に資することを目的といたしまして、平成23年

８月に設立されております。人吉球磨10の市町村と八代市、芦北町、宮崎県えびの市、鹿児

島県湧水町の14自治体で構成されまして、会長は発足以来人吉市長が務めており、事務局も

本市のほうにございます。自治振興課が現在事務局を行っております。 

これまでの主な活動実績でございますが、肥薩線の世界遺産登録推進事業とＤ51形蒸気機

関車復活運行の２つが主な事業でございます。まず世界遺産関係では、資料収集や学術研究

を初め、世界遺産の専門家を招いた講演会、それから木造駅舎の現地見学会などを実施いた

しております。またＤ51につきましては、復活運行に向けた署名活動を行っておりまして、

全国の皆様から8,417筆の御署名をいただき、１月末にＪＲ九州様のほうへ提出をしたとこ

ろでございます。そのほかにも肥薩線のホームページや沿線マップを作成いたしておるとこ

ろでございます。 

次に肥薩線利用促進存続期成会は、肥薩線の存続に向けた活動を推進することにより、地

域の総合的発展を期することを目的とし、昭和56年７月に設立されております。肥薩線を未

来へつなぐ協議会の14市町村に加え、鹿児島県の霧島市と伊佐市を加えた16の自治体で構成

されておりまして、会長は発足以来人吉市長が務めておりまして、事務局も本市にございま

す。 

これまでの主な活動でございますが、利用促進に向けた事業といたしましては、肥薩線を

未来へつなぐ協議会と連携したホームページやマップの作成、駅を活用した沿線地域におけ

る助成事業を実施、また肥薩線の環境改善や利便性向上に向けた活動としまして、ＪＲ九州

のほうに要望活動を行っておるところでございます。 

以上、御質問にお答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 全員協議会が２月16日に開かれたわけなんですけど、その前の２月14

日の新聞報道に世界遺産登録断念へなどといった記事が載っていましたので、これについて

聞いてみました。肥薩線を未来へつなぐ協議会と肥薩線利用促進存続期成会の発展的な解散

に至った経緯はどのようなことだったのかお尋ねしたいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

肥薩線を未来へつなぐ協議会につきましては、設立時から事業費負担の問題、それから会

員自治体の世界遺産に対する温度差の違いがございまして、14の自治体が共同で事業を進め

ることが非常に困難になってきているという状況が背景にございました。また主要事業であ
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ります世界遺産登録とＤ51の復活につきましては、施設等の所有者でありますＪＲ九州の同

意が得られないということもありまして、事業の推進は大変厳しい状況下にあるということ

でございました。あわせまして、設立から肥薩線を未来へつなぐ協議会は５年を経過してお

りましたので、事業の振り返りの観点から一旦立ちどまり、存続を含め会のあり方について

再考する必要があるのではと、加入自治体のほうからも意見がありましたことも今回の見直

しのきっかけになったところでございます。そこで平成28年の総会におきまして、肥薩線を

未来へつなぐ協議会を解散し、肥薩線利用促進存続期成会の部会に組み入れることを提案い

たしましたが、会員の全会一致には至りませんで、解散の議案は取り下げ、今後の進め方に

つきましては、会長預かり、人吉市長預かりとさせていただいたところでございます。 

一方、期成会のほうでございますが、設立の契機となりましたのが昭和62年に行われまし

た国鉄の分割民営化でございます。当時は廃止路線とか第三セクターへの転換に対する危機

感が非常に大きく、当時の沿線26の自治体が力を結集しまして、国や当時の国鉄に地元の声

を届けるために利用促進存続期成会のほうが設立されたと伺っております。設立から30年以

上が経過いたしまして、肥薩線はＪＲ九州の路線の中でも観光列車が最も多く走る路線に生

まれ変わるなど、設立当時とは肥薩線を取り巻く状況は大きく変わってきているところでご

ざいます。このようなことから、目的や事業を現在の状況と整合させる必要がありまして、

肥薩線を未来へつなぐ協議会と肥薩線利用促進存続期成会を発展的に解散し、新たな組織の

立ち上げを行いたいということで、現在さまざまに調整を行っているというところでござい

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 肥薩線を未来へつなぐ協議会は５年、肥薩線利用促進存続期成会につ

いてはもう30年以上がたっているということで、一度立ちどまって考えてみるということで

言われたというふうに伺ってますし、やはり現在を取り巻く状況がかなり変化をしてきてる

ということで目的や事業を現在の状況に合わせるために解散して、新たな協議会を立ち上げ

ていくということではありますが、その新たな協議会とはどのようなものを考えておられる

のかお尋ねしたいというふうに思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

新しい組織につきましては、これはもう総会で決定していただく事項でございますので、

現段階では具体的に申し上げることはできませんが、基本的な考え方といたしましては、構

成自治体の全てが共同で取り組めること。そして構成自治体だけでなくＪＲ九州を含め関係

者がともに地域の自治体周辺の振興が可能になることが必要であると考えております。その

ようなことからいたしますと、沿線の魅力を発信する事業、それから肥薩線の利用促進事業

などが主な事業項目になるのではないかというふうに考えておるところでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 先ほどより肥薩線は観光列車が最も多く走る路線ということで、やは

りかわせみやませみが今月の３月４日から走り出し、いさぶろう、しんぺい号もあります。

ＳＬ人吉号も運行されています。そういうものを持ち込んで世界遺産という形で取り組んで

いったほうが、より観光振興にも大きく影響してくるものだろうというふうに私は考えてお

ります。 

ここで市長にお伺いをしたいと思います。音頭をとられる人吉の市長として、新協議会で

の世界遺産登録推進に向けての考え、意気込みをお尋ねしておきたいというふうに思います。 

○市長（松岡隼人君） 御質問にお答えいたします。 

肥薩線の歴史的・文化的価値は、今宮﨑議員もおっしゃいましたように私も十分に理解を

しているつもりでございまして、世界遺産と同等の価値のあるものと考えております。しか

しながら暫定リストの募集も行われていないこと、施設所有者でございますＪＲ九州様の同

意が得られないということなど、現在の状況を客観的に検証してみますと、大変厳しい状況

であることは間違いないことを認識しているところでございます。肥薩線を未来へつなぐ協

議会の会長の立場で申し上げますと、世界遺産登録推進は肥薩線を未来へつなぐ協議会の解

散により、主要な事業としてはなくなることとなりますが、新組織の中でもこれまで得られ

た成果を活用し、魅力発信事業を十分に行ってまいりたいと存じております。 

肥薩線の活性化に向け一番大切なことは、沿線自治体が一体となって事業に取り組むこと

であるという考えを持っております。地域住民が誇りを抱き、観光客の増加により交流人口

が増加し、沿線が活性化していくような事業を進めてまいりたいと考えております。また、

本市市長といたしましては、肥薩線の世界遺産登録推進につきましては、これまでと変わら

ず遠大な夢の実現として捉え、総合計画等の市の重要施策との整合性を図るとともに、これ

まで議会におきましても御理解をいただきながら推し進めてきた経緯がございますし、全国

市長会におきましても世界遺産登録に向けた整備に係る支援という項目で取り上げていただ

き、さまざまな方に御支援いただいた経緯もございますので、今後の取り組みには慎重に対

応しながらも、肥薩線の利用促進、魅力発信にこれまで以上に取り組んでまいる所存でござ

います。 

以上、お答えいたします。（「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君） 今市長のほうからもやはり肥薩線の世界遺産登録推進に向けてはやっ

ていきたいということでございますので、音頭をとりあえず人吉市がやはり中心となり、取

り組みを行っていってもらいたいというふうに思います。 

最後になりましたが、今月３月31日をもって14名の方が退職予定と聞いております。長い
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間市政発展のため多大な御尽力をいただき、大変御苦労さまでした。また多方面におきまし

て御指導いただき、大変ありがとうございました。今後は体に十分に留意され、地域に帰ら

れても市政発展のためさらなる御活躍を期待し、これで私の一般質問を終わります。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

発言の申し出 

○議長（田中 哲君） ここで松岡市長から発言の申し出があっておりますので、これを許可

いたします。 

○市長（松岡隼人君） 発言の訂正をさせていただきたいと思います。 

先ほど大塚議員の質問に対します答弁の中で、「一般社団法人を立ち上げ」というべきと

ころを「ＮＰＯ法人を立ち上げ」というふうに申し上げたようでございますので、「一般社

団法人を立ち上げ」への訂正をお願いいたします。 

○議長（田中 哲君） ただいまの発言の訂正についてはよろしくお願いいたします。（「議

長、９番」と呼ぶ者あり） 

９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君）（登壇） 皆さんこんにちは。９番議員の豊永です。早速質問に入りた

いと思います。今回通告は３項目で、まず国民年金行政について、墓地行政について、そし

て市民の声からであります。 

まず国民年金行政についてでありますが、今回の質問は12月議会で取り上げていました高

齢者の生活困窮の支援について、その中の質問の中で、29年度から始まる国民年金受給資格

期間が現行の25年から10年へ短縮されたことを取り上げました。12月時点では対象者数など

データがなかったので聞けませんでしたが、いよいよ年度末になってある程度わかってきた

と思いますので、改めて確認の意味でお尋ねしたいと思います。 

まず、国民年金改正法案の資格期間短縮の概要をお尋ねしたいと思います。 

１回目を終わります。 

○市民部長（今村 修君） 御質問にお答えいたします。 

このたびの改正年金機能強化法は、平成26年10月に予定をされておりました消費税率10％

への引き上げと同時に実施される予定でございましたが、国の増税延期に伴い、先延ばしに

なっていたものでございます。 

かねてからの年金制度の課題の１つでありました無年金者対策として、社会保障と税の一

体改革におきまして、納めていただいた年金保険料をなるべく年金の支払いにつなげる観点

から、平成28年11月16日に成立をし、平成29年８月１日から施行されることになったところ

でございます。 

施行日時点で年金の加入期間が10年以上ある65歳以上の方や、年金加入期間が10年以上あ

り、厚生年金保険の加入期間が１年以上ある60歳以上65歳未満の方は、施行日に受給権が発
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生をいたします。また、施行日以降に受給要件に該当した方は、該当した日に受給権が発生

し、受給権の発生の翌月分から年金を受給できるということになります。平成29年８月１日

に受給権が発生する方への最も早い年金の支払いは29年10月でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 本来、消費税が10％に引き上げられた時点で実施される制度だったも

のでありますが、今回、29年度から始まるということであります。この老齢年金の受給資格

は、資格期間が25年以上ないと受給できないというこれまでの制度から大きく改正されるこ

とになりまして、最低でも資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるとい

うものであります。 

今回の改正案で本市の対象者はどれぐらいいらっしゃるのか、また、保険料を納めた期間

で年金額が、給付額が違うと思いますけども、この年金受給額は大体どれぐらいになるのか、

お尋ねいたします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

八代年金事務所の取りまとめによりますと、本市における対象者は250名でございます。

年金額は、保険料を納められた期間や免除の期間、過去の標準報酬額に応じて決定をされま

すので、お一人お一人で年金額が違います。仮に国民年金のみ10年間加入期間がある方の場

合でお答えさせていただきます。無年金だった方が新たに受給できる年金額は年間で約19万

5,000円、月額で約１万6,000円でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 12月の質問の趣旨は、高齢者の生活困窮対策について質問しておりま

した。今回の年金受給額は少額ではありますが、これまで生活保護を受けておられた方も10

年以上加入されていれば自分の年金を受給できると。これまで生活保護をされた方も、これ

で抜けることもできる方がおられるのではないかと思います。 

これまで国は無年金者対策として、加入期間が足らない場合、後納制度を、後から払って

年金を受給するという、それが可能になる制度をとっておられましたが、今回の10年に満た

ない方も後納制度は適用されるのか。 

また、これまで年金受給は諦めていた加入期間が10年前後の方もいらっしゃると思います。

そもそも自分の年金加入期間を確認するにはどこに問い合わせすればいいのか、お尋ねいた

します。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

国は、今回の法改正によりまして全国で約64万人が新たに受給できる見通しと発表されて

おりますが、同時に、約26万人は無年金のままであることも示唆されております。加入期間
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が10年に満たない場合、国民年金制度におきましては後納制度がございます。時効で納める

ことができなかった国民年金保険料につきましては、平成27年10月から平成30年９月までの

３年間に限り、過去５年分まで納めることができる制度でございまして、過去の分を納付す

ることによって加入期間が10年に達し、新たに受給資格を満たすことも可能でございます。 

御自身の年金加入期間を確認する方法といたしましては、日本年金機構から送付をされま

すねんきん定期便で受給資格期間や記録漏れをチェックする方法と、日本年金機構のホーム

ページ上でねんきんネットにアクセスをして確認していただく方法のほか、直接御本人が年

金事務所へ確認する方法がございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 今回64万人の方が無年金を脱せられる、年金を少額ではありますけれ

ども受け取ることができる。自分の加入期間がわからない場合は、ねんきん定期便またはホ

ームページ、そういったところで問い合わせができるということでございます。 

既に国民年金のお知らせとして、３月１日号の広報ひとよし、その中にも掲載されており

ました。今回250人の対象者への周知方法はこの広報ひとよしでもありましたけども、ねん

きん定期便もあります。今回250人に対する周知というのはどのようにされておられるのか。 

また、これまで特殊詐欺でいろんな、還付金詐欺とかさまざま、いろんなこういうお金が

動くときにはそういう詐欺事件も出てきておりますが、それに対する対応というのはどうさ

れているのか、お尋ねいたします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

今回の受給対象者には、日本年金機構から直接本人様に郵送で、ターンアラウンド方式と

いうことでございますが、通知が、年金請求書が郵送されることになっております。基本的

な手続は、黄色の封筒がお手元に届きましたら、事前にねんきんダイヤルで予約をして、八

代年金事務所に直接出向いて手続を行っていただくことになりますが、対象の方が国民年金

のみに加入されていた場合は、市町村の窓口でも受け付けをすることができるようになって

おります。 

特殊詐欺対策についてでございますが、今回の改正により新しく受給される方がおられる

ということで、今後、年金事務所をかたって口座番号を聞き出すなどの事案が想定をされる

ところでございます。これまで消費生活センターが中心になって取り組んでまいりましたが、

今後も対象者の方が被害に遭われないように、連携を密にして取り組んでまいりたいという

ふうに存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 直接本人に通知が来るということでございます。また、詐欺等につい
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ては、今後また注意喚起、これまで同様に注意喚起をしていただきたいと思っております。

これまで年金受給を諦めていた方も受給できますので、漏れなく受給できるように本市とし

ても対応をお願いしておきます。この項目については終わります。 

次に、本市の墓地行政についてであります。 

ことし１月のヤフーニュースで、荒れ墓、無縁墓、お墓ですね。墓を継ぐ人がいなくなる

とのタイトルで特集が組まれました。タイトルのとおり、墓じまいや無縁墓、墓を継ぐ人が

いなくなるという問題は、地方に限らず日本全体の問題でもあると考えます。樹木葬や散骨

などこれまでの風習にとらわれない考えもテレビ等で紹介されておりました。 

さきに述べたヤフーニュースでは、人吉市のお墓の現状として、無縁墓の状況も取り上げ

られていたところであります。私も以前、墓地を探したことがありましたので、今回、無縁

墓に関してと、本市の墓地行政について何点かお尋ねしたいと思います。これまでも本市の

お墓の現状については数名の議員が一般質問で取り上げておられます。質問が重複する部分

もあるかと思いますが、よろしくお願いします。 

市内各所で墓地が点在していますが、市有地の墓地と民有地の墓地があります。平成25年

１月から12月にかけて墓地環境安全確認調査をされています。この調査結果については、平

成26年６月に犬童議員が質問されております。その概要は割愛しますが、調査結果の中で、

まず、質問として１点目は、民有墓地の墳墓総数と無縁墓数、墳墓というのはお墓ですね。

お墓の総数と無縁墓の数。２点目は、市有墓地の墳墓総数と無縁墓数をお尋ねします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

民有墓地と市有墓地における墳墓の総数と無縁墓のそれぞれの数についてでございますが、

墓地環境安全確認調査を平成25年１月から12月に実施をしまして、その後も職員による確認

作業を行っておりますが、きょう現在の民有墓地の墳墓総数は１万2,342基でございます。

そのうち無縁墓は4,561基、36.9％でございます。また、市有墓地の墳墓総数は2,786基でご

ざいまして、そのうち無縁墓は1,913基、68.7％でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 民有墓地については宗教法人の所有だったり、共有地、個人所有の墓

地なので質問はいたしませんが、市有墓地の墳墓総数2,786基の中の無縁墓は、答弁で1,913

基、全体の68.7％、半数以上が無縁墓として存在しています。この無縁墓の整理について、

これまで長年行われなかった理由をお尋ねいたします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

改葬につきましては、墓地、埋葬等に関する法律において、埋葬した死体や収蔵した焼骨

を他の墳墓または納骨堂に移すことであり、市町村長の改葬許可を得なければならないとさ

れております。 
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市有墓地内の無縁墓の改葬がこれまで行われなかった理由でございますが、昭和57年に市

議会議員、学識経験者、市職員で構成される墓地問題調査委員会を設置し、平成10年まで墓

地のあり方を調査研究をされました。その間、人吉市願成寺墓地公園建設整備計画が策定さ

れたものの、費用面、立地面の問題から計画断念の答申が出され、委員会は解散をされた経

緯がございます。 

当時から相当数の無縁墓が存在し、その整理、改葬が課題の１つでもあったと思われます

が、現在では約1,900基の無縁墓が存在することが明らかとなり、改葬等にも高額な経費が

かかることから、無縁墓の改葬等は実施してこなかったところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 今、答弁で、昭和57年から平成10年にかけて調査研究されたと。その

答申では、墓地公園の整備というのは断念されたということでございます。結局今日まで何

も整備されてないということは、墓地行政は何も進んでいないと、今の状況では進んでいな

いということであろうと思います。 

答申では、費用面や立地面が問題になっていたようですが、この答申がこれまで人吉市の

市有墓地の中の無縁墓の改葬、これがされなかった理由だということですが、無縁墓の問題

もいつまでも放置しておけないんじゃないかと思っております。このままいくと、10年後、

20年後、まさにそのままの状況で、無縁墓のままの状況じゃないかと思っております。 

荒れ墓や無縁墓は全国的な問題として各自治体の悩みの種になっているのが実情のようで

あります。そんな中で、宮崎市、京都市などで、自治体の手で改葬、墓じまいを実施し、そ

のかわりに合葬墓や納骨堂を設置され、無縁墓解消へ向けて取り組んでおられるようであり

ます。本市で改葬を実施した場合の費用はどのくらいになるのか、お尋ねいたします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

墓地、埋葬等に関する法律において、死亡者の縁故者がいない無縁墓を改葬する際は、通

常の改葬許可申請に先立ち、当該墓地の縁故者や権利を有する者に対し１年以内に申し出る

べき旨を官報に記載し、立て札を１年間掲示して公告することが最低でも必要でございます。 

市有墓地内の無縁墓約1,900基の改葬費用につきましては、墳墓の基本撤去費用が１基当

たり約10万円から15万円でございます。丘陵地帯の悪条件下に多く立地をするため、かなり

増額となることが予想されます。さらに、無縁遺骨を移動する先の墳墓等の整備や官報公告

掲載料が必要とされますことから、全ての無縁墓を改葬した場合、億単位での費用が必要と

なることが予想されるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） かなりの費用がかかるようでございますが、今言われた億単位という
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のは、1,900基全てを一時期にやろうとするとそれぐらいのお金がかかりますけども、市内

には14カ所ある市有の墓地、それぞれ点在しておりますが、それぞれできるところから取り

かかるとするならば、実際できるんじゃないかと私は思います。一遍にすると億単位ですけ

ども、今言ったように、取りかかれるところからやっていく、そういう手もあるんじゃない

かと思っております。 

そこで、改めて本市で無縁墓対策に取り組む考えはないか、また、市有墓地で墓じまいを

された方もいらっしゃると聞いております。年間どれぐらいおられるのか、これまでのデー

タがあればお尋ねいたします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

これまでの墓じまいの件数につきましては、平成19年度が８件、平成20年度が10件、平成

21年度が３件、平成22年度はございません。平成23年度が３件、平成24年度が３件、平成25

年度が６件、平成26年度が11件、平成27年度９件の合計53件となっております。 

今後の墓地事業につきまして、公益社団法人全日本墓園協会が実施をしました墓地埋葬行

政をめぐる社会環境の変化への対応のあり方に関する研究の算定によりますと、本市の必要

墳墓数の推計は、平成32年がピークとなりまして81基で、その後減少に転ずるようでござい

ます。 

このような状況におきまして、人口減少や人口構造の変化、また単独世帯や生涯未婚者の

増加等による家族形態が変化する中で、現在は無縁墓ではないものの、将来的に無縁墓とな

ってしまう可能性もあり、市有墓地のみならず墓地経営関係者にとりまして無縁墓の解消は

大きな課題であると思っております。 

無縁墓対策に取り組む考えということでございますが、先ほどの御質問でお答えしました

とおり、無縁墓解消の対策としての改葬の実施には多額の費用が必要となるということで、

現状では非常に厳しいものと存じますが、今後も市有墓地の使用者の確認作業を継続して行

い、その現状を把握してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 53件がこれまで墓じまいをされたということであります。実は先日、

瓦屋墓地に行ってまいりました。そこでもやはり、墓があったろうという場所に、そこは更

地になって、きれいに整地されたところが数件ございましたので、そういった意味では、あ

いている箇所はかなりあると思いますが、今現在、市有墓地で、今の53件の墓じまいを含め

て、市有墓地で空き区画というのはどれぐらいあるのか、お尋ねいたします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

現在のところ把握している空き区画は80基余りでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 先ほど32年度に81基の需要が見込まれるというようにありましたけど

も、今、80区画があいているというならば、今対応できるんではないかと思っております。

この80区画、今答弁いただきましたけども、この80区画のあきの部分は、最後に市長のほう

にちょっとお尋ねしたいと思いますので、その前に、県内他市で公営墓地、納骨堂、これを

公営でされている状況をお尋ねします。熊本市では区画整備された墓地を市営で管理されて

おられるようですが、本市で市営の墓地整備の考えについてを、少しお尋ねしたいと思いま

す。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

公営墓地、納骨堂の状況につきましては、公営墓地を有する自治体が熊本市に７カ所、八

代市３カ所、水俣市、玉名市、山鹿市、宇土市の４市にそれぞれ１カ所でございまして、県

下全45市町村のうち14自治体でございます。また、納骨堂につきましては、熊本市と宇土市

にそれぞれ１カ所となっております。 

本市における公営墓地の考えということでございますが、これまで申し上げましたとおり、

公営墓地の造成事業や納骨堂の建設等においては多額の経費が必要となることが予想され、

現状では財政的にかなり難しいものがあると考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 何点かちょっとお尋ねしてきましたけども、改葬もできない、新規の、

今80区画ありますけども、これも、これまで私の以前に議員の方も、新規の使用に関しては

公募はしていない、検討していくと、そういう答弁ではございましたけども、今の答弁で80

区画のあきがあるならば、新規の墓地使用の公募ができるんではないかと思っておりますが、

本市の墓地行政について市長の考えをお尋ねします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

これまでの国の墓地行政の変遷や社会情勢の変化に伴って、増加の一途をたどる無縁墓の

解消につきましては、市有墓地のみならず、民有墓地においても大きな課題であると認識を

しております。また、先ほどの市民部長の答弁にもありましたように、無縁墓の改葬の費用

につきましては多額の経費を要することが推察されているところでございます。 

さらに、墓地経営につきましては、墓地、埋葬等に関する法律に基づく経営許可の取得が

必要とされ、そのための規則等の整備や経営上必要とされる使用料、管理料の徴収の可否な

どさまざまな課題がございます。今後それらを一つ一つ解決し、市有墓地の使用者の公募等

につきましても検討してまいりたいと存じます。 

今回、豊永議員に取り上げていただきましたこの墓地問題は、市民の生涯を通しての安心

という面でも象徴的なものであり、長寿を楽しむ社会の実現にとって非常に重要な問題であ
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ると言われております。ぼちぼちではなくしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） ぼちぼちじゃなくて、スピード感を持って取り組んでいただきたいと

いうのが気持ちでございます。平成22年に人吉市市有墓地の使用に係る公募及び許可に関す

る要項ができております。この件については、これまで田中議長、犬童議員、また平田議員

も質問されております。その中で、先ほど言いましたように、新規の墓地使用に関する公募、

これをぜひ行ってほしいという要望があった中の答弁では、今後検討していくという答弁で

ございました。今の市長の答弁も同じように検討していくという答弁でございましたが、今、

80区画のあきがある状況であるならば、その前の無縁墓についてはお金かかるので、この際、

検討していただいて、この80区画のあきに関する新規の墓地使用に関しては、早期に取り組

めるんじゃないかと思っております。いろんな課題があるというのは、今、答弁でわかりま

したけども、ぜひ、これは取り組んでいくというふうに答弁をしていただきたいんですが、

ぜひもう一回、答弁してください。 

○市長（松岡隼人君） お答えをいたします。 

今、おっしゃいましたように、公募に関する要項はできておりますが、公募のための準備、

特に使用料等々の徴収に関する面などが過去の経緯を踏まえたところ、現在の使用者、そし

て今後、応募される方たちに対しまして、そこのところの整合性等が今、最大の課題である

というふうに庁舎内でも検討を進めているところでございます。さまざまに情報収集、意見

聴取等をしながら、豊永議員の御要望にも応えられるよう努力をしてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 検討はこれまでもうさんざんされているんですよ。まず、田中議長が

24年にされて、そして、犬童さんが26年、平田議員が27年なんですね。かなりの時間がたっ

てます。その間に課題というのはわかっていたと思うんですね。ですので、今回はぜひ実施

していただきたいと強く要望して、この件については終わります。 

次に、市民の声からです。戦没者追悼式典についてでございます。ことしで先の大戦から

72年目を迎えます。昨年５月には歴史的な出来事としてアメリカ合衆国のオバマ大統領が広

島を訪問し、原爆死没者慰霊碑に献花されました。また、安倍首相は、12月27日にハワイを

訪問され、真珠湾攻撃の犠牲者を慰霊されております。多くの犠牲者に対して慰霊すること

は、後世に生きる私たちの義務であると考えますが、72年という年月は人の記憶を風化させ

ていくのも現実で、戦争中の経験者も減少している状況であります。 

本市において毎年行われている戦没者追悼式典はことしで戦後72年目を迎えます。1,441

柱の英霊に対して恒久平和を誓い、平和啓発を後世へ引き継いで、風化させないことが式典
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の一つの意味であると考えますが、近年の遺族会参加者の高齢化と減少は今後の式典開催が

心配される。本市として今後の開催をどう考えているのかお尋ねいたします。 

この件について、市民の方から問い合わせがございまして、今言った内容で今後の開催に

ついてちょっと心配されておりましたので、今後の開催の考えをお尋ねしたいと思います。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

戦没者追悼式につきましては、今、議員からもございましたように、先の大戦にて命を落

とされた戦没者のみたまを慰めるとともに、戦争の悲惨さ、私たちが享受している日々の平

和の大切さ、命のとうとさを未来へ担う次の世代へ伝えていく平和の式典として毎年、開催

をさせていただいているところでございます。 

現在の式典の状況についてでございますが、式典参加者の過去10年間の推移を見てみます

と、平成19年度から21年度までは毎年約250人ほどの参加者数でございましたが、平成22年

度からは各年度により多少の増減はございますが、減少傾向にあり、平成28年度は初めて

200人を切りまして、約170人の参加者数となっているところでございます。減少の要因につ

きましては、例年、式典への参加の呼びかけを遺族の方々に行っていただいております人吉

市遺族会の役員の方々とも話し合いをさせていただきましたが、やはり終戦から71年の経過

を経まして、戦没者を知る御遺族も次第にお亡くなりになっていくことに加え、御存命にあ

っても、御高齢により式典への出席がかなわないなどが挙げられているところでございます。 

このような状況を踏まえまして、今後、戦没者追悼式が次世代に平和を引き継ぐ大切な式

典として存続し続けるためには、戦没者の孫やひ孫の世代の方々からの参加など、参加者の

増加を図っていく必要があるのではないかと認識をいたしているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 昨年、170人ですね、かなり少なくなっているようでございます。私

も厚生委員会のときに参加させていただいておりました。やはり、後世に伝えるためにも、

参加者というのはふやしていかなければならないんじゃないかと思っておりますが、今後、

後世へ伝えていくためにも参加者をふやすことも大切であると思います。参加しやすくする

ためには、これまでとは違う取り組みをしないとふえないと思いますが、市としては何か考

えているのかお尋ねいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

式典への参加をふやす取り組みについてでございますが、先ほど少し触れさせていただき

ましたが、現在、人吉市遺族会とも協議をさせていただきながら、戦没者の孫、ひ孫など、

若い世代の皆様にも参加いただけるような式典への見直しについて検討を重ねておるところ

でございます。 

まずは式典の日程についてでございますが、例年では平日に開催をしてまいりましたが、
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仕事や学業の関係上、若い世代が参加しにくいというお声をいただいておりますので、遺族

会からも御要望がございました土曜日、日曜日など休日開催について検討を進めているとこ

ろでございます。 

次に、式典の内容につきましても、次世代を担う青少年の方々にも式典に参加していただ

くような取り組みを検討しているところでございまして、具体的には式典の中で青少年の参

加者の方から恒久平和の願いや不戦の誓いなどについて意見表明をしていただく機会を設け

るなど検討を行っておるところでございます。 

今後も人吉市遺族会をはじめ、関係各位とも協議を継続させていただきながら、参加者数

の増加を図るべく努めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 今、答弁で土日開催ということも検討されているということでござい

ました。また、若い世代の方の意見発表、そういったのも必要だろうと思います。遺族会の

方たちとの協議が必要だろうと思いますので、その辺は協議していただきたいと思います。 

市民の方から御意見いただいた中で、例えば平和教育の一環として、小中学生を参加させ

るのはどうだろうか。平和について考える時間とするならば、後世へと引き継がれていくの

ではないかとありました。この件について、教育長のお考えをお尋ねいたします。 

○教育長（末次美代君） 御質問にお答えいたします。 

まず、学校における平和教育の重要性につきましては、教育基本法第２条に、伝統と文化

を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社

会の平和と発展に寄与する態度を養うことと教育の目標の一つとして述べられております。 

小中学校におきましては、この目標を達成するために、国語や社会等の各教科や道徳、さ

らには総合的な学習の時間などの授業はもとより、修学旅行などの学校行事や日常の生活場

面においても平和教育の視点に立った教育活動が推進されております。 

そのような中で、戦争を体験された方々が御高齢になり、実体験を小中学生に語り継ぐこ

とが難しくなってきているのも事実でございますので、戦没者追悼式典に小中学生が出席す

ることによって、日常の平和の大切さや命のとうとさ、そして平和への思いや願いを新たに

することは意義あるものであると存じます。 

また、私といたしましても、子供たちが戦争を経験された方々の思いを正しく理解し、平

和を大切にしようとする気持ちを育んでほしいと願っておるところでございます。しかしな

がら、具体的にどのような形で小中学生が出席させていただくのかということにつきまして

は、小中学校の授業時数や学校行事等の状況、参加の方法などについて、さまざまな方々か

ら御意見を伺いながら前向きに検討していかなければならないと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 小中学生の参加というのは、私たちもみんな戦後の生まれなんで、戦

争中の体験というのはないんでありますけども、特に今の小中学生は教科書の中でしかいろ

んなこういう戦争に対する知識というのはなかろうかと思いますので、身近なところにこう

いう式典に出ることでそういう経験ができるんじゃないかと思いますので、ぜひ検討してい

ただければと思います。 

いずれにしても何か対策をしないと、10年後には今以上に開催が厳しくなると予想されま

すので、今提案したこともぜひ取り組んでいただければと要望しておきます。この件につい

ても終わります。 

次の市民の声から。手を振る条例という要旨で書いております。これはですね、３月に入

り、春の観光シーズンが到来しました。ＪＲ九州は３月４日から熊本－人吉間で新観光列車

かわせみやませみの運行を開始されました。多くのニュース番組で取り上げられ、さい先の

いいスタートが切られたと思います。また、18日からＳＬ人吉も本年の運行を開始され、人

吉市への観光客がさらに増加すると予想されます。 

本市としてもこの上ない好条件がそろうわけですが、市民の方も参加できるおもてなしと

しての取り組みは何か考えておられるのかお尋ねいたします。 

○経済部長（福山誠二君） 皆様、こんにちは。お答えいたします。 

観光列車に対する具体的な市民からのおもてなしということで、今、この人吉にはかわせ

みやませみ、それからＳＬ人吉が、それから、いさぶろう・しんぺいが走り、また、くま川

鉄道では田園シンフォニーと、合計４本の観光列車が運行しているわけでございまして、こ

のような４本の列車が走るというのは非常に珍しいところであります。 

このような中、今まででございますが、これは特にＳＬ人吉に対しまして、人吉温泉観光

協会を初めといたしまして、市民の皆様方の御協力を得まして、これは駅とか沿線での手や

旗を振ったりとか、それと特に笑顔でございますね。笑顔で観光客の皆様への歓迎、おもて

なし、こういったものを行っているところでございます。 

また、市職員でございますが、スポーツパレスのほうが横にＪＲの線路がありますんで、

経済部と建設部の職員が特に多いわけですけども、昼休みの時間にスポーツパレスのテラス

に出まして、歓迎用の横断幕を張ったり、そこで笑顔で手を振ったり、旗を振ったりと、今

日もかわせみやませみ、昼休みにまいりましたので、私も手を振ってまいりました。12時58

分でございましたけど。 

また、今回、新観光列車かわせみやませみ、この運行に合わせまして、さらに手を振って、

旗を振って、また笑顔でと、そういう輪を広げたいということを目的といたしまして、広報

ひとよし、ごらんになったかと思いますが、この３月１日号の一番裏でございましたけれど

も、観光列車やくま川下りに手を振ろう、旗を振ろうという、そういう記事を掲載させてい
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ただいており、また市民の皆様方にこういった御協力をお願いしてるところでございます。 

これに合わせまして、人吉温泉観光協会、こちらのほうでは約1,000本の旗、ブルーの旗

なんですけど、それをつくりまして、御協力いただけます団体や個人の方へ旗を配付を開始

をいたしております。 

また、現在、旬夏秋冬キャンペーンでございますけれども、ひな祭りをこの人吉球磨各地

で開催いたしておりまして、先日は九日町でございましたけれども、着物ぶらり歩きとか、

女性の団体、皆さん方のお茶の接待とか、そういうのも既にやっております。 

それから、これが終わりましたら、次は三十三観音の接待が、お彼岸でまいりますので、

またここでおもてなしをしたいと。それが終わりましたら、今度、お城まつりもございます

ので、そういうとこで皆様方を歓迎したいと。 

また、きょうの、これは新聞の一つのコラムでございましたけれども、かわせみやませみ

の記事が出ておりまして、それが、これはいわゆる熊本地震からの復興列車と、そういう期

待があるというものでございました。これでさらに何度も乗っていただきたいというのがご

ざいました。これ、一番最初の初日の日、３月４日でございましたけれども、一日３回走っ

てるんですけれども、この３回とも全部乗られた方がいらっしゃいます。この３回乗られた

方に対して、私、全部旗を振りましたので、お一人の方に６回旗を振ったということになる

んですけど。 

そういうとこでありまして、このかわせみやませみに一回乗っていただくとわかると思う

んですが、実はこの列車の中におもてなしが凝縮されております。これを実は感じてもらい

たいんですが、何かと申しますと、まず、列車の床に杉、それから壁には檜、これは人吉の

球磨地域林業振興・木材需要促進対策協議会から寄附をしていただいた木材が使われてるん

でございます。この寄附していただいた木材というのは、木材業者の方々が丹精を込めてつ

くった木材であると。これで皆様方をおもてなししたいというのが、一つありますね。それ

から、あと、お弁当がございますが、これは地産地消の地元の食材を使いまして、人吉のお

ばちゃんたちが丹精を込めてつくっていただいたお弁当と、これがそこに凝縮されてると。

あとは、球磨焼酎もございますね。球磨焼酎は、これは人吉の気候風土、水や空気、そうい

うもので培われて当時の皆様方がつくっていただいた球磨焼酎のこういったおもてなしもあ

ると。また、人吉球磨のジビエ料理もありましてですね。それから、人吉の縫製工場のシャ

ツ、そういうものをレールレディーの皆様方に着ていただいてお客様をお迎えしてると。 

このように考えますと、この列車の中にはこの人吉球磨のおもてなしの結集といいますか、

それが集まったのがこの列車であるということで、私はそのように感じていただければと思

います。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 
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○９番（豊永貞夫君） かなり熱弁をされて紹介していただきました。おもてなしに関するさ

まざまな取り組みですね、これは観光客の方が来られて、おもてなしをすることでリピータ

ーをふやしていく、その目的もあろうかと思います。今、言われた中で観光列車に旗を振ろ

うというこの旗振り隊、この旗でございます。これ、きのう、いただいてまいりました。こ

れを、旗を振ることで、列車とか乗られた方は、手を振る、旗を振る方には手を振って返す

観光客の方もたくさんいらっしゃると思いますので、これはもうぜひ、住民の方ができる最

高のおもてなしじゃないかと思っております。 

この件に関して市民の方から情報をいただきました。新潟県魚沼市が、ここに走っており

ます只見線、只見線に手を振ろう条例を制定されているということでございます。人吉でも

取り入れたらどうかというものでございましたが、調べていく中で、沿線の６市町村でこの

条例を可決されているようであります。この只見線の存続危機があって、これを応援しよう

という背景があったようでございますが、先ほどの答弁でも、既にもう手を振ろう、旗を振

ろうの運動は始めておられますので、観光客に対して地元住民の方が誰でもできる最高のお

もてなしとして本市でも条例の制定を考えてみてはいかがでしょうか。市長の考えをお尋ね

します。 

○市長（松岡隼人君） 御質問にお答えいたします。 

観光列車に対し、市民の意識づけとして手振り等の条例化ができないかというような御質

問でございますが、人吉市を通る鉄道沿線では現在でもたくさんの皆様方が観光列車に向け

て手を振っていただいております。私も、３月２日にＤ＆Ｓ列車かわせみやませみ号に試乗

させていただきました。かわせみやませみに関しましては先ほど経済部長のほうから、その

魅力を熱くお話をさせていただいたところですが、移り行く球磨川や森林など、山里での営

みの美しさもさることながら、やはり私の心に一番響いたのは、沿線の方々の笑顔で手を振

っていただいている姿でした。ＪＲ九州様や水戸岡先生も評価されておりますとおり、これ

が肥薩線の一番の魅力だなというふうに再認識をしたところでございます。かわせみやませ

みのすばらしさと景色とそれと手を振る住民の方々の姿が一致してこそこの肥薩線だという

ことを改めて感じたところでございますが、幸い、この人吉にはくま川下りにおきまして川

下りが始まりました明治のころから、お客様へ手を振ったり、お互いに水を掛け合って別れ

を惜しんだというように、昔から今日まで、お客様に対し笑顔で手を振るといったおもてな

しが続けられており、このような行為は時間を積み重ねる中で醸成された人吉オリジナルの

文化だと位置づけることができるのではないかと存じます。 

また、子供たちが見知らぬ方にもおはようございます、こんにちはなどと挨拶をすること

に初めて本市を訪れた多くのお客様からお褒めの言葉をいただいており、さりげなく自然に

行われる行為は感動さえ与えているところでもございます。 

このようないわゆるおもてなしの文化の中で、心から表した歓迎が手を振るという行為で
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ありますので、まずはこの沿線の皆様方がもともと持っておられるおもてなしの精神をさら

に高めるための啓発活動を地道に続けていくことにより、心がこもったおもてなしの手振り、

旗振り、さらに笑顔の輪を広げていきたいと存じます。 

なお、このことを条例化すべきか否かということですが、条例化するとなると、例えば手

振り条例なのか、挨拶条例なのか、おもてなし条例なのかなど、どのような内容にするか等、

さまざまに検討が必要であろうかと考えます。今後、さまざまな方からの御意見をお伺いし

ながら、前向きに検討してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君） 今、前向きに検討していただくということでございます。この手を振

る条例、この旗振り、手振りはですね、ＳＬ人吉、かわせみやませみだけじゃなくて、くま

川鉄道でもできます。また、くま川下りもですね。そういった意味では、この只見線のほう

では沿線の６市町村が同じ条例を可決されたということでございますので、そういった意味

では球磨郡の町村にも声をかけられるんじゃないかと、球磨郡全体でおもてなしという意味

でこの条例についてもぜひ検討していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

これで私の一般質問を終わりますが、最後に、今議会で退職されます職員の皆様、本当に

御苦労さまでございました。退職されます14名の方は、今後、健康に留意されまして、市民

の生活、いろんな意味でアドバイスを私たちにいただければと思います。ぜひよろしくお願

いいたします。皆様の健康を御祈念いたしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（田中 哲君） ここで会議時間を延長いたします。 

ここで暫時休憩いたします。 

午後３時45分 休憩 

─────────── 

午後３時58分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君）（登壇） 皆さん、こんにちは。12番議員の笹山でございます。本日、

最後の登壇となりました。執行部の明快な答弁をいただきまして、早く終わっていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

質問に入ります前に、３月末日をもちまして退職される職員の皆様におかれましては、長

い間、公務員としての市政発展のための御奉仕、そして、大変御尽力されましたことに対し

まして感謝とお礼を申し上げたいと思います。大変お疲れさまでした。そして、今回、私は

特に感慨深いものであります。14名の定年退職者の中には、私と同期で入庁した職員の皆さ



- 140 - 

んも数名おられますし、職員時代から一緒に活動してきた仲間が去るということは本当にこ

う一抹の寂しさが込みあげてくるものであります。それぞれの立場で御指導賜りましたこと

に感謝とお礼を申し上げたいと思います。今後は、一市民として、健康に留意されまして、

御活躍いただきますようにお願いを申し上げます。 

それでは、通告に従いまして一般質問を行ってまいります。 

今回は、市長の施政方針から過去最高規模の平成29年度当初予算について、経済振興から

国民宿舎の今後の活用についての二点を通告をいたしました。 

まず初めに、市長の施政方針から過去最高規模の平成29年度当初予算についてであります。

今議会の施政方針を聞いておりますと、市長の任期４年の折り返しを迎えて、３年目に取り

組まれる意気込みを感じたところであります。１年間に取り組まれる五つの重点施策を打ち

立てて、公約の実現に向けて加速されるようであります。五つの重点施策については、それ

ぞれに課題はあろうかと思っておりますが、今回は平成28年度最終補正予算を上回る規模と

なりました平成29年度当初予算編成について、若干、掘り下げながら問題点について質問を

行っていきたいと思います。 

平成29年度予算編成の考え方につきましては、12月議会におきましても質問を行ったとこ

ろであります。国の予算編成の方針、県の予算編成の方針が本市の予算編成に大きく影響す

ることから、国の中期的な財政展望、それから予算編成の考え方について質問を行いまして、

一定の理解はしているところでありますが、その後の状況の変化については何かあったので

しょうか、また、平成29年度地方財政計画を受けて、どのような予算編成となったのかお尋

ねをしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

昨年の12月市議会におきまして笹山議員から国の中期的な財政展望と予算編成ということ

で御質問をいただいております。その際は、平成29年度地方財政計画がまだ公表されており

ませんでしたので、国の骨太方針2015の概要、それから、経済再生、成長戦略でございます

けども、そのほかに財政改革の関連性、さらには主要一般財源であります地方交付税の動向

等について公式発表されている範囲内でお答えをさせていただいたところでございます。昨

年暮れ、12月22日付で、平成29年度の地方財政対策の概要が明らかになりまして、年明けに

県のほうから具体的な説明があったところでございます。その内容につきましては、12月市

議会におきまして、御答弁をさせていただきました内容と大きく変わったところはございま

せんでしたが、主要な一般財源の一つでもございます、地方交付税につきましては、速報値、

最初の計画では前年度と比較しまして、4.4％の減ということで、報じられておりましたけ

ども、最終的には2.2％の減ということで、プラスに若干転じたと。これは状況を調べてみ

ますと、交付税特別会計における加算措置などが行われて、要は、地方からの要望に国が応

えたというような状況、そういうことが一番大きく変更になったというところでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 説明を聞きますと、29年度地方財政計画においても、12月市議会で答

弁されたこととほとんど変わらなかったと。そのような中で、ただ、やはり一番私たちが気

になるのは地方交付税でありますけども、その地方交付税について、前年度比の4.4％減か

ら2.2％の減にとどまったと。非常に大きい状況にあると思ってるんですね。この財源がき

ちっと地方自治体が運営していくためには重要な財源になってますんで。ということは、そ

の29年度の今回の地方財政計画が及ぼす影響については、12月市議会で答弁されてるのとほ

とんど変わらない状況で予算編成をされたということで理解をしてよろしいでしょうか。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

影響額につきましては、これは施政方針において市長が述べましたが、これが全てでござ

いまして、主要一般財源である地方交付税を初め、全体的に過大見積もりがないように予算

編成の準備段階から務めてまいりました関係で、その準備というのは昨年からやるわけでご

ざいますけども、年明けの本格的な予算編成段階におきまして、予算総額の規摸そのものを

見直すとか、軌道修正を余儀なくされるということはなかったと。要するに、交付税を余り

にもたくさん見込み過ぎてて、結果的に全体の予算編成が変わっていくとか、そういうこと

はなかったというところでございます。 

これは国、総務省が平成29年度地方財政計画の策定に際しまして、地方が１億総活躍社会

の実現、それから地方創生の推進、それから防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に財

政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、平成28年度を0.4

兆円、4,000億円上回る額を確保するという所期の目的を達成したことによる成果であると

そういうふうに分析をいたしております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 概要については理解をしたところであります。そのような中で具体的

に今回の平成29年度の当初予算の中身についてちょっとお尋ねしていきたいと思ってるんで

すが、まず、歳入についてやっぱり一番歳入の中で気になってるのは市税の動向なんですね。

やはり今回、市税、若干28年度と比べれば増額で予算計上されております。また、こういっ

た今の人口減少、またその税金を納める人の仕事の場、そういった法人の状況等を考えれば、

なかなかそういった市税が増額する傾向はないのかなって、私思っとったわけなんです。そ

の点について、市税の動向についてはどのように判断しておられるのか、この点をまず、お

尋ねをしておきます。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。市税の動向の前に、地財計画におきます地方

税の動向について御説明をさせていただきます。地方財政計画における地方税総額は39兆円
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程度を確保すると、これは前年度と比較して0.9％の増となっておりますが、これも施政方

針で述べましたとおり、このことは地域経済の実情に応じ、差異が生じる。それはもう先ほ

ど議員が申されましたような状況でございまして、予算計上に際しましては、過度な見込み

がないように平成28年度決算見込みを勘案しながら、試算を行っているところでございます。

具体的には、個人、法人いずれも生産年齢人口の減少。それから景気の回復が不透明な状況

にあることを考慮いたしまして、調定ベース段階でその伸びをかたく見積もったというとこ

ろでございます。 

なお、収納率につきましては、平成27年度決算による確定収納率を採用させていただいた。

要するに、調定額にその収納率は27年度の決算を乗じて試算をしたということでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） もう一つ気になってるのが、そのクリーンプラザの償還の関係なんで

すね。平成29年度で終了するということなんですが、クリーンプラザの建設にあたっては、

かなりの地方債を発行して、建設されてきてる状況があると思ってます。多分100億ぐらい

かかってるんじゃないかなと思ってるんですが、その公債費が事業費補正として一括算入さ

れてきとったわけですよね。ただ、その償還が終了するということであれば、一括算入する

事業補正分がなくなるという形になりますので、これについては、やっぱりかなり地方交付

税の算定についてはかなり影響があって、減額されるのかなってちょっと気になってるとこ

ろなんですね。その点については、影響については、どのようにお考えでしょうか。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

人吉球磨広域行政組合にお尋ねをいたしましたところ、人吉球磨クリーンプラザの建設総

事業費は107億円でございまして、そのために発行した地方債は約74億円でございます。こ

れは、平成14年度から平成29年度までが償還期限となっていて、ことしが最終年度になって

おるところでございます。利子を含めますと約82億円の償還をしてきたということでござい

まして、うち39億円が事業費補正、先ほど言いましたように交付税の中に元利償還が見てい

ただいてたと。その事業費補正は先ほど議員が申されたように、代表自治体である本市の普

通交付税のほうに一括で参入をされております。 

82億円から39億円を引いた43億円を10の市町村で15年間にわたって負担をしてきたと。本

市が負担した分は、ことし分まで含めますと約20億円というような状況でございます。 

御質問の趣旨でございます、本市へ一括される事業費補正分、交付税に参入される事業費

補正分、これ一番多いときで３億円ぐらい入ってきてたんですけど、これは市に３億円入っ

てきたものは、元利償還分として行政組合に全部吐き出すような状況なんですけど、公債費

がクリーンプラザの償還が終了いたしますので、その分だけ本市に入ってくる事業費補正分

がなくなって、普通交付税の算定に影響があるというような趣旨だと思いますけども、地方
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交付税はあくまでも地方財政計画において、国では国税５税を入り口ベース、それから地方

に出ていく出口ベースで必要総額が確保されるということになっておりまして、ここはさま

ざまな算定手段、単位費用だったり、補正係数だったり、状況的にはですね、全体の地方の

財源の不足額は臨時財政対策という赤字地方債で補填をしてますので、そういう状況でマク

ロ的な調整が図られておると。要するに、交付税は入り口、出口ベースで、総額は地方が必

要な総額は全て確保されているという状況でございます。よって、交付税の伸びを勘案して

本市の交付税を見込む、そういうふうな状況で算定を行いますので、例えば事業費補正分、

先ほどの３億円がそっくりなくなって、交付税がその分人吉が減るとか、そういうような考

え方にはならない。要するに、地方財政計画の交付税の伸びがそのまま本市でも伸びていく

というような状況でございます。それでも交付税の算定に際しましては、国勢調査の人口、

市道の延長、面積を初めとする測定単位、それから地域間のバランスに使用されます補正係

数、最後は需要の基礎となります単位費用などが影響してまいりますので、これは新年度の

当初予算編成におきまして、地財の伸びを乗じながらも本市のほうでは減額になることも考

えられないことはありませんので、最終的には３％程度留保するような形で、最終的には

100見なければならないところを97しか見てないと。それが減額分、留保分でございますの

で、過度な見込みはしてないということで交付税については算定をしておるところでござい

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 私がちょっと勘違いしとったのかなって、ちょっと思ってるところな

んですね。そっくり影響あるのかなってちょっと思ったもんですから、ただ、そういった総

枠の中で、算定をされる。ただ、その中ではいろんな補正係数等によって、地方交付税が決

まってくるわけですよね。ただやっぱりこれだけ人口減少になってくれば、それは人口減少

分でその影響は今後あるのかなとちょっと気にはなってるところであります。 

それと、もう一つは基金なんですね。財政調整基金それから減債基金、平成28年度の予算

編成においても、約３億ほど取り崩しをされて計上されたと思ってます。 

今年度も29年の当初においても、財調２億円、それから減債を１億円取り崩して計上して

あるわけなんですね。そういった財源調整をするために基金を取り崩す。これはいたし方な

いとは思いますが、ただ、そんなに基金が残ってるわけじゃありませんし、基金は今後の財

政運営をしていく中で、きちっと基金の状況を見ながら運用していかないと大変なことにな

っていくと感じるところなんですね。だから計画的に取り崩しをする中でも、今後やっぱり

基金の動向がどう変わっていくのか、もしくは基金は大体どのぐらいやっぱり基本的に人吉

の財政規模として、基金の必要な額は大体どのぐらいあったら、何とか健全な運営ができる

とか、その辺の基金の考え方がやっぱりきちっとしとらんと大変なことになると思ってます
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ので、この基金についてどのようにお考えなのか、この点もお尋ねしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

今回、財源調整のための財政調整基金を２億円、減債基金を１億円取り崩しておりますが、

今回の基金取り崩しに対する基本的な考え方、これは昨年12月に作成をいたしております中

期財政計画に基づくものでございまして、やみくもに基金を崩してるというような状況では

ございません。今後の両基金の取り崩しにつきましては、これはもちろん計画的に行ってい

かなければならない、議員も申されましたけども、それは言うまでもありませんが、原則、

基金総額、財調と減債基金を合わせて、29年度末で約７億円の残となりますけども、これを

できるだけ減らさないということが最も肝要であると存じます。 

この財政調整基金とか減債基金は多過ぎても国の指導が入りますので、要は、やはりでき

るだけ、基金は適度なところで蓄えて、そして、そういう住民サービスのほうにある程度回

しなさいよ。状況的には、普通交付税の算定で入ってきたお金が基金に回ってるような自治

体もありますので、そういう状況ではだめだよというのを国のほうから常に指導があってる

わけでございまして、本市の基金の額はそんなに多くはないけども、少なくもないというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

要は、当初予算で３億取り崩したとしましても、繰越金がことしの６月決算が終わりまし

たら確定いたしますので、その総額の幾らかを基金のほうに繰り戻す。そういう操作をして、

全体を減らさないと。すなわち７億円以上確保しておくということが非常に肝要であると存

じます。 

いずれにしましても、新庁舎が完成して庁舎建設のために発行した地方債の元利償還が始

まるときまで、現在の庁舎建設基金６億7,000万近くありますけども、これに手をつけない

と。要するに、これを公債費、庁舎の建設をしたときの元利償還に充てていく、そういうよ

うな状況を現在目指していこうと。これは以前も特別委員会のほうでもお話をさせていただ

いたと思うんですけども、そういう状況でしばらくは大変な財源の捻出につらい思いしなけ

ればなりませんけど、最終的な方針をしっかり定めて、この基金は使っていくというような

状況で現在考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 非常にやりくりが大変なやりくりをしながら、財政運営をされるのか

なとちょっと感じたところなんですが、そういった庁舎建設等が始まる中で、庁舎建設に限

らず、いろんな事業等が入ってきますよね。そうなると、やっぱりかなり財政が厳しくなる。

もしくは起債が大きくなるそういった状況が今後やっぱり考えられるんじゃないかなってち

ょっと思ってるわけなんですね。その点をやっぱりきちっと方向性を見定めながら、運営を

していくことが重要かなと思ってますんで、その辺を今答弁にありましたように、きちっと
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した財政運営をお願いしたいなというように思ってるところです。 

歳入の面では、今お尋ねした部分が若干気になってたんですが、歳出についてもちょっと

気になる部分がかなりあるわけなんですね。まず、先ほど話された庁舎建設、今後始まって

いきますけども、29年度からかなり始まっていくわけなんですが、その庁舎建設に係る課題

については、やっぱり年次的に具体的な取り組みを進めていかなければいけない。すると、

そういった具体的に取り組みをする中では、やはり継続費をきちっと設定をしながら取り組

むことが必要だと思ってるんですよね。この点について、具体的な計画、取り組み、それか

ら継続費の設定をどうしていくのか、この点をお尋ねしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

市庁舎建設に係る課題といいますか、まず、年次計画による具体的な取り組みということ

でお答えをさせていただきます。現時点では基本設計がまだ終了しておりませんので、全体

事業費を明確に見込むことはできませんが、６月の議会までには総事業費をあらかた見込み

まして、年次計画による議員も申されましたけども、継続費を設定しなければならないと存

じます。 

本体工事を含めた総事業費は基本構想の段階で40億円という数字が公表されておりました

が、東日本大震災、熊本地震の影響により、現在資材単価、労務単価等が軒並みアップをし

ておりまして、これは恐らく事業費総額はこのくらいではおさまらないんではないかという

ふうに推測をしておるところでございます。平成29年度に保健センター、それから勤労青少

年ホームの解体、それから都市下水路のつけかえ、それから平成30年度から32年度にかけて

本体工事、進入路の工事、それから西間別館のリノベーション工事などが出てくるものと考

えておるところでございます。 

それから継続費につきましては、６月で計上させていただくというお話をさせていただき

ましたが、新庁舎建設事業の総事業費を明確にするべく平成29年度から平成33年度までの恐

らく５年間になると思いますけども、その継続費を設定したいというふうに考えております。

平成29年度の当初予算には、既に解体工事とか水路のつけかえに要する経費などは、先行し

たような形で予算を上げておりますので、６月の時点ではこれも全て継続費に入り込んでく

るというような状況でございます。継続費を設定する最大の理由は、事業が複数年度に及ぶ

ことから、本来であれば、明許繰越の手続をとりながら事業をやっていくわけなんですけど

も、継続費を設定することによって複数年間も繰越明許をしないで、逓次繰越という財政用

語がございますけども、そういう状況の中で事業の展開が可能となりますので、そういう進

捗を考えて継続費を設定するということでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 40億を超えるような状況、資材等の高騰になれば40億を超えるような
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状況があると思ってます。恐らく基本的には、そういった庁舎建設事業に伴う部分について

は、地方債を発行されてという形になりますよね。非常に今後、かなり多額の地方債額を発

行されるような状況が起きてくると思ってます。地方債を発行しますと、やはり１つ考える

のが、実質公債費比率がどうなるかということなんですよね。地方債を発行することによっ

て、やはり財政の健全化、これがどういうふうになるのか、やはり厳しくなるのかどうか、

多額に発行することによって財政運営は厳しくなるならば、ここは公債費比率は上昇すると

いうような状況になるのかなと思ってます。ですから、この辺は地方債の発行についてはき

ちっと慎重に見ながら、見据えながら検討する必要があるというふうに思ってるんですけど

も、その公債費比率の上昇については、どのようにお考えでしょうか。私は上昇するのかな

とちょっと危惧してるところなんですが、この点お尋ねしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

平成29年度の市債発行額は、約19億円で、前年度と比較して11億円の大幅な増額となって

おります。この19億円というのは、以前はスポーツパレスを建設したときとか、人吉第一中

学校等々を建設したとき、あとは都市計画街路事業がピークであったときに、このくらい地

方債を発行してたというような状況でございます。増の要因は主にこれは庁舎建設事業に伴

うものでございます。これまで御説明してきましたように、庁舎建設事業に関連する市債は

これは熊本地震によって新しく創設されました一般単独災害復旧事業債を充当することとい

たしております。被災市町村庁舎の復旧に対する財政措置という目的で新しく創設されたも

ので、充当率100％、交付税の措置、これは財政力に応じ最大85.5％。本市の場合は財政力

は弱うございますので、恐らく最大で振り切れるような状況ということを総務省のほうから

伺っているところでございます。御質問の実質公債費比率は現在、平成27年度決算で6.9％、

これは県下14市の中で一番よい数値となっておるところでございまして、本市の市債の発行

が交付税措置のあるものを中心にここ数十年ずっとそういう発行をやってきたと、そのあか

しであると思っております。地方債はやみくもに発行するものではございません。計画的に

国・県の厳しい審査をいただきながら発行していくわけでございますので、その成果として

捉えておるところでございます。 

今回、市債発行額が大幅にふえておりますし、今後も恐らく本体工事が始まれば、地方債

の発行額がふえてくると思いますが、現在、29年度実質公債費比率を仮試算しましたところ

伸び率は0.5％程度の増、指数的には7.4、これが本体工事が始まっても7.8ぐらいでおさま

るというふうに財政当局では見込んでおるところでございます。実質公債費比率というのは、

要するにそういう交付税のバックのある地方債がたくさん借りてあるところは、その分は数

値的には十分、数値を計算するに当たっては控除されるような状況でございますので、その

辺はこれまでの努力の成果ではないかと思ってます。7.4％が多いのか少ないのかといいま

したら、ちょうど真ん中ほど、14市では真ん中ほどぐらいかなと思っております。ただ、こ
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れは一時的にふえるのであって、しっかりした償還が進んでいけば、またこれはしっかり安

定してくると考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 交付税算入措置が控除されるわけですね。それが理解できなかったも

のですから、そのまま反映するのかと思ってたものですから、かなり大きくなるなと思って

たところですけども、そういうことであればそういった交付税算入措置がある起債を借りれ

ば借りるほど、そんなに公債費比率は上がらないということを理解できるんですけど、ただ、

今後こういった庁舎建設に限らず公共施設等総合管理計画の中でも計画をされていきますよ

ね。そうすると、その管理計画の中で進むについては約毎年度20億ほどの予算が必要だとい

うふうな話もされてますし、その20億についても地方債を発行する、それも事業債の交付税

算入については、恐らく30％ぐらいの交付税算入措置がという説明を受けとるところなんで

すね。85％、30％かなり違いがありますので、そういった分にかかってくれば、やはり今ま

でこれ以上に公債費比率は上昇するとか部分が見えてきますので、その辺は今後きちっとし

た財政運営をお願いをしたいなと思ってるところであります。 

もう一つ、歳出の中で一番気になってるのが、社会保障費ですね。社会保障費本当に年々

毎年毎年、当初予算でも増額で計上されている増加傾向にあるように思っております。29年

度の予算編成の中では、どういった点が社会保障費に影響してるのか、どのようにその辺を

捉えておられるのか、この点をお尋ねをしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

社会保障費の動向でございますが、これは、福祉サイドで扱ってます保育所、認定こども

園の運営費、それから障がい者施設への自立支援給付費等々は単価改正等に伴い、これは毎

年大幅な増加傾向にあるというのは、もう予算の審議の中でも十分御理解いただけるんじゃ

ないかと思ってます。平成29年度の当初予算を性質分類をいたしましたところ、速報値でご

ざいますけども約45億円で前年度当初と比較しまして約4.6億円の増。伸び率にしまして

11.4％の大幅な増となってます。これは、当初と当初の比較ですので、29年度の当初と28年

度の最終見込みを比較しますと、ここまではいかないと。補正予算でその分は確保していっ

てますので、ここは伸びてるのはあくまでも当初と当初の伸びということでお考えいただけ

ればと思います。 

ただし、国民健康保険事業、介護保険事業につきましても、これ社会保障に近いような形、

繰り出しをしてますので、ともにその伸びが今回微増にとどまっており、それに伴いまして、

一般会計からの操出金が伸びなかった、余り伸びなかったということが今回、予算編成を比

較的、楽にしたという言葉が適切かどうかわかりませんけども、ここが毎年伸びてたもので

すから、ここの伸びが少なかったからゆえにスムーズに予算編成がこれだけの歳出増であっ
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てもうまく編成することができたということで考えております。それでも国民健康保険事業

は平成30年度から財政運営主体が県へ移行する予定であり、標準保険料率など不透明な部分

もございますので、相対的には社会保障費の議員が申された将来予測、動向に関しましては、

明確なところで見通せないというのが実情でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 一般会計全体の中で占める割合についても、かなりの価格が占めてま

すよね。165億のうちの45億ですから、社会保障費だけでもかなり占めてると思ってます。

本当に、でもこれは当然必要な経費ですので、いたし方ない部分もあるかと思いますけども、

逆にこういった社会保障費についてもいろんな部分、努力できる部分については努力をする

箇所があるのかなと思ってますんで、その辺はそれぞれの事業事業の中でお願いをしたいと

いうふうに思います。 

もう一つは、市長マニフェストですね、今、市長マニフェストについては第五次総合計画

の後期基本計画の中に溶け込ませて実施をしてると、施政方針でも述べていらっしゃいまし

たけども、実際計画書に溶け込ませてあると思っております。そうしたら、それに関連する

予算、今回の29年度について予算の計上はどのように計上されてるのか、この点を確認をし

ておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えします。 

市長の108のマニフェストは議員も申されましたように、第５次総合計画後期基本計画の

中に溶け込ませておりまして、現在はマニフェストを実行するというよりも、総合計画、実

施計画の戦略を１つずつ形づけていくことで、市長のマニフェストの実施につながっていっ

てると、そういう状況でございます。その多くは、第５次総合計画だけではなく、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略にもあわせて位置づけられておりまして、具体的には戦略４の健

康・福祉のうち子ども・子育て支援の充実として取り組みます、これはさっきの一般質問で

も出ました、子ども医療費の完全無料化、それから戦略２教育・文化のうちスポーツ・レク

リエーションの推進の中で、東京オリンピックに向けた選手の育成として取り組みますアス

リート基金の創設、そういうものが全部は紹介できませんけども、予算が計上されてるとい

うことでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） そういうふうに少しずつ予算の中に計上されながら、マニフェストが

実証されていくという状況になろうかと思ってます。 

もう一つは、庁舎機能について、庁舎機能は今４カ所に分散されて運用されております。

やはり、そういった４カ所での業務となりますと、いろいろ全協の中でも説明があってたと



- 149 - 

ころなんですけども、やはり分散に伴う維持管理費の増加、これはかなり増加してるのでは

ないかと思っているわけなんですね。非常に気になってるところです。でも、４カ所分散し

てありますので、今はどうしようもない状況でありますけども、この維持管理費の増加につ

いて動向についてはどのようにお考えなのかお尋ねをしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えします。 

熊本地震に伴い、昨年５月の連休明けから庁舎機能を――看護学校の場合は７月からだっ

たんですけども、４つに分散して業務を行っております。もちろん、麓町本庁舎、西間別館

２つで業務を行っていたときと比較しますと、予算規摸で3,600万ほどの増となっているよ

うです。増の要因で最も大きいのが西間別館とカルチャーパレス仮本庁舎に建設いたしまし

たプレハブ等のリース料2,000万ほどあります。それから、保健センターと勤労青少年ホー

ムが事務所として入っております看護学校の借地料、これが1,000万ぐらいございますので、

こういうものが大きな増の要因となってると。ただ、さきのプレハブ等のリース料、それか

ら看護学校の借地料はいずれも一般単独災害復旧事業債100％の起債充当。要するに、被災

庁舎の対象になってると。うちは被災をしたというような状況でございますので、一般財源

の持ち出しはほとんどないということでございます。分析をしてわかった結果なんですけど、

４つに分かれて非常に電気料とかさまざまに経費が上がってくるだろうと予想しておりまし

たら、28年度の決算時点ではそこまで上がらなかったということで、28年度の当初予算並み

の経常的な維持管理運営経費でこの分散化したときの経費を賄うことができるという状況で

ございますので、これは職員の努力のたまものじゃないかというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） かなり災害復旧事業債、かなり有利な事業債ですね。聞いてみてほん

とに予算規摸で増額してますので、非常に持ち出しがかなりあるなって気にするわけなんで

すね。ところが、中身を具体的に聞きますと、災害復旧事業債の対象になるということで交

付税算入があるということで市の持ち出しはほとんどないんだという、なかなか私もびっく

りしたところなんですけど、非常に有利な事業債だなとつくづく気づかされたところであり

ます。 

もう一点は、やはり負担金等についてなんですが、一番気になるのは広域行政組合負担金

の状況ですよね。非常に今までとは、クリーンプラザの償還が終わって負担金についてはか

なり少ない金額でいくと思ってます。ただ、今後いろんな事業等の中ではそんなに下がらな

いのかなとも気になるんですよね。今後、大規模改修とか、例えばクリーンプラザについて

言いますと、15年間はまた継続しますけども、その後はまた新たな候補地、もしくは新たな

建設をしていかなければならないとそういった状況も起きてきますので、そうなりますと、

この負担金もかなり増加していくとそういった状況があると思ってます。ですので、この点
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の状況についてはどう判断していらっしゃるのか、また、特別会計の操出金の状況について

は、先ほど若干、国保とか介護等の状況を話をされましたけども、そういった特別会計操出

金の状況についてはどのように見てらっしゃるのか、この点をお尋ねをしておきたいと思い

ます。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

これも行政組合のほうにお尋ねをしましたところ、行政組合が策定いたしております中期

財政計画、平成24年度から平成33年度までの10年間でございますが、今後５年間は本市の場

合は６億5,000万から６億9,000万程度で推移をすると試算をされておるようでございます。

過去の本市が組合に出しました負担金のピークは、平成24年でございまして、これは12億円

を超える２倍ぐらいを負担しておりまして、市の財政負担の大きな要因となっていたところ

でございます。今後はクリーンプラザの建設、それから、アクアパーク、汚泥再生処理セン

ターの建設に係る元利償還が終了いたしますので、汚泥再生処理センターは平成33年度で終

了するそうですけど、これがありますので、負担金はクリーンプラザが建設される以前の市

の負担ぐらいまでに落ち着いてくるというような状況でございます。 

また、大塚議員のときにもお話しさせていただきましたが、市庁舎建設が終了する平成33

年度以降には、今度はクリーンプラザと汚泥再生処理センターの大規模改修がやはり少しず

つ出てくるということでございます。ただ、これは本市の状況を御説明してクリーンプラザ

の大規模改修もできるだけ平準化すると。単年度でどんと上がるようなことがないように、

調整をしていただくように向こうのほうとしっかり協議をしておりますので、そこまでは影

響がないんですけども、やはり負担金はこの６億9,000万ぐらいでずっといけるというわけ

ではありません。やはり、大規模改修が出てまいりますので、そこを何とか乗り切る必要が

あるんじゃないかなというふうに考えております。以上が行政組合負担金の今後の財政負担

の状況でございます。 

特別会計は、国保、介護保険の特別会計への一般会計からの操出金につきましては、これ

は先ほども申し上げましたけども、29年度当初予算は微増であったという状況で、予算編成

に及ぼす影響は避けられたというような状況でございます。ただ、国保の場合は先ほど言い

ましたように県単位への財政運営の移行、それから介護保険では2025年問題を抱えておるこ

とから確かな見通しは不可能でありまして、不透明な状況下にあるとしか言えない。それを

申し上げておきたいと思います。 

また、企業会計への操出金のうち公共下水道事業につきましては、これは宝来排水機場の

改築更新事業が予定されていること。さらに中核工業用地造成事業につきましては、土地の

売却が計画どおりに進まない場合には、造成事業に係る元利償還相当分を市のほうから操出

金に頼らざるを得ないところから、この両特別会計の負担金、それから操出金には状況によ

っては影響も出てくるというところでございます。少なくとも中期財政計画の中で行政組合
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負担金、それから特別会計の操出金についてはしっかり原課のほうと調整をとりながら明確

に数値のほうを押さえていきたいと思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 将来的になかなか安心できない状況もあるようであります。もう１点

は、先ほどちょっと話をしましたけども、公共施設等総合管理計画、これまだ現在策定中と

いう状況のようでありますが、やはり、これもちょっと気になるんですね。この総合管理計

画との調整はどうされるのかなというのが、これも気になってます。調整をされてるのかど

うか、今後されるのか、もしくはこの計画をどのように予算との関係で入れ込んでいかれる

のか、これも非常に気になるところなんですが、いかがお考えでしょうか。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

公共施設等総合管理計画につきましては、午前中の仲村議員の一般質問でもお答えをさせ

ていただきましたが、今後、下位計画となります個別施設計画を策定すると、各部との調整

を今後行わなければならないと考えております。具体的には、土木系の公共施設を例にとり

ますと、例えば橋梁関係につきましては、平成22年度に建設部が策定しました橋梁長寿命化

修繕計画に基づき、現在は整備を進めていっておりますので、財源等々の確保につきまして

はうまくいってるという状況でございます。 

ただ、問題なのはカルチャーパレス等々の施設整備改修工事、今回当初予算で6,700万円

の大ホールの屋上防水工事の予算化をしております。現在では、これには市債を充てており

ますけど、これも午前中の仲村議員の質問の中で出ましたように、新たな起債が今度国のほ

うでできました。公共施設等適正管理事業債というのがありますので、これを使えば90％の

充当率、そしてその30％は普通交付税で元利償還のバックがあるということで、これは５年

間に限られていますけども、有効に使わないと非常にもったいないということもございます

ので、そういうさまざまな状況の中で、計画をまずは立てて、そして最終的には数値目標と

いうのも質問で出されましたけども、状況的にその方針に従って適正に市債を発行していっ

て対応をしていくと。それを今後指針にしていきたいというふうに考えておるところでござ

います。何はともあれ、国のほうもやはりこのほかに本市のように熊本地震で被災した庁舎

だけではなくて、昭和56年以前に建てられた庁舎、要は本市みたいな庁舎がいっぱいあるん

ですよね。たまたま本市の場合は熊本地震で被災を受けた関係でその有利な起債を発行して

いただくような状況ができたわけですけども、それでも地震がないところ、通常に古いだけ、

老朽化している庁舎を建て直すための制度も地方債制度も今度新しくでき上がっております

ので、こういうものもしっかり利用させていただきながら、できるだけ地方債は発行するけ

ども、そういう有利な地方債もできるだけ選択していくと。それが国との調整が出てまいり

ますけども、そういうスタンスで今後はやらせていただきたいと考えております。 
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以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 個別管理計画については、新たにそういった個別計画を総合管理計画

の中で、また個別計画については新たにつくりながら、それを管理計画の中に入れ込んでい

かないかんのかなと思っておったものですから、例えば今話されましたように今まで市が策

定しているそういった長寿命化計画とかそういった部分がそのままそれが個別計画につなが

っていくということで、ある程度そういった今まで計画としてされてきている部分について

はかなり事業としては進みやすい状況がありますよね。その辺は、私が勘違いしてました。

安心したところです。そういうことに当たって、５年間のそういった猶予期間、これについ

ては恐らく５年間で終わることはないのかなって、やっぱり、継続、延長、延長でいくのか

なと思ってますんで、安心をしたところなんですけども。そういった中できちっとした計画

を立てて、取り組みはする必要があるかと思っています。 

あと、今回の施政方針の中では、先ほど言いましたように市長がかなり踏み込んで述べて

おられます。その中で予算との関係なんですけども、景気対策それから雇用対策関係、これ

の取り組みについての予算はどのように今回反映をさせておられるんでしょうか。これをお

尋ねしておきたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

まず、雇用対策でございますが、昨年度策定いたしました、人吉市まち・ひと・しごと創

生総合戦略のうち、本市に仕事をつくり、安定した雇用を創出するという基本目標に従い、

250名の新たな雇用創出を目指すことになっております。具体的には施政方針においても御

説明いたしました起業創業・中小企業支援センター、仮称ですが、設立のための準備経費を、

また、スマート林業関連ではもうかる林業の仕組みを確立し、雇用創出につなげるため、木

材産業活性化に向けた流通システムの構築を図ることとしております。それでも依然として、

事業の展開が飛躍的に進んだということではございませんので、企業誘致への積極的な取り

組みは言うまでもなく、今後新たな一手を矢継ぎ早に打ち出していく必要があると存じます。 

次に景気対策でございますが、直接な景気の対策ということでは、地方にとってはやはり

公共工事であり、新市庁舎建設関連事業、交付金事業を含む道路新設改良費の拡充や広域行

政組合受託事業、いわゆる条件整備、そして、スマートインターチェンジ整備事業の本格化、

曙橋の大規模改修へ着手してまいります。ここ数年で取り組んでまいりました都市計画公園

や橋梁、市営住宅等の長寿命化についても公共施設の更新として先行的に行ってきたもので

ございますが、前述しました公共施設等総合管理計画策定後は、施設ごとの個別計画によっ

て、さらに年次的に本格化していくことになります。 

また、今回の熊本地震の経験から地震への備えという点でもこれまでにはないマンホール

トイレ、非常用の受水槽の設置などへの取り組みを行ってまいります。一方、仕事をつくる
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といった部分も間接的かもしれませんが、景気を支えるものだと考えておりまして、スマー

ト林業の取り組みにおける新たなビジネスの構築を初め起業創業支援や、中小企業支援への

着手についても最終的には地域経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 今後は本当にかなり景気対策についてもいろんな公共工事等が庁舎建

設、スマートインターチェンジの整備と、かなりの公共工事が入ってきますので、かなりの

景気対策につながるのかなとは思ってるところであります。 

またもう一つは、移住定住の施策、これの推進。それから人口増のための具体的な対策、

これも施政方針できちっと市長の重点施策の１つであるということで述べてらっしゃいます

けども、これについてはどのようにお考えでしょうか。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

移住定住の促進は人口減少社会への対策として策定した人吉市まち・ひと・しごと創生総

合戦略の柱の１つであり、平成28年度から地方創生推進交付金を受け、人吉賑わい創出事業

として取り組みを進めているところでございます。この総合戦略において、基本目標に本市

への新しいひとの流れをつくるとして、人吉球磨の日本遺産を中心とした観光振興と、交流

促進や多様な交流による移住定住の促進が掲げられております。これは日本遺産を核に新た

な人の流れ、交流を促進することにより、人吉の認知度を上げ、本市のファンをふやしてい

くことで移住・定住者の確保につなげていこうというものでございます。このような総合戦

略に基づいた本市の移住定住促進についての方針として、まずは日本遺産を切り口とした観

光資源の活用や旅カフェによる情報発信と交流の受け皿をつくり、さらには広域行政組合や

郡市町村と連携した広域観光を進めていくことで本市の交流人口をふやしてまいりたく存じ

ます。そして、東京など都市部で開催される移住定住相談会への参加や、移住定住ポータル

サイトを活用した情報発信による本市への移住希望者の掘り起こしを進め、実際に移住をさ

れる方への支援策として各種助成制度の整備を進めてまいります。移住を検討される方にと

っては住居、仕事、子育て、教育環境、医療や福祉の充実など、生活に関する全てが関心事

であると言っても過言ではありません。移住定住施策は市民生活の全てが対象と言ってもよ

く、その促進をしていくためには庁内各課と連携をし、互いに協力しながら進めていくのが

重要と考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 歳出の面から、多岐にわたってさまざまな予想されるような財政課題

について質問してきたところなんですね。これだけではありませんけども、こういったさま

ざまに今質問しました財政課題について、この平成29年度の予算編成を通してしたところな
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んですが、やはり、今後はそういった部分をきちっと中期的展望を立てて、財政見通しをつ

けていくのが重要かと思っております。きょうの新聞記事にも熊本県も財政の中長期試算を

やって行うというようなことで、５年ぶりにそういった試算公表をするということで記事が

載っていたみたいであります。これも県議会の一般質問の中で答弁をされてるようでありま

すが、こういった中長期的な財政展望、財政試算は常に必要なことでありますので、改めて

こういった29年度の予算編成を通した中での中期的な展望をどのように考えていらっしゃる

のか、最後にお尋ねをしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

日本の財政に対する国際機関の見方という観点から、平成27年11月９日付、ＯＥＣＤエコ

ノミック・アウトルック98における日本への提言がなされていますが、その中に財政目標を

達成するための詳細かつ具体的な戦略なしには、日本は財政の持続可能性に対する信認を失

うおそれがあり、それは引いては金融部門や実体経済を不安定化させ、世界経済に大きな波

及効果をもたらすおそれがあるという一文があります。これは我が国へ警鐘を鳴らす一文で

ありまして、将来の我が国の財政見通しは決して安閑としていられないということが読み取

られるのではと存じます。当然のことながら地方財政は国の財政状況に左右されることは言

うまでもありませんが、特に地方自治体の主要一般財源でもあります将来の財政の見通しを

していく上で最大のキーポイントは、交付税、地方交付税の動向は非常に気になるというと

ころでございます。地方交付税の安定的な確保がままならない状況下におきましては、特に

人口減少、少子高齢化が急速に進んでいる自治体単体での財政運営は非常に厳しくなるので

はと危惧されておりまして、それゆえに今後も国の財政状況を常に注視するとともに、総務

省の地方財政対策にも目配り、気配りを怠らないということが今は肝要ではないかと存じま

す。 

平成29年度一般会計予算は、市政施行初めて、当初予算において160億円を超しまして、

ここ数年、庁舎建設が落ちつくまではこの状態は続いていくものと予想をいたしておるとこ

ろでございます。ただ、29年度の当初予算の財源内訳のうち、一般財源で比較いたしますと、

平成28年度と比較いたしまして、約1,700万円しかふえてないと。これは先ほど議員が少し

感慨深そうにおっしゃいましたけども、要はそれだけ財源的なことを考えて、庁舎にも取り

組んでいく計画があると、そのあかしでございますので、私も最終的に集計をとって、財政

課長のほうから1,700万円ぐらいの増額で今おさまってますので、これでいいんじゃないで

すかというような報告を受けて、最終的に三役査定に持っていったというような状況でござ

います。庁舎建設に際し有利な市債、一般単独災害復旧事業債、これをしっかり使っていく

ことによって、何とか庁舎建設は進めていくことができると考えております。 

ただ、最終的には財源調整のための３億円の基金の取り崩し、こういうものを行いました。

そして、今後社会保障費を中心にまだまだ流動的なものもございますので、しっかりこの辺
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は中期財政計画の中で数値を押さえていかなければならないというふうに考えております。

29年度から33年度にかけて、多額の一般財源を必要とする事業、これは他の部署との事業調

整に入りますけども、そういう庁舎をつくってる間は一般単独事業でやる事業には余り取り

組まないと。要するに、必要最小限度に押さえる。そして国庫補助事業であっても国庫補助

裏に市債を充当する、そういうものを優先的にとっていくと。とれない事業については、で

きるだけ庁舎が完成した後に引き延ばすそのための手だてを講じると、そういうことを事業

部門ともしっかり今後協議をしてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） かなり、本当に一般財源で1,700万しかふえてないと。意外とびっく

りなんですね。11億もふえていながら、その中の一般財源1,700万しか増額してないって、

本当にこれは執行部がそれだけきちっと交付税措置の部分はかなり活用しながらいろんな部

分を調整をされた努力かなとちょっとびっくりしたところであります。 

ただ、こういった部分についていろんな角度から質問をして理解を深めないといけないと

思ってますんで、今後も機会ある度にこういった予算のあり方、また予算編成等について深

く質問を機会があればしていきたいというふうに思っておるところであります。以上でこの

項目については終わりたいと思います。 

次に、国民宿舎の今後の活用についてということであります。 

これにつきましては、昨日新聞にも掲載されておりましたし、12日でくまがわ荘の営業等

は終了するというようなことで掲載されてましたし、非常にこう惜しむ声が多いというよう

なことで記事を読んだところであります。 

平成29年３月末日をもってくま川下り株式会社によるくまがわ荘の指定管理が終了すると

いうことなんですね。それに伴って４月から運営が再開されるまでの間については温泉だけ

の運営を行うか否かの判断が必要となった中で両者の比較検討を行った結果、温泉だけの運

営は行えないというような結論に至ったということを２月16日に行われました協議会、それ

から全員協議会において報告があったところであります。 

そのような結論を導き出すまでに経過の中で掲載してありましたように、検討会議もしく

は作業部会においてさまざまに議論をされながら、そういった結果を導き出されたというこ

とであります。 

今回はその具体的な論点を含めて質問を行いたいというふうに思ってるところなんですが、

まずは改めて整理をしておきたいというふうに思っております。 

国民宿舎くまがわ荘の開業当初から現在に至るまでの歩み、それから利用者数の推移もし

くは収入の推移、営業収支の推移についてまずお尋ねしておきたいと思います。 

○経済部長（福山誠二君） 御質問にお答えいたします。４点、御質問いただいております。 
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まず、歩みということで、国民宿舎くまがわ荘の沿革ということで御説明申し上げます。 

国民宿舎くまがわ荘は、昭和39年に開業いたしておりまして現在53年が経過いたしており

ます。開業当時から市の直営施設として運営してまいったわけでございますが、開業から平

成７年までの31年間この中で実質単年度収支赤字が11回に及んだということがございました。

このことから平成７年になりますが、国民宿舎存続検討委員会が設置されまして宿舎を存続

させるか否かということで検討いたしたところでございます。その結果といたしまして平成

８年の３月定例市議会におきまして、当時は福永市長でございますが、３年をめどに廃止す

るという明言がございました。最終的には結論が出ずに、これが翌９年の３月定例市議会に

おきまして民間委託の方向でいくという方針に変更された経緯がまずございます。 

その後、平成11年でございますけれども、くま川下り株式会社を民間委託の相手方として

決定いたしておりまして、平成18年に指定管理制度に移行後も引き続き同社に運営をお願い

いたしておるというところでございます。 

そのようにくま川下り株式会社に経営が移った後も赤字が続いておりまして、昨年９月５

日でございますが、これも最近逐次皆様方にも御説明しておりますが、同社から施設の老朽

化及び業績不振が継続したということが理由ということで、平成29年度以降の更新を行えな

い、こういった旨の申し入れがされたところでございます。 

これを受けまして、11月28日でございますけれども、設備投資を最小限に抑えつつ観光施

設として最も有効的な利用方法を検討及び協議するということが目的なんですけども、これ

を目的といたしまして国民宿舎くまがわ荘における観光施設利活用等検討会議を庁舎内に設

置したわけでございます。現在、作業部会も設置いたしておりまして、これで検討も含めま

して協議を重ねているところでございます。 

今のところが、歩み、沿革でございます。 

次の御質問の利用者でございますが、この推移で見てみますと、指定管理者制度に移行い

たしました平成18年度から見てみますと、平成18年に年間8,681人でありました宿泊者数、

これが徐々に減少いたしておりまして、10年後の平成27年度には4,871人と、44％の減でご

ざいます。一方、温泉の利用者数でございますけれども、平成18年度が9,218人でありまし

た。これに対しまして平成27年度は１万7,937人と逆に94％の増となっているところであり

ます。 

それから収入の推移でございますが、平成18年度に純売上額が１億1,242万3,000円でござ

いました。これに対しまして、平成27年度には6,785万4,000円と約40％の減となっておりま

す。 

最後に収支ということで、営業収支の推移でございますけれども平成21年から平成27年ま

で７期連続の赤字でございまして、過去５年を見ますと平均900万円以上の赤字となってい

るところでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 大変厳しい営業だったなというふうにちょっと気になったところなん

ですね。本当に国民宿舎の沿革見てみましても、私はその平成７年、８年職員時代でしたし、

廃止のときも、私もいろいろと組合の役員をしとったもんですから、交渉等でいろいろと発

言したことをちょっと思い出したところであります。 

あと、２点目に、これまでかなり減少はしてきとったんですが、そのくまがわ荘が及ぼし

た経済波及効果、これについてはどのように検証されてるのかということでお尋ねしておき

たいと思います。例えばその観光消費額の推移から見てどのような影響があったのか、この

点をちょっとお尋ねしておきたいと思います。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

波及効果ということで、観光消費額の推移でお答えさせていただきますが、この推移を見

てみますと平成23年度が9,482万9,000円でありまして、これが年々減少いたしまして平成27

年度は6,992万8,000円となっておりまして、この推計観光消費額の算出方法ですが、これち

ょっと申し上げておきます。 

熊本県の観光統計に準じて出しておりまして、くまがわ荘の宿泊料金の基準額が4,860円

でございます。これに飲食費やこの圏域だけで使えます交通費、それとか商品購入、お土産

代とかになりますが、それにそのほかのお金を足しまして出したのが平均消費額。これにく

まがわ荘の宿泊者数を乗じて出した値でございます。 

くまがわ荘の宿泊者数、これは減少はいたしておりますが、平均して約7,000万円の消費

を生み出している。こういうことから推察いたしますと年間5,000人から7,000人の宿泊、こ

のように減ったという推移の中ではございますが、本市の経済に及ぼす影響というのは少な

からずとも貢献をしていたのではないかと、私どもはそのように判断いたしております。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 減少しながらも経済波及効果については少なからず影響があったと、

やっぱり国民宿舎が及ぼす影響についてかなり影響があったのかなと推定できたわけですけ

ども、ただやっぱり今の現在の旅行形態の変化ですよね、もしくは市場動向についてはかな

り変わってきてると思ってるんですよね。ですのでその辺の旅行形態の変化とか旅行市場の

動向について、これについてはどのように今認識をされていらっしゃいますか。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

現在の旅行形態と旅行の市場動向、この変化ということでございますので、大きく４つの

傾向が見て取ることができます。 

まず１点目ですが、国内旅行者数が減少傾向にあるということがございます。これは日本
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旅行業界の調査でございますけれども、国内旅行の国内宿泊旅行者数、これが1990年までは

緩やかに増嵩していたと、その後は横ばいもしくは微減でございます。こういう傾向に変わ

ってきたということでございます。 

旅行の形態につきましてもかつては社員旅行の団体旅行、こういったのが主でございまし

たけれども、インターネットの普及が著しい昨今でございますので、情報の収集から宿泊施

設の予約までが簡単にできるということもありまして、個人旅行が主流になってきたという

ことでございます。 

それから４つのうちの２点目でございますけども、旅行者のニーズが二極化したことが挙

げられます。最低限のサービスで安価な宿泊施設を選ばれる層、安いところでいいんだとい

うところと、それとは逆に豪華な施設で高級サービス、こういうのを受けることができる高

価な宿泊施設を選ばれる層という、この二極化になっております。 

安いところで前者を例にとりますと、外国人観光客、こういった方のいわゆるバックパッ

カーですね、こういったとこのゲストハウス、こういうのがございます。ゲストハウスでは、

ただアメニティサービス、こういったものを省いた素泊まりの宿泊施設ということでござい

ますので、トイレや風呂、台所、こういったのを共同で利用するため、一泊当たりの単価が

非常に低く設定されております。また後者の高いところでございますけど、高い宿泊施設に

つきますと、これは一泊数万円を超えると、中には列車の中では100万円を超える、今度新

しく列車が走っておりますけども。そういったぐあいに予約が取れなくても、高くても人気

があるという、そういうところも存在いたしております。 

それから３点目でございますけども、旅館の減少がございます。旅館は老朽化もございま

すし、またビジネスホテルとの競合による経営難という、こういう問題もありまして廃業が

増加しているところであります。 

厚生労働省が発表いたします衛生行政報告例によりますと平成18年度には５万4,100軒の

旅館があったわけですけれども、これが平成27年度末には約４万700軒と10年間で約１万軒

以上が廃業している状況です。こういう中で例えば国民宿舎を例にとりますと、平成元年ぐ

らいにはこの熊本県内には10軒ほどあったわけなんですね。そこで１つの連絡協議会とかご

ざいましたが、現在は山都町の通潤山荘とこの国民宿舎くまがわ荘、この２軒になってしま

ってると、このように減少しているわけでございます。 

それから４点目でございますけども、外国人旅行者の増加がございます。観光庁の発表に

よりますと2015年度の国内への外国人の旅行者、これが約1,973万人でございました。前年

度比でいきますと143％と大変増加いたしておりまして、日本政府の目標といたしましては

これが平成32年までには年間4,000万人を目指すということになっているところでございま

す。特にクルーズ船が非常に多くなっているというところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） かなり旅行形態が変化してきた、そういった中で、例えばそういった

旅行形態が変化してきた中でくまがわ荘を利活用する際、問題点がどういうようにあるのか

ということが一つは考えなきゃいけないと思うんですね。例えばやっぱり、今のくまがわ荘

を利活用する場合の問題点をどう把握しているのか、例えば施設の老朽化とか抜本的な改修

計画とか、温泉源とか耐震性とかいろんなものがあると思いますけども、その点についてど

のように把握していらっしゃるでしょうか。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

利活用する場合の問題点ということでございますが、今後最も頭を悩ませる問題、これ今

議員御指摘のように老朽化でございます。昭和39年建設後、53年が経過いたしておりますこ

とから施設の老朽化が進んでおりまして、特に雨漏りや外壁の剥離でございますね、これが

最近は最低限の改修しか行ってこなかったということもありまして、今後長期的に活用する

ことを検討いたしますと、いずれ抜本的な改修が必要になると予測されまして、多大な財政

負担も考えられるところであります。 

例えば、くまがわ荘の長寿命化のためには屋上の防水、これ例えばでまだ正確に算定した

ものではございませんが、この防水工事約1,500万ほど、それから外壁の改修に約2,800万、

それらの工事設計業務委託も必要ですのでこれが900万ほど、合計で5,000万円以上の額がか

かるのではないかと、これあくまで試算でございます。 

そのほか、各施設の老朽化も進んでおりまして、いつどこの設備が故障するか、少しこう

いうところも見ていかなければならないという現状がございます。 

いずれにせよ、これからくまがわ荘の利活用を考える上でございますけれども、老朽化し

た施設、設備の大規模改修というのは避けて通ることはできないという、喫緊の問題である

ものと存じております。 

また皆様方もよく利用されますのでよくおわかりかと思いますが、客室にトイレがないと、

それから全室が和室である、こういったものは先ほど旅行の変化と一緒に時代の流れととも

に変化してきましたこういった宿泊所に求められているニーズ、これを満たした施設が更新

できていないという問題もあるわけでございます。 

こちらもくまがわ荘の利活用を検討する際には大きな障害と言いますか非常に検討しなけ

ればならない問題であると、そういうふうに存じております。 

また、耐震でございますけれども、こちらにつきましては平成26年度に耐震補強工事を行

っておりまして耐震性は確保されている状態でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 非常にこう老朽化が問題であるということですが、例えばその国民宿
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舎の長寿命化計画を作成して、例えば先ほどから話してます公共施設等総合管理計画の中に

入れ込んで、その中でどういった形で長寿命化計画をするんだということも一つ考える必要

があると思うんですよね。そうすることによって例えばそういったある程度の事業債が、交

付税算入がありますから、それも勘案しながらどれだけの財源を計画的に打ち込むことによ

って、どういうふうな改修ができるということを計画することも必要かなというふうに思う

わけですよね。そういった計画をぜひしていただきたいなというふうに思ってるところであ

ります。 

そういったいろんな問題点を今聞いてきましたが、先ほどから言ってますようにそういっ

たいろんな今後活用する部分を含めて若手職員による作業部会においていろいろ議論をされ

たというように聞いたところなんですね。ですのでそういった作業部会において議論された

部分についてちょっとお尋ねしておきたいと思ってるんですが、その開催状況とか具体的に

どのような意見が出されたのか、問題点をどういうふうに把握したのか、もしくはくまがわ

荘の今後の活用案等について、どのような意見等が出たのか、これを具体的にお尋ねしてお

きたいと思います。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

作業部会での議論状況ということでお答えいたしますが、平成28年11月28日に国民宿舎く

まがわ荘における観光施設利活用等検討会議を設置いたしまして、第一回検討会議の中で活

用方針については作業部会をつくると、このように検討することで決定いたしまして、作業

部会でございますけれども、これは12月14日それから12月21日、１月19日と３回開催いたし

ております。くまがわ荘の利活用、宿泊料金基準等について議論をいたしたところでござい

ます。意見ということで、中から出ました意見でございますけれども、各メンバーからは例

えば少年野球等の合宿所、こういうものとしての活用はどうかというのもあります。それか

ら、観光協会の事務局としての活用、今ＭＯＺＯＣＡに入っておりますけれども。それから

サテライトオフィスとしての活用、これ企業等にということでございますけれども、そうい

った活用案についての意見、それから施設の老朽化を心配する意見、これやはり出ておりま

す。 

それから低料金で利用できる施設、宿泊にお金をかけたくない、そういった層のターゲッ

トですね、例えばラフティングで泊まってそのままラフティングするとか、そういうのにな

りますけれども、そういった料金に関する意見、こういったところでさまざまな意見が出て

いるところであります。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 非常におもしろい、いろんな意見がでたように今思ったところなんで

すが、ただそういった作業部会でそういったいろんな意見を出した、その分を恐らく上部機
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関と言いますか検討会議の中で議論をして、そして取りまとめたというふうに思ってるんで

すね、検討会議の中で議論されて結論は出されたわけですよね、一番最初に話をしましたよ

うに、４月からの方法については出された。ただその検討会議の中でどのような議論をされ

たのかというのも必要かなとちょっと思ってますんで、その検討会議における審議状況、こ

れどうだったのか、またその具体的な活用案等についてはどういうふうにまとまったのか、

この点はどうでしょうか。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

国民宿舎くまがわ荘について検討会議の議論状況、それからどうまとめたかということで

ございますが、検討会議につきましては11月30日それから12月15日、１月６日、１月26日、

２月22日と５回開催いたしております。 

作業部会、先ほど申し上げました作業部会から上がってまいりました、くまがわ荘の活用

方法についての分析、それから再開までの温泉施設の運営方針等、これについて議論してま

いったところでございます。 

その中でくまがわ荘の活用案についてでございますが、作業部会からの活用案について協

議しました結果、設備投資を最小限に抑え観光施設として最も有効的な活用方法という前提

のもとでございますけども、１つ目が宿泊施設として指定管理者を募ると。それから２つ目

に、運営スタイルは温泉プラス宿泊であると。それから３つ目、顧客ターゲットは低料金の

利用者層と。それから４つ目が国民宿舎の冠を外して施設名を自由にできると。こういった

４つの方針からなる活用方法、１つは今のところまとめたところでございます。 

現在は宿泊施設に限らず、いわゆる経済効果を生む施設である。先ほど申し上げましたい

ろんな案が出ておりましたので、そういうところもやはり経済的なものがあるのであればそ

こも検討したほうがいいんじゃないだろうかというところで、活用法がほかにないか、これ

を検討を続けているところであります。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） まだ、検討会議の中ではさまざまな活用法を検討されてるというよう

なことですよね。そのような中ちょっと私が気になってるのは、同じくその２月16日の全員

協議会において説明あった件なんですね。 

旅カフェ事業の仕切り直しをするというような報告があったところなんですが、その中の

説明では、予算については地方創生拠点整備交付金の内示があっているために、今議会に28

年度補正予算として追加提案をしたいというようなことだったわけですよね。またその設置

場所の候補地としては市有地が中心となると、既存の施設を活用するというようなことから

石野公園、それから城見庭園、国民宿舎くまがわ荘の３候補地を選定して今検討してるんだ

というようなことで報告があったと思っております。 
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それぞれのその３候補地についてはそれぞれのメリット・デメリットがあろうかと思って

るんですけども、ただ時間的には余裕がないように状況を受け取ってますので、なるべく早

急にやっぱりそういった候補地を選定する。そしてきちっとした変更申請を行う、そういっ

た必要に迫られてきてるのかなってちょっと思ってるところなんですね。 

ですので例えばその３候補地を今の中で検討されておりますが、例えば石野公園、城見庭

園、国民宿舎くまがわ荘とこれをそれぞれで見た場合に、これは私の見方なんですけども、

私の見方で例えば消去法でこう見ていった場合に一番残ってくるのは、私の考えでは最適地

は国民宿舎くまがわ荘になるのかなって、私はちょっと思うんですね。いろんなことを考え

た中で。ですのでやっぱりこういった恐らく今議会中にそういった予算を追加提案されて、

取り組みをされるということですので、この点についてどうお考えなのかなってちょっと聞

いておきたいなって思ってるわけですよね。くまがわ荘に旅カフェエントランスセンターを

設置する考えはないのか、これ改めてお尋ねしておきたいと思います。どうお考えなのか。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

議員申されますように国の地方創生拠点整備交付金を活用した拠点整備事業で、今仕切り

直しということで国の内示がまいりまして、場所は現在未定というところで内閣府のほうに

状況をお話しして、内示はしますということで補助申請はしてくださいということで、場所

未定で今補助申請を行ったような状況です。ただ期間的には遅くても５月の連休明けぐらい

までにはしっかり場所を決めてやっていってくださいよということでお話をいただいており

ます。というのが、この事業が28年度の事業でして、翌年度に繰り越しをして少なくとも29

年度中には事業を完了させなければならない、供用開始まで含めて時間がないわけでござい

ます。 

そういう状況の中で市有地を、当初の申請は市有地でなかったわけなんですけど結果的に

事業をやっていく上で、さまざまな設置条例等々をつくっていく上ではやっぱりこれは当然

市の持ち物の中でやっていかなければさまざまに影響が出てくるということもございまして、

現在市の持ち物、建物それから土地を含めて調査を行ってると、それは今議員が申されたこ

とと同じでございます。 

候補地としてはクラフトパーク石野公園、普通財産で今管理をしております城見庭園、旧

中津留美術館ですね、それと今議員も熱くおっしゃっていただきました国民宿舎くまがわ荘、

この３カ所を今のところ絞り込んで協議をいただいておりますけども、きのうちょうど総務

文教委員会でこの話をさせていただいたときに、もう１つ案が出たんですけども、これは今

度全員協議会で少しお話をさせていただきたいと思いますけども、これは駅周辺等々も十分

その候補地として可能性は高いんじゃないだろうかというようなお話も、総務文教委員会の

議員さんから出て、現在３プラス１というような状況で、少し選択肢がふえているような状

況ですけども、その中でも今、一つずつを分析しながら点数をつけるということじゃなくて、
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例えば旅カフェエントランスを開設したときに、じゃあどこが一番最もふさわしいのかとい

うようなところに視点をおいて、さまざまな角度から現在企画それから経済部それから教育

部等々とですね３者で今さまざまな検証を行ってるというような状況でございます。 

ただ時間はないというのが、これは本当に本音でございまして最終的な旅カフェの整備箇

所を議論しながら、議会にも御相談申し上げながら、しっかり事業の組み立て、事業費の算

定まで考えますと３月いっぱいには場所を決めないといけないとそういうような状況まで今

なっておりますので、そういうことを視野に入れながら、時間はそんなにありませんけどや

っていきたいと思ってます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 今の話を聞いてますと、３月いっぱいに候補地を決めなければいけな

い、選定しなければいけない、本当にこう時間的余裕がない、猶予なしというふうな状況に

追い込まれてきてるのかなってちょっと感じたところであります。 

この旅カフェについては市長も熱い思いを持っていらっしゃるように、先ほども答弁のあ

ったところなんですけども、やはりこういった状況の中で、早期に決定していく、これにつ

いては市長としてのトップリーダーとしての判断もこれは必要になるんじゃないかなって私

は思ってます。ですので、市長はどのようにお考えか、この点をお聞きしたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） 御質問にお答えいたします。 

日本遺産のエントランスセンター旅カフェにつきましては、当初の予定地の変更等々によ

って、議員各位、関係者の皆様に多大な御心配、御迷惑をおかけしており、まずもっておわ

びを申し上げます。 

多くの自治体では人口減少という問題は避けられない状況でありますが、いかに定住人口

を維持し、外部からの人の流れをつくるかが今後の地域経済に大きく影響する部分だと認識

をしております。 

その方策の１つとして日本遺産を活用した地方創生事業への取り組みがあり、日本遺産エ

ントランスセンターでもある旅カフェの設置は、私としても大きな期待を寄せておりますし、

先ほど来、御質問をいただいております人吉球磨一帯が日本遺産という共通したテーマを持

って、広域観光に取り組む大きな一歩であるという点でも大変意義あるものと考えておりま

す。 

本市にとりましても、日本遺産の認定効果を最大限活用し、情報発信拠点及び交通拠点と

して、また新たな人吉スタイルの発信基地として整備をしていきたいと考えております。そ

のためにも旅カフェの開設場所は笹山議員にも御提案をいただきましたが、非常に重要な部

分でございますので、今後慎重かつ早急に決定しなければならないと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 時間的に言うと本当にないというふうに感じましたので、また市長も

熱い思いを持っていらっしゃるようでありますし、やはり答弁されましたように初めて球磨

圏域が１つになった事業として取り組んでいく、これ非常に球磨圏域のこういった今からの

広域的な取り組みについては、非常に重要な施策の１つだと思っております。 

ぜひこれは成功させてほしいなというふうに思ってるんですけども、これは本当に時間が

ありませんので、関係機関で十分なやっぱり検討をされながら、きちっとした結果を導き出

していただきますように、そして事業がもう28年度補正予算として提案されるわけですから

29年度１年間しか事業の予定がないということですので、このことも十分に勘案しながらお

くれることがないように事業を遂行していただきたいなというふうに思っております。なる

だけ早目の候補地選定、それから事業計画をつくっていただきますようにお願い申し上げて

一般質問を終わります。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

○議長（田中 哲君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

午後５時36分 散会 
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午前10時 開議 

○議長（田中 哲君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

議事に入ります。 

本日は、昨日に引き続き一般質問を行います。 

議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

日程第１ 一般質問 

○議長（田中 哲君） それでは、これより一般質問を行います。（「議長、２番」と呼ぶ者

あり） 

２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君）（登壇） おはようございます。２番議員の宮原です。それでは、通告

に従いまして質問をさせていただきます。 

まず１点目に、企業誘致からサテライトオフィス誘致について、２点目に、子育て支援か

ら子育て世代包括支援センターについて、３点目に、観光振興から石野公園「道の駅」構想

について、そして４点目に、施政方針より外国人に優しいまちづくりについて質問をさせて

いただきます。 

それでは、１点目の企業誘致からサテライトオフィス誘致について質問をいたします。 

現在、政府は働き方改革の一環として、テレワークシステムの導入を推進しております。

テレワークとは、ネットなどの情報通信技術、ＩＣＴを活用し、本社などから離れたところ

で仕事をするという新しい働き方であります。例えば、自宅にいながら会社と連絡をとり、

仕事を進めるという在宅勤務、出張や移動中にネットを利用して仕事を進めるというモバイ

ルワークなどがあり、企業側はコストの削減や生産性の向上、また、労働者は通勤時間の削

減やワーク・ライフ・バランスの向上など、両方に利点が得られると言われております。 

そのテレワークシステムを地域活性化につなげようと、サテライトオフィスを誘致する自

治体がふえており、政府もその取り組みを後押ししています。サテライトオフィスとは、テ

レワークの働き方の一種で、本社以外の場所にオフィススペースを構えることで、わざわざ

本社に行かなくても近距離のオフィススペースで働くことができるものであります。 

サテライトオフィスを誘致した自治体では、移住者や地元雇用者の創出、遊休施設や空き

家の利活用、観光ＰＲ等に成功している自治体があり、また、サテライトオフィスを開設し

た企業においては、豊かな自然環境の中で仕事をすることにより、心身の健康によい効果を

もたらし、また、通勤時間が短縮できることにより家族サービスをする時間がふえたなど、

社員の満足度が向上することで個々のモチベーションが上がり、また作業効率の向上も期待

できることから、地方でのサテライトオフィス開設に興味を示している企業も多くあると言
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われております。まさにウイン・ウインの関係をつくっていると言っても過言ではないサテ

ライトオフィスは、今後もますます注目されると予測できます。 

そこで、議員時代に美波町、神山町へサテライトオフィスを視察されたことがある市長へ、

サテライトオフィスへの考えやサテライトオフィス誘致についての考えをお尋ねいたします。 

○市長（松岡隼人君） 皆さん、おはようございます。お答えいたします。 

サテライトオフィスの本市への誘致についての御質問ですが、近年注目されている新たな

働き方、また、企業誘致の手法の１つでございます。具体的には、企業本社などの本拠地は

そのままに、通信設備を備えた遠隔勤務、リモート勤務が可能な地方部において、衛星のよ

うに存在するオフィスを設置する誘致の手法であり、私自身非常に興味のある分野でもござ

います。 

最近の国内の動きといたしまして、徳島県神山町を初めサテライトオフィスの誘致に着目

する自治体は、北海道北見市や和歌山県白浜町など増加傾向にあり、近隣では、宮崎県日南

市におきまして、シャッター商店街の空き店舗にＩＴ企業のサテライトオフィス誘致に成功

され、雇用に際しても地元の方を採用されているようでございます。また、総務省におきま

しても、地方創生の主要施策の一環として、地方部での実証事業を推進しているところでご

ざいます。 

ここで、都市部の企業が地方にサテライトオフィスを構えるメリットを幾つか上げてみま

すと、まず１点目に、オフィスの賃貸料や人件費といった固定経費の削減が考えられます。

ＩＴツールを駆使して、遠隔でありながらコミュニケーションを図ることで、東京を初めと

する都市部と地方部とで同じ業務ができるのであれば、都市部にオフィスを構える必然性が

ありませんので、比較的オフィスの賃貸料や人件費が安い地方部においてコストを抑えた企

業経営が可能になるかと存じます。 

２点目に、地方部にサテライトオフィスがあれば、本拠地のオフィスが台風や地震といっ

た自然災害などで被害を受けてもバックアップが可能であることから、リスク分散を図るこ

とができます。 

３点目としまして、ＩターンやＵターンを希望する人がふえている中、地元での就職を希

望している人も呼び込め、また、卒業と同時に都市部へ流出する高校生が地元にとどまるこ

とで、人材確保の競争が激しい都市部よりも地方のほうが人材が確保しやすいというメリッ

トも地方部における強みかと存じます。 

そして何よりも、議員もおっしゃいましたように、時間の効率化と社員の働きやすさ、暮

らしやすさがございます。総務省統計局の平成28年社会生活基本調査によりますと、東京都

市部においては通勤時間に平均２時間近くを費やしているようであり、働く人々にとって心

身的に大きな負担のようでございます。これが、地方に拠点を構えることが可能になれば、

通勤に費やす時間を省くことが容易になり、通勤時間のカットによる時間の有効活用も可能
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になろうかと存じます。 

また、社員の働きやすさ、暮らしやすさという点におきましては、我々地方で働く側から

見て、都市部で働く人々は、獲得賃金は確かに多いのかもしれませんが、予想以上に心身と

もにストレスを抱えているようでもございます。人が多く、時間に追われる都市部よりも、

地方のおいしい食材や爽やかな空気、地元の人々との触れ合いなど、都会ではなかなか味わ

うことができない魅力がある地方部のほうが働きやすい環境であり、サテライトオフィスを

構えるメリットの１つであろうかと存じます。実際、本市は通勤時間の短縮を図ることが可

能であり、山や川といった自然に触れ合うことができ、かつ温泉で心身をリフレッシュでき

る最適な場所であると認識しております。 

さらに、サテライトオフィスを構える企業が地方にふえてきますと、単に雇用を生むだけ

にとどまらず、都市部で働いているエネルギッシュでおもしろい人材が地方で働くことによ

って、地方掛けるＩＴベンチャー企業といった副次的な地域活性化の相乗効果も期待できま

す。 

これらのことを踏まえ、今後は私自身が積極的にトップセールスを展開し、ＩＴ関連企業

の誘致を進めるとともに、東京等を初めとする都市部のＩＴ企業で働く社員のための癒やし

の場をぜひ人吉の地で提供してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 市長は熱心にサテライトオフィスを視察されていますので、私よりも

サテライトオフィスの効果や魅力については詳しいと存じますし、また、サテライトオフィ

スへのそういう思いも今聞かせていただきましたけども、政府は現在、ふるさとテレワーク

やお試しサテライトオフィスといった、テレワークやサテライトオフィスの誘致に取り組む

自治体を支援しておりまして、平成29年度もそういった予算が出てくると思います。誘致す

るなら今がチャンスではないかなというふうにも考えるのですが、本市において今までＩＴ

関連企業のサテライトオフィスを誘致したことがあるのか、また、企業誘致といいますか、

サテライトオフィスを誘致する際の本市独自の補助メニューがあるのか、お尋ねいたします。 

○経済部長（福山誠二君） 皆様、おはようございます。お答えいたします。 

まず、ＩＴ関連企業の誘致の取り組みでございますが、昨年度から５件ほどの問い合わせ

が、東京と福岡、九州関係のところからあっております。実際に企業を訪問いたしまして、

企業から求められるニーズとか条件に関して面談をさせていただいております。 

企業との面談の際に、誘致に関する本市の強みを大きく３点説明いたしております。まず

１点目が、東京都心部までの交通の利便性。これはアクセス状況の優位性、いわゆる鹿児島

空港でございますけども、ここまで大体45分で行けるということ、それが１点ございます。

それから２点目に、豊富な人材の確保。企業の中には人吉の地元の方を雇いたいということ
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がございますので、人材の確保という点。それから３点目でございますが、これは先ほど市

長が申されておりますがいわゆる豊かな自然環境でございます。この人吉という地の利点、

これを強調しております。 

また、ＩＴ企業が求めますニーズや条件面、これに合致できなかったということがありま

して、現時点では誘致までには至っていないというところでございます。 

それから、優遇制度、補助関係につきましては、これまで本市のスタンスといたしまして、

企業誘致というのは主に製造業を中心とした工場誘致の優遇制度に重点を置いていたという

のがございます。工場を直接必要といたしません情報サービス業、それとかインターネット

付随のサービス業に代表されますＩＴ関連企業にとりまして、現在のところ、このニーズに

即しました満足度の高い優遇制度には至っていないという状況でございます。 

つきましては、時代の流れや変化に対応できますように、今後、ＩＴ関連企業の誘致に当

たりましては、企業側が求めておりますニーズを的確に捉えました優遇制度の見直しも必要

と存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 工場誘致に対する支援はあるけど、今のところサテライトオフィス誘

致への支援はないということで、昨年度は５社の問い合わせがあったんですけど、うまくい

ってないということで、もしそのときにこういった支援制度があれば何か形は違ったのかな

というふうにも思いますけれども、今、全国的に見ても工場誘致というのは難しくて、そう

いった中でのサテライトオフィス誘致というのは工場誘致にかわる新たな地域振興策だと思

いますので、検討されるということですので、ぜひサテライトオフィスの誘致の際にも支援

等を検討していただきたいというふうに思います。とはいっても、財政が厳しい中で、安易

なサテライトオフィス誘致というのはだめなんじゃないかなと思いますので、例えば、家族

での移住や地元住民の雇用とか、そういった条件をつけていく必要もあるんじゃないかなと

いうふうにも思っております。 

私、先ほど市長も言われましたけれども、先進地であります和歌山県白浜町にあります白

浜町ＩＴビジネスオフィスというところに視察に行ってまいりました。この施設は、白浜町

が和歌山県の補助を受けて、民間企業の保養所を買い取って、そこを改修し、ＩＴ関連企業

のみが入居できる施設として平成16年から開設されておりまして、入居企業に対しては助成

金や税の優遇措置などの支援も行われておられました。 

開設当初は空室が多かったみたいなのですが、現在、和歌山県がワーケーションといって、

ワーケーションというのはワークとバケーション、これを組み合わせた造語であり、リゾー

ト地などの環境のいいところで休暇を兼ねて短中期的にリモートワークを行うという意味だ

そうですけども、そこに和歌山県は着目して、ほかの都道府県に先駆けて取り組みを始めた
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ということで、県と町が連携して、あそこも南紀白浜空港が近くて、空港から約１時間とい

うアクセスのよさと、あと景観をＰＲして積極的に企業誘致を行って、平成28年には施設の

全８室が満室となっているところでありました。満室になっていますので、もちろん移住者

の方もいらっしゃいましたし、地元雇用の方もいらっしゃいました。また、企業の方も自分

の時間ができたということで、地元の子供たちにプログラミング教室を行うというような地

域貢献等もされておられました。 

そういったプラスの効果がありますので、ふるさとテレワーク事業の成功モデルとして、

全国から多くの行政関係者やＩＴ企業が白浜町に訪れておりまして、現在、白浜町では２棟

目となるサテライトオフィスを建設中でありまして、もう大体進出する企業も決まっている

というような話もされておられました。 

成功の要因は多くあったんですけれども、人吉市も、先ほど言われてますけど、自然があ

ると。温泉がある。そして歴史もあるし、アクティビティーもあると。鹿児島空港からも１

時間もかからないということで、このワーケーション、サテライトオフィスの開設にぴった

りではないかなというふうに思っております。 

また、地方でのサテライトオフィスでは、遊休施設や空き家が多く活用されているという

ことで、ここからが提案なんですが、今、今後の活用が検討されている国民宿舎くまがわ荘、

こちらをサテライトオフィスとして活用できないかということなんですね。 

検討会議でもそのような案は出ていたみたいなんですけども、何も全部ではなくて、現在

旅カフェエントランスセンターの候補地でもありますので、例えば、温泉は今までどおり地

元の方も利用できる。１階部分を旅カフェエントランスセンターに活用する。そして２階の

部分をサテライトオフィスで活用するという複合施設ですね。私は複合施設というよりもハ

イブリッド型施設と言いたいんですけど、ハイブリッド型施設として活用できるんじゃない

かなというふうにも思っておりますし、くまがわ荘の場所は相良家の下屋敷だったというこ

とから、歴史とＩＴ、まさに保守と進取の文化を体現する施設になるんじゃないかなという

ふうに思っております。 

企業の方も仕事をしながら球磨川のすばらしい景色が見れて、仕事で疲れたらすぐに温泉

でリフレッシュできるということで、企業の方々も興味を示されるのではないかというふう

にも考えております。ということから、くまがわ荘の活用の中で、サテライトオフィスとし

て活用するという視点も入れて検討していただきたいのですが、市長、いかがでしょうか。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

議員も御存じのとおり、国民宿舎くまがわ荘につきましては、昨年11月から国民宿舎くま

がわ荘における観光施設利用等検討会議を設置して、鋭意検討を進めているところでござい

ます。ことし２月の行政経営会議で一定の検証結果と方向性が示されたところですが、観光

的機能は当然のことながら、さらにさまざまな見地から幅広く施設の利活用の可能性を探っ
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てほしいということで、複合施設も視野に継続して検討を行っておりましたところ、その後、

日本遺産のエントランスセンターの候補地としても浮上してまいりましたので、さらに検証

を深めていく必要が生じております。 

宮原議員の御紹介のとおり、サテライトオフィスというイメージは、通常であれば商店街

の中の空き店舗や遊休施設などに誘致されるものと考えがちでございますが、国民宿舎くま

がわ荘であれば、どこをどの程度利用するのかによって変わってくるものの、規模的には複

数のオフィス、あるいはオフィスの集合体を誘致できる非常に興味深い御提案であると私自

身も受けとめさせていただき、今後の検討の一助にさせていただきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 市長も興味深いということですので、ぜひそのようになることを期待

しているんですけども、何度も言いますけども、サテライトオフィス、成功しているところ

は、移住定住、雇用の創出、また地域振興などさまざまなメリットがありますので、今のく

まがわ荘をサテライトオフィスとすることで、本市が抱えている問題も少しなりとは解決で

きるんじゃないかなというふうにも思っております。 

今まではどちらかというと観光利用という点でずっと検討されてきたほうが強いと思いま

す。今回、旅カフェの件もありますし、私は今回サテライトオフィスという提案もさせてい

ただきました。ですので、時間はありませんが、検討会議もいいですけども、あらゆる視点、

あらゆる活用方法を検討するプロジェクトチームをつくって検討する場もつくったほうがい

いんじゃないかなと思いますが、市長はそのあたりどのようにお考えでしょうか。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

現在、国民宿舎くまがわ荘につきましては、国民宿舎くまがわ荘における観光施設利用等

検討会議において、引き続き観光施設としての利活用を主眼に、検証、検討を始め、現在は

少し検討の幅を広げて協議を進めているところでございます。当施設の規模からも、議員御

指摘のとおり、複合施設も視野に、観光を初めさまざまな活用が考えられるところではござ

いますが、検討の幅は広げつつも、これまでの経緯もございますので、現在の国民宿舎くま

がわ荘における観光施設利用等検討会議、そしてその下部組織であるワークショップメンバ

ーで引き続き検討を行い、必要に応じて関係職員を増員するなど、会議の充実を図りながら

進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 間もなくくまがわ荘も休館になりますので、検討する時間はなかなか

ないと思うんですけれども、あらゆる視点で検討していただいて、くまがわ荘を観光施設と

は違った形で活用するという変化を恐れることなく検討を進めていただき、ぜひ国民宿舎く
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まがわ荘をサテライトオフィスとして活用していただきたいというふうに思っております。

これでサテライトオフィス誘致についての質問は終わらせていただきます。 

次に、子育て世代包括支援センターについて質問いたします。 

今議会の施政方針の中で、平成29年度中に子育て世代包括支援センターの設置を計画して

いるとありました。この子育て世代包括支援センターですが、政府が少子化社会対策大綱及

びまち・ひと・しごと創生総合戦略において、おおむね平成32年度末までに地域の実情等を

踏まえながら全国展開を目指すこととされており、平成28年４月時点で296市区町村720カ所

に設置されております。 

子育て世代包括支援センターは日本版ネウボラと言われており、ネウボラとはフィンラン

ド語で助言の場という意味ですが、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワン

ストップ拠点として切れ目のない支援を実施することで、妊産婦等に対して、よりきめ細か

い対応ができると期待されております。 

私も昨年の秋に先進的にネウボラ事業に取り組んでいる東京都文京区の文京区版ネウボラ

事業について視察をさせていただきましたので、ある程度のイメージはあるのですが、本市

が今回設置を計画している子育て世代包括支援センターではどのような支援を行っていくの

か、お尋ねいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） 皆様、おはようございます。それでは、お答えさせていただ

きます。 

子育て世代包括支援センターは、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通し

て妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行うということで、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことを目的に設置するものでございます。 

国が示しておりますセンターの事業内容としましては、まず１つ目に、妊産婦及び乳幼児

等の実態を把握すること、２つ目に、妊娠、出産、育児に関する各種の相談に応じ、必要な

情報提供、助言、保健指導を行うこと、３つ目に、支援プランを策定すること、４つ目に、

保健医療または福祉の関係機関との連絡調整を行うこと、以上の４つの事業となっておりま

す。また、これらに加えまして、地域の実情に応じまして必要な母子保健事業や子育て支援

事業を行うこととなっております。 

今回設置いたしますセンターは、まずは、先ほど申しました４つの事業を、既に行ってい

る事業も多くございますけれども、より充実させ、質の向上を目指して開始する予定といた

しております。国がセンターの全国展開を目指します平成32年度末までに、地域の実情に応

じた必要な事業を随時加えながら進めてまいりたいと考えております。 

地域の拠点については、母子保健に関する相談機能を有する施設で実施します母子保健型

を保健センターに置き、地域子育て支援拠点等、身近な場所で日常的に利用でき、かつ相談

機能を有する施設で実施します基本型を福祉課に置き、まずはこの連携型として取り組んで



- 176 - 

いきたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 事業内容については、既に行っていることを充実させていくというこ

となんですけども、私は母子保健型と基本型が同じ施設で、ワンストップ窓口で切れ目のな

い支援を行っていくことが子育て世代包括支援センターかなと思ってたんですけども、母子

保健型と基本型が別の施設であっても、密に連携して支援を行っていけば、子育て世代包括

支援センターとしての事業は行えるということで、本市においても母子保健型と基本型が、

保健センターと西間別館というところで、２つ窓口を持って支援等を行っていくということ

だったんですけども、今回は庁舎の関係上難しかった部分もあると思うんですけども、でき

れば１つの窓口のほうがいいんじゃないかなというふうに思っております。 

というのは、今まで妊娠期から子育て期までの支援が縦割りになってたので、相談され

る方もどこの誰に相談に行っていいのかわからないとか、例えば保健センターに相談に行っ

たけども、担当が違うので西間別館に行ってくださいみたいな、そういった、言い方悪いん

ですけど、たらい回しにされるみたいな、そういったのを解消するためにこの子育て世代包

括支援センターが設置されるというふうに思っておりますし、また、西間別館の児童福祉係

は場所も狭くて、人も多いですので、相談に来られる方もなかなか相談しにくいんじゃない

かなというふうに思っておりますので、これは今後の庁舎建設の問題にもかかわってくると

は思うのですが、ぜひ１つの窓口で、そして相談しやすい環境づくりというのをしていただ

きたいというふうに思いますし、今回は別々の場所で事業を行うということですけども、相

談に来られた方があっちに行ったりこっちに行ったりしなくていいように、密に連絡をとっ

て相談支援業務を行っていただきたいというふうに思っております。 

次に、子育て世代包括支援センターを設置する際には、保健師や助産師、ソーシャルワー

カーなどの専門スタッフの配置が必要になってくると思いますが、スタッフの確保、人材育

成についてどのように考えているのか、お尋ねいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

子育て世代包括支援センターの必要な職員体制としましては、国は母子保健型に関しまし

て保健師１名以上、基本型に関しましては利用者支援専門員を１名以上配置することとして

おります。現在、保健センターには、保健師を初め助産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生

士、心理士、保育士が配置され、また福祉課には、利用者支援専門員を初め子ども・子育て

相談員、女性福祉相談員を配置しております。必要に応じてそれぞれ専門職が連携をとりな

がら支援を行っていく予定でございます。 

職員の人材の育成につきましては、母子保健や子育て支援等に関します各種研修会、セミ

ナー等に積極的に参加をさせ、担当職員間で情報共有に努めながら、それぞれ資質の向上を
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図ってまいりたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 今までどおりの体制でいくということですけれども、今は保健センタ

ーにはソーシャルワーカーはいないというふうに聞いておりますけれども、現在は経済的な

問題や家庭環境、また生活に関する問題が多くなってきていると言われておりますので、そ

のような方に対する支援を行う技術としてのソーシャルワーク、こういったものも必要にな

ると思いますので、今後の人材確保についてはしっかりと計画を立てていただきたいという

ふうに思っております。 

また、人材育成の点でいくと、例えば相談に来られる方が20代の方と40代の方では人生の

背景が違いますので、それぞれに対応できる相談員のスキルというのも必要になってくると

思いますので、あらゆる相談に対応するためにも、人材育成、組織の拡充というのをよろし

くお願いいたします。 

この子育て世代包括支援センターは、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行って

いくことになっていますが、その切れ目のない支援等を通して、妊娠や子育ての不安、孤立

等に対応し、児童虐待を早期に発見、低減することも目的としています。そこで、どのよう

な支援の際に問題を発見し、どのように対応していくのか、お尋ねいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

取り組みの内容でございますが、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない子育て支

援を実施してまいりますが、まずは母子健康手帳交付時に心身の状況や生活の状況などにつ

いてのアンケートを書いていただき、その上で個別の面談により聞き取りを行い、具体的な

状況をまずは把握したいというふうに思っております。それをもとに、妊娠期から支援を必

要とする方には、いつ誰がどのような方法でどのような支援を行っていくのかという具体的

な個別支援プランを作成し、多職種によるチームとして早い段階から寄り添った支援を行っ

ていくものでございます。 

また、その後の妊娠期、出産期、子育て期と経過する中で、電話での対応、家庭を訪問し

ての対応、保健センター等に出向いていただいての対応など、困り感、不安感が大きくなる

前の早い段階で相手に合わせた個別の支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 私が視察を行った文京区では、妊婦の方が妊娠届を提出したときに、

母子保健コーディネーターが私があなたの担当ですよという意味で名刺を渡されるそうなん

ですね。そこでその母子保健コーディネーターが面接を行って、妊娠期から子育て期にわた

る総合的な相談や支援をされておられました。また、面接になかなか来られない方もいらっ
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しゃるということでしたので、面接に足を運んでもらうツールとして、育児パッケージ、子

育て支援品の詰め合わせなんですけども、妊婦面接終了時に配布するという取り組みもされ

ておられました。 

人吉市と文京区では財政規模も違いますので、育児パッケージを配布するというのはなか

なか厳しいとは思いますが、母子手帳配布時に面接を行うというのは大変有効だというふう

に思いますし、なかなかプライベートなことまでは聞きにくいかもしれませんけれども、家

庭環境や子育てにある背景がわかると問題を早期に発見しやすくなると思いますので、その

あたりも気をかけていただきながら面接を行っていただければというふうに思います。 

それでは、次の質問ですが、この子育て世代包括支援センターでは妊娠期から子育て期ま

での支援を行っていくことになってますが、出産後、産後のケアという部分がどのようにな

るのかなというふうに思っております。出産後はホルモンバランスが急激に変化するために、

鬱状態になりやすいとも言われており、最近は高齢出産もふえてきているので、そうなると

体への負担も大きいということで、産後ケアは大変重要であると言われております。 

文京区では宿泊型のショートステイや母乳相談事業なども行われておられましたが、全国

的に産後ケア、産後のサポートというのはまだまだ少ないと言われておりまして、本市にお

いても産後ケアという部分については余り充実してないのかなというふうにも感じておりま

す。そこで、今後の産後ケアの方向性についてどのように考えられているのか、お尋ねいた

します。 

○健康福祉部長（村口桂子君） それでは、お答えいたします。 

産後ケア事業は、産婦にとって、特に初めて出産された産婦にとっては、医療機関を退院

した後の不安定になる時期にとても大切な事業だというふうに考えております。現在、保健

センターにおいて生後１カ月を目安に乳児家庭全戸訪問に取り組んでいるところでございま

すが、乳児の健康状態はもとより、母体の健康状態、育児に関する相談、授乳指導など母親

への支援も行っておるところでございます。これに加えまして、不安が大きくなる退院後１

週間をめどに、電話での相談対応に取り組み、不安解消に努めたいと思っているところでご

ざいます。電話での相談対応により、体調の不良や育児不安など、早期に支援を必要とする

方へは家庭訪問を早目に実施し、対応してまいります。また、現在も行っておりますが、対

象者の状況によりましては、医療機関入院中に訪問し、医療スタッフとの連携のもと、必要

な支援を行ってまいります。 

今、宮原議員から御紹介いただきました文京区の宿泊型ショートステイ事業につきまして

は、家族等の支援を受けられない産婦や体調不良、育児不安のある方に対しまして大変意義

のある事業だというふうに感じております。まだ熊本県内では実施しているところはないよ

うに聞いております。本市としましては、まず、ニーズの把握を行うとともに、受け入れ可

能な医療機関の有無など、状況の把握を行ってまいりたいというふうに考えております。 
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以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 宿泊型のショートステイについては、財政的な問題もありますので、

なかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、医療機関と連携して、何かできるこ

とがあったら取り組んでいただきたいと思いますし、また電話相談、また乳児家庭全戸訪問、

こちらをしっかりしていただいて、情報を把握していただいて、出産後不安を抱えて過ごさ

れている方がいらっしゃいましたら、相談に乗っていただいて、支援をしていくというよう

な体制づくり、そういったものをしっかりとしていただきたいというふうに思っております。 

最後の質問になりますが、せっかく子育て世代包括支援センターを設立するのであれば、

市民の方々に利用してもらうことが重要だというふうに考えております。そこで、子育て世

代包括支援センターをどのように周知していくのか、また、市民の皆様に親しんで活用して

もらえるように愛称があればいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、そこで、

子育て世代包括支援センターを周知するという意味でも、愛称を公募してみてはどうかと思

いますが、いかがでしょうか。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

周知の方法についてでございますが、最初にかかわります母子健康手帳交付時に、お一人

お一人にまず詳しくお伝えをしたいというふうに思っております。それとともに、広報ひと

よしやホームページ等へ掲載を行ってまいります。また、保育園、認定こども園、幼稚園等

の御協力をいただき、お知らせの配布、また医療機関等にポスターの掲示等をお願いをして

まいりたいと考えております。さらに、各地域で身近な支援をしていただいております民生

委員児童委員、各校区の主任児童委員の方へも周知をさせていただき、さらなる御協力のお

願いをしてまいりたいというふうに考えております。 

また、子育て世代包括支援センターの愛称の公募につきましては、御提案をいただきあり

がとうございます。早い時期にぜひ公募をさせていただきたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 愛称については早い時期に公募したいということで、ぜひよろしくお

願いいたします。周知については、特に若い人というのはスマートフォンで情報収集されま

すので、ホームページもいいんですけども、スマートフォンでなかなか人吉市のホームペー

ジが見にくいんですよね。ホームページの一般質問じゃないんでこれ以上は言いませんけど

も、そういった情報発信とかも考えていただければなというふうにも思っております。 

私が視察をした文京区の担当の方が言われたのが、もともとある事業を本当にうまく活用

して、市民の皆様に利用してもらうことが大事なんですよというふうに言われました。今回、

子育て世代包括支援センターを設置するんですけども、基本になるのはやっぱり今までやっ
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てきたことだと思いますので、今後はこれを充実させていただいて、関係機関とも連携をと

りながら、市民の皆様に活用しやすい支援センターにしていただきたいというふうに思って

おります。 

それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

次に、石野公園「道の駅」構想について質問いたします。昨年６月議会において、石野公

園を防災機能を備えた道の駅として活用してはどうかという質問をさせていただきました。

市長からは、国、県と協議し、検討していきたいという、石野公園の道の駅化に向け前向き

な答弁をいただいたところであります。そして、現在本市が策定を進めている公共施設等総

合管理計画の中間報告の中でも、石野公園は道の駅構想としての活用を検討しているとあり、

石野公園の道の駅化に向けてさまざまな検討をされているというふうに思っております。 

そこで、私が昨年６月議会で一般質問した、それ以降、具体的にどのような検討を進めて

こられたのか、お尋ねいたします。 

○建設部長（大渕 修君） 皆様、おはようございます。御質問にお答えいたします。 

昨年６月の一般質問以降、具体的にどのような取り組みを行ってきたかという御質問でご

ざいますが、昨年７月に国土交通省八代河川国道事務所の方とお会いし、道の駅登録準備に

関する情報収集を行っております。その後、石野公園の施設状況等の資料を作成しまして、

10月には八代河川国道事務所にて石野公園道の駅登録に関する問題点の確認を行っておりま

す。また、本年１月には国土交通省熊本河川国道事務所に出向きまして、八代河川国道事務

所、熊本県土木部道路保全課、人吉市の４者で道の駅に関する関係者協議を行い、石野公園

への道の駅機能の設置に向けての本市の考え方を御説明し、国土交通省からは課題等につい

て御教授をいただいたところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 熊本県、八代河川国道事務所、また熊本河川国道事務所、国交省とも

協議を進められているということで、大変うれしく思っておりますが、その中でも、協議の

中で課題等が出てきたということですけれども、そこで、道の駅化に向けてどのような課題

が出てきたのか、お尋ねいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

本年１月の協議におきまして、国土交通省より道の駅化を実現するために５つの課題につ

いて御教授いただいております。 

１つ目は、利用者動線に配慮した施設の位置関係ということでございます。原則として、

利用者が目標とする場所までの間に情報発信施設を必ず通るような動線を計画しなければな

らないということでございます。例えば、トイレ、あるいは売店等があれば、そこに行くま

での間に情報発信施設をつくるということでございます。 
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２つ目は、トイレや駐車場に関する課題でございます。交通量、立ち寄り率を調査し、そ

れに合った駐車台数及びトイレの数を数値として算出すること。また、トイレにつきまして

は、現在は利用者の立ち寄りやすさやショッピングモール並みの清潔さや多機能施設が求め

られているので、トイレの改築等を計画したほうがよいということでございました。 

３つ目は、情報発信施設の機能という課題でございます。モニターや電光掲示板などイン

ターネットとリンクさせたパソコンで制御し、24時間リアルタイムで情報提供を行えるもの

が望ましいということでございました。 

４つ目は、防災拠点の計画に関する課題でございまして、熊本地震の経験から、道の駅に

対しては防災拠点としての機能が求められているので、施設を道の駅登録に合わせて整備す

ることは難しいとしても、いつかの時点では防災拠点としての、災害時に電気、水が確保で

きる施設、例えば発電機や受水槽、食料備蓄倉庫などの施設の設置を行うことが計画に必要

であろうということでございました。 

５つ目は、道の駅の目的に関する課題でございます。道の駅にすることで地域にどのよう

な影響を与えるのか、地域の活性化にどのように寄与するか、石野公園ならではの特徴は何

かなどについて整理をする必要があるということでございました。 

今述べました５つの課題につきまして御教授があった後、国土交通省からは、現在、全国

の道の駅が1,000カ所を超え、道の駅に求められる基準が上がってきているので、この５つ

の課題をクリアできるレベルの計画でないと道の駅化することは難しい、今後も引き続き実

現に向けて協議を進めていきましょうというお話をいただいたところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 課題が５つあったということですけども、トイレについては、石野公

園ができた当初からあるのであれば、約30年近くたっているわけでありまして、今もタイル

が剝げ落ちているところもありますので、これを機に改修を検討していただきたいというよ

うに思いますし、防災拠点に関しては、私も防災機能を備えた道の駅にしたらどうかと一般

質問させていただきましたので、防災機能を持つ道の駅としての整備というものをしっかり

と計画していただきたいというふうにも思っております。 

また、地域に与える影響というのは、やはり平成31年のスマートインター開通ですね。や

はりこれによる観光拠点、特にあれだけ広い駐車場を持ってますので、八代港に今、クルー

ズ船が来てますので、その観光客をバス数台で来ても受け入れが可能ということでもありま

すし、また、観光だけでなくて物産振興の拠点にもなり得るというふうに私は思っておりま

す。 

ほかにも課題はありましたけれども、その課題をクリアすれば道の駅として登録できると

いうふうにも思っておりますし、国交省からも実現に向けて協議を進めてまいりましょうと
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言われているということでありますので、ぜひ実現に向けて取り組んでいただきたいと思い

ます。そこで、今後、道の駅登録に向けてどのように取り組んでいくのか、お尋ねいたしま

す。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

私ども当初、周辺の道の駅の状況及び登録要件などから、石野公園の既存施設である駐車

場やトイレの利用、情報発信施設としての案内所の改築を行えば登録ができるのではないか

と考えておりましたが、先ほど述べましたように、道の駅登録につきましては、国土交通省

より５つの課題を教授されたところでございます。 

今回の道の駅化構想は、石野公園の活性化にとどまらず、八代港から人吉球磨を訪れるイ

ンバウンドの受け皿など、地域の活性化に有効な施策と認識しているところでございます。

財源的な問題も含めましてクリアすべき課題は大変多く、計画作成にはかなりの時間と労力

を要することとは存じますが、実現に向け、関係機関との協議などを行いながら、着実に取

り組んでまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） 着実に取り組んでいくけれども、時間と労力が必要であるということ

でありましたが、確かに課題があるので、簡単に道の駅登録とはいかないかもしれませんが、

やはり平成31年度のスマートインター開通に照準を合わせて、公共施設等総合管理計画、ま

た個別施設計画等を策定していく努力をしていく必要が私はあるというふうに思いますし、

あとは、石野公園を道の駅にするという動きを加速させるのは、やはり市長の思い、やる気

だというふうに思っております。そこで、市長の石野公園の道の駅化に向けた思い、決意を

お聞かせいただきたいというふうに思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

先ほど建設部長が答弁いたしましたとおり、石野公園の道の駅化構想は、石野公園の活性

化だけではなく、地域活性化の面からも非常に有効な施策であると考えております。今回、

所管官庁であります国土交通省と協議を行い、道の駅化に向けてのさまざまな課題を御教授

いただいたわけではございますが、克服すべき課題が明確になったという点では非常によか

ったのではないかと私は捉えております。 

６月議会でも答弁いたしましたとおり、都市公園内に道の駅施設を設置する問題や、観光、

物産振興の面からの課題など、そのほかにも多くの問題、課題が予想されますが、国土交通

省を初めとする関係機関と協議を進めるなど、道の駅登録に向けて前向きに取り組んでまい

りたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 
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○２番（宮原将志君） 前向きに取り組んでいただけるということで、今後もしっかりと取り

組んでいただきたいというふうに思いますが、建設から30年近く経過する石野公園を今後ど

のように活用するかと考えたときに、何度も言いますけれども、平成31年度にスマートイン

ターが開通すると。八代港へはクルーズ船が来ていると。国交省も今、道の駅による地域活

性化に力を入れているということで、今、石野公園を道の駅にする追い風が吹いているんで

すよね。トイレの改修等に財源等は必要かもしれませんが、いつかは改修しなくていはいけ

ない時期が来るので、それ以上に、石野公園を道の駅にすることで、あそこを中心に稼ぐ地

域がつくっていけるというふうに思っておりますので、この件については今後も追っていき

たいとは思いますが、ぜひ議論を先延ばしすることなく、スピード感を持って石野公園の道

の駅化に取り組んでいただくように強くお願いしたいというふうに思います。 

それでは、最後の質問に移らさせていただきます。施政方針より、外国人に優しいまちづ

くりについて質問いたします。 

施政方針の中で、交流人口の増加に向けた新たな切り口として、本年は外国人に優しいま

ちづくりを進めてまいりますとありました。ことしに入り、市長はいろいろな会合の挨拶の

中で、外国人に優しいまちづくりを進めることで交流人口をふやし、人吉のよさを感じても

らうことで、住んでいる人にも改めて人吉のよさを認識していただき、地域に誇りを持って

もらうというような旨のお話をされておられました。 

言っていることはよくわかります。しかし、じゃあどうやって交流人口をふやして人吉市

のよさを感じてもらうのか、具体的な取り組みが見えておりません。そこで、外国人に優し

いまちづくりをどのように進めていくのか、お尋ねいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

外国人に優しいまちづくりでございますが、本市の持つ歴史性、日本文化としての奥行き、

それらが今も日常の暮らしに息づいている風土などは、日本文化の真髄みたいなものに触れ

たいと考えている外国の皆様にとって非常に魅力的なのではないかと考えており、私自身、

そのような取り組みの先進地である飛騨高山や長野県野沢温泉村などを視察した結果、その

思いが確信に変わったところでございます。 

また、内向きには、本市で暮らしている外国人の人々にも住みよい、安全・安心であると

実感してもらうことも重要であり、住む外国人、訪れる外国人ともに人吉は外国人にとって

も過ごしやすく優しいまちでありたいと着想しているところでございます。 

具体的にはまだ確定的なものはございませんが、インバウンド等多くの外国人観光客を呼

び込みたいというのが目的でございますので、外国人に対応できる各種相談窓口の設置や、

インフォメーションの充実、多様性、グローバルスタンダードであるＷｉ－Ｆｉなどの拡充

を先行すべきではないかと考えているところでございます。 

また、見方を変えれば、外国の人に評価され認めてもらうことで、地域の誇りの醸成にも
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つながりますし、日本国内における注目度も高めていきたいと考えているところでございま

す。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） インバウンド観光を推進していく中で、インフォメーションの充実や

フリーＷｉ－Ｆｉの整備を検討しているということでしたが、外国人の観光客にとっては重

要なことであって、特に外国人の観光客にとって情報収集、情報を発信する際にはフリーＷ

ｉ－Ｆｉが大変ありがたがられるということを聞いておりますので、インバウンド観光を推

進していく上でフリーＷｉ－Ｆｉスポットを整備するというのは欠かせないことだと思いま

すので、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。 

また、市長が言われたとおり、人吉市には外国人観光客だけではなくて、住んでいる方も

いれば技能実習生もいらっしゃいます。また、住まれている外国人のお子様もいらっしゃい

ます。そのような方々がトラブルに遭わないようにしなければならないと思いますし、観光

や防犯だけでなく、労働や居住、教育といったさまざまな場面でトラブルが発生した場合に

すぐに対応できる体制を整えておく必要があるというふうにも思っております。 

そのような国際社会に対応するために、実は２年前に人吉球磨外国人にもやさしい町づく

り連絡協議会、これ仮称ですけれども、人吉市だけでなく警察署や企業、地域を巻き込んで

設立しようという動きがありましたが、いまだにこれは設立されておりません。そこで、こ

の人吉球磨外国人にもやさしい町づくり連絡協議会の設立の経緯と、なぜいまだに協議会が

設立されてないのか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） 皆さん、おはようございます。お答えいたします。 

熊本県では昨年４月の熊本地震の影響で訪日外国人が減少しておりますが、近年日本を訪

れる外国人や日本で働く外国人の方が急増しており、本市においても大型クルーズ船の八代

港寄港やハラール事業の取り組みなどにより、東南アジアなど諸外国から訪れる外国人の方

は今後もふえてくるものと思われますので、行政と民間が連携して受け入れていく環境の整

備は急務であると考えております。 

平成27年２月に自治振興課におきまして、県の機関の要請を受けまして、人吉球磨外国人

にもやさしい町づくり連絡協議会の設立に向けた事前協議及び第１回設立準備会を開催いた

しております。設立準備会では、人吉球磨在住の外国人の方を対象といたしまして、地元住

民と外国人との相互交流、外国人の方も犯罪に遭わない、起こさない安全・安心で暮らせる

まちづくり、国際化を意識した市民の意識啓発などを目的とした協議会を設立していくとし

た方向性は決まっていたようでございますが、具体的な設立の趣旨、協議会規約、組織体制、

事業内容は今後の準備会で検討していくことになっておりました。 

その後、平成28年４月に社会教育課に業務が移管されたものでございますが、このときの
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協議には訪日外国人という視点が含まれておらず、協議会組織の範囲、協議会の役割、活動

内容、取り組み事業などの再検討が必要であると考えましたので、いまだ協議会の設立には

至っていないというところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） ２年前の２月に第１回の設立準備会を開催されて、昨年４月に自治振

興課から社会教育課に事業が移管されたと。そして、訪日外国人という視点が入ってなかっ

たから、再検討が必要なためにストップしているということでしたけども、市長は交流人口

をふやすために外国人に優しいまちづくりと言い始めたのはことしに入ってからですが、当

時はハラールおもてなし構築事業に伴うハラールツーリズムモニターツアーもされてました

ので、訪日外国人の視点が全くなかったというわけではないというふうに私は思ってるんで

すよね。 

本当にこの２年間、庁内で協議されてきたのかなというふうにも感じておりますが、第１

回目の設立準備会からは、市長もかわりましたし、昨年は地震があったので、市役所だけで

なく警察の方も忙しかったので、なかなか話が進まなかったのかなというふうに推測させて

いただきますが、問題は今後どうするかなんですね。ですので、今後、その協議会の設立に

向けてどのように取り組んでいくのか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

本市にお住まいの外国人または事業所に勤務される外国人に対して、教育、医療、福祉、

防犯、防災などの生活支援に関する情報提供、地域住民と相互の理解を深めるための交流事

業や啓発事業など、地域住民も外国人の方も安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるこ

とや、インバウンドなど人吉市を訪れる外国人に対してもおもてなしに満ちた優しいまちづ

くりを進めることが必要だと考えております。 

このようなことから、社会教育という視点だけではなく、全庁的な視点での取り組みが必

要であると思っておりますが、これからの外国人に優しいまちづくりにおいて、連絡協議会

の設立は大切な事業だと考えておりますので、まずは庁内での協議、さらに県や関係機関と

の協議、調整を行い、設立の準備を進めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ２番。宮原将志議員。 

○２番（宮原将志君） ぜひ設立に向けて動き出してほしいのですが、私も全庁的な視点で取

り組む必要があるというふうに思ってまして、最初に話したように、観光だけではなく、防

犯、労働、居住、教育とさまざまな分野がかかわってくると思いますので、社会教育課が担

当というのはいかがかなというふうにも考えておりますので、今後は、今度できる企画政策

部に事業を移管していただいて、横断的に取り組んでいただきたいというふうに思っており
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ます。 

市長が言われる交流人口をふやすための外国人に優しいまちづくりも重要ですけれども、

外国人が人吉市に安心して来れる、安心して住める地域づくりも必要だと思いますし、そう

することによって、ここに住む我々も安心して住めるようになるというふうに思いますので、

人吉球磨外国人にも優しいまちづくり連絡協議会、これは市長が言われている外国人に優し

いまちづくりと名称が似てややこしいですので、今は仮称ということですから、今後はこの

名称も検討したほうがいいと思いますし、早急に準備会を開催して、設立に向けて取り組ん

でいただきたいというふうに思っております。 

以上で一般質問を終わりますが、この３月末をもって退職されます職員の皆様、長きにわ

たり人吉市民のために御尽力いただき、そして今日の人吉市の礎を築いてこられたことに対

しまして心から感謝とお礼を申し上げます。皆様におかれましては新たなステージで御活躍

されることと存じますが、くれぐれもお体を大切にされ、魅力あふれるセカンドライフをお

過ごしになられますよう心から御祈念申し上げますとともに、これからも市政発展のために

お力添えをよろしくお願いいたします。 

以上で終わります。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午前11時03分 休憩 

─────────── 

午前11時17分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君）（登壇） 皆さん、こんにちは。７番議員の犬童利夫です。 

まずもって、３月末日をもちまして退職されます職員の皆様に、これまでの長い間、市政

発展と市民の皆様の幸福向上に御尽力をいただきまして、心から敬意と感謝を申し上げます。

また、私個人に対しましての御指導をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げます。ま

ことにありがとうございました。そして、大変お疲れさまでございました。これからも健康

に十分注意され、お元気でお過ごしいただき、これまで積み重ねてこられました経験を生か

され、市政発展のため御指導いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

それでは、通告に従いまして質問をしてまいりたいと思います。今回は３項目について通

告をしております。１項目めが、災害対応より、人吉市業務継続計画についてでございます。

２項目めが、都市計画事業、下林願成寺線の工事についてでございます。３項目めが、市民

の声から、人吉城跡ふるさと歴史の広場の整備などと、消防団の年末警戒等についてでござ

います。 

まず、１項目め、人吉市業務継続計画についてでございます。このことにつきましては、
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さきに全員協議会で説明があったところであります。災害時に行政みずからも被災し、人、

物、情報が利用できない場合でも一定の業務を優先的に行わなければならない業務やその対

策について、特に重要な要素など、その概要と計画の目的をお尋ねいたします。また、防災

についての対策を定めた計画としては地域防災計画がありますが、風水害、大規模火災など

の場合、地域防災計画で対応されるのか、そして、新型インフルエンザ対策やテロ災害につ

いてお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 議員の皆様、こんにちは。御質問にお答えいたします。 

まず、人吉市業務継続計画の目的でございます。これは全員協議会でも細かく説明をさせ

ていただきましたけども、もう一度復習の意味でやらせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

大規模災害により行政みずからも被災し、庁舎や職員などに制約がある状況下において、

優先的に行わなければならない業務、対策をあらかじめ定めておき、早急な対応、復旧、復

興を目指すことを目的としております。 

計画の内容につきましては、内閣府が定めておりますガイドラインにおきまして、計画の

中で必ず定めるべき特に重要な６要素、まず１つ目が、首長が不在の場合の職務の代理順位、

それから２つ目が、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎、３つ目が、非常用電源や

水、食料の確保、４つ目が、災害時につながりやすい多様な通信手段の確保、５つ目が、行

政データのバックアップ、そして６つ目が、非常時優先業務の整理をあらかじめ定めておく

というものでございます。 

人吉市業務継続計画を発動する基準といたしましては、本市において震度６以上の地震が

発生した際に自動的に発動することとしておりまして、その他の災害におきましては、災害

対策本部長である市長の宣言により発動することができるとしております。 

議員御指摘のとおり、風水害や大規模火災につきましては、地域防災計画による対応を本

市のほうは基本としておるところでございます。 

また、テロ対策につきましては、国民保護法第35条に、市町村長は、都道府県の国民の保

護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないとされており

まして、本市におきましては平成19年度に人吉市国民保護計画を作成し、現在定期的な見直

しを行っているところでございます。 

また、新型インフルエンザ対策につきましては、厚生労働省におきまして平成20年５月に

新型インフルエンザ対策に関する法整備が図られまして、本市におきましても、人吉市新型

インフルエンザ対策行動計画を平成21年10月に策定をしたところでございます。その後、平

成25年４月に施行されました新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、翌年、26年の

４月に見直しを行ったところでございます。この見直しでは、新型インフルエンザと同様の

危険性のある新感染症も対象にしておりますので、名称に等を加えまして、人吉市新型イン
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フルエンザ等対策行動計画として策定をし、現在、対策を講じておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 今、業務継続計画の目的やその重要な６要素を述べていただきました

けれども、各種の災害対応については地域防災計画を基本として対応されて、また、新型イ

ンフルエンザやテロ災害については、個別の行動計画によって対応するということでござい

ました。 

重要な要素を述べてもらいましたが、その中で、計画もされているところでございますけ

れども、現在の仮本庁舎が被災した場合は、代替となる庁舎の優先順位はスポーツパレスの

第２別館を計画されております。地震の大きさなどで違いなどはあると思いますけれども、

仮本庁舎とすぐ隣にありますスポーツパレス第２別館を計画されているところでございます

けれども、同時に被災する可能性が高いと思います。その考えについてお尋ねいたします。

また、代替庁舎の候補順位につきましては、地域防災計画との整合性についてお尋ねいたし

ます。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

昨年４月に発生しました熊本地震において被災しました熊本県内の自治体では、本市を初

め庁舎が使用できなくなった自治体が幾つかございました。このことは、被災者支援や災害

復旧のスピードに影響を与えますことから、しっかりとした代替案を準備しておくことが非

常に重要であると存じます。 

人吉市業務継続計画では、現在のカルチャーパレスの仮本庁舎が被災して使用できなくな

った場合の代替として、順に、今、議員が申されましたように、２番目に第２別館、スポー

ツパレスでございます。それから３番目に西間上町の現在の保健センター、これは看護学校

でございます。４つ目に第１別館としておるところでございます。 

仮本庁舎と２番目に設定しておりますスポーツパレスの距離が近いことで、同時被災の可

能性があるのではということで危惧されて、御心配もされているというふうに存じておりま

すが、実際に災害が発生して、ここの仮本庁舎、カルチャーパレスが被災した場合に、順位

どおりに使用できるかということは、これはなかなか予想はできません。ここのカルチャー

パレスもスポーツパレスも被害を受けるぐらいの大きな、例えば大地震が発生するというこ

とは予想はできませんけども、予想もして決める必要もあるわけでございますけども、そこ

は絶対的な基準としては堅牢な建物であるというのが国の方針の１つのよりどころというか、

そういうところでございますので、カルチャーパレスとスポーツパレスの建設年度を考慮し

て順位を付しておるところでございます。 

順位も重要ではございますが、万が一の際には使用できる施設がどこにあるのか、その施

設にどのような設備があるのかなどを業務継続計画に記載をしておき、素早い対応に備える
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必要があると考えているところでございます。 

また、地域防災計画書に記載している順番は、ここの仮本庁舎、カルチャーパレスが１位、

それから２位が第２別館、スポーツパレス、３位が第１別館（西間別館）になっています。

そして４位が人吉下球磨消防組合の消防本部と、これと、先ほどの業務継続計画はちょっと

内容、順位が違ってて、整合性の点で、第３位順位以降が違っております。業務継続計画の

順位は、本庁舎が使用できなくなった際の庁舎機能業務全般の代替庁舎の順位としておると

ころでございます。また、地域防災計画の順位は、災害対策本部の設置場所を定めておりま

すので、相違が出てきているというような状況でございます。 

この辺につきましては、防災安全課のほうでも整合性はとっていく必要があるのではない

かという、今、協議をしておりまして、この辺の協議が調いましたならば、またしっかりし

た会議の中でお示しをしていきたいというふうに思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 答弁いただきましたけども、業務継続計画では、順位どおりに予定は

ちょっとなかなか難しいところもあるが、地域防災計画の中での災害対策本部の設置につい

ての基本的な考えというのは理解したところでございます。災害で庁舎が被災した場合、代

替庁舎についてはやはり全職員の方が共通で認識される重要な事項であると思っております。

地域防災計画との整合性を持って計画したほうがいいのではないかと思ったところでもござ

います。 

次に、災害時、庁舎が被害を受けた場合であっても、被災者支援や住民対応にも行政デー

タが不可欠であると思っております。業務の遂行に必要となる戸籍などの重要な行政データ

のバックアップについてどのようにされているのか、お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

戸籍データは、さきの東日本大震災を教訓に改正されました戸籍法で正本と副本を設ける

ことが定められており、正本は本市が管理を行い、副本は2013年に構築されました戸籍副本

データ管理システムにより、各市区町村とネットワークでつながれた全国２カ所の戸籍副本

データ管理センターに最新の戸籍情報が厳重に保管をされております。 

これに加え、システムに何らかの障害が発生した場合に備えまして、障害発生後でもシス

テム全体の機能を維持し続けられるように、予備装置等を平常時からサーバーのバックアッ

プとして配置し、運用をしておるところでございます。これを冗長化というふうに呼んでお

りますが、本市の戸籍システムでは西間別館のサーバー室内にこの冗長化されたサーバーを

設置しておりまして、専用の磁気媒体にて毎日データのバックをとり、媒体は市民課の耐火

金庫にて保管をしておるところでございます。 

また、戸籍以外の重要データにつきましても、戸籍同様、サーバーの冗長化や媒体へのバ
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ックアップなどにより、災害や機器障害などの際にはデータ復元が可能なシステムを現在採

用しておるところでございます。これは本来であれば市民部長が答えるべきところですけど

も、私のほうでまとめて答えさせていただきました。 

以上、お答えとさせていただきます。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 市民部長のかわりまで答弁いただきましてありがとうございます。ま

た詳しく説明いただきまして、ちょっと難しい言葉もあったようですけれども、戸籍法など

により万全なシステムにより保管が行われているということでございました。 

次に、勤務時間外に災害が発生した場合の職員の参集予測がなされております。発災から

３日目で徒歩を中心とした場合、直線距離で20キロメートル圏内の職員、全体の70％が参集

できるとされております。参考資料によります市職員の想定参集人員及び参集率を見ますと、

６時間以内には50％の168名の職員が参集できるとなされております。ただし、先ほどから

話が何度も出ておりますけれども、熊本地震による被害状況に鑑み、より厳しい条件での参

集率を想定する必要があるとされております。なかなかこの想定については難しいところは

あろうかと思いますが、通常の勤務に支障のない範囲で、例えば校区別とか、あるいは何班

かに分かれて、実際に想定を示した職員の登庁訓練をすることも必要ではなかろうかと思っ

ております。自転車や歩行による自力参集を前提とした参集訓練を実施することで、登庁時

間ごとの職員を把握し、優先業務の想定もできると思います。そのお考えについてお尋ねい

たします。 

訓練につきましては、参集訓練だけでなく、職員の安否確認であったり、連絡網などを活

用した非常通信訓練などさまざまな訓練の方法もあると思います。このことが職員の意識の

高揚につながるのではなかろうかとも思っております。また、平常時からこの計画の実効性

を高めるためにも、全職員の方がかかわることが大切であろうと思います。全職員に対して

周知はどのようにされているのか、お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

まず、御質問の最後のほうにおっしゃいました職員に向けての周知ということから回答さ

せていただきます。まずは職員向けのグループウエアに掲載をいたしまして、いつでも確認

できる体制をしておりまして、全職員への周知等々は現在確立をしておるところでございま

す。また、この業務継続計画の説明会につきましても、全職員を対象に４回開催をしており

ます。参加人数は合計120名の参加でございましたが、これまで計画策定に携わった職員、

それから行政経営会議において市長を含め副市長、教育長において説明のほうもさせていた

だいておりますので、少なくとも200名程度の職員には直接説明ができたのではないかと存

じております。今後もさまざまな機会を捉えまして周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 
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それから、災害発生後の職員の参集率でございますが、多くの自治体が業務継続計画を策

定し、参集率を出されておるような状況ですが、本市の場合は、これ私も直接かかわった職

員としてさまざまなところを見ていきましたけども、やっぱり一番発生したら大変な状況に

なるということで、南海トラフ地震を抱える愛知県の参集率を参考に算出させていただいた

ところでございます。 

それから、ありがたい御提案をいただきました。職員の参集訓練でございますが、議員の

御指摘のとおり、これはもう非常に有意義であるというふうに存じます。訓練を行うことで

業務継続計画の参集率と、実際どれだけの職員が集まることができるのか、これは比較検討

ができますし、実際に職員が集まることで職員それぞれの防災意識向上が図られまして、改

善等も出てくるものと考えております。 

昨年の冬場でしたか、ここでやりましたけども、あのときに本来ならこの訓練をやりたか

ったんですけど、まだ計画が策定の途中でございましたので、できなかったわけでございま

すけども、できれば29年度にはこういうような訓練も入れ込んで、より実働に近い形で行っ

ていきたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 職員の方への説明なども徹底して周知していただきたいと思います。

訓練につきましては、訓練をやることによって明らかになった課題や改善をしなければなら

ないところなど、この計画に反映されていくことが大切であろうと思っております。訓練を

されることにより、ふだん見えなかったものが見えたり、あるいは業務を阻害するものが見

えたり、多くの気づきなど、改善しなければならない課題なども得るものが多くあるんでは

なかろうかと思っております。今後の計画に生かすことによってより実効性のある業務継続

計画になるのではなかろうかと思っております。訓練については、先ほど答弁いただきまし

たように、検討するとのことでありましたので、ぜひ実施していただきたいと思います。 

次に、市長の就任当初、市政に対する所信の中で、防災に強い地域づくりを目指し、防災

訓練につきましても、シナリオに基づく想定型のものでなく、突発型の防災訓練についても

試行することで、有事に対応できる防災力も高めてまいりたいと述べられております。実効

性のある業務継続計画こそが防災力の向上につながるのではなかろうかと思っております。

市長の考えや今後の課題等についてお尋ねいたします。 

○市長（松岡隼人君） 御質問にお答えいたします。 

熊本地震におきましては、業務継続計画を策定済みの自治体でさえ、行政機能が麻痺して

しまうなど、計画どおりには対応できなかったと聞き及んでおります。それでも既存計画が

あればこそ役所機能を継続させることも可能でございますので、今後、検討、検証を重ね、

精度を高めることが肝要であると存じますし、さらに、経験値を踏まえることでより実務的
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な計画へ進化し、我々を先導していってくれるものと期待をしております。 

今後起こり得るかもしれない未曾有の大災害へ備えるためには、さまざまな課題が想定さ

れ、特に大地震が発生した場合には発災と同時に膨大な数の応急業務が発生し、対応してい

かなければなりません。そのような大災害時にどのような体制で対応していくべきか、言う

までもなく限られた職員での対応には限界がありますので、関係機関との連携、協力体制に

ついてもこれまで以上に強化していく必要があると存じます。 

いずれにいたしましても、今回の熊本地震を機に災害に強い本市の体制づくりを進めてま

いりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 計画があってもいざというときに機能が麻痺した例があるということ

で市長も御答弁いただきましたけども、全くそのとおりだろうと思います。関係機関といろ

いろまた協議もしていただくということでございますので、また期待もしたいと思っており

ます。 

業務継続計画を機能させるためには、やはり策定するだけでなく、継続的な訓練、それに

よる更新というものが大切だろうと思っております。危機管理につきましては、災害などか

ら時間がたつにつれて認識が薄れたり、あるいは意識も低くなることが懸念されているとこ

ろでございます。訓練などを通じまして改善など課題解決を行いながら、計画の実効性を高

めていただきたいと思うところでございます。よろしくお願いいたします。 

それでは次に、２項目めに入りたいと思います。都市計画事業についてでございます。 

平成24年の３月と８月に下林願成寺線都市計画案や事業説明会がありました。そのとき、

平成29年度には工事に着手したい旨の説明があったところであります。これまで計画どおり

に進んでいると思っておりますが、下林願成寺線都市計画事業について、平成29年度から工

事を予定され、予算も計上されているところでございます。この事業の進捗状況についてお

尋ねいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

都市計画道路下林願成寺線の進捗状況についての御質問でございますが、事業費ベースで

の進捗状況と、用地の取得率でお答えさせていただきます。 

まず初めに、事業費ベースの進捗率でございますが、本年２月末におきまして43％でござ

います。次に、用地の取得率でございますが、同じく本年２月末現在で取得筆数で53％、用

地面積ベースでは57％の取得率となっております。残りの用地につきましては、21筆、

1,188.42平方メートルとなっております。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 
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○７番（犬童利夫君） 今、進捗状況について述べていただきましたけれども、21筆まだ用地

の取得については残っているということで、またこれからも御苦労いただくものと思ってお

ります。 

平成25年の質問の中で、自転車の通行については、車道の中の左側に整備される1.5メー

トルの路側帯を通行することになるとのことでありました。特に高齢者の方や子供たちの通

行については、運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障がいを負っている場合、

安全のためやむを得ない場合のいずれかに該当する場合は自転車で歩道を通行することがで

きるということでございました。また、自転車の通行ができる例外として、許可が必要であ

ると思いますけれども、自転車通行可の道路標識がある場合は歩道を通行できるとのことで

ございました。 

この下林願成寺線は特に交通量の多い道路であります。自転車の歩道通行について、自転

車通行可の道路標識の設置はできないか、お尋ねいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

平成25年の答弁と同じようなことになりますが、人吉警察署に確認しましたところ、道路

交通法では道路における自転車の通行は原則として車道の左側を通行しなければならないと

されておりますが、自転車通行可の道路標識がある場合に、自転車は歩道を歩行者優先の条

件のもと通行できることが定めてあります。 

また、その他の条件としては、車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保する

ために、普通自転車――道路交通法では自転車を普通自転車と呼びますが、普通自転車の通

行がやむを得ないと認められるときに通行できると定めてあります。したがいまして、現在

のところ、自転車は車道の左端を通行してもらうということでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 自転車の歩道通行については、なかなか難しいところもあるようでご

ざいますけれども、今、答弁を聞きまして、交通量などの状況、その他関係機関と協議がな

されていくものと理解しております。交通量の多い道路でもあります。歩行者も自転車も、

そして車両もより安全に通行ができるような検討をよろしくお願いいたします。 

次に、路面の標示についてでありますが、今回の都市計画事業の範囲ではないかもしれま

せんけれども、本工事の起点近くのブックスミスミ人吉店東側の交差点部についてでござい

ます。 

通学や通勤の時間帯に、立ち番といいますか、何度か通学や通行車両等の状況を見ました。

ここは横断歩道も設置されているところでございますけれども、交通量も多いこともあろう

かと思いますけれども、横断歩道の標示が薄れておりました。また、このブックスミスミ人

吉店の反対側、北側からですけれども、保護者の方が見守る中で子供たちが横断歩道を渡っ
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て通学をしておりました。保護者の方の話によりますと、横断歩道を渡るために車がとまる

のを一時的に待つわけでありますけれども、この待つ場所が、瓦屋町から願成寺町方面へ通

行する車両から見ると、道路標識の柱であったり、あるいは樹木が重なって死角になるとの

ことでありました。実際に立ってみますと、本当に死角になりますし、車両も見えないよう

な状況でございました。小さい子供ならなおさら見えにくいと思ったところでもあります。 

そういう観点から、調査などをされまして、横断歩道の書きかえと、車両に注意喚起を促

すための路面にカラー着色で表示をしていただき、安全を図れないか、お尋ねいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

御指摘の交差点は、人吉インターチェンジ出口を左折し、最初の交差点部でございます。

市道下林北願成寺線、通称農免道路は、人吉インターチェンジと主要道路を結ぶ幹線であり、

議員おっしゃいますとおり、日ごろから大変交通量の多い路線であります。 

まず最初に、御指摘のあった見通しを遮る街路樹につきましては、現地調査を行いました。

今後、歩行者の安全のため、見通しがとれるように対応してまいりたいと存じます。また、

横断歩道は、市道下林北願成寺線に引かれている横断歩道でございまして、横断歩道の設置、

管理につきましては人吉警察署の所管でございまして、人吉警察署で管理、補修を行ってい

るところでございます。この横断歩道は歩道の白線が薄くなり、見えにくくなっている状況

でございますので、人吉警察署に補修等の対応を協議してまいりたいと存じます。また、交

差点部のカラー着色帯の設置につきましては、人吉市で行っておりますが、これにつきまし

ても警察との立ち会い、協議が必要でございますので、今後警察署と協議を行ってまいりた

いと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 死角になる樹木については早急に見ていただいたということで、検討

していただくということで、よろしくお願いいたします。カラー着色帯の標示については、

関係機関、警察と今後いろいろ協議していただくということで、あそこの道路状況なども調

査をされていると思いますけれども、そういう状況を見まして、ぜひ設置をお願いいたした

いと思います。 

次に、都市計画事業の今後のスケジュール等についてお尋ねいたします。さきの説明会の

中で、工事着手前には地元説明会を計画するとのことでありました。工事に着手される前に

関係町内などへの説明会の予定と、今後の概略でいいですので、スケジュール等についてお

尋ねいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

平成29年度の国土交通省の社会資本整備総合交付金の配分額によって工事の区間や期間が

変わってまいりますが、大まかな工事の流れとしましては、国の交付決定を受けまして、工
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事の設計、入札、施工業者の決定となります。その後、工程等につきまして、施工業者と協

議を行い、工程計画を作成した後、周辺住民を対象とした住民説明会を行ってまいります。 

住民説明会では、工事の方法や時期、交通規制の内容、各個人住宅への乗り入れなどの説

明を行います。また、本工事区間は交通量が大変多いところでございますので、市民の皆様

に対しましても広報等によりまして工事の時期や通行規制の内容につきましてお知らせした

いと考えております。 

今後のスケジュールといたしましては、当初の事業計画では平成29年度に用地買収、建物

の補償等を行い、改良工事、平成30年度に改良工事を行い、本工事を完了する予定でござい

ましたが、国の交付金の配分次第では次年度以降に延伸する可能性もあると考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 広報とか町内説明会については広く呼びかけて実施していただきたい

と思います。また、工事のスケジュールについては、国の交付金の決定後、またいろいろ計

画されるということでございますので、また私たちも期待をしているところでもございます。 

下林願成寺線の機能として、効率的に通過交通を処理し、広域道路網の機能向上を図ると

ともに、市街地への通過交通の進入を低減するとあります。市街地の交通渋滞の緩和につな

がるものとしては認識をしているところでありますが、これからもさらに交通量もふえるの

ではなかろうかと思っているところでございます。工事完了後は歩行者や自転車通行と車両

の安全通行につながるものと期待をしているところでもございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午前11時57分 休憩 

─────────── 

午後１時00分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） それでは、午前中に引き続き質問をしていきたいと思います。 

次に、市民の声から、人吉城跡ふるさと歴史の広場等の整備及び消防団の年末警戒等につ

いてお尋ねいたします。 

まず、庁舎解体後の計画についてでございますが、このことにつきましては、昨日、仲村

議員の質問の中でもありましたので、重複するところもあると思いますけれども、質問させ

ていただきます。 

旧庁舎の解体後は遺跡調査など行われると思っておりますが、その調査計画とその調査期

間についてお尋ねいたします。 
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○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

旧庁舎解体となった場合、地下部分を取り扱う際は市教育委員会による発掘調査が必要と

なってまいります。そのため、旧庁舎の解体工事の範囲をまず地上部分のみとし、地下に関

しましては、必要に応じ周辺も含めて遺構の残存状況を確認するための発掘調査を行うとこ

ろでございます。なお、発掘調査の時期は旧庁舎上部解体撤去後となり、調査期間はおおむ

ね１年間は必要になるかと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 旧庁舎につきましては、上部庁舎の解体後、調査に入るということで

ございました。また、調査期間も１年と相当かかるようであります。 

次に入りますが、このふるさと歴史の広場でどれぐらいのイベントがあり、この広場を活

用されているのか、お尋ねいたします。春夏秋冬、その四季ごとの主なイベント名やその利

用件数についてお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

ふるさと歴史の広場の占用使用は申請書により許可を出し、広場を利用していただいてい

るところでございます。イベントにつきましては、主なものとしまして、春のお城まつり、

夏の花火大会、秋の産業祭、そして冬の出初め式と春風マラソンがございます。また、一般

市民が利用されるものといたしましては、グラウンド・ゴルフやゲートボールの練習及び大

会、それから幼稚園、保育園、小学校等の遠足がございます。 

次に、年間の使用状況でございますが、平成27年度の申請件数は54件でございます。その

内訳は、市の事業で13件、グラウンド・ゴルフで27件、幼稚園、保育園、小学校の遠足が６

件、おくんち祭りの御旅所などその他ということで８件というふうになっております。 

最後に、利用日数でございますが、年間延べ229日となっております。 

以上、お答えします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） ただいま答弁いただきましたけれども、27年度は延べ日数で229日間

の利用があり、また、あそこの道路などを通ってみますと、通常でもグラウンド・ゴルフの

練習であったり、あるいは各個人の運動であったり、いろいろ利用されているようでありま

す。また、多くの市民の方が活用されているようであります。 

また、先ほど冬のイベントとして上げられましたが、平成29年人吉市消防出初式が、御存

じのとおり１月８日に人吉城跡ふるさと歴史の広場で行われました。ことしは例年になく朝

から降り出した雨は昼ごろまで降り続きました。団員を初め執行部の皆さんは雨にぬれなが

ら日ごろの訓練の成果を披露されました。冬の雨には珍しく強い雨であり、大変であったろ

うと思います。本当に御苦労さまでございました。 
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この雨は、本部席付近も排水し切れない地表面に浮いた水が東側から西側のほうへ流れて

おりました。また、アスファルト舗装してあります馬場道の南側に設営されました各消防後

援会や団員休憩所のテントの中も、やはり東側から西側へ表面の水が流れ、その流れは半端

ではなかったということでございます。言葉で言えば川のように流れたということを聞いた

ところでございます。町内会や女性部、あるいは消防の後援会の方々も大変であったという

お話を聞いたところであります。 

この施設の整備につきましては、いろいろの課題もあろうかと思っておりますが、排水設

備の工事などできないか、またいろいろの規制などについてお尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

ふるさと歴史の広場は、市民の方々が広場を多目的に利用できるように、大井戸遺構を除

き、馬場の北側、南側は全て芝張りでの計画でしたが、整備に伴う発掘調査で礎石建物跡な

どの遺構が確認されたため、盛り土で造成を行い、地下遺構を保護する整備工事を実施した

ところでございます。 

まず、後口馬場、後口馬場というのは真ん中を通っている道路の部分ですけども、後口馬

場の北側の整備は、旧城内グラウンドのときから雨水による水はけが最も悪い場所でもあり、

雨水対策として山ずりという大き目の砕石による造成を行い、その中に透水性の暗渠排水管

を18本埋設し、全面芝張りとしております。さらに、遺構表示につきましては、広場の活用

を視野に入れ、遺構表示面と芝張り面との段差がつかないように、ゴムチップ舗装としてい

るところでございます。フラットな仕上げとなっております。 

次に、馬場の南側の整備ですけども、当時、文化庁との協議におきまして、旧市庁舎移転

後に旧市庁舎周辺の整備計画において全体排水計画を検討することといたしまして、全面透

水性のシラスで造成をし、雨水対策として表面雨水を東から西に流すこととしまして、緩や

かな傾斜をつけ、芝張りとしております。 

今、出初め式のことについて御指摘もありましたけども、今後の馬場南側の排水設備とい

うことにつきましては、旧市庁舎の解体撤去後の史跡人吉城跡整備基本計画を平成29年、30

年度に策定する中で、庁舎跡地も含む馬場南側の全体排水計画についてもあわせて議論する

べき点であり、文化庁、熊本県教育委員会、史跡人吉城跡保存整備専門指導員と協議を行い

まして十分検討を進めていくこととしております。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 今、現在の整備状況について、また今後は調査後、排水についても議

論するということでございましたので、期待もしたいと思います。この日は昼ごろには雨も

小康状態になり、市内保育園、幼年消防クラブの通常点検が行われたところであります。中

央付近で行われたわけでございますけれども、中央付近はたまるような水もなく、通常点検
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が行われましたので、尋ねましたところ、暗渠排水が入っているということを聞きました。

この馬場道から、さっき説明がありました北側については、暗渠排水が入っているというこ

とで話を聞いたところでございます。暗渠排水はかなり効果があるのではなかろうかとも思

ったところでございます。その方向でまたよろしくお願いしておきたいと思います。 

屋外の行事などは天候に左右されることは言うまでもありませんが、前日の雨で心配して

いたが、雨が上がれば行事ができる、そのような広場を期待するものであります。また、ふ

るさと歴史の広場は市街地に近く、市民の憩いの広場として、屋外のイベント会場として広

域的な広場です。そして、仲村議員の質問でもありましたように、地震等の災害時の緊急に

逃れるための指定緊急避難場所でもあります。そういう面からも整備をしていただき、排水

がかなうようにしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしておきます。 

次に、消防団の年末警戒等についてであります。昨年の暮れにも、新しい年を迎えるに当

たり、恒例の年末警戒を実施していただきました。地域の皆様の安心・安全を守っていただ

きました。その御苦労に敬意と感謝を申し上げたいと思います。昨年はその団員の激励など

巡回方法が変更され、方面隊ごとに参集して実施されました。市民の方々や後援会の方から、

それぞれに巡回して激励すべきである、何のための巡回激励かなど、また、警戒中地元を離

れているときに有事があった場合出動がおくれるなど意見をいただいたところでございます。 

これまでの実施の概要や、今回巡回を実施された理由と、そしてその後いろいろな意見な

どあったと思いますが、反省点や課題などありましたら、お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

年末特別警戒は、12月28日から30日までの３日間、午後８時から翌日の午前５時までそれ

ぞれの詰所で警戒し、２回程度管轄区域の見回りを行っていただいておりました。また、市

長、消防団長など巡回、激励の方法でございますが、平成24年度以前は21部全てを２日間に

わたりまして、これは初日に21のうちの11部、それから２日目に10部に分けて巡回を行って

おりましたが、平成25年度から西瀬校区の第３方面隊第４分団が西瀬小学校に集まって巡回

を行うようになり、今年度から方面隊ごとに集まり、初日のみ巡回、激励を行う方法に変更

をいたしたところでございます。消防団の理事会等で出された意見でございますが、議員が

申されたさまざまな御意見の中には、団員からはとりわけ好評だったという意見が多かった

ということで、これはおもてなしの負担がなくなりよかったとか、詰所に団員を残すけども

後援会の対応が大変だったとか、出初め式に向けた訓練をする部にとっては実施できなかっ

たとか、方面隊ごとにするより、全体を１カ所に集め年末警戒の出発式のような式にしては

どうかという意見、そういう意見もございました。年末警戒、特別警戒そのものの日数、そ

れから時間の見直しを求める意見も数多く出されたということでございます。これは私も理

事会のほうに出ておりましたので、捉え方はさまざまにあったかもしれませんけども、全体

的に、先ほども申しましたように、団員からの評価は非常に高かったというふうに受けとめ
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ております。 

一方で、町内会、後援会の方々の意見といたしましては、よかったという評価もある中で、

やはりせっかくの機会なので、市長には回ってきてほしい、団長にも来てほしい、警戒時間

中に、先ほどおっしゃいましたように、部長が詰所にいないのはいかがなものかと。突発的

な火災が発生したときに対応もできないんじゃないかと、そういう意見も出されたところで

ございます。状況はそういうことでございました。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 今、答弁いただきましたが、さまざまな意見があったようでございま

す。団員からの評価は好評であったということでありました。この決定については、また理

事会の中で決めていただいたということでございますけれども、広く団員の方からまた意見

なども聞かれることも必要じゃなかろうかとも思ったところでもございます。 

私的な考えではございますけれども、団幹部の方々がそれぞれ地域を巡回されることは、

団員の激励あるいは詰所の現状などの課題も見る機会でもあると思います。また、団員の意

見を聞く場でもあるのではなかろうかと思っています。例えば巡回される市の幹部であった

り、団の幹部の方たちがそれぞれ班に分かれて、時間短縮とか、そういうものであれば、巡

回されるほうが分かれて行く考えもあるんじゃなかろうかと思ったところでございます。い

ろいろな方策も、また今後、検討されると思いますけれども、そういう考えもできるんじゃ

なかろうかと私は思ったところでございます。 

市長も消防団員として活動されて、いろいろ思いもあられると思います。立場が変わられ

ようとも、その思いは一緒でなかろうかと思っております。今後の年末警戒や激励巡回のあ

り方等々について、市長の考えや課題等についてお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

年末特別警戒のあり方と巡回についてでございますが、まずは年末という多忙な中に、地

域住民が安心して過ごせるために、年末特別警戒に当たっていただきました消防団員の皆様

に深く敬意を表するところでございます。 

さきの消防団春季幹部会議におきまして、挨拶の中で述べさせていただきましたが、消防

団を取り巻く環境が劇的に変化をしているのは言うまでもありません。例えば昭和40年代は

自営業者が７割に対し被雇用者が３割であったものが、今は自営業者が３割に対し被雇用者

が７割と逆転をしております。地域コミュニティーの変化、被雇用者の増加、若年層の減少、

活動内容の多様化など課題は多く、やはり一人でも多くの消防団員を確保することが最大の

課題であることは言うまでもございません。時代に即した消防団のあり方を考えましたとき

に、消防団に入りやすい環境、消防団員が活動しやすい環境をつくってまいらなければなら

ないと常々考えているところでございます。 
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年末特別警戒におきましては、団員に寄り添う気持ちは変わりませんが、まずはできるこ

とから試すという考えに基づき、新たな巡回の方法が決定されたところでございます。また、

消防団員と話をしました際に、朝の５時までではなく０時には終わるとか、３日間を２日間

にするなど変えてほしいとの声が多くあったのも事実でございます。 

私も、かつて消防団に所属し、先輩方の血と汗がにじむような伝統、それを引き継いでい

く団員たちの責務等々を当事者として経験してまいりましたが、新たな課題を生きる団員た

ちの苦労に、時代に即した改革の必要性も感じておりましたし、支える側である町内会や後

援会の皆様の思いもしっかりと受けとめなければならないと感じておりました。改革には痛

みが伴いますし、また逆に、命を守り地域をつなぐ消防魂など死守しなければならないもの

もございます。この消防魂をしっかりと受け継ぎ伝えていくために、時代の流れを見ながら

守るべきものは守り、変えるべきは変えながら、年末特別警戒のあり方、巡回のあり方につ

いても、団長を初めとした幹部の皆様、関係者と今後も協議してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 答弁いただきました。今後、消防団幹部の方々や関係者の方々、それ

ぞれに各方面からいろいろな課題について意見を聞いて、また協議されるということであり

ましたので、よろしくお願いしておきたいと思います。 

年末警戒について、経験から少し述べさせていただきますが、市民の皆様の生活が慌ただ

しく忙しい時期に加え、火災の多発期におきまして、市民の皆様に防火思想の普及並びに火

災予防の徹底を図ることと、団員のさらなる士気の高揚と、消防活動体制に万全を期するた

め年末警戒が実施され、地域に応じたきめ細やかな火災予防広報であると思っております。 

ここに現役で頑張っておる宮原議員もおられますけれども、それぞれに、先ほど市長が話

された職業の違う団員の方々、それぞれに話し合いがされるなど、コミュニケーションの場

でもあると思っております。団員同士の結束が深まったりすることが、住民の皆様の安心・

安全につながるのではなかろうかと思っているところでございます。 

これまで地域の安心・安全のかなめとなる消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図

ってこられました。危機管理が問われている今、その重要性がますます高くなっているもの

と思います。また、その消防団の活動などを支えるのは、先ほど市長も申されたとおり、町

内会や消防団後援会であったり、市民の方々であると思っております。時代の流れにより合

理化を進めるのか、いろいろ議論のあるところだと思っております。 

また、これまで先輩の方々が脈々と受け継がれてきた伝統ある人吉市消防団でもあります。

消防団の整備の中で、地域的な課題や改善点につきましても、先ほど述べられたように、さ

まざまな角度から検証していただき、団員の確保や負担の軽減など、活動しやすい環境づく

りを進めていただきたいと思うところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 



- 201 - 

これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後１時24分 休憩 

─────────── 

午後１時30分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君）（登壇） 皆様、こんにちは。６番議員の平田です。食後のひととき、

しばらくの間、私の一般質問におつき合いをお願いいたします。 

今回の私の一般質問の通告項目は１項目、市民の声から。その要旨は４項目。１つは、熊

本地震被災地への支援について、１つは、新市庁舎建設について、１つは、ふるさと人吉を

支える人づくりについて、１つは、人吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、質問

をしていきます。 

本日は、既に３月、梅の花は咲きほころび、田んぼや畑、野山のあちらこちらで緑の葉が

見られるようになってきました。日本の自然は正直です。毎年毎年、正しい周期でやって来

ます。しかし、昨年４月に発生しました熊本大地震、復旧・復興にスピード感が感じられる

でしょうか。また、東日本大震災から間もなく６年、被災地の復旧・復興は順調に進んでい

るでしょうか。阪神・淡路大震災の復旧・復興までには何年を要したでしょうか。 

災害の復旧・復興に関しては、国も、県も、被災地、地方公共団体も、いつも計画どおり

に進めていますとは公言されていますが、東北地方ではいまだに仮設住宅で過ごされている

方々がおられます。ましてや、熊本地震における大規模な被災地においては、まだ仮設住宅

の生活から抜け出すことができない様相です。それはなぜか。それは地方で被災された方々

の多くが高齢化し、雇用の場が少なく、しかも貴重な雇用の場が失われ、核家族化社会でも

あり、被災後の生活資金にも苦渋されている状況にあるからと想定します。在職中の企業人

や、公共機関の勤め人であるならば、少額の国民年金に頼らざるを得ない地方の人々におい

て、建設費が約1,500万から2,000万もかかる新しい住居費用や改修費用が捻出できるでしょ

うか。 

災害に対する復旧・復興については、資金面において、あるいは作業員等労働力面におい

て、また、資材や機材面等々のあらゆる面において、対処、対応しなければならない事象が

潜在すると思いますが、究極的に災害における復旧・復興をなし遂げられるものは、つまる

ところ、人、すなわち人材ではないかと思います。 

そこで第１回目。熊本地震被災地等への被災直後からの本市の人の支援、対応についてお

尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 
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東日本大震災時の支援内容も含めて、あわせてお答えをさせていただきます。 

熊本地震に伴う被災地、被災市町村への職員派遣状況でございますが、昨年５月23日から

12月27日まで、御船町、益城町、宇土市へ、合計67名の職員を派遣いたしております。その

内訳でございますが、益城町に６月に２日間、これは６月４日と５日でございました。在宅

避難者の健康調査業務で保健師を２名派遣いたしております。次に、宇土市につきましては、

住家の被害認定のための一次調査及び二次調査業務で、６月４日から６月21日までの17日間、

市民部税務課及び建設部都市計画課の職員を９名派遣いたしております。派遣期間も長く、

派遣人数も一番多かったのが御船町でございまして、５月23日から12月27日までの169日間、

56名の職員を派遣いたしております。業務内容は罹災に応じた支援メニューの説明、案内等

を行います総合支援窓口業務及び御船町建設課における応急修理受付窓口業務でございます。 

それから、東日本大震災の際の職員の派遣状況でございます。まず、平成23年４月16日か

ら12月23日まで、熊本県市町村合同支援チームの一員としまして、宮城県東松島市へ１回の

派遣当たり１週間から２週間の派遣期間でございますが、計16回、17名の職員を派遣いたし

ております。派遣業務は、支援物資の仕分け、配送補助、罹災証明書発行業務、仮設住宅入

居受付でございます。また、平成23年４月５日から４月12日の間、応急給水活動業務という

名目で水道局職員を１名、宮城県石巻市へ派遣いたしております。さらに、平成23年６月１

日から８月13日まで、３回に分けまして、熊本県保健医療チームの一員として保健師を３名、

宮城県南三陸町へ派遣をいたしております。 

最後に、東日本大震災に係る長期派遣でございます。平成24年10月から平成25年９月まで

の１年間、宮城県東松島市へ事務職員１名を派遣いたしておりまして、引き続き、同年10月

からも事務職員を１名派遣しております。予定では、29年、ことしの９月までの派遣といた

しておりますので、２名で計５年間の派遣となる予定でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） たくさんの職員の支援ありがとうございました。 

このたびの熊本地震における本市の被害は、市民のための公共施設である老朽化した市庁

舎に大きな震動を受けて、建物の亀裂を拡大させ、市民に対する行政職務が履行できない状

態に陥り、行政機能の分散化を余儀なくされました。現在も市民の皆様に多大な御迷惑をお

かけしている状況にあります。しかし、本市は、幸いにも死者が出たり、建物等が崩壊する

等の甚大な被害がなかったため、市庁舎機能を移転させなければならない期間を除けば、被

災地の行政職員等を支援すべく、また、支援しなければならないとの本市職員の強い意識の

もと、職員等の派遣ができたのではないかというふうに考えております。 

また、大規模な災害を受けた被災地行政は、復旧・復興をなし遂げるために長期間を必要

とし、住民票や戸籍謄本、罹災証明書を発行するといった事務職員ばかりでなく、名称は定
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かではありませんが、罹災証明書の発行基準となり得るであろう家屋調査員や、被災のうち、

土地等の土地被害調査員、被災後のまちづくり等におけるまちの復旧・復興指導員等々、土

木工学系の技術を持つ専門職の職員の支援を必要としていると聞いていますが、第２回目。

本市の土木建築、農業土木等の専門技術を有する職員は、現在、何名雇用されているのかお

尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

技術系の職員に関するお尋ねでございますが、まず土木関係の技術職員が24名でございま

して、このうち２名を農業土木関係に配属をいたしております。残りの22名が土木系、建設

部のほうにいるということでございます。 

一方、建築関係の技術職員は８名でございます。技術職員の配置でございますけども、主

に建設部、水道局、それから経済部の農林整備課に配置をしておりますが、事業内容により

ましては、その年度や、複数年にわたり技術職員を配置しなければならない事業もございま

すので、そういった場合には、これらの部局以外にも配置を行う場合がございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） ところで、先月26日発行の熊日新聞の見出しに「県内被災自治体復旧

職員足りない 来年度応援確保めど４割 技術系特に深刻」とあり、その中に、職員を派遣す

る方針の県内市町村分として、特に１市４町５村が存在する人吉球磨地域にあって、核とな

るべき本市の名称だけがないのには愕然としました。 

そこで第３回目。県内被災自治体から、また、県内市長会並びに県内町村会から本市に対

して、平成29年度の応援職員の派遣要請はあったのか。要請はあったとしたとき、なぜ要請

に応えられなかったのかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

県内被災自治体からの職員派遣要請につきましては、熊本県を通じまして、平成29年度分

の中長期の派遣要請があったところでございます。加えまして、熊本県市長会、それから町

村会の連名で協力依頼もあっておるところでございます。 

議員からの御紹介がありました報道資料等にもありますように、被災自治体におきまして

は技術系職員が大きく不足をしている状況、これは本市のほうもしっかり承知をいたしてお

るところでございますが、市におきましては、平成29年度から新市庁舎建設、それからスマ

ートインターチェンジの整備事業、それ以外にも技術力を要する大きな事業を抱えている現

状にございまして、技術系職員を中長期にわたって派遣することは、現在では非常に困難な

状況にございます。また、事務系職員につきましても、東日本大震災の被災地支援派遣を初

め、平成29年度が関係機関、関連団体等への職員派遣がピーク、要するに、国とか、そうい

うところに派遣しておりますけども、そういう状況の職員がピークを迎える年でございまし
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て、中長期にわたる県内被災地への職員派遣については断念せざるを得なかったと。平成29

年度の人事配置について、今度14名の退職者が出ます。その中での人事配置でございますの

で、非常に苦労したところで計画を練っておりますので、そういう状況も要素としてあるわ

けでございまして、私たちの気持ちから、それから市長の気持ちとしても、ぜひ被災地のほ

うには派遣はしたかったと、そういう気持ちは持っておりますので、そのあたり御理解いた

だければと思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） どこの自治体においても、少子高齢化と若者の流出により、なかなか

人口減少に歯どめがかからないという状況にあります。行政改革により職員の適正化を進め

ざるを得ない状況にあり、現在の職員数はぎりぎりの状態、そのため、ふだんから少ない技

術員を割けば、みずからの業務が回らなくなるとの言い分、果たしてその言い分でよいので

しょうか。特に、震災は突然に前ぶれなくやって来る現在、あすは我が身かもしれません。 

本市においては、既に新庁舎建設、スマートインターチェンジの建設、中核工業用地の造

成等々の事業を展開しているさなか、多くの専門職員を必要としている現状にあることは理

解できております。しかし、身内とも言える県内の被災自治体からの依頼であり、あえて支

援すべきであるというふうに考えます。しかも本市と同様な内陸部の被災地の支援業務、専

門技術を磨く絶好な機会と逆に捉えてはいかがでしょうか。 

続きまして４回目。特に国内の大規模災害時には、いつも自衛隊や消防庁、警察署等への

災害派遣要請が行われ、いつもそれらの方々の活躍の場面を目の当たりにしています。そこ

で、本市の自衛隊協力会の活動状況はどのようになっているのか。また、毎年８月末に行わ

れている本市の防災会議や防災訓練において、いつも参加支援を続けている熊本市内の陸上

自衛隊の記念行事等に市長の参加案内はあっているのか。また、参加されているのかお尋ね

いたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

人吉市自衛隊協力会の活動状況としましては、毎年５月に人吉支部の総会が開催されまし

て、自衛隊募集や自衛隊施設見学、防衛講演会、入隊予定者の合同壮行会等が年間の事業計

画として予定をされておるところでございます。市長が人吉市自衛隊協力会の会長でござい

ますので、当然市長は、総会を初めさまざまな状況の中で、できる限り出席をしているとい

うような状況でございます。公務で出席できない場合は、松田副市長のほうが出席をしてい

るというような状況でございます。 

後段で申し上げられました自衛隊のほうのイベント等々もですね、昨年は健軍でございま

したか、これには市長のほうは出席をしたというふうな状況でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして５回目。大規模災害時等において、国は被災家屋等の調査、

被害状況を現地調査し、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊との判定を下し、罹災証明書を

発行しなければならないとしていますが、本市職員の中に罹災証明書の発行業務を担当でき

る職員はいるのかと昨年６月議会において質問しました。執行部から、現在は確保していな

いが、罹災証明書を発行できる担当職員の育成、確保は必須課題であり、職員に研修と体験

等により習得させ、罹災証明書を発行できる職員の確保及び被害状況判定調査員の増員、育

成に努めるとの回答がありましたが、熊本地震発災から間もなく１年、その後、罹災証明書

を発行できる担当職員の育成はなされたのかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

昨年、人吉盆地南縁断層地震を想定いたしまして、未曾有の大災害時においても、限られ

た人員、資源でもって、市役所業務を継続することを目的としました人吉市業務継続計画を

策定いたしたところでございます。計画の中に301の非常時優先業務が位置づけられており

ますが、その業務の１つといたしまして、複数の課で協力遂行する罹災証明の発行業務がご

ざいます。昨年６月４日から21日までの17日間に、市民部、建設部の職員を被害認定のため

の一次調査と二次調査のため、宇土市へ派遣し、習得いたしましたノウハウを持ち帰りまし

て、総務課、税務課、都市計画課、防災安全課の職員が連携、チームを組んで、現在、本市

の被災家屋の現地調査に当たっておるところでございます。 

また、業務継続計画の下位計画になります部門別行動計画においても、対応する業務につ

きまして明確に規定をしておく必要がございますので、現在、対応マニュアルについて、対

策班ごとに整備を進めておるところでございます。もちろんその中には罹災証明等々を発行

するためのチーム編成も入ってくるということでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 罹災証明書の発行担当職員の確保はできているということで、今後も

継承のほうをよろしくお願いいたします。 

次に、新市庁舎建設について質問していきます。第１回目。皆さんもよく周知のとおり、

地球は移動する十数枚のプレートで覆われており、我が国、日本列島は４つのプレート、太

平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートが会合し、大き

く千島海溝、日本海溝、伊豆・小笠原海溝、相模トラフ、南海トラフ、南西諸島海溝、そし

て本県にも最も大きな影響力を有する中央構造線という大断層線を持っています。そのため、

我が国は地震大国とも言われ、日本のどの地域にあっても大規模地震が発生する可能性が高

いことが知られています。 

実際に近年、家屋の倒壊は言うまでもなく、数多くの貴重な人命を失うような大きな地震
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災害が起きておりますが、この人命をも失うような大震災は、世界が、また、日本が始まっ

たころから起きていることです。このことは、皆さんも中学校の歴史教科書で習ってきたは

ずです。しかし、残念ながら中学校の歴史教科書では、過去の大震災の歴史や地域の活断層

の位置までは教えられていません。大震災から我が身を守るためには、実際に生活している

地域の活断層の位置、そして、活断層が動いた過去の歴史については教えておくべきであり、

知っておくべきことであると思います。なぜなら、このたびの熊本地震まで、我が熊本県に

は地震はなく、住みやすい県であるといった神話みたいな風潮をすり込まれていた感があっ

たようにも思います。 

私の耳学問で申しわけないのですが、今回のような熊本地震は過去にも幾度ともなくあり、

その都度、立ち直ってきたとの経緯を持ち、その大震災の周期は約150年ごとに繰り返され

ていたと聞いております。では、本市、球磨地方が抱える人吉盆地南縁断層の活動周期はと

聞くと、古来、約300年ごとに活動を繰り返し、震度は約５程度の地震が繰り返されていた

と聞いたことがあるように思います。 

そこで、考古学を習得された方か本市の古文書等の中に、また、地震工学を研究されてい

る方々の中の研究記録に真意となるものを見聞されていることがあれば教えていただきたい

と思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

残念ながら、平田議員に、いろいろ今、私たちが教えを請うというか、さまざまに今、説

明をしていただいて、防災安全課でもかなり細かく調べていったんですけど、なかなかそこ

まで追いつくことができませんで、現状では、国の地震調査研究推進本部の調査報告書に基

づいた御回答ということで、御理解、御了承いただければと思います。 

人吉盆地南縁断層につきましては、過去の活動状況でございますが、国の地震調査研究推

進本部の調査報告書によりますと、人吉盆地南縁断層の平均的な上下方向のずれの速度は約

0.1メートルから0.2メートル、これは1000年に当たりですけども、そういった可能性があり、

最新活動時期は約7300年前以降、約3200年前以前であった可能性があると言われています。

活動時には断層の南東側が北西側に対し、相対的に２メートル程度隆起したと推定されてお

ります。また、平均活動間隔は約8000年以上の可能性があると言われています。これはよく

議員も御存じのことだと思います。 

将来の活動でございますが、人吉盆地南縁断層は全体が１つの区間として活動し、マグニ

チュード7.1程度の地震が発生すると推定されております。その際、断層近傍の地表面では、

断層の南東側が北西側に対しまして、相対的に２メートル程度高まる段差が生じると推定を

されております。さらに、地震発生の確率には幅がございますけども、その最大値をとりま

すと、これは前回も御説明させていただきましたけれども、本断層は今後30年以内に地震が

発生する可能性が１％以下となっておりまして、我が国の主な活断層の中では、やや高いグ
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ループに属すると報告をされております。 

災害は忘れたころにやって来るという教訓ではございませんが、大地震は、きょう、あす

起きても何ら不思議ではないという恐怖を今回の熊本地震で身をもって体験をいたしました

ので、万全の備えと不測の事態への想定を常日ごろから行っていくことの重要性を市民一人

一人に御理解をいただくことが、私たちの役目、宿命であるというふうに考えておるところ

でございます。300年ごとに動いている周期、その辺の記録というのはですね、ちょっとお

時間をいただいて、私たちも勉強させていただきたいと思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして第２回目。本市では防災拠点となる新市庁舎建設に向け、

現在、基本設計計画書を作成中と思いますが、本市の防災拠点としての市庁舎とは、どのよ

うなものを指すのか、お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

目指すところでございますが、人吉市業務継続計画では、大規模災害発生時において、市

民の生命、生活及び財産を守るため、本市が有する施設を最大限有効活用することを掲げて

おるところでございます。新しく建設されます新市庁舎は、非常時優先業務を迅速かつ的確

に実施するための防災拠点となり、被災状況を的確に把握し、関係機関と連携して速やかに

対応、対策がとれる施設となることを目指しておるところでございます。 

また、災害時におきまして、庁舎の一部を被災者やボランティアの一時受け入れスペース、

職員の待機スペースとして有効利用できるように、検討をしておるところでございます。現

在、本市の人吉市地域防災計画の中では、21カ所の指定避難所がございます。この指定避難

所に、現在の計画では１万1,550名の方が避難が可能ということで位置づけしております。

ただ、この１万1,550名というのは、現在、国が東日本大震災後に指針を示しておりまして、

この１万1,550名というのは、本市の場合は、２人で3.3平米でございます。これを例えば２

で割りますと約1.6平米。今回、国が出している指針は、これが２から４平米でございます

ので、やっぱり今の、そこは東日本大震災後にさまざまな状況の中で、やはり快適とまでは

行きませんけども、避難所である程度の期間を過ごしていただくためには、やはり現状の指

針では狭過ぎるということで、見直しが今図られておりますので、本市のほうも、この指定

避難所の面積を少しふやして、そうなることによって、受け入れ可能人員は当然１万1,550

人は割ってくるということです。状況的には、今回の新市庁舎のほうで、一時避難所として

受け入れも必ずやっていかなければならないというような状況でございます。では、その受

け入れ可能な人数がどのくらいになるのかというのは、今、配置計画等々を検討いたしてお

りますので、確定しましたならば、その辺もお話をさせていただければと思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 



- 208 - 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 新市庁舎は、いかなる災害、地震にも耐え得る庁舎であること、また、

いかなる災害時においても、市民等への司令塔としての機能を果たせる庁舎であること、市

民に対して安心と安全を与えられる庁舎であること、そして、いつでも市民が集える、使い

勝手のよい庁舎をつくることを命題として、新市庁舎の建設を考えておられることと思いま

すが、これまでの新市庁舎建設計画の変遷についてお尋ねいたします。 

そこで３回目。当初の新市庁舎建設計画では、保健センターと勤労青少年ホーム及び弓道

場を解体して、その跡地に新市庁舎を建設するとの計画でありましたが、現在の建設計画で

は、弓道場は現在地に残して、建設することに変更されています。なぜこのような変更があ

ったのかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

弓道場の移転につきましては、議員が申されたように、基本構想段階では移転が前提とな

っておりました。その最有力の候補地でございました人吉スポーツパレス周辺が、駐車場周

辺だったんですけど、今回の熊本地震によるさまざまな状況を踏まえ、大規模災害時の指定

避難所もしくは救援物資のバックヤード、さらに被災者の仮設住宅の建設場所等々として、

その利用価値が熊本地震後に相当高まりまして、結果、弓道場が移転することの移転先とし

ての可能性は、今度は逆に狭まりまして、施設を管理する教育部、それから人吉市弓道連盟

と再度協議を行った結果、弓道場は現在地にとどまるということになったところでございま

す。また、現在の弓道場が、供用開始からわずか10年程度しかたっておらず、当時の建設に

要しました事業費が約１億2,300万円、また、建設に際し、市債、起債を発行しております

ので、平成28年度末で元金及び利子をあわせて、まだ4,100万円ほど償還が残っている状況

もその要因となっております。 

さらに、今回の移転には、グレードの高い要望が弓道連盟のほうからありまして、現状の

ものよりちょっと規模の大きい弓道場をつくってほしいと。これが相当お金がかかるような

状況で、これも現在地に残す要因になったところでございます。それでも、弓道場について

は、安全面の観点から、移設してほしい、住宅街にはそぐわない施設であるという厳しい御

意見も周辺の町内からいただいておりまして、これは１回誤射があって御迷惑をおかけした

ところから、説明会の中でさまざまに出てきた意見でございますけども、あの地に弓道場が

このままあり続けるのかということに関しましては、引き続き、教育部、それから弓道連盟

と協議を行ってまいりたいと存じます。 

いずれにしましても、弓道場が残るということは、なかなか難しい問題であったわけでご

ざいますけども、議会のほうにも御了承をいただいたということで、とりあえずクリアはし

たものの、今後は住民の皆様、特にあの周辺、西間下町、それから南寺町、この辺の方、住

民の方々を中心に御理解をいただけるように、説明会でも再度お願いをしていきたいと思い
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ます。また、安全対策もしっかり施しまして、事故がないような状況もしっかりつくってい

かなければならないと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして４回目。小永野第一雨水幹線の移設についてお尋ねいたし

ます。現在の小永野第一雨水幹線の移設費については、国から全額補償されるとの説明であ

りましたが、移設には当然移設経費と移設時間を要することになり、しかも、もとの小永野

第一雨水幹線を埋め立てた上に、新市庁舎１階床面積の約半分部分が建設されるような計画

になっております。そこで、移設費用は国から全額補償されるとはいえ、なぜ余計な経費と

時間を無駄にされるのか。また、地盤強化の低下にもつながりかねず、しかも埋め立てた上

の建物は、大規模な震災による液状化の発生も考えられる中、なぜ小永野第一雨水幹線の移

設をしなければならないのか、お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

当初の配置計画におきましては、市道808号線、これは総合福祉センターまで続いている

市道でございますけども、その市道808号線を水路につけかえる形で、最初はそういう工法

をとるということを予定いたしておりました。その後、専門部会におきまして、さまざまに

協議、検討を行いました結果、市道808号線を残して、逆に水路をそちらのほうにつけかえ

る案が浮上し、それから、さまざまな角度から、山下設計を中心に検証を行ってきたところ

でございます。 

水路のつけかえ案につきましては、まとまった一団の土地として敷地全体を有効活用でき、

これは説明もさせていただいたわけなんですけども、災害時の活動拠点としての有効性が高

まる。要するに、庁舎が水路のほうに行くことによって土地の有効活用ができると。それと、

市道をそのまま活用できることで、工事期間中の総合福祉センター等への動線、それから、

駐車場の確保が可能となることと、新たに取りつけ道路をつくる必要がなくなっているとい

うような状況、また、工事の施工性も高まること、さらに、先ほど議員も申されましたよう

に、一般単独災害復旧事業債、充当率100％、交付税算入率が85.5ということで、その対象

にもなるということが、国のほう、県のほうとの協議の中でお認めいただきましたので、財

源的にも非常に有利になることなどを勘案いたしまして、この計画を採択するに至ったとい

うことでございます。それは、そういうメリットがそれを後押ししたということでございま

す。 

懸念されておりました新市庁舎の位置に関する特別議決というのがございます。要するに、

今、御議決いただいているのは、永溝7-1というところで御議決をいただいていますけども、

今の既存の溝の上につくれば、一本杉の地番にひっかかってまいりますので、この辺がちょ

っと大丈夫だろうか、特別議決に影響がないだろうかというふうなところで協議をいたしま
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した。法務局のほうにも行ってまいりまして、これについては問題ないと、法令上変更する

必要がないということが判明して、それも後押しになったわけでございまして、最終的には

特別委員会、それから議会の全員協議会のほうで決定をしていただいたというところでござ

います。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 第５回目。小永野第一雨水幹線を暗渠にすれば、庁舎構内の拡大につ

ながり、暗渠化により市民等の往来の安全性が確保できるのに、なぜ暗渠化ができないのか。

また、小永野第一雨水幹線は、もともと周囲の田園地帯の用水路として使われていたものと

考えますが、なぜ水道局が管理するようになったのか、お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

水路の暗渠化につきましては、特別委員会におきまして状況を説明し、関係機関の皆様方

の御意見、御要望もお伝えしたところでございます。ただ、暗渠化へすることへの課題もま

だ数多く存在しており、今後、さらに検証し、整理していく必要がございますので、その考

え方につきましては、協議の中で方針がまとまりましてから、改めまして議会のほうには御

報告、御説明をさせていただきたいと存じます。 

また、小永野水路は、昔から生活用及び農業用として利用されていた、いわゆる溝と呼ば

れるもので、幅も一定ではなく、至るところにゆがみ――湾曲ですね、ゆがみが見られてい

たものを都市下水路事業により断面や水路について改良、改修を行ったものでございます。

よって、都市下水路として整備され、現在は雨水幹線という位置づけで下水道事業に属して

いることから、水道局において管理を行っていただいているところでございます。これは水

道局のほうに確認をさせていただきました。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） よくよく話を聞きますと、暗渠化するかしないかは、水道局の意見、

判断ではなく、市長の判断で実施できるということをちょっと耳にしております。市民の安

全で効果的な利活用方法を正しく判断していただきたいと思います。 

続きまして第６回目。新市庁舎建設は、将来の子供たちの負担とすべきではないとの市長

のマニフェストから、最小予算でコンパクトな新市庁舎建設を考えておられるようであり、

新市庁舎建設における床面積を9,000平方メートルとして決定したかのように進めておられ

ますが、国の試算方法では、本市新市庁舎建設の床面積は１万2,000平方メートルまで可能

であるというふうに言われています。市民の安全と安心をうたい、しかも市民の防災拠点と

し、市民がいついかなるときに大規模災害に遭遇しても、新市庁舎内で避難対処できる庁舎

とすべく、新市庁舎建設の床面積の拡大も視野に入れるべきではないかと考えておりますが、
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お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

新市庁舎の規模でございますけど、基本構想の算定面積を基準とし、西間別館の利活用を

図り、一時避難所を兼ねた総合的な防災機能を附帯させることを踏まえ、9,000平米として

おるところでございます。9,000平米の根拠は、さかのぼりますと、これは基本構想が決定

いたしました27年の３月だったと思いますけど、水道局業務スペースの移転、それから麓町

本庁舎及び保健センターの建てかえも含めた基本構想時の7,650、もともと7,650でした。こ

れを基本としておりまして、これに防災拠点としての避難所機能を含めた防災センターのス

ペースを増設するということで、最終的に9,000平米になったというところでございます。

これは御説明して、前の恐らく改選前の委員会だったと思いますけども、その御了承はいた

だいておるところでございます。 

今後、少子高齢化等の人口減少により、公共施設等の利用需要が変化していくことが予想

されている中で、まず維持管理等に係る経費を抑えることが重要になってまいります。現在、

策定を進めております、今議会でも取り沙汰されております公共施設等総合管理計画におき

まして、長期的な視点で公共施設等の総合的なマネジメントを進めていくことになりますが、

その柱となるのが、これは公共施設総量、全体の適正化、縮小といいますか、それを目指す

ものでございまして、新市庁舎につきましても、できる限りそういう考え方の中で、コンパ

クトな庁舎の実現を目指してまいりたいと存じます。 

また、今の面積から3,000平米ふえるということは、それだけ財政負担も当然伴いますの

で、そこは市の実情に合った庁舎という考え方からすれば、9,000平米の規模は適正なもの

と存じておるところでございます。これは１万2,000平米まで行けますよというのは、国の

ほうからの地方債計画の中にも明記というか、読み取ることはできますけども、そういう事

情で9,000平米としておるところでございます。 

なお、この9,000平米については、特別委員会、そして全員協議会の中でも御承認をいた

だいたということで、執行部のほうは受けとめておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、前問に起因することですが、市民の防災拠点とするため

に、また、市民がいついかなるときに大規模災害に遭遇しても、市庁舎内で避難対応できる

ように、しかも安心して避難行動がとれるような部屋の確保として、かつ市民がいつでも市

庁舎を訪れやすく、利用しやすく、そして、自分を磨く場所として、新市庁舎のある１階フ

ロアに、現在、手狭で老朽化した人吉市図書館を設置することはできないか、お尋ねいたし

ます。このことが実現すれば、全国の行政庁舎に図書館を兼ね備えた庁舎は見たことがなく、

聞いたことがないと思います。本市は必ず他自治体からの視察研修の的になるのではないか
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というふうに思います。しかも、図書館係の職員の方も、ひょっとしたら、ぜひ新市庁舎で

勤務してみたいというふうに思っておられるかもしれません。いかがお考えでしょうかお尋

ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

この御質問をいただいたときに、もうみんなで驚いたところもありますけど、そういう視

点もあるのかなというふうに、別の意味で、改めて議員がおっしゃる内容について、しっか

り内部で検討もさせていただきました。ただ、現状では、すでに配置計画も進んでおります

ので、現在の図書館というのは本当に手狭で、当然将来は移転を考えることも構想や考えに

入れていかなければならないと思いますけども、現時点では新庁舎に図書館を配置する予定

はございません。その旨、お答えさせていただきたいと思います。 

以上でございます。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 現市庁舎建設計画では、新市庁舎内に水道局を設置するとのこと。水

道局が現在地に移設され、運営を開始されてから長い年月を経過して、市民にも水道局の設

置場所は既に定説化されており、新市庁舎への移転はいかがなものかと考えます。水道局を

新市庁舎内に配置すること、なぜ配置される予定なのかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

これ、先ほど申し上げましたが、平成27年３月末で策定をいたしました基本構想におきま

しては、水道局を新庁舎へ移すということは、基本構想の中では決定をいたしていたところ

でございます。 

水道局は、現在、浄水苑で業務を行っておりますが、新市庁舎の位置とかなり距離がござ

いまして、利用者の不便がこれまでもたびたび指摘をされていたところでございまして、水

道局からも、市民サービスの面でのマイナス面を是正するため、新市庁舎の中に移転させて

ほしいという要望もございまして、ヒアリング等を行いまして、水道局を新市庁舎へ配置す

ることを決定したわけでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、新市庁舎内に本市の行政管理下になるということですか

ね、藍田財産区事務所や、職員組合の事務所、農業委員会事務局、議会事務局等々もそうで

すが、配置が検討されているようですけども、どのように配置される予定なのかお尋ねいた

します。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

行政委員会のほうは、ほとんどが新庁舎に入るわけですけども、これはこの間御説明しま

したけど、教育委員会、教育部だけが西間別館の２階のほうに配置するということを、現在、
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決定させていただきました。変更になったというふうな状況でございます。 

職員組合事務所など、麓町の本庁舎に配置されておりました機関、そういうものは優先的

に新市庁舎に配置する方向で計画をしておるところでございます。また、藍田財産区の事務

所に関しましては、藍田財産区区議会が新市庁舎への配置と申しますか、事務所も、そして、

区議会の議会も、そこでやりたいというような申し入れがありまして、強く希望されている

こともありました。さらには藍田財産区に関する所掌事務が経済部の所管となっております。

そういう状況で、将来的な事務の効率化等を考慮いたしますと、配置に関しましては、前向

きに検討していく必要があるのではないかということを、これは特別委員会のほうにも御報

告をさせていただいております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、現西間別館地におけます市道第19号青井西間線からの構

内進入路として、構内道路を市道に認定して、交差点として改修、改良するか、現在のまま

構内車両出入り口として改良するか、検討されているようですが、市道に認定してから改良

すると、警察署からの許可を得る必要があり、許可が認可されるのに約１年余りの日数を要

することから、市道として整備するより、構内道路として整備するほうが、整備時間がかか

らなくて済むと思いますけども、どのように計画されているのかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

市道第19号青井西間線の進入路につきましては、現在、道路整備を行う際の技術的基準を

定めるに当たっての参酌すべき道路構造令に基づきました右折レーンの設計を行っておりま

して、構内通路につきましては、歩行者等の安全面に最大限配慮できるように、警察署及び

消防署等と協議を重ね、設計を取りまとめていきたいと存じます。内容につきましては、さ

きの特別委員会で２案を出させていただきました。内容等につきましても、かなり細かく建

設部長のほうから説明をさせていただきましたので、これから少しお時間をいただいて、市

道でいくのか、構内道路でいくのか、あと通路でいくのかということに関しましては、ある

一定の方針は出してはいるものの、まだ少し時間も残されておりますので、その辺を協議の

中でしっかり話し合いまして、そして方針を決め、議会のほうにも最終御報告をさせていた

だきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、本市におきまして、先月、２月６日から２月21日火曜ま

での期間、新市庁舎建設基本計画案についてのパブリックコメントが実施されましたが、そ

の間の意見者数は28名であったとのことでした。パブリックコメント実施の市民への案内不

足がこういう結果になったのではないかというふうに思います。今回の意見募集のみならず、
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あらゆるパブリックコメントにおいての周知が募集期間間際であったり、しかも募集期間が

短かったりと、とにかく市民への案内不足が目につきます。本当に市民からの意見を求める

ならば、市税の徴収日の案内ばかりでなく、防災行政無線と言われる行政無線を大いに活用

して、市民へのパブリックコメント中であるということの周知を図るべきであると考えます

が、執行部の考え方をお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

基本計画に基づいてのパブリックコメントでしたので、28名というのは、本当におっしゃ

るように少なかったし、周知がちょっとうまくいっていなかったのかなというのは、私たち

も反省をしておるところでございます。 

御質問のパブリックコメントに限らず、市民から意見募集する際は、防災無線などを利用

して広報をやっていけないだろうかということでございます。現在、防災行政無線の放送事

項は要綱で規定をしておりまして、気象に関すること、避難に関すること、市の行政の周知

に関すること、国・県のその他公共機関からの周知に関すること、市長が特に必要と認めた

こと、５項目あるわけでございます。そういう状況からすると、例えば３番目の市の行政の

周知に関することで、現在、市税の納期が迫っていますという、行政無線を使って放送して

いるわけなんですけども、この分類からすれば、今回のパブコメの意見募集の呼びかけとい

うので防災無線を使うということはできたわけでございます。ただ、防災無線に、現在、安

易に頼るべきではないという苦情が、防災安全課のほうに非常に多く寄せられておりまして、

こういうことへの対応も今やっておるのも事実でございます。 

現在、要綱の見直し、整理を進めておりまして、防災無線は本当に非常時にしか使わない

ということで、当然気象とか、避難とか、火災予防、そういうものに特化させていただいて、

そのほかの行政情報については、これは昨日、宮﨑議員から一般質問していただきましたが、

新しい防災情報住民サービス、きのう、デタポンという話をさせていただきました。その導

入も計画しておりますので、そういう行政情報などは、そういう新しい住民サービスの手段

の中でやっていければ、まだ見る機会がふえるんじゃないかなというふうに思っています。

防災無線はちょっと聞き漏らすときもあるかと思いますので、そういう状況で考えておりま

す。 

なお、パブリックコメントは、今回が終わりではございません。当然庁舎の鳥瞰図、アウ

トラインが出てきたときには、地元の説明会も、校区説明会もあると思いますし、さまざま

な御意見もこれからいただいていくと思いますので、その中で、まだしっかり庁舎建設につ

いては議論をさせていただきたいと思っています。 

以上、お答えいたします。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後２時30分 休憩 
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─────────── 

午後２時41分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、ふるさと人吉を支える人づくりについての第１回目。本

市では、毎年、約400名もの人口減少により、単純には税収も減っていく中、将来にわたっ

ての子ども医療費及び学校給食費の財源の確保をどのように考えておられるのか。 

また、第２回目。本年度の子ども医療費及び学校給食費でふえた事業費は、本市起債をふ

やすことで補っているのではないか。 

また、第３回目。本市においては、近年、起債借入額が増加傾向にあると思われるが、起

債に頼らず、将来の負担を減らしていくべきではないかと考えるが、近年の起債残高の推移

はとの質問をするつもりで予定しておりましたが、昨日の笹山議員の一般質問の中で全て回

答がありましたので、ここでは、毎年、本市の起債残高が約140億円で、減少することもな

く推移していることについてお尋ねいたします。 

起債残高約140億円、皆様、この金額をどのように思われていますか。本年度の本市の当

初予算額約165億8,000万円、毎年、償還額は約14億円、起債残高はほぼ横ばい、このことを

一般家庭で考えるとき、確実に破産宣告、自己破産状態と考えられるのではないか。この状

態が一生続くのかと考えたとき、人のため、世のためと考えなければならないでしょうか。

多分私が生きている間は本市の起債はなくなることはないだろうというふうに思います。本

市行政は借金についてどのように考えておられるのかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

起債が減らないというのは、例えば北海道の夕張市が破綻したときは、380億円ぐらいの

起債残高を残して破綻したんですけど、状況的には、あれは第三セクターの運営費を一時借

り入れという形で飛ばしながら返済をせずに、それが累積して、要するに、返済する力もな

いのに、どんどんどんどん雪だるま式にふやしていったと。それがあって、自治体の倒産に

至ったというような状況があるんですけど、要は計画がないと、やはり地方債も借り入れら

れないし、当然償還計画も、計画的にはできないというのは、自治体が常にやって一番頭の

痛いところでございますので、そこがうまくいっているかというのが、実際、大事なところ

でございます。そういう状況下を踏まえて御答弁をさせていただきたいと思います。 

本市の状況でございますけども、きのうも笹山議員の御質問にお答えしましたように、地

方債の発行には、国、県の厳しい審査が入りますので、起債の発行は、今のところ適正に行

われておるというところでございます。また、起債の発行に際しましては、国の地方債計画

のもと、適債性を重視し対応しておりますので、起債償還も年間の所要財源で十分に対応で

きているという状況でございます。140億円半ばで推移をしておりますが、近隣の類似団体、
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例えば水俣市さんはですね、同じぐらい、140億円ぐらいだと思うんですけど、宇土市さん

は、これが160億円ぐらいありますので、やはりそれだけ事業をたくさんやってこられて、

起債がかさんでいるというふうな状況でございます。今のは本市と財政規模が大体同じよう

な自治体の起債残高でございます。 

私たちが起債の残高以上に、現在、夕張市の財政破綻以来、新しくできました地方公共団

体の財政の健全化に関する法律の中で重視をいたしております実質公債費比率、これは27年

度決算におきましては、３カ年平均で6.9％ということで、熊本県の市の中では常にトップ

の位置を維持していると。健全な比率は保っている。要するに、これが低ければ低いほど、

その借金に頼っているような状況ではなく、償還計画の中で借り入れを適正に行われている

と。その数値として、今、一番総務省が決算統計の中で重視をしている数値でございます。

これは経常収支比率よりも、今、重視をされていて、平田議員が申されるように、やはり起

債に頼っているような状況は、やはり自治体でもかなり財政が非常に厳しくなるような状況

の一要因となっておりますので、そこを注意するように、国のほうからしっかり指示があっ

ているというような状況でございます。それでも、議員がおっしゃるように、後年度に過度

な負担とならないように努めていくことは、本市としての使命でございますので、引き続き

事業の見直し、それから総合計画、実施計画、それから中期財政計画に基づく財政運営の中

で、適正な市債の発行、そして償還、これを計画的に取り組んでまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 実質公債費比率が非常に低い、６％ぐらいであるとか、健全化、適正

に対応してるというふうに言われましたけども、140億円もの借財、これを率に直すと毎年

幾ら金融機関に余計に払ってるかというのを考えていただければ、非常に起債というものは

重きものがあるというふうに思いますので、よろしく管理のほうお願いいたします。 

続きまして、第４回目。先月２月19日に行われました第14回ひとよし春風マラソンについ

てお尋ねをいたします。 

マラソン大会実施後の反省点はなかったか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

今回の春風マラソンは、天候にも恵まれ、沿道には例年以上の市民の皆様に応援に駆けつ

けていただくとともに、各町内会、団体、企業、個人の皆様によるさまざまなおもてなしの

御協力をいただいたところでございます。市民一体となったおもてなしの取り組みと大会運

営に対する多大な御協力に心から感謝を申し上げます。 

例年、赤飯、つぼん汁など温かい郷土料理を振る舞っていただくおもてなしボランティア

の皆様、市内外で温泉の無料開放や広告協賛、お楽しみ抽選会への商品提供をいただいてい

る事業所の皆様、4,000本の応援小旗を作成いただきました人吉市老人クラブ連合会の皆様、
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また沿道の町内会の皆様にはコースの周辺の清掃を初め、イチゴや飲料水の提供をしていた

だきました。さらに、ことしは郡市の各高校のほかに人吉第一中学校の生徒の皆さん、また

人吉医療センターからは救護ボランティアとして新たに御参加をいただいたところでござい

ます。多くの皆様の御協力、本当にありがとうございました。 

そのような中で、特におもてなし関係では、スタッフや参加者に対する郷土料理の振る舞

いにおきまして、大会当日のみならず、前日、前々日から大勢の皆様が6,000食もの食材の

切り込み作業や小豆を煮たりと作業の負担が大きく、ボランティアの高齢化と相まって今後

の課題と考えております。また、コースの狭さや駐車場の確保、宿泊のホテルや旅館がなか

なか取れない。朝の交通渋滞、スタート時の転倒に対する安全対策、そのほか、当日は天候

がよく暖かかったこともあり、給水所の飲料水や紙コップが不足しましたことや、シャトル

バスの待ち時間が長かったことなど、課題も見られましたが、今後、実行委員会や各専門部

会でその対策を検討いたしまして、よりよい大会運営を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

いずれにしましても、全国各地、ことしは海外からも御参加いただきました大勢のランナ

ーの皆様が笑顔で完走されすばらしい思い出となりますよう、市民一体となったおもてなし

やボランティアを通した地域づくり、人づくりに今後も継続して取り組んでまいりたいと考

えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） この第14回ひとよし春風マラソンにおけるハーフマラソンの部に参加

させていただいたものとして感じたことは、ことしのコースの整備、これが各地区並びに各

町内とも隅々まで清掃が行き届きまして、非常に気持ちよく走ることができました。また、

沿道の応援者も途切れることなく続き、最後まで完走することができました。また、給水支

援者の方々も最後の一人が通過されるまで応援される姿を見ることができ、本市のふるさと

人吉を支える人づくりにおいては、このひとよし春風マラソン大会においては参加者に対す

るおもてなしと支援される姿勢を見るにつけ、ふるさと人吉を支える人づくりは既に完成し

ている感じが受け取られました。本当にありがとうございました。 

続きまして、人吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてお尋ねいたします。 

この答弁の中で、１項目ですが答弁者に農業委員会事務局長を挙げておらず、議長の了承

を得て答弁していただきますので、議員各位よろしくお願いいたします。 

第１回目、本市が取り組んでいます中核工業用地への企業誘致においてハラール関連食肉

加工産業の誘致を目指して現在進行中とは思いますが、その進捗状況。また、食肉加工産業

を誘致できた場合、浄化槽設置後の水利権の問題等、あらゆる関係機関との調整が必要にな

ってくると思われますが、具体的にどのような機関との調整が必要かお尋ねいたします。 
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○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

ハラール関係ということで、今までカミチクということで明言しておりますので、カミチ

クということでお答えをさせていただきます。 

進捗状況と水利権関係の御質問でございますが、まず進捗状況でございます。 

人吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略にも掲げておりますとおり、本市にしごとをつく

り、安定した雇用を創出することを目的で行っております地域の農林水資源や観光資源を活

用いたしました新たな地域産業の充実強化策の一環といたしまして、この食品加工産業のマ

ザー工場的な企業誘致を進めておりますのが株式会社カミチクとの協議、これを現在重ねて

いるところでございます。 

具体的に申し上げますと、まずハード面でございますが、このハード面に関しましては､

建設予定のハラール専用食肉センターを含みます食品加工施設の新設、これに向けまして建

物の配置計画や屠畜場のライン、それから必要となりますハラールの認証、そのほか、空調

設備や浄化槽設備といった附帯設備、これについての協議を関係機関も含めまして進めてい

るところでございます。ソフト面に関しましては、企業誘致の側面からだけではなく、農業

政策も構想実現のためには大変不可欠かと存じております。 

そこで、継続いたしましてコンセンサスを図るべく、周辺町村との協議、とりあえず錦な

どとなってまいりますが、それから、現在の人吉球磨地域の畜産業の現状と課題を踏まえて

の対応策に関しまして、カミチクが進出した場合の畜産農家への資金援助や経営ノウハウ、

こういったものの想定されますメリットにつきまして地元農業４団体ございますが、この４

団体との融和を図るための協議を重ねているところでございます。 

また、水利権等の協議ということでもう一つ御質問がございました。 

こちらにつきましては、工場からの排水処理にかかります水利権の問題、こういったもの

に伴います関係機関の協議でございますけれども、想定されます協議団体といたしましては､

熊本県や隣接いたします錦町、それから球磨川漁協などとの調整、協議が必要と認識してお

るところでございます。 

現在はまだその段階までには至っておりません。これらの関係機関との協議、調整につき

ましては、今後クリアすべき課題として十分に対処してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、人吉鉄道ミュージアムの運営費について。平成27年度は

地方創生先行型交付金において、平成28年度は地方創生推進交付金の交付を受けて運営して

いますが、平成29年度以降も継続して交付される見通しかお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

人吉鉄道ミュージアムの運営費に、平成27年度から地方創生関連の交付金を、議員が今述
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べられましたけども、活用をさせていただいております。平成29年度におきましても、推進

交付金交付申請を継続事業分として本年２月に行っておりまして、交付決定は４月当初に予

定されております。 

国の交付金の制度上、毎年交付申請を行い、認定を受けることになりますが、交付金がい

ただけるように引き続き努力をしてまいりたいと存じます。 

平成28年推進交付金申請時に地域再生計画もあわせて認定をしていただいておりますので、

平成30年度までの３年間は継続事業として推進交付金の交付申請を行っていく予定でござい

まして、これは恐らく申請は認められるものと存じます。 

ただ、その後につきましては、他の活用できる交付金補助を今、成長戦略室のほうで必死

になって探しておりますので、可能な限り一般財源の持ち出しを減らすように、特定財源を

使ってこの管理運営を補填していきたいというふうに考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） この人吉鉄道ミュージアムの運営費につきましては、５年間は補助金

をいただけるということで議会のほうも了承したような状態で、市長１人がちょっと反対さ

れたという経緯もありますけども、あと１年は、平成30年度まではどうにか確保できるみた

いですから、残りの１年、どうにか確保していただいて、それ以後も運営費の確保をよろし

くお願いいたします。 

続きまして、３回目。国民宿舎くまがわ荘については、昨日の笹山議員の一般質問におい

て詳しく回答がありましたので、先月、２月28日火曜日、本市カルチャーパレス小ホールに

おいて行われました日本遺産人吉球磨シンポジウムにおいて基調講演とパネルトークが行わ

れました。 

講演者の原研哉氏、隈研吾氏とコーディネーターの鈴木輝隆氏から、国民宿舎くまがわ荘

の活用法について、エントランスセンター、旅カフェはどうかとの助言もありました。 

お三方とも人吉球磨の日本遺産を活用した観光への取り組みについて、できれば今後とも

末永く指導、アドバイスをしていきたい旨の講演をされておられましたので、コンタクトを

密にされて行われたらと思いますが、これに対する考え方をお尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

昨日、笹山議員にもお答えいたしましたとおり、旅カフェ設置、エントランスセンター設

置の候補地の一つとして、現在、国民宿舎くまがわ荘を検討しておりまして、今後、庁内で

国民宿舎くまがわ荘利用等検討委員会及び関係部署での協議を経て、早急に対応してまいり

たいと存じます。時間はないというのは、きのう、かなりしつこく私も申し上げましたので、

そういう状況で取り組んでいかなければならないと存じております。 

国民宿舎くまがわ荘は相良家下屋敷跡でもございまして、歴史的ストーリーを感じさせ、
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景観にすぐれている場所であるということで、日本遺産シンポジウムでも、原研哉氏、隈研

吾氏、両先生方にも御推薦をいただいたということは今、議員が申されたことでございまし

て、さまざまに御両名の方の御意見等々も参考にさせていただき、さらなる検討を重ねてま

いりたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、農用地の維持管理について質問いたします。 

まず初めに、青年就農給付金対象者である新規就農者の現在の就農状況についてお尋ねい

たします。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

青年就農給付金の受給者の方々ということですが、平成24年の制度開始から５年間が今、

経過いたしております。５年間で総計16人の方が受給されていらっしゃいます。 

諸事情により、やむなく離農された方、やめられた方ですね、それとか休止された方、こ

ういう方もいらっしゃいまして、給付金受給が終了された方々も含みまして、就農に際し計

画をされました青年等就農計画に基づかれまして、野菜、水稲などの経営類型に応じた目標

達成に向けて農業経営をされていらっしゃるところでございます。 

中には、当初計画を超えて経営をされている方、こういう方もいらっしゃいますし、さら

には作物ごとの生産者で組織をされております生産部会、これに加入されたり、それとか栽

培講習会や研修会への参加、それと先輩農家やＪＡ等の専門指導員の方々の指導とか助言、

これによりまして技術や知識の習得、向上にも取り組んでいらっしゃる方々もいるというこ

とでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 続きまして、本市の農用地の維持管理を進めていく上で、本年７月か

ら選任される農業委員及び農地利用最適化推進委員が農地地権者への強制力もないのに、耕

作放棄地及び無耕作地の耕作指示をするという役割をどのように果たしていこうとされてい

るのか、お尋ねいたします。 

○農業委員会事務局長（荒毛正浩君） 質問にお答えします。 

農用地の維持管理を進めていく上での農業委員及び農地利用最適化推進委員の役割につい

てのお尋ねでございますが、本年７月改選後の農業委員会におきまして担い手への農地集積、

遊休農地の発生防止解消、新規参入促進などの農地等の利用の最適化の推進に関する指針と

いうものを定めることになっております。 

農業者の高齢化が進む中で耕作放棄地の増加が深刻な問題となっておりますが、前述しま

した新制度後に策定いたします農地利用最適化指針に基づきまして農業委員と農地利用最適
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化推進委員とが相互に連携しあって農用地の維持管理に向けた活動に取り組んでいく必要が

あると考えているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君） 以上をもちまして、私の一般質問の全てを終わります。 

本年３月をもちまして退職される職員の皆様、本当に御苦労さまでした。確実な申し継ぎ

をいただきまして、後輩の育成を最後までお願いをするとともに、ますますの退職後の御発

展と御健勝をお祈りいたします。 

ありがとうございました。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君）（登壇） 13番議員の福屋です。通告に従いまして一般質問を行います。 

通告は、中核工業用地からハラール関連企業誘致について、曙橋改修工事から今後の工事

計画について、市民の声から新市庁舎についてと県民体育祭についてであります。 

初めに、今月をもって退職されます職員の方々に対しまして、お礼を申し上げます。今後

とも、体をいたわり、人吉市の発展にお力を賜りますようよろしくお願いをいたしますとと

もに、お疲れさまでございました。そして、大変ありがとうございました。お世話になりま

した。 

まず初めに中核工業用地から、平田議員と重複するところがあるかもしれませんが、私な

りの質問として質問を行ってまいりたいと思います。 

ハラール関連企業誘致についてと通告しております中核工業用地については、平成26年に

内閣府から地域資源を活かした人吉ハラール促進区を実現するための地域再生計画として認

定を受けておりますが、その後、議会に対して用地整備について人吉中核工業用地予算が計

上されてきております。 

これまで、人吉中核工業用地において、どのような事業を行ってこられたのか、また、こ

れまでの計画と進捗状況についてお尋ねをしておきます。１回目を終わります。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

人吉中核工業用地におきます企業誘致のためのこれまでの計画、それと進捗状況という御

質問でございます。 

まず、計画についてでございますが、平成26年５月に国に選定されました地域活性化モデ

ルケース、これを踏まえて作成いたしております地域再生計画、これに掲げました構想の一

つとしてのハラール専用食肉センター、これを含みます食品加工施設の新設に向けまして、

対象となる企業を迎え入れるために、現在、人吉中核工業用地の整備を鋭意実施しておりま

す。進捗でございますけども、ハード面に当たります企業受け入れのための環境整備を行っ

ておりまして、これまでお認めいただきました予算で調整池の工事を初めといたしまして内
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閣府の地域再生戦略交付金等を活用いたしまして、造成工事や敷地内の進入道路工事、この

ような中核工業用地内の工事は竣工済みであります。現時点では、中核工業用地への進入車

線をふやすための交差点の改良工事に着手している状況でございます。 

天候の状況等や予期できない事由によりまして工期がずれ込むことも予想されますが、予

定どおり平成28年度中には工業用地内の一定の環境整備は終わらせる計画でありまして、平

成29年度から企業への用地の売却が可能になってまいります。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 平成26年５月に選定された地域活性化モデルケースを踏まえて、構想

の一つとしてハラール専用食肉センターを含む食品加工施設の新設に向けて企業を誘致する

というようなことで説明をいただきました。そして、進入路工事についても、現在進めてお

られることで答弁をいただきましたので、それについてちょっとお尋ねいたします。 

現在、企業誘致のための国道からの進入路整備が行われておりますが、今後、中核工業用

地においてどのような整備が必要とされるのか、工事計画があるのか。また、あるとすれば、

どのような整備が必要となるのかお尋ねをいたします。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

現在、実施いたしております進入道路の交差点改良工事、これ以降の工事計画でございま

す。本市といたしまして、工業用地を分譲するまでの一定の環境整備についての完了の予定

でございます。 

今後は、進出していただける企業のニーズに即しました附帯工事については若干想定され

るかとは存じますが、中核工業用地に関する今後の大規模な工事は発生しないものと存じま

す。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） ハラール事業に関連しての工事だろうと思うんですけど、それで、地

域資源を活かした人吉ハラール促進区を実現するためで、人吉ハラール関連企業誘致として

株式会社カミチクに来ていただくとのことでしたが、その後、株式会社カミチクとはどのく

らいの期間で、どのような協議をこれまでにされてこられたのか、その進捗状況についてお

尋ねをいたします。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

株式会社カミチクとの協議の進捗状況でございますが、カミチクとしましては進出に際し、

これまでと同様でございますけども、一寸の揺るぎも変更なく、本市といたしましても平成

26年度から今日に至るまで屠畜場設置に伴います許認可など、こういったクリアすべき課題

解決について密接に情報共有を行いながら一つずつ取り組んでいるところでございます。 
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具体的に、ハード面に関しましては、ハラール専用食肉センターを含みます食品加工施設

の新設に向けまして、建物の配置計画や屠畜場のライン、それから、その他空調設備や浄化

槽設備、このような附帯設備についての協議を関係機関も含めて現在進めているところでご

ざいます。ソフト面に関しましてですが、こちら、人吉球磨地域の畜産業を初めといたしま

す農業政策の発展も一つの課題でございますので、この継続してコンセンサスを図るために、

先般実施いたしましたシミュレーション事業の結果をもとに周辺町村、錦町ということにな

ってまいりますけども、そういった周辺町村との協議、それとか、現在の人吉球磨地域の畜

産業の現状と課題を踏まえての対応策に関しまして、カミチクが進出した場合の経営ノウハ

ウ等、そういった想定されるメリットにつきまして、地元農業４団体との融和を図るための

協議を現在重ねているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） これまでに、今も協議をされているということですけど、私が最初に

いただいた資料には平成29年の４月でしたか。今、もうあそこで操業を始めるということで

説明をいただいておるものですから、どうしても本当にできるのかなという感覚でおります。 

それで、この事業に関しては、整備計画においては国からの交付金をもらっておられると

思いますが、この交付金についてどのような趣旨のもので、幾らの交付金で、例えば期間に

ついて、いま一度説明をいただきたいと思います。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

人吉中核工業用地の環境整備に充当いたしました内閣府の地域再生戦略交付金でございま

すけども、まず趣旨でございますけれども、これは地域再生計画に位置づけられ、事業実施

に対しまして、その地域の創意工夫によって課題解決を後押しする仕組みといたしまして経

費の全部、または一部を交付することにより地域経済の活性化、雇用機会の創出、地域の活

力の再生を実現することが目的でございまして、先駆的かつモデル性のある事業に対して交

付されるものでございます。これが趣旨でございます。 

それから、今までの交付額ということで申し上げますと、平成26年度からの造成工事等に

充当いたしておりまして、事業費が２億8,143万2,000円、これのおおむね２分の１の交付率

で１億4,071万6,000円を頂戴いたしております。 

  なお、交付対象となる期間でございますけれども、地域再生計画の目標達成期間として掲

げております平成32年３月31日までとなっております。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君）  国からの補助が２億8,000万円近くで、２分の１ですので１億4,000

万円ぐらいですかね。平成32年３月31日までということで、まだ期間がありますので、それ
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まではしっかりとした協議をする。また、せっかく始めた事業ですので、必ず来るというよ

うな約束を取りつけるようなことを今後も協議していっていただきたいなと考えております。 

国、県のハラール事業について、どのような関与があるのか、それぞれについてお尋ねい

たします。交付金ですので、事業が達成できなければ返済しなければいけないということな

のか、返済について何らかの条件があるのか。また、返済するとなれば、どのような条件で

返済するのか。また、返済しなくてもよいとされる事業はどのようなものか。また、その返

済しなくてもいいような事業というのはどのようなものがあるのかお尋ねをいたします。 

また、熊本県として人吉ハラール促進事業に関してどんな許可が必要なのか、必要とされ

る理由、このことについてお尋ねをしておきます。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

国及び県のハラール事業についての関与でございますけれども、まず、国の役割といたし

ましては、屠畜場の設置を含めましたハラール専用の食品加工施設の新設に向けての進捗管

理にかかる関与がメーンとなってまいります。具体的には、地域活性化モデルケースに選定

されました本市に対しまして、年に１回の割合でございますけれども、有識者によりますヒ

アリングが内閣府で実施されておりまして、ロードマップに対する進捗状況の報告と今後の

課題について協議を重ねているところでございます。 

次に、交付金の返済についてということで、返済についての有無と条件でございますけれ

ども、この点につきましてはさまざまなケースを想定いたしますと、返済の可能性について

は必ずしもゼロではございませんが、株式会社カミチクとの覚書が継続をいたしており、ま

た、進出に向けた活動として国が認めていただいている期間、先ほど期間申し上げましたけ

れども、この期間内におきましては返還の可能性は低いのではないかと見込んでおります。 

返済の条件といたしまして想定するケースでございますけれども、仮に地域再生計画の趣

旨とは全く異なる業種、食に関連しない製造業とか情報通信業などの工場建設のために工業

用地を売却する場合、こういう場合には交付金の返済も想定されると認識いたしております。

交付金返済とならないよう、国と随時相談を行いながらカミチクさんとも協議を進めてまい

りたいと存じます。 

また、返済をしなくてもよいケースといたしまして想定しておりますのは、ハラールに関

する業種が進出するケース、当然これでございまして、具体的な関連業種としまして、マザ

ー工場となりますハラール専用の食品加工施設を核として、そこから派生いたします食関連

の業種のほかに、製品を保管、それとか運輸する物流業、こういったものも想定できますし、

工場からの排水処理を担う企業からの進出、これに向けまして前向きなお話、幾つかいただ

いてるところでございます。 

もう一つ、県の関与、役割についてでございますが、屠畜場設置を初めとするさまざまな

許認可の総合的な窓口は熊本県でございます。 
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具体的な理由といたしましては、屠畜場の設置に向けましては厚生労働省が定める屠畜場

法、これに基づく高度な衛生管理基準の審査が必要でございまして、許認可権者は県となり

ますために、設置に向けて熊本県との協議が必要でございます。 

また、新たに屠畜場をもう１カ所追加する場合でございますけど、ほかの既存の屠畜場と

の兼ね合いがございます。 

屠畜場がふえるとなりますと、これは新たに県の食肉衛生検査員も増員する必要があると

も聞いておりますので、こちらにつきましては、県の職員として任命されるものでございま

すので、別途、熊本県との協議が必要となってくるということでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 今、説明をいただきましたが、ちょっと確認なんですけど、この工場

をつくるに当たって、例えばマザー施設がなければできないのか。マザー施設がなくても関

連ですね、屠畜とか、そういうものだけでもできるのか、ちょっとそこだけ確認したいんで

すけど。 

○経済部長（福山誠二君） この事業計画はマザー工場を中心として考えておりますので、マ

ザー工場は必ず必要ということでございます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） このマザー工場ができるのがやっぱり一番かなということですので、

しっかりと、やっぱり議論をしながら、協議しながら、密にお会いいただいて、早く来てい

ただくような対策をとっていただきたいと思います。 

そこで、中核工業用地にもし株式会社カミチクが来なかったとしたら、今後どのような対

策を考えておられるのか。また、これまでは株式会社カミチクを企業誘致することが目的で

整備が行われてきていると思います。 

これまでと違う企業を誘致するときに支障はないのか。もし来なかったときの対応につい

て、どう考えておられるのかお尋ねをいたします。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

企業が進出してこなかった場合は余り考えたくないことなんですけど、進出を表明されて

おります株式会社カミチクにおかれましては、社運をかけて本市を最適地と判断いただいた

わけでございますし、進出に際し、お気持ち、これ現在も揺るぎないものとお言葉を頂戴い

たしております。 

せっかくのありがたい企業進出のお話が白紙撤回とならないように、私どもといたしまし

ても相当な覚悟をもって、引き続き課題解決に向けまして関係機関と調整を図りながら、先

ほど申し上げました、まずはマザー向上となるカミチクの誘致と、それと同時進行で関連企

業への訪問、それと協議、これらを行いまして、最小限のリスクの軽減と最大限の努力をし
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てまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） カミチクさんのほうは社運をかけて進出をしていただくという言葉を

いただきました。そういうことを念頭に目指していかれるんであろうと思います。少しでも

早くほかの関連団体とも協議を行い、スムーズに操業が行われるようにお願いをいたしてお

きます。 

企業誘致は、人吉市において少子高齢化社会の歯どめになるとも思いますし、若者の働く

場所の確保として大切な事業であります。人口減少を想定するのではなく、人口をふやすこ

とを重点課題と捉えていただきたいと思います。 

同時に、早く次の手を考えてもいいと思いますが、松岡市長の企業誘致についてのお考え

をお尋ねいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

現在、進めております株式会社カミチク様の誘致を初めとする企業誘致全般に対する私の

考えについてという御質問でございます。 

結論といたしまして、私が今後最も重点を置きたい企業誘致の分野といたしまして、株式

会社カミチク様を核としたハラール関連の企業誘致と、仕事創出から始める移住・定住促進

策の手段の一つとして都市部からのＩＴ系ベンチャー企業のサテライトオフィスの誘致を積

極的に進めてまいりたいと存じます。 

特に、ハラール関連の企業誘致に関しましては、改めて酪農や肉用牛の生産をめぐる人吉

球磨地域の畜産業の現状に目を向けてみますと、畜産農家の高齢化や後継者不足、また、牛

の飼育頭数の減少により子牛１頭当たりの価格が４年前と比較して２倍以上に高騰している

状況にあります。その結果、肥育農家の経営は圧迫されており、初期投資に多額の費用がか

かることに加えて餌となる飼料代も高騰していることから、肥育牛経営者の持続可能な経営

を行うには個々の生産者の自助努力だけでは限界があり、数年後の畜産業を取り巻く環境は

ますます厳しくなるものと予想しているところでございます。 

そこで、多くの雇用による経済波及効果を生み出す企業誘致も人吉球磨地域にとって非常

にありがたい話でありますが、人吉球磨地域の畜産農家が抱える課題に対しての早急な対策

が必要であると強く認識をしております。 

このような課題に対して、株式会社カミチク様におかれましては、これまでの経験で蓄積

されました経営ノウハウ等を提供することで人吉球磨地域の農畜産業に貢献したいとまで言

っていただいております。 

したがいまして、この事業を成功に導くことができるならば、安定した雇用の創出といっ

た面からだけではなく、人吉球磨地域の畜産業の持続可能な経営、ひいては南九州の畜産業
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の振興に大きく寄与するものと私は確信をしておりますので、これまでどおり、決意を変え

ることなく、引き続き課題解決に傾注するとともに、ＩＴ系企業のサテライトオフィスも視

野に入れながら企業誘致実現のため、積極的なトップセールスに取り組んでまいりたいと存

じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 市長の決意を聞きましたので、いち早く、これまで以上にカミチクさ

んと協議をしていただきたいなと思います。 

早く企業誘致をすることによって、議員みんなが質問してるような少子高齢化にも歯どめ

がかかるんじゃないかなと思っております。 

この件については、引き続き質問していきたいと思います。また、わかり次第、情報を議

会のほうに、全協あたりでも常に提示していただくことによって議会協力もできるんじゃな

いかなと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

次に、曙橋改修工事から、今後の工事計画について質問いたします。曙橋は供用開始から

約39年が経過しており、主桁の腐食や防食機能の劣化など各所の損傷が報告されたところで

あります。曙橋は本市東部に位置し、球磨川にかかる水の手橋、大橋、人吉橋、紅取橋と並

ぶ主要橋梁として位置づけられていることから、平成29年度から平成31年度にかけ大規模な

補修工事を実施されるとのことで、事前協議を行っておられ、準備が整い次第補修工事に着

手されるようですが、今後の補修工事の内容と計画についてお尋ねをいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

曙橋は市道願成寺錦線において１級河川球磨川にかかる橋長174メートル、総幅員が10.3

メートルの橋梁でございます。昭和53年に架設されまして、福屋議員おっしゃいましたとお

り、供用期間が約39年経過しております。 

曙橋については、平成22年度に作成いたしました人吉市橋梁長寿命化修繕計画に基づきま

して、平成26年度から平成27年度にかけて橋梁詳細調査を行ったところでございます。調査

の結果、劣化損傷などが確認されましたので、大規模修繕更新補助事業を活用し、平成29年

度から平成31年度の３カ年で橋梁補修工事を行う予定でございます。 

お尋ねがありました補修工事の内容及び計画でございますが、平成29年度から平成31年度

にかけまして、床版のひび割れ補修、主桁の塗装塗りかえ、落橋防止システム装置、舗装工

事、高欄の取りかえ工事、照明施設の取りかえ工事などを予定しているところでございます。

また、平成30年度から平成31年度にかけましては、工事用仮設道路などの仮設工事を行いま

して、橋脚の補強工事を予定しているところでございます。以上、３カ年にわたり補修工事

を行う予定でございます。この曙橋補修工事につきましては、平成29年度一般会計予算継続

費として上程しております。 
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以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 曙橋は３年間、長期にわたって補修工事が行われますので、補修工事

に着手される前に近隣の町内に対して説明会を行う予定があるのか。説明会を行う予定があ

るとすれば、いつごろ、どのような説明会を行われるのか、お尋ねをいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

現在、実施設計の作成及び関係機関との事前協議を行っているところでございます。 

協議が整いましたら、工事発注後、工程等につきましては施工業者と協議を行い、工程計

画を作成した後、説明会を開始するわけでございますが、今のところ、何月ごろとかという

ことではなくて、発注後、業者のほうと工程表を作成し、関係地元町内を中心といたしまし

た説明会にて、工事工程、通行規制などの説明を行いたいと思っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） ぜひ、決定をしましたら工事発注後ですか、説明会を開いていただき

たいと思います。どうぞ、よろしくお願いしておきます。 

また、現在、スマートインターチェンジの仮設工事も行われておりますが、先日、起工式

も終わり、本格的に工事も始まると思いますが、現在でも工事用の大型車両が曙橋を利用し

ております。曙橋の補修工事が始まれば、相当な数の工事車両や一般車両が通行することに

なると思いますが、補修工事を行う前提として、これまでに曙橋の１日の通行車両について

調査をされたことがあるのか、お尋ねをいたします。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

曙橋の１日の通行車両についての御質問ですが、平成21年度に実施いたしました市内主要

交差点交通量調査をもとにお答えいたします。曙橋を通行する車両は、１日当たり約8,000

台通行がございまして、大型車両の通行は約700台となっております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（田中 哲君） ここで会議時間を延長いたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） １日当たり8,000台という、非常に多い通行があっておるようです。

大型車は今も１日に何台と通っておりますので、それと、通行に対して支障を来すと思いま

す。それで、平成29年度から工事をされるのであれば、早めに工事の期間や工事目的を記載

した看板を設置していただいて、道路を頻繁に利用される方々に対しまして、早く周知する

ということが大切になるのではないかなと思います。 

看板を設置する予定があるのか、お尋ねをいたしておきます。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 
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福屋議員おっしゃったとおり、看板の設置については、施工業者が決まり次第、早めに設

置したいと思っております。本工事区間は大変交通量が多いところでございますので、市民

の皆様や道路利用者に対しまして看板はもちろんのこと、広報等によりまして早めに工事の

期間や通行規制などの情報をお知らせしたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 看板については施工業者が決まり次第、設置をしていただくというこ

とですが、平成29年から工事があるということで、簡易な看板といいますか、平成29年から

平成31年まで曙橋改修工事が行われますというような、業者名なくても、そういうのを高速

道路おりてこられる方々に早めに明記することがいいんじゃないかなと思うんですよね。で

ないと、平成29年と決まってすぐから設置されたとしても、そういう方はほとんどわからな

いと思うんですよね、夜間通行されたりとかいろいろありますので。そのような、簡単とい

ったらいけないかもしれませんけど、そういう表示ももしよければ考えていただきたいなと

要望しておきます。 

スマートインターチェンジ工事に携わる車両については国道を利用していただくとか、大

型車両については迂回路を利用していただくとか、何らかの方法を今後検討していただきた

いと思います。 

えびの－人吉間において高速道路で何らかの事故が発生すると、地元の方々は動けなくな

りますので、これらのことについてどのような対策をとっていただくのか、お尋ねをいたし

ます。 

○建設部長（大渕 修君） お答えいたします。 

スマートインターチェンジ工事と曙橋補修工事の期間は平成29年度から平成31年度と重な

る時期がございます。スマートインターチェンジ工事用の大型車の通行におきましては、基

本的には国道219号を使用することとしておりますので、曙橋を通行する計画は現在のとこ

ろ予定されていないところでございます。スマートインターチェンジ整備室とは、現在大ま

かなところで打ち合わせを行っております。工事発注時期なども踏まえ、今後も調整を図っ

てまいりたいと存じます。 

また、曙橋補修工事は基本的に片側通行で工事を行いますが、大型車につきましては迂回

させる計画をいたしております。高速道路等において事故が発生した場合も含め、大型車の

迂回ルートにつきましては、交通渋滞も考えられますので、できるだけ市民の皆様など道路

利用者の方に御迷惑をかけないようスマートインターチェンジ整備室や警察などの関係機関

と今後、協議、調整してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 
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○13番（福屋法晴君） 基本的に、スマートインターチェンジのほうは国道を利用していただ

き、大型車については迂回路を利用していただく方法を取っていただくようですので、関係

機関と密に協議をしていただいて、ぜひそのように進めていただきたいと思います。 

曙橋の補修工事については、人吉市も水ノ手橋での経験が生かされることと思いますが、

水ノ手橋と違うのは、今まで人吉市を初め球磨郡への重要なアクセス道路であります。また、

昼夜を問わず大型車の利用が大変多いことです。 

曙橋の補修工事については何かあったときにすぐに対応していただける地元業者の方々に

施工をお願いしていただくということはできないでしょうか、お尋ねいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

施工業者についての御質問でございますけども、過去の本市の橋梁の改修工事の実績にお

きましては、議員も先ほど申されました、まず平成21年度に人吉橋、それから平成26年度に

水ノ手橋の工事がございます。どちらの工事におきましても、複数の企業による建設工事共

同企業体、いわゆるＪＶによる競争入札を行っておりまして、企業の組み合わせといたしま

しては、橋梁工事に豊富な知識と実績を持つ全国規模の企業と、橋梁工事の実績を持つ地元

企業とのＪＶを条件としておるところでございます。 

曙橋の改修工事に際しましても、今後、設計内容を十分に精査しながら施工業者の選定を

行ってまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 工事に関しては、ＪＶで行っていただくということで人吉市の業者も

入れていただくということで大変ありがたく思います。そのほかに簡易な工事整備とかある

と思いますので、そういうところはできるだけ人吉の業者のほうに発注をしていただくよう

にお願いをしたいと思います。 

最後に、市長にお尋ねをいたしますが、今後、若者が地元に残ってもらうためにも地元で

働ける場所の確保が大切ですから、地元でできることはぜひ地元業者の方に施工をお願いし

ていただきますよう、お願いをいたします。 

曙橋補修工事だけでなくて、そのほかの工事についても何らかの、ＪＶみたいに組んでい

ただいて、人吉の業者を使っていただけたらと思いますが、市長のお考えをお尋ねいたしま

す。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

本市が発注する公共工事に関しましては、議員のお考えのとおり地元業者で施工可能な工

事につきましては地元業者に発注するという基本的な方針のもとに競争入札の業者の選定を

行っているところでございますので、曙橋の補修工事に関しましても、設計の内容をしっか

りと精査し、業者の選定を進めてまいりたいと存じます。 
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あわせて、地元企業の御努力、御発展も期待するところでございまして、地元の雇用環境

の確保は市民生活にも直結いたしますし、ひいては本市の浮揚にもつながるものと考えてい

るところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） ぜひ、そのような体制を今後も取っていただきたいとお願いをしてお

きます。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後３時50分 休憩 

─────────── 

午後４時02分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 次に、市民の声から２点を通告しておりますが、１点目に新市庁舎建

設について質問していきますが、先ほど平田議員の質問で答弁をいただいたわけですが、重

複するかもしれませんが、私なりに質問してまいりたいと思います。 

まず初めに、人吉市新市庁舎建設に向けた計画について、パブリックコメント、日本語で

意見募集ですかね、これを実施されましたが、どれくらいの方々がどのような御意見を寄せ

られたのでしょうか、お尋ねをしておきます。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

先ほどの平田議員の質問と少し重複するところもありますけれども、御了承いただきたい

と思います。 

人吉市新市庁舎建設基本計画案に対します意見募集（パブリックコメント）につきまして

は、新市庁舎建設に向け人吉市新市庁舎移転建設基本構想をもとに必要な機能や規模などの

実現と課題を解決し、建物の配置や必要な機能の整理など基本設計に反映すべき事項の方針

を取りまとめるために、広く市民の皆様から御意見を募集したところでございます。募集期

間は、本年２月６日から２月21日まで、閲覧場所はカルチャーパレスの市仮本庁舎を初め、

市内の各校区コミュニティセンターなど計10カ所と市のホームページにおきまして実施をい

たしております。 

募集結果でございますが、これは先ほど数字を答弁させていただきました28名の方からさ

まざまな御意見をお寄せいただきましたが、御意見につきましては現在取りまとめ作業を行

っておりまして、市の考え方をお示ししまして、市のホームページにおいて公表する予定と

いたしております。 

御意見の主な内容でございますが、地元産材を活用した木材建築への御意見、これが一番
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多かったわけでございますけども、あと内装、外装、家具などへの活用。それから、そのほ

かに庁舎機能につきましては防災拠点等についての御意見等をいただいておるところでござ

います。 

いただきました御意見は今後の基本計画、基本設計、実施設計を取りまとめていく上で参

考にさせていただきたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） パブリックコメントについて実施してありましたので、私は町内とか

知り合いのところを回りました。意見募集の様式を持って回ったんですけど、いろいろ話を

聞いたときに、パブリックコメントって何だ、こんなこと言われても私たちにはわかりませ

んという話でした。 

だから、市庁舎をつくるためには意見を募集しましたという行政の、これは何て言います

か、行政が勝手につくるものなんですけど、そういうもので意見を言わないと一応周知しま

したよということを言って、意見はなくても、そのように進んでいくんですよというような

話をされて、それが20日だったものですから、その徴取をできませんでした。やはり、こう

いう進め方でするのは私たちに対してはパブリックコメントでもいいと思いますが、人吉市

の60代以上の方々にこういう提示をして本当にわかるのかな、もうちょっと丁寧な意見の徴

取をするべきじゃないかなと私は今回つくづく思いました。私が回ったのも遅かったもので

すから、収集ができなかったという議員としての責任が果たせなかったなという感覚でおり

ますので、できれば括弧書きでもいいですから、そういうのを書いて渡していただければい

いなと思いました。 

きょう、宮原議員と市長の話を聞いてて、私にわからないような横文字が非常に出てきま

したので、何となくはわかりますけど、やはり聞いてるのは若者ばっかりではなくて、やは

り高齢者もいっぱい聞いておられる。特に高齢者は議会傍聴とかいろんな場所で聞いたりす

るのを楽しみにしておられますので、もう少し丁寧にしていただきたいなということです。 

それで、新市庁舎建設に当たって、私はこの人吉市新市庁舎建設基本計画案を見させてい

ただいて、いろいろ説明をしていただいておりますが、この中にも、想定した規模を参考に

基本設計、実施設計で最終面積を確定しますとか、最終的に皆さんの意見を吸い上げて検討

していきますよというのが書いてあります。 

そこで、新市庁舎建設に当たっては一度お話をしておりますが、弓道場移転を含めたとこ

ろでのプロポーザル方式での契約だったと思いますが、弓道場の移転がされないのであれば、

見積価格は適正な価格と言えるのでしょうか、このことについてお尋ねをいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 先ほどのパブリックコメントは本当にこれでいいのかというのは

私も非常に思ってるんですけど、ただ、これから先、鳥瞰図みたいなイメージできるものな
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んかができてくれば、これをもって当然校区説明会、町内未来カフェ等にも出て、市長のほ

うが説明してまいりますので、そういう状況の中で、そのときにはたくさん御高齢の方もい

らっしゃいますので、意見をたくさん言っていただけるんじゃないかなと思いますので、直

接対話の中でもしっかりやらせていただきたいというふうに考えております。 

御質問の、当初の仕様書で計上いたしておりました弓道場の解体撤去、設計は議員がおっ

しゃるように取りやめましたので、当然、御指摘のとおり、その部分が減額になるはずでご

ざいました。ただ、その減額分は人件費の相当分がほとんどだったんですけども、配置計画

等の変更等により、当初に予定がなかった第１別館倉庫、今、税務課がおります倉庫、それ

と、その横にあります観光振興課とか社会教育課が、お城まつりとかそういうものの品物を

入れておりますけども、あそこの倉庫の解体等々が出てまいりましたこと。それから、これ

は先ほど申し上げました小永野第一雨水幹線のつけかえにかかる基本設計業務、そういうも

のが追加になってきまして、そういうものに振りかわっていったというような状況でござい

ます。減額になるはずだったものが別の計画変更で使われてしまったということで御理解い

ただければと思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） どこかの全員協議会の中でも話をされたのかなという感覚だけで、は

っきりした記憶がないものですから、できましたら丁寧な説明を今後していただきたいなと

思います。 

関連なんですけども、弓道場というのは、これまでに事故は起こっておりませんが、先ほ

ども説明されましたが、矢が場外に飛び越えたということがあると地元の方がおっしゃって

おります。 

弓道場は現在地に残されるとのことですが、最初の計画では道路もつけかえる予定でした

と先ほど説明いただきました。道路の移転もなく、排水路については私も全員協議会の中で

危険なのでと、先ほど言われたように暗渠にして上を駐車場にしたらいいんじゃないかなと

いうことを提案いたしましたが、その折は即却下されたと思っております。 

道路サイドに排水路を今後計画をされますよね、弓道場の横の今の市道のところに。これ

まで弓道大会開催時には、応援場所が確保されておりませんでしたので、道路側から応援を

されていたようです。 

今後、市庁舎が完成すれば、これまでと違い、たくさんの方がおいでになりますので、大

会時の安全対策について、安心で安全な都市を目指す人吉市でありますから、十分な安全対

策を考えておられるんだと思いますが、安全対策についてお尋ねをいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

弓道場を残しました経緯は、先ほどの平田議員への答弁でも御説明をさせていただきまし
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たが、福屋議員のおっしゃるとおり、これは地元の町内の方々からは、安全面の観点から移

設してほしいという強い意見があることも私たちは十分承知をしております。 

この事故が起きたときは、私も教育部長をしておりまして、末次教育長が就任してすぐの

ときでございましたので、２人で奔走して収拾に当たったことを思い浮かべているというか、

非常に苦労したなというふうに思っております。そのときに行いました地元への経過説明会

の中でも、やはり危険であるから移してほしいというような意見は周辺の住民の方から出さ

れたということを記憶いたしております。 

御質問の弓道場の安全対策でございますけども、以前、アーチェリー事故、アーチェリー

の矢が場外に飛ぶ事故が発生いたしました。これ、弓道場の横に併設してある遠的のところ

のアーチェリーを使われて矢が飛び出したわけなんですけども、その後の対策といたしまし

ては、防護柵とアクリル板の防護壁を設置をいたしております。それで何とか現状は急場を

しのいでいるというふうな状況です。 

ただ、これで全てベストな状況ではございません。新庁舎が西間別館一帯で供用を開始し

ますと、当然、弓道場が残りますので、弓道場周辺への人の動きが多くなることは十分に予

想されることでございます。来庁者を含むあらゆる安全対策を検討いたしまして、弓道場の

利用者、それから大会がありますときの参加者、それから、それを見るお客様、そして来庁

者を含む住民の方々が安心できるような安全対策を、これはしっかり、今、市庁舎建設準備

室のほうでも教育委員会と協議をしておりますし、状況に応じては専門家の御意見も聞きな

がら対策を早急に進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 弓道場を建設されるときに、ちょうど私も、そのときの委員長だった

ものですから、ここでは危ないですよとか、万が一事故があったときの対策はどうするんで

すかというお話をさせていただきました。私はあそこにつくるのは反対したんですけど、あ

そこの道路というのが非常に隣接してますね。弓道場の観覧席というのがないんですよね。

あそこの観覧席がないので、道路の上に観覧席をつくってくださいというような提案もした

ことがあります。せっかく今度、排水路を移設されるんであれば、難しいかもしれませんけ

ど、例えば道路を２メートルぐらいこちらのほうに移設してもらって、そこに観覧席を据え

て防護柵をするとか、提案ですのでどうなるかわかりませんけど。 

それと、今、説明がありましたアクリル板、これは非常にいいと思うんですよね。防護柵

とかそういうのは、アーチェリーの矢とか弓道の矢も突き抜けていきますよね。0.5ぐらい

の網目でないと突き抜けます。それと、そんな小さい網目では、今度は見えませんね。 

せっかく庁舎と並行してつくっていただくんだったら、するんだったら、アーチェリー競

技というのも人吉高校が全国大会に行ってますので、こういうものだというのが市民もわか
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るんですね、来庁されれば。大会を、おどんな日本一弓道大会ですか、そういうのも行われ

ておりますので、そのときに来庁者も見られる方もおられるかもしれないですね。 

でも、今の状態では非常に危険。だから、道路を少し引いていただいて、これはいろんな

協議が必要だと思いますが、そこに観覧席でも少しつくれないかな。後ろをアクリル板にす

るとか、そういうのでつくっていただければなということも、今後の審議会とか特別委員会

のほうでも検討していただければなと思います。 

それと、次にパブリックコメントで先ほど言われておりましたが、この意見募集、閲覧場

所の資料によれば、交付税措置として9,000平米で建設をするというように記載されている

ようですが、このことについては何度も説明をいただいておりますが、やっぱり国は先ほど

も言われましたが、１万2,000平米まで起債対象とするとのことでしたので、新市庁舎はや

はり１万2,000平米で可能なら、今後の防災機能拠点という説明ですので、先ほど、私聞き

逃したんですけど、総務部長が防災拠点の中に避難場所を兼ね備えたと言われたのか、ちょ

っと聞き間違いをしているかもしれませんが、大きくすることによって防災機能拠点だけで

はなく、避難場所として対応できるんじゃないかなと思います。 

説明の中では、防災機能拠点として一時避難場所という説明をされておると思うんですよ

ね。この一時避難場所と避難場所というのは全然違うと思うんですよね。そのこと、対応で

きると思いますが、その件についてお尋ねをしておきます。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

新市庁舎の規模、基本構想の算定面積9,000平米をベースにしてるということは、先ほど

平田議員の御質問でも御答弁させていただきました。また、不足する面積につきましては、

西間別館を有効活用すると、これも申し上げました。このことは、本当に、今１万2,000平

米というのはたまたま最初からあったわけじゃなくて、国が有利な地方債制度、熊本地震の

後にそういうふうに面積的に人吉市が試算をすればそこまでいけるんですよというような話

が国のほうからありまして、１万2,000平米はそれをきっかけに出てきたわけでございます

けども、本市としては、適正な、先ほども言いましたけども、実情にあった面積というのは

ずっと9,000平米というのは基本構想のときから変わっておりませんので、そのことはここ

で申し上げておきたいと思います。 

災害時の避難所としましては、私が申し上げたかったのは、地域防災計画書、21カ所の指

定避難所がございます。それプラス町内会館等々もございますので、基本は災害時の避難所、

これは大災害も含めて指定避難所が基本になります。それを補うような形、要は、そういう

形での被災者の一時受け入れスペースとしても新庁舎を利用していただければ幅広い災害対

策の一助となるんじゃないかというふうに考えておりまして、そういう状況の中で現在検討

を行っておるところでございます。 

今後、公共施設の総量適正化にも配慮しながら、限られた建築面積の中で防災拠点として
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も最大限に機能が高まるように今後実施してまいりたいと存じます。 

この辺の詳しいところは、恐らく最後に聞かれると思いますので、市長のほうからも答弁

があると思います。よろしくお願いいたします。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 9,000平米と１万2,000平米というのがどっちが本当なんだろうという

ことで、頭につくのは、どうしても１万2,000平米、国からはいいんですよと言われました

けど、人吉市の試算では9,000平米なんですよというのを、市長の悪口じゃないんですけど、

説明のときに聞いておるもので、じゃあ、１万2,000平米でいったらどうなんだよという話

で、それが頭に残っておるわけですね、すり込まれておりますので、こういうような質問に

なったんですけど。 

そこで、こういう資料を全員協議会でいただいた中で、人吉市新市庁舎建設基本計画です

か、この基本計画案について説明を何度もいただいておりますが、その中で、各階の平面図

についても説明をしていただきましたが、その平面図に、私、ちょっとお尋ねしたことがあ

るんですけど、吹き抜けが計画されております。なぜ、吹き抜けが必要なのですかというの

を山下設計の方にも提示しました。 

私は見たときに、空気の流れ、流動、これは吹き抜けは煙突にかわるんじゃないかなと思

うんですよね。換気扇と同じような感覚なんですよね。吹き抜けで抜けた場合には、例えば

冬場の暖房という、暖かい空気は下には行かんですよね。必ず上に行きますよね。せっかく

１階で暖めた空気を庁舎に来られる方が玄関をあけるたびに空気は流れるんですよね。暖か

い空気は上に行きますから、流体のそこに空気が入り込むのは当たり前ですね。ということ

は、冬場に一番大切な場所が寒くて、夏場は、今度は逆に冷たいんですね。高齢者の方が来

て、寒がっておられる、寒くなる。そのような吹き抜けがなぜ必要なのか。何度考えても、

私はわかりません。そのあたりをもうちょっと配慮してもいいのかなと。 

それと、平米数が、多分吹き抜けをやめて、そこをフロアにしたら平米数が変わってくる

んだろうと思います。これは、建築基準のほうで変わるんだと思いますが、どうしても、そ

のあたりが必要なのかという納得した答えを私は市民の方にお知らせすることはできません。 

ましてや、これはあってはならないかもしれませんけど、吹き抜けというのは非常に危な

いところですね。それは２メートルぐらいのフェンスをつくっていただければいいですが、

１メートルちょっとぐらいのフェンスで万が一すっと落ちるかもしれないし、物を持ってい

ったときに落とすかもしれない。じゃあ、下におったときの危険度はないのかなとかですね。 

ただ、吹き抜けという感覚でつくるんだったら、開閉式の吹き抜けだったら考えてもいい

のかなというのを私は思いますけど、これについてどう考えておられるのかお尋ねをいたし

ます。 
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○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

吹き抜けの必要性等々については、これはこの間、特別委員会でも御説明させていただい

て、さまざまに御意見をいただいたところでございますので、私が今から答弁いたしますの

は市庁舎建設準備室のほうでつくったものでして、今後、まだ課題も多いということで、決

定をしているわけじゃありませんので、そういうところで答弁のほうを聞いていただければ

と思います。 

新市庁舎建設基本計画案では、吹き抜けにつきましては、できる限り自然光を導き入れ、

下段と上段の温度差を利用した自然換気システムを採用することでランニングコストの低減

を図ることから、また各階に分散した機能を一体的につなげる空間としても吹き抜けを検討

しておるところでございます。 

空気循環の効率が悪いのではないかと今、お話もありましたけども、それも承知はしてお

りますが、コストの面におきましても、あらゆる角度から検討を行い、今後の基本設計にお

きまして決めていかなければならないと思ってます。 

この内容については、決して市庁舎建設準備室が全部考えたのでなくて、当然、今、設計

を行ってます山下設計のほうから御意見をいただいて、それをまとめ上げたものですので、

この件につきましても、できれば議会のほうにも山下設計のほうからもおいでいただいて、

吹き抜けのことについては少しいろいろ異論も出てますということもお伝えしておりますの

で、ぜひしっかりした議論をさせていただければなと思っております。きょうはこのぐらい

でお願いしたいと思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 今、特別委員会のほうにも提示されたということで安心したんですけ

ど、全協の席で山下設計立ち会いのもとで吹き抜けについてはどうしてかというのを尋ねて

おりますので、ぜひ参加をいただき、山下設計の吹き抜けの必要な理由というのを私は絶対

聞いてみたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げておきます。 

そして、同じく、各階の平面図の１階玄関の横に売店が設置されております。これも全協

のときに市民の待合所ということで聞いたんですけど、そこに市民コーナーをつくっていた

だいて、玄関を入ったところに現在計画をされておられるようですが、果たしてここでいい

のかな。これは私だけかもしれませんけど、市民は市庁舎にそれぞれの目的を持って来られ

るのですから、玄関のこの場所でこれまでの旧人吉市庁舎のように、職員の方々がこれまで

のように今後利用できるのでしょうか。もう少し検討したほうがよいのではないかなと私は

思います。実施計画の段階では変更ができませんので、今ならまだ検討され、変更ができる

と思います。 

万が一、職員の方が来られるときに、ちょっとクレーマー的な方が見られたら、職員は就
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業中なのに、というような話になるんじゃないかなというのもちょっと考えました。これは、

市民の方ともそういうお話になりました。 

今後、一番利用されるのは職員の方だと思います。これまでにこの新市庁舎計画について、

売店のあり方、そのほかのことについてもですが、職員組合の方と協議をされてこられてい

るのか、お尋ねをいたしておきます。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

新市庁舎内の配置につきましては、現在、用途に応じ、今後、ゾーンごとの検討を行って

まいります。その一端として、前回ですか、お示しして見ていただいたという状況でござい

ます。まだ案の段階でございますので、当然、今後検討していく必要があると思います。 

売店の位置につきましても、誰もが利用しやすい配置を検討いたしまして、具体的には基

本設計におきまして決定をしていきたいと存じます。 

また、新市庁舎について、職員組合と協議をしているのかということは、当然、職員組合

の事務所というのを新市庁舎の中に設置するということになりますが、現時点ではまだ組合

側とは具体的な協議は行っておりませんが、組合側のほうからは執行委員長を通して、こう

いう配置計画、それからさまざまな職員組合員への周知も必要になるから、できれば機会を

捉まえていろいろな状況を報告と意見交換会をしていただきたいという委員長のほうから申

し入れがあっておりますので、それを含めて近いうちに協議をさせていただくことになると

思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 一番使うのは職員でありまして、職員が仕事しやすい場所で市民のた

めに頑張っていただく場所ですので、ぜひそのあたりは協議をしていっていただきたいと思

います。 

次に、西間別館は教育部、健康福祉部の保健センターが配置されるとの説明を受けました。

西間別館は今後耐震補強が必要になってくるのではないかと思いますが、これまでにも現在

の西間別館建物について安全なのか、本当に大丈夫なのか、同僚議員から多くの質問、意見、

提案がされてきておりました。 

このようなことを考えると、半世紀に一度の大々的な工事ですから、一つ屋根の下で市民

の安心、安全のために仕事に頑張っていただきたいと思いますが、基本構想の段階であり、

基本設計、実施設計まで時間もあります。 

先ほど言いましたように、１万2,000平米の建設は絶対にできないのか、お尋ねをしてお

きます。 

○市長（松岡隼人君） 御質問にお答えいたします。 

御心配されております西間別館の状況でございますが、平成26年度の耐震診断の結果、耐
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震性は十分に確保されているとの診断結果が出ておりますので、その結果を受けまして西間

別館をリノベーションし、活用することにしたところでございます。本館に隣接し、別館を

配置する利点もございまして、西間別館は乳幼児を連れた利用者や高齢者、障がい者、そし

て職員の誰もが安心で利用しやすい施設となりますよう、ユニバーサルデザインの導入を図

り、さらなる耐震性の確保やコンクリートの延命化策を講じることで庁舎としての拡充を図

ってまいりたいと存じます。 

新市庁舎の規模につきましては、私自身の考えも変遷をたどりましたが、市庁舎建設に関

する特別委員会を初め、市議会での御議論や市庁舎建設等審議会での御審議、校区説明会等、

これまでの経過、経緯を踏まえて導き出された結論であり、基本設計の前提となる基本計画

案にこの9,000平米が基礎数値として明文化されております。 

先ほど、総務部長もお答えしましたが、今後、少子高齢化などの人口減少により公共施設

等の利用需要が変化していくことが予測されている中で、維持管理等にかかる経費を抑える

ことが重要になってまいります。その背景にあるのが公共施設の総量適正化でございまして、

現在、設計中でございます新市庁舎につきましてもできる限り効率的でコンパクトな庁舎を

目指していくというのが時代の要請であると認識をしております。 

さまざまに御意見はあるかと存じますが、基本構想の算定面積を踏まえ西間別館の利活用

を図り、一次避難所を兼ねた総合的な防災機能を備えた、おおむね9,000平米という新市庁

舎の規模について、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 前回、基本設計ということで平面図で４階に議会と一緒に教育部が設

置されるというような説明を受け、その後、出ていったということで、ちょっとその辺で私

の考えなんですけど、西間別館については今すぐ耐震補強が行われなくても大丈夫と説明さ

れておりますが、今月に入ってから地震が発生しております。何が起こってもおかしくない

時代ですから、壊れるかもしれません。これは壊れないという確定もありません。 

同じ市の職員として安全で快適な場所で仕事ができるのと、古く、何が起こってもおかし

くない場所での仕事では、職員が仕事を行うとき意識が違ってくるんではないかなと。 

例えば、今後の避難場所や災害援助の倉庫として、また会議室として、また備品倉庫など、

そういうことで利用価値がたくさんあると思います。今後、市民の方々の大切な御意見を新

市庁舎建設に反映していただくということと一緒に、やはり同じ新市庁舎の中に、新しい場

所に教育部は入らないでくださいというのと一緒ですよね。 

先ほど答弁された、同じ施設の中で共有をして市民のために安心、安全を行うというよう

な答弁をされておりましたので、やはり教育部もそちらに置いて、別館のほうに、そういう

対策を置くところをつくる。今後、金がかかると思いますよ、耐震で大丈夫だと思いますけ
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ど、耐震補強をしていかなければならない、リノベーションすると言われました。それにも

お金はかかります。だから、同じお金がかかるんでしょう。じゃあ、それの起債も同じにな

ってくるんですから、同じ場所につくったほうがいいんじゃないかな。 

やはり、私は議員ですけど、職員としたら教育委員会に配置がえになったら、何か、私の

感覚では「・・・・・・・・・」古いほうに行かされたのかなという感覚にならないのかな。

多分、そういうことはないと思うんですけど。そういうことを考えたら、もう一度やっぱり

しっかり入れるような議論をしていただきたいなというのを思っております。 

そこで、最後に人吉市市庁舎建設については、市民の方々は防災機能を備えた避難場所で

あると思われているようですが、正確な説明を今後していただき、災害時には避難所ではな

くて一次避難所を兼ね備えた場所として今後地域説明会においても、このような丁寧な説明

をしていただきたいと思います。現在、基本構想から基本計画の段階で、今後、基本設計、

実施設計、建設工事となりますから、今後、住民説明会を各校区でしていただくと思います

ので、住民説明会をされるのであれば、いま一度丁寧に説明をしていただきたいと思います。

会場での説明をされるのは松岡市長だと思いますので、最後に市長の御答弁をいただきたい

と思います。 

○市長（松岡隼人君） 御質問にお答えいたします。 

新市庁舎建設事業計画におきましては、基本設計案の取りまとめの段階で時期を捉えまし

て、完成予想図や防災拠点機能の整備方針など、目に見える形でのものも提示しながら、事

業の地元説明会、校区説明会等を通して市民の皆様へわかりやすく、かつ丁寧に御説明にま

いりたいと考えております。その中で幅広く御意見や御要望についてお伺いをし、市民の皆

様とともに歩む市庁舎を目指してまいりたいと存じます。 

もちろん、これまで以上に計画も具体化をしてまいりますので、市庁舎建設に関する特別

委員会を初め、議員各位、人吉市市庁舎等移転建設審議会にもさまざまな御意見、御提言を

いただきながら、新市庁舎建設事業を進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 今後、市庁舎建設に関する特別委員会とか審議会、そのあたりともし

っかり議論をしていただいて、丁寧な説明をしていただくようにお願いをしておきます。 

次に、県民体育祭についてお尋ねをしておきます。 

第72回熊本県民体育祭人吉球磨大会は、人吉球磨を会場といたしまして開催されますが、

昨年の大会は熊本地震のため開催中止となり、多くのアスリートの方々も日ごろの努力が発

揮できずに大変な年となりましたが、ことしは被災された皆様を励まし、復興支援大会とし

て多くの選手、関係役員の方々に対し、最高のおもてなしで選手団を迎え、最高の大会が開

催されるとのことですが、さらに人吉球磨大会はすばらしい大会であったと言っていただけ
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るよう郡市一体となって取り組んでいかれるようですが、大会事務局または郡市大会関係者

の皆様方には最後まで頑張っていただきますようお願いをしておきます。 

そこで、人吉球磨大会における競技種目と、どこでどのような協議が開催されるのか、開

催時間などについて決定されておられるようでしたら、この件についてお尋ねをしておきま

す。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

第72回熊本県民体育祭人吉球磨大会は、ことしの９月16日、17日の両日、12年ぶりに人

吉球磨地域で開催されます。今大会は、人吉球磨10市町村の全てにおいて競技が開催される

ため、郡市一体となって取り組む大会になるものでございます。 

御質問の競技の種目、会場及び開催時間でございますが、熊本県民体育祭の競技方法には

採点競技と公開競技と二つございまして、今回の県体人吉球磨大会におきましては、24の採

点競技と九つの公開競技にて開催をいたします。 

市町村別に開催競技を申し上げます。人吉市では14競技、15種目の実施でございます。種

目は、水泳、軟式野球、ソフトボール男子、ソフトテニス、バレーボール男子、バスケット

ボール男子、バスケットボール女子、ハンドボール女子、サッカー、剣道、弓道、相撲、空

手道、クレー射撃、そしてボウリングでございます。次に、錦町では３競技、４種目の実施

でございます。種目は、軟式野球、卓球、ゲートボール男子、ゲートボール女子でございま

す。あさぎり町では６競技、６種目の実施でございます。種目は、軟式野球、ソフトボール

女子、バレーボール女子、サッカー、柔道、馬術でございます。多良木町では３競技、４種

目の実施でございます。種目は、陸上競技、バレーボール女子、バスケットボール男子、バ

スケットボール女子でございます。湯前町では２競技、２種目の実施でございます。種目は、

ハンドボール男子、アーチェリーでございます。水上村では１競技、１種目の実施でござい

ます。種目は、銃剣道でございます。相良村では１競技、２種目の実施でございます。種目

は、バドミントン男子、バドミントン女子でございます。五木村では１競技、２種目の実施

でございます。種目は、グラウンドゴルフ男子、グラウンドゴルフ女子でございます。山江

村では１競技、１種目の実施でございます。種目は、ハンドボール男子でございます。最後

に、球磨村では１競技、１種目の実施でございます。種目は、ソフトボール男子でございま

す。そのほかに、人吉球磨地域以外での開催競技として、テニスが熊本市で実施されること

になっております。 

次に、九つの公開競技につきましては、人吉球磨で開催されるのがカヌーと登山の２競技

でございまして、ほかにラグビー、ウエイトリフティング、ボクシング、セーリング、ゴル

フ、日本拳法、体操の７競技は地域外の県内の施設で開催されることになっております。 

以上、申し上げましたように、10市町村全てにおいて競技が開催されることになっており

ます。 
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開催時間につきましては、採点競技のほとんどが大会２日間の両日とも実施され、おおむ

ね午前10時の競技開始となっております。公開競技は公開により開催日程など全て競技団体

にて決定及び競技運営まで行われますので、人吉球磨大会開催期間中の実施がほとんどです

けども、別の日程で実施される競技もございます。 

なお、全体の取りまとめとなる総合開会式が９月16日土曜日、午前10時から人吉スポーツ

パレスで行われまして、総合閉会式が９月17日日曜日、午後３時から人吉市カルチャーパレ

スで行われます。 

以上、お答えします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） たくさんの競技がされるということで、人吉でも14競技を行っていた

だけるということで、大変見学に行くのも楽しみかなということを思っております。できま

したら、決定をしてしまいましたらどこでどういう競技があるのかを一覧表でも、もしでき

るようでしたら、全員協議会でもいいですから議員のほうにも配付いただければとお願いを

しておきたいと思います。 

次に移りますが、施政方針の中で、温かいおもてなしで選手団をお迎えされるとのことで

すが、温かいだけでなく、最高のおもてなしで人吉球磨大会を開催していただき、これまで

の大会と比べて熊本県下から来ていただきます大会関係者、選手とともに、地元市町村民を

初め、熊本地震復興大会として、これまでたくさんの応援をいただきました全国の皆様に対

しまして、元気な熊本をお見せする大会にすることが大変大事であり、重要であると思いま

す。 

そのためにも、開催地であります人吉球磨の皆様に早く大会を知っていただくことが大切

だと考えます。熊本県民体育祭の開催に先立ち、大会ポスターや競技が開催されます場所、

周辺に周知看板やのぼり旗など、このようなものを設置をされる予定はあるのか。周知活動

の現状と今後の対応についてお尋ねをいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

今回の人吉球磨大会開催については、昨年５月に準備委員会が発足し、その後、９月に実

行委員会へ移行しまして準備を進めているところでございます。 

御質問の大会開催ＰＲ等周知活動につきましては、昨年６月に大会スローガン及びシンボ

ルマークの公募を行いまして、大会スローガン639人、そして、シンボルマーク398人の応募

をいただいております。また、10月には郡市の市町村の庁舎や人の交流が多い総合開会式会

場となる人吉スポーツパレスや人吉スターレーンに横断幕や懸垂幕を設置していただき、啓

発に努めているところでございます。 

のぼり旗につきましては400本を製作いたしまして、昨年12月中に各市町村及び各競技団

体に配付しております。そのほかには、行事ごとに広報ひとよしや新聞等にも記事掲載をし
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ていただいております。 

今後、４月には制作中のポスターを配付する予定にしておりますし、のぼり旗の設置も

徐々に進んでまいります。 

また、総合開会式リハーサルの実施や、炬火採火式といたしまして、火を自然の方法でお

こす炬火採火の式典を、国宝青井阿蘇神社の境内をお借りしての実施を計画しております。 

のぼり旗設置やポスターの掲示、式典などイベントを開催し大会の周知を図るほか、競技

種目や競技会場の紹介など、市町村広報紙や新聞社などの御協力をいただきながら市民の

方々へきめ細やかな情報の発信及び周知に努めてまいりたいと考えております。 

以上、お答えします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） そこで、また今後、人吉球磨県民体育祭がすばらしい大会であったと

言っていただくためにも、大会開催終了まで運営にかかわっていただきます実行委員会関係

者の今後の事業計画についてお尋ねをいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

大会当日までの流れでございますが、現在は４月に開催予定の第72回熊本県民体育祭人吉

球磨大会実行委員会第２回総会の準備を進めておりまして、新年度に入りますと、大会実施

に向けての具体的な競技や各関係機関への協力依頼などを進めていくことになります。 

競技運営関係では、県及び地元競技団体、開催地市町村、事務局の４者での合同ヒアリン

グを再度開催し、競技運営に絡む役員などのスタッフや、物品、会場設備関係など細部につ

いての確認を行い、それにあわせた最終調整及び関係機関への協力依頼などを行ってまいり

ます。また、熊本県体育協会においては県民体育祭関連のさまざまな会議が開かれますので、

その結果を受けて競技別のプログラムなどを実行委員会で作成してまいります。 

大会運営関係では、総合開会式や総合閉会式、炬火採火式などの式典を実施いたしますの

で、式典実施要項や会場設営計画、運営スタッフマニュアル作成及び各市町村職員やスポー

ツ推進委員などへのスタッフ協力依頼などを行ってまいります。また、スタッフポロシャツ

などの被服関係や弁当関係の調整、競技会場や総会、開会式会場への誘致看板作成及び設置、

協議など、議員も御存じのことと存じますが、かなりの項目の調整を行うことになりますの

で、しっかり整理をしながら順次、準備を進めていく予定にいたしております。 

そのほか、温かいおもてなしにつきましては、郡市内の小中高校の児童・生徒の皆さんに

御協力をいただき、選手団への応援旗やメッセージなどのものづくりや、競技会場での地元

の皆さんの応援が一番のおもてなしと考えますので、地域住民の皆さんに会場へ足を運んで

いただけるよう呼びかけを行うなど、現在、依頼内容を検討しているところでございます。 

新年度事業計画の概要を申し上げますと、４月に実行委員会第２回総会の開催、５月に４

者合同ヒアリングの実施、７月末に各郡市参加申し込み及び宿泊申し込み締め切り、８月上
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旬及び下旬に第72回県体代表者会議の開催、８月中旬に総合開会式リハーサルの実施、９月

上旬に炬火採火式、そして９月16日、17日の大会当日を迎えることになります。大会終了後

は、大会報告書の作成を行い、11月下旬に実行委員会解散総会の開催という流れになります。 

これまで申し上げました事項などを初め、大会開催に向けましては実行委員会の専門部会

などにおきまして十分な協議検討を進めてまいりたいと思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 答弁の中で、地域住民の皆さんに会場に足を運んでいただきたいとい

う答弁をいただいておりますので、私もそう思います。 

大会周知、今後の事業計画について大変詳しく説明をいただきました。ありがとうござい

ました。 

そこで、違う視点から教育長にお尋ねをいたしますが、小中学校の部活動が社会体育に今

後移行することが決定していますが、小中学生がスポーツに親しむよい機会であり、熊本県

民体育祭に応援参加を勧めてもらうことは可能か。小中学校に対して見るスポーツの楽しさ、

また、スタッフとして参加する楽しさ、こういうことを多く体験していただくことをしてい

ただければ、大会というのはこういうものだと考えられるんじゃないかなと思いますので、

昨年、熊本のほうで開催がされませんでしたので、熊本県民体育祭が復興応援大会として、

また温かいおもてなしをする大会ということで人吉球磨で行っていただくということで、学

校に対しての教育長の熊本県民体育祭についてどのようにお考えかお尋ねをいたします。 

○教育長（末次美代君） 議員の皆様、こんにちは。お答えいたします。 

ことし実施の熊本県民体育祭を初め、これまで国民体育大会や全国高校総体と、地域を挙

げて取り組まなければなし得ない大会が当市におきましても開催されてまいりました。 

このような大会は、今後の地域、そして日本を担っていく子供たちにとって、先ほど議員

も申されましたが、一流選手のプレーを目の当たりにすることができる絶好のチャンスだと

捉えるとともに、大会を支える運営者、またはボランティアとしてどのような方々がどのよ

うに関係し、動き、運営に当たっているかも肌で感じることができるよい機会であると考え

ます。 

今回の熊本県民体育祭におきましては、既に準備段階から多くの児童・生徒の皆さんに携

わっていただいております。 

先ほど、部長答弁の中にもございましたように、昨年６月に募集をいたしました大会スロ

ーガン及びシンボルマークにつきましては、多くの児童・生徒の皆さんから応募をいただき

ました。残念ながら、小中学生の入選はありませんでしたが、スローガンの部に多良木高等

学校の生徒１人、シンボルマークの部に人吉高等学校の生徒１人がそれぞれ優秀賞に選ばれ

ております。 
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また、大会初日に開催します総合開会式におきましては、部活動として練習しております

吹奏楽部や合唱団、また入場行進時の各郡市のプラカードの保持者や国旗、大会旗、県旗、

県体協旗の保持者などのスタッフとして多くの生徒の皆さんに御協力をいただく計画になっ

ておりますし、各競技会場では中学校、または高等学校の部活動部員の生徒の皆さんに競技

補助員としても御協力をいただくことになっております。 

今後は、先ほども教育部長のほうからも申し上げましたけれども、実行委員会におきまし

ても、各小中高校に対しての依頼内容を検討中ということでございますし、競技会場での地

元の方々の応援が一番のおもてなしとも考えます。 

スポーツを見る楽しさ、また体感することでともに感動も味わうことができます。小中学

校の児童・生徒へぜひ会場へ足を運んでいただけるよう呼びかけを行う予定でございますの

で、学校側にも最大限の参加、協力をお願いしてまいりたいと思います。 

そして、笑顔いっぱい、元気いっぱいの子供たちの姿が応援する姿であっても、これが復

興につながっていけば幸いだなと感じているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） 末次教育長から、学校に呼びかけをしていただき、参加も予定してい

ただくということで、大変ありがとうございます。今後とも、周知をしていただきたいと思

います。 

そこで、最後に松岡市長にお尋ねいたしますが、温かいおもてなしで選手団を迎え、人吉

球磨大会がすばらしい大会であったと思われるために、市長という立場でどのような大会を

目指しておられるのか、この大会に対する意気込みをお伺いしたいと思います。お願いいた

します。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

第72回熊本県民体育祭人吉球磨大会は、12年ぶりに人吉球磨地域で開催されるとともに、

昨年の第71回阿蘇大会が熊本地震の影響により中止を余儀なくされたことにより、２年ぶり

の大会開催であることからも大会関係者及び参加予定者の方々を初め、県民の皆様からも大

きな期待が寄せられております。 

人吉球磨大会におきましては、元気な挨拶と笑顔の絶えない大会になることを目指し、学

校関係者や児童・生徒の皆さん、地域の皆さんの御支援と御協力を得ながら、派手さはなく

とも温かいおもてなしを展開できればと考えます。 

また、今大会は人吉球磨10市町村全てで競技を受け持つこととなり、人吉球磨が一丸とな

って取り組む絶好の機会でもあり、熊本県民体育祭の広く県民の間にスポーツを普及し、県

民の健康増進とスポーツ精神の高揚を図り、明るく豊かな県民生活の進展に寄与しようとす

るものであるの趣旨のもと、この大会を通してスポーツが持つ意義、スポーツから生まれる
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効果をしっかり理解し、スポーツを通して被災されました県民皆様の地域活力、復興の一助

になればと存じます。 

また、相良700年が生んだここにしかない文化や歴史的景観、清流球磨川が育んだ豊かな

農産物や球磨焼酎、そして温泉もございます。選手、役員はもとより、御観戦や応援でお越

しの皆様にも御堪能いただけるものと思います。 

参加された皆様にすばらしい大会であったと言っていただけるよう、関係機関並びに地元

の民様方の御支援と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

以上、お答えいたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君） ありがとうございました。 

人吉球磨の選手の皆様の大活躍を祈念しますとともに、成功裏に終わることをお祈りし、

私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（田中 哲君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

午後５時04分 散会 
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午前10時 開議 

○議長（田中 哲君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

議事に入ります。 

本日は、昨日に引き続き一般質問を行います。 

一般質問終了後、委員会付託をいたします。 

議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 発言の申し出 

○議長（田中 哲君） ここで福屋法晴議員より、発言の申し出があっておりますので、これ

を許可いたします。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

13番、福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君）（登壇） おはようございます。 

昨日の私の一般質問の中で、不適切な発言の部分がありましたので、その発言部分の取り

消しをお願いをいたします。その部分は、３項目めの新市庁舎建設についての質問の中で、

「私の感覚では」の後から「古いほうに」の前まででございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（田中 哲君） ただいま、福屋法晴議員より発言の一部を取り消したい旨の申し出が

ありましたので、お諮りいたします。 

申し出のとおり、許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、発言の一部取り消しの申し出は、許可することに決しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程の追加について 

○議長（田中 哲君） ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 

議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第10号）及び議第33号人吉市景観計画等策

定審議会条例の制定についての２件につきまして、日程に追加し、直ちに議題とすることに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第32号及び議第33号の２件につきまして、日程に追加し、直ちに議題といたし

ます。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 
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 追加日程 議第32号及び議第33号 

○議長（田中 哲君） 執行部より、提案理由の説明を求めます。 

○市長（松岡隼人君）（登壇） 皆様、おはようございます。ただいま、追加提案いたしまし

た議案につきまして御説明を申し上げます。 

議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算案（第10号）は、国からの地方創生拠点整備

交付金の交付決定に伴い、追加補正をお願いするものでございます。また、西瀬小学校のプ

ール水道水流出事故に対する学校側からのおわびとしての納入金を、あわせて歳入予算とし

て計上するものでございます。今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ4,300万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、それぞれ165億259万4,000円とするものでございます。 

議第33号人吉市景観計画等策定審議会条例案は、景観法に基づく人吉市の景観計画、景観

条例、その他景観形成に関する事項を調査、審議するため、新たに人吉市景観計画等策定審

議会を地方自治法第138条の４第３項に規定する附属機関として設置することについて、同

項の規定により、新たに条例を制定するものでございます。なお、詳細につきましては、所

管の責任者から御説明させていただきたいと存じます。 

議員各位におかれましては慎重御審議の上、御協賛賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○総務部長（井上祐太君） 議員の皆さん、おはようございます。それでは、私のほうから議

第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算案（第10号）について、補足説明をさせていただ

きます。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、主

なものを事項別明細書により御説明をいたします。第２条の繰越明許費の補正につきまして

は、第２表繰越明許費補正により、また、第３条の地方債の補正につきましては、第３表地

方債補正により、それぞれ御説明をいたします。 

４ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正の追加は、２款総務費、１項総務管

理費、（仮称）旅カフェエントランスセンター整備事業でございまして、国の補正予算に伴

う地方創生拠点整備交付金事業でございます。国からの交付決定が本年２月となりましたこ

とから、それ以降の事業の着工となりまして、年度内完了が困難なために、全事業費5,180

万円を繰り越すものでございます。 

その下でございます。第３表地方債補正の追加でございますが、（仮称）旅カフェエント

ランスセンター整備事業債1,950万円は、国の補正予算に伴います地方創生拠点整備交付金

を活用した、（仮称）旅カフェエントランスセンター整備事業に対するものでございまして、

限度額、起債の方法等を定めております。 

次に、めくっていただいて、７ページをお願いいたします。歳入の主なものでございます。

一番上、14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金2,340万円の増額補正は、
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地方創生拠点整備交付金の決定によるものでございます。中ほどの20款諸収入、４項、３目

雑入10万円の増額補正は、西瀬小学校のプール水道水流出事故に係る、西瀬小学校からのお

わびとしての納入金を予算計上するものでございます。一番下、21款市債につきましては、

第３表地方債補正にて御説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。 

めくっていただいて、８ページでございます。ここは歳出でございます。２款総務費、１

項総務管理費、15目、これは新しい目でございますが、（仮称）旅カフェエントランスセン

ター整備事業費5,180万円の増額補正は、国の補正予算に伴います地方創生拠点整備交付金

を活用した、（仮称）旅カフェエントランスセンター整備に要する経費でございます。その

下、10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費でございますが、補正額に増減はございま

せんが、歳入において、西瀬小学校からのおわびの形として、納入金が10万円を予算計上い

たしましたことから、財源の充当ということで10万円、特定財源のその他に充当を行ってお

ります。なお、ここで一般財源が減額になっておりますので、この減額分は予備費のほうに

充当されるということでございます。 

９ページをお願いいたします。14款、１項、１目予備費を880万円減額補正いたしており

ます。 

以上で、議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算案（第10号）についての補足説明を

終わります。 

御審議のほうよろしくお願いいたします。 

○議長（田中 哲君） ただいま説明がありました、議第32号及び議第33号の２件に対しての

質疑は、本日の一般質問終了後に行いますので、よろしくお願いいたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第１ 一般質問 

○議長（田中 哲君） それでは、これより一般質問を行います。（「議長、１番」と呼ぶ者

あり） 

１番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君）（登壇） 皆さん、おはようございます。１番議員、日本共産党の塩見

寿子です。今回の一般質問は、３項目を通告しました。 

初めに、子どもの貧困対策の１つである、就学援助制度について質問します。次に、教育

関係、主権者教育についてと子ども議会について質問します。最後に、市民の声より、公共

施設のバリアフリーについてと、観光のまちづくりとバリアフリーについて質問をします。 

まず１項目めは、子どもの貧困対策についてです。 

最近、格差と貧困社会を身近に感じる出来事がありました。40代男性は、学習塾の講師で

したが、児童・生徒の数が減っている中、パソコン通信を利用する塾が台頭し働いていた塾

がつぶれました。子育て世代なので今必死に求職中です。70代の男性は、働いている間は給
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料が出ていましたが、病気で辞職した途端無収入になり、たちまち生活が立ち行かなくなっ

てしまいました。貯蓄もゼロで生活保護を申請しました。50代の女性は、高齢の両親と生活

していますが、今は何とか生活できているけど、何か起こったらあっという間に転落してし

まうかもと不安だ。少し家計にゆとりが出ても買い物をする気になれない。そう話してくれ

ました。いまや貧困は特別な人が陥る問題ではなくなっているのではないでしょうか。子ど

もの貧困率は16.3％、６人に１人が貧困状態におかれ、とりわけ、ひとり親家庭の子どもの

貧困率は54.6％、実に２人に１人が貧困状態にあるのは重大な社会問題です。子どもの貧困

問題に取り組んできた関係者の運動や世論によって、2013年、子供の貧困対策の推進に関す

る法律が成立し、2014年には子供の貧困対策に関する大綱が策定されました。そこにはこう

書かれています。 

「日本の将来を担う子供たちは国の一番の宝である。貧困は、子供たちの生活や成長に

様々な影響を及ぼすが、その責任は子供たちにはない。子供の将来がその生まれ育った環境

によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、

必要な環境整備と教育の機会均等を図る子供の貧困対策は極めて重要である。そうした子供

の貧困対策の意義を踏まえ、全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現

を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進するため、政府として、ここに「子供の貧困対策

に関する大綱」を策定する。」。国としても放置できないと思うのなら、国は貧困問題の根

っこにある労働政策、社会保障政策を改善し、子どもや教育に関する予算、子供の貧困対策

の予算を抜本的に拡充しなければいけないのではないでしょうか。私は、去年の３月議会で、

就学援助制度について質問をしました。制服が買えず入学式を欠席したという、西日本新聞

の特集記事を紹介して、人吉の就学援助の実態をお聞きしました。そのとき就学援助を受け

ている子どもの割合は、小学校では10年前と比べて6.7％から14％、中学校では8.1％から

15％に倍増しているというお話でした。では今年度、就学援助制度を受けている児童・生徒

数は何人でしょうか。そのうち新入学児童生徒学用品費の対象となったのは何人でしょうか、

お尋ねします。 

○教育部長（松岡誠也君） 皆さん、おはようございます。それでは、お答えいたします。 

人吉市教育委員会が支給しております就学援助費の今年度の支給対象者でございますが、

平成29年２月末現在で、小学校が205名、中学校が144名、合計349名でございます。そのう

ち新入学学用品費の支給対象者数でございますけれども、小学校が18名、中学校が48名、合

計66名でございます。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 実は、新入学児童生徒学用品費、いわゆる入学準備金が単価が２倍に

引き上げられたと聞きました。実際は、中学校ですけれど六、七万円かかる入学準備に対し
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２万2,900円の支給では少な過ぎるのではないか。余りにも実態とかけ離れていると、私は

予算の引き上げを求めていたものです。 

そこで、本市は、補助単価の引き上げにどのように対応するのか、お尋ねします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えします。 

平成29年１月30日付で文部科学省初等中等教育局から、平成29年度要保護児童生徒援助費

補助金の予算案についてという事務連絡が発出されておりまして、本市にも届いているとこ

ろでございます。これによりますと、国は、義務教育段階の就学援助に係る平成29年度予算

案において、補助単価の一部見直しを行っております。具体的に申しますと、ランドセル代

や制服代などの新入学児童生徒学用品費の単価を、小学校が２万470円から４万600円へ、中

学校が２万3,550円から４万7,400円へ引き上げることを示しております。この補助単価の引

き上げに対して市はどう対応するのかという御質問でございますが、要保護児童生徒につき

ましては、生活保護法に基づき支給される教育扶助の受給対象世帯に対し、市福祉課から、

小学校新入学児童１人当たり４万600円、中学校新入学生徒１人当たり４万7,400円を、それ

ぞれ上限として現在支給しております。この額は、今回文部科学省が見直しを行った補助単

価と同額でございます。生活保護費と就学援助費の重複支給は、国の補助対象とならないこ

とから、本市では、教育扶助の受給対象となる世帯への支給は、この教育扶助にて対応して

いるところでございます。 

以上お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 小学校で４万600円、中学校では４万7,400円に引き上げられる。要保

護世帯にとっては、うれしい喜ばしいニュースだと思います。では準要保護世帯、要保護に

準ずる程度に困窮している世帯にも適用されるのか、お尋ねします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えします。 

準要保護世帯の児童・生徒に対する就学援助につきましては、教育委員会で就学援助費と

して対応しているところでございますが、先の三位一体の改革により国の補助が廃止され、

税源移譲、地方財政措置を行うということで、各市町村が単独で行うことになっております。

今後、支給対象者の増加や単価の引き上げにより、市費の支出額がふえることが考えられま

すので、新入学学用品費の単価の見直しにつきましては、市の財政状況を見ながら対応を検

討してまいりたいと考えているところでございます。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 国庫補助の対象となっている要保護世帯は引き上げられるのに、準要

保護世帯の引き上げは自治体に任せるというのは、国は余りにも無責任ではないかと思いま

す。どちらも新入学費用が高くて困るというのは同じはずです。就学援助制度充実のために
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は、準要保護への国庫補助を復活させるなど、国による財政支援が必要なのではないでしょ

うか。市町村の就学援助の取り組みを後押しするには、財政的な裏づけが不可欠だからです。

ですから、国は子どもの貧困対策として、思い切って予算を確保するべきだと思います。ま

た、市のほうも、財政と相談しながら前向きの検討をお願いします。 

次に、新入学児童生徒学用品費の前倒し支給についてお尋ねします。 

２月６日の朝日新聞に、入学準備金前倒し広がるという見出しで、こんな記事がありまし

た。経済的に苦しい家庭の小・中学生約150万人が受けている就学援助の一環で支給される

入学準備金について、支給時期を前倒しする自治体がふえている。朝日新聞のまとめでは、

少なくとも全国の約80市町村が、入学後の支給から、制服購入などで出費がかさむ入学前に

変更していた。子供の貧困が問題化する中、前倒しはさらに広がりそうだ。ということで、

前倒しする自治体が紹介してありました。例えば東京都の新宿区、世田谷区、八王子市、札

幌市、群馬県の太田市、三重県の四日市市、大阪府の泉大津市、北九州市、熊本市、佐賀市

などです。では、本市でも新入学学用品費を、入学準備金として入学前に支給できないかお

尋ねします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

新入学学用品費を入学前に支給することに関しましては、３月時点では転出入者が流動的

であり、入学式直前に転出される例もございますので、入学前の支給が困難であることやで

きるだけ返納回収の手続が生じないよう、また、申請者の把握や対象者の認定作業などの事

務処理が正確に行えるよう、入学者が確定する入学式以降に支給に関する手続を始めたいと

いうふうに、現状では考えているところでございます。また、現在の要保護児童生徒援助費

補助金交付要綱では、学齢児童生徒の保護者に対する就学援助に係る経費を国による補助の

対象としており、入学する年度の開始前に支給された援助に係る経費は、当該補助の対象と

ならないことも、３月支給が困難である理由の１つでございます。しかしながら、入学前に

支給している自治体も、今御紹介がありましたように、あるようでございますので、そのあ

たりの情報を入手しながら、検討できればと考えているところでございます。なお、この入

学準備金として、支給に関しましては、平成29年２月13日付で発出されました文部科学省の

通知によりますと、前年度支給分についても、国が補助できるよう検討を行っているという

ことでございますので、そのあたりの動向にも注意しながら検討してまいりたいと存じます。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 2016年５月24日、参議院の文教科学委員会で、日本共産党の田村智子

参議院議員は、生活困窮世帯が入学準備金の立てかえ払いをしなくて済むよう、就学援助を

入学前の２月から３月に支給するように要求したことに対し、文部科学省の初等中等教育局

長が、児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう、十分配慮するよう通
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知していると答弁したそうです。 

そこで、その通知はどのようなものか。通知文の留意事項についてお尋ねします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えします。 

平成27年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理についてという表題で通知文が出てお

ります。平成27年８月24日付で発出されたものでございますが、この補助金に係る事務処理

が各市町村教育委員会において適切に行われるよう、各都道府県教育委員会へ指導を促す内

容となっております。手続や費目に関する説明のほか、市町村がそれぞれの費目を支給する

場合に留意することとして、幾つかの留意事項が記載してございますが、その中に、新入学

児童生徒学用品費に係る部分がございますので、御紹介を申し上げます。 

要保護者への支給は年度の当初から開始し、各費目について、児童生徒が援助を必要とす

る時期に速やかに支給することができるよう十分配慮すること。特に新入学児童生徒学用品

費等というふうに記載してございます。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） だとしたら、通知に照らして入学前支給をやるべきではありませんか。

国は、援助を必要とする時期に速やかに支給するように言っているんです。特に新入学児童

生徒学用品費とまで言っています。入学前に支給できないかお尋ねします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えします。 

幾つかの自治体での事例もございます。そして国の文科省でも、そういうふうな内容で検

討を行っているということでございますので、ことしはもう時期的に無理ですけれども、将

来的にはそういう方向性にのって、市でも対応できるように努力をしたいと思います。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 今、将来的に対応できるように、市としても努力をしたいという回答

をいただきました。大きく受けとめます。昨年から前倒しを始めた福岡市は、市議会などで、

入学準備金なのに支給が６月、７月では準備金と言えないとの指摘が出たことがきっかけと

なりました。担当者は、子どもの貧困が全国的な問題になる中、市民サービス向上になると

考えたそうです。ことしの３月から支給を前倒しする八王子市の担当者は、予算措置を伴う

新たな貧困対策はなかなかできない。前倒しは事務手続の見直しで可能なため決めたと語っ

たそうです。また、熊本市も来年度から始めるそうですが、熊本市に問い合わせをしました。

担当の方は、平成27年９月議会で入学前の支給の要望があったことや、転出入が流動的とい

う問題は、市外や私立の学校に入学した場合には返してもらうようにして、福岡市にも問い

合わせをしたりして問題をクリアしたと話されました。結局、子どもの貧困対策への行政の

やる気が問われているのではないかと思います。就学援助制度について、入学前支給ができ
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ないか、市長のお考えをお聞かせください。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

就学援助費につきましては、経済的理由によって修学旅行に行けないとか学校に登校でき

ないなど、子どもたちの学校生活に支障を来すことがあってはなりませんし、家庭の負担に

つきましても、できるだけ軽減したいとの思いを強く持っておりますので、制度の問題や市

の予算的な課題等もございますが、先ほど教育部長からもお答えをさせていただきましたよ

うに、行政といたしまして、精いっぱい支えてまいりたいと存じます。今後も子ども・子育

て支援策の充実を図り、安心して子育てのできる社会づくりに努めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 将来的に実現できるようにしたいというその回答をもらって、その将

来的というのが、多分来年になることを期待いたします。 

子どもの貧困について、学校の先生やいろんな方にお話を伺いました。ある先生は、学校

の美術の時間に貧困がわかると言われました。100円ショップで買った絵の具しか使えない

ので、色の鮮度が違うという話でした。小学校の先生からは、母親がダブルワークで仕事を

しているので、保育園の弟が園を休むと小学生の２人の姉が世話をするために、交代で学校

を欠席させられるという話を聞きました。子供食堂を立ち上げたいという方は、冬なのに夏

のような薄着でサンダル履きで歩いていた少年を見かけ、追いかけたけど姿を見失った。彼

はネグレクト、育児放棄ではないかと気になった。そういう話を伺いました。 

学校では、子どもの情報が集まり、子どもの貧困をつかむチャンスはたくさんあります。

それを支援につなげていかなければなりません。子どもの貧困を見逃さない仕組みづくりを

幾重にも張りめぐらせて、学校も地域も行政も協力して取り組んでいこうではありませんか。 

球磨郡のある小学校の先生からは、学校で就学援助のお知らせを２月から配布している。

４月いっぱいが締め切りですからと職員朝会で何回も言われ、必要な子が出したかどうか、

学校も意識して取り組んでいるとお聞きしました。 

翻って本市ではどうでしょうか、参考にすべきではないかと思います。子どもの貧困を解

決するためにいろいろな取り組みを学び合い、これからも引き続き提案していきます。 

これで子どもの貧困に関する質問を終わります。 

２項目めは、教育関係について、主権者教育についての質問に移ります。 

去年から普通選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳選挙権になって初め

ての選挙は７月の参議院選挙でした。18歳、19歳の新有権者の投票率は、それほど高くなか

った報道だったと思います。 

そこで、本市の参議院選挙の投票率と世代別の投票率についてお尋ねします。 

○選挙管理委員会事務局長（瀬上雅暁君） 議員の皆さん、おはようございます。それでは、
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塩見議員の御質問に、選挙管理委員会からお答えいたします。 

昨年７月に執行されました、人吉市の参議院議員通常選挙における投票率は56.06％でご

ざいます。 

次に、年代別の投票率でございます。最初にお断り申し上げますけれども、年代別の集計

につきましては、全部で25投票所ありますうち、コンピューター管理を行っております、11

の投票所での合計でお答えをさせていただきます。10代は27.37％、20代は32.45％、30代は

45.35％、40代は54.01％、50代は60.97％、60代は67.12％、70代は71.72％、80代以上は

46.12％でございます。また、18歳、19歳につきましては、全投票所での集計を行っており

ますので、その集計をお答えいたします。18歳は35.75％、19歳は20.00％でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 10代は27.37％、20代は32.45％、30代は45.35％というふうにして、

そういう結果だったことがわかりました。若者層は３人のうち１人が投票したけれど、２人

は投票しなかったということです。原因はいろいろ考えられると思いますが、ふだんから政

治に関心を持って考えたり話したりする経験が少なく、政治が遠いものになっているのでは

ないかと思います。また、国の主権者は我々国民であるという主権者意識が希薄なことがあ

るのではないかと危惧するものです。そんな中、先日の人吉新聞に、人吉高校で２月24日、

主権者教育の模擬投票が行われたとの記事がありました。公職選挙法の改正で、選挙権年齢

が18歳以上に引き下げられたことを受け、在学中に有権者となり得る高校生が、仕組みや主

権者としての意識、心構えを養う機会をと、実施されたということです。この主権者教育と

は何か、また、どんな取り組みをしたかをお尋ねします。 

○選挙管理委員会事務局長（瀬上雅暁君） お答えいたします。 

主権者教育についての御質問でございますが、平成28年６月に文部科学省の主権者教育の

推進に関する検討チーム、最終まとめが公表され、その中で、主権者として社会の中で自立

し、他者と連携、協働しながら社会を生き抜く力や地域の課題解決を、社会構成員の一員と

して主体的に担う力を育む主権者教育を推進し、推進に当たっては、子供たちの発達段階に

応じ、学校、家庭、地域が互いに連携、協働し、社会全体で多様な取り組みができるよう、

各種推進方策を実施するものとされております。このようにさまざまに連携、協働し、取り

組んでいくということになっておりますが、そのうち選挙管理委員会が、若い世代に対して

行った啓発活動についてお答えいたします。 

まず、昨年度は、平成27年12月に球磨工業高校におきまして、熊本県選挙管理委員会と本

市選挙管理委員会合同で、２、３年生を対象に模擬選挙を行っております。また、同じく平

成27年12月には、人吉高校の生徒を対象に、選挙について考えようと題しまして講演を行っ

たところでございます。今年度は平成29年１月に、球磨工業高校の１、２年生を対象に、高
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校生のための主権者教育と題しました講演を、それから平成29年２月には、先ほど議員のほ

うからも御紹介ございましたが、人吉高校１、２年生を対象に模擬選挙を行い、それぞれ啓

発活動を行ってきたところでございます。 

次に、18歳になり初めて選挙人名簿に登録された方に対しましては、バースデーカードと

申しまして、次の選挙から投票できますという旨の通知を、郵送しているところでございま

す。また、今年度からでございますが、人吉高校そして球磨工業高校の３年生を対象に、投

票のガイドブック等小冊子を配布し啓発を行っております。また、市内の各中学校に対しま

しては、生徒会選挙で実際の選挙の雰囲気を感じてもらうために、投票箱それから記載台の

貸し出しを行っております。 

最後に、明るい選挙推進協議会主催で、啓発作品コンクールを実施しているところでござ

います。今年度は、市内の小・中学校を対象にポスターと習字の募集を行いまして、小学３

年生から中学３年生まで、423点の応募があったところでございます。今後も若い世代に政

治に関心を持っていただき、投票率が向上するよう啓発活動を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 主権者として、社会の一員として主体的に行動できる力を育むのが主 

権者教育であり、子どもたちの発達段階に応じて、学校や家庭や地域が連携、協働し、社会

全体で取り組むものであると理解しました。また、選挙管理委員会としても、若い世代にさ

まざまな例えば講演会、模擬選挙、ハンドブックの配布など、さまざまな啓発活動をされて

いるとわかりました。しかし、若者の投票率は低調です。どうやったら若者が選挙に行くか、

私なりに考えました。 

１つは、開票の模様を見学することです。私は、去年開票の立ち会いをしました。決めら

れた時間ぴったりに開票が開始され、施錠されていた投票箱から投票用紙が出され、それぞ

れの部署での作業が始まりました。何段階にもわたっての確認作業を経て公正に進行してい

ました。判読が難しいものはすぐに無効となるんではなく、できるだけ有効になるように扱

われていました。その厳粛な雰囲気のもと、私たちの投じた１票はこのように大切にされて

いるんだと感動しました。 

もう１つは、選挙権を獲得するまでの歴史を学ぶことです。戦前には女性は選挙権は認め

られてはいませんでした。女性は選挙には参加できなかったんです。男性も年齢や収入によ

って制限されていました。女性参政権獲得、昔は婦人参政権と言っていましたが、その獲得

のためにたくさんの運動があり、戦後になって男女平等の普通選挙制度になりました。やっ

と女性も主権者として扱われるようになったんです。私は、女性が参政権を手にするまでの

戦いを知ってから、選挙権をおろそかに扱ってはいけないと思うようになりました。ほかに
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もいろいろな方法があると思います。選挙に行こうよと家でも話題にし、政治について語る

ことが当たり前になる社会になればと思います。投票率を向上させるには、このように主権

者としての意識を育てることと、そして政治が遠いものではなく、身近なものとして感じる

ことが必要ではないでしょうか。私は、山江村で子ども議会が開かれたと聞いて、これだと

思いました。そこで、子ども議会の教育的意義についてお尋ねします。 

○教育長（末次美代君） 議員の皆様、おはようございます。 

まず、市内小・中学校における主権者教育の現状についてお答えいたします。 

将来の有権者である子どもたちに対して、公共の精神や主体的に社会の形成に参画し、そ

の発展に寄与する態度を育成するという主権者教育の理念はとても大切なものであり、学校

教育においても、重視して指導している項目の１つでございます。特に社会科の学習は、国

際社会に生きる平和で民主的な国家、社会の形成者として、必要な公民的資質の基礎を養う

ことを狙いとしております。 

小学校６学年におきましては、日常生活における政治の働きと、我が国の民主政治の考え

方について学習しております。さらに中学校第３学年におきましては、日本の民主政治や地

方自治の仕組みなどを学ぶことにより、将来の有権者として、政治参加への意識を身につけ

させるようになっております。こうした教科の学習のほかに、中学校におきましては、生徒

会の役員改選時に選挙管理委員会を立ち上げ、立候補者受付期間や選挙運動期間を設けて、

一般に行われる選挙日程に沿った活動を展開しております。 

本市選挙管理委員会から、実際に記載台や投票箱を借りて、模擬体験をしている中学校も

ございます。これらの学習や体験を通して、子どもたちは議会や選挙を、より身近なものと

して捉えることができているのではないかと考えております。このようなことを考えますと

きに、子ども議会は、実体験を通して本市の将来を担う子どもたちが、議会や地方自治の仕

組みを学習し、調査や取材をもとに市政に関するテーマについて、自由な発想や視点から意

見、提言を行い、日常生活における政治の働きを、直接的に学ぶことができる貴重な機会で

あると考えます。 

私も校長時代に中学生議会を、いわゆる子ども議会でございますが、実施させていただき

ました。地域の現状と課題、将来について、中学生の視点で、そして考え方で、行政に質問

をぶつける中学生の姿に頼もしく感じたところでございます。また、傍聴にこられておりま

した保護者の方々からは、深く考えているなと感心、将来が楽しみだというような弁をいた

だいたことを思い出しております。さらに市政に関する理解と関心を深め、ふるさとへの愛

情と誇りを育むことにもつながり、大変意義深いものであると認識しており、将来有権者と

なる子どもたちの、主権者意識の向上につながるものと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 



- 262 - 

○１番（塩見寿子君） ただいまの教育長のお話で、子ども議会についてもよりリアルに想像

できましたし、主権者教育については、例えば今、学校で社会の学習とか生徒会活動で、と

りわけ主権者教育を強調しなくても、そういう学習活動で身に備わることもできるんだなと

思いました。子ども議会は、本市でも過去に取り組まれたそうです。本市での取り組みと県

内の子ども議会の状況についてお尋ねします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えします。 

まず、子ども議会の過去の取り組みについてですけれども、本市におきましては、過去２

回、平成12年度と平成16年度の夏休みに、青年会議所と教育委員会が主催、共催となり、人

吉市議会の理解と協力を得ながら、人吉市こども王国事業の１つとして子ども議会を開催し

ております。第１回目の平成12年は、子どもたちにまちに対する率直な意見や考えを発表し

てもらうことにより、21世紀を担う子どもたちに、まちに関心を持ってもらい、人吉を愛す

る心を育みたいという願いを込めて開催されました。市内２つの小学校の６年生の代表児童

が子ども議員となり、どんなまちに住みたいですかというテーマについて質問や提言を行い、

活発な意見交換がなされました。また第２回目の平成16年は、市内の４つの中学校から代表

となった子ども議員27名が集い、人に優しいまちづくり、ごみ問題、リサイクル活動の活性

化、人吉市のよさのＰＲなどについて質問を行い、市長を初め各部長がわかりやすく答弁を

行いました。このように子ども議会の開催は、議会とまちづくりを子どもたちが直接学ぶ場

となり、自分たちの住む地域に対する理解を深め、ふるさとへの誇りと郷土愛を育む一助に

なったと考えているところでございます。 

次に、県内各市の子ども議会の開催状況でございますが、14市中８市が恒例開催となって

おります。熊本市を初め３市が毎年開催、ほかが隔年または３年に１回の開催となっており、

ほとんどが中学生を対象としており、夏休みに開催されているようでございます。 

以上、お答えします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 本市で子ども議会が根づかなかったことは残念です。学校サイドに過

重な負担があったのかもしれません。ところが子ども議会を調べてみると、対象が小学生だ

ったり中学生だったり自治体によって異なります。同様に、主催が教育委員会だったり議会

だったり青年会議所だったりします。社会教育のスタッフが指導をしたり、社会の学習の延

長で意見や提案の発表であったりするのもあるようです。小学校低学年のときは、市役所や

議場を外から見学しますけれど、誰もいない議場を見ても議会の様子はわかりません。子ど

も議会では、実際に議場の中に入って、議席に座って模擬議会を体験します。先ほどもおっ

しゃいましたけれど、子ども議員の質問に、市長や執行部が正面から回答します。議会が身

近に感じられるのではないでしょうか。市政に関心を持つきっかけになるのではないでしょ

うか。 
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そこで、市長に伺います。本市でも子ども議会に取り組んではどうでしょうか。市長のお

考えをお聞かせください。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

私は、まちづくりには人づくりが欠かせない大事な要素であり、本市の未来を担う子ども

たちには、ふるさと人吉を誇りに思う大人に成長してほしいという、強い思いを持っていま

す。近年、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、さまざまな問題が危惧されておりま

すが、人づくりの一環として、子どもたちが議会の模擬体験を通じて、日常生活と行政のか

かわりや本市が直面するさまざまな課題について考え、議会制民主主義への理解を深めなが

ら、地方自治の仕組みについて学習するということは、大変意義のあるものと考えておりま

す。また、保護者を初め市民の皆様に、子どもたちの議場での活動を傍聴してもらうことを

通じて、市議会や行政の取り組みを、より身近なものと感じてもらうこともできると考えて

おります。子ども議会の開催は私の公約でもあり、第５次人吉市総合計画が目指す、市民み

んなが健康で笑顔で暮らせるまちづくりに、子どもたちが進んで参画してもらう契機となり

ますよう、今後、その実現に向けて準備を進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 市長もマニフェストの１つに挙げられていたということで、実現の可

能性が高いと受けとめました。今、準備段階にあるということです。市庁舎が完成したとき

の記念行事という特別なものではなく、できるだけ毎年開催されることを希望しまして、子

ども議会についての質問を終わります。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午前11時02分 休憩 

─――――――──── 

午前11時15分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

１番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） ３項目めは、市民の声より、公共施設のバリアフリーについて質問を

します。 

公共施設のバリアフリーは、市長のマニフェストになっており、公約にかかわる問題であ

ります。まず、市長がマニフェストに掲げた経緯とその進捗状況をお尋ねします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

多くの方が利用される公共施設のバリアフリーの推進は、大変重要な施策であるというふ

うに考えておりまして、私も公約の中に掲げさせていただきました。就任後に策定いたしま

した、第５次人吉市総合計画後期基本計画におきましても、公共施設のバリアフリー化の継
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続実施と、物心両面にわたるバリアフリーの推進を掲げているところでございます。就任後

の進捗状況ということでございますが、完全なバリアフリーとはまいりませんが、熊本地震

による市庁舎機能の分散という緊急事態が生じる中、市民の皆様の安全や利便性を確保する

ために、西間別館や仮本庁舎の使用形態や利用対象者の変化に合わせた安全対策工事を、優

先して進めているところでございます。また、学校におきましては、安全で安心な教育環境

の確保のための、階段改修工事や教室改修工事を行っております。また、平成29年度当初予

算におきましては、田野活性化センターのスロープ設置工事を上程させていただいていると

ころでございます。 

本市におきましては、かなり早い時期からバリアフリー等に取り組んでおりまして、優し

いまちづくりやこども王国ひとよし基本構想など、本市のまちづくりの視点には、人吉らし

い優しさ思いやりといったものが、ずっと息づいていたことを確認しているところでもござ

います。今後は公共施設の長寿命化等を計画的に行うこととした、人吉市公共施設等総合管

理計画を策定いたしますので、その基本方針のもと個別の施設計画と調整を行い、あわせて

有利な財源を確保しながら、計画的に進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 市長がおっしゃったように、市庁舎を初め公共施設は、誰もが利用し

やすい施設でなくてはならないと思います。特に災害時の避難所となっているコミセンや学

校において、バリアフリー化、具体的にいうとスロープの設置、障がい者トイレ、トイレま

での動線の確保は、どこまで進んでいるかをお尋ねします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

人吉市地域防災計画書に定めております指定避難所は21カ所ございますが、そのうち優先

して防災安全課が災害対策本部会議の中で開設する避難所が８カ所ございます。８カ所のう

ち人吉スポーツパレスと、あと５カ所のコミュニティセンター、これは東西コミセン、東間

コミセン、西瀬コミセン、中原コミセン、大畑コミセン及び人吉高校の合計７カ所につきま

しては、障がい者用のトイレの設置及びスロープ等による動線の確保ができております。８

カ所のうち残り１つでございますが、これは現在の保健センター、看護学校でございます。

スロープの設置により避難所までの動線の確保はできておりますが、障がい者用のトイレの

設置とトイレへのフラット化というものは未整備でございます。ただ、保健センターは、現

在、人吉医療センターから、本年度は無償でお借りしている施設でございまして、整備につ

きましては、所有者側、医療センターとの協議が必要となりますので、当然、三、四年後、

要するに西間別館のリノベーションが終わった後には、保健センターはそちらのほうに移転

をします関係で、できるだけ新たな整備、投資、そういうものは最小限に抑えなければなら

ないというようなところで、現在考えておるところでございます。それでも現状では、避難
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所として開設する場合は、避難される方に支障がないように、できるだけ職員が避難者に対

して寄り添うなどいたしまして、細かくその介助を行うなど、そういうことをしっかり徹底

してまいりたいと存じております。 

次に、21カ所から８カ所を除く、13カ所の避難所の状況でございますが、これはほとんど

が小・中学校でございまして、こちらのほうは大地震などの大規模災害時に開設を予定して

いる。要するにどんどんどんどん拡大していくと、そういうふうな避難所でございます。13

カ所のうち障がい者トイレがある施設は、市内小・中学校のうち４カ所、その他の施設が２

カ所、計６カ所となっております。またスロープにつきましては、要所に設置をしておりま

すが、ピロティー構造の体育館から遠いといった、さまざまな課題もあると認識しておりま

す。現状では、障がいのある方々や高齢者の方々におかれまして、スポーツパレス等のバリ

アフリーの整った施設のほうに避難していただくよう、現在お願いをしておるところでござ

います。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 今の答弁で課題が明らかになりました。小学校の場合、障がい者用ト

イレがあっても子ども用のものであったり、体育館には障がい者トイレはなく、校舎のほう

に行かなければならなかったりします。車椅子を利用している場合、段差があったらどうで

しょう。子どもさんならだっこしたりして対応できるかもしれませんが、車椅子を利用され

ている高齢者の方の中には、自分たちはどこに行けばいいんだろうと不安な方もおられるよ

うです。遠くのスポーツパレスより近くの避難所がよいことは言うまでもありません。 

私は、災害時の指定避難所となっているコミセンや学校を、優先してバリアフリー化をす

ることを求めます。また、その際、業者や担当の係の方だけで進めるんではなくて、障がい

をお持ちの方の意見も聞いて進めるように要望します。中にはスロープをつけたけれど、実

際には使い勝手が悪い例や、トイレまでの通路が渡り廊下になっていてフラットではない例

があると聞きました。せっかくバリアフリーにしたのにと後悔しないように、例えば車椅子

を利用される方に工事の計画を見せて、これでどうですかと意見を聞く市政を期待して、公

共施設のバリアフリーについての質問を終わります。 

最後に、観光のまちづくりとバリアフリーについて質問します。 

市長は、施政方針で、「活かし、稼ぐための観光戦略」として、外国人に優しいまちづく

りを進めると言われました。本市の持つ歴史と文化、観光都市としての人吉は、大いなる魅

力にあふれています。要は、豊かな観光資源を生かし切るかどうかではないでしょうか。私

は、そのためにはバリアフリーは欠かせないと考え、質問に取り上げました。まず車椅子を

利用される方が外出するとき困ることは、トイレ、駐車場、段差などだそうです。外出する

ときは、できるだけ事前に家で用を足すようにしているとか、高速道路のパーキングエリア
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のトイレは、屋根つきで一番使いやすいとか聞いて、改めてバリアフリーについて考えるこ

とができました。そこで、本市で車椅子を利用されている方は何人おられるのか、お尋ねし

ます。 

○健康福祉部長（村口桂子君） 皆様、こんにちは。それではお答えさせていただきます。 

人吉市における車椅子利用者の人数についてのお尋ねでございますが、正確な数を把握す

るのはかなり難しいところがございますので、市で把握しております障がい者福祉サービス

や介護保険サービスを利用されている数でお答えをさせていただきます。 

まず、障がい者への補装具給付事業により車椅子を購入された方が44人、介護保険の福祉

用具貸与サービスで車椅子をリースされている方が平成29年１月時点で177人、計221人でご

ざいます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 市の事業でそういうサービスを利用して、車椅子を使っておられる方

が221人。部長もおっしゃったように、それ以外にも自費でとか譲り受けてとか車椅子を利

用されている方、そして予備に、家の中では車椅子は必要ないけれど、外出のときには使う

という方もおられると思います。この車椅子を利用されている方々が自由にまちを歩き、食

事をしたり買い物をしたりできるまちは、誰もが安心して過ごせるまちに違いありません。

私は以前、バリアフリーマップを手にしたことがあります。社会福祉協議会にお尋ねしたら、

今から15年前ぐらいにつくられたそうです。当時はバリアフリーに向けて、多様な取り組み

がなされたとお聞きしました。そこで、15年前の本市での優しいまちづくりの取り組みにつ

いてお尋ねします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） それでは、お答えいたします。 

十五、六年前の事業になりますので、ちょっとさかのぼって調べさせていただきました。 

まず、優しいまちづくり総合整備事業としまして、平成11年度に策定しました第１期障害

者計画、ともに歩むまちづくり行動計画に基づき、市公共施設のバリアフリー化を県の補助

事業を受け、平成12年度、13年度の２カ年にかけ取り組んだものでございます。具体的な施

工内容につきましては、各施設における車椅子使用者用駐車場の整備、トイレの改修、出入

り口の自動ドア化などを行ったものでございます。主な事業としましては、平成12年度は、

市庁舎、保健センター、スポーツパレス、カルチャーパレスなど７施設、平成13年度は、各

校区のコミュニティセンター及び石野公園の５施設で、改修工事を実施しております。 

次に、優しいまちづくり総合推進事業として、障がい者や高齢者など全ての人が利用しや

すい民間施設及びバリアフリーに努めた団体や個人を表彰する、人吉福祉のまちづくり表彰

というのを実施しております。これは民間施設のバリアフリー化の促進とともに、市民の

方々の福祉のまちづくりへの理解と意識の高揚を図ることを目的としたものでございます。
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あわせて、当時既に実施中でございました、建設部所管の人吉市優しいまちづくり建築物整

備促進事業の周知を図ることにより、この制度を活用した民間施設のバリアフリー化への改

修を進めております。なお、この制度につきましては、現在も人吉市ユニバーサルデザイン

建築物整備促進事業として、継続をされているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 十五、六年前になりますか、そのときには官も民も一緒になって、優

しいまちづくりを推進していって、意識もそういう表彰とかがあって、みんなでそういうま

ちづくりをやっていこうという機運が高まっていたと受けとめました。では現在の優しいま

ちづくりの取り組みはどうなっているか、お尋ねします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

現在の優しいまちづくりの取り組み状況についてということでございますが、ユニバーサ

ルデザイン、バリアフリーに関する、現在の全庁的な取り組み状況としてお答えさせていた

だきます。 

まず、住環境の整備についてでございますが、その人の生活状況に応じて適切に配慮する

ことが大切であり、助成事業等を通じて個人住宅のバリアフリー化など、高齢者、障がいを

持つ方の住環境の整備は進みつつあるところでございます。 

次に、都市環境につきましても、公共性が高い大型商業施設や駅などの建築物等について

は、高齢者、障がいを持つ人に配慮した施設整備について、新築改良時には、法令に基づく

バリアフリーの基準適合が義務づけられておりまして、既存の施設については、基準適合へ

の努力義務がございます。また、道路や公園等におきましても、誰もが使いやすいトイレの

設置や、段差を少なくするなどの設計が採用されてきております。しかし、以前からある建

物や道路などの中には、段差が解消されていない、洋式トイレがないなど、バリアフリー化

が促進されてないところもあるようでございます。このような中、公営、民営の住宅のバリ

アフリー化及び高齢者、障がいを持つ人のみならず、子どもや妊産婦など全ての人が暮らし

やすい、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めていく必要がございます。つきましては、

第５次人吉市総合計画後期基本計画を初めとする各種計画に基づき、今後とも各担当部にお

いて、引き続き推進をしてまいりたいというふうに考えております。これらの取り組みが、

結果として、地域外から多くの人が訪れる観光のまちなどへ生かされるのではないかと考え

ているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 現在は、それぞれの部で、目標にバリアフリー化とかが義務とか努力

目標になって組み込まれて、例えば建物そして住環境いろんなところでバリアフリー化を総
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合的にやっている。各課で推進しているということでした。15年前の優しいまちづくりのと

きと今と比べてどうでしょう、例えばバリアフリーマップは、以前は冊子になって配布され

ましたが、今はホームページで見るようになっています。ネット環境が整っていない方は見

ることができません。そして忘れてならないのは、観光客にも車椅子を利用される方がおら

れるという視点です。そこで、車椅子の方が入れる温泉施設がどのくらいあるのか、また、

観光振興課に問い合わせがあったときどのような対応をしているのか、お尋ねします。 

○経済部長（福山誠二君） 皆様、こんにちは。 

車椅子を利用される障がい者の方の温泉施設ということですが、これにつきましては、浴

室まで直接車椅子で入浴できるという施設、こういうものがございませんが、介助者を必要

とするとか一部の利用制限、こういった条件がある中では、主な市内の宿泊施設では、19施

設中11の施設というところでは利用ができるということでございます。また、宿泊施設とい

うことではないんですが、車椅子でも浴室内に入ることができる温泉施設は１カ所ございま

す。しかし、電動車椅子というのは感電しますので、これはだめだということです。それか

ら私どもの観光振興課に問い合わせがあったときの対応でございますけれども、これにつき

ましては、まず利用される方々のお一人お一人の状況とか希望をまずお伺いいたします。そ

れから、観光施設へ問い合わせを行いまして、より御要望に合った観光施設を御紹介してお

ります。今、議員がおっしゃいましたように、社会福祉協議会のホームページにありますバ

リアフリーマップも御紹介いたしまして、一番問題になるのはトイレが一番重要ですので、

観光施設だけではなくて、人吉市内にはこういうところにもトイレがありますので、もし必

要になりましたら、このバリアフリーマップのホームページを見ていただければという、そ

ういう御紹介もしているところであります。これにつきましては、観光案内所も同じように

いたしております。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 湯布院には、車椅子のまま入れるリフト式の温泉や、大分県の温泉の

中には、寝たままで入れるベッド式の浴槽があるところがあるそうです。改造するには巨額

の経費が必要となり大変悩ましいところです。今は問い合わせがあったら、観光振興課では、

できる限りの対応をしている。ときには介助のお手伝いもしているという話を聞いて、その

奮闘ぶりに感謝いたします。私が人吉の観光資源を生かし切るためには、バリアフリーの視

点が必要だと強調するわけには、こんな話を聞いたからです。 

１つは、車椅子を利用されている方が、広島からの友人を人吉城址に案内されたときの話

です。喫茶店でお茶を飲もうとしたら、段差があって店の中に入れなかった。せっかくだか

らと友人夫妻とその方のお連れ合いは、店内に入って一息つかれたけれど、その方は店の外

で待っていた。もしその方が観光客だったら、人吉にいい印象を持つでしょうか。 
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もう１つは、車椅子では青井神社はお参りができない、お参りが難しい話です。右側の通

用門から入っていくけれど、砂利が深くて車椅子のタイヤは沈んでしまう。車椅子を押すの

にも力が要って疲れてしまい近づけない。毎年遠くから参拝している。もしその方が観光客

だったら、人吉にいい印象を持つでしょうか。 

市長は、この話を聞いてどう思われたかお聞かせください。また、観光地として、バリア

フリー化による優しいまちづくりについて、市長の考えをお聞かせください。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

観光地として、バリアフリー化による優しいまちづくりについての考えということでござ

いますが、観光客にとって優しいまちづくりを推進していくためには、観光施設のバリアフ

リー化は大変重要であると、私も認識しているところでございます。クラフトパーク石野公

園や観光客が多く利用されるトイレなど、公共観光施設におきましてはバリアフリー化を進

めておりますが、民間観光施設においてのバリアフリー化は、各事業者個々の設備投資が必

要なことから、なかなか進んでいないのが現状でございます。この民間観光施設のバリアフ

リー化を推進するに当たっては、誰にでも優しい建物の工事に対しての補助事業であります、

熊本県ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業等の周知を積極的に行い、各事業者の負担

を少しでも減らし、市全体の民間観光施設のバリアフリー化を進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） １番。塩見寿子議員。 

○１番（塩見寿子君） 私が紹介した２つの話、これはお二人とも人吉の方です。自分は人吉

の住人だからいいけれど、もし観光客の皆さんが、こういう疎外感とかを味わわれたらマイ

ナスになると思う、という話をしてくださいました。私は話を聞いて、本当に人吉の印象が

悪くなる、そういうことがあってはならないと思うんです。人吉はよかった。もう一度来た

いと思っていただけるように、どんな人が来ても安心して過ごせる観光地を目指していく必

要があると思います。観光都市人吉市の観光の柱を福祉で補強する。観光と福祉を組み合わ

せてまちづくりを考えていけば、人吉は優しいまちとして生き残ることができると思います。 

別府では、福祉のまちづくり条例をつくるとき、バリアフリーについて市民と一緒になっ

て話し合いをされ、話し合いの中で認識は進んだと聞きました。人吉でも、まずは気づきや

意見を何でも出し合う場をつくってみたらどうでしょう。市民の皆さんの中には、問題意識

を持っておられる方やアイデアをお持ちの方、協力をしたいという方はおられると思います。

市民の皆さんと力を合わせて、優しいまちづくりが展開されることを要望して、これで一般

質問の全てを終わります。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君）（登壇） 11番議員の本村令斗です。それでは、通告に従いまして質問

を行ってまいりたいと思いますが、流れの上で、ダムによらない治水対策のほうを一番最後
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に持っていきたいと思います。ですから、１番目に、市長の施政方針演説で、安倍首相の政

策に対する認識について。２番目が、国民健康保険税で、引き下げについて。３番目に、介

護保険で、利用料への助成について。４番目に、ダムによらない治水対策で、球磨川治水対

策協議会について、質問をしてまいりたいと思いますので、準備方よろしくお願いいたしま

す。 

まず、最初の質問です。市長は、施政方針演説において安倍首相を持ち出し、その政策に

期待するかのような話をされています。そこで、この質問を行います。施政方針の中では、

安倍首相が語った経済最優先や金融政策、財政政策、成長戦略の３本の矢を引用しています

が、これまでの安倍首相の経済政策によって、どのような状況が起こっているでしょうか。

安倍政権の経済政策であるアベノミクスが始まって４年になりますが、その行き詰まりと破

綻は明瞭だと思います。世界で一番企業が活躍しやすい国を目指すという掛け声のもと、日

銀の異次元金融緩和や３年間で４兆円もの企業減税によって、大企業は３年連続で史上最高

益を更新し、大株主など富裕層にも巨額の富がもたらされました。しかし、労働者の実質賃

金は、４年のうちに年額で19万円も減り、家計消費は、実質15カ月連続で対前年比マイナス

となっています。日銀の異次元金融緩和も、実体経済には全く影響がなく副作用だけが拡大

し、事実上の政策変更を余儀なくされました。市長は、安倍首相の経済政策によって、実質

賃金や家計消費が悪化しているのを認識していないのかということをお伺いします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

いわゆるアベノミクスといわれる政策によって経済の好循環が起動し始め、企業収益は高

い水準で推移し、円安の進行と実体経済の改善などを背景に、物価の持続的な下落に歯どめ

がかかり、我が国はデフレを脱却したと言われておりますが、一方では、景気回復の恩恵を

ほとんど実感できていないという声が上げられているのも、また事実であると捉えておりま

す。特に議員の御指摘は、実質賃金と家計消費の問題であると存じますが、中でも物価と賃

金とを捉えるならば、その相互関係から物価と賃金がそろって上昇するような環境をつくる

とともに、物価の伸び以上の賃金上昇を実現していくことが政治の課題でもございますし、

その実現を強く願うところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 望みとは言われますけれど、実態的には非常に先ほど申しましたよう

に、実質賃金や家計消費が数字の上でも下がっているのは明確ですし、そこのところはやは

りきちっと認識されるべきだと私は思います。そのような状況の中でどういうことがさらに

起こっているかですが、さらにアベノミクスは格差と貧困を一層拡大し、社会と経済の危機

をさらに深刻にしています。自民党政権のもとで、とりわけ1990年後半以降、新自由主義的

な経済政策が強行されたことにより、所得・資産などあらゆる分野で格差と貧困が広がり、
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日本経済と社会の大問題になっています。日本は先進国の中でも貧困大国となっています。

1997年と2012年とを比較して、日本の貧困率は14.6％から16.1％となり、ＯＥＣＤ34カ国の

中でワースト６位になっています。子供の貧困率は13.4％から16.3％となり貧困の連鎖が深

刻です。働きながら生活保護水準以下の収入しかないワーキングプア世帯は、就業者世帯の

4.2％から9.7％と２倍になりました。貯蓄ゼロは30.9％で、1997年から2015年の間に３倍に

急増しています。超富裕層がますます富み、国民全体の所得が低下する中で、中間層が疲弊

し貧困層は拡大する。これが現在の日本社会の姿です。市長に、安倍首相の経済政策の中で、

格差と貧困が拡大しているという認識はないのかということをお伺いします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

子供の貧困を初め、あらゆる年齢層に貧困が広がっていると言われておりますが、さまざ

まな場面においてそのような現実に直面し、市長として政治に携わる者の１人として、非常

に辛く無力感にさいなまれるようなときもございます。安倍首相の本年年頭の記者会見での

経済優先等の発言を、施政方針に取り上げさせていただきましたが、もちろん、そこには課

題も多く存在をしていると認識をしておりまして、本当の意味で企業の収益のさらなる増加、

個人所得や消費の増加、生産の拡大といった、経済の好循環の実現が必要であると強く感じ

ております。微力ではございますが、私も自治体の長として一層の努力をしてまいりたいと

存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 子供の貧困が広がっている状態など、それはよく市長としても感じて

おられるのはわかりました。そういう中で、なぜこのような首相の話を取り出したかという

気もしますが、今それについては申されましたので、それはそれとしまして、やはり、この

貧困問題が市民の生活にも非常に問題ですので、今から言います国民健康保険税の問題、そ

れから介護保険料の問題がいよいよ大きな問題だというふうに感じていますし、その質問を

していきたいと思います。 

国民健康保険についてですが、実質賃金や家計消費が悪化、そして格差と貧困の拡大につ

いては、市長も認識されていることはわかりました。市民の暮らしを守ることがさらに重要

になっています。ところが私が最初に議員になった1999年以来、国保税の引き上げや介護保

険料の引き上げ、下水道料金の引き上げが行われています。公共料金の引き下げは市民の生

活を守る上で大変重要です。そのような視点から、この質問と次の介護保険の質問を行いま

す。 

国民健康保険は、低所得者が加入する保険であり、市民の生活を守る上で保険料の引き下

げは大変重要であると言われています。その実態を明らかにする必要があると思います。 

そこで、国保税に加入している世帯数、そのうち所得が100万円未満の世帯数、100万円か
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ら200万円未満の世帯数、また、200万円未満の全ての世帯数は、国保世帯の何パーセントに

なるかをお答えください。 

○市民部長（今村 修君） 皆様、こんにちは。それでは、御質問にお答えいたします。 

平成27年度決算時点でお答えをさせていただきます。国民健康保険の全世帯数でございま

すが、課税された世帯総数は6,289世帯、そのうち世帯所得100万円未満は4,249世帯、世帯

所得100万円以上200万円未満は1,293世帯でございます。世帯所得100万円未満と100万円以

上200万円未満を合わせた割合は、全体の88.12％でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 今の答弁で、国保税がどういうものか、本当に低所得者の方々が払わ

れている保険であるということがわかりますし、そういうもので国保を見なければいけない

なという気がいたします。そこでですけれど、今のがわかれば、低所得者の方々が国保税を

払えない状態にあることが危惧されます。国保税を滞納している世帯について、全体の世帯

数、そのうち所得が100万円未満の世帯数、100万円から200万円未満の世帯数をお答えくだ

さい。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

全体に占める滞納世帯は959世帯でございます。そのうち世帯所得100万円未満の世帯は

574世帯、世帯所得100万円以上200万円未満の世帯は284世帯でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 今の答弁で、低所得者の方々の中に本当に多くの方々が滞納されてい

る実態がわかりました。払いたくても払えない世帯と思いますけれど、多くあることがわか

ったんですが、そこで、さらに心配なのは、低所得者の中には、今の状況なんですけれど、

そうであるならば、保険証がもらえずに無保険状態になっている方々がおられるのではない

かということが心配になります。そこで100万円刻みの低所得者階層で分けた場合に、それ

ぞれの階層に何世帯の資格証明書の交付がなされているのかお伺いします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

資格証明書を発行している世帯は21世帯でございます。そのうち未申告の世帯が９世帯で

ございます。所得区分では、世帯所得100万円未満の世帯は９世帯、世帯所得100万円以上

200万円未満の世帯は２世帯でございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） いわば今の政治によって格差、貧困がつくられている状況にあると思

うんですよね。そして、また所得も非常に減った方がたくさん生まれている。そのような状
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況にあります。そして、今みたいに、要するに資格証明書の世帯が、今話されましたが、何

世帯もある状態がわかったんですね。人吉は、納税相談をすれば短期証は渡しますのでと言

われますけれど、やはり、この低所得者の方々は、まずやっぱり食べることとかをしなきゃ

いけませんし、そういうのにやっぱり当然お金は要るわけですよね。ですから、もうなかな

か納税相談にといっても、払うお金がないので行けないという、そういうふうな状況に今あ

るんじゃないかということが容易に考えられるわけですよね。そして、また、資格証明書に

なれば病院の窓口で一旦10割、全額を払わなければなりませんので、なかなかもう病院に行

くこともためらってしまうということも起こっていると思います。それから病気の悪化が起

こることも考えられますし、まさに死の危機に直面しているような世帯が何世帯もあるとい

うような、そのような深刻な状況にあるというふうに思います。それで、そのような状況の

中、一般会計から国保特別会計へ法定外繰り入れを行い、国保税を引き下げている自治体が

あります。熊本県下でも多くの自治体で、法定外繰り入れを行っていることが考えられます。

そこで熊本県内の45市町村のうち、一般会計から国保特別会計へ法定外繰り入れを行ってい

る自治体は幾つあるかお伺いします。 

○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

その前に、先ほどの答弁の中で、階層ごとということで、300万円未満の世帯が１世帯ご

ざいました。 

それでは、ただいまの御質問にお答えいたします。 

熊本県が公表しております、県下全市町村の平成26年度国民健康保険事業年報によります

と、国民健康保険特別会計に対する、一般会計からの法定外繰り入れを実施している市町村

数は23市町村でございます。総額といたしまして約49億円、そのうち熊本市が約23億円とな

っております。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 要するに、県下の半分以上ですね、大体半分ですけれど、その辺が法

定外繰り入れを行っているわけですね。ですから人吉市でも十分それが行えると思うんです

よ。とりわけ昨年12月20日付の国保新聞を見てみますと、2015年度の一般会計から市町村国

保特別会計への法定外繰り入れは3,516億円で、前年度3,472億円より44億円増加しているこ

とがわかります。このことは市町村が高過ぎる国保税を抑えるため、引き続き一般会計から

の繰り入れを行っていることを示しています。 

政府は、都道府県下に向けたガイドラインなどで、決算補填等目的の繰り入れは、計画的

には削減すべきとしていますが、国保は自治事務であり、一般会計からの繰り入れは制度上

禁止していないことを明言しています。人吉市も一般会計から国保特別会計への法定外繰り

入れを行い、国保税を引き下げるべきではありませんかということをお伺いします。 
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○市民部長（今村 修君） お答えいたします。 

平成30年度から国保の財政運営が都道府県に移行される制度改革が決定をしていることは、

議員御承知のとおりでございます。制度改革を迎えた際、都道府県の役割の１つといたしま

しては、市町村ごとに納付金の額を決定し、その納付金を納めるために必要な標準保険料率

を市町村ごとに計算して公表、通知することとなっておりまして、市町村は、都道府県への

納付金支払いのために、収納率の見込み等によって、納付金を十分に納められる税率等を設

定しなければなりません。また、市町村の国保特別会計に対する一般会計からの法定外繰入

金が、平成27年度決算速報におきまして、全国で3,034億円となっております。今回の制度

改革の大きな目的といたしましては、この状況を解消して、将来的には保険料の平準化を目

指すものでございますので、保険税の負担緩和を図るために、一般会計からの法定外繰り入

れを行うことは、制度改革の趣旨に反するものであると理解をしております。 

市町村の国保特別会計に対する一般会計からの法定外繰入金につきましては、法令上、制

限の明記はございませんが、これまで同様、法定外繰入金に頼ることなく、健全な財政運営

に努めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 今の答弁を聞きますと、市がどちらのほうを向いているかというふう

に思うんですよね。多くの自治体で、県内の半分ぐらいですよ、やっぱり住民の生活が大変

なので、それで法定外繰り入れを行って国保税引き下げなどを行っているわけですよ。なの

に、今の答弁は、まさに国のほうを向いたような答弁で、国がそうやっているのでそういた

しますとね、ですから、やはり人吉市はもっと市民のほうと向かい合うべきだと。そして今

後も、この数字の上から見てわかるように、今後もそういう法定外繰り入れをやっている自

治体は、引き続き繰り入れを行おうとしているのが見えてくるわけですよ。だったらば、や

っぱり人吉市ももっと住民のほうを向いて、法定外繰り入れを一般会計から行って、国保税

を引き下げるべきだと思います。そうしていただくように要望して、この質問については終

わります。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後０時06分 休憩 

─――――――──── 

午後１時40分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） それでは、引き続きまして、介護保険についての質問を行ってまいり

たいと思います。 
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昨年の３月議会で提案された学校給食の補助や、本議会に提案されている中学校３年生ま

での医療費の完全無料化は、少子化対策や子供の貧困対策、市民の暮らしを守る上で評価で

きるものです。その一方で、高齢者からは、私たちの生活には目を向けていないのかという

声もあります。介護保険制度の充実にも、人吉市は力を注ぐべきだと思います。 

全日本民主医療機関連合会は2013年12月に、人権としての医療・介護保障を目指す民医連

の提言を発表しています。この提言の中には、保育料の逆進性是正、利用料の軽減など、費

用負担のあり方を抜本的に見直すという内容が含まれています。提言のもとになったものが、

2010年11月にまとめられた介護保険10年検証実例調査報告です。この調査は、29都道府県、

59法人、180の事業所から420の事例を集約したものです。このような事例が報告されていま

す。74歳男性、要介護５、毎月訪問看護、訪問介護、訪問入浴、福祉用具レンタルで１万円

以内におさめてほしいと希望があり、必要なサービスを削っている。国保の保険証も短期証

のため、３カ月ごとに保険料を納めて発行してもらっている状態。妻も72歳で足腰が悪く介

護ができなくなっている。老老介護のため今後、今のサービス内容で自宅の生活を維持でき

るのか不明というものです。このように所得が少ないために、使えるサービスを使わないで

いる事例は身近にある問題ではないかと思い、市内に住まれる90歳の女性の方に話を伺って

きました。このような話をされました。息子と２人暮らしで収入は私の国民年金と息子の障

害年金だけである。息子が脳梗塞で車椅子生活、週３回の透析と週２回の施設通いをしなけ

ればならないので出費も大きい。自分は足が悪くほとんど歩けない。風呂に行くときは押し

車で何とかしていくが炊事には立てない。掃除も四つんばいになったままでほうきで掃いて

いる。昼食は隣の人に買ってきてもらい夜は宅配の弁当を利用している。介護保険料は年金

天引きなので滞納なく納めている。しかし、利用料を払う余裕などない。サービスが利用で

きて、身の回りの世話をやってもらうと助かるのだが、実際は借金をせずにやっていくのが

やっとである。介護認定は受けたが、どうせサービスを受けられないので判定結果は忘れた

というものです。このように介護認定の上ではまだまだサービスが利用できるのに、所得が

少ないために利用料を払えずサービスを控えられておられる方が、この人吉にも大勢おられ

ることが容易に想像できます。人吉は、その点どのように認識されているのかをお伺いしま

す。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

利用料の負担が難しく、サービス利用ができない状況があることを認識しているかという

お尋ねでございますが、まず、利用料についての現状を少しお伝えさせていただきます。 

介護保険において、御自宅で介護サービスを利用される場合は、その方の要介護度に応じ

て支給限度額が決定されており、その支給限度額までは利用者負担が１割、もしくは一定以

上の所得者は２割を負担し、支給限度額を超える部分は、全額を自己負担するということに

なっております。この支給限度額は、要支援１から要介護５までの７区分がございまして、
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例えば要支援２の方は、一月10万4,730円、要介護５の方は、一月36万650円の支給限度額の

設定がございまして、サービス利用者が、支給限度額までどれくらいのサービスを利用され

ているかと申しますと、本市では、要支援認定者が、支給限度額の約41％、要介護認定者が

約57％で、全体では約55％の利用率となっているところでございます。限度額までのサービ

スを利用しない要因はさまざまでございますが、これは居宅介護サービスに限らず、施設入

所サービスの利用も同様でございまして、サービスを利用しなくても十分に介護生活が可能

である。家族や親戚などの支援により代替できている。または自分でできることは頑張って

するという理由もあるようでございます。 

しかし、一方、介護サービスを利用したくても、本人または家族がその費用を捻出できな

いために、家族によって介護を代替する。または介護サービスの利用を控えるという理由も

あるようでございます。ケアマネジャー等からも、そのような御相談があると聞いておりま

して、認識をしているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） やっぱり市としても、そのような方々がおられることは認識されてい

るということですけれど、それで、私が思うに、介護保険料をきちんと納めて介護認定の上

ではまだまだサービス利用ができるのに、所得が少ないために利用料が払えずにサービスを

控えざるを得ないというのは、本当に理不尽なことだと思います。ましてや保険料は年金か

らの天引きで、強制的に行われているのですから、こんなひどいことはありません。みんな

で支える介護保険という、当初の目的からも逸脱していると思います。このように低所得者

は大変理不尽な状況に置かれていると思いますが、サービス利用に関して、何か支援策はや

っているのかということをお伺いします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

低所得の方が、介護サービスを利用される際の負担軽減につきまして、大きく３つの軽減

策がございます。 

まず１つ目が、高額介護サービス費でございます。これは全てのサービス利用者について、

１割または２割負担が所得区分ごとの負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻される制

度でございますが、それぞれの限度額につきましては、現役並み所得世帯が月額４万4,400

円、一般世帯が月額３万7,200円、住民税非課税世帯が月額２万4,600円、住民税非課税世帯

で年金収入等が80万円以下の方、または老齢福祉年金受給者や被保護者の方が、個人で月額

１万5,000円となっております。 

次に２つ目は、施設サービスを利用される際の食費や居住費を軽減する制度でございます。

これは低所得の方の施設利用が困難とならないための制度でございまして、食費の基準額は

１日当たり1,380円でございますが、軽減額につきましては、住民税非課税世帯で年金収入
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等が80万円を超える場合は１日650円、同じく年金収入等80万円以下の場合は１日390円、ま

た、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者や被保護者の方は１日300円となっております。

また、居住費の軽減額につきましては、居室の種類により15の区分に分かれておりますので、

詳細は省略させていただきますが、１つの例を申し上げますと、ユニット型居室の利用では、

基準額は１日1,970円でございまして、これを所得区分に応じて、１日820円から1,310円ま

での範囲に減額されることになっております。 

最後に３つ目でございますが、社会福祉法人等による負担軽減制度がございます。この制

度は、社会福祉法人が持つ社会的役割の一環として、生計が困難な低所得者の方の利用者負

担軽減制度でございます。この制度を利用できる方は、単身世帯の場合に年収150万円以下

で預貯金350万円以下、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないなどの要件を満

たしている方が対象となります。なお、さまざまな理由で経済的にお困りの方から相談をい

ただき、問題解決に向けて相談者に寄り添って支援する機関として、人吉市困り事支援セン

ターを平成27年４月に設置をしておりまして、関係機関と連携しながら、それぞれの状況に

応じた支援を行っているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 幾つかの状況下にある方に支援策があることはわかりました。低所得

の方を広く支援するということで、その中で、利用者独自の減免制度を行っている自治体が

数多くあることがわかってきました。中央社会保障推進協議会は、2015年１月に、2014年全

国市町村介護保険改定に関する緊急調査を発表しました。この緊急調査は、47都道府県の社

保協を通じて、各自治体にお願いしたアンケートを集めたものです。950自治体からの回答

を得ています。介護保険の利用料については、219の自治体が独自の減免制度を行っている

と回答しており、これは回答を得た自治体の24％に当たります。千葉県船橋市の利用者助成

負担制度は、要介護・要支援の認定を受け、介護保険の在宅サービスを利用する方のうち、

低所得者で利用が困難な人に１割の利用者負担の一部を助成し、経済的負担を軽減します。

対象者は、１つ目に、生活保護を受給していない人。２つ目に、介護保険料滞納に伴う給付

制限を受けていない人。３つ目は、単身世帯では年間収入が150万円以下で資産が350万円以

下、２人世帯では年間収入が200万円以下で資産が450万円以下、３人世帯では年間収入が

250万円以下で資産が550万円以下となっています。対象になるサービスは、22種類のサービ

スが対象になっています。これはインターネットで見ることができます。減額される額とし

ては、１割の利用料負担の40％を助成するようになっています。人吉市も、このような低所

得者の介護保険の利用料の一部を助成すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

本市では、介護保険条例施行規則に定めてある、災害など特別な事情が生じたことにより、
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当該世帯の生計を主として維持する者の、前年の収入額または収入の見込み額が大幅に減少

すると認められる場合に、介護保険料の減免を行うように規定をしているところでございま

す。今、議員からお話がありました千葉県船橋市の例のように、利用料負担助成制度につき

ましては、収入や資産による認定基準を設け負担軽減を図る、市町村独自の減免の制度でご

ざいますが、現在、本市では実施はしておりません。ちなみに県内の市町村にお尋ねしまし

たところ、県内では１市のみが実施しているという状況でございます。 

市独自減免を実施する場合には、当然のごとく原資が必要になります。ひいては市民の

方々に御負担をいただきます介護保険料につながってまいりますことから、平成29年度は第

７期介護保険事業計画等の策定の年度でございますので、市独自減免の適否につきましては、

介護保険事業計画等策定委員の方やパブリックコメント等を通して、広く皆様の御意見を伺

いながら、総合的に検討してまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 県内では１市だということですけれど、全国で24％ですか、広がって

きていますので、今後は熊本県でも広がってくる可能性もあると思いますので、その辺、き

ょうは次の介護保険のですね、見越して検討していきたいということですので、いろいろそ

の点も、利用料の負担軽減もぜひ検討していってもらいたい、ぜひ実現してほしいというこ

とを要望いたしておきたいと思います。 

次に、ダムによらない治水対策について質問をしてまいります。 

球磨川治水対策協議会の第６回会議が、昨年12月26日に開催されています。27日の人吉新

聞の記事には写真が載っており、松田副市長が参加されたことがわかります。そして記事を

読むと、堤防のかさ上げに関して意見を言われたことがわかります。 

そこで、どのような意見を言われたのかお伺いします。 

○副市長（松田知良君） 皆様、こんにちは。お答えいたします。 

球磨川治水対策協議会での私の発言に対する御質問でございますが、議員お尋ねの件は、

今おっしゃいました昨年12月26日に開催されました、第６回球磨川治水対策協議会における

発言でございます。この日の会議では、９つの治水対策案について取りまとめがなされてお

りまして、球磨川本川の人吉地区での引堤や堤防かさ上げ案の中で発言しております。 

議事録がございますので、その発言をそのまま読ませていただくことで、答弁にかえさせ

ていただきます。 

景観の観点から発言させていただきます。人吉では、昨年度から来年度にかけ、３カ年か

けて景観条例制定を目指して、今、事業を進めているところでございます。その中で、市民

を交えたワークショップ、それからアンケート調査等を行っております。そのアンケート調

査の中で、やはり一番多いのは中川原公園、人吉城跡とかの景観の部分で、球磨川沿いの景
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観について多くの意見が出されております。そういう中で、治水対策がこれらの景観に与え

る影響としまして、引堤またはかさ上げ、特に堤防のかさ上げは、中心部、市街地では1.3

メートルほどかさ上げになりますので、そのところを実際に事業に踏み切るということにな

りますと、景観上のコンセンサスをとることが、結構難しいのではないかと感じているとこ

ろでございますと意見を述べております。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 今の答弁からわかりますように、景観条例制定を目指して行ったアン

ケート調査により、市民のコンセンサスを得るのは難しいと考えての発言だったというのが

わかりました。そのアンケート調査をまとめたのが、人吉市景観計画策定に向けた市民アン

ケート調査報告書だと思います。しかし、私がそれを見てみると、球磨川の堤防のかさ上げ

に関する設問はないと思いますが、いかがでしょうか。 

○副市長（松田知良君） お答えいたします。 

市では、昨年８月人吉市景観計画策定に向けた市民アンケート調査を実施しておりまして、

その調査結果について報告を受け、その内容と球磨川治水対策協議会で示された堤防かさ上

げ案の状況を勘案して、先ほど申し上げた発言をしたものでございます。 

景観計画策定に係るアンケート調査の結果といたしましては、人吉市の景観として、川沿

いや水辺や緑に好意的な意見が多いこと。観光資源としての大切にしたい風景として、人吉

城跡や球磨川沿いが多く、現在の中川原公園と人吉城跡の雰囲気についても、好意的な意見

が多かったものと承知をしているところでございます。協議会では、球磨川本川の人吉地区

での堤防かさ上げ案の説明の１つとして、水ノ手橋上流右岸から約1.3メートルの堤防をか

さ上げしたイメージの説明があっております。そのイメージ図からしますと、球磨川や人吉

城跡を望む景色または景観に、大きな変化が生じることが確実でございましたので、景観計

画策定のアンケート結果を踏まえ、先ほどのような御意見を述べさせていただいたところで

ございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 今、副市長が答弁されました気持ちがわからないでもないんですけれ

ど、実際どうなのかですよね。私ども日本共産党人吉委員会は、2013年11月に人吉市の治水

対策アンケートを行いました。ダムによらない治水を検討する場において、国土交通省が過

去最大の洪水が起こった場合に冠水するとした地域の全世帯にポスティングを行い、返信用

封筒で回収しました。77通の封筒が返ってきました。その中で、浸水に対応するためどのよ

うなことを望みますかという設問に対して、堤防のかさ上げと答えた回答が37通ありました。

また、堤防のかさ上げに賛成の方は、今の堤防の高さにどれくらいのかさ上げなら容認でき
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ますかという設問に関しては、１メートル以上必要な高さまでと答えた回答が24通ありまし

た。かなりの方が堤防かさ上げを容認していることがわかりました。堤防かさ上げのコンセ

ンサスを得るということは難しいという予断はもたずに協議会に臨むべきだと思いますが、

いかがお考えでしょうか。 

○副市長（松田知良君） お答えいたします。 

最初に、私の協議会における立ち位置といいますかスタンス、姿勢について御説明させて

いただきます。 

協議会において、私が予断をもって発言しているという、今御指摘をされておりますが、

これまで球磨川治水対策協議会において、一度もそのような恣意的な考えで発言を行ってお

りません。そして、今後も治水対策として、市民の方々の生活の安全につながることについ

て、市民を代表して発言を行っていくことを申し上げておきたいと思います。また、球磨川

治水対策につきましては、市民の方々の間で幅広い御意見があることも承知しているところ

でございます。御質問の中にありました、共産党が実施されたアンケート結果につきまして

は、ただいま初めてお聞きいたしましたので、市民の方々の治水対策のお考えの１つとして、

受けとめさせていただきたいと思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 恣意的とまでは思っていませんけれど、ある意味ではそうなのかと、

こう思っているけれど、意外とそうじゃない面もあるというかな、思ってしまいますけれど

もね。そこで、こうだと決めつけないほうがいいですよという話ですよね。そこを私が言い

たいところです。 

松岡市長が就任した最初の議会である平成27年６月議会で、市長は、ダムによらない治水

を推進することが使命であると答弁しています。人吉市は、この立場で頑張るべきです。ま

た３月１日よりヤマセミが人吉市の鳥に指定されました。ヤマセミがいつまでも市民の身近

な鳥であるように、球磨川の水質を守り続ける必要があります。決して川辺川ダムへの後戻

りは許してはいけません。堤防のかさ上げについても、市民のコンセンサスを得ながら実現

するよう探求すべきだと思いますが、どう考えられますか。 

○副市長（松田知良君） お答えいたします。 

球磨川治水対策の堤防のかさ上げについての御質問でもございますので、少しこの堤防か

さ上げについて説明させていただきます。 

堤防をかさ上げしますと、当然、河道における流量が確保できる一方、計画を上回る洪水

が発生した場合は、より高い水位で越水または破堤することになり、一般的に浸水の範囲が

広がり深さが大きくなるなど、水害時のリスクが今以上に大きくなることが指摘をされてお

ります。また、かさ上げを行うにしても水圧に耐え得る堤防の幅、厚みが要ることになり、
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後背地の用地買収が必要なことから、協議会で検討した案によると、人吉市街地で家屋や旅

館、ホテル、病院等、200戸以上に移転の影響が及ぶものとされております。このように堤

防かさ上げ１つの対策を考えましても、多くの市民の方々の生活環境に大きな影響を与える

ことが想定されております。また、球磨川治水対策に示されているそれぞれの対策案につき

ましても、メリット、デメリットがございますので、大多数の市民の方々の合意形成を図り

ながら進める問題として、十分承知をしているところでございます。今後もそれぞれの対策

につきまして、球磨川治水対策協議会で議論が進んでいくものと思いますが、国土交通省、

熊本県、流域市町村とともに治水安全度を高め、流域住民に御理解いただける対策について、

しっかり議論を行ってまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） いろいろ今、国の考え方あたりのことも説明されました。 

ここは市長のほうに質問していきたいと思うんですけれど、特に市長の考え方は重要です

ので。今、副市長が述べられましたが、９つの治水対策を単独で実施した場合、目標とする

治水対策には達しないというので、今後９つの案の組み合わせを国交省は協議会で協議して

いこうということにはなっています。ところが問題は、これまで出した９つの案ですが、こ

こはこの程度までそれぞれが実現できますよというのならわかるんですが、この９つの案そ

のものが、否定的な説明ばかり国交省がするわけです。それで、今後やれる組み合わせも出

してくるか、怪しいもんだと思います。しかし、私が思うのは、この否定的な国交省が出し

てくる説明ですよね、これが大体かなりやっぱり説明がおかしいんじゃないかと思うのがい

っぱいあるんですよ。今おっしゃいましたけれど、堤防が高いほど越水したときに浸水や広

がりが大きくなるというんですけれど、例えば堤防を高くしますよね、そのときに越水した、

どこまで水の深さは深くなるかというと、川の水位の高さまでなんですよね。堤防が低かっ

たらどうなるかというたら、そのときは、国交省のいうようになったら、低くまでしか浸水

しないということになるけれども、違いますよね。やっぱり最高、川の高さまで浸水するこ

とになる。水の高さまでですね。そういう面で、この説明は私は非常におかしいと思います。

それから、まだあるんですけれど、橋のかけかえですね。堤防を上げれば橋をかさ上げしな

きゃいけないというんですけれど、そもそも過去最大の水がきても橋のどこまでいくかとい

うと、水の水位は堤防の一番上までは、天端まではいかないといいますから、橋の下よりも

ちょっと低くなっていますから、橋の下は流れるんですね、水が。だから橋自体は上げる必

要はない。なぜ堤防を上げなければいけないかというたら、そこまで、堤防天端より1.5メ

ートル下まで水がくれば、堤防は崩れるから上げなければならないという論議なんですよ。

だから堤防だけをただ上げれば、もう堤防の強化はできますから、それは十分それで対応で

きるはずです。 
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それからもう１つ、いろんな建物を移さなければならないと言っていますが、台形のある

堤防の上にあげますから下のほうが広がっていて、それで建物など移動しなきゃいけないと

いうんですけれど、例えば、実際、新温泉だったか堤防を見てくると、その堤防は大体1.3

メートルぐらいありましたけれど、身の高さですんで、その辺は横はほとんど垂直だったん

です。ですから、これを上げていっても、かなり、そんな広がるとは考えにくいんですね。

だから建物の移転はそんなしなければならないようなことは、非常に甚だ疑問に思います。

余りたくさんは出してはいけないけど、ある程度、川のほうにちょっと堤防を厚くするとい

う方法もあるわけですよ。実際、渡の発船場の下、あそこに橋がありますが、その下は国交

省は、堤防を倍ぐらいに川のほうに出したんです。地元の人が川幅が狭くなるので、これは

心配だ問題ないのかと国交省に言うと、国交省は別段問題はありませんと言うんです。だか

ら、その方法もとれるのはとれるんですね、実際にはですね、事実上ですね。だから、そう

いうのをそもそもできないということを、私は、この国交省の説明というのは非常におかし

いと思います。これが、もう１つ、国交省自身も、そのおかしさは知っているんだと思いま

す。やれないことをやれるというのは、それはもう理論的にもぴしゃっとするんですけれど、

やれることをやれないということには、非常に矛盾が出てくると私思っています。この間、

市民団体でパブリックコメントのやり直し、そして説明会をやってパブリックコメントをと

るように、市長に国交省に言ってくれと申し入れをされましたが、そのとき熊日新聞を見て

みると、すぐに国交省が、それはやりませんというのを答えたことがわかっています。何で

国交省がそういう住民に説明したがらないかというのは、これまで住民討論集会、それから

川づくり報告会に出ましたが、今みたいにおかしなところを、どんどん住民から指摘された

んですよ。そういうことが経過があります。だから、もうまたやられるもんだから、国交省

は説明会を行わないんだと私は思います。ちなみに住民討論集会で、かなり住民から言われ

てだんだんだんだん出てこなくなった資料があるんです。後半では出てこなかった。そんな

資料まで再びここに出てきているんですよ。いかにそういう国交省の説明もこの中におかし

いのが入っているんだというのを、私は証拠だと思います。 

そこで、以上を踏まえて市長に質問していきたいと思うんですけれど、先ほど述べました

ヤマセミを市の鳥にすることに関して、市長は強い思いを持っておられたことを感じていま

す。また、これまで以上にダムによらない治水を推進していくべきだと思います。そのため

には、ダムによらない治水対策に否定的な国交省の説明のおかしさには、きちんと物を言い、

そこを突破していく必要があると思います。その点に対する市長のお考えをお伺いします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

球磨川治水対策協議会につきましては、本市から、先ほど答弁を申し上げました副市長が

出席し議論を行っておりますが、その協議内容につきましては、副市長から報告を受けてお

ります。また、私も市長就任以来、本市の防災、災害対策等を進める上で、国土交通省との
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協調、連携は不可欠であるとの思いを強くしておりまして、これまで上京の機会を捉え国土

交通省と意見交換をさせていただき、現在は、九州地方整備局八代河川国道事務所と常に情

報交換や御相談等ができるよう、相互関係を構築させていただいているところでございます。

当然、熊本県とも同様でございます。球磨川治水につきましては、ただいま本村議員がおっ

しゃいましたように、市民の間で多様な意見があることは十分に承知をしております。現在、

球磨川治水対策協議会では、球磨川における中期的に必要な治水安全度を、戦後最大の洪水

被害をもたらした昭和40年７月洪水と同規模の洪水を安全に流下させる治水安全度とするこ

とを目的として、その対策が検討されております。河川管理者である国土交通省、熊本県に

おきましては、この目的に沿うダムによらない治水対策を検討されるに当たっては、あらゆ

る角度から研究をされ、大変な御苦労があるものとお聞きしておりますし、私といたしまし

ては、現在、示されました９つの対策案に対する協議会での協議結果を、真摯に受けとめさ

せていただいているところでございます。球磨川治水対策につきまして、市長が積極的に発

言を行うべきではとの御質問でございますが、市民生活の安全・安心につながる重要な問題

ですので、市がかかわっていくことは当然であると思っております。今後も引き続き、協議

会において国土交通省、熊本県、流域市町村の副市町村長で、実現可能な対策について議論

が進められるものと思っておりますし、私が考えを申し述べる必要がある際には、しっかり

と発言を行ってまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君） 述べるときにはしっかり述べたいということですので、そうしていた

だきたいんですけれど、これを、やはりそのままうのみにされるというのは、今後、本当に

ダムによらない治水対策が進むかどうかも、進めようとしているのか怪しいんですね、私が

思うに国交省はね。きのうの答弁もありましたけど、人吉市には土木関係の職員もおられる

ということを聞きましたので、やはり、これは一体そうなのかという、じっくり、これらを

分析するというかな、技術的にどうなのかという、やはりそういうことをやって、これらの

見方ですよ、もうこのとおりなのかということは、やっぱり非常に考えてみていってほしい

と。私らもいろいろなところで協力するのは協力していいんですよ。しかし、国がやっぱり

市長の思いと、果たしてそうじゃないときに関しては、やはり、そこはきちっと、それでい

いのかという目で見てやっていただきたいと思います。この間、先ほどヤマセミのことを言

いましたけれど、それのこの間１月に東西コミセンでいろんな学習会がありましたけど、や

はり、あの中で出された意見の中なんかで、やはり八代河川国道事務所の所長の前に、ヤマ

セミを大切にするためにも、球磨川の上流に大きな構造物はつくってほしくないとか、ある

いは下流の瀬戸石ダムを撤去してほしいという意見には拍手が起こったという状況もあった

んですね。そんなもんで、やはり人吉市民は、この球磨川の清流にダムは望まないというの
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が大きな世論だと思いますので、市長も今後とも、ダムによらない治水対策の推進に頑張っ

てほしいと思いますし、それが、まずどれだけ頑張れるかが、１つの市長の試金石になるの

ではないかと私は思うということを述べまして、私の質問を終わります。（「議長、３番」

と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番、高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君）（登壇） 皆さん、こんにちは。一般質問も私であと２人となりました。

大変お疲れだと思いますが、よろしくお願いいたします。 

今回も多くの方々が各分野にわたり一般質問をされ、重複する部分や類似した質問も多々

あります。質問を割愛したり若干視点を変えることもありますが、よろしくお願いいたしま

す。 

その前に、私は、昨年の未曾有の大災害となりました熊本震災後、被災地を多く訪れる状

況にあります。各地で多くの方々と触れ合い、この目で見て耳で確認し、改めて悲惨な状況

を再確認いたします。常に厳しい現状に遭遇をします。表立っては順調に復興が進んでいる

印象をお持ちの方もあるかもしれませんが、時がたてばたったで、また冷静になればなった

で深刻な苦悩を感じます。まだまだ何も解決しておらず、これからで、特に精神面での回復

にはほど遠いものがあると感じているところです。そのたびに私たちの地域にも照らし合わ

せますと、被災地の皆様に微力ながら積極的に応援、支援を続けなければならないと、日増

しにその気持ちが強くなっているところです。改めて被災地の方々の一日も早い復旧・復興

を祈るばかりです。 

それでは、通告に従い一般質問を行います。 

今回、一般質問をしますのは、１、市長の施政方針より。２、医療費の無料化について。

３、給食費の無料化について。４、本市の活性化事業について。５、自主財源の確保につい

てとしております。 

それでは、１項目めの市長の施政方針よりから質問をいたします。市議会開会となります

と、周囲はまず市長の施政方針に興味津々であります。その方々へは、私の拙い説明より、

いち早く市政の状況を察知され、また疑問点などよく聞かれます。そのような市民の方々の

声も含まれている観点からの質問であることも、御理解いただきたいと思います。 

議員になり立てのときは恥ずかしながら、議会の冒頭に市長が発せられる所信表明、そし

て施政方針について、その違いを真に理解しておりませんでした。一見、表現が違うことで

同じようなことと思っておりましたが、そうではなく大きな違う意味がありました。この２

つの違いについて述べますと、地方自治法で表現に定義があるものではありませんが、文献

また本市の歴史の経緯、他自治体の見解に照らし合わせますと、所信表明は、市長が任期の

４年間を見通した政策の方向性について、選挙後に開催される市議会定例会で表明するもの

となっており、施政方針とは、市政運営に当たり、市長が重要施策や予算について、市議会
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３月定例会で表明するものとなっております。そのようなことから、松岡市長就任以来の経

過を見ましたとき、平成27年５月１日に市長に就任されましたので、その年の３月定例会は

前市長の施政方針で、６月議会で初めて松岡市長の所信表明となるものです。先ほど申しま

したように、この所信表明は４年間を見通した政策の方向性であることから、当然のことな

がら再度内容を検証しますと、選挙公約と４年間を占う指針を含む膨大なものになっており

ます。 

平成27年３月、前市長が述べられた施政方針を見たとき、３つの重要項目を柱として23の

具体的取り組み項目を、平成31年度まで毎回見直しを行いながら、計画的に推進していかな

ければならないと発言され、また、具体的に例えて言えば、地域資源を活かした人吉ハラー

ル促進区を実現、Ｇ空間シティ構築、県下で初の条例化となった廃屋対策条例の施行や、人

吉市商店街活性化事業補助金の改正による空き店舗の開業支援の拡充等々、その他多くの重

要な案件の決定と継続が表明をされております。ところが、このようなことについて、今日

までは全く触れておられないと思いますし、行政の継続の大原則の観点から、どのようにお

考えでしょうか。また、昨年の３月議会において、松岡市政の最初の自前の当初予算の計上

となりましたが、議論は市長選挙公約の市庁舎建設問題を初め、医療費、給食費の無料化な

どに多くの時間を割いております。その中で、市長は、政策立案また予算編成の厳しさ難し

さを、幾度となく述べられております。ところが所信表明の中に、大きな取り組みの事業と

して、４つの重点プロジェクトを発表されました。しかも２番目の重点プロジェクトは、諸

税の負担感の軽減策を訴えられています。この約束事項は、以後、完全に姿を消しています

がなぜでしょうか。 

一方、昨年の３月議会では、陸上競技の400メートルハードル走に例えると、１年後は第

１コーナーを回ったところとで、今議会では、市長は折り返しの年と言われております。あ

っという間に折り返し地点を迎えたわけですが、そこで政策立案、政策推進、予算編成に当

たりどのような心境で、また第１コーナーであった昨年との違い、また、今回の予算編成へ

の思い入れについてどのようなものであったか、お尋ねをいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

まずは、ハラール、Ｇ空間、廃屋、空き店舗等々についての施策に関しましては、私も就

任当初から、行政の継続性は決して損ねてはならない重要なものであると、この場でも発言

をさせていただきました。また、不易流行という言葉どおり、変えていくべきものと変えて

はならないものがあるという大前提に、市民の皆様との対話を通して、限られた予算の範囲

内でやり続けるべきこと。新たに今やるべきことを優先順位をつけて、市民みんなが健康で

笑顔で暮らせるまちを基本理念とした、第５次人吉市総合計画によるまちづくりを進めてい

るところでございます。前市長が傾注をされておりましたＧ空間を活用したスマート林業構

築事業、ハラール関連企業の誘致、市民の皆様の御要望の多い住宅リフォーム促進事業など
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もしっかりと受け継ぎ、市の発展につなげたいと鋭意取り組んでいるところでございます。

また、新たな課題や目標もしっかりと設定し、市民の皆様や関係団体の方々との対話を重ね

ながら、推進してまいりたいと考えております。 

そして、各種税負担感の軽減についてでございますが、私の公約でお伝えした内容といた

しましては、国保税、介護保険料の軽減促進、各種減免措置情報の周知促進、市民税等の利

活用情報の積極的公開の３つがございます。そのうち国保税につきましては、平成28年度か

ら国保税率の改定を行い、負担軽減を図ったところでございます。また、減免情報につきま

しては手引きの作成を、利活用情報の公開につきましては、広報ひとよしやホームページを

通じてお伝えをいたしております。介護保険料につきましては、介護予防事業や介護給付適

正化事業に取り組み、平成29年度に策定いたします第７期介護保険事業計画策定作業の中で、

介護保険料の御負担が大きくならないよう努力してまいりたいと存じます。 

そして、最後に、当初予算編成においての考え方ということでございますが、私の任期の

折り返しの年ということもあり、本年は市民の皆様の御期待に応え、市民の皆様とのお約束

を目に見える形にしたいと考えておりますが、あわせまして、昨年４月の熊本地震の発災以

来、市民の安全・安心が全ての政策、施策の基盤でなければならないという強い思いを持ち

続けています。 

そこで、まずは防災関連の事業に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。特に複数

年大きな財源が必要となります新市庁舎建設事業につきましては、最優先するべきものであ

り、当初予算編成においても大きなテーマでございました。また、安心して子育てしていた

だくための子育て支援策に関する予算や移住・定住促進を実現化していくための起業創業・

中小企業支援センター立ち上げに向けた予算など、政策実現のために必要な財源確保の裏づ

けを行い、強い信念を持って予算を計上させていただいております。そのほか起業創業経営

支援のための起業創業・中小企業支援センターの設置や、日本遺産など人吉球磨の観光資源

を生かした広域観光など、地域経済の活性化、移住・定住促進のための施策についても、精

力的に取り組んでまいりたいと存じます。 

本年は、任期の折り返しとなることから、公約実現に向けて加速してまいりますが、私が

やりたいことのみではなく、当然ながら市民の皆様との対話により、市民の皆様が日常の暮

らしの中で困っておられること、市に求められていることを大事にしながら、今回の予算編

成を行ったところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 次に、今回の施政方針では、新年度にかける強い意気込みを感じてお

ります。また、新たな方針も加わり、熱意ある市政運営を感じとることができます。中でも

５つの重点施策を上げられております。ちょっと個人的には、この守りの施策という表現に
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は少々違和感を感じたところであります。表現は好き嫌い好みがありますけれども、やはり

施策というなれば、攻めの施策ではないかというふうに思うからであります。それはさてお

き、施政方針の中で述べられる範囲には限度があることを承知しておりますが、市民の方々

にとっては、やはり表現内容が難しいと受け取られているのも事実であります。この際、市

長からもう少し踏み込んだわかりやすい計画を御説明いただければと思っております。いわ

ゆる、この５つの施策、新市庁舎建設を中心とした安全・安心なまちづくり、健康寿命日本

一の実現、ふるさと人吉を支える人づくり、しごと創出から始める移住定住促進、活かし、

稼ぐための観光戦略についてです。今後、いろいろな検討会や審議機関等の議論を踏まえて

いくことは当然のことですが、現時点での市長の思いを、概要で結構ですのでお尋ねいたし

ます。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

施政方針の中でお示ししました５つの重点施策でございますが、任期の３年目を迎えるに

当たり、市民の皆様にお約束した公約実現を加速化するため、平成29年度に重点的に取り組

む施策を上げさせていただいております。 

守りと表現いたしましたのは、安全・安心、健康、人づくりといった市民生活に欠かせな

いもの、市政の土台となるものを、最優先にしっかりと取り組んでいくという意味で、守り

と表現させていただいています。この市政の土台を守るという気持ちでしっかり固めた上で、

人口減少社会を迎え撃つ、攻めの施策に取り組んでまいりたいと存じます。 

５つの重点施策につきましては、施政方針の中で述べさせていただいておりますが、その

中でも、特に力を入れてまいりたい点といたしまして、守りの施策から２つ、攻めの施策か

ら２つほど御説明させていただきます。 

本市の最重要課題といたしましては、先ほども述べましたが、新市庁舎建設を中心とした

安全・安心なまちづくりで上げております、新市庁舎建設を円滑になし遂げ、地震を初めさ

まざまな災害に対応できる防災拠点として整備することでございます。新市庁舎建設は、半

世紀に一度の一大プロジェクトであり、市庁舎は市民の皆様のよりどころでもあります。議

員の皆様を初め市民の皆様との対話を通じて、その要望等をしっかり受けとめながら進めて

まいります。市政の根本は、市民の生命と財産を守り、安心して暮らせる環境をつくり出す

ことでございますので、避難所の整備等とあわせて、ソフト、ハード両面での体制をしっか

りとつくり上げてまいる所存でございます。 

２つ目に、健康寿命日本一の実現としておりますが、長寿社会となり高齢者の方の割合が

ふえていく中で、要介護となる期間ができるだけ短くなり、長く元気でお過ごしいただくた

め、そして高齢者の方々の力を地域に生かしていただくためにも、生活習慣病予防や介護予

防施策に力を入れてまいりたいと存じます。特に生活習慣病予防につきましては、ＩＣＴの

活用等も含め、それぞれの自治体が積極的な取り組みを始めています。本市といたしまして
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も、特定健診等健診受診率の向上とあわせ、地域の力をお借りしながら、市民の健康づくり

に関する施策を進めてまいります。 

攻めの施策として上げさせていただいております、仕事創出から始める移住・定住促進で

ございますが、人口減少社会を迎え撃つ上で、仕事をつくり雇用を生み出すことは最優先の

課題でございます。企業誘致も引き続き積極的に進めてまいりますが、あわせて地域の中か

ら新たな産業が生まれる。または、今ある中小企業の中から、日本を代表する企業が育つよ

うな、そういうバックアップを市として取り組んでまいりたいと存じます。そのような役割

として、現在、設立に向け準備を進めております、起業創業・中小企業支援センターには大

いに期待をしており、関係機関の御協力も得ながら早期の開設を目指してまいります。 

最後に、生かし稼ぐための観光戦略でございますが、人口減少社会の進む中で、いかに交

流人口をふやし、いわゆる外貨を稼ぐ仕組みをつくり上げるかということが重要になってま

いります。その中でも、本市は日本遺産に指定された歴史的、文化的価値の高い資源を数多

く持ち、真の豊かな日本の原風景を感じていただける地であると考えております。その大き

な財産の１つ、日本遺産のストーリーの豊かさを、目に見える形でお示ししていくためにも、

日本遺産活用協議会において進めている各種情報発信事業や、本市の旅カフェ、山江村の合

戦ノ峰観音一休みどころなどの統一デザインによる整備など、人吉球磨10市町村と広域行政

組合一体となり、日本遺産に指定された価値を形にする取り組みを進めてまいりたいと存じ

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） もっと深い深い思いがあるというふうに推察をいたしておりますけれ

ども、今の答弁をしっかりと認識しておきたいというふうに思います。また、選挙公約の壮

大な構想である108の施策については、市民の幸せを実現する108の施策、事業については、

第５次人吉市総合計画後期基本計画に位置づけ、着実な実施に努めていると言われておりま

す。この108項目を何度も拝見しますけれども、本市も従前から言われていること、また他

の自治体の発表と大差はなく、どうしても抽象的なものであるように感じております。あく

までも市長任期は４年であります。この達成には膨大な予算も伴い法整備も必要となります

が、現時点で着実な実施に努めていると断言された点を、抜粋で結構ですので、その項目と

内容、実績をお尋ねいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

市民の皆様にお約束しました108の施策につきましては、その着実な実施を図るため、第

５次人吉市総合計画後期基本計画の中に位置づけて、進めさせていただいていることは御存

じのとおりでございます。公約の実現方法といたしましては、マニフェストとして別立てに

管理、実行する方法もございますが、市の施策の指針、柱は総合計画でございますので、そ
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の中に位置づけたものでございます。着実に実施したものはとの質問でございましたが、多

くの事業がございますので、幾つかかいつまんでお答えいたします。 

まず、108の施策の中で、健やかに暮らせる人吉として掲げています、子育て、福祉、介

護分野でございますが、先ほど申し上げました、国保税負担の軽減のほか不妊治療への支援

策の充実、特定健診自己負担額の軽減、商工会議所等と連携した障がい者雇用の促進につき

ましては、既に平成28年度事業として実施しております。学校給食費の段階的な補助につき

ましては、平成28年度から一部実施をし、中学校卒業までの医療費無料化につきましても、

平成29年度実施を目指して、今議会に御提案申し上げたところでございます。 

２つ目の、経済的に安定した人吉として、経済、産業、雇用分野の施策でございますが、

起業創業・中小企業支援センター設立に向け、郡内町村職員を含めた先進事例の研究、協議

を行い、早期設立に向けた準備を進めているほか、歴史と伝統の調和した町並みを目指し、

平成28年度から３カ年の計画で景観計画の策定を進めております。人吉市のブランド力の向

上のための広報戦略室の設置につきましては、平成28年度に企画課シティプロモーション推

進室を設置し、ＳＮＳほかさまざまな手段を使った、プロモーション活動を進める体制をと

ったところでございます。 

３つ目の、夢が持てる人吉、教育関係でございますが、平成29年度に開催されます県民体

育祭に合わせて、今年度、村山公園テニスコートの人工芝改修、第一市民運動広場ナイター

照明改修等を行ったほか、平成29年度当初予算の中で、人吉市体育協会との共同事業として、

いわゆるアスリート基金の設置を提案させていただいております。 

４つ目の、誇りある人吉、環境、防災、社会資本整備関係でございますが、こちらは公共

交通網整備のため、現在、人吉球磨地域公共交通網再編実施計画、人吉市地域公共交通網形

成計画を策定中でございまして、人吉乗合タクシーにつきましても、試行事業を踏まえて、

平成29年度以降の運行見直しに向け現在検討中でございます。現在、大きな社会問題となっ

ております空き家対策につきましては、平成29年度から専門の係を設けて対処することとし

ております。 

最後に、地域を支える行政として、行政改革、公共施設関係を上げておりますが、現在、

公共施設の適正配置と適正管理を目指した、公共施設等総合管理計画を策定しているほか、

ひとよし未来会議、未来カフェ、公式フェイスブックページを活用し、市民との対話を進め

ております。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） この議会の中継を見ておられる方、または傍聴されている方の認識も

深まっていくと思いますし、私どもも的確に市民の皆さんにお知らせをして、市民目線での

研究、賛同の手がかりとさせていただきたいと思います。さらに、私自身も、またしっかり
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と精査、研究、実践を重ねながら、実現に向け一層努力していきたいというふうに思ってお

ります。 

次に医療費の無料化についてですが、まず、一昨年の選挙公約においては、大きな３本の

柱として、医療費の無料化を声高らかに掲げられました。それは物すごく力説をされたもの

でした。しかし、今回の提案で実質、実現まで２年半を要することになります。子育ての年

代の方々を中心に、この公約はもっと早い段階に実現すると思われていたようです。なぜこ

れだけの期間を要することになったのかお尋ねします。また、市民の方は、医療費、給食費

無料化の同時開始を期待され、それがかなわない場合でも、給食費より基本的には健康面の

観点から、医療費無料化が先ではないかとの意見も多く聞いております。この点についてど

のように思われているか、あわせてお尋ねをいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

給食費の一部助成の同額での継続、医療費の無料化にいたしましても２年が経過し、すぐ

にと期待された皆様には大変申しわけなく思っておりますが、市財政の全体のバランス、将

来への負担の見通しなど非常に厳しい部分もございまして、現在に至っている状況でござい

ます。なぜ給食費が先行したのかという点では、昨年、庁内でも財政部門、総務部門、企画

部門、そして原課である関係各課と協議を重ね、議会においてもさまざまに御議論をいただ

きましたことは御案内のとおりでございます。最終的に我々が導き出した結論は、子ども医

療費につきましては歴代市長の公約であり続け、行政的努力と議会の御理解により、段階的

な拡充を見ているという事実がございまして、それに比べ、給食費につきましては、本市に

おいては全くの新規の状態でございましたので、本当に難しい選択ではございましたが、給

食費の一部助成を先行させるというものでした。また、子ども医療費の助成につきましては、

国や県の助成制度の拡充をお願いするという以前からの要請があったことや、平成26年７月

に、いわゆるワンコインに制度拡充を行っておりましたので、医療費の推移を観察していた

ことも１つの要因でございます。 

行政的な課題だけを並べさせていただき、早期実現に期待を寄せられました市民の皆様に

は、まことに恐縮でございますが、何とぞ御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 私は、やはり健康の維持と健全育成面での医療のほうを、今優先すべ

きだったというふうに思いますので、そのようなことで、お尋ねしたところです。 

次に、財源の確保ですが、厚生委員会、全員協議会などにおきましては、財源確保は平成

29年度にクリーンプラザ建設に対する起債の償還が終了し、一部事務組合への負担金が減少

するためと言われました。 

そこでお尋ねしますが、市には多くの起債があります。そこに新たに起債を起こすもの、
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また起債途中のもの、償還途中のもの、さらには終了するものとありますが、これを総合的

に合算し、その状況からいち早く予想を立て、市の短期・中期・長期政策の立案としていく

のは当然のことと思います。小さく捉えて家庭の経済も同様ですが、このクリーンプラザの

起債償還のもとの財源確保というのは、どの時点で発想の転換になったのかお尋ねをいたし

ます。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

子ども医療費無料化に係る財源問題につきましては、先般から大塚議員、笹山議員の一般

質問におきまして、質問の趣旨に少し違いがありましたものの、詳しくお話をさせていただ

いたものと存じます。では、どの時期に政策を決定したのかという御質問でございますが、

具体的なことで御説明いたしますと、平成28年度の最初の行政経営会議におきまして、各部

年度目標といたしまして、健康福祉部から上がってきたのが最初であったと存じます。ただ

し、この項目は、第５次人吉市総合計画後期基本計画のうち、子育て支援策に係る最大課題

の１つであり、毎年のように高い順位で上がってきていた政策でございました。その後、昨

年11月に平成29年度実施計画及び中期財政計画をローリング、平成29年度から平成31年度で

作成しましたが、その作成段階におきまして、市庁舎建設、スマートインターチェンジ整備、

子ども医療費無料化の３つを最重要課題及び事項として位置づけ、計画への登載に必要な明

確な根拠、財源の裏づけについて、企画部門、財政部門、事業部門の担当者間で調整を行っ

てきたところでございます。ただし、実施計画、中期財政計画への計上と新年度予算編成は、

全てがリンクしておりませんので、実質的には年明けの予算編成の中で決定したというのが

事実でございます。子ども医療費の完全無料化の実施は、行政組合負担金の動向を見きわめ

る必要がございましたので、組合事務局総務課と本市財政課が折衝を行い、その中で、本市

の平成29年度負担金額、さらには組合の中期財政計画による向こう10年間の本市の負担金の

動向について説明を受け、無料化実施は可能と判断し、予算の計上に至ったところでござい

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 私が思うに、今回、財政調整基金及び減債基金３億円を、取り崩され

ています。厳しい財政状況にあることは百も承知しておりますが、市の借金である起債は

徐々に減らすべきであると思っております。クリーンプラザの起債償還のもとの財源確保と

いうのは、私は、少なくとも選挙のとき、対立の候補が松岡市長の市庁舎問題提起で、カル

チャーパレス利用、財源は４億3,000万円プラスアルファの持論に、その対抗として、クリ

ーンプラザの起債償還のもとの財源確保となったとしか思えません。そのときに初めて聞い

たことですし驚いたところでもあります。今まで聞いたこともありませんでした。それが今

回の財源確保の発表のきっかけになったのではないかと思えて仕方がありませんでした。ま
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た、当然、この医療費の無料制度の実施は、さらなる医療費の増加につながることは必然で

あり、今後の財源確保のさらなる悩みの種となるのではないでしょうか。いかがお考えかお

尋ねをいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

医療費の財源につきましては、先ほど市長が説明をさせていただきました。今回の平成29

年度の予算編成において、やはり、それは最大の課題でありましたので、その財源をしっか

り捻出するというのを最大の課題として取り組んでおりまして、そこにはさまざまな要因の

中で確保することができたということでございます。ただ、今後、財源の確保、これをずっ

と毎年2,000万円近くの財源を確保していくということになりますけれども、状況的には、

市のほうでは必ず中期の財政計画を１年に１回、それは予算編成の前に向こう３年間、可能

であれば５年間の計画を立てていきますので、その中に、ある程度細かく歳入の状況それか

ら歳出の状況は織り込むことはできます。ただ、私たちが一番予測が立てにくいのが、笹山

議員の一般質問でも申し上げましたように、普通交付税で地方交付税でございまして、地方

交付税の動向をいかに見誤らないか、これがもう最大の課題でございます。少なくとも、12

月の笹山議員の質問にも答えさせていただきましたけれども、やはり国の財政の安定化を図

るために、要するにプライマリーバランスを図るためには、一番の課題となっているのは交

付税であるということは、もう既に言っておりまして、この交付税の仕組み、そういうとこ

ろまで踏み込んで、今後、交付税改革が出てくるのか。そういうところが一番懸念となって

おるところでございます。ただ、現状では、総務省と財務省の考えは一致しておりまして、

やはり地方財政、当然、東日本大震災、熊本地震の中で、かなり地方財政、特に被災地の状

況に寄り添いながら、そして、そのための地方の財源を確保していくという大きな方針は崩

しておりませんので、普通交付税は、当面は安定的に確保できるんではないかというふうに

捉まえておるところでございます。いずれにしましても、これは一般財源での対応でござい

ますので、もうやんごとなき状況、例えば大災害が起きたときなどは、やはり状況の変化と

いうのは当然考えられますので、それでもしっかり中期財政計画の中で方針を決めて、この

医療費の財源も確保してまいりたいと、そういうふうに考えております。これは課題であり

ながらも、やはり、市のこれまでの歴代の市長が、本当になし遂げられなかった大きな課題

でもございましたので、今回それを形にしたということで、これをいかに今後速やかに進め

ていくのか。それもさらにまた私たちの課題だと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 大きな課題がある中、大変だと思いますけれどもどうぞよろしくお願

いいたします。 

私は、市の活性化のためには必要な投資的公共事業の拡大を訴えてまいりました。財源の
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確保は一般管理費、特に社会保障費への充当は必然ですから至難のわざであります。しかし、

やはり無駄と思える事業、中止または先送りする公共事業があるのではないかと思っていま

す。一部の公共事業費や、また公共施設等の維持管理費の削減などに視点を置くべきじゃな

いかという考えを持っています。しっかりと御検討いただきたいというふうに思っておりま

す。 

次に、今後の執行計画についてといたしておりますが、本件の実施計画につきましては、

先日の議案質疑の折に質問、答弁があっており、これを踏まえ重複する点が何点かあります

が、お尋ねをいたします。民間に業務委託し準備を進めていくとのことですが、どこに託さ

れるのでしょうか。また、その委託先の決定方法はどのようにされているのか。私の知る範

囲では作業はもっと短期間でできると聞き、執行部の10月ありきの意向に沿った業者側の回

答ではないのかと推察をいたしますが、この点についてはいかがでしょうか、お尋ねをいた

します。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

笹山議員の議案質疑でもお答えさせていただきましたとおり、無料化に対するためのシス

テム改修が必要でございます。どこに改修を委託するかということでございますけれども、

今現在、行政システム九州株式会社と委託契約してシステムを稼働しておりますので、その

改修になりますので同じ業者になるものでございます。また、改修の期間につきましては、

約半年ほど要するというのは業者のほうからのお答えでございまして、それに向かって準備

等を今行っているところでございますので、特段、市のそういう強い意向とか、意図的なも

のがあったものではございません。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） この点については少々疑問を感じるところではありますが、その前に、

この施策は松岡市政誕生の３年目ですから、年度当初の実施が、望ましいものであることは

誰でも思い希望することでしょう。もちろん議会の議決が必要ですし、市民の理解を得るこ

とが最大の課題です。しかし、考えますに、平成28年度中に準備、提案をし、そのための準

備、予算の確保によって、おのずから年度当初また早期実現につながっていったと思うので

す。この点についてはいかがでしょうか。また、準備については先進事例がたくさんあり、

既に一部助成は行っていますし、現代のＩＴ、特にネットの著しい進捗からして、もっとス

ピードアップできると思っておりますがいかがでしょうか、あわせてお尋ねをいたします。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後３時02分 休憩 

─――――――──── 

午後３時17分 開議 
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○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

○市長（松岡隼人君） 時間を要して大変申しわけございませんでした。高瀬議員の御質問に

お答えをいたします。 

本来であるならば平成29年度４月から実施できればよかったんではないかという話ですが、

先ほどからもお話をしておりますとおり、政策決定をしましたのが、ことし年明けの最終的

な予算編成の中ででございまして、政策的に決定をしたあとには、政策実施までにどれぐら

い時間がかかるかということを準備したわけですが、医師会等々への説明、そして保護者を

初め住民の方への周知、そしてシステム改修を急いでもどうしても10月ごろにしか間に合わ

ないということで、10月の実施ということで御説明をさせていただいているところでござい

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） これ以上申し上げませんが、やはり、ここは市長の最大の公約の１つ

ですので、努力してほしかったというのが正直な気持ちであります。 

次に、問題点、懸案事項についてといたしておりますが、本件事業の執行で予想される問

題点、懸案事項はないのでしょうか、お尋ねいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

考えられます問題点や懸案事項でございますけれども、まず無料化による過剰受診の可能

性についてでございますが、これにつきましては、小児科のかかりつけ医の普及や保護者の

皆様への適正受診についての意識啓発を、引き続き努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。あとは御協力いただきます３師会、人吉医師会、歯科医師会、薬剤師会の医療機関

の皆様に、このシステムの改修を含め、10月スタートに向けてシステムの改修等の御協力の

お願いをすること。さらに市民の皆様、中学校までの子供を持つ保護者の皆様への周知を、

しっかり努めてまいるということが必要だというふうに考えております。 

子ども医療費無料化につきましては、経済的理由により必要な受診を控えておられる家庭

においては、安心して早期受診につなぐことができるなど、子供の健康と命を守る大切な制

度と捉えております。保護者の経済的負担の軽減や御協力いただく医療機関等の事務的負担

の軽減など、懸案以外に逆にメリットも大変大きいものでございますので、財政上厳しい状

況ではございますけれども、少子化対策の一環として推進をさせていただきたいと考えてい

るところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） ただいま質問したことは、何度も申しますが市民の方々からの強い思

いを申し上げたものですので、今、答弁された予想される問題点、懸案事項については、そ
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うならないように最善の努力をしていただき、全市を挙げて取り組む必要があると思います。

市民、医療機関はもちろんのこと、これにかかわる全ての方の理解を得て、着実かつ市民の

歓喜につながるものにしてほしいと思っております。 

次に、給食費の無料化についてです。 

私は、当初は子を持つ親として、保護者と議員、また、私を取り巻く環境から、給食費、

医療費は、親の子育ての責務ではないかと意思表示をしたことがあります。しかし、給食費

の一部助成が決定し実行されました。この決定には従うべきですし、むしろ推進役となるべ

きだと自覚しております。しかし、どうでしょうか、先ほども医療費のところで申し上げま

したが、これも最大の選挙公約の柱です。市民との約束です。一部助成で停滞していていい

ものでしょうか。この件についても、何の相談も提案も上がってきません。なぜなのでしょ

うか、お尋ねをいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

給食費の無料化に係る選挙公約との関連についてのお尋ねだと存じますが、学校給食費の

段階的な全額補助につきまして、有権者の皆様にお約束をさせていただき、最初の段階とし

て、昨年４月から給食費の一部助成を始めさせていただいたところでございます。今後の取

り組みにつきましては、財政状況を見きわめながら、可能な限り努力してまいりたいと存じ

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） この事業の対象となる子育ての皆様は複雑な心境だと思います。早く

完全実施を望んでおられるし、これは公約の責任と思います。中途半端な形ではなく早く完

全実施してほしいと思います。給食費滞納者の問題解決も課題として存在しますが、市長就

任から既に多くの時間が経過しております。最大の公約実現のための英知を結集して、活路

が見出せないはずがありません。財源の確保について言えば、先ほどの理論からいいますと、

クリーンプラザの起債償還完了の事例に当てはめて、財源の確保となるのではないでしょう

か。この点についても答弁をいただき、また、今後どのような計画を持ち、いつ実施予定で、

また、その財源確保も含めての計画をお尋ねいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

今後の取り組みについてでございますが、先ほど答弁をさせていただきましたとおり、給

食費無料化の実現に向けましては、引き続き段階的に取り組んでまいりたいと存じます。そ

のために本市の財政状況や今の将来的な見通しを、慎重に見きわめながら進めさせていただ

きたく存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 
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○３番（高瀬堅一君） 余り明確な答弁じゃなかったのかなというふうに、今ちょっと思った

んですけれども、現時点で大きな夢のような政策理論を掲げられる現状からして、また、現

在の市長の意気込みからして、そのように厳しい問題なのでしょうか。早期に完全実現を期

待するものであります。 

次に、本市の活性化事業についてです。 

どの自治体も、苦労をしている分野であることは現実であります。しかし、市民の方々の

行政に対する願いは生活、暮らしの向上が一番です。そのためにも商工業、農林業、観光な

どの活性化にあると思います。平穏にして生き生きと楽しく生きることの願いです。前回、

この点について経済部長に質問をいたしました。また、活性化事業とはちょっと意味合いが

違うかもしれませんが、福祉の問題の中でも高齢者の切実たる問題について、健康福祉部長

にも質問をいたしました。質問のみというのは、本来の一般質問の趣旨にも反しますので、

前回答弁された事業計画についての執行の経過、実績、また、問題点があったとすれば、そ

れらの内容についてお尋ねをいたします。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

昨年９月の議会でございましたが、高瀬議員から本市の農業の振興策ということで御質問

いただきました。 

本市独自の支援事業の実績と問題点ということで、今、御質問いただきましたので、お答

えをいたします。これは平成28年度の実績からということで、まだ全部出ているわけではご

ざいませんので、２月末現在の状況でお答えとさせていただきます。 

１つ目といたしまして、人吉市クリせん定作業支援補助金がございます。これにつきまし

ては申請件数が５件と、園地面積が約1.8ヘクタールとなっております。本事業につきまし

ては、現在、クリせん定作業を行っているところでございますので、助成額につきましては

確定をいたしておりません。 

それから、２つ目といたしまして、人吉市農業担い手対策事業補助金でございますが、本

事業は３つの事業に区分をいたしておりまして、新規就農支援事業それから農業研修支援事

業、就農者結婚成立事業、これらありますけれども、いずれも申請は今のところあっており

ません。 

それから、３つ目といたしまして、人吉市農業活性化対策事業補助金でございますが、こ

ちらの事業は７つに分かれております。９月のときも７つ御紹介したと思います。まず、条

件整備事業でございますが、申請件数が４件、それから助成額合計が167万5,000円となって

おります。次に、認定農業者支援事業でございますが、申請件数が15件、それから助成額の

合計で487万5,000円となっております。次に、有害鳥獣被害対策事業でございます。こちら

につきましては、申請件数は12件、それから助成額合計が71万3,000円となっております。

そのほか放牧推進事業、農産物ブランド化事業につきましては、こちらは申請が今のところ
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あってないというところであります。また、畜産関係といたしまして、肥育経営連携促進事

業それから畜産経営支援事業につきましては、これはもう３月下旬に、件数と事業費は確定

をいたしてまいります。 

４つ目といたしまして、優良子牛保留奨励事業でございますが、これは申請件数が40頭出

ております。今後、３月中に人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会を開催いたしまして、最

終的には交付の可否を決定するということになってまいります。 

最後に、５つ目といたしまして、人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基金がございます。こ

れにつきましては、保留分として申請件数が３件、これは貸付金合計が102万円となってお

りまして、購入分に対する貸し付けはございません。 

課題と問題点でございますが、これにつきましては、本市におきましては、まず、国や県、

こういったところの事業の有効活用につきまして推進をしておりますが、要件や予算配分な

どで、活用できない事例も出てきておるところでございます。このように国、県事業の対象

にならない、またはならなかったもの、さらには本市の実情に応じて、本市独自の事業を実

施しているところでございます。事業の活用につきましては、各農家の経営状況に応じまし

て、補助事業を必要とされる方、されない方、こういった方もございますので、主な問題点

といたしましては、補助金以外の自己負担分、こういった部分の確保ではないかと存じてお

ります。 

以上、お答えいたします。 

○健康福祉部長（村口桂子君） お答えいたします。 

高齢者対策における、９月議会の一般質問後の実績と今後の取り組みにつきましては、進

展があった主なもの、あと今後の取り組みも、主なものについてお答えさせていただきます。 

平成29年度に移行します介護予防・日常生活支援総合事業におきましては、スムーズな移

行に向け、介護サービス事業所等と協議を複数回重ねながら、多様な生活支援サービスや介

護予防メニューの整備を図ってまいったところでございます。課題としましては、現段階で

は、このサービスに住民主体のサービスが盛り込まれていないことなどが上げられます。こ

の課題につきましては、昨年８月に生活支援コーディネーターを配置し、11月には人吉市生

活支援体制整備推進協議会を立ち上げまして、今後、生活支援の担い手の要請、サービスの

開発、関係者のネットワーク化、ニーズとサービスのマッチング等を展開し、地域全体で高

齢者の生活を支える体制づくりを進めることで、その解消に努めているところでございます。 

２点目に、認知症総合支援事業の推進でございます。12月に人吉市認知症初期集中支援推

進事業実施要項を制定し、本年１月から認知症の早期発見、早期対応のための新たな事業に

取り組みを始めたところでございます。今後におきましても、さらなる健康づくりや介護予

防を推進するとともに、高齢者が地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場

所づくりや出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを図り、住民等が主
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体的に参画し、みずからが担い手となっていくような地域づくりを進めまして、地域の活性

化と健康寿命日本一を目指してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 何点か問題もあり、また、今後、変更なども余儀なくされる点もある

と思いますが、このことについても全市を挙げて取り組みを行い、また、私、議員の立場と

しても全面的に協力していきたいというふうに思っております。 

次に、活性化事業といえば観光推進であります。従来から力説されている観光で食べられ

るまちづくりです。観光推進は本市の産業発展、財源確保、すなわち外貨獲得のための重要

な位置づけです。しかし、昨年の熊本地震は大きな被害を与えました。残念のきわみであり

ます。残念のきわみでありますが、現実を真実と受けとめなければなりません。 

そこで、今日までいろいろな政策を実践され、国がまた県が、さらに本市独自の復興事業

として、最優先課題事業の展開をされたと思います。現時点での熊本地震による影響と対策、

その実績、その基盤を今後どのように活用し、また、新たに観光推進策があるのか、お尋ね

をいたします。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

いろんな取り組み、民間の方々のもございますので、これを含めたところで御答弁をさせ

ていただきます。 

まず、影響についてちょっと申し上げさせていただきますが、昨年４月に発生した熊本地

震、これは九州全体、熊本、人吉だけじゃなくても九州全体が影響が受けておりまして、本

市におきましても、震災時に宿泊者のキャンセル数が１万3,000人、大変な数にのぼったわ

けでございます。これは宿泊者に関する数値だけでございまして、経済損失の金額に合わせ

ますと２億5,000万円を超えるということがございました。その後の風評被害もありました

ので、これを金額だけじゃなくて、それ以上に非常に大きな損害があったというところでご

ざいます。さまざまな取り組みでございますけれども、これに対しましては民間の方々いろ

んな女性団体や、それと観光協会もそうでございますけれども、これは行政がこれまで以上

に連携、協力を図りながら、さまざまな観光人吉のＰＲを行ってきたところでございます。

６月と７月ぐらいのまず夏休み期間に、観光客をまずは呼び戻したいということがございま

したので、６月と７月につきましては、もう毎週のようにうちの職員や民間の方々と一緒に、

福岡の市役所に行ったり天神、中央公園とかありますけれども、そういうところにも物産展、

観光展もやっております。それから博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅、これは私も行ってきた

んですけれども、そういったところに出向きまして観光宣伝を暑い中非常に頑張ってもらっ

たわけでございます。ただ、このころはまだお客様はほとんどいらしておりません。まだふ

っこう割の前でございますので。事前にとにかく、まず何か行動を起こそうということで動
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いたのが６月、７月でございます。そのほかに、フリーペーパーとか情報誌、雑誌、こうい

ったところへの広告の掲出でございます。こういうものにつきましては、今、自分たちが当

初予算で持っているお金を、とにかく出し合ってやろうじゃないかということで、そこでそ

れぞれの行政組合もそうです、私たちもそうですけれども、民間の女将の会もございますけ

れども、そういうところからの予算を出し合ってやったというのがございます。 

それから、テレビを使った観光宣伝といたしましては、福岡、宮崎、鹿児島、この３県に

つきましては、集中的にテレビスポットの放映、それとか情報番組でのとにかく元気人吉と、

今でも人吉市のホームページでおかみさんたちの姿が載っております。そういうところでＰ

Ｒを行ってきたところでございます。また10月以降でございますけれど、ふっこう割が出た

ときです、そのあと10月になりますと、このふっこう割の反動減がちょっと懸念されており

ましたので、これにつきましては、影響を最小限に抑えることを目的といたしまして、今度、

キャラバン隊を結成いたしました。これはおかみさんたちとか、それから民間の観光協会と

かくま川鉄道もそうですけれども、久留米市内とか福岡市内の旅行エージェントや新聞社や

テレビ局を訪問したり宣伝とか商談、こういったものも行ってきたところでございます。年

末から年明にかけましては福岡、鹿児島、宮崎、熊本、この４県でのテレビスポットの放映

でございます。それから九州各県の情報番組への情報提供や出演、宣伝等々の情報発信です

が、これは私たちが打っただけじゃなくて、逆にどんどんどんどん入ってきてくれました。

これは非常にうれしかったですね。もう全然私たち情報ないのに、いつの間にかタレントさ

んたちが町なかを歩いていたとか、そういうのもございました。その結果でございますけれ

ども、市内の８事業者を抽出した宿泊状況でございますが、平成28年１月から12月の１年間

では、前年比106.5％と上回っております。これはふっこう割の反動減も心配されたわけで

ございますけれども、平成29年１月におきましても前年比103.6％、若干ではございました

けれども上回ったところでございます。 

さて、今後ということでございますけれども、地震発生からやがて１年、これに近づいて

きているわけでございまして、今後も観光客が減少しないように、九州観光推進機構、これ

は九州の観光の中心を担っているところでございますけれども、熊本地震におきまして全国

から多大な支援をいただいたという、こういった感謝をあらわす取り組みといたしまして、

ありがとう感謝キャンペーン、これを広げていくと。全国の皆様へ人吉は元気と、こういっ

た情報発信。それから先日から話題になっております、３月４日から運行いたしました「か

わせみ やませみ」を使いました観光宣伝、こういったさまざまな取り組みを実施すること

で、観光客の増加につなげてまいりたいと、そのように存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） この分野の振興策と、その実績づくりには、並々ならぬ知恵と努力が
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必要であります。私も観光事業推進の一端に身を置く者として昼夜考えておりますが、なか

なか思うようなアイデアが浮かんでまいりません。これまで同じような類似都市の観光振興

策も見聞きしてまいりました。圧倒的に群を抜く観光資源を持つところはそれだけで何の苦

労もないのですが、そうでない場合、やはり企画力と長年の努力しか答えが出てまいりませ

ん。検証した黒川温泉、湯布院、日田市、ちょっと離れて飛騨の高山市、津和野町、豊後高

田市など、これはほんの一部ですが旅行したり視察研修したりしたことがあります。やはり、

いずれも官民一体となった取り組みが功を奏したことには間違いがありませんでした。いず

れのところも、もうこれ以上後退ができないという、崖っ縁の中からの奮起であったようで

す。しかしながら、やはり官民一体となった協働と言いましても、民間には新規投資の余裕

も体力もないのが現実だといえます。やはり、どうしても官のリードにより、その成果のあ

らわれを体感してこそ運命共同体の意識が生まれ、右肩上がりとなっていったようです。今

も懸命に努力を続けていただいておりますが、ますますの推進を期待するものです。 

次に、マスメディア活用や広告宣伝についてです。今、私が申しました観光推進だけでは

なく、全ての面においてメディアの活用は重要であると思っております。情報は私たちを取

り巻く社会生活の完全な一部となり、いろいろな情報を発信する必要があります。最近では

パソコン、スマートフォンの情報発信、受信が主流となりつつあります。最近、本市の社会

的な話題や観光面などについて、メディアの露出が大きく減少したのではないかと市民の

方々から聞き、私も感覚的にそう感じることがあります。 

そこでお尋ねですが、市の広報部署にてきちんとスクラップブックの整理を始め、情報記

録を保存されていると思いますので、前市政過去２年間の記録と、現市政における２年間の

記録を比較して、露出の頻度や内容を比較してどのような状況か、お尋ねをいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

露出度、マスメディア等々でのその頻度のことだと思いますけれど、ここにおります、こ

とし退職を含みます執行部は過去に、永田正義さん、それから福永浩介さん、それから前市

長、田中信孝さん、現在の松岡隼人市長に仕えておるわけでございますけれども、少なくと

も永田市政、福永市政というのはそれぞれ20年でした。だから過去を振り返りますと田中市

長が就任されるまで40年間、市長がかわってなかったわけです。その前は渕田長一郎さんと

かいらっしゃるわけですけれども、私もこの今の市長が４代目でございますので、さまざま

に若いころから当然、市長の動向はつぶさに見てまいりました。永田市長のころは、マスメ

ディアと申しましても広報しかございません。あとはテレビに出られるといっても、本当に

節目節目のイベントのときしか出られない状況の中で、やはり、この永田市長というのは、

まちづくりを全面的に押し出して、やはり、まちの形というのを、しっかり広報ひとよし等

を通して、そして、テレビでも取材があったときには、御自分の言葉で人吉のあり方を、し

っかり自然公園都市というふうな形で表現をされていたと思います。それから福永市長は、
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やはり、このころから少しずつマスメディアのあり方が変わってきまして、今みたいな状況

で広くということはございませんでしたけれども、どちらかというと政治家に近い首長さん

でしたので、なかなか御自分の言葉というのが、私たちも近くにいて難しいときもありまし

て、季節感とか詩人みたいな形の方で、なかなかおもしろい表現で市政を表現されていたと

いうことです。それから、前市長の田中信孝さんは、もうこれは市の広告塔で、このころか

らもうすごくマスメディアへの露出度が高くなってきていますので、非常に市をＰＲするの

がお上手であったということは、もうこれは私だけじゃなくて、議員さん方もしっかりお認

めいただいているんじゃないかと思っています。 

現市長も頑張って若さを前面に、市長の政治の中心にあります対話、市民に近い身近なと

いうところを、市長は今しっかり表に出して、さまざまなところで頑張っておるところでご

ざいます。ただ、その回数等々は、今、広報の最後のほうに市長のほうからのコメントもあ

りますけれど、マスメディアでの取材というのは、それぞれの報道機関のほうにお願いをし

ておりますので、全体的な回数を含めて把握することは困難でございます。ただ、市長、頑

張って今できるだけたくさん、私たちも市長を押し出して、市の広告塔として頑張っていた

だいているというふうなところでございます。ちょっと答えになったかならんかわかりませ

んけれども、お答えとさせていただきます。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 記録などは残されていないということでしたので、私は、きちんと整

理され残されていると、保管されているというふうに思っていたものですから、質問したわ

けですけれども、整理されていないというのはちょっとああそうなのかなと驚きであるとい

うところですね。メディアの情報提供は大変重要なことですし、また、記録の保存はなくて

はならないものだというふうに思っております。例として、テレビの放映に際しては、地元

新聞や市の広報による周知で視聴率の大幅アップの実績を持ちます。私が言いたいことは、

人吉市の話題、宣伝、社会的問題等の発表、あらゆる情報をメディアに提供し取り扱っても

らうことです。取り扱い方は先方次第でありますが、情報を提供しないことには、素材にさ

え上がってまいりません。また、私は市長みずからが営業マン、スポークスマンになられ、

メディアの活用を十分推進してほしいと思います。 

本市のこの分野の観光宣伝は、まだまだ足りないのではないかと思います。皆さん御存じ

だと思いますけれども、天草地区では、従前まで観光宣伝に力を入れていなかったようです。

あの有名になったおかみさんたちの集合による頭を下げたパフォーマンス、今まで隠してお

りました私たちのところには、こんなすばらしいものがあることの宣伝は大ヒットとなり、

大きな効果があったそうです。また、ある市外の観光専門家の方が言われました。人吉市は

観光の素材、基本整備などを考えなくても、今の自然、風景、山、川、温泉、たたずまい、

さらに料理、焼酎、さらに絶品のおもてなしの心は、他の観光地より大きく上回っていると
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のことでした。温泉地というと、湯煙が上がり温泉旅館の集まりという印象を持ちがちです

が、どこに行っても温泉がある本市は、どこででも温泉を味わえるという今、逆転の発想が

成立します。ゆえに本市は、現状で十分通用します。来ていただいて初めてその評価を受け、

中には悪評もあるかもしれませんが、それは手直しをすればいいことです。先のアドバイス

を受けた広報宣伝方法の１つとして、本市の観光の連呼に尽きるのではないでしょうか。県

外の事例ですが、県知事がコマーシャルにみずから出演して話題をとり、その話題がさらに

拡散して、さらに話題を増幅させたことがあり、結果、観光客が大幅に増加したという実績

があります。 

松岡市長がみずから出演者となって宣伝をするのも話題づくり、そして、また効果は間違

いありません。いかがでしょうか、お尋ねをいたします。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

マスメディアの活用についてでございますが、人吉自体や市の事業を広くお知らせする上

で、マスメディアにお取り上げいただきＰＲの機会を得ることは、議員御指摘のとおり、効

果的であると考えております。また、本市のＰＲをするためには、ＳＮＳ、ユーチューブ、

紙媒体、さまざまな手段、方法を使った取り組みをするべきだというふうに、私も考えてい

るところでございます。そのような点からも、私自身が先頭に立ち積極的にＰＲをしてまい

りたいと存じます。 

一方で、本市の主役は、やはり市民の皆様であり、人吉という名のとおり、市民一人一人

の人柄と活躍をＰＲしていくことが大切ではないかと思います。私だけが目立つのではなく、

むしろ市民の皆様がさまざまなマスメディア等でお取り上げいただき、活躍している姿を全

国の皆様方にごらんいただくことが、人吉市の最も理想的なアピールの仕方ではないかとい

うふうに考えております。 

本市といたしましても、人吉市のよさ、取り組んでおります事業等を、マスメディアにお

取り上げいただきやすい形で情報提供を行いますとともに、そのような市民の皆様方の姿を

積極的にＰＲし、私も市民の皆様と一緒になって、人吉市を広く全国にお知りいただく取り

組みを進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（田中 哲君） ここで会議時間を延長いたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 今言われたように市長の理想の形でも結構ですので、どんどんＰＲを

していただきたいというふうに思います。 

１つの観光振興策の一例として述べましたけれども、民間の方の現状を見ますと、各自の

広告宣伝費は厳しいものがあるようです。市独自の予算で始めてほしいと思います。最近で

は隣の伊佐市では、直接観光ではありませんが、東大入学者への100万円贈呈とか、小林市
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の移住促進のための高校生みずからが企画、出演したＰＲテレビスポット等は、全国的な話

題となり、連日一般ニュースでも報道され、知名度は全国区となり入込客の増加につながっ

てもいるようです。ほかにも成功例はたくさんあり、これらを参考にされ、本市も展開して

ほしいと思います。先日３月５日は熊日新聞に、沿線に広がる笑顔、「かわせみ やませ

み」運行スタートの大きな見出しで、しかもカラー写真６枚を使って報道されました。テレ

ビでは全国ニュースとして流れ、おかげで私個人にも問い合わせや連絡が多く寄せられまし

た。メディアに感謝し宣伝効果の大きさを痛感している次第です。１つの例ですが紹介して

おきます。 

次に、今後の活性化事業の推進についてとしておりますが、活性化は簡単にできるもので

はありませんし、苦労が伴うものです。構想をひねり出すにも相当の苦労が伴い、また発案

に至らないのが大半です。やはり類似団体で成功した例を参考にしながら、言い方は悪いか

もしれませんが、真似をするのが一番の早道、近道と認識していますが、この感想を含め何

かいい企画はないものでしょうか、お尋ねをいたします。 

○経済部長（福山誠二君） お答えいたします。 

類似の例の、他市を参考にしながらということで、１つ考えられるのは、黒川というのを

さっきおっしゃっていましたが、黒川というのは、逆に昔、人吉に参考に来ていたんです。

それを参考にして、あそこは発展していったというのがございます。今度は逆に私どもがあ

れを参考にしないといけないのですけれど、それが１つ類似例になるかと思っております。

もっと観光に力を欲しいということでございますから、今後、成功している各地、これはど

こを見ましても、まず歴史や文化でございます。それから地域性とか交通体系、いかに交通

が動きやすいか移動しやすいか、これも非常に参考になると思っております。さらにお客様

が何を目的に訪問されるか、こういった諸条件を生かした取り組み、こういったものが成功

への導きではないかと私思っております。観光振興策にとりまして大変重要なのは、歴史、

文化、地域性、交通体系、それぞれ行っておりますけれども、こういった成功例、非常にこ

れ私たちも観光振興の上では、大変重要で、これはもう参考にしないといけないと思ってお

ります。 

それから、いかにこの観光を発展させる、外貨獲得ということになりますけれども、１つ

の例は、もうまさしく「かわせみ やませみ」なんです。これにつきましては観光だけでは

なくて、いわゆる農業、商業にも関係しているんです。先日、私、非常に「かわせみ やま

せみ」のことを申し上げましたけれども、そういう中で、こちらで準備しているものだけじ

ゃなくて、入ってくるものにいかに観光を結びつけるか、これが非常に重要だと私は思って

おります。例えば農業と商業、この前言いました、「かわせみ やませみ」の中で売ってい

る弁当、あれは農業が関係してきます。それから球磨焼酎ということは、商業が関係してま

いりますんで、そういうぐあいに、これをいかに関連づけるかというのが非常に重要であり
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ます。 

それから、もう１つは、先ほどもおっしゃいました、官民一体となって民のほうは非常に

厳しいと、確かに厳しゅうございます。これは私も重々わかっております。最近の動きでち

ょっと違いますのが、これは地方創生からですけれども、まち・ひと・しごと、この中で出

てきているのが１つあるわけです。これは産学官金労言と申しまして、１つ金というのが入

ってきているんです。金は金融機関です。これは銀行関係なんですけれども、１つ、熊本県

内の地方銀行の中で非常に観光に力を入れている、そういう銀行もございます。これは人吉

のほうに、台湾からの旅行客を60人ぐらいだったと思いますけれどもお連れいただいたと、

こういうぐあいに、金融機関もただ待っているだけじゃなくて自分たちから出ていって、い

わゆる観光に自分たちが進んで、そして、その地域を発展させると、それが要するに自分た

ちの会社も大きくするということで、そういうぐあいにちょっと違った視点からの発想とい

うのもありますので、議員がおっしゃいましたように、よそも参考にさせていただき、また

今申し上げました産官学金労言、こういったものも活用しながら、今後の施策を進めていき

たいと、そのように考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 今、答弁いただきましたけれども、実は、ソフト事業面で思いついた

ことでありますけれども、観光としてのみに捉えず、全体的なものとして発案するのですが、

人吉市出身の、皆さん御存じのウッチャンナンチャンこと、ウッチャンの内村光良さんの御

理解、御協力をいただいての取り組みも、あるのではないかというふうにも考えております。

日ごろの活躍と郷土思いは有名でありますけれども、昨年暮れ、東京オリンピックに向けて

のメッセージでもある、金メダル男という映画を監督から主演、脚本全てを担当され、公開

されております。脚本上、場所を東北とされておりますけれども、素材は完全に人吉市で、

まちの中心部を川が流れるという設定から始まり、幼少期から今日まで全て人吉が原点のよ

うであります。御本人は、郷土愛旺盛なゆえ里帰りをよくされているということを聞いてお

ります。本市にも好意的で、また市役所の中にも同級生の方がおられ、全国テレビで紹介を

見たことがあります。そのようなことから、以前は焼酎のウッチャンボトルとして販売され

大好評だったそうです。御本人の監修によるハード、ソフト両面での事業の展開も、活性化

事業の推進になると思います。この活性化事業の推進は永遠のテーマですし、終わりはない

わけですけれども、何とかチーム人吉で実現したいものです。 

次に、自主財源の確保についてです。私が質問したいのは、税の徴収増加策とか新規税金

の制度化ではなく、何か事業展開による収入増の自主財源確保の意味です。最近、近くの自

治体で競艇の場外発売所、通称ボートピアというそうですけれども、この計画が持ち上がり

話題となっております。どこの自治体も財源確保に力を入れております。かつて本市でもこ
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の場外発売場の誘致運動があったそうですが、反対運動により計画は中止となったそうです。

全国40カ所にある例を見ますと、いずれも好調のようで財源確保の成功例ではないでしょう

か。今の本市に照らし合わせたとき、この形態を提案するものでは全くありませんが、それ

ほど自主財源の確保については、検討していく必要性を強く感じております。執行部におい

て何か方策がないものかお尋ねをいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

昨年、総務省が発表いたしました、平成27年国勢調査の人口速報集計によりますと、1920

年の国勢調査開始以来、初めての減少に転じておると言われております。今後、急激に人口

が増加することはないことが予想されまして、日本全体が人口減少社会に突入したことを考

えますと、高瀬議員がおっしゃる自主財源の確保というのは、本市に限らず地方自治体全体

の最大の課題であると、これはもう誰もが認識をしておるところでございます。このような

状況の変化を考えますと、まずは月並みではございますけれども、自主財源の根幹となりま

す市税等をまずはしっかりと確保すると、これが一番重要ではないかと存じております。市

税を初め、例えば自主財源の中でも、具体的に言えば保育料とか、こういうものを滞納なく

確保していくことが、まずは自主財源確保の最大の命題であると存じております。だから、

自主財源をそれ以上に確保するというのが、本当に知恵を出さなければならないところであ

って、例えば今話題となっておりますふるさと納税、こういうものにも積極的な働きかけ、

周知を図ることで、まずは安定した市税等々を確保した上で、その上にプラスで自主財源の

確保に取り組んでいく。そういう余裕もなければならないんですけれども、いかんせんこう

いうところは、今、自治体間競争になっておりまして難しいところがありますけれども、先

進的に取り組まれている、自主財源確保の自治体事例も参考としながら、これは、やはり私

たちも、しっかり努力をしていかなければならないというふうに考えております。先ほどか

ら言われております、医療費の助成問題も、それから給食費の問題も、もとは自主財源の確

保があってからこそ達成できるものでありますので、ここは私たちもしっかり今後やらせて

いただきたいと思います。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 今、部長の答弁から、ふるさと納税があるというふうに言われました

けれども、今回の施政方針の中でも述べられております。自主財源の最たるものとして、ふ

るさと納税ですが、昨年の同期に比べて２倍以上の額になるとのことでした。このふるさと

納税について調べて見ましたら、大変驚きました。税金が流出する自治体は逆に深刻のよう

で、東京23区で約200億円、横浜市で28億1,000万円、名古屋市で約17億9,000万円のふるさ

と納税に伴う税収減だそうです。そこで増収となった地方自治体を見て大変驚きました。九

州圏内を見たとき、全国トップで近くの都城市の42億1,000万円、鹿児島県大崎町で27億
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2,000万円、長崎県平戸市で26億円、佐世保市で25億9,000万円など、はるかな桁の違いを感

じました。独自の工夫と戦略、特産品の取り扱いなどに起因すると思われます。 

そこで、このふるさと納税の仕組みと本市の方法と内容、実績をお尋ねしたいと思います。

もし御承知であれば、今申し上げたほかにも、九州内で桁外れの増収が起こっているところ

が多数ありますので、概要で構いませんので、その理由をあわせてお聞かせいただければと

思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。ちょっと順不同になるところもあるかもしれ

ませんけれども、御了承いただきたいと思います。 

ふるさと納税は、自治体への寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限ま

で所得税と住民税の控除を受けられまして、生まれたふるさとのみならず、お世話になった

地域、応援したい地域に、寄附を通じて貢献できる制度でございます。 

本市へのふるさと納税の申し込み方法でございますが、市役所で寄附金を直接お支払いい

ただく方法のほか、現金書留による郵送、金融機関でのお振込み、そしてふるさと納税ポー

タルサイトのふるさとチョイスを通じてクレジットカード決済も可能でございます。平成28

年度の本市の実績につきましては、２月末日現在での寄附件数が1,466件、寄附額が3,173万

9,100円となっておりまして、前年度と比較いたしますと、件数で約1.5倍、寄附額では、昨

年がこの時点で1,486万4,800円というような状況でしたので、２倍で推移をしているという

ような状況でございます。 

ふるさと納税大手ポータルサイトのふるさとチョイスによりますと、平成27年度のふるさ

と納税寄附額ランキングでは、これはもう先ほど議員が申された、約42億円で全国１位とな

りました宮崎県の都城市を初め、実に10位以内に九州の自治体が５つも入っております。こ

れら10位以内の自治体はいずれも20億円、もうこれは気の遠くなるような金額なんですけれ

ど、超える寄附を集めており、全国を見ても億を超える寄附を集める自治体は少なくないこ

とから、本市もまだまだふやしていく余地は十分にあると存じております。ふるさと納税の

取り組みでは、地域の特産品を返礼品として準備する以外にも、遠方に住んでおられる出身

者のための墓掃除の代行とか、地域の病院での人間ドックの受診など、大変工夫を凝らした

取り組みをされている自治体もある一方、寄附額に対する返礼品の割合、還元率と申します

か、この還元率を非常に高く設定したり、地域とは全く無関係な商品を返礼品に加え、いわ

ゆる品ぞろえで寄附額をふやしている自治体もあるようでございます。ふるさと納税の寄附

額をふやすことは、これは市の自主財源を確保するという観点からも、先に申し上げました

けれども、積極的に取り組む意義はあると、取り組んでいかなければならない課題であると

いうふうに捉えております。しかしながら、総務省もふるさと納税の返礼品への対応につい

ては、商品券などの金銭類似性の高いもの、それから貴金属、それから電子機器など資産性

の高いもの、それから高額または寄附額に対して返礼の割合の高いものなど、ふるさと納税
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の趣旨に反するような返礼品の送付を行わないように通知をいたしております。寄附額をふ

やすことのみに関心が向かい、ふるさと納税本来の趣旨から外れるような取り組みであって

はならないとも考えますし、ふるさと納税を通じて一人でも多くの方々に人吉市、その地域

のファンになっていただけるような取り組みを進め、来年度は私たちも目指すところが１億

円ということで、寄附額を目指してまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ３番。高瀬堅一議員。 

○３番（高瀬堅一君） 本市も大変御苦労をされているというふうに思いますが、これも自主

財源の確保の成功例のような気がいたしております。いずれにしても、今後、推進される計

画であるようですので、担当者の増員とか市民の応援団の育成、必要であれば十分な予算措

置も行い事業推進を願うものです。このことにつきましては、またいずれ問題提起させてい

ただきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

最後に、このたび３月31日をもって退職をされる職員の皆様に、今日までの御尽力、御苦

労に対し、心から敬意と感謝の意を表します。今後とも健康には十分留意され、ますますの

御健勝を心から祈念いたします。ありがとうございました。終わります。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午後４時09分 休憩 

─――――――──── 

午後４時23分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君）（登壇） 皆さん、こんにちは。本定例議会の一般質問の最後の登壇者

となりました井上でございます。 

きょうは、フライデーでございまして金曜日であります。なかなか最後の登壇であります

けれども、整理をしながら１つ１つ質問をしてまいりたいと思いますが、きょうの３月10日

といいますと、1945年になりますが東京大空襲の日であります。今の日本の平和があります

のは、とうとい命を落とされた皆さん方、そして多くの涙で私どものこの平和が守られてお

ると思います。また、アメリカ合衆国におかれましては、第45代ドナルド・トランプ大統領

が１月20日に就任をされておりますが、米国と我が国の外交状況が、今のままに友好な状況

でありますことを、堅持していただくことを切に願いながら、一般質問をさせていただきた

いと思います。 

私は、松岡市長の施政方針から３点通告をしておりました。小学校運動部活動社会体育移

行に向けてが１点。スポーツ振興事業基金について、アスリート基金という名称を使ってお

られますけれども、それについて質問をさせていただきます。そして３点目は、これ宮﨑議
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員と重複する点も出てまいりますし、西議員が12月に質問されました部分にも重複をいたし

ますけれども、私の観点から質問をさせていただきますので、お許しをいただきたいと思い

ます。３点目は、世界遺産認定登録を目指し、そして日本遺産認定を生かし地域活性化につ

なげる取り組み方針についてであります。 

第１点目は、人吉市小学校運動部活動検討委員会全体会議の役員の中に、学校長の名前が

入っておりませんでした。役員の構成の中に入っておりませんでしたので、学校長がその全

体会議の中に入っておられない、まず理由をお聞きをしておきたいと思います。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

人吉市小学校運動部活動検討委員会全体会は、各小学校区ごとに設置しております検討委

員会の合同連絡会議という位置づけにございます。小学校区検討委員会は、それぞれの小学

校区においてさまざまな課題を議論する場でございますが、ほかの小学校区の検討委員会と

の情報交換の場がないことから、各小学校区検討委員会の合同による全体会を設置したもの

でございまして、その役員は情報交換の場という趣旨から、地域の代表者である校区公民館

長連絡協議会の会長を全体会の会長に、そして小学校の代表者として、校長を含め先生方、

保護者双方の動向に通じておられる、ＰＴＡ会長を副会長にお願いしたものでございます。

校長におかれましては、毎月、校長会を開催しておりまして、相互の情報交換をされており

ますし、教育委員会からの情報提供、さらには小学校区ごとの検討委員会にも、御本人また

は教頭先生が御出席をいただいております。ふだんからＰＴＡ会長は、校長先生と一体とな

って小学校運営に当たっていただいておりますし、この部活動の課題解決には、児童の保護

者の御理解と御尽力が何よりも不可欠でございますので、その代表者であるＰＴＡ会長の皆

さんが、推進力となって取り組んでいただきたいと考えているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） いただいておりました資料の中にも、名簿の中に学校長の話が全体の

中でありませんでしたので、まずそれをお聞きいたしましたが、校区単位の検討委員会の中

にはその意見を、ＰＴＡ会長さんと一体になって、吸い上げていただくというような状況で

進めていらっしゃると。平成31年４月に移行するわけですけれども、では、各小学校区検討

委員会での今の活動状況、協議状況をお聞きしておきたいと思います。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

各小学校区検討委員会は、平成28年11月14日の西瀬校区、大畑校区を初めに、６校区とも

２回開催しておりまして、全体会を合わせますと３回開催したということでございます。そ

の構成委員でございますけれども、小学校の代表がお二人、それからＰＴＡ代表が２人から

７人、町内会代表が２人、スポーツ推進委員から２人、子ども会育成会代表が２人から３人、

それから校区公民館長、同じく副館長各１人、社会教育委員からお二人となっておりまして、
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各校区の検討委員会は、総数で言いますと14人から20人ということで構成されておりまして、

全体で合計いたしますと、102人の皆様に携わっていただいているところでございます。 

次に、会議の内容について概要を申し上げますと、第１回の会議は、グループ討議を実施

いたしまして、放課後の社会体育、文化活動をする上での問題、心配事などについて意見交

換をしていただきました。第２回の会議では、第１回の会議で出された意見の振り返りを行

いまして、課題、問題点の対応について、現状の中での解決方法論を、放課後子供教室運営

の考え方、これは草案でございますけれども、これをお示しして、これをもとに今後、詳細

な内容を検討していくことを確認いたしました。また、従来から指導者の確保が最大の課題

と捉えておりましたが、各校区検討委員会におきましても、同様に指導者の確保の問題が喫

緊の課題であることが確認されましたので、第３回の会議では、合同の全体会を開催いたし

まして、本市全域で指導者の確保についての取り組みを始めることとしたものでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） やはり、私どもも一市民としましても、従来からの指導者の確保とい

うのが、今の形でもお手伝いいただくコーチの方々はいらっしゃると思うんですが、なかな

か学校単位で見つからないというのは、１つの課題であるのはもう明白でありますし、今回、

平成27年12月には小学校保護者を対象に、総数で910名の方にこういったアンケート調査を

されております。その中でも、やっぱり82.5％の方がこういう回答をされていらっしゃるん

です。保護者の方であるあなた自身は、一般指導者として教育することができますかという

問いに対しては、やはり、できないと思うという方が、82.5％にあがっているというアンケ

ート調査がございますので、やはり、こういったふうに指導者が不足をするということは予

想されているわけですけれど、現在、総合型スポーツクラブ、またはスポーツ少年団等がご

ざいますが、こちらとの連携はどのように考えていらっしゃるんでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

これまで児童、保護者のアンケートや各小学校説明会、ＰＴＡ役員会、各検討委員会の意

見に基づきまして、小学校の運動部活動は、放課後の時間帯に、原則各小学校を会場として

実施する――今現在やっているようなやり方ですけれども――という基本方針を決定してお

ります。議員御指摘の総合型スポーツクラブやスポーツ少年団は、主にスポーツパレスや村

山テニスコートなど体育施設を使用されており、また、活動時間帯も土曜日、日曜日、また

は夜間に実施されておりまして、小学校運動部活動の基本方針と一致していないところがご

ざいます。そのため連携につきましては、放課後の実施が困難な運動部活動の受け皿という

役割において、お願いをすることになるものと考えているところでございます。いずれにし

ましても、放課後の時間帯に指導をしていただく指導者の確保が第一の課題でございまして、
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各小学校で実施している運動部活動のどの競技が継続できるのか。新しい競技種目の運動部

活動はできるのか。また、運動部活動に参加する児童の人数などについて不明な点が多くご

ざいまして、スポーツ少年団等との連携につきましては、今後の動向を注視していくという

ことになると考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 小学生でありますので、毎日毎日１週間、５日間でもそうですけど、

練習を積むということは難しいかなという気がしているんですけれども、このアンケートの

中にも、何日ぐらいかということもございましたけど、やはり２日程度という結果が出てお

ります。その中で、やはり今回こういって、小学校運動部活コーチ説明会申込書ということ

で配布されておりました。これは３月31日まで大募集ということでやられていると思います

けれども、この同僚議員の中にも、サッカーを大変やられた福屋先輩もいらっしゃいますし、

私の横には剣道の有段者であります高瀬議員もいらっしゃいますけれども、私自身も野球を

やりましたけれども、やはり、どうしても夕方、放課後になりますと、やはりお勤めの方に

は非常に時間をとることが難しくなってくる。やりたいけれども、指導者としては二の足を

踏んでしまうということがあると思います。施政方針の中にもありましたけれども、事業所

の方の協力を得たいというような旨の市長の言葉もありましたけれども、やはり事業所の社

長さん方といっていいでしょうか、の皆さん方の御理解も必要になると思います。その中で、

それについては、例えば人吉商工会議所等の協力、こういった指導者としてなっていただく

ことに理解を得ていただくような手法が必要だと思いますが、どういったお考えをお持ちで

しょうか、お尋ねいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

私どもも事業所の役割は大変大きいものがあると考えております。今後、運動部活動は社

会体育へ移行いたしますが、指導者の問題の次に考えられますのは、運営経費の問題でござ

います。会費や補助金などで賄うことになりますが、参加児童の保護者への負担は大きくな

るものと予想されます。そういった中、人材面など事業所の絶大なる御支援をいただきます

と、大変心強いものがございます。検討委員会の中でも、町内会から資金面での支援を考え

てはどうかなど、貴重な御意見もいただいたところでございます。また、去る３月１日には、

人吉商工会議所の御協力をいただき、1,250人の会員に対しまして、会報の中に指導者の募

集チラシを同封させていただきました。今後もさまざまな団体の皆様にお呼びかけをいたし

まして、御支援のお願いをしてまいりたいと考えております。議員さんの中からも、先ほど、

何人かお名前が出ておりましたけれども、御協力をよろしくお願いいたします。（「議長、

８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 
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○８番（井上光浩君） もう私はこの体重もございますし、体もぼろぼろでございますので難

しいかなと思っておりますが、先ほど商工会議所の皆さん方、1,250人の会員の皆さん方に

は広報していただいたということでありますけれども、広報だけではなくて、やはり相談、

協議を持つ機会を持っていただきたいと思います。これは地域全体で子供を育てようと考え

ております松岡市長の考えもあると思いますけれども、御協力を促していただければと、私

のほうからもお願いをしておきたいと思います。先ほど教育部長のほうからございましたけ

れども、運営していくあたりで、やはりお金、やはり部活動にはお金がかかりますので、こ

れを見ますと保護者の方のことですが、スポーツ活動の保護者負担金として適当と思われる

ものはどれですかということで、やはり1,000円以下というのが47.6％を占めているようで

あります。そこで、やはり指導者の方に時間を割いてなっていただいた方には、指導をして

いただくわけですけれども、ボランティアでやるのか、また報酬等も考えていらっしゃるの

か、そのあたりを聞いておきたいと思います。事業全体の積算はなされておるのかも、あわ

せて答弁をいただきたいと思います。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

指導者に対しましては、先にお話をしました放課後子供教室等運営の考え方、この草案で

ございますけれども、この中でもお示しをしておりますが、指導者の方には活動時間の確保、

小学校までの交通費などさまざまな御負担をおかけするほか、児童を指導するという大きな

責務が生じますことから、ボランティアではなく、対価として謝金は必要ではないかと考え

ているところでございます。運動部活動は放課後に運営することから、放課後子供教室とし

て、国・県の補助金の交付対象になると思われますが、現時点では指導者の人数、実施する

運動部活動の数、参加児童数など決まっていることがありませんので、事業計画を初め事業

に係る経費につきましては、まだ積算できる段階には至っていないというのが現状でござい

ます。今後、指導者への謝金の有無や金額につきましては、運動部活動の実施に向けての重

要な課題の１つとしまして、検討委員会におきまして協議を重ねてまいりたいと考えており

ます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） やはり、ボランティアで指導をしていただくことが最善な、善意とし

て、指導を受けることも１つの手だとは思いますが、やはり、それだけの対価というのは必

要になってくると私は思っておりました。やはり就労状況が、現在の就労状況と私たちが小

さいときに習ったときのように、手弁当で教えていただくような状況ではありませんので、

そういった当たりは全体会議の課題として上げていただきたい。積算につきましては、今は

素案づくりということでありますので、積算のことを聞きましたけれど、やはり、きちっと

した積算も必要になってくると思いますので、それは会議の課題として上げていただければ
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と思うところであります。 

次は、小規模学校についてのことでございますけれども、やはり、小規模学校でもやれる

スポーツというのはあります。そういったことで小規模学校でもあるけれども、やはり学校

単位でやっていただきたいという声が多いと思いますし、その点のところの考え方を、教育

長にお聞きをしておきたいと思います。 

○教育長（末次美代君） お答えいたします。 

小学校の運動部活動は、社会体育に移行しましても、基本方針としましては、放課後の時

間帯に原則各小学校で実施することを、ＰＴＡを初め各団体の総意として確認をしていると

ころでございます。このことは、児童が小学校の授業が終わり、場所を移動することなく、

安心・安全にその小学校において引き続き運動部活動に参加できる環境を整えることが、市

そして保護者の思いでございます。児童が自分の意思で参加できる環境が大切なことでござ

いまして、場所が変わることで保護者の送迎が必要になりますと、多くの児童が参加できな

くなることも考えられます。また、小学校の運動部活動は、社会体育に移行することで、特

にスポーツをする子としない子の二極化が進まないように配慮すべきで、全ての児童がスポ

ーツをする、スポーツに楽しむ環境づくりにつきまして、地域と学校、さらに行政が一体と

なって取り組むことが、何よりも重要なことでございます。スポーツを通じて子供たちはた

くましく大きく成長し、そして仲間づくりや大人の指導者と触れ合うことで、人間関係も学

ぶよい機会になるものと考えております。 

平成31年４月１日には、社会体育としてスタートいたします。準備につきましては、まだ

まだ試行錯誤の部分もございますが、一歩一歩スピード感を持ちながらも、丁寧に歩みを進

めなければならないと考えております。先ほどから議員もおっしゃっていただきましたよう

に、私どもも指導者の確保という点で、一番心配しているところでございます。今後とも議

員の皆様の積極的な御参加もお願いしながら、市民の皆様の御理解と御参画を賜り、また、

市内事業所の皆様のお力添えも切にお願い申し上げます。皆様とともに手をとり合いながら、

人吉市の宝である未来の子供たちのために、スポーツを楽しむ環境づくりを進めてまいりた

いという思いを、強く持っているところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） やはり、小規模校でありましても、個人競技もありますし団体競技も

あります。このアンケートの中にもありますけれども、この競技以外にもその他の部分もつ

くってありますので、そういったことにも配慮をしていただきたいと思いますし、この全体

会議の中には、文化協会の方も入っていただいております。文化の中のスポーツという位置

づけになるとは思いますけれども、今回はスポーツのことについて、特化してお聞きをした

ところでありますが、平成31年４月スタートに向けて、極端にごろっと変わることがあるか
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もしれませんけれども、今の指導者の方と募集をされた指導者の方の指導方法の違い、そう

いったことも、このスケジュールの中では記載されておりますので、このスケジュールの中

で対応方をしていただきたいと思います。また素案等がありましたら、議会のほうにもお知

らせいただければと、確立しました場合はお知らせいただきたいと思います。よろしくお願

いしておきたいと思います。 

次に、スポーツ振興事業基金についてであります。このことにつきましては、なかなか本

市においては、この基金の創設というのは、私としましては念願であったと思っております。

過去何度か全国大会に行かれたチーム、また個人の方いらっしゃいましたけれども、なかな

かこういった助成という形のものがありませんでしたので、今回、非常に画期的であるなと、

私個人は思っているところであります。 

そこで県内の自治体の、この基金の取り組み状況をお聞きしておきたいと思います。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

県内各市のスポーツ振興事業に対する補助制度は、全ての市または体育協会において、交

付がなされているようでございます。その名称、補助金交付の対象となる大会、補助対象者

など内容はさまざまでございますが、主に国際大会や全国大会に出場する個人やチームに対

しまして、激励金や奨励金、出場助成金といった名目で、旅費等経費の一部を支援すること

を目的としているものでございます。 

本市の補助制度は、本市とＮＰＯ法人人吉市体育協会が共同して取り組むこと、また、旅

費等の支援のほか、選手の強化やプロチームの招聘などに対する助成まで考慮した制度であ

ること。大きくこの２点が他市と比較をいたしますと、本市の特徴であると言えるのではな

いかと存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） ほとんどの市のほうで、この基金というのは補助金制度また激励金等

の名目で交付されているようでありますが、私が全員協議会でいただきました資料を見まし

て、質問をしたところでありますけれども、ＮＰＯ法人人吉市体育協会、これ以降は体育協

会と申しますけれども、体育協会は29団体、約3,000人ほどの会員の方が所属をされている

とお聞きをしておりますけれども、今回は、体育協会と人吉市と共同で200万円ずつを出し

合うということでありますから、合計400万円ですけれども、年間は100万円ずつということ

でありますが、実は熊本市の資料を取り寄せてみました。熊本市は条例で、熊本市自体で条

例を定めて交付をされているようでありますし、奨励賞等も贈られているようでございます。

九州学院高等学校剣道部等が受賞者名簿の中にあるようでございます。 

そこで、今回は合計、共同で400万円ということでございますけれども、このほかに寄附

金、例えばスポーツに造詣がある方が、どうしてもスポーツに特化して寄附金を申し出られ
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た場合には、どういった取り扱いをされるのでしょうか、お尋ねをいたします。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

寄附金につきましては、基金を管理するＮＰＯ法人人吉市体育協会に直接御寄附をいただ

くか、またはＮＰＯ法人人吉市体育協会が定めた人吉市スポーツ振興事業基金の目的に沿っ

た寄附の申し入れが本市にあった場合には、一般会計に寄附金として受け入れまして、年度

末にその寄附金を取りまとめ、今回と同様に人吉市スポーツ振興事業基金交付金としまして、

ＮＰＯ法人人吉市体育協会に対し支出することになるものと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 多くの寄附金が集まるならば、400万円の上限100万円ですので、400

万円が４年ということですけれども、こういったものが目減りしないようにしていただくた

めには、多くのスポーツに造詣の深い方たちの寄附金も必要ではないかなと、私は考えてお

ります。そういったことについての広報も進めていただければと思います。条例で定めてい

らっしゃる熊本市もあります。熊本市は、寄附金については、条例で定められて寄附金を募

集されているという状況でありますので、そういったことも１つ考えていただければと、Ｎ

ＰＯ法人の体育協会とも話し合っていただければ、私は協議していただければと思っており

ます。 

そこで、今回、上限が100万円となっております。先ほど教育部長言われましたけれど、

プロスポーツのチームを招聘したり、現況で年間100万円で足るのかなと、まず私は思いま

した。これが一番最初の取りかかりでありますので、１年で上限100万円となっております

が、その積算根拠、大体どれを積算として上限100万円と決められたのか、お尋ねをいたし

ます。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

今回の補助制度は、本市及びＮＰＯ法人人吉市体育協会にとりまして、実績がない初めて

の取り組みでございますことから、双方の財政事情を考慮いたしまして、まずは200万円ず

つを拠出して、合計400万円を基金の原資としまして、運用していくということにしたもの

でございます。制度設計時の協議におきましては、基金の継続性が焦点となりまして、単年

度で終わることなく、複数年は継続すべきではないかという意見がございましたので、１年

間の支出の目安といたしまして100万円という金額が決定され、４年間は継続する制度とな

ったものでございます。今後、同基金への積み増しにつきましては、利用実績や双方の財政

事情などを考慮いたしまして、ＮＰＯ法人人吉市体育協会と協議をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 
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○８番（井上光浩君） 初めて設立するわけですから、状況はわからないのは当たり前であり

ますけれども、この100万円が有効に使われていくことを私も願っておりますし、この100万

円が足らなくなるぐらい、本市のスポーツ力が上がることを願っておりますが、競技団体、

個人に対しても広報されますけれども、この申請から交付までは体育協会がやられるという

ことを、全員協議会でも説明があっておりますが、本議会でも確認をとっておきたいと思い

ます。 

そこで、例えばチェック機関ですが、体育協会内だけのチェックになってしまうのか、ま

たは人吉市も公金として出しておりますので、市の指導もできる立場にあるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

○教育部長（松岡誠也君） お答えいたします。 

今後はＮＰＯ法人人吉市体育協会におきまして、スポーツ振興事業補助金交付についての

事務手続がなされることになります。その詳細な審査内容は、まだ示されておりませんが、

各競技団体の理事によるチェックや総会等での報告によりまして、組織内部におきましては、

多くの監視の目が届くものと思っております。また、市の指導ということにつきましては、

人吉市スポーツ振興事業基金交付金という名目で公金を交付いたしますので、人吉市補助金

交付規則に基づき、補助金の交付と同様に補助指令書におきまして、事業実績の報告義務、

市の調査、監査委員の監査について明文化されることになりますので、市の指導や監視は及

ぶものと考えております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 体育協会におかれましても、スポーツマンの皆さん方の団体でありま

すので、そういうふうな不正受給ということは起きないだろうと思いますけれども、こうい

ったチェック機関というのは、やはりさまざまな有識者の中でもチェック機関を設置するべ

きだという意見もありますので、今、説明がありました市の監視も入ると、指導も入れるこ

とができるということでありますので、全員協議会でもありましたけれども、この要項を今

から体育協会で定められていると、総会をもって承認されるわけですけれども、さまざまに

その要項に従って交付をされていくということで、確認をとっておきたいと思います。なお、

一部の団体、個人に偏りのないように、そういったことにつきましては、やはり教育部長か

教育長か出席されると思いますけれども、やはり、そういったことがないように極力、そう

いった意見もあったということでお伝えを願いたいと思います。この質問につきましては終

わりたいと思います。 

それでは、次に、最後の項目に入ってまいりたいと思いますが、私は少しびっくりをした

報道がございました。新聞紙上に、世界遺産断念という見出しの記事が出ておりました。ど

ちらの社の新聞かは申し上げませんけれども、このことにつきましては、宮﨑議員も世界遺
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産に対する市長の考えはお聞きされました。しかしながら、私としましても、この新聞紙上

の世界遺産断念という見出しを見られてどう感じられたのか。また、全国市長会などでも取

り上げられ、さまざまに支援を受けていらっしゃいますので、今後、総会等を開かれるであ

ろう肥薩線を未来へつなぐ協議会等々について、こういった流れを尊重するべきではないか

と私は思っております。その件について松岡市長のお考えをお聞きしておきたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

御質問にありました新聞記事は、「肥薩線の世界遺産、協議会が登録断念」といういささ

かショッキングな見出しでございましたので、違和感を持たれた議員さんも多くおられたの

ではと存じます。その後の全員協議会におきまして経過説明を行い、現在の状況は御理解い

ただけたのではないかと存じますが、いかんせん方向性は見出せたものの５月の総会に向け、

これからまとめていかなければならない課題も多く残されておりますので、まだまだ道半ば

というのが本心でございます。 

世界遺産登録推進につきましては、議員の御質問にもありましたように、多くの方々に御

支援を受け進めてまいったところでございます。これまでの流れを尊重いたしまして、いた

だきましたさまざまな御支援を無にすることなく、今後の施策に可能な限り反映してまいり

たいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 肥薩線利用促進・存続期成会と肥薩線を未来へつなぐ協議会について

は、９月の定例議会で質問をさせていただきました。一度解散をして部会として期成会のほ

うに入れ込もうという提案をされて、しかしながら合意に至らなかったので取り下げて、１

回持ち帰った問題であったと皆さん周知のとおりだと思いますが、まだまだ総会も開かれて

いないのに、どうして世界遺産断念という記事になったのかなと、私も驚いたところであり

ました。直接、松岡市長に聞こうかと思いましたけれども、この３月定例議会がありますの

で、きょうまで待っておったところでございました。９月の議会におきましては、肥薩線を

未来へつなぐ協議会の中で、４者協議をされたらどうですかと私は申し上げました。そして

早急に早期にその場を持ちたいという御答弁だったと思います。 

そこで、その後、９月定例議会の後に、４者協議をされたのか、４者といいますとえびの

市長様、湧水町長様、球磨村長様、そして松岡市長だと私は思っておりますが、その状況に

ついて協議をなされたのか。また内容についてお尋ねをしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

協議のほうはなされております。まずお答えさせていただきます。昨年12月に肥薩線を未

来へつなぐ協議会の事業費負担をしております、宮崎県えびの市長、村岡市長さん、それか

ら鹿児島県湧水町長、米満町長さん、そして球磨村長、柳詰村長さんに市長室までお越しい
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ただき、４者で肥薩線を未来へつなぐ協議会の今後について協議を行っております。協議内

容でございますが、肥薩線を未来へつなぐ協議会と肥薩線利用促進・存続期成会を発展的に

解散し、新組織を設立することについて、設置目的について肥薩線を未来へつなぐ協議会の

これまでの成果物や余剰金の取り扱い、それからＤ51形蒸気機関車復活のために集まりまし

た署名の取り扱い等について御協議をいただいております。協議の中で肥薩線を未来へつな

ぐ協議会と肥薩線利用促進・存続期成会を発展的に解散し、新たな組織を設立することに関

しましては、一定の合意を得たところでございます。その新たな組織における事業の方向性

につきましては、これまで調査研究を行ってまいりました成果品を生かしつつ、肥薩線と沿

線の魅力を発信することに重きを置きながら、沿線自治体が一体となって振興を図っていく

ほか、ＪＲ吉都線の利用促進協議会等との連携についても検討していくことを、構成自治体

の皆様に御提案するという方向で話がまとまったところでございます。なお、Ｄ51復活の署

名、これは8,417筆ございましたが、これにつきましては、これまで集まったものまでを署

名運動の区切りとしまして提出を行うことをその協議の中で決定し、ことしになりまして１

月の肥薩線利用促進存続期成会要望会の終了後に、ＪＲ九州熊本支社に出向きまして提出を

行ったところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） やはり、一堂に会して４者協議をやっていただいたということで一定

の理解を得たということで、総務部長の答弁がございました。やはり皆様方は、やっぱり御

負担をしていただいておった自治体の長の皆さん方ですので、一堂に会して会うべきではな

いですかと申し上げたところ、早急に対応されたことは非常に評価するべきだと思います。

そして世界遺産に向けてＤ51復活署名8,417筆の皆さん方を尊重して、ＪＲ九州様にお届け

されたこと。これもまた評価をしたいと思っております。この世界遺産に向けての主要成果

物につきましては、ＭＯＺＯＣＡステーション等にもありましたので、私もお邪魔をしまし

て拝見をいたしました。大変懐かしいなというような資料でございました。そういった資料

も見させていただきましたけれども、一定の区切りとして、この肥未協、期成会を発展的解

散ということは理解をいたしますが、先ほど、ＪＲ九州様のほうに要望をされたということ

でありますが、これ要望会ということで新聞のほうで、私、市長の動向で見ておりましたが、

１月27日だったと思いますが行かれておりますね。 

そこでお尋ねでございますが、この要望につきましては、先ほどのＤ51以外のことでも要

望はたくさんあったと思います。さまざまな要望があった、先ほど言われました吉都線、吉

松から都城までございまして、小林に行きますと小林商工会議所の上には、残そう吉都線と

いうようにプラカードが立っておりますので、そういったことも含めながらの要望だったと

思いますが、どういった要望をされておるのかお尋ねをしておきたいと思います。 
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○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

この会は要望会と申しまして、本市が事務局で会を仕切るというようなことで、１つの会

議として扱っています。単に渡すというわけじゃなくて、そういう状況での要望会というこ

とでございます。お尋ねの要望会につきましては、沿線のそれぞれの自治体から、ＪＲ肥薩

線への要望事項をまとめまして、肥薩線利用促進存続期成会から年に１度、ＪＲ九州熊本支

社様及び鹿児島支社様へ、要望書の提出と内容説明を行っておるところでございます。こと

し１月に行いました要望会におきましては、肥薩線の新八代駅への乗り入れ本数の増便、そ

れから肥薩線川線の景観整備、それからバリアフリー化等の施設整備、また周遊きっぷの販

売、そしてＤ51形蒸気機関車の復活など、多岐にわたって要望を行ったところでございます。

ＪＲ様側の回答といたしましては、要望項目によっては列車の運用面や費用がかさむことか

ら、実現が困難であるとの回答もある一方で、肥薩線はほかの路線よりも観光路線として力

を入れていますと、今後も沿線自治体と連携をして、環境整備及び地域の活性化を図ってい

きたいというような、ありがたい御意見もいただいておるところでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 多岐にわたって要望をされておることを、総務部長からございました

けれども、ありがたい御意見もあるということであります。大変前向きであるという部分の

意見もあったとお聞きして、ちょっとホッとしたところでありますけれども、先ほど冒頭の

中で、西議員の質問と重複するかもしれませんということで申し上げましたけれども、12月

議会で西議員のほうから、町内会長さん方との懇談会の中で出ました、矢岳駅舎そして大畑

駅舎――木造駅舎でありますけれども――について質問もございました。私は同郷でござい

ますので、こういった問題については２人で対応していこうとお話をしている関係上、きょ

うは、またもう一度お願いを申し上げたいと思っておりますが、先般２月26日には、大畑駅

の近くでは人吉梅まつりがございました。市長もお見えになった、議長もお見えになってい

ただきました。大変にぎわったわけですけれども、4,600本の梅の香りが漂いまして、白加

賀、青軸、鶯宿と３種類の木に大変美しい梅が咲いておりまして、皆さん方喜んでいただい

たと思っております。その近くでありますので、きょうは大畑駅の駅舎について、その要望

の中に、例えばＪＲ九州さんから、この駅舎について、市としての対応について何がしかの

条件というのがあってはないか、この駅舎の購入についての条件等が示されていないかとい

う期待感をもってこの質問をしておきたいと思います。お尋ねをいたします。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

大畑駅は、明治末の肥薩線開通期の様相を今に伝える貴重な木造駅舎として、歴史的また

は文化的価値を有するとともに、本市における地域コミュニティーの維持、観光振興に大き

く寄与し、後世につなげていかなければならない鉄道遺産であり、観光資源であると理解を
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しておりますし、これはこれまでもずっと述べてきた内容でございます。 

大畑駅舎につきましては、本市が購入、財産を取得するということにつきまして、施設の

所有者でございますＪＲ九州熊本支社様と、ずっと継続的に協議を行ってきている状況では

ございます。そこでＪＲ様側からいただいている条件でございますが、これはこれまでまだ

公表はしておりませんでしたが、当初は100万円を上回るところでの金額の御提示をいただ

いておりましたが、その後、協議を経ていく中で、現在の段階では、実質無償譲渡に等しい

ところまで譲歩されているような状況であるということを、事務局のほうから伺っていると

ころでございます。そういう提示があっているという状況でございます。昨年12月定例市議

会におきまして、西信八郎議員の一般質問でお答えをさせていただきましたが、市が取得し

た場合のやはり管理それから活用、さまざまに課題も多くありますので、今は、多角的な見

地から引き続き検討を行うとしか言いようがない。そういう必要があるということで、購入

に対しての資金的な面は現状ではなくなったものの、やはり将来、市が財産を持って、そし

て活用するということに対しては、少しまだまだ検討していく必要があるんじゃないかなと

いうふうに存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 無償譲渡ということで、今回初めてお聞きをいたしましたけれど、西

議員が質問された12月議会にあっても、購入ということになった場合には、そのあとについ

てくる維持費等々管理者、管理能力、どなたに管理をしていただくのかというような、さま

ざまな問題があるとは思いますが、一度ＪＲ九州様のほうから、無償譲渡というボールを投

げられているわけですので、どうぞ庁舎内で協議・検討を進めていただいて、よい妙案を発

揮していただければと思っているところでありますが、今お聞きしましたけれど、これだけ

活発に肥薩線のことについて要望等を重ねておられます。先ほどは松岡市長にお聞きしまし

たけれども、事務方のトップであります井上総務部長にお聞きしますが、先ほどの繰り返し

になりますが、先ほどの、この時期になぜ新聞報道があったのか。これについて事務方のト

ップとして、井上総務部長にお聞きをしておきたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

今回の報道につきましては、掲載された記事を拝見いたしまして、私自身も少し困惑をし

たところではございます。登録断念という見出しで書かれていましたので、これは見られた

方が決定事項として受けとめられたのではと、そこを心配したところでございます。ただ、

この問題は、先ほどから申し上げておりますように、総会において判断される事項でござい

ますので、仮に今回報道があったとしましても、私どもの対応には何ら変わりはない。粛々

と今の状況で進めていくということを申し上げておきたいと存じます。 

御質問の、なぜこの時期に報道されたのかということでございますが、これは取材されて
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います記者さんから、私どものほうに資料提供の依頼があったわけでもございませんし、私

どものほうから記事を掲載してくださいということでお願いをしたわけでもございませんの

で、これは取材をされておられる記者さんの取材の成果、努力のたまものではないかという

ふうにしか申し上げようがないと存じております。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 市長また総務部長のほうに見解をお聞きしましたけれども、これから

５月の総会に向けてまとめていかれるということでありますので、総会を待ってまた報告等

があると思います。 

そこで、少しまた興味深い記事もありましたので、皆さん方見られたと思いますが、日南

市が、ＪＲ九州様の東証一部上場に際して、約1,000万円かけて3,800株、串間市も、今年度

中に約3,300株を購入という記事が出ておりました。先ほども触れられましたけれども、Ｊ

Ｒ九州様の1987年の旧国鉄分割民営化以来の悲願であったと思います。昨日の終値が１株

3,670円でありました。また簡単に言いますと3,800株を取得されておりますけれども、発行

済株の総数ですけれども、これが１億6,000万株です。ＪＲ九州様の株、総額にしましたら

5,752億円ということで試算をされておりますが、これを購入をされております。 

そこで、ＪＲ九州が上場した後、株を購入している自治体もありますけれども、本市とし

ても株の購入は可能なのでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○総務部長（井上祐太君） お答えいたします。 

ＪＲ九州の株式上場に際し株を購入する自治体が、特に日南市や串間市など、赤字ローカ

ル線沿線の自治体を中心に株購入の動きがあるということは、私どもも承知をしておるとこ

ろでございます。御質問は、株を購入することでＪＲ九州の財務の安定に寄与するとともに、

恐らく井上議員の質問の趣旨をおもんぱかりますと、株主として発言の機会を得ることがで

きるのではないかと、そういうことが趣旨ではないかと存じておるところでございます。 

まず、本市の株券の保有状況でございますが、現在、株式会社熊本放送をはじめ５社の株

券を保有しておりますが、全て非上場の会社でございまして、上場している会社の株券は保

有をいたしておりません。また、公金の管理運用につきましては、地方自治法または地方自

治法施行令により最も確実かつ有利な方法が求められているところでございます。株券を保

有することで、会社に対しましては、ある一定の影響力を持つことも考えられますが、一方

で、上場している株は市場価格が日々変動いたしておりますので、株価が下がり損失を被る

ことも十分に考えられるところでございます。株の購入が可能なのかという御質問でござい

ますが、ほかの自治体が購入しておりますので、それは決して不可能ではございません。さ

まざまに生じるメリット、デメリットを精査して、今後、判断させていただきたいと考えて

おるところでございます。 
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以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） おもんぱかっていただきました。そのとおりでありまして、公金運用

を求めて、ＪＲ九州様の株を取得するのを進めているわけでありません。総務部長が言われ

たとおり、株主となってさまざまな意見をお願いをするというような立場になるべきではな

いかなと思っております。１億6,000万株ですので、日南市に当てはめますと3,800株ですの

で0.002％程度になります。串間市も大体0.002％ぐらいということで試算をいたしましたけ

れども、なぜこれを思ったかといいますと、東京電力福島原発事故後、東京都や大阪市が東

京電力に対して株主提案をする様子が報道されまして、ああ地方公共団体でも株を取得して

いるんだということが、皆さんにも周知されたわけですけれども、こういったことで新聞を

見ていて、私もこれについては財政的に難しい部分もありますけれども、市長が、昨日、宮

﨑議員への答弁の中で、遠大な夢ではあるけれどもと、世界遺産に向けてはということでも

ありましたし、きょうも前向きな答弁がございました。新しくできるであろう組織の中に、

文言としては織り込めないけれども、方針としては示していけるのではないかと思ったとこ

ろで、この質問をしたところです。これについて市長のお考えをお聞かせいただきたいと思

います。確かに私も日南市長と松岡市長は、大変懇意にされているというのは存じ上げてお

りますので、そういった考えについてお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

株の購入につきましては、ただいま総務部長から答弁をいたしましたとおりでございまし

て、株を購入することイコール株主になることでございますが、このメリットと株価が下が

る危険性があるというデメリットを慎重に見きわめながら、今後の判断とさせていただきた

いと考えております。３月４日に運行開始した新しいＤ＆Ｓ列車「かわせみ やませみ」や、

人吉機関庫を建設当時の石蔵の状態に復元していただくなど、本市の観光において、大変大

きな役割をＪＲ九州様には担っていただいておりまして、現在、本市とＪＲ九州様とは大変

良好な関係にあると考えております。これもこれまでさまざまに携わってこられた、先人方

の御苦労の賜物であろうと存じます。これからもこの良好な関係を継続、発展させてまいり

たいと考えておりますので、議員におかれましても、これからも御助言、御提案をいただけ

れば幸いでございます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） 株の購入ということで、公金運用というふうに受けとめられるかなと

思いながら、この質問をしたところでありますけれども、決して再度でございますけれど、

公金運用をやって歳入をふやしなさいという意味で、この質問をしたわけではありませんの

で、どうぞ御理解をいただきたいと思います。先ほどＪＲ九州様との良好な関係があるとい
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うことでございますが、きのうも福山経済部長、熱く肥薩線についての、観光列車について

の御答弁もありました。今非常にいい風が吹いているんではないかなと思います。先日、Ｄ

＆Ｓ列車「かわせみ やませみ」のお迎えセレモニーに私もお邪魔させていただきました。

豊永議員が見せられました、青い旗を振らせていただきましたけれども、大変喜んでいただ

いたようでした。今後もこの観光列車だけじゃなくて、よい関係が続けばいいと願っている

ところであります。この質問につきましては、これで終了させていただきたいと思います。 

このあとは日本遺産認定旅カフェということで、通告をいたしましたが、昨日は全員協議

会が開かれまして、ほぼ内容的には説明を受け理解はしておるものの、やはり、今回のこの

エントランスセンターの設置につきましては、少し議会としましても、最初は納得いかない

なと私は思っておりました。一度提案されて１カ月もしないうちにまた新たな提案、そして

場所もまだ新しい選定に入っているということでございましたので、これは全員協議会と違

って、この本会議場できちっとした答弁をいただきたいという趣旨で、質問をさせていただ

きたいと思います。 

昨日、候補地が３プラス１、４カ所に訂正をされました。その４カ所についてはさまざま

に今から協議をされると思いますが、この後予算を提案されることになっております。しか

しながら、やはり提案とされるのであれば、やはり設置場所、建設場所といいますか示すべ

きであったと私は思います。そこで早急とはいえ、この提案は事前に議会と相談するべきで

はなかったかと思いますが、どう思われますか。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えいたします。 

昨日の全員協議会で、エントランスセンターの候補地、これは市有地を前提にクラフトパ

ーク石野公園、それから中津留美術館跡地で普通財産化をして管理しております城見庭園、

そして国民宿舎くまがわ荘、さらに駅前の市有地のＭＯＺＯＣＡステーション周辺の４カ所

を現在有力な候補地として、この４カ所から決定するということを申し上げたところでござ

います。御指摘のとおり、国、県には特例猶予をいただき、場所未定ということで国庫補助

申請を行いまして、事業を現在認めていただいているということも、きのう御説明をいたし

ました。また予算につきましても、本日、市議会へ追加提案をさせていただいておりますが、

建設場所が決定していない状況での予算提案は、これは本当に上程のあり方としては好まし

くないと。これは私もこれまでさまざまに予算にかかわってきましたけれども、非常に心苦

しく、もう極めて議会への説明は不適切であったというふうに存じております。いずれにし

ましても、エントランスセンター建設場所の選定につきましては、たび重なる設置検討場所

の変更、これは言い訳にはなりますが、時間の制約がある中で、交付金申請も年明けに迫っ

てまいりまして、その中でなかなか決まらなかったと。その交付金申請に、補助金申請にと

らわれ過ぎていた面もありまして、議会へしっかり場所等も含めて申し上げる機会を逸して

いたというのは、もうこれは事実でございます。結果、最終的にはこういう事態を招きまし
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て、本当に御迷惑をおかけしたと思っております。大変恐縮に存じております。 

エントランスセンターにつきましては、速やかに設置場所を決定いたしまして、きのう申

し上げましたが、議会最終日までには、しっかり市議会のほうに御報告をさせていただきた

いというふうに存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） やはり全員協議会での説明を受けて、この質問をしましたけれども、

全員協議会とまた本会議場での言葉の重さというのは全く違うわけで、やはり、このことに

つきましては、今後、施策が変わるということはあり得るというのは、もう一番最初の全協

で申し上げたことがありましたけれど、理解はいたしますけれども、やはり上程については、

極力慎重に進めていただきたいということで、苦言を呈しておきたいと思います。 

次に、これが最後の質問になりますけれども、エントランスセンター設置後は、人吉球磨

全体としての連携が必要になってまいります。人吉球磨広域行政組合そして日本遺産活用協

議会等との連携が必要だと思います。私も広域行政組合のほうに所属をしておりますので、

今度の３月24日は議会閉会日となっておりますが、こういった広域観光についての説明もま

たあるかと思います。そういったことも踏まえて、本市のこのエントランスセンター設置後、

どのように連携を図っていくのかをお聞きをして、私は、人吉球磨広域行政組合の議会のほ

うに向かいたいと思いまして、お尋ねをいたします。 

○総務部長（井上祐太君） 御質問にお答えします。 

御指摘のとおり、旅カフェエントランスセンターは、人吉球磨全体を相良歴史回廊ミュー

ジアムという名の博物館と見立てました入り口、玄関としての機能を期待される、これはま

さにエントランスホールでございますので、その先にある展示場運営を司ります人吉球磨広

域行政組合それから日本遺産活用協議会、そして、その構成員であります町村との連携は、

今後、特に重要となってくると。それはもう言わずもがなというところでございます。また、

日本遺産活用による人吉球磨の地方創生プロジェクトという点からも、本市のみならず圏域

町村でも地方創生交付金等を活用した、日本遺産関連の事業を現在も展開をされておりまし

て、それらの事業を結びつけるためにも、当然、入り口、エントランスセンター設置は重要

性が高いと存じております。エントランスセンターの役割といたしましては、人吉球磨を訪

れる観光客への最新情報の提供、特に現地に行くための交通手段、経路、それから案内人等

の紹介、それからお客様と現地とをつなぐための地域間連携業務、これは文化財であったり

体験施設であったり観光拠点であったり物産であったり商品の販売所であったり、そういう

ものをさまざまにつないでいく連携業務、そういうことなどが上げられるところでございま

す。さらには旅行企画など、仕掛けづくりのための関係自治体との広域連携も、業務として

担っていただくこととなっております。 
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一方、広域観光の面からは、人吉球磨全体における日本遺産をテーマにした連携が根底に

ありますので、人吉球磨圏域の文化財全体を所管する日本遺産活用協議会、そして広域観光

のまとめ役であります人吉球磨広域行政組合を中心に、これまで以上に知恵を出し協力し合

うことが、この事業の成功の鍵となってくるものと存じます。広域的な取り組みがこの事業

の理想形であり、また完成形でもございますので、関係団体からの支援及び相互同意による、

応分の負担もお願いしなければならないと存じております。久しく忘れかけておりました人

吉球磨は１つを合い言葉に、一体となった取り組みを進めてまいりたいと存じます。 

以上、お答えいたします。（「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） ８番。井上光浩議員。 

○８番（井上光浩君） やはり官民一体となって連携を図っていただいて、１つになっていた

だく。これは松岡市長もよく１つになって進めていきたいということは、この議場でもよく

述べられておりました。そういったことも踏まえながら、私どもも人吉市議会の議員であり

ますけれども、広域行政組合のほうにも出向きますので、そういったことも頭に入れながら

取り組んでいきたい、協力できる部分は協力していきたいと思っております。人吉市、なか

なかおもしろい歴史あるまちだと思います。こういった人吉歴史研究というものをいただき

ましたので、隅から隅まで読ませていただきました。焼酎墓の話につきましては新聞にも報

道がありました。私も飲み助でありますので、大変こういった歴史を聞く機会がなかなか今

までありませんでしたので、こういったことも、日本遺産の１つの大事なものであると認識

しているところでございます。これにつきましては、もう市長の答弁をいただきませんけれ

ども、やはり、今後、市長が熊本大学出身でございますので、楷の木という木を御存じでご

ざいますか。熊大医学部の卒業生が入られる会がございます。楷樹会というのがございます。

植樹しまして10年まではもう幹も葉も異形的でありますけれども、10年たちますと大変な大

きな羽ぶりのいい木になると言われたことから、そういうふうに名づけられているそうでご

ざいます。書道の楷書の楷の由来にもなっているという木でありますが、そういったふうに

いろいろあるけれども、大きな木になっていただければと思うところであります。 

少し長くなりましたけれども、花も嵐も乗り越えていよいよ３月31日に退職される職員の

皆様方、どうぞいつまでもお元気で、人吉市政に御尽力いただきますことをお願い申し上げ

まして、私の一般質問を終わります。 

○議長（田中 哲君） 以上で、一般質問は全部終了いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

追加日程 議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第10号） 

○議長（田中 哲君） 次に、議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第10号）を議題

といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 本日追加提案をされまして、今さっきまで質疑をしようかどうかずっ

と悩んでいたんですが、先ほど井上議員の、全員協議会と本会議での発言の重みは違うとい

うふうな発言を聞きまして、これは後悔したらまずいと思いましたので、１点、気になって

いる点について、質疑をしておきたいと思っています。 

ただ、議第32号それから議第33号について、関連する質疑になりますので、合わせて質疑

をしたいと思いますけれども、議長よろしいでしょうか。同じ質問になりますので、議第33

号も含めて質疑をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（田中 哲君） 次に議第33号がありますから、そのときに。 

○12番（笹山欣悟君） ただ同じ質疑になりますので、求めることは同じですので、関連を含

めて質疑をさせてくださいということです。よろしいでしょうか。 

○議長（田中 哲君） しかし、まだ議第33号は議題としておりませんので、できましたら

別々としてください。 

○12番（笹山欣悟君） 求めることは一緒です。 

○議長（田中 哲君） 求めることは同じとしてもですね。まだ……。 

○12番（笹山欣悟君） わかりました。私の立場で質問させていただきます。 

議第33号の部分についても同じ趣旨がありますので、私のほうからは含めて、合わせて質

疑をさせていただきたいというふうに思います。 

本日、議第32号につきましては、一般会計予算の中で、西瀬小学校の水道水流出の部分に

ついての予算が計上されました。このことにつきましては、私の議案質疑が発端となって、

本日のこういった追加予算での計上というふうな形になったわけですよね。その中で、教育

長は、失念だったというふうなことで謝罪をされましたし、市長は、やはり慎重に取り扱わ

なければいけなかったけれども、いろんな問題があって対応についての適切さとか丁寧さと

か、正確さが欠けていたというふうなことで謝罪もされたわけなんですね。こういったこと

がないようにということで話をされましたし、議第33号の景観計画等策定審議会条例につい

ては、経済建設委員会の協議会の中で私が発言をしたことによって、その中で検証されなが

ら、今回、改めて条例の制定という形でなりました。昨日の全員協議会の中で、市長は、経

過を説明をされながら謝罪をされました。こういった不手際があったというふうなことで謝

罪もされたわけですよね。ただ、この件については、新聞紙上等を読む中で、はっきりと市

長が諮問書を手渡したというふうに記事に掲載されているわけですよね。ということは、市

長が諮問書を手渡しをされるということであれば、その時点で市長がおのずと気づかなけれ

ばいけなかった部分はあるんじゃないんでしょうか。市長も議員を経験されていらっしゃい

ます。諮問書を手渡すということであれば、議会の議決が当然条例として必要になるという

ことが、おのずとわかることじゃなかったのかなと私は思うわけですね。そこで一言、市長
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が、これ議会の議決は経てるのというふうに一言問い合わされたときに、振り返ってみて、

いや、していないからということで、そこでもしかしたらとまっていたかもしれません。で

も今こういった状況にきて、私も疑問があっておかしいということでやって、こういった形

で仕切り直しをしながら、改めての条例としての提案という形なんですよね。そういったこ

とを考えますと、私は議案質疑のときに、やっぱり議会に対して責任ある対応をお願いした

いというふうに要望しておりましたが、ならば、そういった今回の失念について、失念がず

っと続いていたなら、いつ計上されるかわからなかった。もしかしたらそのまま何もわから

ない中で進んでいたかもしれません。こういったことは、やっぱり市民の方も非常にやっぱ

りいろんな問題が取り上げてありましたので、関心もあったと思っていますし、大変、額に

かかわらず大きな問題だと思っております。失念についてはですね。もしくは、この条例の

制定についての不手際、これについてはやっぱり大きな、これは議会に対しての大きな問題

であると私は思っているんですね。そういった部分を考えますと、謝罪はそれぞれに教育長、

市長されましたけれども、謝罪だけで果たしてこれでいいのかという疑問がずっと私ありま

した。そこで今回のこういった一連の部分に対して、市長として責任はどういうふうに感じ

ておられるのか。これだけお尋ねしておきたいと思います。 

○市長（松岡隼人君） お答えいたします。 

確かに笹山議員がおっしゃいますように、この西瀬小学校のプール水道水の流出事故、そ

して、今回の景観条例策定に当たります審議会条例の設置等につきましては、最終的には、

私に責任があるというふうに考えております。おっしゃいますとおり、本来、条例で制定す

べきだった審議会に関しましても、最終的には、例えば審議会のメンバー等々は、私が決裁

をしておるわけでございますから、その中で、私がそのときに気づいておれば条例を設置し

ていないので、これは要項ではだめだというふうに気づいておれば、今回のようなことは起

きなかったというふうに捉えているところでございます。今後はこのようなことがないよう

に、しっかりと再度気を引き締めながら市政運営に携わっていきたいと、そのように考えて

おります。 

以上、お答えいたします。（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 12番。笹山欣悟議員。一般質問にはならないようにお願いします。 

○12番（笹山欣悟君） 市長の気持ちだけ私は聞きたかったわけです。やはり、そういった責

任をどういった形でとられるのか。やっぱり議会としてきちんとした対応をしなければいけ

ませんので、あとはそれぞれ委員会の審査の中で、果たして本当にこの謝罪だけでよかった

のか。今の市長の答弁だけで果たして責任がとれるのか。それはまた委員会の審査になると

思ってます。そこはやっぱり十分に私は執行部が考えていただきたい。そういうことを申し

上げて終わります。 

○議長（田中 哲君） ほかにありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 
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ほかにないようでございますので、以上で、質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

追加日程 議第33号人吉市景観計画等策定審議会条例の制定について 

○議長（田中 哲君） 次に、議第33号人吉市景観計画等策定審議会条例の制定についてを議

題といたします。 

本案について質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

日程第２ 委員会付託 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第２、委員会付託を行います。 

お諮りいたします。議第１号から議第33号までの31件を一括して各委員会に付託すること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、各議案を局長より付託いたします。 

○議会事務局長（赤池謙介君） それでは、委員会付託事項を申し上げます。 

付託事項は、お手元に配付しております平成29年３月第１回人吉市議会定例会各委員会付

託事項表のとおりでございます。 

なお、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第９号）につきましては、３ページ

の［別記１］に記載のとおり、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算につきましては、４

ページの［別記２］に記載のとおり、議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第10

号）につきましては、５ページの［別記３］に記載のとおり、それぞれ各委員会付託でござ

います。また、継続審査となっております陳情の件名等につきましては、参考として６ペー

ジに記載してありますので、念のため申し上げます。 

なお、人事案件につきましては委員会付託はございません。 

以上でございます。 

─────────────────────────────── 
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各委員会付託事項表 

議第１号 平成28年度人吉市一般会計補正予算（第９号）      各委［別記１］ 

議第２号 平成28年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）  厚生 

議第３号 平成28年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）   厚生 

議第４号 平成28年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第５号）      厚生 

議第５号 平成28年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）  厚生 

議第６号 平成28年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号）      厚生 

議第７号 平成28年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）   厚生 

議第８号 平成28年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号）      経建 

議第９号 平成28年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）  経建 

議第10号 平成29年度人吉市一般会計予算             各委［別記２］ 

議第11号 平成29年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算        総文 

議第12号 平成29年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算         厚生 

議第13号 平成29年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算          厚生 

議第14号 平成29年度人吉市介護保険特別会計予算             厚生 

議第15号 平成29年度人吉市介護サービス事業特別会計予算         厚生 

議第16号 平成29年度人吉市水道事業特別会計予算             厚生 

議第17号 平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算          厚生 

議第18号 平成29年度人吉市国民宿舎特別会計予算             経建 

議第19号 平成29年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算         経建 

議第20号 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

     ついて                            総文 

議第21号 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する 

     条例の制定について                      総文 

議第22号 人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の 

     制定について                         総文 

議第23号 人吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条 

     例の制定について                       総文 

議第24号 人吉市個人情報の保護に関する条例及び人吉市行政手続におけ 

     る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基 

     づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一 

     部を改正する条例の制定について                総文 

議第25号 人吉市総合計画策定審議会条例等の一部を改正する条例の制定 

     について                           総文 

議第26号 人吉市公民館条例及び人吉市コミュニティセンタ一条例の一部 

     を改正する条例の制定について                 総文 

議第27号 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改 

     正する条例の制定について                   厚生 
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議第28号 人吉市税条例等の一部を改正する条例の制定について       厚生 

議第29号 人吉市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の 

     制定について                         厚生 

議第32号 平成28年度人吉市一般会計補正予算（第10号）      各委［別記３］ 

議第33号 人吉市景観計画等策定審議会条例の制定について         経建 
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［別記１］ 
 

議第１号 平成28年度人吉市一般会計補正予算（第９号） 

○予算委員会    第１条 歳入予算の補正（全款） 

          第５条 地方債の補正 

○総務文教委員会  第１条 歳出予算の補正 

              １款 議会費 

              ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民基 

                     本台帳費を除く） 

              ９款 消防費 

              10款 教育費 

              11款 災害復旧費（４項 文教施設災害復旧費及び 

                       ５項 その他公共施設公用施設 

                       災害復旧費） 

              12款 公債費 

              13款 諸支出金 

              14款 予備費 

          第２条 継続費の補正（10款 教育費） 

          第３条 繰越明許費の補正（２款 総務費（１項 総務管理 

                       費）、10款 教育費及び11款  

                       災害復旧費（５項 その他公共 

                       施設公用施設災害復旧費） 

          第４条 債務負担行為の補正（２款 総務費） 

○厚生委員会    第１条 歳出予算の補正 

              ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民基 

                     本台帳費） 

              ３款 民生費 

              ４款 衛生費 

○経済建設委員会  第１条 歳出予算の補正 

              ６款 農林水産業費 

              ７款 商工費 

              ８款 土木費 

              11款 災害復旧費（３項 公共土木施設災害復旧費） 

          第２条 継続費の補正（８款 土木費） 

          第３条 繰越明許費の補正（６款 農林水産業費、７款 商 

                       工費、８款 土木費及び11款  

                       災害復旧費（２項 農林水産施 

                       設災害復旧費及び３項 公共土 

                       木施設災害復旧費）） 

          第４条 債務負担行為の補正（７款 商工費） 



- 331 - 

［別記２］ 
 

議第10号 平成29年度人吉市一般会計予算 

○予算委員会    第１条 歳入予算（全款） 

          第４条 地方債 

          第５条 一時借入金 

          第６条 歳出予算の流用 

○総務文教委員会  第１条 歳出予算 

              １款 議会費 

              ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民基 

                     本台帳費を除く） 

              ９款 消防費 

              10款 教育費 

              11款 災害復旧費（４項 文教施設災害復旧費及び 

                       ５項 その他公共施設公用施設 

                       災害復旧費） 

              12款 公債費 

              13款 諸支出金 

              14款 予備費 

          第３条 債務負担行為（２款 総務費） 

○厚生委員会    第１条 歳出予算 

              ２款 総務費（２項 徴税費及び３項 戸籍住民基 

                     本台帳費） 

              ３款 民生費 

              ４款 衛生費 

              ５款 労働費（１項２目 シルバー人材センター費） 

              11款 災害復旧費（１項 厚生労働施設災害復旧費） 

○経済建設委員会  第１条 歳出予算 

              ５款 労働費（１項１目 人吉球磨地域技能振興費） 

              ６款 農林水産業費 

              ７款 商工費 

              ８款 土木費 

              11款 災害復旧費（２項 農林水産施設災害復旧費 

                       及び３項 公共土木施設災害復 

                       旧費） 

          第２条 継続費（８款土木費） 
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［別記３］ 
 

議第32号 平成28年度人吉市一般会計補正予算（第10号） 

○予算委員会    第１条 歳入予算の補正（全款） 

          第３条 地方債の補正 

○総務文教委員会  第１条 歳出予算の補正 

              ２款 総務費 

              10款 教育費 

              14款 予備費 

          第２条 繰越明許費の補正（２款総務費） 
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─────────────────────────────── 

○議長（田中 哲君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

午後５時48分 散会 
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平成29年３月第１回人吉市議会定例会会議録（第６号） 

平成29年３月28日 火曜日 

─────────────────────────────── 

１．議事日程第６号 

平成29年３月28日 午前10時 開議 

 日程第１ 議第20号 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の 

           制定について 

 日程第２ 議第21号 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改 

           正する条例の制定について 

 日程第３ 議第22号 人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する 

           条例の制定について 

 日程第４ 議第23号 人吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正 

           する条例の制定について 

 日程第５ 議第24号 人吉市個人情報の保護に関する条例及び人吉市行政手続 

           における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 

           する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提 

           供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議第25号 人吉市総合計画策定審議会条例等の一部を改正する条例 

           の制定について 

 日程第７ 議第26号 人吉市公民館条例及び人吉市コミュニティセンター条例 

           の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議第27号 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議第28号 人吉市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第10 議第29号 人吉市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する 

           条例の制定について 

 日程第11 議第33号 人吉市景観計画等策定審議会条例の制定について 

 日程第12 議第１号 平成28年度人吉市一般会計補正予算（第９号） 

 日程第13 議第32号 平成28年度人吉市一般会計補正予算（第10号） 

 日程第14 議第２号 平成28年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算 

           （第５号） 

 日程第15 議第３号 平成28年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

           ２号） 

 日程第16 議第４号 平成28年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

各委 

各 

各委 

 

経建 

総文 

厚生 

厚生 
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 日程第17 議第５号 平成28年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算 

           （第４号） 

 日程第18 議第６号 平成28年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第19 議第７号 平成28年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算 

           （第４号） 

 日程第20 議第８号 平成28年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議第９号 平成28年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算 

           （第２号） 

 日程第22 議第10号 平成29年度人吉市一般会計予算 

 日程第23 議第11号 平成29年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算 

 日程第24 議第12号 平成29年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第25 議第13号 平成29年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第26 議第14号 平成29年度人吉市介護保険特別会計予算 

 日程第27 議第15号 平成29年度人吉市介護サービス事業特別会計予算 

 日程第28 議第16号 平成29年度人吉市水道事業特別会計予算 

 日程第29 議第17号 平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第30 議第18号 平成29年度人吉市国民宿舎特別会計予算 

 日程第31 議第19号 平成29年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第32 議第30号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める 

           ことについて 

 日程第33 議第31号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める 

           ことについて 

 日程第34 陳第４号 人吉西小学校開校130～140周年記念事業に伴う急傾斜崖 

           崩れ防止工事施工の陳情 

 日程第35 市庁舎建設に関する特別委員会委員長の報告 

 日程第36 治水・防災に関する特別委員会委員長の報告 

 日程第37 人吉球磨広域行政組合議会の報告 

 日程第38 人吉下球磨消防組合議会の報告 

 日程第39 委員会の閉会中の継続審査及び調査について 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

２．本日の会議に付した事件 

 ・日程第１から日程第39まで議事日程のとおり 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

３．出席議員（18名） 

経建 

総文 

厚生 

総文  

各委 

 

経建 



- 339 - 

              １番  塩 見 寿 子 君 

              ２番  宮 原 将 志 君 

              ３番  高 瀬 堅 一 君 

              ４番  大 塚 則 男 君 

              ５番  宮 﨑   保 君 

              ６番  平 田 清 吉 君 

              ７番  犬 童 利 夫 君 

              ８番  井 上 光 浩 君 

              ９番  豊 永 貞 夫 君 

              10番  西   信八郎 君 

              11番  本 村 令 斗 君 

              12番  笹 山 欣 悟 君 

              13番  福 屋 法 晴 君 

              14番  村 上 恵 一 君 

              15番  永 山 芳 宏 君 

              16番  三 倉 美千子 君 

              17番  仲 村 勝 治 君 

              18番  田 中   哲 君 

  欠席議員 なし 

─────────────────────────────── 

４．説明のため出席した者の職氏名 

           市 長    松 岡 隼 人 君 

           副 市 長    松 田 知 良 君 

           教 育 長    末 次 美 代 君 

           総 務 部 長    井 上 祐 太 君 

           市 民 部 長    今 村   修 君 

           健康福祉部長    村 口 桂 子 君 

           経 済 部 長    福 山 誠 二 君 
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午前10時 開議 

○議長（田中 哲君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立いたしました。よって、これより会議を開きます。 

議事に入ります。 

議事日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程の追加について 

○議長（田中 哲君） ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 

議案の訂正についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案の訂正についてを日程に追加し、直ちに議題といたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 追加日程 議案の訂正について 

○議長（田中 哲君） 執行部より、議案の訂正についての説明を求めます。 

○市長（松岡隼人君）（登壇） 皆様、おはようございます。貴重なお時間をいただきまして、

まことに申しわけございません。議長のお許しをいただきましたので、御提案申し上げてお

ります予算案の訂正をお願いいたしたいと存じます。 

訂正いたしますのは、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算案のうち、事項別明細書の

３.歳出でございまして、説明内容の訂正をお願いするものでございます。なお、歳入歳出

予算の総額に変更はございません。詳細につきましては、所管の責任者から御説明を申し上

げます。 

何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げます。 

○総務部長（井上祐太君）（登壇） 議員の皆さん、おはようございます。それでは、お手元

にお配りをいたしております正誤表、議案の訂正についてというペーパーをお渡ししている

かと思いますけども、それに従いまして、説明のほうをさせていただきたいと思います。 

今回の誤りのところでございますが、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算案で、予算

書のこれは116ページを抜粋したものでございます。事項別明細書のところに、訂正前と訂

正後ということで比較をさせていただいております。10款教育費、２項小学校費、１目学校

管理費、１節報酬でございます。説明欄の中の学校運営協議会委員報酬、これが訂正前が10

人分となっておりますところを、訂正後でございますけども、20人分に訂正をお願いするも

のでございます。 

この理由でございますけども、学校運営協議会、小学校のほうは人吉東小学校と東間小学

校、２校でそれぞれ10名ずつ、合計20名でありますが、誤って10名と記載をしたことに伴う
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訂正でございます。なお、予算のほうは20名で計上いたしておりますので、変更はございま

せん。この10名が20名に変わることによって、委員報酬の数字、27人分が10名プラスになっ

て37人分になるということでございます。 

裏のページが141ページになります。給与費明細書でございまして、これも訂正前と訂正

後を対比させて記載をいたしております。この中で変更になるところは、その他の特別職と

いうところでございまして、先ほど10名プラスになった関係で、訂正前の1,868名が1,878名

ということで訂正になり、その関係で、計、それから比較のところの数字が変わっていくと

いうような状況でございます。 

議員各位には、大変御迷惑をおかけいたしまして、まことに申しわけございません。今後、

議案の上程に当たりましては、内容を十分精査の上、しっかり上程させていただきたいと思

いますので、何とぞ今回の訂正、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 哲君） 以上で、議案の訂正についての説明は終了いたしました。 

お諮りいたします。ただいまの議案の訂正については、これを承認することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案の訂正については、これを承認することに決しました。 

執行部に申し上げます。議案につきましては、その重要性に鑑み、作成過程においては、

担当課及び部内における精査はもちろんのこと、横断的なチェックを二重三重にも行い、今

後、このような訂正事案が発生しないよう取り組まれることをお願いいたします。 

それでは、議事日程に従い、各委員長の報告を求め、順次採決いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第１ 議第20号から日程第７ 議第26号まで 

○議長（田中 哲君） まず、日程第１、議第20号から日程第７、議第26号までの７件を議題

とし、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

10番。西信八郎議員。 

○10番（西信八郎君）（登壇） 皆様、おはようございます。総務文教委員会に付託されまし

た日程第１、議第20号から日程第７、議第26号までの７件につきまして、審査の結果の主な

ものを報告いたします。 

まず、日程第１、議第20号人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、昨年８月に行われました人事院勧告に基づいて、職員の扶養手当に関し、人事院

勧告に準じた改正を行うものです。 

人事院勧告においては、配偶者及び子に対する扶養手当について、民間企業における配偶

者に家族手当を支給する事業所の割合や、公務における配偶者を扶養親族とする職員の割合
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が減少傾向にあること、近年、配偶者に係る手当の見直しを行った事業所の約半数において、

配偶者について特別の取り扱いをしない方式が採用されていることを踏まえれば、配偶者に

係る手当額を他の扶養親族と同額まで減額することが適当である。また、子に要する経費の

実情や、国や自治体全体として少子化対策が推進されていることに配慮すれば、子に係る扶

養手当を充実させることが適当であり、配偶者に係る手当額を減額することによる原資を用

いて、子に係る扶養手当額の引き上げを行うこととされました。改正は、平成29年度、平成

30年度と段階的に行われ、平成30年度には子が１万円、配偶者は6,500円となります。 

また、これまでは配偶者がいない場合に、子、孫や父母等に対する扶養手当額について、

そのうち１人については4,500円が加算されていましたが、改正後は加算がなくなります。

子のうち、高校生、大学生の子に係る加算額は従来どおり5,000円となります。また、地域

手当の支給割合を段階的に引き上げる改正も行われております。 

委員からの質疑に対して、今回の改正で、扶養手当がプラスになる人、マイナスになる人

の人数は明確にわからないが、金額としては当初予算の昨年度と今年度の比較では260万円

の増額となる。年間の影響額は、減額となる人が最大で７万8,000円、増額となる人が最大

で４万2,000円である。人事院で民間の給与実態調査を行った上での改正である。平成28年

11月の時点で扶養手当を支給されている職員の数は、配偶者に対して扶養手当を支給されて

いる職員が57名、子に対して扶養手当を支給されている職員が150名、子の人数は289名であ

るという答弁があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

次に、日程第２、議第21号人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、地方公務員の育児休業等に関する法律などが改正されたことに伴い、

条例の一部を改正するものです。 

改正の内容としましては、１点目が、育児上の勤務の特例を申請できる子の範囲の拡大、

２点目が、介護休暇の期間の見直し、３点目が、１時間を単位として取得することができる

介護時間の創設となっております。その他、所要の改正が行われております。 

委員からの質疑に対し、介護休暇に関しては、介護を必要とする親族がいるという届け出

を事前にしていただく必要があるという答弁があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

次に、日程第３、議第22号人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、育児休業の対象となる子の範囲の拡大、育児休業の取得が可能となる非常

勤職員の範囲の拡大、非常勤職員の部分休業を承認できる事由の追加を主な内容とするとい

う説明があっております。 

委員からの質疑に対して、育児休業の時間は無給となるという答弁があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 
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次に、日程第４、議第23号人吉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、国家公務員における配偶者同行休業の改正に準じて、市職員について

も同様の改正を行うものです。 

同行休業とは、職員の配偶者が外国で勤務するなどして、外国に一定の期間滞在する場合

に、職員が一緒に外国に滞在して生活をともにする場合の休業ですが、本市職員の場合、同

行休業の事例はありません。 

改正の内容は、同行休業ができる期間は延長することができ、その延長も条例に定める特

例の事情がある場合は、一回延長した申請期間を再度延長することができるとされています。

この条例に定める特別の事情という部分は定められていませんでしたが、昨年12月に国家公

務員における特別の事情が定められたので、国家公務員に準じて条例の改正を行うものです。 

委員からの質疑に対して、同行休業期間は公務員という身分は保障されるが、無給である

という答弁があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

次に、日程第５、議第24号人吉市個人情報の保護に関する条例及び人吉市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定については、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに基づき、人

吉市個人情報の保護に関する条例、人吉市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の２

本の条例を同時に改正するものでございます。 

改正の内容としましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に新たに第26条が加えられましたことから、条文の移動があり、その条文を人吉

市個人情報の保護に関する条例で引用している部分の改正などです。また、同法律の第19条

の改正では、第８号が新たに加えられ、第８号が第９号に、第９号が第10号に繰り下げられ

る改正が行われており、この部分を人吉市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例で引

用している部分の改正です。 

なお、条例の施行日については、国の法律の施行日に合わせた平成29年５月30日との説明

があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

次に、日程第６、議第25号人吉市総合計画策定審議会条例等の一部を改正する条例の制定

については、４月１日から行う市の組織機構改革により、総務部が所管している審議会等に

ついて、企画政策部が所管することに伴い、関係する条例の改正を行うものです。 

また、市庁舎建設準備室については、４月から市庁舎建設推進室という名称に改めるため、
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人吉市庁舎等移転建設審議会の事務局を市庁舎建設推進室に改める改正を行うという説明が

あっております。 

委員から部署の配置について質疑がありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

次に、日程第７、議第26号人吉市公民館条例及び人吉市コミュニティセンター条例の一部

を改正する条例の制定については、人吉市大塚公民館及び大塚コミュニティセンターを人吉

市東間公民館大塚分館及び人吉市東間コミュニティセンター大塚分館に位置づけることに伴

い、条例の一部を改正するものです。 

委員からの質疑に対して、公民館とは建物を指し、校区公民館とは公民館活動のことを指

す。名称の変更について、住民の理解は得られているという答弁があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第20号から議第26号までの７件について、総務文教委員長

報告どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第20号、議第21号、議第22号、議第23号、議第24号、議第25号、議第26号は、

原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第８ 議第27号から日程第10 議第29号まで 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第８、議第27号から日程第10、議第29号までの３件を議題

とし、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君）（登壇） 皆様、おはようございます。厚生委員会に付託されました

日程第８、議第27号から日程第10、議第29号までの３件につきまして、審査の結果の主なも

のを報告いたします。 

まず、日程第８、議第27号人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定については、毎年度、伺いを立てて支払ってきた乳幼児健診に従事してい

ただく小児科医、歯科医の報酬を条例上に新たに規定し、また、国民健康保険運営協議会の

年額報酬を日額報酬へと改めるものです。 
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委員からの質疑に対し、市として、他の協議会と同様に、日額報酬へと改めるものであり、

理解は得られているとの説明がありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第９、議第28号人吉市税条例等の一部を改正する条例の制定については、消費

税率引き上げ時期が延期されたことに伴い、昨年３月31日に専決処分で条例改正した項目、

１、自動車取得税の廃止と軽自動車税環境性能割の創設、２、法人住民税の交付税原資化、

３、住宅ローン減税について、施行期日の変更、文言の訂正、適用期限を延長するために、

条例の一部を改正するものです。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第10、議第29号人吉市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、子ども医療費の完全無料化とするための条例改正案ですが、今議会におい

て、数名の議員が一般質問をされ、市民の方も関心が高い案件でありますので、少し詳しく

審査の結果を報告いたします。 

この案件については、２月の厚生委員会協議会において、制度改正案の概要説明があって

おります。その際、今議会で厚生委員会に付託されることがあらかじめ予想されたため、さ

まざまな質疑に対応できるよう資料の準備をお願いしていたところです。 

委員会の審査では、主に今後の財政負担の見通しや、無料化による医療費の伸びに関する

質疑がありました。執行部からは、今回対象となる小学１年生から中学３年生までの数が約

2,600名で、児童・生徒数は微減している現状であるため、今後、市の負担となる医療費は

横ばいと見込んでいるとの説明がありました。 

執行部が見込む横ばいという今後の負担について、その根拠となる具体的な数値、例えば

向こう５年間の児童・生徒数の推移、それに伴う医療費の推計値、そういった具体的な根拠

となる数値を求めたところ、資料を持ち合わせていないということでしたので、他市の無料

化導入後の状況調査と、次回の審査に財政課長の同席を同時に求め、一旦この案件について

は保留としました。 

途中、ほかの案件の審査を挟み、資料がそろったということで、審査を再開し、最近無料

化を実施した八代市、上天草市の状況、教育委員会が調べている向こう５年間の児童・生徒

数の推移、その数値による医療費総額などの推計値、また、平成26年７月診療分から、助成

範囲を拡大した後の医療費助成額、自己負担額の実績値の報告がありました。その資料から

判断しても、確かに児童・生徒数は微減傾向にあり、それに伴う医療費助成額の推計値も減

少傾向と見込んであります。また、平成26年度の制度改正後の助成額も減少している状況で

ありました。しかし、報告された２市は、導入後、間もなく、その後の動向が不明であった

ため、市に限らず、四、五年前に導入された町村の状況などの報告を求める者もありました。 

財政課長からは、今回の提案に当たっての財源の裏づけについて詳しく説明をいただきま
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した。内容は、今後の人口構造の変化や、財源確保、この２点をしっかりと押さえた上で提

案した。まち・ひと・しごと創生総合戦略の中では、2010年が基準の年で、30年後は０歳か

ら14歳の数が半減と予想。それからすると、全年齢層も減少すると想定される。医療にかか

るのは年齢が低いほど多く、年齢が上がるにつれて段階的に減る。無料化による受診率の伸

びが考えられるが、しっかりと注意しながら医療費の推移を見ていく。クリーンプラザの償

還が平成29年度で終わる。15年間の延長により大規模改修も見込まれるが、急激な負担増と

ならないように協議し、平準化に努める。こういったことをきちんと押さえた上で判断して

いるといったものでした。 

その後の質疑において、段階的な無料化に対する考え方は内部でも検討したが、６歳まで

の子供が受診される割合が多く、それ以降は少なくなる。第５次総合計画後期基本計画の中

で平成32年度までに無料化実施をうたっているので、短期間にさらなる制度改正となると、

医療機関への説明と理解が必要となる。財政当局とも協議の結果、財源的な裏づけができた

ので、今回の提案となったとの説明がありました。 

さまざまに議論がなされてきた状況において、委員から、性急に結論を出すのではなく、

慎重を期するため、また、議論を整理するためにも時間をいただきたいとの申し出がありま

したので、１日目の審査はこれで終了としました。 

２日目の審査は、まず、球磨郡町村の医療費無料化導入による影響について報告がありま

した。それによると、受診がしやすくなることからの影響については不明、または、変化な

しとの自治体が約半数ずつ、医療費の推移は、細かい分析まではしていないが、ふえた自治

体もある中、ほとんどの自治体が横ばい、または減少傾向とのことでした。 

質疑を終了し、意見を求めたところ、本来は国、県がやることだが、各自治体独自に取り

組んでおり、本市もやっと進んだ施策で歓迎したい。しかし、受診の誘発が予想されるが、

かといって受診抑制があってはならない。また、経済の格差が健康の格差となってはならな

いなどといった意見ありました。 

最後に、この案件に対して決議した意見がありますので、厚生委員会の総意として報告い

たします。 

子ども医療費の完全無料化に要する財源の確保については、平成28年熊本地震による市庁

舎建設に対する状況の変化や、人吉球磨広域行政組合負担金の軽減により見通しが立ったこ

とによるとの説明があるが、一方で、将来人口の減少による自主財源の確保問題や、今後も

見込まれる扶助費の増大、また、クリーンプラザの大規模改修による負担金の増加も予想さ

れるなど、決して楽観的に捉えることはできない。ただ、子育て世代の負担軽減策として、

また、少子化対策の有効な施策として、長年の懸案事項であった本条例改正案が提案された

ことについては十分に理解するところである。このようなことから、今後も厳しい財政運営

が見込まれる中において、市民に対しても財政状況を広く説明され、将来を見据えた計画的
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な市政に取り組み、他の施策に支障を来さないよう、さらなる健全財政に努められること。 

以上、報告しましたとおり、２日間にわたり審査しました結果、全員異議なく原案のとお

り認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「議長、12

番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君） 議第27号について、ちょっとお尋ねをしておきたいと思っています。 

議第27号については、第１条については、それぞれの嘱託医の新たな追加規定だというふ

うに、これ今、受け取ったところなんですが、新たな追加規定で、平成29年の４月から施行

すると。ただ、この嘱託医、乳幼児健康診査もしくは歯科健康診査、また、乳幼児歯科健康

診査、それからフッ化物塗布については、平成28年度もしくは平成27年度も行われてきたと

思っています。その部分については、どの規定に基づいて報酬支払いをされていたのか、ち

ょっとわかりませんでしたので、この点を教えていただきたいと思います。 

○議長（田中 哲君） ここで暫時休憩いたします。 

午前10時30分 休憩 

─――――――──── 

午前10時52分 開議 

○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） 笹山議員の御質問にお答えいたします。 

先ほどの御質問は、乳幼児健診に伴う報酬は何を根拠に支払っていたかとのことでしたが、

執行部からの説明では、人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表第１の中

において、その他の非常勤職員として、予算の範囲内で市長が定める額として、毎年、市長

決裁にて支払っていたとのことです。 

今回の見直しは、ほかの医師等の報酬と同様に、明確に条例上に区分及び報酬額を規定す

るもので、額については、これまでと同額との説明があったところです。 

以上、御質問にお答えいたします。 

○議長（田中 哲君） ほかにありませんか。（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

７番。犬童利夫議員。 

○７番（犬童利夫君） 先ほど議第29号について、人吉市子ども医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例については、詳細に多方面から議論があって、報告があったところで、理

解したところでもございますけれども、この医療費の負担の支払方法について、他市町村で

受診した場合に、その医療費の支払いについてはどうなのか、議論があったのか、ちょっと
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お尋ねいたします。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 哲君） 16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君） 今、犬童議員の質問ですけども、支払方法などの質問はありません

でした。 

以上です。 

○議長（田中 哲君） ほかにありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、以上で質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第27号から議第29号までの３件について、厚生委員長報告

どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第27号、議第28号、議第29号は原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第11 議第33号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第11、議第33号を議題とし、経済建設委員長の報告を求め

ます。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君）（登壇） 皆様、こんにちは。経済建設委員会に付託されました日程第

11、議第33号人吉市景観計画等策定審議会条例の制定について、審査の結果を報告いたしま

す。 

本議案は、地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）第138条の４、委員会委員の設置、

第３項の規定により、地方公共団体の執行機関の附属機関として人吉市景観計画等策定審議

会を設置するため、新たに条例を制定するものです。 

執行部から、人吉市景観計画等策定審議会は、学識経験を有する者、景観計画に係る団体

及び関係機関の代表者、その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱または任命す

る委員15人以内をもって組織され、景観法（平成16年６月18日法律第110号）に基づく本市

の景観計画の策定に関すること、景観計画に基づく景観条例の策定に関すること、その他本

市の景観形成に関し、市長が必要と認める事項を調査及び審議することを所掌事務とし、審

議会委員の任期は、その委嘱または任命の日から当該委員の委嘱または任命に係る当該事項

の調査及び審議が終了する日までとしているとの説明がありました。 

審査の過程において、委員から、本条例が制定されていない状態で、人吉市景観計画策定

審議会要項をもって審議会委員を選任し、景観条例を策定、審議することはできないのでは

ないか。また、市長は本議会において、今回の事務手続の誤りの最終的な責任は自分にある

との答弁であったが、具体的にどのような責任をとるのかとの質問に対し、執行部から、本
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来であれば、本条例を本議会定例会に上程後、議会成立を待って、審議会委員を選任し、そ

の後、速やかに審議会を設置して諮問を諮るべきであった。また、具体的には協議していな

いが、市長と協議したいとの答弁がありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第33号について、経済建設委員長報告どおり決するに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第33号は、原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第12 議第１号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第12、議第１号を議題とし、各委員長の報告を求めます。 

まず、予算委員長の報告を求めます。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君）（登壇） 日程第12、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第

９号）のうち、予算委員会に付託されました第１条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全款並

びに第５条地方債の補正について、審査の結果の主なものを御報告いたします。 

今回の歳入予算の補正は、8,392万8,000円を減額し、歳入予算の総額を164億5,959万

4,000円とするものです。今回の予算は、国、県の補助事業の確定や、最終見込みによるも

ののほか、国の補正予算に係る事業費などであります。 

委員から、カルチャーパレス使用料や個人番号カード交付事業費補助金、地域づくり夢チ

ャレンジ推進事業費補助金、子どもための教育・保育給付費負担金、障害児通所支援事業費

負担金、生活のしづらさなどに関する調査費委託金、地域未来塾実施事業費補助金などにつ

いて質疑があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 次に、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、10番」と呼ぶ者

あり） 

10番。西信八郎議員。 
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○10番（西信八郎君）（登壇） 日程第12、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第

９号）のうち、総務文教委員会に付託されました歳出予算及び繰越明許費の補正、債務負担

行為の補正につきまして、審査の結果の主なものを報告します。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の増額補正は、19節負担金、補助及び交付

金の人吉市地方バス運行等特別対策補助金や、人吉市くま川鉄道経営安定化補助金が主なも

のです。 

９款、１項消防費、３目消防施設費の減額補正は、15節工事請負費における防火水槽築造

工事１基を予定していましたが、防火水槽を設置するために必要となる用地の確保ができな

かったことによる減、及び18節備品購入費において、小型動力ポンプ積載車３台分の入札残

による減です。 

委員からの質疑に対して、防火水槽の用地は約100平米が必要で、水槽を大型クレーンで

つるので、電線等の支障のないところになる。地域的に人吉市内を11区に分け、消火栓と防

火水槽を配置している。消火に当たっては、防火水槽40トン槽で20分から25分で使い切るが、

水を補給しながら使用する。小型動力ポンプ積載車は、人吉市消防団３分団２部のオートマ

車が470万円、３分団３部のマニュアル車が430万円、５分団３部の軽自動車が227万2,000円

で、入札残が発生したという答弁があっております。 

10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費の減額補正は、１節報酬は、外国語指導助手

や各支援員などが退職や育児休業など雇用期間が短かったりしたことにより減額するもので

す。 

委員からの質疑に対して、学校の協力や途中採用を行い、学校現場での影響はなかったと

いう答弁があっております。 

２項小学校費、１目学校管理費は、11節需用費の上下水道代の増が主なもので、小学校全

体で年間の上下水道代が予算より不足する見込みなので増額するものです。 

委員から、予算執行に当たっては、節水節電等必要ではあるが、学校運営経費を過度に絞

る指導を行うことにより、住民サービスの低下にならないようにしてほしいという意見があ

りました。 

２目教育振興費の減額補正は、18節備品購入費の市内小学校３校のタブレットパソコンの

入札残などです。 

委員から、学校におけるＩＣＴ機器の更新、充実を図ってほしいという意見がありました。 

13款諸支出金、２項基金費、３目人吉市庁舎建設等基金費の増額補正は、平成28年熊本地

震により被災をした麓町本庁舎に対する災害見舞金を積み立てるものです。 

第３表繰越明許費補正の追加は、２款総務費、１項総務管理費、第１別館施設改修事業は、

第１別館、西間別館の安全対策として、西側出入り口改修に要する経費で、工事等に伴う協

議に不測の日数を要したことから、年度内の事業完了が困難なため、全事業費を繰り越すも
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のです。 

10款教育費、３項中学校費、第二中学校消火設備改修事業及び給水設備改修事業は、国の

第二次補正予算に伴う第二中学校の施設設備改修工事ですが、工事を学校の休業期間中に実

施することから、適正工期が確保できず、事業の年度内完了が困難なことから、全事業費を

繰り越すものです。 

委員からの質疑に対して、工事は夏休みを計画している。工事終了までの安全性は確保さ

れているという答弁があっております。 

11款災害復旧費、５項その他公共施設公用施設災害復旧費、防災行政無線等移設事業は、

防災行政無線等の移設業務委託料ですが、防災行政無線の移設については、九州総合通信局

への免許変更申請が必要であり、申請から許可まで１カ月程度を要することから、年度内の

事業完了が困難なため、事業を繰り越すものです。 

繰越明許費補正の変更は、２款総務費、１項総務管理費、市庁舎建設事業費は、市庁舎建

設に伴う地質調査委託料ですが、委託契約に伴う前金払金額の確定に伴う繰越金額を2,240

万円から2,300万円へ変更するものです。 

第４表債務負担行為の補正の変更は、新地方公会計対応固定資産台帳整備委託料が土地及

び公共施設の資産取得価額、耐用年数、減価償却累計額等をまとめた固定資産台帳整備に関

する委託ですが、契約に伴う委託料の確定により、限度額を768万8,000円から398万6,000円

に変更するものです。 

庁舎建設設計委託料は、市庁舎建設に伴う基本設計・実施設計等業務委託料ですが、契約

に伴う設計業務委託料の確定及び基本設計に対する支払いが、平成28年度は前金払いのみと

なったことから、限度額を8,435万円から１億1,182万9,000円に変更するものです。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 次に、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、16番」と呼ぶ者あ

り） 

16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君）（登壇） 日程第12、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算

（第９号）のうち、厚生委員会に付託されました歳出予算につきまして、審査の結果の主な

ものを報告します。 

２款総務費、２項徴税費及び３項戸籍住民基本台帳費の減額補正は、人件費や個人番号カ

ード交付事業交付金の決定に伴うものです。 

委員からの要望として、現状の組織体制と予算の費目が一致しない点の改善を望むものが

ありました。 

３款民生費、１項社会福祉費の減額補正は、決算見込みによる各種特別会計繰出金の減額
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や、高齢者住宅改造助成事業補助金などの減額が主なものです。 

障害者住宅改造助成事業補助金及び高齢者住宅改造助成事業補助金について、その概要と

実績について質疑があっております。 

２項児童福祉費、２目児童措置費の増額補正は、保育園８園及び認定こども園５園の運営

費の決算見込みによるものです。 

委員からの質疑に対し、財源内訳の一般財源が多くなっているのは、保育料徴収の目減り

分が影響しているとの説明があっております。 

４款衛生費、１項保健衛生費の減額補正は、子宮頸がんや日本脳炎などの予防接種者が見

込みより少なかったこと、また、指定ごみ袋販売委託の入札で請負業者がかわり、契約単価

が下がったことなどによるものです。 

委員からの質疑に対し、指定ごみ袋販売委託料の大幅な減額は、大袋で142円が108円に、

中袋で110円が74円に、小袋が95円が54円と、単価が下がったことによるものであるが、仕

様書により、質、サイズといった詳細な仕様はきちんと規定し、委託しているとの説明があ

りました。 

２項清掃費の減額補正は、浄化槽設置に対する補助金の最終見込みとして、５人槽が２基

減、７人槽が９基減となることによるものです。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 次に、経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、６番」と呼ぶ者

あり） 

６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君）（登壇） 日程第12、議第１号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第

９号）のうち、経済建設委員会に付託されました歳出予算の補正につきまして、審査の結果

の主なものを報告いたします。 

まず、６款農林水産業費を5,095万3,000円減額し、補正後の額を５億121万1,000円とする

ものです。その内訳は、１項農業費、３目農業振興費を3,243万8,000円減額するもので、主

なものは、ＪＡくま栗選果選別施設整備事業補助金、産地パワーアップ事業推進補助金の入

札の結果及び交付決定及び青年就農給付金事業交付金の最終見込みにより減額するものです。 

審査の過程で委員から、ＪＡが実施する産地パワーアップ事業推進事業、栗選果選別施設

整備事業の繰り越しに関し、事業の進捗状況はどうなっているのか。全額を繰り越しせずに、

機械製作分の補助金は支払ってもよかったのではないかとの質疑があり、執行部から、昨年

11月２日に入札により機械製作の代行施工業者が決定し、11月３日から12月31日まで実施設

計、ことし１月１日から２月28日まで工場で機械の製作、３月１日から月末までに機械の据

えつけ工事を予定していたが、労務作業員の確保ができず、年度内に完了できなかった。補
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助金は事業完了後に一括交付する。業者への支払いはＪＡが対応することとなっているとの

答弁がありました。さらに、委員から、ＪＡの支払い状況をきちんと確認し、報告すべきと

の意見があり、ＪＡに確認後、機械製作は２月末で完了しているが、業者に対しＪＡからの

支払いはまだ行われていないとの報告がありました。 

２項林業費、２目林業振興費を1,543万円減額、この主なものは、保有林の下刈り委託料

及び素材生産販売委託料並びに大塚分収林の分収配当金の確定によるものです。 

次に、７款商工費を821万1,000円減額し、補正後の額を３億7,506万7,000円とするもので

す。この主なものは、昨年４月に発生した熊本地震により、事業中止とした日本百名城人吉

お城まつり実行委員会補助金、熊本地震復興特別対策事業補助金等、補助金の減額です。 

審査の過程で委員から、お城まつりのポスターは既に制作していたと思うが、経費は幾ら

かかったか、中止後のポスターの取り扱いはとの質疑があり、執行部から、ポスターのデザ

イン料は約54万円、印刷代はチラシ等も含め約39万円、ポスターは900枚制作し、事前に各

公民館及び協賛事業所に配布、残った分は１枚500円で販売したとの答弁がありました。 

次に、８款土木費を２億2,172万2,000円減額し、補正後の額を14億7,652万3,000円とする

ものです。この主なものは、２項道路橋梁費の人吉球磨スマートインターチェンジ整備事業

における社会資本整備総合交付金の交付決定及び事業費の確定による委託費の減額、及び道

路改良工事請負費、公有財産購入費、補償費の減額です。 

また、３項住宅費の減額は、浄化槽維持管理費及び公営住宅等長寿命化計画策定委託料、

団地外壁改修工事請負費の減額です。 

また、４項都市計画費の減額は、鍛冶屋町通り街なみ環境整備事業補助金の減額です。 

審査の過程で委員から、なぜ予定の整備事業ができなかったのかとの質疑に対し、執行部

から、修景事業のため、町内会、警察署等々との整備事業内容及び事業期間等の調整ができ

なかった。自己資金も必要なので経済的な理由もある。次年度も引き続き実施するように話

を進めていきたいとの答弁がありました。 

次に、11款災害復旧費、３項公共土木施設災害復旧費600万円の増額は、七地赤池線道路

災害復旧工事に伴う送水管移設補償費を増額するものです。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの各委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第１号について、各委員長報告どおり決するに御異議あり

ませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第１号は、原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第13 議第32号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第13、議第32号を議題とし、各委員長の報告を求めます。 

まず、予算委員長の報告を求めます。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君）（登壇） 日程第13、議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第

10号）のうち、予算委員会に付託されました第１条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全款並

びに第３条地方債の補正について、審査の結果の主なものを御報告いたします。 

今回の歳入予算の補正は4,300万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ165億259万

4,000円とするものです。今回の予算につきましては、国庫支出金及び諸収入並びに市債の

増額補正であります。 

委員から、その他の雑入で、西瀬小学校プール水道水流失事故に係る納入金について質疑

があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 次に、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、10番」と呼ぶ者

あり） 

10番。西信八郎議員。 

○10番（西信八郎君）（登壇） 日程第13、議第32号平成28年度人吉市一般会計補正予算（第

10号）のうち、総務文教委員会に付託されました歳出予算及び繰越明許費の補正につきまし

て、審査の結果の主なものを報告します。 

２款総務費、１項総務管理費、15目（仮称）旅カフェエントランスセンター整備事業の

5,180万円の増額補正は、国の補正予算に伴う地方創生拠点整備交付金を活用した（仮称）

旅カフェエントランスセンター整備事業に要する経費です。 

委員からの質疑に対して、設計委託料については、日本遺産活用協議会において、設計は

隈研吾氏の統一デザインで進めることとしているため随意契約となるが、そうすると補助対

象外となると判断し、一般財源を充てるという答弁があっております。 

また、委員から、個人所有の物件を購入する場合などは十分注意され、慎重に事業を進め

てほしいとの意見があっております。 

10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費は、財源の組み替えで、西瀬小学校職員から

の納入金10万円を充当し、一般財源を同額減額するものです。 
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委員からの質疑に対して、西瀬小プール水道水流失については、まず、顚末書を学校から

提出してもらい、その内容を協議した。県教育事務所と処分について話し合いを行ったが、

県としては処分の対象ではないということで、市としては、今後の再発防止に向け、校長会

で指導を行うとともに、プール管理のマニュアルを各学校で作成、提出してもらった。また、

11月28日の教育委員会で処分について決定され、翌29日に、西瀬小の校長、教頭、体育主任、

３名を文書による訓戒、教育部長、次長を口頭による厳重注意とし、同日、議会に対して全

員協議会で説明した。その後、12月に学校からおわび金10万円が納入された。今回のことに

ついて、議会に説明報告を怠ったこと、補正第９号に計上すべきであったが、忘れたこと等、

大変申しわけなく、反省しているという答弁があっております。 

また、審査の過程において、笹山議員の議案質疑の折、市長は最高責任者として責任があ

るという答弁があったが、その後、教育部と責任問題について協議がなされたのかという質

問に対して、なされていないということであったので、そのことについて、市長にお尋ねし

たいという意見が出され、市長に委員会出席要求をすることを全会一致により決め、議長に

要求し、休憩を挟み、市長に出席をお願いしました。市長の前に、井上総務部長が説明した

いということでありましたので、これを認め、出席をお願いしました。 

井上総務部長の説明は、議案質疑後の経過として、市長の命を受け、自分が対応をさせて

いただいている。西瀬小プール水道水流失に対する学校からの10万円は納入金であって、賠

償金ではない。今後、国家賠償法、民法第709条の不法行為により、これからも学校側に負

担を求めていく準備はある。ただ、住民監査請求があった場合の対応も視野に入れ、考慮し

ていくので、推移を見守ってもらいたいということでした。 

また、市長からは、議案質疑の折、10万円の計上ミスについて、責任は私にあると申し上

げ、今後、このようなミスがないよう取り組んでいきたいとおわびをさせていただいたと説

明があり、委員からの質疑に、今回のことを過去の事例と照らし合わせてみても、給与減額

の事例はない。水道料金についての対応は井上総務部長の説明のとおりで、国家賠償法、住

民監査請求、それに対する求償権などの協議が必要と感じているとの答弁があっております。 

委員からの意見として、こういうミスがないように、今後は精査をして提案してもらいた

い。時期を逃さず、議会への説明責任を果たしてほしい。各学校のマニュアルには最終責任

者についても記入をお願いしたい。学校の電気代、水道料等については、管理システムを構

築してほしいなどがありました。 

第２表繰越明許費の補正の追加は、２款総務費、１項総務管理費、（仮称）旅カフェエン

トランスセンター整備事業について、国からの交付決定が２月となったことから、年度内完

了が困難なため、事業を繰り越すものです。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 
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○議長（田中 哲君） ただいまの各委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第32号について、各委員長報告どおり決するに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第32号は、原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第14 議第２号から日程第19 議第７号まで 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第14、議第２号から日程第19、議第７号までの６件を議題

とし、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君）（登壇） 厚生委員会に付託されました日程第14、議第２号から日程

第19、議第７号までの６件につきまして、審査の結果の主なものを報告します。 

まず、日程第14、議第２号平成28年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

号）は、歳入歳出いずれも決算見込みによる減額補正ですが、歳入の１款、１項国民健康保

険税の滞納繰越分の増額補正については、収納実績が上がったことによるとの説明があって

おります。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第15、議第３号平成28年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、歳入歳出それぞれ決算見込みによる補正です。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第16、議第４号平成28年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第５号）は、介

護保険料などの決算見込みによる歳入の補正のほか、歳出も決算見込みや財源の組み替えに

よる補正となっております。 

委員からの質疑に対し、歳入では、５款県支出金の権利擁護人材育成事業費補助金の増は、

成年後見センターの運営事業費であるが、毎年、県の要綱策定が遅く、今回の補正となった。

また、歳出では、居宅介護サービス給付金１億円の減額は、当初見込みよりサービス利用が

少なかった。介護予防事業非常勤職員報酬の減は、ハローワークなどで募集をしているが、

どうしても専門的な資格が必要で、応募がなかったとの説明がありました。 

意見として、非常勤職員が必要なことから予算計上なされていると思うので、努力して取

り組んでいただきたいといったものがありました。 
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慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第17、議第５号平成28年度人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第４

号）は、歳入歳出いずれも決算見込みによる減額補正となっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第18、議第６号平成28年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第４号）は、３

月末で退職する２名分の退職給付に係るもののほか、古仏頂水源地保護地購入費の残や、水

道事業ビジョンで年次計画している永野加圧ポンプ所建設用地の購入費などによるものです。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第19、議第７号平成28年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

は、収益的収入及び支出に関しては、退職給付に係るもののほか、一般汚水収益の最終見込

みによる増や、入札残による減によるものです。 

また、資本的収入及び支出に関しては、公共下水道事業債の減や、社会資本整備交付金及

び補助事業で実施予定のマンホール改築更新工事等が内示により減額するものなどです。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第２号から議第７号までの６件について、厚生委員長報告

どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第２号、議第３号、議第４号、議第５号、議第６号、議第７号は、原案可決確

定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第20 議第８号及び日程第21 議第９号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第20、議第８号及び日程第21、議第９号の２件を議題とし、

経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君）（登壇） 経済建設委員会に付託されました日程第20、議第８号及び日

程第21、議第９号の２件につきまして、審査の結果の主なものを報告いたします。 

まず、日程第20、議第８号平成28年度人吉市国民宿舎特別会計補正予算案（第１号）は、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ166万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ337
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万4,000円とするものです。歳入の主なものは前年度繰越金の確定による補正、歳出の主な

ものは予備費の補正です。 

次に、日程第21、議第９号平成28年度人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算案（第２

号）は、人吉中核工業用地造成事業に係る国道221号の交差点改良工事で、昨年度から実施

していた用地買収４筆のうち２筆が相続案件となり、契約登記事務等に日数を要し、さらに

当該交差点区間について、時期を合わせて熊本県が道路維持補修工事をするとしており、そ

の県の工事と進捗を合わせる必要が生じたことから、年度内の工事の完了が困難となったた

め、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経

費として4,173万円を繰越明許費として補正したものです。 

以上、２件について、慎重審査の結果、いずれも全員異議なく原案のとおり認めることに

決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第８号及び議第９号の２件について、経済建設委員長報告

どおり決するに御異議ありませんか 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第８号、議第９号は、原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第22 議第10号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第22、議第10号を議題とし、各委員長の報告を求めます。 

まず、予算委員長の報告を求めます。（「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

９番。豊永貞夫議員。 

○９番（豊永貞夫君）（登壇） 日程第22、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算のうち、

予算委員会に付託されました第１条歳入全款並びに第４条地方債、第５条一時借入金、第６

条歳出予算の流用について、審査の結果の主なものを御報告いたします。 

今回の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ165億8,277万4,000円とするものです。

今回の予算については、市民税は、就労人口の減少は見られるが、平成28年度の最終見込み

を勘案して増収が見込まれています。法人税、固定資産税は減収が見込まれています。市た

ばこ税は、たばこ消費量は減少傾向だが、平成28年度最終調定見込み額を勘案し、増収が見

込まれています。市税の合計では、昨年度より5,466万円の増収が見込まれています。 
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地方交付税のうち普通交付税は41億8,000万円で、前年度と比較して5,000万円の増額で計

上されています。地方交付税については、平成29年度地方財政計画により、前年度交付額比

2.2％の減と示されているので、その減少率により交付総額を見込んでいるが、算定の基礎

となる補正係数等が不明であることから、３％の留保が行われています。特別交付税につき

ましては、平成28年度と同額の５億6,000万円が計上されています。 

平成28年度の当初予算と比較しまして、総額で14億3,265万円の増額となっております。 

委員から、行政財産使用料、地方創生推進交付金、庁舎機能単独災害復旧事業債、児童手

当交付金、地方生活支援事業費補助金、障害児通所支援事業費負担金などについて質疑があ

っております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 次に、総務文教委員長の報告を求めます。（「議長、10番」と呼ぶ者

あり） 

10番。西信八郎議員。 

○10番（西信八郎君）（登壇） 日程第22、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算のうち、

総務文教委員会に付託されました歳出予算及び債務負担行為につきまして、審査の結果の主

なものを報告いたします。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は８億6,520万9,000円で、前年度に比べ１

億327万5,000円の減となっています。減額の理由として、３節職員手当等退職手当の減で、

平成28年度当初は14名の退職手当を予算計上していましたが、平成29年度は定年退職者７名

分を計上したことによる減です。 

主なものとして、１節報酬において、本市のふるさと納税業務や情報発信業務に取り組む

地域おこし協力隊報酬２名分や、12節役務費、広告料がふるさとチョイス及び楽天のバナー

利用料、13節委託料、ふるさと納税業務委託料などです。同じく13節、イベント会場設営等

委託料は、平成28年熊本地震に伴い被災した麓町本庁舎を平成29年度に解体するに当たり、

昭和37年の建設以来、これまで54年間の歴史に感謝を込め、平成29年11月に予定している麓

町本庁舎閉庁式の会場設営のための経費です。15節工事請負費は、ＬＥＤ型防犯灯設置工事

70基分を計上しています。19節負担金、補助及び交付金、熊本県電子入札共同利用システム

負担金は、平成29年４月から電子入札の導入を予定しており、これに伴うシステム負担金を

計上しています。 

委員からの質疑に対して、地域おこし協力隊の応募状況は、ふるさと納税業務については

１名決定しているが、情報発信業務については、いまだ応募がない。ふるさと納税業務委託

料は、ふるさと納税業務支援サービスが納税額の７％の226万8,000円、ふるさと納税返礼品

として40％の1,296万円、ふるさと納税ポータルサイトが162万円の合計を計上している。ふ
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るさと納税による減収は、市町村税の納入者でふるさと納税をされた方が114名で、寄附額

が1,182万5,000円であり、そのうち市税からの控除額が459万2,482円で、この分が市税の減

収額である。ＬＥＤ型防犯灯の要望は300件ほどで、補正で取り組んで対応したい。熊本県

電子入札共同利用システムは、県が協議会を平成17年に立ち上げ、熊本県、９市、８町が加

入している。電子入札のメリットは、入札業者においては指名業者や設計図がインターネッ

ト上で閲覧できること、入札会場への移動時間や費用、入札参加に伴う拘束時間の削減、入

札書や委任状の不備による失格の事前防止が考えられる。市においては、閲覧の対応や会場

を押さえる業務の削減等が考えられるという答弁があっております。 

委員から、高齢化も進んでいるので、ドア・ツー・ドアの実現に向け、早期に公共交通の

整備を行ってほしいという意見がありました。 

６目財産管理費２億4,970万2,000円は、前年度に比べ１億7,728万8,000円の増額です。主

な要因は、平成28年度の当初予算において、教育費に計上していたカルチャーパレス関連経

費を平成28年熊本地震の影響から、仮本庁舎がカルチャーパレス内へ移転したことに伴い、

平成29年度当初予算においては総務費に計上したことによるものです。 

９目情報管理費１億3,110万7,000円は、前年度に比べ1,482万8,000円の増額となります。

これは平成29年度において情報セキュリティ強靱化に伴う情報系システム再構築のため、情

報系機器の更新が必要となり、14節使用料及び賃借料においてＯＡ機器リース料を増額する

ことが主なものです。 

12目肥薩線世界遺産推進関連施設費は、鉄道ミュージアム関連の予算等を計上しておりま

す。主なものは、13節委託料の清掃委託料、人吉鉄道ミュージアム管理委託料などです。な

お、この委託経費には、平成29年度の地方創生推進交付金を充当しています。 

委員から、鉄道ミュージアムの活用、拡充、健全経営、他の施設との連携を図ってほしい

という意見がありました。 

13目市庁舎建設事業が５億4,683万6,000円で、前年度当初は予算がありませんでしたので、

そのままの額の増額となります。平成29年度は新庁舎建設に向けての環境整備が主なもので

す。内容として、庁舎建設実施設計委託のほか、保健センター、勤労青少年ホームなどの解

体工事、既存水路の解体、埋め立て、小永野第一雨水幹線改修工事業務委託などです。 

９款、１項消防費、１目消防総務費４億6,964万1,000円は、前年度に比べ2,003万1,000円

の増額となります。これは19節負担金、補助及び交付金の負担金のうち、人吉下球磨消防組

合負担金が４億6,145万6,000円で、前年度より2,559万5,000円の増となっています。増額理

由は、人件費の増のほか、平成29年度に購入予定の消防化学自動車及び水槽付消防ポンプ自

動車に対する負担金増です。 

委員からの質疑に対して、中央消防署の消防化学自動車は約5,500万円で、相良中分署の

水槽付消防ポンプ自動車が約4,000万円であるという答弁があっております。 
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３目消防施設費は、防災行政無線の維持管理のための経費や、15節工事請負費が防火水槽

修繕工事６カ所分及び防火水槽新設１カ所の経費、18節備品購入費が年次計画で更新してお

りますポンプ積載車３台の購入経費です。 

委員からの質疑に対して、防火水槽修繕工事６カ所は、五日町、東間下町、上漆田町、下

原田町及び上原田町が２カ所であるという答弁があっております。 

５目災害対策費は、県の球磨川水系防災・減災ソフト対策事業によるものが主なもので、

12節役務費、その他通信運搬費はデータ放送行政情報表示に要する経費、15節工事請負費は

災害時における避難施設９施設へのテレビ端子設置工事、18節備品購入費が避難施設用液晶

テレビ購入費、排水樋管ポンプ購入費及び災害用備蓄物資及び水防資機材などです。 

委員からの質疑に対して、テレビ端子設置工事を行う９施設は、人吉高校体育館、スポー

ツパレス、第一中学校、保健センター、東西コミセン、中原コミセン、東間コミセン、西瀬

コミセン、大畑コミセンである。それに伴い液晶テレビも購入するという答弁があっており

ます。審査の過程で、テレビのデータ放送を利用した住民情報サービス（デタポン）の説明

を受けました。 

10款教育費、２項小学校費、２目教育振興費3,203万8,000円は、前年度に比べ451万9,000

円の減で、主なものは、教師の指導書、教材等の購入経費や要保護準要保護児童への扶助費

の減などです。12節役務費は、その他通信運搬費の乗り合いタクシー通学定期代や、備品等

管理手数料は教育用コンピューターに係るソフト更新手数料などです。 

委員からの質疑に対して、要保護準要保護児童生徒は、平成28年２月末現在で、小学校が

205名、中学校が144名で、当初予算には小学校230名、中学校140名で計上している。乗り合

いタクシー通学定期対象者は、東間小学校15名、西瀬小学校11名、第一中学校４名であると

いう答弁があっております。 

３目学校建設費6,243万円は、12節役務費の建築確認手数料が人吉西小学校と大畑小学校

の屋外トイレの移設改築事業に伴うもの、13節委託料、人吉西小学校の給水設備改修のため

の設計委託料、15節工事請負費、人吉西小学校と大畑小学校の屋外トイレの移設改築工事費、

人吉東小学校の階段手すり取りつけ工事費と西瀬小学校の家庭科室漏水防止工事費などです。 

３項中学校費、１目学校管理費6,222万7,000円は、前年度に比べ672万7,000円の増で、こ

れは第二中学校のごみ焼却炉解体工事費が主な要因です。 

委員からの質疑に対して、学校におけるごみ焼却炉は、今回の第二中学校分２基を引くと、

残り６基であるという答弁があっております。 

２目教育振興費、20節扶助費は、要保護準要保護生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨

励費で、学用品費、学校給食費、修学旅行費などを援助するものです。 

５項社会教育費、１目社会教育総務費、13節委託料は、ＳＬ展示館における清掃等の業務

を矢岳町内会に委託するもののほか、花まる教室の委託料です。 
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委員からの質疑に対して、花まる教室の開催時期は、従来は放課後を利用していたが、今

回は夏休み、冬休み、土曜日を予定しており、委託料は技術指導料として支払う。対象は従

来どおり小学２年生であるという答弁があっております。 

６項保健体育費、１目保健体育総務費9,255万9,000円は、前年度に比べ2,034万3,000円の

増で、平成29年度に人吉球磨地域で開催される県民体育祭の実行委員会事務局職員の人件費

と関係経費負担金の増が主な要因です。 

７項学校給食センター費、１目学校給食センター運営費１億7,038万9,000円は、前年度に

比べ1,419万8,000円の増で、平成21年度に購入した食器類が古くなったことに伴う買いかえ

や、購入以来20年を経過した学校給食配送車の買いかえが主な要因です。 

委員からの質疑に対して、給食センター配送車は４台あり、そのうちの１台を買いかえる

ものであるという答弁があっております。 

第３表債務負担行為は、情報系システム構築リース料で、現在、国が進めている情報セキ

ュリティ強靱化対策に基づき情報系システムを再構築するもので、情報系機器の更新に伴う

リース料に係る債務負担の期間、限度額を設定するものです。 

慎重審査の結果、総務部所管の予算に関しては、全員異義なく認めることに決しましたが、

教育部所管に関する予算に関しては、花まる教室委託料に対して反対の意見がありましたの

で、挙手による採決の結果、賛成多数により原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 次に、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、16番」と呼ぶ者あ

り） 

16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君）（登壇） 日程第22、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算のうち、

厚生委員会に付託されました歳出予算につきまして、審査の結果の主なものを報告します。 

２款総務費、２項徴税費は、収納率向上を目指した取り組みとして、国税ＯＢによる徴収

アドバイザーに対する報酬や、課税支援システムまたは滞納整理システムに係る保守委託や

リース料などが計上されています。 

３項戸籍住民基本台帳費は、戸籍電算システムまたは住民基本台帳ネットワークシステム

関連の予算が主なものです。 

３款民生費、１項社会福祉費は、熊本県後期高齢者医療広域連合負担金、４件の特別会計

への繰出金、扶助費の自立支援給付費などが主なものです。 

委員からの質疑に対し、ＤＶ被害者等一時保護事業は、昨年９月議会で認められた事業で、

今年に入り１件の事例があっている。買い物支援事業については、常勤１人、パート１人で

実施されており、昨年度と比べ登録者数が13人ふえて116人、月別の利用者は昨年より微増

で45.6人といった状況。２目心身障害者福祉費の大幅な伸びに関しては、自立支援給付費や
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児童発達支援施設利用の増、また、生活介護に関する予算も増と見込んで計上しているとの

説明がありました。また、地域療育センター事業、手話奉仕員養成研修事業、各町内の老人

クラブの現状についても質疑があっております。 

意見として、老人会ではなく、人吉らしい名称に変えてみてはどうかといったものがあり

ました。 

２項児童福祉費は、市内７保育園や広域保育園入所に係る委託費及び認定こども園６園の

給付費、並びに子ども医療費、児童手当などの扶助費が主なものです。 

３項生活保護費は、生活扶助費、医療扶助費、介護扶助費といった扶助費が主なものです。

この扶助費の内容について質疑があり、さまざまなケースで状況が変わってくるので、まず

は相談をいただければとの説明がありました。 

４款衛生費、１項保健衛生費は、個別接種委託料、妊婦健康診査委託料、各種検診委託料、

特定不妊治療費助成金などが主なものです。 

委員からの質疑に対して、３カ月児健康診査は医療機関に委託しており、小児科での受診

となるが、年に１人か２人はお願いしても受診されない方もおられる。その後は７カ月健診

を集団で実施するので、その際は必ず来ていただいているといった説明がありました。 

意見として、産後鬱による幼児虐待といったケースもあると聞くので、連絡を密に対応を

お願いしたいというものがありました。 

２項清掃費は、人吉球磨広域行政組合負担金、浄化槽設置整備事業補助金、一般廃棄物収

集運搬委託料などが主なものです。 

委員からの質疑に対し、人吉球磨広域行政組合負担金は、昨年度と比べ１億3,403万8,000

円の減額となっているとの説明がありました。また、人吉市衛生員連合会交付金と指定ごみ

袋販売での利益との関係について質疑があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） 次に、経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、６番」と呼ぶ者

あり） 

６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君）（登壇） 日程第22、議第10号平成29年度人吉市一般会計予算案のうち、

経済建設委員会に付託されました歳出予算につきまして、審査の結果の主なものを報告いた

します。 

まず、６款農林水産業費のうち、１項農業費は、ことし７月の改選前の農業委員を含む改

選後の農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬、くまもと県南フードバレー推進協議会負

担金、田野活性化センタースロープ設置工事費、人吉市農業活性化対策事業補助金、５地区

分の中山間地域等支払事業交付金、平成28年度までは青年就農給付金事業交付金だったもの
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が、平成29年度から名称が変更された農業次世代人材投資事業交付金、多面的機能支払交付

金事業交付金などです。なお、田野活性化センターは現地視察を行っております。 

審査の過程において委員から、県南フードバレー事業の現在の状況や費用対効果などにつ

いて質疑があり、執行部から、イベント開催や商談会、新商品開発を行っており、実績につ

ながっている。会員数は平成28年12月28日現在で764業者、そのうち人吉市内は50業者との

答弁がありました。 

２項林業費は、市有林の下刈り委託料、市有林の間伐に伴う素材生産販売委託料、昨年に

引き続きスマート林業ラボの運営や、普及啓発活動及びビジネスモデルの検討など、さらな

る事業の展開を図るための経費であるスマート林業展開事業委託料などです。 

次に、７款商工費のうち１項商工費は、工業用地造成事業特別会計繰出金、小規模事業指

導事業補助金、中小企業経営安定資金貸付預託金、からくり時計改修委託料、ひとよし・く

ま旬夏秋冬キャンペーン実行委員会負担金、お城まつり実行委員会補助金、石野公園売店販

売及び園内清掃委託料などです。 

次に、８款土木費のうち１項土木管理費は、住宅リフォーム促進事業補助金、要緊急安全

確認大規模建築物耐震診断事業補助金などです。 

２項道路橋梁費は、道路維持補修工事、人吉・球磨スマートインターチェンジ整備委託料、

スマートインターチェンジ整備事業に伴う国道219号関連道路工事請負費や負担金、曙橋、

睦橋等の補修等工事請負費などです。なお、スマートインターチェンジ整備事業関係は現地

視察を行っております。 

３項住宅費は、市営団地の建築、各設備の修繕料、設置後10年を経過する住宅用火災警報

器の取りかえ工事費、門前団地給水設備改修や笹栗山団地２・３号棟外壁改修などの施設改

修等工事費などです。なお、笹栗山団地は現地視察を行っております。 

４項都市計画費は、景観計画策定委託料、公共下水道事業特別会計繰出金、公園・街路樹

維持管理委託料、公園施設改築等工事請負費、下林願成寺線道路改良工事及び用地購入費、

補償費などです。 

５項河川費は、国土交通省河川管理による河川管理委託料などです。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの各委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

ここで、議第10号につきましては、討論の要求があっておりますので、これより討論を行

います。11番、本村令斗議員の発言を許可いたします。（「議長、11番」と呼ぶ者あり） 
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11番。本村令斗議員。 

○11番（本村令斗君）（登壇） 議第10号平成29年度人吉市一般会計予算に、反対の立場から

討論を行います。 

この予算の教育費の中には人吉市花まる教室委託料が含まれています。新年度から花まる

教室は社会教育の一環として、校区公民館などでの開催となるということでした。これによ

り、学校教育との一体化が解消されることは一歩前進だと思います。しかし、問題が解消さ

れたわけではありません。以下のような２点の理由により花まる教室は中止すべきだと思い

ます。 

１つ目には、私塾との競合が避けられないと思うからです。委員会の審議では、私塾の教

材と違うのだから問題がないという旨の説明をされました。しかし、花まる教室が行われる

時間が、私塾が行われている時間と重なってしまうことも考えられます。この場合、生徒の

取り合いになってしまいます。とりわけ私塾はそれぞれの考えに基づいて教材を選ばれてい

ることと思います。その中にあって、教育委員会が花まる学習塾の教材を取り上げて行うこ

とは、一私塾のみを評価しているようなものです。このような競合を行政が持ち込むべきで

はないと思います。 

２つ目には、これまでと同様に、市民の疑問に対して教育委員会がきちんと説明できない

事業だと思うからです。昨年３月議会の一般質問で、私塾の教材に教育委員会が金を出して

学校でやらせてよいというのなら、公文などをやらせても問題がないというのかという声に

対して、教育委員会はどう説明するのかと質問しました。これに対して教育委員会は、児童

の様子や保護者の思いを答弁しただけで、市民の疑問には全く答えていません。この疑問は、

たとえ校区公民館での開催になっても消えるものではありません。人吉市花まる教室はきっ

ぱりと中止すべきだと思います。 

以上のような見地から、私はこの議案に反対します。 

○議長（田中 哲君） 以上で、討論を終了いたします。 

それでは、採決いたします。採決は、起立採決といたします。 

お諮りいたします。議第10号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めま

す。 

［賛成者 起立］ 

○議長（田中 哲君） 起立多数。 

よって、議第10号は、原案可決確定いたしました。 

ここで暫時休憩いたします。 

午後０時12分 休憩 

─――――――──── 

午後１時20分 開議 
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○議長（田中 哲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第23 議第11号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第23、議第11号を議題とし、総務文教委員長の報告を求め

ます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

10番。西信八郎議員。 

○10番（西信八郎君）（登壇） 総務文教委員会に付託されました日程第23、議第11号平成29

年度人吉球磨地域交通体系整備特別会計予算につきまして、審査の結果を報告いたします。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５万1,000円であり、歳入は基金の運用利息を

計上し、歳出は基金運用で発生した利息を基金に積み立てるとの説明があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第11号について、総務文教委員長報告どおり決するに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第11号は、原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第24 議第12号から日程第29 議第17号まで 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第24、議第12号から日程第29、議第17号までの６件を議題

とし、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、16番」と呼ぶ者あり） 

16番。三倉美千子議員。 

○16番（三倉美千子君）（登壇） 厚生委員会に付託されました日程第24、議第12号から日程

第29、議第17号までの６件につきまして、審査の結果の主なものを報告いたします。 

まず、日程第24、議第12号平成29年度人吉市国民健康保険事業特別会計予算ですが、歳入

においては、平成29年度も被保険者数の減少、あわせて所得の状況等により、国保税総額は

前年度比で約4,500万円の減と見込まれております。また、歳出における医療費の状況とし

ては、一人当たりの保険給付費は伸びているものの、被保険者数の減少により、保険給付費

総額は前年度比で約6,400万円の減と見込んでの予算編成となっております。 

委員からの質疑に対して、財政調整基金繰入金が存目1,000円となっているのは、平成29
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年度の予備費にある程度の確保ができたためである。昨年度の予算編成では厳しい部分があ

り、基金取り崩しで4,000万円を計上していたが、結果的には使わないで済んでいる。高額

医療費共同事業拠出金は１件当たり80万円を超える医療が対象となるが、年々ふえてきてい

る。平成30年度からスタートする新制度に伴い、自治体のスケジュールとしては、平成29年

12月の県議会において条例改正が行われ、納付金等の通知を受けた上で運営協議会に諮り、

３月議会で条例改正案を提案することになるとの説明がありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第25、議第13号平成29年度人吉市後期高齢者医療特別会計予算は、高齢者の医

療費の確保に関する法律により、保険料はおおむね２年を通じ財政の均衡を保つことができ

るものでなければならないと規定されているため、平成29年度は、平成28年度に引き続き保

険料は据え置きとなっています。 

意見として、保険料の普通徴収収納率が年々向上している現状を維持していただきたいと

いうものがありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第26、議第14号平成29年度人吉市介護保険特別会計予算は、３年ごとに見直さ

れる介護保険料の最終年度となっており、保険給付費等に要する費用の財源は、基本的にそ

の半分を国、県、市による公費負担で賄い、残り半分を保険料で賄う予算となっております。 

委員からの質疑に対し、いきいき筋トレクラブ、通称デイサロンの状況は、月２回開催す

るなどして利用促進を図っているが、参加者が少なくなってきている現状である。成年後見

制度については、社会福祉協議会の中に人吉球磨成年後見センターがあり、始まって２年目

ではあるが、年々、相談を寄せられるケースも多くなっているとの説明がありました。また、

主治医意見書作成料支払処理委託料に関する概要、また、その財源の内訳についての質疑な

どがなされております。 

意見として、非常勤職員の雇用が多いようなので、確実な人員確保をお願いしたいという

ものがありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案どおり認めることに決しました。 

次に、日程第27、議第15号平成29年度人吉市介護サービス事業特別会計予算は、地域包括

支援センターに関する人件費やケアプランの作成委託料、また、それに関する歳入が予算計

上されております。要支援１・２となられる方は約400人との説明があっております。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第28、議第16号平成29年度人吉市水道事業特別会計予算は、業務の予定量とし

て給水戸数１万5,709戸、総給水量361万4,769立方メートルとされ、この関連経費のほか、

大畑配水池内部清掃業務委託料が新規で、また、永野町配水管改良工事や麓町配水管改良工

事など13件の工事、経営情報管理システムに係る経費などが計上されております。 
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委員からの質疑に対し、大畑配水池は500立方メートルのタンク２基を平成10年度に設置

し、現在、18年が経過している。10センチほどの堆積物があるのではと見込んでおり、水を

張ったまま潜水士による土砂の吸い上げを計画している。量水器は８年経過前に取りかえと

なるために、今年度は約2,000カ所を予定している。経営情報管理システムについても前回

導入から５年が経過しているため、更新のための機器購入費などを計上しているといった説

明がありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

次に、日程第29、議第17号平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算は、業務の予定

量として、接続戸数が１万1,720戸、年間総処理量437万3,065立方メートルとされ、この関

連経費のほか、主な建設改良工事に矢黒町汚水中継ポンプ場改築更新工事委託が予定されて

おります。 

委員からの質疑に対し、矢黒町汚水中継ポンプ場改築更新工事は、昨年度と今年度に実施

した九日町汚水中継ポンプ場改築更新工事と同様に、平成29年度から２年間を予定しており、

９月ごろに入札、10月から機器の製作、年が明けて平成30年８月中旬以降に工事に入る予定

としている。ストックマネジメント策定業務は、これまでの長寿命化計画では施設ごとに改

築更新を５年間とかの短いスパンで計画を立てるが、処理場、ポンプ場、管渠施設といった

施設全般に対して、将来起こり得る地震といった災害に対してのリスクを含めて、さらに50

年、100年という長いスパンを見据えた長期的な計画を立てていく作業となる。二、三年の

期間での委託となるが、５割の補助が得られる事業で進めていくとの説明がありました。 

慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第12号から議第17号までの６件について、厚生委員長報告

どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第12号、議第13号、議第14号、議第15号、議第16号、議第17号は、原案可決確

定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第30 議第18号及び日程第31 議第19号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第30、議第18号及び日程第31、議第19号の２件を議題とし、
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経済建設委員長の報告を求めます。（「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

６番。平田清吉議員。 

○６番（平田清吉君）（登壇） 経済建設委員会に付託されました日程第30、議第18号及び日

程第31、議第19号の２件につきまして、審査の結果の主なものを報告いたします。 

まず、日程第30、議第18号平成29年度人吉市国民宿舎特別会計予算案は、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ338万円とするものです。歳入の主なものは、国民宿舎の敷地内にあるＮＴ

Ｔ電柱及び九州電力電柱の行政財産使用料及び前年度繰越金です。歳出の主なものは、国民

宿舎の利活用方法が決定するまでの当面の電気料、上下水道料、修繕料等、６カ月分の施設

管理費及び施設の維持管理上必要な業務を委託する自家用電気工作物保安管理委託料、害虫

駆除、清掃、除草等の委託料です。 

次に、日程第31、議第19号平成29年度人吉市工業用地造成事業特別会計予算案は、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ1,305万5,000円とするものです。歳入の主なものは、１款財産収入

の共栄精密株式会社へのＩ区画の貸付料、及び森松工業株式会社へのＨ区画の一部の貸付料

の梢山工業団地土地建物貸付収入、及び２款繰入金の人吉中核工業用地造成事業に伴う公債

費償還金に充てるため繰り入れる一般会計からの繰入金、並びに３款前年度繰越金です。歳

出の主なものは、３款公債費で平成25年度から実施した人吉中核工業用地造成事業に伴う実

施設計委託料、及び造成事業において借り入れた地方債の元金償還金及び長期債利子です。 

以上、２件について慎重審査の結果、いずれも全員異議なく原案のとおり認めることに決

しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。議第18号及び議第19号の２件について、経済建設委員長報告

どおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第18号、議第19号は、原案可決確定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第32 議第30号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第32、議第30号を議題といたします。 

お諮りいたします。議第30号について、選任同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 



- 371 - 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第30号は、選任同意することに決しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第33 議第31号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第33、議第31号を議題といたします。 

お諮りいたします。議第31号について、選任同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、議第31号は、選任同意することに決しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 

 日程第34 陳第４号 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第34、陳第４号を議題とし、総務文教委員長の報告を求め

ます。（「議長、10番」と呼ぶ者あり） 

10番。西信八郎議員。 

○10番（西信八郎君）（登壇） 総務文教委員会に付託されました日程第34、陳第４号につき

まして、審査の結果を報告いたします。 

日程第34、陳第４号人吉西小学校開校130～140周年記念事業に伴う急傾斜崖崩れ防止工事

施工の陳情は、平成28年７月25日付で、人吉市下薩摩瀬町1593番地２、人吉西小学校同窓会

会長、髙木正孝氏から提出され、陳情趣旨は、鳥が丘公園の急傾斜地を安全確保のため崖崩

れ防止工事を行ってほしいという陳情であります。 

現地視察を行い、審査をする中で、すばらしい眺望と景観を確保するため、草払い等の対

応をする旨の答弁が執行部からあったものの、急傾斜地下には人家がなく、また、崖崩れ防

止工事には数千万円の予算が必要になるため、意見が分かれ、９月定例会及び12月定例会と

もに継続審査としてきました。 

このような状況の中、陳情者から平成28年12月22日付で陳情の取り下げが提出され、委員

会としましては、全員異義なく陳情の取り下げについて認めることに決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

採決いたします。陳第４号について、総務文教委員長報告どおり決するに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、陳第４号は、撤回することに決しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第35 市庁舎建設に関する特別委員会委員長の報告 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第35、市庁舎建設に関する特別委員会委員長の報告を求め

ます。（「議長、15番」と呼ぶ者あり） 

15番。永山芳宏議員。 

○15番（永山芳宏君）（登壇） 日程第35、市庁舎建設に関する特別委員会委員長の報告を行

います。今回の報告は、閉会中の１月17日に第16回目を、本定例会中の２月28日に第17回目

を開催しておりますので、順次、審議内容の主なものについて報告をさせていただきます。 

初めに、第16回の委員会では、新庁舎及び西間別館の平面計画検討経過について、新たな

配置計画検討案について、地元説明会の開催について、基本計画書（案）について、説明、

報告を受けております。 

まず、新庁舎及び西間別館の平面計画検討経過については、執行部から、西間別館の１階

部分に保健センターを配置し、２階の部分に教育部を配置する案が提案され、その理由とし

て、当初、教育部は新庁舎の４階スペースに配置を計画していたが、教育委員会が所管する

人吉市適応指導教室（通称かがやき教室）を教育部の組織として一体的に配置、管理する必

要性が生じたこと、また、会議室の不足や、議会の独立性の堅持、教育部を西間別館に配置

することで、かがやき教室の運営体制の強化、保健センターとの連携による体育等の実施や

思春期における健康面への配慮も可能となるとの説明がありました。 

次に、新庁舎の各階配置計画案、議会機能の配置計画案についても、中間報告ということ

で説明がありました。 

委員からは、全体的な面積の変更はないのか、階段の位置、吹き抜けの必要性、出入り口

の数、屋根の件などについて質疑があり、執行部及び設計委託業者から、吹き抜けの必要性

については、メリットとしては、庁舎がフロアごとに切れてしまうので、全館の一体性とい

うものをつくるために、玄関の周りに吹き抜けを設ける。もう一つは、風のない場合でも上

昇気流を利用して、自然換気を促進する役割を持たせたい考えである。最近の庁舎としては、

環境共生の装置としての吹き抜けを持っている庁舎のほうが多いと答弁がありました。 

次に、新たな配置計画検討案については、私の12月定例議会特別委員会委員長報告の中で、

新庁舎敷地内の都市下水路をそのまま残し、青少年センターから総合福祉センターまで通る

市道808号をつけかえるＡ案に決定したと報告しておりますが、執行部から、その後、検討

を進めた結果、市道808号を現存のまま活用し、都市下水路をつけかえるという新たな案、

新Ｃ案が浮上し、新庁舎と西間別館を含めた敷地の一体的な活用、事業費の抑制及び施工の

効率性等の面から、現行案と比較してもさまざまなメリットがあることが判明した。新Ｃ案
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のメリットとして、Ａ案と比較して、より広く一団の敷地として活用できる。事業費が抑制

できる可能性が高い。施工の効率性等、水路つけかえ財源の有利性が上げられる。財源の有

利性については、一般財源ベースでＡ案よりもＣ案のほうが３億4,000万円程度有利となる。

新たな提案として、現行Ａ案に近い旧保健センター側に西向きに建設するＣ１案と、市営住

宅一本杉団地の対面で南向きに建設するＣ２案が説明され、専門家の評価、行政経営会議に

おいて出された意見等の説明を受け、市の最終案としてＣ１案が提案されました。 

委員からは、水路つけかえの件、都市下水路管理の問題、工期の件、字界の件等に質疑が

ありました。 

慎重審議の結果、新たな配置計画案Ｃ１案については、全員異義なく承認決定いたしまし

た。 

次に、第17回委員会では、人吉市新市庁舎建設基本設計検討方針について、小永野第一雨

水幹線（水路）改修工事の設計検討方針について、市道第19号青井西間線の拡幅及び構内進

入路について、市庁舎の執務空間の設計検討方針について、市庁舎の福利厚生機能、駐車場

の設計検討方針について、パブリックコメントの回答案について、執行部から説明がありま

した。 

まず、小永野第一雨水幹線（水路）改修工事の設計検討方針については、基本設計の課題

として、水路線形及び構造・規格の検討、橋梁の位置、箇所、暗渠化の検討、車及び歩行者

等の安全対策の検討、水路の維持管理方法の検討、市民、住民、議会等で出た意見への配慮、

対策の検討について説明があり、委員から、農業用の水路としての機能はあるのか、暗渠化

の許可、水路の断面勾配等について質疑がありました。 

次に、市道第19号青井西間線の拡幅及び構内進入路については、設計方針として２つの案

があり、市道認定し、交差点として改良する第１案と、構内車両出入り口として改良する第

２案について説明があり、市としては、コンパクトな構造となる第２案で検討を進めている

との説明がありました。 

委員から、横断歩道はどうなるのか、通り抜けの場合ロータリーを設けることはできるか

の質疑があり、執行部から、横断歩道の設置は、今回は進入路ということで考えていないと

答弁がありました。 

次に、市庁舎の執務空間の設計検討方針、市庁舎の福利厚生機能、駐車場の設計検討方針

について説明があり、委員から、会議室の収容人数はどれくらいか、Ｗｉ－Ｆｉの整備は、

デスク、ロッカー等は地元木材を使用することはできないか、シャワー室の整備はできない

かなどの質疑があり、執行部から、それぞれ、今後検討していくとの答弁があっております。 

次に、パブリックコメントへの回答案について説明があり、意見の募集期間が２月６日か

ら21日まで、意見者数が28人、主な内容として、新市庁舎（保健センター）に口腔保健室の

設置、整備等の要望、市民交流機能（市民コーナー）の活用について、アマチュア無線機器
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一式設置の要望、防災機能等について、庁舎内配置、空間について、そして、木造建築、木

質化、地場産業の振興、経済の循環、環境についての意見が最も多く、18人から意見をいた

だいている。意見については、全てをまとめてから、準備が整い次第公表したいと説明があ

りました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

質疑もないようですので、以上で市庁舎建設に関する特別委員会委員長の報告は終了いた

しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第36 治水・防災に関する特別委員会委員長の報告 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第36、治水・防災に関する特別委員会委員長の報告を求め

ます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

13番。福屋法晴議員。 

○13番（福屋法晴君）（登壇） 日程第36、治水・防災に関する特別委員会委員長の報告をい

たします。 

第９回治水・防災に関する特別委員会を、平成29年２月28日午前10時から開催いたしまし

た。まず初めに、昨年11月に川内川流域における治水対策について現地視察を行っておりま

したので、球磨川の治水対策として、それがどう反映できるのか検証するためにも、整備が

行われました紅取橋下流域の河道掘削、中神町大柿地区の引堤予定箇所、また、長年の懸案

事項である人吉橋左岸下流の現状について、視察を行いました。今回も国土交通省八代河川

国道事務所から貫名所長を初め職員の方に参加をいただき、現地にて、これまでの整備概要

や今後について、詳しく説明をいただきました。帰庁後に委員会を再開し、プロジェクター

を用いて、球磨川治水対策協議会での検討の経緯や進め方等について、こちらについても詳

しく説明をいただきました。 

委員からは、地元に対し事業説明会を行っているのか、人吉地区の堤防強化の方法につい

て、引堤対策について、人吉橋下流左岸の今後など、多くの質疑や意見が出されました。こ

れに対し、人吉市街地を含め、それぞれの地区においても、安心・安全のために壊れない堤

防強化や、かさ上げ、遊水地等の事業に着手していきたい。人吉橋下流については、平成29

年度に取り組んでいくとのことでした。 

午前中の開催で時間の制約がありましたので、質疑、意見交換の時間が足りない感があり

ましたが、今後も引き続き検討していくことで、閉会いたしました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（田中 哲君） ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あ
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り） 

質疑もないようですので、以上で治水・防災に関する特別委員会委員長の報告は終了いた

しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第37 人吉球磨広域行政組合議会の報告 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第37、人吉球磨広域行政組合議会の報告を求めます。

（「議長、12番」と呼ぶ者あり） 

12番。笹山欣悟議員。 

○12番（笹山欣悟君）（登壇） 日程第37、人吉球磨広域行政組合議会の報告を行います。 

平成28年第４回人吉球磨広域行政組合議会定例会２日目が、平成28年12月22日午前10時か

ら人吉球磨クリーンプラザ大会議室において開会されました。 

まず、日程第１、議席の指定では、湯前町議会議員の任期満了に伴う改選により、新たに

選出された椎葉弘樹議員の議席を15番、倉本豊議員の議席を16番に指定され、あわせて、欠

員が生じていた、組合の共同処理する事務に関する調査特別委員会委員に指名されました。 

日程第２、議会運営委員会委員の選任については、湯前町議会議員の改選により欠員とな

っていた上球磨地区の委員の補充があり、17番、米良哲議員（水上村選出）が選任、指名さ

れました。また、議会運営委員会が開催され、同じく欠員となっていた委員長に、27番、豊

永喜一議員（あさぎり町選出）が就任されました。 

次に、日程第３、一般質問では、人吉市選出の１番、塩見寿子議員が人吉球磨クリーンプ

ラザの今後について、続いて、多良木町選出の13番、高橋裕子議員が喫緊の課題である特別

養護老人ホーム福寿荘の方向及び本組合の事業の方向について、それぞれ質問し、執行部の

考えをただしました。 

次に、日程第４、議案第24号人吉球磨広域行政組合人吉球磨ふるさと市町村圏基金の設置、

管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の補足説明を受け、

質疑、採決を行い、異義なく原案のとおり可決されました。 

最後に、日程第５、委員会の閉会中の継続調査については、議会運営委員会委員長の申し

出のとおり決定され、閉会しました。 

次に、平成29年第１回人吉球磨広域行政組合議会定例会が、２月24日午前10時から人吉球

磨クリーンプラザ大会議室において開会されました。 

日程第１、会議録署名議員の指名については、15番、椎葉弘樹議員（湯前町選出）と16番、

倉本豊議員（湯前町選出）が指名されました。 

日程第２、会期の決定については、２月24日開会、２月25日から３月23日までを休会とし、

３月24日までとすることに決定しました。 

日程第３、行政報告については、理事会代表理事から、平成28年12月定例理事会から平成
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29年２月定例理事会の３回の理事会での審議事項について報告がありました。 

日程第４、議案第１号平成28年度人吉球磨広域行政組合一般会計補正予算（第３号）、日

程第５、議案第２号平成28年度人吉球磨広域行政組合人吉球磨ふるさと市町村圏特別会計補

正予算（第４号）、日程第６、議案第３号平成28年度人吉球磨広域行政組合特別養護老人ホ

ーム特別会計補正予算（第３号）、日程第７、議案第４号平成29年度人吉球磨広域行政組合

一般会計予算、日程第８、議案第５号平成29年度人吉球磨広域行政組合人吉球磨ふるさと市

町村圏特別会計予算、日程第９、議案第６号平成29年度人吉球磨広域行政組合特別養護老人

ホーム特別会計予算、日程第10、議案第７号平成29年度人吉球磨広域行政組合一般会計経費

の負担金の総額、日程第11、議案第８号人吉球磨広域行政組合一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、日程第12、議案第９号人吉球磨広域行政組合職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第13、議案第10号

人吉球磨広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、日程第14、議案第11号人吉球磨広域行政組合特別養護老人ホーム福寿荘民営化検討

委員会設置条例の制定についての11議案を一括し、執行部の提案理由の説明を、その後、日

程第４、議案第１号から日程第６、議案第３号までの３件について補足説明を受け、議案ご

とに質疑、採決を行い、原案のとおり可決し、１日目は散会となりました。 

次に、平成29年第１回人吉球磨広域行政組合議会定例会２日目が、３月24日午前10時から

人吉球磨クリーンプラザ大会議室において開会されました。 

日程第１、一般質問では、人吉市選出の１番、塩見寿子議員がクリーンプラザ延命化につ

いて質問し、執行部の考えをただしました。 

次に、日程第２、議案第８号人吉球磨広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第３、議案第９号人吉球磨広域行政組合職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第４、議案第10号人吉球磨

広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

日程第５、議案第11号人吉球磨広域行政組合特別養護老人ホーム福寿荘民営化検討委員会設

置条例の制定について、日程第６、議案第４号平成29年度人吉球磨広域行政組合一般会計予

算、日程第７、議案第５号平成29年度人吉球磨広域行政組合人吉球磨ふるさと市町村圏特別

会計予算、日程第８、議案第６号平成29年度人吉球磨広域行政組合特別養護老人ホーム特別

会計予算、日程第９、議案第７号平成29年度人吉球磨広域行政組合一般会計経費の負担金の

総額までの８件を一括して執行部の補足説明を受け、議案ごとに質疑、採決を行い、異義な

く原案のとおり可決されました。 

次に、日程第10、委員会の閉会中の継続調査については、議会運営委員会委員長の申し出

のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定されました。 

最後に、組合会議規則第43条の規定により、議決された事件について、その条項、字句、
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数字、その他の整理は議長に委任することで決定され、閉会しました。 

以上、人吉球磨広域行政組合議会の報告を終わります。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第38 人吉下球磨消防組合議会の報告 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第38、人吉下球磨消防組合議会の報告を求めます。（「議

長、５番」と呼ぶ者あり） 

５番。宮﨑保議員。 

○５番（宮﨑 保君）（登壇） 日程第38、人吉下球磨消防組合議会の報告を行います。 

平成29年２月第１回人吉下球磨消防組合議会定例会が、２月28日午後２時から、人吉下球

磨消防組合消防本部会議場において開催されました。 

日程第１、会議録署名議員の指名で、１番、私、宮﨑、２番、久保田議員（錦町選出）が

指名されました。 

日程第２、会期の決定では、２月28日の１日とすることに決定しました。 

日程第３、議案第１号人吉下球磨消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、平成28年８月、国の人事院勧告に基づき改正を行うもの。日程第４、議

案第２号平成28年度人吉下球磨消防組合一般会計補正予算（第２号）については、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ188万7,000円を追加するもので、歳出の主なものとして、早期退職に

よる退職手当特別負担金の増や、中分署高規格救急自動車及び東分署水槽付消防ポンプ自動

車の入札残によるもの。日程第５、議案第３号平成29年度人吉下球磨消防組合一般会計予算

については、対前年度比4,584万3,000円の増で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億2,603

万円とするものです。増額の主な要因は、職員が３名増となることによる人件費の増、本部

庁舎の雨漏り対策としての屋上改修費用、中央署化学消防ポンプ自動車及び中分署水槽付消

防ポンプ自動車の更新整備費用によるものなどとの提案説明があり、質疑、採決の結果、全

ての議案において、全員異義なく原案のとおり可決されました。 

日程第６、一般質問では、大塚議員（人吉市選出）から、１、住宅火災、２、私有地購入

の２点についての質問がされ、それぞれ執行部からの答弁があり、午後４時２分に閉会しま

した。 

以上、報告します。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第39 委員会の閉会中の継続審査及び調査について 

○議長（田中 哲君） 次に、日程第39、委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題

といたします。 

予算委員会、総務文教委員会、厚生委員会、経済建設委員会の各常任委員長、及び議会運

営委員会委員長から、それぞれお手元に配付してありますように、各委員会の所管事項につ
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いて、閉会中の継続審査及び調査の申し出があっております。各委員長の申し出に対し、質

疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

それでは、採決いたします。各委員長の申し出のとおり決するに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、申し出のとおり決定いたします。 

─────────────────────────────── 
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閉会中の継続審査・調査の申し出があった事件 

○予算委員会                 （平成29年３月第１回人吉市議会定例会） 

事件の番号 件        名 理      由 

 一般会計予算の歳入に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 

 

○総務文教委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

 市政の企画に関すること 実情を調査する必要があるため 

 行財政に関すること 実情を調査する必要があるため 

 防災及び消防に関すること 実情を調査する必要があるため 

 学校教育及び社会教育に関すること 実情を調査する必要があるため 

 文化及びスポーツの振興に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 

 

○厚生委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

 
戸籍、住民基本台帳その他市民の記録管

理に関すること 
実情を調査する必要があるため 

 環境保全、衛生及び公害に関すること 実情を調査する必要があるため 

 市民の健康及び福祉に関すること 実情を調査する必要があるため 

 上・下水道に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 
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○経済建設委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

 農林水産業の振興に関すること 実情を調査する必要があるため 

 
商工観光業の振興及び労働行政に関する

こと 
実情を調査する必要があるため 

 企業誘致に関すること 実情を調査する必要があるため 

 道路、河川の管理・整備に関すること 実情を調査する必要があるため 

 都市計画及び都市開発に関すること 実情を調査する必要があるため 

 その他、所管事項に関すること 実情を調査する必要があるため 

 

○議会運営委員会 

事件の番号 件        名 理      由 

 議会運営に関すること 実情を調査する必要があるため 

 会議規則、委員会条例に関すること 実情を調査する必要があるため 

 会期日程に関すること 実情を調査する必要があるため 

 議長の諮問に関すること 実情を調査する必要があるため 
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─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程の追加について 

○議長（田中 哲君） ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 

発議第２号人吉市議会委員会条例の一部を改正する条例案を日程に追加し、直ちに議題と

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案を日程に追加し、直ちに議題といたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 追加日程 発議第２号 

○議長（田中 哲君） 発議第２号を議題とし、提出者の説明を求めます。（「議長、14番」

と呼ぶ者あり） 

14番。村上恵一議員。 

○14番（村上恵一君）（登壇） 発議第２号人吉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定について、提出者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。 

発議第２号人吉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、上記の議案を別

紙のとおり、地方自治法第109条第６項及び人吉市議会会議規則第14条第２項の規定により

提出します。平成29年３月28日、人吉市議会議長 田中哲様。提出者、人吉市議会議会運営

委員会委員長 村上恵一。 

発議第２号人吉市議会委員会条例の一部改正案は、人吉市部設置条例の一部を改正する条

例が平成29年４月１日から施行されることに伴い、常任委員会の所管の変更を行うものでご

ざいます。 

第２条第１項の表、総務文教委員会の項中、所管において、「第７号その他、他の常任委

員会の所管に属さない事項」を第８号とし、「第２号会計課の所管に属する事項」から「第

６号教育委員会の所管に属する事項」までを１号ずつ繰り下げ、「第２号企画政策部の所管

に属する事項」を加えるものでございます。 

以上で、人吉市議会委員会条例の一部改正案の提案理由の説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○議長（田中 哲君） ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終了いたします。 

ただいま議題となっております発議第２号につきましては、会議規則第37条第２項の規定

により、委員会付託を省略いたします。 
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それでは、採決いたします。発議第２号について、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 哲君） 御異議なしと認めます。 

よって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（田中 哲君） ここで、今定例会における追加議案の提案に関しまして、議会としま

して執行部に申し上げます。 

議案上程までの過程を鑑みますと、まず議第32号中の教育部関連の西瀬小学校プール水道

水流失事故に係る納入金の歳入に関しての補正予算案に関しては、おわびとしての金員受け

入れ調定後において、地方自治法の総計予算主義の原則を遵守せず、適正な事務処理を行っ

ておらず、また、議第33号の建設部の景観計画等策定審議会条例案においては、附属機関と

して条例制定化すべき要件で、特に住民の権利義務に影響する権限を審査する機関などと、

執行部みずから規定した内規を遵守せず、議会の審議範疇外である要項において制定した審

議会を開催し、重要な案件を諮問したことなどは、重大な過失があったと言わざるを得ませ

ん。これらの錯誤的行為を議員から指摘されて、追加議案として上程するようなことは二度

と起こしてはならない事案であり、速やかに議会へ明確な説明を行うべきであったと考えま

す。また、これら一連の行為により、議会運営にも混乱を生じさせたことも事実であり、執

行部としては反省すべき点として真摯に受けとめていただきたいと存じます。 

よって、今後におかれましては、今回の事案の轍を踏まないよう、事の重大さを再度十分

に認識され、法令等を遵守し、議案とすべき事項については、慎重かつ速やかに議会へ上程

され、審議に付されることを強く申し入れます。 

以上でございます。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（田中 哲君） 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

─────────────────────────────── 

 発言の申し出 

○議長（田中 哲君） ここで、３月31日付で退職されます職員から挨拶の申し出があってお

りますので、これを許可いたします。 

○市民部長（今村 修君）（登壇） 皆様、お疲れのところ、お時間をいただきまして、あり

がとうございます。私は、このたび、37年間の奉職をもって定年退職いたします。浅学非才

の私が今日まで至ることができましたのも、多くの先輩方を初め職員の皆様の御支援、御協

力、そして、苦楽をともにした友人たちの励ましのおかげと、心から感謝をいたしておりま

す。とりわけ議員の皆様には、議場ばかりでなく、あらゆる場所で御指導をいただきました。
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また、今議会では慰労の言葉までいただき、まことにありがとうございました。 

37年間の思い出話は割愛をさせていただきますが、今後は、市職員としての経験を宝とし、

微力ではございますが、地域社会に貢献してまいりたいと存じます。 

最後に、職員として新庁舎の完成に立ち会うことはできませんが、市のシンボルとなるす

ばらしい市庁舎が一日も早く完成しますことを祈念いたしますとともに、議会を初め執行部

の皆様の御健勝と御活躍を御祈念いたしまして、退職の挨拶とさせていただきます。 

長い間、ありがとうございました。（拍手） 

○健康福祉部長（村口桂子君）（登壇） 退職に当たり挨拶の機会をいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

私は、昭和58年１月に保健師として入庁しまして、約34年の間、健康と福祉にかかわる仕

事をさせていただきました。保健師の仕事は、市民の皆様の生活や生き方そのものにかかわ

ることも多くあり、ともに喜び、ともに涙したこともございました。また、その中で、市民

の皆様の生の声を政策に生かせる、そんな仕事にやりがいと生きがいを感じて仕事をしてま

いりました。 

また、老人保健法や介護保険法の施行、地域包括支援センターの設置、子ども・子育て支

援法の施行など、さまざまな新しい制度や改正にかかわってきましたが、毎日が残業続きで、

一日も休みがないという月もございました。多くの苦労もありましたが、諸先輩や同僚の皆

様の支えがあって、この日を迎えることができましたことに心から感謝を申し上げます。 

今となっては、全てが私のよき思い出、人生の宝となりました。 

最後になりましたが、議長を初め議員各位、並びに市長を初め職員の皆様に、御指導、御

鞭撻を賜り、また、ともに仕事をさせていただきましたことに心より感謝を申し上げますと

ともに、皆様のますますの御活躍を御祈念申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。 

長い間、本当にありがとうございました。（拍手） 

○建設部長（大渕 修君）（登壇） こんにちは。お疲れのところ、発言の機会をいただき、

感謝申し上げます。 

まず、今議会におきまして、委員会等も御迷惑をかけましたこと、心よりおわび申し上げ

ます。申しわけございませんでした。 

さて、２月20日に議会運営委員会が開かれまして、挨拶の申し出が了承され、この場に立

って何を話そうかなと思っておりましたが、そのときが来ました。つい最近、子供の契約、

保証人のところに職業を書く欄があって、地方公務員と書きました。あと何回、地方公務員

と書くのかなと思いながら記入したところでございます。 

そもそも私は、学生時代から会社に就職しようとか、ましてや市役所に入って仕事をしよ

うというふうな目標はございませんでした。そんなこともあり、学生時代は、大学の名前の

とおり、飲んだり、飲んだり、食うたりして過ごしました。我が家が林業経営をやっており
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ましたので、卒業後は家業を継ぐものと学生時代を過ごし、昭和54年に大学を卒業し、就職

はしないで、両親と一緒に、今でいう自伐林業を目指しておりました。家を継ぐまではよか

ったんですが、杉丸太が１立方メートル当たり３万円前後していたものが、昭和55年をピー

クに値下がりし、御存じのように、今は１万円前後となっております。このままでは林業経

営だけでは生活できないということで、就職の道を選び、市役所に入庁し、33年間が経過い

たしました。 

それから33年間、知識や能力もない私が、これまで市職員としてやってこれましたのも、

市長や議員の皆様、先輩職員、同僚職員、そして、何よりたくさんの市民の方との出会いと

その連鎖、織り重なりによって出会った方々に育てられた所産と思っております。今までは

市役所というよろいを着て、守られたり、その重さに耐えながら職員生活を送ってまいりま

した。これからはその市役所というよろいを脱ぎ、一市民として市政発展に寄与できればと

思っております。 

大分前になりますが、南稜高校の校長先生と話す機会がありました。そのとき、戦前、昭

和初期の農場日誌に、今、農業は厳しい、これを乗り切ればきっといい時代が来るという内

容の記載があったということでしたが、いつになっても農業は厳しいようでございます。地

方自治体におきましても、少子高齢化、人口減少の進行や、自主財源の確保が厳しくなって

いくなど、さまざまな社会情勢の中で自治体運営をやっていかなければなりません。楽な行

政運営が来る時代は来ないのではないかと思っております。 

議員の皆様、市長を初め職員の皆様方の御活躍で人吉市の発展を祈念しますとともに、皆

様の御健勝を重ねて祈念いたしまして、退職の御挨拶にかえさせていただきます。 

本当に長い間、ありがとうございました。（拍手） 

○議会事務局長（赤池謙介君）（登壇） 議員の皆様、こんにちは。このたび、退職をするに

際し、挨拶の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。この席で人事異動の

挨拶以外に発言をさせていただくのは初めてでございますので、いささか緊張しております。 

以前、ある議員の方から一般質問をされる際に、局長にも答弁をというのがございまして、

何とか答弁しなくてもよい方法はないのかなと悩みました。そのとき、私たちが議会運営の

バイブルとする書籍の中に、局長は説明員として執行部の説明をする必要はないというふう

なことで、答弁をする必要なしというのを見つけ出しまして、答弁を要しなくなって、ほっ

と胸をなでおろしたこともありました。そのようなことでありまして、今回が最初で最後の

この場での発言ということで、少しお時間をいただくことをお許しいただければと存じます。 

私は、市職員として、事務畑で35年間勤務をさせていただき、総務部、経済部、民生部、

建設部、市民部、議会と、６つの部署を経験させていただきました。その間、この議会関係

では、事務局次長として１年間、そして、少し間を置いてから局長としての６年間の計７年

間を勤務させていただき、５分の１をこの議会事務局で勤めさせていただくこととなりまし
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た。この議会事務局となっての６年間を永山前議長、そして、現田中議長にお仕えし、議会

の運営に携わることができましたことは、まことに光栄の至りと感じております。 

しかし、経験不足、勉強不足の中で、一般質問の際の執行部と議員の議論を目の当たりに

しながら、議事進行がかからなければいいがなとか、反問権の行使もなければいいがなと、

そして、何事もなく無事終わることを定例会ごとに祈っていたことが事実でございます。ま

た、進行においては、いろいろ御迷惑をおかけし、反省するべき点も多くありました。また、

この一般質問におきましては、執行部と議会議員のほうでかみ合わない部分も出てきて、暫

時休憩をとっていただき、調整をしながら、また次第書を書きながら、臨機応変に立ち回ら

なければならず、一般質問の３日間がちょっと胃がきりきりとするような緊張の中で、無事

に終わったときには、あしたのジョーのジョー症候群といいますか、燃え尽きてしまったよ

うな状況でもございました。このような状況から、あと３日間で卒業ということで、大変う

れしくもあり、また、この例えようもない緊張感をもう二度と味わうことができないと思う

と、一抹の寂しさもございます。 

この３月の定例会もいろいろございまして、どうなることかと不安がございましたけど、

何とか無事にあと少しで閉会の宣言を迎えることができ、この退職者職員の挨拶までたどり

着けたことは、ひとえに議員の皆様のおかげだと感謝の念にたえません。本当にありがとう

ございました。 

退職してからは一市民として、この本会議等をインターネットで拝聴し、たまには議場に

来て、生でのライブを傍聴していくのも、また今後の楽しみとしております。この人吉の市

政がこの本会議場で生まれていくことをしっかりと今後も見届けていきたいと考えています。 

最後になりましたけど、田中議長を初め議員の皆様、また、松岡市長を初めとする市職員

の皆様のますますの御健勝と御活躍、また、市政がますます発展を遂げることと、念願であ

ります新庁舎の完成が一日でも早く完成することを御祈念申し上げまして、退職に当たって

の御挨拶とさせていただきます。 

本当に長い間、ありがとうございました。（拍手） 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（田中 哲君） 以上をもちまして、平成29年３月第１回人吉市議会定例会を閉会いた

します。 

午後２時27分 閉会 
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